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東京証券取引所 会社情報適時開示ガイドブック 

〔 ご利用にあたって 〕 

近年、上場会社（東京証券取引所（以下「東証」又は「当取引所」という。）に上場している内国株券等

（内国株券又は優先出資証券をいう。）又は外国株券等（外国株券又は外国株預託証券等をいう。）の発行者を

いう。以下同じ。）を取り巻く様々な環境が急速に変化し、また、日々の企業活動が複雑化するなかで、内外

の投資者が投資判断を行ううえで必要な情報を十分かつ適切に説明することの重要性は、従来に比してより一

層高まっているものと考えられます。 

東証では、有価証券上場規程上求められる会社情報に係る開示要件や一般に開示資料に記載することが求め

られる内容などの適時開示実務上の取扱いや、開示の手順、関係する上場諸制度の概要などを示す上場会社の

実務マニュアルとして「会社情報適時開示ガイドブック」（以下「本ガイドブック」という。）を編さんしてい

ます。 

会社情報の適時開示はその担い手である上場会社が主体的な役割を果たすものであり、金融商品市場に対す

る投資者の信頼の根幹をなす重要なものとして、常に投資者の視点に立ち、投資判断上重要な会社情報を迅速、

正確かつ公平に開示することが必要です。上場会社には、会社情報の適時開示にあたって、本ガイドブックに

掲げる適時開示実務上の取扱いを遵守するだけではなく、投資者が会社情報を適切に理解・判断できるものと

なるよう、主体的かつ積極的な取組みが求められます。 

上場会社各社、また、関係者各位におかれては、会社情報の適時開示の重要性を十分に踏まえ、より適時、

適切な開示に向けて、ご協力いただきますようお願い申し上げます。 

【内容の更新について】 

本ガイドブックは、有価証券上場規程や法令等の改正、新制度や新たな取扱いの追加などに応じて内容

を見直し、適宜、改訂版を公表することを予定しています。 

なお、この間の内容変更については、東証から上場会社の情報取扱責任者宛てに通知が行われるほか、

通知後一定期間内に上場会社向けナビゲーションシステム（以下、「上場会社ナビ」という。）へ変更内容の

反映が行われます。上場会社におかれては、最新の取扱いに従い実務上の対応を講じることが必要となりま

すので、東証からの上場会社通知を常にご確認いただき、適切にご対応ください。 

上場会社の方は、Ｔａｒｇｅｔ東証上場会社ポータルサイト（以下「Ｔａｒｇｅｔ」という。）にて上場

会社通知をご確認いただけます。また、東証では、上場会社通知を一般利用者の方にもご覧いただけるよう、

東証の上場会社向け通知をメール配信する「上場会社向け通知配信サービス」（有料）を提供しています。

ご利用を希望される方は、別途「上場会社向け通知配信サービス」をお申込みください。 

【凡例】 

金商法・・・・・・・・・・金融商品取引法 

金商法施行令・・・・・・・金融商品取引法施行令 

開示府令・・・・・・・・・企業内容等の開示に関する内閣府令 

開示ガイドライン・・・・・企業内容等の開示に関する留意事項について（金融庁企画市場局） 

取引規制府令・・・・・・・有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 

財表規則・・・・・・・・・財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 

連結財規・・・・・・・・・連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 

ＩＦＲＳ・・・・・・・・・連結財規第９３条に規定する指定国際会計基準 

上場規程・・・・・・・・・有価証券上場規程 

施行規則・・・・・・・・・有価証券上場規程施行規則 
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【用語集】 

上場規程等において定める用語のうち、本ガイドブックにおいて頻繁に使用される用語は以下のとおりです。

また、関連する法令等の内容を参考情報として記載しております。情報の正確性については万全を期しており

ますが、法令等については改正も行われることから、実際の判断等にあたっては最新の法令等を参照してくだ

さい。 

 

用 語 定   義 

親会社 財表規則第８条第３項に規定する親会社をいう。（上場規程第２条第２号） 

 

【参考：財表規則第８条第３項】 

「親会社」とは、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関（株主総会その他これに

準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。）を支配している会社等をいい、「子会社」とは、

当該他の会社等をいう。親会社及び子会社又は子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している

場合における当該他の会社等も、その親会社の子会社とみなす。 

親会社等 親会社、その他の関係会社又はその親会社をいう。（上場規程第２条第３号） 

関係会社 財表規則第８条第８項に規定する関係会社をいう。（上場規程第２条第１９号） 

 

【参考：財表規則第８条第８項】 

財務諸表提出会社の親会社、子会社及び関連会社並びにその他の関係会社をいう。 

関連会社 財表規則第８条第５項に規定する関連会社をいう。（上場規程第２条第２５号） 

 

【参考：財表規則第８条第５項】 

会社等及び当該会社等の子会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の

他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合にお

ける当該子会社以外の他の会社等をいう。 

関連当事者 連結財規第１５条の４に規定する関連当事者（連結子会社を含む。）又は財表規則第８条第１７項に

規定する関連当事者をいう。 

 

【参考：連結財規第１５条の４】 

この規則において「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。  

１ 連結財務諸表提出会社の親会社  

２ 連結財務諸表提出会社の非連結子会社 

３ 連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等 

４ 連結財務諸表提出会社のその他の関係会社（連結財務諸表提出会社が他の会社等の関連会社であ

る場合における当該他の会社等をいう。以下この号において同じ。）並びに当該その他の関係会社

の親会社及び子会社 

５ 連結財務諸表提出会社の関連会社及び当該関連会社の子会社 

６ 連結財務諸表提出会社の主要株主（金商法第１６３条第１項に規定する主要株主をいう。）及びそ

の近親者（二親等内の親族をいう。次号から第９号までにおいて同じ。） 

７ 連結財務諸表提出会社の役員及びその近親者 

８ 連結財務諸表提出会社の親会社の役員及びその近親者 

９ 連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員及びその近親者 

10 前４号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の

子会社 

11 従業員のための企業年金（連結財務諸表提出会社又は連結子会社と重要な取引（掛金の拠出を除

く。）を行う場合に限る。） 
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【参考：財表規則第８条第１７項】 

この規則において「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。 

１ 財務諸表提出会社の親会社 

２ 財務諸表提出会社の子会社 

３ 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等 

４ 財務諸表提出会社のその他の関係会社並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社 

５ 財務諸表提出会社の関連会社及び当該関連会社の子会社 

６ 財務諸表提出会社の主要株主（金商法第１６３条第１項に規定する主要株主をいう。）及びその近

親者（二親等内の親族をいう。次号及び第８号において同じ。） 

７ 財務諸表提出会社の役員及びその近親者 

８ 財務諸表提出会社の親会社の役員及びその近親者 

９ 前３号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の

子会社 

10 従業員のための企業年金（財務諸表提出会社と重要な取引（掛金の拠出を除く。）を行う場合に限

る。） 

子会社 財表規則第８条第３項に規定する子会社をいう。（上場規程第２条第３６号） 

 

【参考：財表規則第８条第３項】 

「親会社」とは、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関（株主総会その他これに

準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。）を支配している会社等をいい、「子会社」とは、

当該他の会社等をいう。親会社及び子会社又は子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している

場合における当該他の会社等も、その親会社の子会社とみなす。 

子会社等 金商法第１６６条第５項に規定する子会社をいい、上場外国会社（当取引所が必要と認める者に限

る。）にあっては、その子会社、関連会社その他の当取引所が必要と認める者をいう。（上場規程第４

０２条第１号ｑ） 

 

【参考：金商法第１６６条第５項】 

他の会社が提出した第５条第１項の規定による届出書、第２４条第１項の規定による有価証券報告書

若しくは第２４条の５第１項の規定による半期報告書で第２５条第１項の規定により公衆の縦覧に供

されたもの、第２７条の３１第２項の規定により公表した特定証券情報又は第２７条の３２第１項若

しくは第２項の規定により公表した発行者情報のうち、直近のものにおいて、当該他の会社の属する

企業集団に属する会社として記載され、又は記録されたものをいう。 

支配株主 次の①②のいずれかに該当する者をいう。 

① 親会社 

② 主要株主で、当該主要株主が自己の計算において所有している議決権と、次に掲げる者（③④）

が所有している議決権とを合わせて、上場会社の議決権の過半数を占めているもの（①を除く）。

以下「支配株主（親会社を除く。）」という。 

③ 当該主要株主の近親者（二親等内の親族をいう。） 

④ 当該主要株主及び③が、議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等（会社、指定

法人、組合その他これらに準ずる企業体（外国におけるこれらに相当するものを含む。）をいう。）

及び当該会社等の子会社 

（上場規程第２条第４２号の２、施行規則第３条の２） 

支配株主等 上記①、②、③、④又は⑤その他の関係会社のいずれかに該当する者をいう。 

支配株主その

他施行規則で

定める者 

支配株主及び次の各号に掲げる者をいう。 

(１) 上場会社と同一の親会社をもつ会社等（当該上場会社及びその子会社等を除く。） 

(２) 上場会社の親会社の役員及びその近親者 

(３) 上場会社の支配株主（当該上場会社の親会社を除く。）の近親者 
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(４) 上場会社の支配株主（当該上場会社の親会社を除く。）及び前号に掲げる者が議決権の過半数

を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社（当該上場会社及びその子会

社等を除く。） 

（上場規程第４４１条の２、施行規則第４３６条の３） 

主要株主 金商法第１６３条第１項に規定する主要株主をいう。（上場規程第４０２条第２号ｂ） 

 

【参考：金商法第１６３条第１項】 

自己又は他人（仮設人を含む。）の名義をもつて総株主等の議決権の１００分の１０以上の議決権

（取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取引規制府令で定めるものを除く。）を保有している

株主をいう。 

上場会社 上場株券等の発行者をいう。（上場規程第２条第５０号） 

上場株券等 当取引所に上場している株券等をいう。（上場規程第２条第５１号） 

その他の関係

会社 

財表規則第８条第１７項第４号に規定するその他の関係会社をいう。（上場規程第２条第３号） 

 

【参考：財表規則第８条第１７項第４号、第８項】 

財務諸表提出会社が他の会社等開示府令第１９条第２項第１号ヲの関連会社である場合における当該

他の会社等をいう。 

第三者割当 開示府令第１９条第２項第１号ヲに規定する第三者割当をいう。（上場規程第２条第６７号の２） 

 

【参考：開示府令第１９条第２項第１号ヲ】 

当該有価証券（株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券に限る。）の募集又は売出しが当該有

価証券に係る株式又は新株予約権を特定の者に割り当てる方法（会社法第２０２条第１項の規定によ

る株式の割当て及び同法第２４１条第１項又は同法第２７７条の規定による新株予約権の割当てによ

る方法（外国会社にあっては、これらに準ずる方法）並びに次の（１）から（４）までに掲げる方法

を除く。） 

（１） 一定の要件に該当する場合において、当該有価証券の募集又は売出しに係る引受人が当該有

価証券と同一の種類の有価証券を当該募集又は売出しと同一の条件で売出しを行うこととされ

ているときに、当該有価証券を当該引受人に割り当てる方法 

（２） 新株予約権（譲渡が禁止される旨の制限が付されているものに限る。）を当該新株予約権に

係る新株予約権証券の発行者又はその関係会社の役員、会計参与又は使用人に割り当てる方法 

（３） 提出会社又は関係会社が、これらの会社の役員、会計参与又は使用人（以下「役員等」とい

う。）から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供の対価として当該役員等に生ず

る債権の給付と引換えに当該役員等に交付される自社株等（当該提出会社が発行者である株式

又は新株予約権（（２）に規定する新株予約権を除く。）をいう。以下（３）において同じ。）

を当該役員等に割り当てる方法又は当該関係会社の役員等に給付されることに伴って当該債権

が消滅する自社株等を当該関係会社の役員等に割り当てる方法 

（４） 会社法第２０２条の２第１項各号（同条第３項において読み替えて適用する場合を含む。）

に掲げる事項を募集事項に含む株式を割り当てる方法又は同法第２３６条第３項各号（同条第

４項において読み替えて適用する場合を含む。）に掲げる事項を内容とする新株予約権（（２）

に規定する新株予約権を除く。）を割り当てる方法 

独立役員 一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役（会社法第２条第１５号に規定する社外取締役

であって、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する者をいう。）又は社外

監査役（会社法第２条第１６号に規定する社外監査役であって、会社法施行規則第２条第３項第５号

に規定する社外役員に該当する者をいう。）をいう。（上場規程第４３６条の２） 

※ 本ガイドブックでは、独立役員の要件に該当する者全員ではなく、会社によって独立役員として

指定された者のことを独立役員という場合があります。 

買収への対応 上場会社が資金調達などの事業目的を主要な目的とせずに差別的な行使条件・取得条項付きの新株予
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方針    約権の無償割当等を行うことにより当該上場会社に対する買収（主に、買収者が上場会社の株式を取

得することでその経営支配権を得る行為をいう。以下同じ。）に対抗する旨を定めた対応の方針をい

う。（上場規程第２条第８０号） 

買収への対抗

措置 

前号に規定する買収への対応方針で定めた新株予約権の無償割当て等の具体的な行為をいう。（上場

規程第２条第８０号の２） 

筆頭株主 主要株主のうち所有株式数（他人（仮設人を含む。）名義のものを含み、金商法第１６３条第１項に

規定する株式の所有の態様その他の事情を勘案して取引規制府令で定めるものを除く。）の最も多い

株主をいう。（上場規程第４０２条第２号ｂ） 

孫会社 金商法施行令第２９条第２号に規定する孫会社をいい、上場外国会社（当取引所が必要と認める者に

限る。）にあっては、その子会社等の子会社等をいう。（上場規程第４０３条第１号ｉ） 

 

【参考：金商法施行令第２９条第２号】 

子会社が支配する会社として取引規制府令で定めるものをいう。 

【参考：取引規制府令５４条】 

金商法施行令第２９条第２号に規定する子会社が支配する会社として取引規制府令で定めるものは、

財表規則第８条第３項の規定に基づき上場会社等の子会社としてみなされる会社のうち同項及び同条

第４項により当該子会社が意思決定機関を支配しているものとされる会社とする。 

ＣＢ等 上場会社が第三者割当により発行する新株予約権付社債券、新株予約権証券及び取得請求権付株券を

いう。（上場規程第４１０条、施行規則第４１１条第１項） 

ＭＢＯ 公開買付者が対象者の役員である公開買付け（公開買付者が対象者の役員の依頼に基づき公開買付け

を行う者であって対象者の役員と利益を共通にする者である公開買付けを含む。）のことをいう。（上

場規程第４４１条参照） 

ＭＢＯ等 ＭＢＯ及び支配株主その他施行規則で定める者による公開買付けをいう。 

ＭＳＣＢ等 ＣＢ等であって、ＣＢ等に付与又は表章される新株予約権又は取得請求権（以下「新株予約権等」と

いう。）の行使に際して払込みをなすべき１株あたりの額が、６か月間に１回を超える頻度で、当該

新株予約権等の行使により交付される上場株券等の価格を基準として修正が行われ得る旨の発行条件

が付されたものをいう。（上場規程第４１０条、施行規則第４１１条第２項） 

 

 

【条文番号等の引用に関する留意事項】 

本ガイドブックに記載されている法令諸規則の条文番号等は、主にスタンダード市場の上場会社に対応

する条文番号等を用いています。プライム市場又はグロース市場の上場会社や上場外国会社については、引

用している条文番号等が異なる場合がありますのでご注意ください。 
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１．適時開示の意義 
金融商品市場の機能は、国民の有価証券による資産運用と企業の有価証券の発行による長期安定資金の

調達とを適切かつ効率的に結び付けることによって、国民経済の発展に資することにあります。この機

能が十分に発揮されるためには、市場の公正性と健全性に対する投資者の信頼が確保されていることが

必要であり、有価証券について適切な投資判断材料が提供されていることが前提となります。 

このような投資判断材料の提供の機能を果たす制度として、金商法に基づく法定開示制度（有価証券届

出書、有価証券報告書、半期報告書など）と、金融商品取引所における適時開示制度が併存しています。

適時開示制度は、金融商品取引所の規則により、重要な会社情報を上場会社から投資者に提供するため

に設けられているものであり、投資者に対して、報道機関等を通じてあるいはＴＤｎｅｔ（適時開示情

報伝達システム）により直接に、広く、かつ、タイムリーに伝達するという特徴があります。 

金融商品市場においては時々刻々と発生する各種の会社情報によって売買が大きな影響を受けることが

多いことなどから、投資者にとって、適時開示は大変重要なものとなっています。特に、近年のように、

企業を取り巻く環境の変化が著しい時代にあって、最新の会社情報を迅速、正確かつ公平に提供する適

時開示の重要性が、より一層高まっています。 

会社情報の適時開示はその担い手である上場会社が主体的な役割を果たすものであり、上場会社各社に

おいて、会社情報の適時開示の意義・重要性についての十分な認識と開示に対する真摯な姿勢が強く期

待されるとともに、適時適切な情報開示を実行するための社内体制の整備が求められます。 

東証では、投資者への適時、適切な会社情報の開示が健全な金融商品市場の根幹をなすものであるとい

う基本認識のもと、上場規程の中に会社情報の適時開示に関する規定を設け、上場会社に対して、重要

な会社情報を適時、適切に開示することを義務付けています。 

 

 

２．会社情報の適時開示制度の概要 
 

（１）誠実な業務遂行に関する基本理念 

上場規程では、上場会社は、投資者への適時、適切な会社情報の開示が健全な金融商品市場の根幹を

なすものであることを十分に認識し、常に投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示

を徹底するなど、誠実な業務遂行に努めなければならないことを定めています。 

上場会社各社におかれては、この基本理念の趣旨を十分にご理解いただいたうえで、誠実な業務遂行

に努めるとともに、積極的な適時開示に取り組むようにしてください。 

【上場規程第４０１条関係】 

 

（２）適時開示体制の整備 

重要な会社情報の適時開示が適切に行われることは、金融商品市場において自己責任原則のもとで投

資を行う大前提として、投資者にとって極めて大きな意味を有しています。したがって、上場会社は、

真に適切な情報開示を行える有効な社内体制を整備する必要があります。 

 

適時開示体制を適切に整備するうえで特に重要なポイントは、以下の３点です。 
 

１．適時開示体制を有効に整備・運用するために、経営者自らが開示の重要性に対する明確な姿

勢・方針を打ち出し、かつ社内にこれを啓発していくこと。 

２．適時開示を適切に行ううえで達成しなければならない要点を明確化すること。 

３．整備した体制を適切に運用していくために、内部監査部門をはじめ取締役、監査役等（監査等

委員会設置会社においては監査等委員等、指名委員会等設置会社においては監査委員会等）によ

る適時開示体制を対象としたモニタリングを行うこと。 
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上場会社の適時開示体制に関する概要については、「コーポレート･ガバナンスに関する報告書」の記

載事項として、日本取引所グループウェブサイト（コーポレート・ガバナンス情報サービス）などを通

じて広く提供されています。 

 
 

 

ＵＲＬ https://www.jpx.co.jp/listing/cg-search/index.html 

（：上場会社情報－コーポレート・ガバナンス情報サービス） 

 

 

（３）適時開示が求められる会社情報 

適時開示が求められる会社情報は、有価証券の投資判断に重要な影響を与える上場会社の業務、運営

又は業績等に関する情報です。具体的に開示すべき項目は以下に掲げる種類に区分されます。個々の開

示すべき項目に関する実務上の取扱い等については、「第２編 会社情報適時開示実務上の取扱い」を

参照してください。 

上場規程において、上場会社は、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして施行規則で定め

る基準（以下「軽微基準」という。）に該当するものを除き、直ちにその内容を開示することが義務付

けられています。軽微基準に該当するかどうか明らかでない場合にも、適時開示を行うことが義務付け

られますので、十分に留意してください。 

 

〔適時開示が求められる会社情報〕 

 

○上場会社の情報 

・上場会社の決定事実 

・上場会社の発生事実 

・上場会社の決算情報 

・上場会社の業績予想、配当予想の修正等 

・その他の情報 

（投資単位の引下げに関する開示、財務会計基準機構への加入状況等に関する開示、ＭＳＣＢ

等の転換又は行使の状況に関する開示、支配株主等に関する事項の開示、非上場の親会社等

の決算情報、事業計画及び成長可能性に関する事項の開示、上場維持基準への適合に向けた

計画の開示） 

 

○子会社等の情報 

・子会社等の決定事実 

・子会社等の発生事実 

・子会社等の業績予想の修正等 

 

 

〔適時適切な会社情報の開示の実践〕 

上場規程に定められた内容は、会社情報の適時開示等について上場会社が遵守すべき最低限の要件、

方法等を定めたものであり、上場会社は、これらの内容を理由としてより適時、適切な会社情報の開示

を怠ってはなりません。上場会社には、当該上場会社について生じた情報の個別具体的な事情に照らし、

投資者の投資判断に影響を与えると想定される事情が存在する場合には、その内容の適時開示を積極的

に行うことが求められます。 

【上場規程第４１１条の２】 
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（４）開示時期 

上場会社は、上場規程に基づき、重要な会社情報の決定又は発生時に、直ちにその内容を開示するこ

とが義務付けられています。 

実際に開示すべき時期については、取締役会決議などの形式的な側面にとらわれることなく、実態的

に判断することが求められ、上場会社自らの意思による決定事実については、会社の業務執行を実質的

に決定する機関による決議・決定が行われた時点での開示が必要となり、外部要因により生ずる発生事

実については、その発生を認識した時点での開示が必要となります。 

会社情報の適時開示については、投資者への迅速な情報伝達や、市場取引によって資本市場の価格発

見機能を適切に発揮する観点を踏まえ、立会時間中であるか否かを問わず、情報の発生後直ちに行うよ

うにしてください。 

 

（５）開示資料において記載すべき内容（開示事項） 

会社情報の適時開示は、投資者に投資判断材料を提供する役割を担うものであることから、投資者が

会社情報を適切に理解・判断できるように、十分かつ的確に会社情報の概要等を記載した開示資料を作

成することが極めて重要です。 

 

施行規則では、上場会社が会社情報の適時開示に際して、原則として開示することが求められる事項

を、次のとおりと定めています（開示された内容のうちに、これらのいずれかに相当する事項が欠けた

場合には、東証において不適正な開示と判断する場合があります。）。 

ａ．上場会社が決定事実を決定した理由又は発生事実が発生した経緯 

ｂ．決定事実又は発生事実の概要 

ｃ．決定事実又は発生事実に関する今後の見通し 

ｄ．その他当取引所が投資者の投資判断上重要と認める事項 

【施行規則第４０２条の２第１項】 

 

また、上場会社は、会社情報の適時開示に関し、次の事項を遵守するものとされています。開示資料

の作成にあたっては、十分に留意してください。 

・ 開示する情報の内容が虚偽でないこと。 

・ 開示する情報に投資判断上重要と認められる情報が欠けていないこと。 

・ 開示する情報が投資判断上誤解を生じせしめるものでないこと。 

・ その他開示の適正性に欠けていないこと。 
 

【上場規程第４１２条第１項】 

 

※ 本ガイドブックにおいて示している開示事項のすべてを記載していなかったとしても、「開示

する情報に投資判断上重要と認められる情報が欠けていないこと。」に直ちに抵触するものでは

ありません。投資判断上重要と認められる情報や投資判断上誤解を生じせしめるものに該当す

るかどうかについては、個別事例ごとに実態に即して判断すべきものと考えられます。 

 

実務上の取扱い等は、「第２章 適時開示に関する実務要領」及び「第２編 会社情報の適時開示実

務上の取扱い」を参照してください。 

 

（６）会社情報の開示に係る審査 

日本取引所自主規制法人（以下「自主規制法人」という。）は、上場規程に基づく会社情報の開示に

係る審査（以下「開示審査」という。）を、会社情報の開示の適正性を確保するために必要かつ適当と

認めるときに行うこととしています。 

開示審査は、重要な会社情報の開示について次の観点から行うこととしています。これらの観点から

問題があると判断される場合には、不適正な開示として、上場規程違反となるおそれがありますので、
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十分に留意してください。詳細は、「第３編第２章 上場会社に対する自主規制の概要」を参照してく

ださい。 

・ 開示の時期が適切か否か。 

・ 開示された情報の内容が虚偽でないかどうか。 

・ 開示された情報に投資判断上重要と認められる情報が欠けていないかどうか。 

・ 開示された情報が投資判断上誤解を生じせしめるものでないかどうか。 

・ その他開示の適正性に欠けていないかどうか。 
 

【上場規程第４１２条第２項、上場管理等に関するガイドラインⅡ関係】 

 

（７）会社情報の東証に対する事前説明 

重要な会社情報の適時開示等を円滑に行うために、上場会社は、上場規程第４０２条から第４１１条

の２まで及び第４１６条の規定に基づき会社情報の開示を行う場合は、東証に事前に当該開示に係る内

容を説明することが義務付けられています。 

【上場規程第４１３条関係】 
 

東証では、上場会社ごとに、「上場会社担当者」を設けています。ＴＤｎｅｔに開示資料をオンライ

ン登録した場合には、東証から上場会社の担当者に直接電話して説明を求めることとなります（通常は

３０分以内に電話連絡します。）。東証からの連絡があるまでの間、当該開示資料について説明できる方

（情報取扱責任者に限定するものではありません。）が待機するようにしてください。 

 

（８）会社情報をウェブサイトに掲載する場合の留意事項 

適時開示が求められる会社情報について、ウェブサーバ内の公開ディレクトリ（ウェブサーバ内の

フォルダのうちインターネットを経由して外部者からのアクセスが可能なフォルダをいいます。）に保

存しようとするときは、ＴＤｎｅｔを利用して当該会社情報の開示がされた時以後に保存する、又は、

開示がされる前に保存する場合はパスワードなどによりアクセス制御を行うなど、外部者が当該資料に

容易にアクセスできないよう適切な対策を講じることが義務付けられています。 

【上場規程第４１３条の２関係】 
 

適時開示事項には、内部者取引規制上の「重要事実」に該当する情報が含まれています。公表予定時

刻より前に外部者がその情報に容易にアクセスできるような場合には、外部者が当該情報を利用した取

引を行うことにより、金融商品市場の公正性が著しく損なわれるおそれがありますので、適切な対策を

講じてください。 

また、自社ウェブサイトへの会社情報の掲載手順については、社内でルール化したうえで周知徹底さ

れる必要があります。併せてその遵守状況について定期的に点検を行うようにしてください。 

 

（９）会社情報の適時開示の方法 

適時開示は、ＴＤｎｅｔを利用して行う必要があります（詳細は、「第２章 ４．（２）ＴＤｎｅｔへ

の登録」を参照してください。）。 

【上場規程第４１４条関係】 
 

 

ＴＤｎｅｔは、適時開示情報を公平、迅速かつ広範に伝達するために、国内金融商品取引所等が共同

利用するシステムです。上場会社は、適時開示を行う当日に、ＴＤｎｅｔオンライン登録サイトより、

ＴＤｎｅｔに開示資料の登録を行い、東証（東証のほかに他の金融商品取引所にも重複上場している場

合は、上場している各金融商品取引所。以下本項目において同じ。）からの照会に係る対応や東証に対

する事前説明を行います。その後、東証における開示処理を経て、指定された開示時刻になると、登録

された開示資料がＴＤｎｅｔを通じて多数の報道機関に伝達されます。また、それと同時に、「適時開

示情報閲覧サービス」に掲載され、公衆の縦覧に供されます。なお、他の金融商品取引所に重複上場し

ている場合であっても、ＴＤｎｅｔで適時開示を行うことにより、適時開示は完了することとなります。 
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※ 「適時開示情報閲覧サービス」への掲載は、内部者取引規制上の公表措置の一つとなっており、

開示資料が「適時開示情報閲覧サービス」に掲載された時点で、内部者取引規制上の重要事実及

び公開買付け等事実に係る公表措置が完了することになります（金商法施行令第３０条第１項）。 

 

（10）会社情報に係る照会事項の報告及び開示 

上場会社は、会社情報に関し東証が必要と認めて照会を行った場合には、直ちに照会事項について正

確に報告することが義務付けられており、さらに、東証が報告のため必要と認める場合には、会社情報

に関して必要な調査及び調査結果の東証への報告を行うことが義務付けられています。 

また、照会に係る事実について開示することが必要かつ適当と東証が認める場合には、直ちにその内

容を開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４１５条関係】 

 

有価証券又はその発行者等に関する情報について報道又は噂が流布されている場合や、東証が外部か

らの通報を受けた場合などにおいては、東証から上場会社に対して、流布されている情報等の真偽等の

照会を行うことがありますので、上場会社は照会事項について正確に回答してください。また、流布さ

れている情報等について上場会社が真偽を明らかにすることが必要かつ適当と東証が認める場合に、当

該照会に対する回答内容について開示を求めることがあります。この場合には、上場会社は、直ちに開

示を行うことが義務付けられています。 

東証により開示が必要であると認められたにもかかわらず無為に放置することは、上場規程違反とな

る場合があるだけではなく、金融商品市場における公正な価格形成を阻害し、上場会社に対する信頼を

も失わせるおそれがありますので、十分に留意してください。 

また、有価証券又はその発行者等に関する情報について報道又は噂が流布されている場合には、東証

が投資者に対して注意喚起を行うことがあります。注意喚起制度の詳細は、「第１章２．【注意喚起制度

の概要】」を参照してください。 

 

（11）開示内容の中止、変更、訂正 

上場会社は、既に開示した重要な会社情報の内容について行わないことを決定した場合や変更すべき

事情が生じた場合は当該内容を「開示事項の中止・変更」として、訂正すべき事情が生じた場合は当該

訂正の内容を「適時開示資料の追加、訂正又は説明」として、開示することが義務付けられています。 

また、決算短信・四半期決算短信を開示した後に、開示内容について、変更又は訂正すべき事情が生

じた場合は当該変更又は訂正の内容を、例えば「決算発表資料の訂正」などとして開示することが義務

付けられています。ただし、開示した決算の内容について有価証券報告書又は半期報告書の提出前に変

更又は訂正すべき事情が生じた場合にあっては、投資者の投資判断上重要な変更・訂正である場合を除

き、当該決算に係る有価証券報告書又は半期報告書の提出後遅滞なく行えば足りるものとしています

（決算短信・四半期決算短信の変更又は訂正の内容の開示の取扱い等については、「第２編第３章１．

（３）① 発表した決算内容の変更又は訂正に関する取扱い」を参照してください。）。 

【上場規程第４１６条等関係】 
 

また、上場規程によらず上場会社の任意によりＴＤｎｅｔを利用して開示を行った場合においても、

その内容について行わないことを決定した場合や、変更・訂正すべき事情が生じた場合は当該内容を開

示することが求められます。 

 

（12）情報取扱責任者の届出 

上場会社は、取締役・執行役又はこれに準ずる役職の方から「情報取扱責任者」を選任し、東証に届

け出ることが義務付けられています。 

【上場規程第４１７条関係】 
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情報取扱責任者には、東証が行う照会に対する報告その他会社情報の開示に係る連絡を掌っていただ

きます。具体的には、東証との連絡窓口となるほか、重要な会社情報の社内管理や開示を担当していた

だくことになります。 

情報取扱責任者を変更する場合や、届出内容（氏名、役職、連絡先）に変更が生じる場合には、速や

かに東証まで届け出ることが必要となります。なお、役員の改選等で事前に情報取扱責任者の変更が見

込まれる場合には、就任予定日を付したうえで、事前に届け出ていただいても差し支えありません。 

 
 

 

情報取扱責任者の変更の届出は、Ｔａｒｇｅｔを利用してください。 

ＵＲＬ https://portal.arrowfront.jp/target/x/tselcs/webportal/top.html 

（「書類を提出する」→「会社基本情報（情報取扱責任者変更）」） 
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【ＴＤｎｅｔ利用上の注意】 
ＴＤｎｅｔは、投資判断に影響を与える会社情報を広く投資者に周知するためのシステムであり、東証

が構築・運営し国内金融商品取引所等が共同で利用しています。 

上場規程に基づく開示義務がある会社情報を開示する場合だけでなく、投資判断に有用と考えられる会

社情報を任意で開示する場合にも、より広範に投資者に周知する観点から、できる限りＴＤｎｅｔを利

用して開示してください。この場合には「適時開示情報」として情報を登録していただくことで、東証

の運営する「適時開示情報閲覧サービス」を通じて直接的に、併せて報道機関や情報ベンダーを通じて

間接的に、情報が投資者に周知されます。 

上記のほかＴＤｎｅｔは、投資者ではなく報道機関等に向けて、投資判断情報の提供以外の目的で情報

を伝達する場合にも、利用することができます。この場合には「ＰＲ情報等」として情報を登録してい

ただくことで、「適時開示情報閲覧サービス」には情報を掲載せず、報道機関や情報ベンダーにのみ伝達

します。 

ただしＴＤｎｅｔはその公共的な目的ゆえに、主要な報道機関や情報ベンダーとの直結が認められてい

るシステムであるため、いずれの方法で利用する場合でも、誹謗中傷など他者の名誉・信用を毀損する

等の他者の権利若しくは利益を侵害する、又はそのおそれのある内容や、公序良俗に反する内容を掲載

することはできませんのでご注意ください。 

「適時開示情報」と「ＰＲ情報等」の使い分けに関する考え方は以下のとおりです。 

 

（１）「適時開示情報」として開示すべき場合 

上場規程上の開示義務がある場合には「適時開示情報」として開示する必要があります。 

また、上場規程上の開示義務はないものの一定程度業績に与える影響が見込まれる場合や、決算に係

る会社説明会資料、月次の業績速報、経営計画に係る資料などは、投資判断上有用であると考えられる

ことから、「適時開示情報」として開示してください。 

（注）「適時開示情報」として開示する場合には、上述のとおり、投資判断上有用な情報を投資者に提

供するために開示するものと位置づけられます。したがって、開示すべき項目の実務上の取扱い等

を参考にしたうえで、開示資料には投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項を

わかりやすく記載するなど、投資者に対する投資判断材料を提供する観点から適切なものとなるよ

う留意してください。 

 

（２）「ＰＲ情報等」として登録すべき場合 

単なる組織変更や社員の人事異動、定例的な販売キャンペーンの開始等で業績に与える影響がほとん

ど見込まれないものなど、投資判断上有用な会社情報以外の会社情報を報道機関等に向けて伝達する場

合には、「適時開示情報」ではなく「ＰＲ情報等」として登録してください。 

（注）「ＰＲ情報等」に係る資料（プレスリリース）の作成に際しても、「適時開示情報」と同様に客観

的な事実に基づく明確かつ平易な説明に努め、不明瞭・不明確な記述は避けてください。また、表

題についても、情報の内容を的確に表すものとし、誤解を招く可能性のある表現は避けてください。 

 

（３）「適時開示情報」と「ＰＲ情報等」の掲載範囲 

「適時開示情報」と「ＰＲ情報等」は、下表のとおり、「適時開示情報閲覧サービス」への掲載の有

無という点で、情報の掲載される範囲が異なります。 
 

 「適時開示情報」 「ＰＲ情報等」 

「適時開示情報閲覧サービス」への掲載 ○ × 

「東証上場会社情報サービス」への掲載（※１） ○ ○ 

報道機関・情報ベンダーへの配信 ○ ○ 

「ＴＤｎｅｔＤＢＳ」への掲載 ○ ○ 

※１ 「東証上場会社情報サービス」への掲載は、開示・登録が行われた翌日となります。 

※２ 各サービスの概要については、「第１章３．（参考１）ＴＤｎｅｔの概要」を参照してください。 
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  〔「適時開示情報」と「ＰＲ情報等」のＴＤｎｅｔ登録時の電話連絡について〕 

      ＴＤｎｅｔにオンライン登録した際の電話連絡については、以下のとおりです。 

① 「適時開示情報」登録時 

東証から上場会社の担当者に直接電話して説明を求めることとなります（通常は３０分以内に電話

連絡します。）。東証からの連絡があるまでの間、当該開示資料について説明できる方（情報取扱責任

者に限定するものではありません。）が待機するようにしてください。 

 

② 「ＰＲ情報等」登録時 

原則として東証からの電話連絡は行いませんが、形式的な不備や内容について確認すべき事項等が

認められる場合には連絡をいたします。連絡が取れず不備等が解消されない場合には指定時刻に公表

できないことがありますので、ご留意ください。なお、登録処理の状況はＴＤｎｅｔオンライン登録

サイトのホーム画面上、提出済開示情報一覧の「状態」欄でご確認いただけます（東証側での処理が

完了しますと、ステータスが「開示待」となります。）。 

※ 英文資料や、縦覧書類のうち東証の上場会社担当者が提出完了のための処理を行うもの（独立役

員届出書、法定事前・事後開示書類の写し、譲渡報告に関する確約書の写し、株式の譲渡に関す

る報告書等）についても同様の取扱いとなります。 
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【売買停止制度の概要】 
東証では、公正な価格形成と投資者保護を図る観点から、必要に応じて上場有価証券の売買を停止する

制度（以下「売買停止制度」という。）を設けています。 

【業務規程第２９条】 

 

ａ．売買停止を行う場合 

有価証券又はその発行者等に関し、投資者の投資判断に重大な影響を与えるおそれがあると認めら

れる情報が生じている場合で、当該情報の内容が不明確である場合又は東証が当該情報の内容を周知

させる必要があると認める場合。 

 

ｂ．売買停止の期間 

（ａ）上場会社の合併など、投資判断に重大な影響を与えるおそれがあると認められる情報が上場会社

による開示に基づかずに報道され、売買を停止した場合、その真偽等について当該会社による情報

開示が行われた後、原則として、１５分を経過した時点で売買を再開することとなります。 

（ｂ）上場会社の合併など、投資判断に重大な影響を与えるおそれがあると認められる情報について当

該会社による情報開示が行われ、売買を停止した場合、原則として、１５分を経過した時点で売買

を再開することとなります。 

（ｃ）ただし、当該会社情報により監理銘柄・整理銘柄の指定が行われる場合には、売買停止の取扱い

については、原則として、以下のとおりとなります。 

・監理銘柄への指定：東証による割当て発表後、１５分経過後に売買を再開 

・整理銘柄への指定：東証による割当て発表日の翌営業日から売買を再開 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．上記のａ．に該当する場合のほか次の場合にも売買を停止します。 

（ａ）売買の状況に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合その他売買管理上売買を

継続して行わせることが適当でないと認める場合 

（ｂ）売買システムの稼働に支障が生じた場合、有価証券の売買に係る東証の施設に支障が生じた場合等

において売買を継続して行わせることが困難であると認める場合 

（ｃ）売買の取消しを行う可能性があることを周知させる必要があると認める場合 

Ａ社が合併を発表 

（12:30） 

売買再開（12:46～） 

を発表 

15分経過後 

売買再開 

09:00 

売買停止 

（09:30） 

09:30 11:30 12:30 12:46 15:00 

Ａ社の合併報道 

（09:30） 
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【注意喚起制度の概要】 
東証では、有価証券又はその発行者等の情報に関し、投資者に対する周知を目的として、必要があると

認める場合には、投資者に対して注意喚起を行うことができる制度（以下「注意喚起制度」という。）を

設けています。具体的には、投資者の投資判断に重要な影響を与えるおそれがあると認められる情報の

うち、その内容が不明確であるもの（以下「不明確な情報」という。）が発生した場合や、その他有価証

券又はその発行者等の情報に関して、注意を要すると認められる事情がある場合で、東証がその周知を

必要と認める場合に注意喚起を行います。 

【業務規程第３０条】 

 

※ 注意喚起制度は、不明確な情報に関する適切な情報開示までに時間を要する場合や、直ちに開示で

きる情報が限定される場合等に、機動的かつ柔軟に、投資者に注意喚起することを目的とした制度

であって、上場規程の実効性の確保に関する処分又は措置ではありません。 

※ 注意喚起制度は、東証が必要と認めた場合にその都度注意喚起を行うものであり、解除を伴うもの

ではありません。不明確な情報が発生した当日に複数回注意喚起を行う場合や、同一の不明確な情

報に対して、当該情報が発生した当日の翌営業日以降も連続して注意喚起を行う場合があります。 

※ 注意喚起の実施の判断は、売買停止の実施の判断とは別に行います。 

 

ａ．注意喚起を行う場合 

「投資者の投資判断に重要な影響を与えるおそれがあると認められる情報」としては、例えば、エクイ

ティ・ファイナンスに係る情報、買収や経営統合に係る情報、「業績予想の修正等」として情報開示が必

要となる決算に係る情報、法的整理や私的整理に係る情報、虚偽記載に係る情報等が考えられます。 

また、「その他有価証券又はその発行者等の情報に関して、注意を要すると認められる事情がある場合」

としては、例えば、決定事実、発生事実、決算情報又は業績予想の修正等の開示時期を過ぎているにも

かかわらず、開示を行わない場合や、投資者の投資判断を誤らせるおそれがある不明確な情報が発生し

ているにもかかわらず、当該不明確な情報について投資者による真偽の判断に資する情報開示を上場会

社が行っていないと東証が認める場合等が考えられます。 

なお、東証が「その周知を必要と認める場合」に注意喚起を行うため、上記に該当する場合に常に注意

喚起するものではありません。 

 

ｂ．注意喚起の方法 

注意喚起は、取引参加者への通知、報道機関への公表及び日本取引所グループウェブサイトへの掲載等

の方法により行います。 

 

ｃ．信用取引残高の日々公表 

注意喚起の対象となった上場会社が発行する有価証券について、東証が必要と認めた場合に、その信用

取引残高を日々公表することとしています。 

【有価証券の売買等又はその受託に関する規制措置に関する規則第２条第１号】 

 

（ａ）新たに日々公表の対象となる場合 

以下のいずれかに該当する場合であって、その事由が株価や売買高等に大きな影響を与えたと東証

が認めたときなどに、その翌営業日から、信用取引残高を日々公表することとします。 

① 決定事実、発生事実、決算情報又は業績予想の修正等の開示時期を過ぎているにもかかわらず、

開示を行わない場合 

② 不明確な情報について投資者による真偽の判断に資する情報開示を上場会社が行っていないと東

証が認める場合 

なお、適切な開示が行われた場合であっても、開示時刻によっては翌営業日のみ信用取引残高を公

表することがありますので、ご留意ください。 
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（ｂ）日々公表を取り止める場合 

（ａ）により信用取引残高の日々公表が行われている銘柄が、以下のいずれかに該当する場合には、

翌営業日から、信用取引残高の日々公表を取り止めることができるものとします。 

① 適切な開示が上場会社によって行われた場合 

② 「「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドライン」に定める「日々公表銘柄」からの解除基準

に該当した場合 

 ※当該ガイドラインは日本取引所グループウェブサイトに掲載しています。 

  （https://www.jpx.co.jp/rules-participants/rules/doc/agreement/index.html） 

③ その他、日々公表の対象となった時から相当の期間が経過する等、東証が日々公表の取り止めが

適当と認めた場合 
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【不明確な情報の真偽を明らかにする開示】 
有価証券又はその発行者等に関する情報について報道又は噂が流布されている場合などにおいては、東

証から上場会社に対して、流布されている情報の真偽等の照会を行うことがありますので、上場会社は

照会事項について正確に回答してください。また、流布されている情報について上場会社が真偽を明ら

かにすることが必要かつ適当と東証が認める場合に、当該照会に対する回答内容について開示を求める

ことがあります。この場合には、上場会社は、直ちに開示を行うことが義務付けられています。 

【上場規程第４１５条第１項、第２項】 

 

ａ．総説 

この開示の要請は、回答内容が適時開示上の軽微基準に該当するか否かにかかわらず、流布されてい

る情報が投資者の投資判断上重要かといった観点から行います。 

上場会社としては、不明確な情報が発生した場合において、流布されている情報が事実に沿ったもの

であるときには、実際の状況などについて投資者の投資判断に資するよう適切に開示することが求めら

れます。一方、当該情報の全部あるいは一部が事実に反しているときには、それを否定するなど適切に

開示することが求められます。いわゆる「コメント」の開示を行う場合であっても、例えば、「当社が

公表したものではありません。」といった内容のみにとどまる開示は、不明確な情報に関する真偽等が

何ら明らかとなっておらず、投資者の投資判断に資するものとはならないため、開示する情報としては

不適切と考えられますので、真偽等の事実関係について可能な限り踏み込んだ開示を行うようお願いい

たします。 

なお、注意喚起制度との関係について言えば、この照会及び開示の要請は常に注意喚起に先立って行

われるとは限りません。特に立会時間中に不明確な情報が発生した場合などは、機動的に投資者に注意

喚起を行う観点から、上場会社への照会及び開示の要請に先立って注意喚起を行うことがあります。 

また、東証により開示が必要であると認められたにもかかわらず無為に放置することは、上場規程違

反となる場合があるだけではなく、金融商品市場における公正な価格形成を阻害し、上場会社に対する

信頼をも失わせるおそれがありますので、十分に留意してください。特に、自社以外の第三者との関係

から真偽を明らかにする開示ができないという事態が生じないよう、第三者が関与する案件（買収や経

営統合等）に係る交渉等を開始する場合には、あらかじめ当該第三者との間で、当該案件に係る報道又

は噂が流布されたときには進行状況などの情報開示を行うことについて合意を得ておくことが望まれま

す。 

さらに、不明確な情報の真偽を明らかにする開示を行った場合であって、その後、開示した内容につ

いて重要な進捗や変更があったときには、その内容について開示してください。 

 

ｂ．エクイティ・ファイナンスに係る不明確な情報が発生した場合の留意事項 

東証では、上場会社のエクイティ・ファイナンスに係る不明確な情報が発生した場合にも、真偽等の

照会及び真偽を明らかにする開示の要請を行うことがあります。 

エクイティ・ファイナンスに関して、有価証券届出書の提出前に当該エクイティ・ファイナンスに係

る情報発信を行う場合には、金商法上の届出前勧誘に係る規制に留意する必要がありますが、開示ガイ

ドライン２－１２においては「取引所の定款その他の規則に基づく情報の開示」が「有価証券の取得勧

誘又は売付け勧誘等には該当しない」とされており、エクイティ・ファイナンスに係る不明確な情報が

発生した上場会社が、東証の求めに応じてエクイティ・ファイナンスの実施に係る検討状況などについ

て踏み込んだ開示を行ったとしても、届出前勧誘に係る規制には抵触しないものと考えられます。 

なお、いわゆる「コメント」の開示において、エクイティ・ファイナンスの実施に係る検討状況など

について踏み込んだ開示を行う場合には、開示資料において、例えば、以下のような注意文言を付すこ

とにより、当該開示資料が取得勧誘又は売付け勧誘等を目的とするものではないことを明らかにしてく

ださい。 
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（記載例） 

ご注意：この資料は、取得勧誘又は売付け勧誘等を目的として作成されたものではありません。 

ｃ．決算・業績に係る不明確な情報が発生した場合の留意事項 

東証では、決算や業績に係る不明確な情報が生じた場合にも、真偽等の照会及び真偽を明らかにする

開示の要請を行うことがあります。 

東証からの情報開示の要請は、おおむね業績予想の修正に関する適時開示の基準に準じて行うものと

しています。また、決算や業績に係る不明確な情報について実態との乖離が大きい場合や、上場有価証

券の売買や注文の動向から投資判断に重要な影響を与えるおそれがあると認められる場合においても、

真偽等の事実関係の開示を求める場合があります。なお、不明確な情報として流布されている内容が四

半期の決算や業績に関する情報である場合でも、その内容が通期の業績に関する影響を類推させるもの

である場合には、真偽等の事実関係の開示を求める場合があります。 

決算に関する情報は、決算期末の経過後、上場会社各社における決算作業や監査人及び監査役（監査

委員）による監査・レビューなどの所定の手続きを経て段階的に確定していく性質があり、不明確な情

報が生じた時点の開示において、上場会社として真偽等の事実関係にどこまで踏み込んだ内容に言及で

きるかは、ケースバイケースであると思われます。 

したがって、決算や業績に係る不明確な情報が発生した場合に、真偽を明らかにする開示を行う際の

情報開示の方法としては、いわゆる「コメント」の開示以外にも、「業績予想の修正等」の開示や、決

算内容の開示予定時期の前倒しなどの方法も想定されるところであり、個別具体的な事情を踏まえつつ、

適切な方法をご検討ください。 
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３．適時開示制度以外の上場管理制度の概要 
 

（１）株式事務等に関する遵守事項 

① 株式事務代行機関への委託 

上場内国会社は、株式事務を東証の承認する株式事務代行機関（会社法第１２３条に規定する株主

名簿管理人であって、名義書換事務のほかに、株主に対する通知など株式事務全般を代行する、上場

会社とは別法人の機関をいう。）に委託することが義務付けられています。なお、現在、東証では、

信託銀行、東京証券代行（株）、日本証券代行（株）及び（株）アイ・アールジャパンを株式事務代

行機関として承認しています。 

【上場規程第４２４条関係】 

 

② 株式分割の効力発生日等 

上場内国会社は、株式分割又は株式無償割当て（上場内国株券に係る株式と同一の種類の株式を割

り当てるものに限る。）を行う場合には、当該株式分割又は株式無償割当てに係る権利を受ける者を

確定するための基準日等の翌日を当該株式分割又は株式無償割当ての効力発生日として定めることが

義務付けられています。 

また、上場内国会社は、この場合において、発行可能株式総数の増加に係る株主総会の決議を要す

る等一定の要件を満たす必要があるときには、当該株式分割又は株式無償割当てを行うことが確定す

る日から起算して３日目（休業日を除外する。）の日以後の日を、当該株式分割又は株式無償割当て

に係る権利を受ける者を確定するための基準日等とすることが義務付けられています。 

【上場規程第４２７条関係】 

 

③ 公告に係る情報の広範な周知 

上場内国会社は、法令の定めるところにより公告を行う場合には、投資者に対する当該公告に係る

情報の広範な周知を図ることが義務付けられています。 

【上場規程第４２９条関係】 
 

会社法の規定により、株式会社の行う公告については、日刊新聞紙や官報への掲載、電子公告によ

る方法によることが求められていますが、広く株式を公開する上場会社にあっては、特定地域に限定

されない多数の投資者によって株式が取得される可能性があることなどを踏まえ、法令の定めるとこ

ろにより公告を行う場合には、投資者に対する当該公告に係る情報の広範な周知を図ることが必要と

なります。 

広範な周知の方法としては、例えば、電子公告による方法や、日刊新聞紙の全国版を定款上の公告

紙として定める方法などが考えられます。また、広く一般に周知するために有効な手段であるＴＤｎ

ｅｔを用いた開示や、自社ウェブサイトへの掲載を併せて実施するなど、常に周知について配慮を行

うことが求められます。 

また、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合の予備的公告方法により公告を

行う場合においても、広範な周知を図ることが求められますので、十分に留意してください。 

 

（２）書類の提出等の手続 

上場会社が行うべき書類の提出等の手続の概要は以下のとおりです。これらの書類の提出は、東証が

提出書類ごとに定める方法（「Ｔａｒｇｅｔ」や「ＴＤｎｅｔオンライン登録サイト」等）を利用して

行ってください。 

 

① 書類の提出等 

上場会社は、上場規程及び施行規則で定めるところにより、東証に対して書類の提出等を行うこと

が義務付けられています。また、上場会社は、東証が正当な理由に基づき請求する書類を遅滞なく提

出することが義務付けられており、東証が必要と認める場合には公衆の縦覧に供されることとなりま
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す。 

なお、当取引所に提出すべき書類のうち、当該書類に記載すべき内容が十分に開示されていると認

められる場合であって、当取引所が適当と認めるときは、当該書類の提出を要しないものとしていま

す。 

【上場規程第４２１条関係】 

 

② 第三者割当等により割り当てられた募集株式の譲渡の報告等 

上場会社が、第三者割当を行う場合には、募集株式の割当てを受けた者との間で、書面により募集

株式の譲渡時における東証への報告並びに当該報告内容の公衆縦覧等の事項について確約することな

どが義務付けられています。 

【上場規程第４２２条関係】 

 

③ 金商法に基づく書類の東証への提出等 

金商法により上場会社に作成及び内閣総理大臣への提出が義務付けられている法定開示書類の中に

は、その写しを東証へ提出することが法律上義務付けられている書類がありますが、ＥＤＩＮＥＴを

通じて提出している場合には、書面の写しを提出する必要はありません。ただし、システムトラブル

等の事由により、ＥＤＩＮＥＴを通じた提出が行えず、書面により提出する場合には、東証にも当該

書類を提出してください。 
 

なお、次の書類についてはＥＤＩＮＥＴを通じて提出している場合においても、上場規程に基づき

その写しを東証へ提出することが義務付けられています。 

・有価証券通知書 

・発行登録通知書 

※ 目論見書を同時に作成する場合は、目論見書は書面にて提出してください。 

 

（３）企業行動規範 

上場会社は、金融商品市場を構成する一員としての一層の自覚を持ち、会社情報の開示の一層の充実

を図ることにより透明性を確保することが求められることに加えて、投資者保護及び市場機能の適切な

発揮のため、企業行動において適切な対応をとることが求められています。こうした観点から、上場会

社として最低限守るべき事項を明示する「遵守すべき事項」と上場会社に対して努力すべき事項を明示

する「望まれる事項」により構成された企業行動規範が上場規程において定められています。 

詳細は、「第３編第１章 企業行動規範の概要」を参照してください。 

【上場規程第４３２条～第４５２条関係】 

 

（４）上場会社に対する自主規制 

上場規程では、上場規程の違反行為などに対して、特別注意銘柄への指定や、改善報告書・改善状況

報告書の提出、公表措置や上場契約違約金の徴求など、その実効性を確保するための措置を講ずること

ができることを定めています。 

詳細は、「第３編第２章 上場会社に対する自主規制の概要」を参照してください。 

【上場規程第５０３条～第５１０条関係】 

 

（５）上場廃止 

東証では、上場株券等が上場規程に定める上場廃止基準に該当する場合に、その上場を廃止すること

としています。 

上場廃止基準の詳細については、日本取引所グループウェブサイトを参照してください。 

【上場規程第６０１条～第６１０条関係】 



第１編第１章  適時開示制度の概要等 

東京証券取引所 会社情報適時開示ガイドブック 2024 年 4 月 
copyright © 2024 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved. 40

（参考１）ＴＤｎｅｔの概要 
ＴＤｎｅｔ（Timely Disclosure network：適時開示情報伝達システム）は、公平・迅速かつ広範な適時

開示を実現するために提供されているシステムです。ＴＤｎｅｔは、上場会社が行う適時開示に係る一

連のプロセス（具体的には、①東証への開示資料の提出、②東証への事前説明（開示内容の説明）、③

「適時開示情報閲覧サービス」への掲載、④「東証上場会社情報サービス」への掲載、⑤報道機関への

情報配信、⑥ファイリング（開示資料のデータベース化））を総合的に電子化しています。 

上場会社は、会社情報の適時開示を行う場合に、ＴＤｎｅｔを利用することが上場規程により義務付け

られています。 

それぞれのシステム・サービスの概要は以下のとおりです。 

 

 

○ＴＤｎｅｔオンライン登録サイト 

ＵＲＬ https://online.td5.arrowfront.jp/onre/ 
 

※ ＴＤｎｅｔオンライン登録サイトは、国内金融商品取引所の上場会社等が作成した適時開示資料等を、ＴＤｎｅ

ｔに提出するためのサイトです。ＴＤｎｅｔオンライン登録サイトの利用方法の詳細は、同サイト内の「ご利用ガ

イド」、または、上場会社ナビ掲載の「ＴＤｎｅｔ利用マニュアル」を参照してください。 

※ ＴＤｎｅｔオンライン登録サイト内の関連リンクから上場会社ＤＢＳをご利用いただくことができます。上場会

社ＤＢＳでは、過去５年分の開示資料・縦覧書類・ＰＲ情報等を検索・閲覧することが可能となっており、上場会

社は、自社の開示資料の作成にあたっての参考として、他社の開示事例等を参照することができます。 

※ ＴＤｎｅｔには、電子証明書がインストールされた端末からのみアクセス可能です。電子証明書は、ログイン用

のＩＤに１対１で紐づくものです。 
 

 

【上場会社ＤＢＳのみご利用いただく場合】 

※ 上場会社ＤＢＳのみを利用する場合には、以下のＵＲＬからもアクセスすることができます。ログイン用のＩＤ

はＴＤｎｅｔオンライン登録サイトと共通ですが、電子証明書が組み込まれていない端末からもご利用いただけま

す（「デジタル証明書の選択」という画面が表示された場合は「キャンセル」を押下してください。）。 

 ＵＲＬ https://dbs.td5.arrowfront.jp/dbsl/jsp/main.jsp 

 

 

 

○適時開示情報閲覧サービス 

ＵＲＬ https://www.jpx.co.jp/listing/disclosure/index.html 

（日本取引所グループウェブサイト（https://www.jpx.co.jp/）のトップページのリンクからも移動

できます。） 
 

※ 「適時開示情報閲覧サービス」は、適時開示情報を公衆の縦覧に供するための専用システムです。適時開示情

報がＴＤｎｅｔに登録され開示処理がされると、直ちに「適時開示情報閲覧サービス」にて当該情報を閲覧可能

となります。 

※ 開示日当日及び過去３０日分の開示資料を検索・閲覧することができます。 

※ 適時開示情報閲覧サービスに掲載することにより、原則として、内部者取引規制に係る公表措置が完了するこ

ととなります。 

 

 

 

○東証上場会社情報サービス（日本取引所グループウェブサイト内） 

ＵＲＬ https://www.jpx.co.jp/listing/co-search/index.html 
 

※ 「東証上場会社情報サービス」は、上場会社の基本情報・適時開示情報・ＰＲ情報等・縦覧書類を上場会社別
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に閲覧するためのシステムです。「東証上場会社情報サービス」は、毎日夜間の定時点に更新されており、ＴＤ

ｎｅｔを通じて開示された適時開示情報等を「東証上場会社情報サービス」にて閲覧可能となるのは、開示が行

われた次回の更新以降となります。 

※ 上場会社別に過去１２１か月分の適時開示情報、過去６１か月分のコーポレート・ガバナンス報告書などの公

衆縦覧書類を閲覧することができます。 

※ なお、コーポレート・ガバナンス報告書については、日本取引所グループウェブサイト内のコーポレート・ガ

バナンス情報サービス（https://www.jpx.co.jp/listing/cg-search/index.html）でも閲覧することができま

す。 

 

 

 

（ＴＤｎｅｔのイメージ） 
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（参考２）Ｔａｒｇｅｔの概要 
Ｔａｒｇｅｔ（Tokyo Stock Exchange advanced remote information system for general purpose 

transaction）は東証・証券保管振替機構等の運営者と、上場会社・取引参加者等の利用者を結ぶシステム

です。東証から上場会社への連絡事項の伝達や、上場会社から東証への書類提出に用いており、また、

規則や各種フォーマット等の掲載も行っています。Ｔａｒｇｅｔで授受される情報には機密性の高い情

報が含まれるため、堅牢なアクセス制御などセキュリティを重視したシステムとなっています。 

Ｔａｒｇｅｔは、「東証上場会社ポータルサイト」、「ほふりサイト」、「取引参加者サイト」等からなり

（次ページ参照）、「東証上場会社ポータルサイト」では、上場会社と以下のような情報の授受を行って

います。 
 

 

○東証からの上場会社通知、お知らせ 

（上場会社代表者通知、情報取扱責任者通知、株式事務担当者通知 等） 
 

※ 上場規程をはじめとする規則改正や会社情報適時開示実務上の取扱いの改定などの通知を掲

載するとともに、上場会社向けのセミナーのご案内やアンケートのお願いなど東証からの各種

の連絡が掲載されます。 
 

○東京証券取引所所報 

（発行・上場関係情報、規則改正新旧対照表 等） 
 

○上場規程に基づく東証に対する提出書類 

・会社基本情報 

（株主名簿管理人、代表者、株式事務担当課、本社等所在地、情報取扱責任者などの変更届

出） 

・株式の分布状況表       

・上場株式数報告書      

・決算発表予定日入力     

・発行新株式数確定通知、減少株式数確定通知 

・新株予約権の権利行使に関する通知書、行使価額変更決定通知 

・商号変更通知 

・定款変更（事業年度の末日、定時株主総会に係る基準日、配当基準日の変更） 

・臨時株主総会に係る基準日等に関する通知書 

・有価証券上場廃止同意     等 

 

 

 

「Ｔａｒｇｅｔ 東証上場会社ポータルサイト」 

ＵＲＬ  https://portal.arrowfront.jp/target/x/tselcs/webportal/top.html 
 

※ 詳細は、「Ｔａｒｇｅｔ東証上場会社ポータルサイト」内の各種マニュアルを参照してください。 
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（Ｔａｒｇｅｔのイメージ） 
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（参考３）上場会社ナビの概要 
上場会社ナビは、本ガイドブックに掲載の内容や開示実務等に関するよくある質問（ＦＡＱ）等をＨＴ

ＭＬ形式で公開している、東証が運営するウェブサイトです。適時開示や東証への提出書類、ＴＤｎｅ

ｔやＴａｒｇｅｔの利用方法等に関する幅広いＦＡＱがいつでも検索・閲覧可能なほか、開示様式例や

提出書類フォーマットもダウンロードいただけます。

上場会社ナビは、こちらよりアクセスしてください。 

ＵＲＬ https://faq.jpx.co.jp/disclo/tse/web/index.html 

（上場会社ナビのイメージ） 



第１編第１章  適時開示制度の概要等 

東京証券取引所 会社情報適時開示ガイドブック 2024 年 4 月 
copyright © 2024 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved. 45

（参考４）ＸＢＲＬの概要 
ＸＢＲＬ（eXtensible Business Reporting Language）とは、財務情報を効率的に作成・流通・再利用で

きるように標準化されたＸＭＬベースのコンピュータ言語です。 

ＸＢＲＬにより財務データが開示されることによって、投資者は、当該データをシステムや表計算ソフ

トにそのまま取り込むことが可能となり、データの再入力・転記・加工などの時間が大幅に節約できま

す。また、特別のシステムを組むことなく汎用ソフトウェアを用いることにより過年度比較や他社比較

を容易に行うことが可能になります。 

加えて、上場会社においては、ＸＢＲＬの持つデータ整合性チェック機能によりミスやエラーの防止が

可能になることや、連結決算処理の合理化・迅速化や各種資料の作成作業が大幅に簡素化されることと

なります。 

米国をはじめとする諸外国の会社情報開示システムなどにおいても本格導入や実用化に向けた動きが進

んでおり、我が国においても金商法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システムで

あるＥＤＩＮＥＴで導入されています。 
 

 

ＸＢＲＬの詳細は、日本取引所グループウェブサイトに掲載しています。 

ＵＲＬ https://www.jpx.co.jp/equities/listing/disclosure/xbrl/01.html 

（：株式・ＥＴＦ・ＲＥＩＴ等－上場制度（内国株） 

－会社情報の適時開示制度－適時開示情報のＸＢＲＬ化） 

 

 

 

（参考５）英文開示ポータルサイトの概要 
英文開示ポータルサイト「ＪＰＸ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅ ＧＡＴＥ」では、英文開示

資料の様式例や英文開示に関する調査レポートなど、英文資料作成の負担軽減や英文開示の充実に向け

た取組の検討に役立つ情報を提供しています。 
 

 

「ＪＰＸ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅ ＧＡＴＥ」（日本取引所グループウェブサイト内） 

ＵＲＬ https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/ 

（：株式・ＥＴＦ・ＲＥＩＴ等－上場会社のサポート－英文開示） 
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適時開示を行う場合には、通常、①適時開示を行う必要があるかを検討し、②適時開示のスケジュール等を

確認したうえで、③適時開示資料を作成し、④適時開示を行うという手続きが必要となります。 

本章では、上記①から④の各手続きにおいて、実務上一般的に留意を要する事項を記載しました。実際に適

時開示を行う際には、本章及び「第２編 会社情報適時開示実務上の取扱い」の該当する開示項目の記載を参

照のうえ、適時開示を行ってください。なお、適時開示を行う際の、一般的な手続きの流れは以下のとおりで

す。 

 

１. 開示の要否の検討 ① 個別の開示項目への該当性の検討 

② 軽微基準への該当性の検討 

③ バスケット条項への該当性の検討 

④ 任意の開示の検討 

２. スケジュールの確認 ① 開示時期の確認 

② 事前相談の要否・時期の確認 

③ 適時開示に関連する手続きの要否の確認 

④ 法定開示書類の提出の要否の確認 

３. 開示資料の作成 ① 「開示事項」及び「記載上の注意」の確認 

② 様式例等を利用した開示資料の作成 

③ 登録用ファイル（ＰＤＦ）の作成 

４. 適時開示の手続き ① ＴＤｎｅｔへの登録 

② 適時開示情報閲覧サービスへの掲載 

③ その他の媒体での情報伝達 

※ 適時開示を行った後に、開示した事項の中止・変更・訂正・経過に関する開示が必要となる場合があります。 

※ 適時開示に関連して東証に対する書類の提出が必要になる場合があります。 

 
〔定期的な情報開示・書類提出について〕 

上場会社は、会社情報の決定・発生等が特にない場合であっても、決算情報等の定期的な情報開示、所定の

書類の定期的な提出が必要です。決算情報等の開示については「第２編第３章 決算短信等」及び「第２編第

５章 その他の情報」を、書類の提出については「第５編 東証への提出書類」を参照してください。 
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（参考：３月期決算の会社の開示・提出書類等に係る年間スケジュール例） 

月 日 開示・提出書類 開示・提出方法等 

４月 下旬 定時株主総会アンケート（※

２） 

アンケート画面の専用ＵＲＬ（４月上旬頃、通知

にてＵＲＬを提供） 

５月 原則、期末後４５日以内

（※３） 

決算短信 ＴＤｎｅｔ（適時開示資料を作成・提出する） 

 期末後２か月以内 株券等の分布状況表（※４） Ｔａｒｇｅｔ（書類を提出する→定期提出書類） 

 電磁的な方法による提供日

まで 

株主総会資料 ＴＤｎｅｔ（縦覧書類を作成・提出する） 

 発送日まで 株主総会招集通知 ＴＤｎｅｔ（縦覧書類を作成・提出する） 

 変更が生じる日の２週間前

まで 

独立役員届出書 ＴＤｎｅｔ（縦覧書類を作成・提出する） 

６月 ２５日まで 決算発表予定日通知 Ｔａｒｇｅｔ（書類を提出する→定期提出書類） 

 総会後遅滞なく コーポレート・ガバナンス報

告書 

ＴＤｎｅｔ（縦覧書類を作成・提出する） 

 期末後３か月以内 支配株主等に関する事項など

（※５） 

ＴＤｎｅｔ（適時開示資料を作成・提出する） 

７月 - - - 

８月 １５日頃 東証から年間上場料等の請求

書を送付（支払期日９月末） 

Ｔａｒｇｅｔ（東証からの連絡に掲載。請求書は

ＰＤＦ形式。） 

 原則、期末後４５日以内

（※３） 

第１四半期決算短信 ＴＤｎｅｔ（適時開示資料を作成・提出する） 

９月 ２５日まで 決算発表予定日通知 Ｔａｒｇｅｔ（書類を提出する→定期提出書類） 

10月 - - - 

11月 原則、期末後４５日以内

（※３） 

第２四半期（中間期）決算短

信 

ＴＤｎｅｔ（適時開示資料を作成・提出する） 

12月 ２５日まで 決算発表予定日通知 Ｔａｒｇｅｔ（書類を提出する→定期提出書類） 

１月 - - - 

２月 １５日頃 東証から年間上場料等の請求

書を送付（支払期日３月末） 

Ｔａｒｇｅｔ（東証からの連絡に掲載。請求書は

ＰＤＦ形式。） 

 原則、期末後４５日以内

（※３） 

第３四半期決算短信 ＴＤｎｅｔ（適時開示資料を作成・提出する） 

３月 ２５日まで 決算発表予定日通知 Ｔａｒｇｅｔ（書類を提出する→定期提出書類） 

※１ このほか、潜在株式がある場合（権利行使期間中の新株予約権等がある場合又は転換可能期間中の優先株等があ

る場合）には、毎月「上場株式数報告」の提出が必要です。 

提出が必要な会社には、毎月最終営業日の夕刻にＴａｒｇｅｔのトップ画面の「未提出書類」に「上場株式数報

告」を提供します。提出時期は提供された後から７日まで（１月と５月は１０日頃まで）です。 

※２ 定時株主総会アンケートについては、３月期決算会社のみが対象となります。 

※３ 期末後４５日目が休日にあたる場合は、その翌営業日までをいいます。 

※４ 有価証券報告書に記載される大株主の状況に係る基準日が事業年度末日と異なる場合は、分布状況の判明後遅滞

なく提出してください。 

※５ 開示が必要な会社のみ。詳細は「第２編第５章 その他の情報」を参照してください。 
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１．開示の要否に関する留意事項 

（１）個別の開示項目への該当性の検討 

上場会社が、当該上場会社の運営、業務若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事項であっ

て投資者の投資判断に影響を及ぼす事実についての決定を行い又はそのような事実が発生した場合、適

時開示を行う必要がある場合があります。 

このような事実についての決定を行い又はこのような事実が発生した場合には、まず、個別の開示項

目への該当性を検討してください。個別の開示項目は上場規程に定められています。「第２編 会社情報

の適時開示実務上の取扱い」もそれぞれの開示項目ごとに記載をしていますので、本ガイドブックの目

次も利用のうえ、それぞれの開示項目への該当性を検討してください。 

 

※ 複数の開示項目に該当する場合 

決定又は発生した事実の内容によっては、１つの会社情報が複数の開示項目に該当する場合があり

ます（例えば、資本業務提携に伴い第三者割当増資を行い割当先が主要株主となる場合、資本業務提

携の実施という１つの行為が、「発行する株式を引き受ける者の募集」、「業務上の提携」及び「主要株

主の異動」という３つの開示項目に該当します。）。また、決定又は発生した事実の内容が、経営成績

等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想

の修正等」の開示が必要となる場合があります。 

これらの場合、それぞれの開示項目について軽微基準への該当性の検討などを行う必要があります。 

 

※ 上場廃止が決定している場合 

上場廃止が決定している場合であっても、上場会社が開示項目に該当する事実についての決定を行

い又はこのような事実が発生した場合には、適時開示を行う必要があります。 

 

（２）軽微基準への該当性の検討 

多くの開示項目では軽微基準が設けられており、軽微基準に該当しない場合は、適時開示を行う必要

があります。なお、合併等の組織再編行為のように軽微基準が存在しない開示項目もあります。 

軽微基準には複数の要件（例えば、売上高の増減が一定の範囲内であることと、純資産額の増減が一

定の範囲内であること）が存在しますが、すべての要件を満たした場合にのみ、軽微基準に該当するこ

ととなります。 

軽微基準の多くは、連結売上高などの連結の指標が基準となっていますが、金商法の内部者取引規制

上の軽微基準を引用している軽微基準では、原則として（単体）売上高などの上場会社単体の指標が基

準となります。そのため、軽微基準への該当性の検討では、連結の指標と単体の指標の双方を確認する

必要があります。 

なお、上場会社ナビでは参考資料として、適時開示、内部者取引規制及び臨時報告書の提出に関する

条文の一覧（「適時開示項目に関連する条文一覧」）を掲載していますので、軽微基準への該当性の確認

の際にご利用ください。 

 

 

「適時開示項目に関連する条文一覧」は、上場会社ナビに掲載しています。 

ＵＲＬ https://faq.jpx.co.jp/disclo/tse/web/knowledge7904.html 

 

 

※ 軽微基準に該当するかどうか明らかでない場合 

軽微基準に該当するかどうか明らかでない場合、軽微基準に該当しないものとして扱われ、適時開

示が必要となります。例えば、決定事実又は発生事実による業績への影響の見込み額の算定が困難な

場合は、影響の見込み額が最大の場合でも軽微基準に該当すると見込まれる場合を除き、軽微基準に

該当するかどうか明らかでない場合として、適時開示が必要となります。 
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※ 他の要因による影響額を合算すると業績に大きな影響が出ない場合 

ある事実の決定又は発生による影響の見込額と、他の要因による影響額を合算すると、業績に大き

な影響が出ない場合でも、当該事実の決定又は発生による影響の見込額自体が軽微基準に該当しない

ときは、開示が必要となります。 

 

※ 当該事実による影響が業績予想に織り込まれている場合 

開示内容による影響が業績予想に反映されている場合であっても、当該事実の決定又は発生による

影響の見込額自体が軽微基準に該当しない場合は適時開示が必要となります。 

 

※ 複数の行為を連続して実施する場合 

上場会社がある決定事実に該当する行為を連続して複数回行う場合において、個々の行為が上場規

程上の軽微基準に該当する場合であっても、これらの行為が、その目的、意図、時期、経済的実体等

に照らして一連の行為として評価することが適当と考えられるときは、影響を合算して軽微基準への

該当性を判断する必要があります。 

 

※ 利益が少額の場合 

東証では、開示項目の多くで利益の額に係る開示基準を設けており、利益に係る影響の見込額等が

直前連結会計年度の連結経常利益又は親会社株主に帰属する当期純利益の３割に相当する額以上の場

合は、適時開示が必要となります。 

ただし、利益が少額の場合には特例を設けており、①連結経常利益基準については、直前連結会計

年度の連結経常利益の額が直前連結会計年度の売上高の２％に満たない場合、②親会社株主に帰属す

る当期純利益基準については、直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益の額が直前連結

会計年度の連結売上高の１％に満たない場合を特例の対象としています 

詳細については「第２編第７章【利益が少額の場合の開示基準の特例について】」を参照してくださ

い。 

 

※ 変則決算の場合 

決算期変更に伴い変則決算となっている場合（１２か月に満たない場合又は１２か月を超える場合）

には、１２か月に換算した値を用いて判断してください。 

例えば、直前連結会計年度（Ｘ－１年度）が変則決算（９か月）の場合における軽微基準の計算は

以下のとおりです。 

 連結売上高 親会社株主に帰属する

当期純利益 

Ｘ－１年度（９か月） １，２００億円 ４５億円 

 ↓  

Ｘ－１年度（換算後） １，６００億円 ６０億円 

 

この場合、上場会社の直前連結会計年度の連結売上高の１０％に相当する額は１６０億円、上場会

社の直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益の３０％に相当する額は１８億円になりま

す。 

 

※ 臨時報告書の提出が不要の場合 

適時開示が必要となる開示項目・要件と臨時報告書の提出事由は重複するものもありますが、異な

るものもあります（上場会社ナビより「適時開示項目に関連する条文一覧」もご参照ください。）。そ

のため、臨時報告書を提出する必要がない場合であっても、適時開示が必要となる場合があります。 
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（３）バスケット条項への該当性の検討 

上場会社は、当該上場会社の運営、業務若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事実であっ

て、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実についての決定を行い又はそのような事実が発生した

場合には、適時開示を行う必要があります（いわゆるバスケット条項）。 

①個別の開示項目に該当しない場合や、②個別の開示項目に該当するものの軽微基準に該当する場合

であっても、バスケット条項に該当し適時開示が必要となる場合があります。そのため、開示の要否の

検討においては、バスケット条項への該当性を常に検討する必要があります。 

また、東証では、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要であると認められる場合に、開示を行うよう

上場会社に求めることがあります。 

詳細は「第２編第１章 39.その他上場会社の運営、業務若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要

な事項」及び「第２編第２章 27．その他上場会社の運営、業務若しくは財産又は当該上場株券等に関す

る重要な事実」を参照してください。 

 

（４）任意の開示の検討 

上記（１）から（３）までの検討の結果、開示義務はないと判断した場合でも、適時、適切な会社情

報の開示の観点から、任意に開示を行うことをご検討ください。例えば、外国の法令等に基づき海外で

会社情報を開示する場合には、公平な情報提供の観点から任意の開示を行うことが望ましいと考えられ

ます。 

なお、任意で開示を行う場合であっても、「適時開示情報」として開示する以上、当該情報は、投資判

断上有用な情報として投資者に提供されるものと位置づけられます。そのため、開示資料の作成にあ

たっては、開示項目の「開示事項」及び「開示・記載上の注意」などを参考に、投資者に対する投資判

断材料を提供する観点から適切なものとなるよう留意が必要です。開示の時期についても、適時開示と

同様、情報の決定又は発生後速やかに開示を行ってください。 

また、任意開示した事項についても、その内容について行わないことを決定した場合や、変更・訂正

すべき事情が生じた場合は、当該内容を開示することが求められます。 

 

なお、開示の要否に関するご質問につきましても、東証までお気軽にお問合せください。 
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２．開示のスケジュールに関する留意事項 

（１）開示を行うべき時期の確認 

① 決定事実の開示時期に関する具体的な考え方 

上場会社は、上場規程に基づき、業務執行を決定する機関が重要な決定事実に該当する事項を行うこ

とについての決定をした場合、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示することが義務

付けられています。 

決定事実について実際に開示すべき時期は、取締役会決議などの形式的な側面にとらわれることなく、

実態的に判断することが求められ、一般に、業務執行を実質的に決定する機関において当該事実を実行

することを事実上決定した段階で開示をすることが必要となります（業務執行決定機関とは、会社法上

の最終決定権限を有する機関を指すものではありません。）。 

実務上は、株主総会決議事項及び取締役会決議事項は取締役会決議後直ちに、社長が決定権限を有す

る事項は社長による決定後直ちに適時開示を行うことが多いと考えられますが、これら以外の機関又は

役職者が当該業務の執行を事実上決定していることが明らかな場合には、その決議又は決定時点におけ

る開示が求められます。株主総会決議事項についても、通常は、株主総会決議後ではなく、取締役会に

よる付議の決議後直ちに適時開示を行う必要がある点に留意してください。 

なお、内部者取引規制においては、過去の判例等を踏まえると、実現に向けた作業の開始を決定した

段階から（場合によってはそれ以前の段階から）重要事実に該当し得るものとして情報管理を行うこと

が求められますが、必ずしもこの時点において直ちに適時開示を行うことが必要となるものではありま

せん。 

 

※ 基本合意書などの締結を行う場合 

合併等の組織再編や子会社等の譲渡などについて、最終的な契約書の締結の前に、基本合意書

（Memorandum of Understanding）や契約趣意書（Letter of Intent）の締結などを行う場合があり

ます。これらの基本合意書等を締結し、当該行為について事実上決定した場合は、その時点におい

て適時開示を行うことが必要となります。 

ただし、例えば、これらの基本合意書等の締結が単なる準備行為に過ぎないものであったり、交

渉を開始するにあたっての一定の合意でしかなく、その成立の見込みが立つものではないときや当

該時点で公表するとその成立に至らないおそれが高いときまで、適時開示を行うことが求められる

ものではありません。なお、これらの基本合意書等の法的拘束力の有無や合併比率等の記載の有無

をもって、直ちに適時開示が不要と判断すべきものではない点に留意してください。 

 

※ 行政上の許認可の取得が必要な場合 

会社情報に関し、その実行・履行にあたって当局の認可等を必要とする場合であっても、原則と

して、会社として当該行為を行うことを決定した時点において開示することが必要となります。な

お、こうしたケースでは、当局の認可等が実行・履行の条件である旨を開示資料に記載してくださ

い。 

 

※ 相手方の取締役会決議が未了の場合 

上場会社が、合併等の組織再編などを行う場合、上場会社の定時取締役会と相手方の定時取締役

会の日程が異なるなどの理由により、上場会社が取締役会決議を行った時点において、相手方の取

締役会決議が未了である場合が考えられます。 

もっとも、上場会社は、その業務執行決定機関による決議・決定が行われた時点で適時開示を行

うことが必要であり、これは相手方の取締役会決議が未了である場合であっても異なりません。そ

のため、相手方の取締役会決議と同時に開示を行いたい場合には、当事会社が同時に取締役会決議

を行うなど適時開示を見据えた日程上の配慮を行うようにしてください。 
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② 発生事実の開示時期の具体的な考え方 

上場会社は、上場規程に基づき、重要な会社情報が発生した場合は、施行規則で定めるところにより、

直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

実際に開示すべき時期については、その発生を認識した時点での開示が必要となります。上場会社に

おいては、発生事実を速やかに認識できるような体制の構築、維持に努めるようにしてください。 

 

③ 業績予想の修正等の開示時期の具体的な考え方 

上場会社は、当連結会計年度（当事業年度）の業績に係る新たな予想値を算出した場合や、当連結会

計年度（当事業年度）の決算のとりまとめを行った場合に、業績予想の修正等の適時開示が必要となる

場合があります。 

詳細は「第２編第４章１．（２）② 業績予想の修正等に関する開示が必要となる場合」を参照してく

ださい。 

 

※ 決定・発生時点で行為等の全容が決定・判明していない場合 

情報の決定・発生時点では、行為の全容を決定していない場合、あるいは、事実の全容が判明し

ていない場合においても、その時点で確定・判明している事実と未確定・未判明である事実を区分

したうえで、確定・判明している事実については適時開示を行う必要があります。また、その後、

未確定・未判明の箇所が確定・判明した段階で、「開示事項の経過」として、順次開示する対応が求

められます。 

 

④ 適時開示情報の開示時刻に関する具体的な考え方 

適時開示情報については、立会時間中であるか否かを問わず、情報の発生後直ちに開示することを求

めています。しかしながら、立会時間終了後（いわゆる「引け後」）に適時開示を行う会社が多いのが

現状です。金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ報告 －中長期的な企業価値向上に

つながる資本市場の構築に向けて－」（２０２２年６月１３日公表）では、「資本市場が価格発見機能を

適切に発揮する上で、企業に関する情報がタイムリーに公表され、市場取引の中で評価されることが重

要である」という基本的な考え方が示されるとともに、「決算情報を含む重要情報の公表タイミングに

ついては、社内手続きなどを了したタイミングで速やかに開示することが基本であり、このような開示

を促す取組みを進めるべきである」との提言がなされました。 

市場取引によって資本市場の価格発見機能を適切に発揮すべきという基本的考え方に基づいて出され

た金融審議会の提言も踏まえ、適時開示情報について、立会時間終了前のより速やかな開示に向けた取

組みを積極的にご検討ください。 

具体的な取組みについては、以下の例を参考に対応することが考えられます。 

 

〔適時開示情報の開示について、想定される取組みの例〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 立会時間中のほか、午前立会と午後立会の間の時間帯（昼休み（午前１１時３０分から午後

０時３０分））や、午前立会の開始前（午前９時より前）に開示を行う 

・ 取締役会等の開催時刻を早めに設定する 

・ 取締役会等の会議終了前であっても、開示対象となる議案の承認が得られた段階で速やかに

開示する 

・ 決算短信等の開示と同日に記者会見等を行う場合、開示を先行して実施し、その後記者会見

等を実施する 
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（２）事前相談の要否・時期の確認 

以下の開示項目のうち一定の要件（詳細については、各開示項目を参照ください。）に該当する開示を

行おうとする場合には、事前相談を行うことが必要です。事前相談にあたっては、公表予定日の遅くと

も１０日前（不適当合併の軽微基準に該当しない吸収合併等を行う場合は２週間前、買収への対応方針

の導入については３週間前（いわゆる有事導入において、時間的余裕がない場合も、準備が整い次第速

やかに））までに、開示資料（案）等を東証の上場会社担当者までメールにてご送付ください。内容を確

認後に東証の上場会社担当者よりご連絡いたします。 

 

・第三者割当 

・ＭＳＣＢ等の発行 

・買収への対応方針の導入・買収への対抗措

置の発動 

・新株予約権無償割当て 

・上場廃止が見込まれる株式併合 

・合併等の組織再編行為 

・公開買付け又は自己株式の公開買付け 

・公開買付けに関する意見表明等 

・全部取得条項付種類株式の全部の取得 

・特別支配株主による株式等売渡請求に係る承認

又は不承認 

・不適当合併の軽微基準に該当しない吸収合併等 

 

上記の開示項目のうち一定の要件に該当する場合以外であっても、東証からの要請事項と異なる開示

を行う場合、前例のないスキームを検討されている場合、遵守事項の関係で懸念事項がある場合など、

開示上、特に考慮を要する事情があると考えられる場合は、時間的な余裕をもって事前相談を行うよう

にしてください。 

また、年末年始など公表予定日までの間に休日が多く含まれる場合は、十分な余裕をもって事前相談

を行うようにしてください。 

なお、事前相談の要否が不明な場合は、東証の上場会社担当者までお問い合わせください。 

 

（３）適時開示に関連する手続きの要否の確認 

適時開示の内容によっては、適時開示に先立ち、書類の取得・提出などの一定の手続きが必要となる

場合があります。 

例えば、当該行為が支配株主との取引等に該当する場合には、当該支配株主との間に利害関係を有し

ない者による意見を入手する必要があります（詳細については「第３編第１章 【支配株主との重要な取

引等に係る企業行動規範に関する実務上の留意事項等】」を参照してください。）。 

また、一定の要件に該当する第三者割当増資を行う場合にも第三者からの意見の入手又は株主の意思

確認手続を行う必要があります（詳細については「第３編第１章【第三者割当に係る上場制度の概要及

び実務上の留意事項】」を参照してください。）。 

 

（４）法定開示書類の提出の要否の確認 

適時開示の内容によっては、適時開示と併せて有価証券届出書や臨時報告書の提出が必要となる場合

も考えられます（詳細は、金融庁又は所轄の財務局にご確認ください。）。 

なお、臨時報告書の提出の有無にかかわらず、決定事実を業務執行決定機関が決定した場合は、直ち

に適時開示を行うことが義務付けられています。 

ただし、新株式・新株予約権の発行など有価証券届出書の提出を要する会社情報に関し、有価証券届

出書の提出より前に適時開示を行った場合には、金商法上の事前勧誘規制に抵触するおそれがあります

ので、ＥＤＩＮＥＴにおいてあらかじめ仮登録を行って提出可能かどうかチェックしておくなど、こう

した事態が生じないよう、十分に留意してください。 
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３．開示資料の作成に関する留意事項 

（１）「開示事項」及び「開示・記載上の注意」の確認 

本ガイドブックでは開示項目ごとに、適時開示にあたって記載すべき事項（開示事項）及び開示・記

載上の注意を記載しています。これらの開示事項は、一般に、当該情報について投資者が投資判断を行

うために上場会社が開示することを求められる事項を整理したものであり、原則として、すべて開示資

料に記載することが求められます。そのため、開示資料の作成にあたっては、まずこれらの開示事項及

び開示・記載上の注意を確認してください。 

また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項につい

ても開示資料に記載することが求められます。 

なお、開示した内容に虚偽が含まれている場合、投資判断上重要と認められる情報が欠けている場合、

投資判断上誤解を生じせしめる場合などにおいては、上場規程上の措置の対象となります。 

そのため、開示資料の作成に当たっては、事実関係を入念に確認したうえ、記載上の誤記・記載漏れ

などがないよう開示資料を正確に作成するよう留意してください。 

 

※ 複数の開示項目に該当する場合 

ある会社情報が複数の開示項目に該当する場合、投資者が適切に理解・判断するために全体をまと

めて説明することが適当と考えられるときには、一体のものとして開示資料を作成してください。 

一方、投資者が適切に理解・判断するために別個に説明することが適当と考えられるときには、

個々の行為が関連するものであればその関連性を記載したうえで個別に開示資料を作成してください。 

いずれの場合にも、本ガイドブックで掲げる会社情報の適時開示実務上の取扱いに基づき、個々の

開示項目についての所定の開示事項を掲記し、投資者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載

してください。 

 

（２）様式例の利用について 

日本取引所グループウェブサイト及び上場会社ナビにおいては、上場会社における開示資料の作成に

あたっての便宜を図る観点から、個別の開示項目ごとに開示様式例を掲げています。なお、上場会社に

おいては、それぞれの開示様式例に沿って適時開示資料を作成することにより、本ガイドブックにおい

て示されている開示すべき内容を網羅することが可能となりますが、当該開示様式例に準拠することが

求められているものではありません。また、それぞれの開示様式例において記載のない内容であっても、

個別具体的な事情に照らし、投資者の投資判断に重要な影響を与える情報については、適切に開示され

る必要がありますのでご注意ください。 
 

 

ＵＲＬ https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/format/tddoc/index.html 

（：株式・ＥＴＦ・ＲＥＩＴ等－上場会社のサポート－開示様式例・提出書類 

－開示様式例） 

（上場会社ナビの各開示項目のページにおいても、開示様式例をダウンロードいただけます。） 

 

 

また、東証の上場会社ＤＢＳでは、過去の適時開示資料の検索が可能です。開示資料の作成に当たっ

ては、他社事例を検索し、投資者にとってわかりやすい開示がある場合は、参考にすることも有用と考

えられます。ただし、他社事例はあくまでも当該事例における事実関係に基づき作成されたものですの

で、自社の開示資料の作成に当たっては安易に他社事例を流用するのではなく、自社の実態に沿った開

示を行う必要がある点に留意してください。 

 

（３）開示資料の作成に共通する「記載上の注意」 

① 連結ベースでの資料の作成 

開示資料は、原則として連結の指標を用いて作成してください。 
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ただし、連結財務諸表非作成会社の財務指標など連結の指標が存在せず、又は、単体で記載すること

が望ましいものは、単体で記載してください。 

また、記載した数値について連結の指標か単体の指標かが区別できるように記載してください。 

 

② 連名による資料の作成 

開示資料は、通常、上場会社単独の名義で作成するものですが、連名で開示資料を作成することも可

能です（例えば、いわゆる親子上場の場合など）。ただし、開示資料の名義が連名となっている場合で

あっても、当該開示資料は上場会社が作成し開示した、当該上場会社の開示資料であり、その内容の正

確性等については、連名の会社に関する内容も含め、当該上場会社が開示上の全ての責任を負うことと

なる点に留意してください。 

 

③ 分かりやすい開示資料の作成 

開示資料を投資者にとってより分かりやすくするために、以下のような工夫が考えられます。 

・業種や業界における専門用語には、欄外などにおいてできるかぎり注釈を記載する。 

・文章表現は、難解な表現をできる限り避け、具体的に記載する。 

・グラフや図表を積極的に活用し、分かりやすい表示を心掛ける。 

・既に開示済みの事象については、当該開示資料の日付及び表題を引用するなどして、開示済みであ

る旨を明示する。 

 

④ 公平な情報提供の観点での資料の作成 

上場会社は、投資者に対する情報提供を公平に行うことが求められます。例えば、適時開示に併せて

実施した会見等において、開示資料に記載されていない重要な情報が伝達された場合、一部の投資者の

みが当該情報を知ることとなり不公平になります。このような場合、開示内容の変更・訂正が必要とな

る場合もあり得ます。 

そのため、開示資料の作成に当たっては、投資者の視点に立って想定される質問への回答を開示内容

に織り込むなど、不公平な情報提供が生じないよう留意してください。 

 

⑤ 今後の見通しの記載 

開示資料においては、開示項目に応じて、当該決定事実又は発生事実による当期以降の業績に与える

影響の見込みや今後の方針等を記載してください。 

その際、当期以降の業績に与える影響の見込みについては、当該事実による当期以降の業績への影響

額と他の事象による当期以降の業績への影響額を合算すると業績に大きな影響が出ない場合には、その

内容を含めて記載してください。また、当期以降の業績に与える影響の見込額が判明していない場合も、

少なくとも影響の規模・程度がわかるように記載してください。 

 

（４）登録用ファイル（ＰＤＦ）の作成について 

ＴＤｎｅｔ登録用の開示資料は、ＰＤＦファイルで作成する必要があります。その際、投資者の利用

の便宜のため、印刷禁止の設定、検索禁止の設定及びコピー禁止の設定をしないでください。 

なお、ＴＤｎｅｔへ登録するファイルのサイズは１０ＭＢ未満としてください。ファイルサイズが大

きい場合は、ファイルサイズの縮小又はファイルの分割を行ってください。 

 

※ ＸＢＲＬファイルの提出について 

決算短信（サマリー情報等）、四半期決算短信（サマリー情報等）、業績予想の修正及び配当予想の

修正に係る開示資料は、ＰＤＦファイルに加えて、ＸＢＲＬファイルの提出が必要です。詳細は、「第

２編第３章１．（２）⑤ 投資者の利便性向上のためのＸＢＲＬによる開示の要請」及び「第２編第４

章１．（２）⑥ 投資者の利便性向上のためのＸＢＲＬファイルの提出のお願い」を参照してください。 
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※ ＨＴＭＬファイルの提出について 

決算短信（添付資料）及び四半期決算短信（添付資料）に係る開示資料は、ＨＴＭＬファイルの提出

も必要です。詳細は、「第２編第３章１．（３） 決算短信等のファイル形式」を参照してください。 

 

※ 開示情報の表題 

適時開示情報閲覧サービスの開示情報一覧等において表示される開示情報の表題は、実際の開示資

料に記載された表題がそのまま表示されるわけではなく、上場会社がＴＤｎｅｔに開示資料を登録す

る際にインデックス情報に表題として記入した文字列が表示されます。この表題の文字数の上限は全

角７５文字（半角１５０文字）です。 

インデックス情報に記入する表題は、原則として、実際の開示資料に記載された表題と同一の内容

とし、文字数上限（全角７５文字（半角１５０文字））を超過する場合は、適宜短縮して記入してくだ

さい。なお、いずれの表題につきましても、投資者が開示内容を正しく判別できるよう留意してくだ

さい。 
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４．適時開示当日の手続きに関する留意事項 

（１）開示を行う時間の決定 

適時開示は、立会時間中であるか否かにかかわらず情報の決定又は発生後速やかに開示してください。

決算発表についても、立会時間中であるか否かにかかわらず開示が可能となり次第速やかに開示してく

ださい。東証では、１５時以降であっても、ＴｏＳＴＮｅＴ市場における取引が行われており、また、

上場株券の取引は取引所外でも行われますので、上場会社には、投資者への迅速な情報伝達や、市場取

引によって資本市場の価格発見機能を適切に発揮する観点を踏まえ、立会時間中であるか否かを問わず

迅速かつ公平な開示を行うことが強く求められます。（詳細は、「第１編第２章２．（１）開示を行うべき

時期の確認」を参照してください。） 

なお、投資判断上重要な会社情報が立会時間中に開示された場合は、その情報を正確、公平に周知さ

せる観点から上場有価証券の売買を停止することがありますが、売買停止の原因となった会社情報が開

示された時点から、原則として、１５分を経過した時点で売買が再開されます。（詳細は、「第１章２．

【売買停止制度の概要】」を参照してください。） 

適時開示は、投資者への情報提供の観点を踏まえ、平日の日中に開示することが望ましいことから、

原則として、１７時までに開示するようにしてください。 

 

※ 夜間・休日における開示について 

夜間（１７時以降）又は休日（土曜日、日曜日、祝日、年末年始）に決定事実を業務執行決定機関

が決定することを予定している場合は、その事情等についてあらかじめ東証まで相談してください。

また、夜間又は休日に、急遽、決定事実を業務執行決定機関が決定することとなった場合や、発生事

実を認識した場合は、速やかに東証まで相談してください。 

なお、夜間・休日における開示手続き等の詳細は、ＴＤｎｅｔオンライン登録サイト内の「ＦＡＱ」

（その他の質問）や上場会社ナビに掲載しています。 

 

（２）ＴＤｎｅｔへの登録 

適時開示は、ＴＤｎｅｔオンライン登録サイトを利用して行ってください。なお、オンライン登録サ

イトの利用には、電子証明書がインストールされた端末が必要となります。 

また、開示資料を登録する際のファイル形式などＴＤｎｅｔの利用に関しては、ＴＤｎｅｔオンライ

ン登録サイト内の「ご利用ガイド」を遵守してください。 

 

ＴＤｎｅｔオンライン登録サイト 

ＵＲＬ https://online.td5.arrowfront.jp/onre/ 

 

※ ＴＤｎｅｔのオンライン登録を行えない場合 

やむを得ない事情によりＴＤｎｅｔのオンライン登録を行えない場合は、東証まで連絡してくださ

い。なお、その際に「会社情報の公開に関する通知書」の提出が別途必要となる場合があります。 

 

（３）開示資料に関する説明 

上場会社は、適時開示を行う場合、東証への事前説明を行うことが義務付けられています。ＴＤｎｅ

ｔに開示資料をオンライン登録した場合には、東証から上場会社の担当者に直接電話して説明を求める

こととなります（通常は３０分以内に電話連絡します。）。そのため、当該開示資料について説明できる

方（情報取扱責任者に限定するものではありません。）の電話番号をインデックス情報に記載し、東証か

らの連絡があるまでの間、待機するようにしてください。 

その後、東証における開示処理を経て、指定された開示時刻になると、開示時刻到来後、開示資料が

適時開示情報閲覧サービスに掲載されるとともに、報道機関へ伝達されます。 
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（４）ＴＤｎｅｔ以外の方法による情報開示 

東証は、適時開示情報の開示方法について、ＴＤｎｅｔを通じて開示することを義務付けていますが、

ＴＤｎｅｔに加えて行う情報開示の方法については、開示方法を定めていません。 

ＴＤｎｅｔに加えて行う情報開示の方法としては、一般に、記者会見、記者クラブへの資料投函、自

社ウェブサイトでの掲載などが考えられますが、投資者の投資判断に与える影響を考慮し、個別事象に

応じて適切に判断してください。 

なお、ＴＤｎｅｔを通じた開示を行う前に、その他の方法により情報開示を行った場合、当該情報開

示によって会社情報を知った者が行う取引が内部者取引に該当するおそれがあります。そのため、ＴＤ

ｎｅｔ以外の方法による情報開示は、必ず、ＴＤｎｅｔを通じた開示がなされたことを確認したうえで

行うようにしてください。 

 

※ 兜倶楽部について 

東証内の兜倶楽部は、多数の報道機関が加盟しており、当該記者クラブにおいて記者会見すること

が可能です。 

兜倶楽部での記者会見は、会見希望時刻の３０分程度前までに、予約申込みを行うことが慣行と

なっています（発表内容により、記者会見までの待機時間が異なる場合があります。詳細は、予約申

込み時に幹事報道機関に確認してください。）。 

兜倶楽部の詳細については、兜倶楽部に、また、兜倶楽部以外の記者クラブについては、それぞれ

の記者クラブにお問い合わせください。 

なお、過去には、開示前に記者クラブへの予約申込みを行った結果、「会見を行う」旨のみが報道さ

れ、こうした不明瞭な情報によって投資者の投資判断が影響を受けた事例が生じています。適時開示

と同時に会見申込みを行うなど、より適切な会社情報の開示となるよう配慮してください。 

 

※ 自社ウェブサイトに開示資料を掲載する場合の留意点 

開示時刻よりも前に掲載準備を行う際、公開中の自社ウェブサイト上では開示資料へのリンクが表

示されていない場合でも、、自社ウェブサーバ内の公開ディレクトリ（ウェブサーバ内のフォルダのう

ちインターネットを経由して外部者からのアクセスが可能なフォルダをいいます。）に保存されている

ファイルは、外部からアクセスすることができる状態にあります。 

そのため、自社ウェブサイトに開示資料を掲載する場合、ＴＤｎｅｔを通じた開示を行う前の時点

においては、公開ディレクトリに開示資料を保存しない、保存する場合には外部者が閲覧できないよ

うにパスワードなどによりアクセス制御を行うなど、ＴＤｎｅｔを通じた開示の前に外部者が当該資

料を閲覧することのないよう、適切な対策を講じてください。 
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５．開示した事項の中止・変更・訂正・経過に関する開示 

（１）開示した事項の中止 

上場会社は、既に開示した重要な会社情報に係る事項を行わないことを決定した場合は、「開示事項の

中止」として開示することが義務付けられています。 

 

（２）開示した事項の変更・訂正 

開示した後に、開示した内容について、変更すべき事情が生じた場合は当該変更の内容を「開示事項

の変更」として、訂正すべき事情が生じた場合は当該訂正の内容を「適時開示資料の訂正」として、開

示することが義務付けられています。 

 

※ 決算短信・四半期決算短信の変更又は訂正の内容の開示の取扱い等については、「第２編第３章１．

（３）① 発表した決算内容の変更又は訂正に関する取扱い」を参照してください。 

 

※ 複数の開示資料について同時に変更・訂正を行う必要がある場合、投資者が適切に理解・判断する

ために全体をまとめて説明することが適当と考えられるときには、対象となる開示の日付及び表題を適

切に引用するなどして、変更・訂正に係る開示資料を１つにまとめることが可能です。 

 

（３）開示した事項の経過 

最初の開示時点において開示できない開示事項については、開示が可能となり次第「開示事項の経過」

として速やかに追加開示を行ってください。 



第１編第 2 章  適時開示に関する実務要領 

東京証券取引所 会社情報適時開示ガイドブック 2024 年 4 月 
copyright © 2024 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved. 63

６．その他 

（１）適時開示情報に関する情報管理等 

適時開示情報の多くは、内部者取引規制における重要事実に該当します。そのため、上場会社は、適

時開示を行う前に一部の者のみがこれらの情報を知り取引を行うこととならないよう、適時開示情報に

関する情報管理を徹底することが必要です。取引先、機関投資家、証券アナリスト、報道機関等との間

の日常的なコミュニケーション等においても、未公表の会社情報を個別に提供しないように留意すると

ともに、意図したものであるか否かにかかわらず、未公表の会社情報を個別に提供してしまった場合に

は、公平な開示の観点から速やかに当該情報をＴＤｎｅｔで開示するようにしてください。 

また、社内における未公表の会社情報の取扱いに関しても、例えば、適時開示情報が保存されている

サーバに対して適切なアクセス制御（アクセス権指定、アクセス管理等）を行うなどして、情報管理を

徹底してください。 

なお、有価証券又はその発行者等に関する情報について報道又は噂が流布されている場合には、東証

が投資者に対して注意喚起を行うことがあります。注意喚起制度の詳細は、「第１章２．【注意喚起制度

の概要】」を参照してください。 

 

（２）提出書類 

適時開示の内容によっては、東証に対して、適時開示の事前又は事後に書類の提出が必要となる場合

があります。詳細は「第５編 東証への提出書類」を参照してください。 

 

（３）「東証英文資料配信サービス」ご利用のお願い 

東証は、英文による会社情報の発信を促進し、上場会社の皆様と海外投資者等とのコミュニケーショ

ンを強化することを目的として、英文による会社情報をＴＤｎｅｔを通じて幅広く周知できるサービス、

「東証英文資料配信サービス」をご提供しており、英文による会社情報を容易に海外投資者等の手元に

提供する手段として、これまで多くの上場会社の皆様にご利用いただいています。 

なお、コーポレートガバナンス・コードにおいては、「上場会社は、自社の株主における海外投資家等

の比率も踏まえ、合理的な範囲において、英語での情報の開示・提供を進めるべきである。特に、プラ

イム市場上場会社は、開示書類のうち必要とされる情報について、英語での開示・提供を行うべきであ

る。」（補充原則３－１②）との原則が示されています。 

上場会社の皆様におかれましては、海外投資者等への情報発信をより充実させるために、是非、当

サービスをご利用いただきますようお願いいたします。 

詳細は日本取引所グループウェブサイト（ https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-

gate/service/index.html）を参照してください。 

 

（注）英文資料登録時の留意事項 

英文資料をＴＤｎｅｔに登録いただいた後、東証の上場会社担当者が登録完了のための処理を行いま

す。その際、原則として連絡等は行いませんが、形式的な不備や内容について確認すべき事項等が認め

られる場合には電話連絡をいたします。連絡が取れず不備等が解消されない場合には指定時刻に公表で

きないことがありますので、ご留意ください。なお、登録処理の状況はＴＤｎｅｔオンライン登録サイ

トのホーム画面上、提出済開示情報一覧の「状態」欄でご確認いただけます（東証側での処理が完了し

ますと、ステータスが「開示待」となります。）。 

 

（４）ＴＤｎｅｔ障害時運用 

ＴＤｎｅｔに障害等が発生した場合の運用については、ＴＤｎｅｔオンライン登録サイト内の「ご利

用ガイド」または上場会社ナビ「ＴＤｎｅｔ利用マニュアル」に掲載しています「システム運用マニュ

アル」を参照してください。あらかじめＰＤＦファイルを端末に保管しておく等、障害等発生時に参照

できるよう適宜ご準備をお願いいたします。 
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第２編第１章 

上場会社の決定事実 
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１．発行する株式、処分する自己株式、発行する新株予約権、処分する自己新株予約権を

引き受ける者の募集又は株式、新株予約権の売出し 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社の業務執行を決定する機関が、「会社法第１９９条第１項に規定する株式会社の発行する株

式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者の募集（処分する自己株式を引き受ける者の募集をす

る場合にあっては、これに相当する外国の法令の規定（上場外国会社である場合に限る。）によるもの

を含む。）」若しくは「会社法第２３８条第１項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集（処分

する自己新株予約権を引き受ける者の募集を含む。）」又は「株式若しくは新株予約権の売出し」を行う

ことについての決定をした場合であって、かつ、当該内容が以下に掲げる基準のいずれかに該当する場

合（該当しないことが明らかでない場合を含む。）は、直ちにその内容を開示することが義務付けられ

ています。 

 

ａ．払込金額又は売出価額の総額（新株予約権については、当該新株予約権の払込金額又は売出価額

と新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額の総額）が１億円以上 

ｂ．株主割当てによる場合 

ｃ．買収への対応方針の導入又は買収への対抗措置の発動に伴う場合 

 

 ※ 上記開示基準に該当しない場合であっても、第三者割当により上記決定を行う場合であって、

① 希薄化率が２５％以上となるとき、② 支配株主の異動を伴うときは、開示することが必要と

なります。 

 

【上場規程第４０２条第１号ａ、施行規則第４０１条第１項第１号】 

 

上場会社が第三者割当により上記決定を行う場合は、以下の事項を記載することが義務付けられてい

ます。 

 

ａ．割当てを受ける者の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

ｂ．払込価額の算定根拠及びその具体的な内容 

（当取引所が必要と認める場合は、払込金額が割当てを受ける者に特に有利でないことに係る適法

性に関する監査役、監査等委員会又は監査委員会の意見等を含む。）。 

ｃ．企業行動規範上の手続きを要する場合にはその内容（手続きを要しない場合にはその理由） 

ｄ．その他第三者割当について当取引所が投資判断上重要と認める事項 

 

【上場規程第４０２条第１号ａ、施行規則第４０２条の２】 

 

（注）本項目の用語の定義は以下のとおりです。 

 

※ 「第三者割当」とは、開示府令第１９条第２項第１号ヲに規定する第三者割当をいう。 

【上場規程第２条第６７号の２】 
 

 

※ 「ＭＳＣＢ等」とは、ＣＢ等であって、ＣＢ等に付与又は表章される新株予約権又は取得請求権（以下「新株

予約権等」という。）の行使に際して払込みをなすべき１株あたりの額が、６か月間に１回を超える頻度で、当該

新株予約権等の行使により交付される上場株券等の価格を基準として修正が行われ得る旨の発行条件が付された

ものをいう。 

【上場規程第４１０条、施行規則第４１１条第２項】 
 

 

※ 「希薄化率」の算出方法については、「第３編第１章 【第三者割当に係る上場制度の概要及び実務上の留意事

項】」を参照してください。 
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〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 事前相談について 

本項目については、次のいずれかに該当する場合には、事前相談を行うことが必要です。公表予定

日の遅くとも１０日前までに（ニ．は公表予定日の３週間前までに（いわゆる有事導入において、時

間的余裕がない場合も、準備が整い次第速やかに））、必ず東証の上場会社担当者まで開示資料（案）

をメールにてご送付ください（スキームの概要・特徴点、あるいは、発行条件の合理性に関する上場

会社としての考え方などの補足資料がある場合には、併せてご送付ください。）。 
 

イ．第三者割当による株式、新株予約権、新株予約権付社債の発行に係る募集の場合 

ロ．第三者割当による自己株式処分、自己新株予約権処分に係る募集の場合 

ハ．ＭＳＣＢ等の発行に係る募集の場合 

ニ．買収への対応方針の導入・買収への対抗措置の発動に伴う株式、新株予約権の発行に係る募

集の場合 

ホ．その他開示上特に考慮を要する事情があると判断される場合（不明な場合は東証までお問 

合せください。） 
 

なお、開示資料に十分な記載が行われない場合には、必要に応じて上場規程に基づき追加開示を求

めることがありますので、十分に留意してください。 

 

③ 「発行する株式、処分する自己株式、発行する新株予約権、処分する自己新株予約権を引き受ける

者の募集又は株式、新株予約権の売出し」と併せて他の適時開示項目（例えば、「業務上の提携又は業

務上の提携の解消」、「主要株主又は主要株主である筆頭株主の異動」、「親会社の異動、支配株主（親

会社を除く。）の異動又はその他の関係会社の異動」等）に該当する場合があります。また、調達した

資金の使途等によっても他の適時開示項目（例えば、「事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け」、「新製

品又は新技術の企業化」、「子会社等の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他の子会社等の異

動を伴う事項」、「固定資産の譲渡又は取得、リースによる固定資産の賃貸借」、「新たな事業の開始」

等）に該当する場合があるほか、経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予

想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。なお、

他の適時開示項目の詳細については、当該他の項目に係る取扱い等を参照してください。 

 

④ 本項目について、開示した後に、「開示事項の変更」として、開示することが義務付けられている事

例としては、株式を引き受ける者の募集に際して、失権株が生じたことにより、募集新株式数等が変

更となった場合や、当初開示した資金使途を変更する場合等が含まれます。 

 

⑤ 株主総会に係る基準日後に募集株式を取得する者に対して当該株主総会に係る議決権を付与するか

否かについて記載してください。また、付与する場合は、その内容及び理由を記載してください。 

 

⑥ 公募、売出しに際してグリーンシュー・オプションが付された場合には、買取引受による公募、売

出し分とオーバーアロットメント分のそれぞれの内容（売出人、数量、売出方法等）、オプションの内

容（付与先、数量、行使期限）及びシンジケートカバー取引の内容（当該取引を行う場合がある旨、

期間、買付予定市場）等の適切な開示が望まれます。 

 

⑦ 上場株式とは異なる種類の株式を発行する場合には、当該種類株式の発行が、上場株式に与える影

響及び上場株式の株主の権利等に照らして妥当と考える理由についても適切に開示を行うことが必要

となります。 

 



第２編第１章  上場会社の決定事実 

東京証券取引所 会社情報適時開示ガイドブック 2024 年 4 月 
copyright © 2024 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved. 71

⑧ 上場株券等を対価とする公開買付けを行う場合において発行する株式又は処分する自己株式の募集

を行う場合の適時開示の取扱いや開示・記載上の注意に関しては、「第２編第１章 11．公開買付け又

は自己株式の公開買付け」の項目を参照してください。 

 

⑨ 発行した株式、新株予約権又は新株予約権付社債に付された上場株式を対価とする取得条項に基づ

く取得を行うことを決定した場合には、「開示事項の経過」として開示してください。 

 

〔その他の注意事項〕 

① 「発行する株式、処分する自己株式、発行する新株予約権、処分する自己新株予約権を引き受ける

者の募集又は株式、新株予約権の売出し」を行う場合には、開示とは別に東証に対して所定の書類を

提出することが義務付けられています。また、軽微基準に該当し、適時開示を行わない場合には、決

議後直ちに取締役会決議通知書を東証に対して提出することが義務付けられています。詳細は、「第５

編〔２〕内国株式関係の提出書類一覧」を参照してください。 

 

② 非上場会社を主たる割当予定先とする第三者割当等については、上場規程に基づく不適当合併等に

係る上場廃止審査の対象となる場合があります。詳細は、「第３編第２章 上場会社に対する自主規制

の概要」を参照してください。 

 

③ 上場会社が第三者割当を行う場合は、割当てを受ける者と反社会的勢力との関係がないことを示す

確認書、譲渡報告に関する確約書の写しその他所定の書類を東証に提出することが義務付けられてい

ます。詳細は、「第５編〔２〕内国株式関係の提出書類一覧」、「第５編〔３〕適時開示に係る提出書類」

を参照してください。 

 

〔留意事項（第三者割当）〕 

 

既存株主の権利を著しく侵害し市場の信頼性に重大な影響を及ぼす第三者割当を未然に防止する

ために３００％を超える希薄化を伴う第三者割当などを上場廃止の審査の対象とするほか、希薄化

率が２５％以上となるときや、支配株主が異動することになるときなどにおいては、経営者から一

定程度独立した者による当該割当ての必要性及び相当性に関する意見の入手や、当該割当てに係る

株主総会の決議などの株主の意思確認などの手続きを求めることとする企業行動規範を設けるな

ど、第三者割当について上場制度上の対応を講じています。 

 
 

詳細は、「第３編第１章 【第三者割当に係る上場制度の概要及び実務上の留意事項】」を参照して

ください。 

 

〔留意事項（ＭＳＣＢ等）〕 

 

上場会社は、企業行動規範の「遵守すべき事項」として、ＭＳＣＢ等を発行する場合には、ＭＳ

ＣＢ等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じることが義務付けられています。ま

た、上場会社は、企業行動規範に基づき、流通市場の機能又は株主の権利を毀損すると東証が認め

る行為を行うことが禁止されています。ＭＳＣＢ等を発行する場合には、流通市場の機能又は株主

の権利を十分に尊重するようにしてください。 

また、デリバティブ取引その他の取引が当該上場会社が発行するＣＢ等と密接不可分の関係で

あって、かつ、当該ＣＢ等及び当該デリバティブ取引その他の取引が一体としてＭＳＣＢ等と同等

の効果を有する場合には、当該ＣＢ等及び当該デリバティブ取引その他の取引を一体としてＭＳＣ

Ｂ等とみなして規定が適用されます。 
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【上場規程第４１０条第３項、第４３４条、第４４４条】 

 

詳細は、「第３編第１章 【ＭＳＣＢ等の発行に関する実務上の留意事項】」を参照してください。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

① 公募による株式発行に係る募集の場合（自己株式処分に係る募集を含む。） 

ａ．発行新株式数 

ｂ．発行価額 

ｃ．発行価額の総額 

ｄ．資本組入額 

ｅ．募集方法 

ｆ．申込期間 

ｇ．払込期日 

ｈ．発行の目的及び理由 

ｉ．資金使途、株主への利益配分等 

ｊ．ブックビルディングの日程等（ブックビルディング方式で行う場合） 

ｋ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

※ 自己株式処分に係る募集の場合 

上記の開示事項に準じるほか、以下の事項を記載する。 

ａ．自己株式処分に係る募集である旨 

ｂ．処分後の自己株式の数 

 

② 株主割当てによる株式発行に係る募集の場合 

ａ．発行新株式数 

ｂ．割当方法 

ｃ．発行価額 

ｄ．発行価額の総額 

ｅ．資本組入額 

ｆ．申込期間 

ｇ．払込期日 

ｈ．発行の目的及び理由 

ｉ．資金使途、株主への利益配分等 

ｊ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

※ 発行日決済取引による上場を行う場合がありますので、日程等について事前に連絡してください。 

 

③ 公募又は株主割当てによる新株予約権発行に係る募集の場合（自己新株予約権処分に係る募集を含

む。） 

ａ．新株予約権の名称及び数 

ｂ．発行の目的及び理由 

ｃ．目的となる株式の種類及び数 

ｄ．発行価額（無償の場合はその旨）及びその算定根拠 
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ｅ．割当日 

ｆ．払込期日を定める場合には当該期日 

ｇ．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及びその１株当たりの金額（行使価額）並

びにその算定根拠 

ｈ．行使請求期間 

ｉ．行使の条件 

ｊ．組織再編時の取扱い 

ｋ．取得事由・その対価・消却の条件等（取得条項付新株予約権である場合） 

ｌ．資本組入額（行使によって株式を発行する場合） 

ｍ．行使請求受付場所及び払込取扱金融機関 

ｎ．譲渡制限及び新株予約権証券の発行に関する事項 

ｏ．募集方法 

ｐ．資金使途 

ｑ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

※ 自己新株予約権処分に係る募集の場合 

上記の開示事項に準じるほか、以下の事項を記載する。 

ａ．自己新株予約権処分に係る募集である旨 

ｂ．処分後の自己新株予約権の数 

 

④ 公募による新株予約権付社債発行に係る募集の場合 

ａ．社債の名称 

ｂ．発行の目的及び理由 

ｃ．社債の発行価額 

ｄ．新株予約権の発行価額（無償の場合はその旨）及びその算定根拠 

ｅ．割当日 

ｆ．払込期日を定める場合には当該期日 

ｇ．新株予約権の内容 

（ａ）新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

（ｂ）新株予約権の総数 

（ｃ）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及びその１株当たりの金額（行使価額

又は転換価額）並びにその算定根拠 

（ｄ）行使請求期間 

（ｅ）行使の条件 

（ｆ）組織再編時の取扱い 

（ｇ）取得事由・その対価・消却の条件等（取得条項付新株予約権である場合） 

（ｈ）代用払込みに関する事項 

（ｉ）資本組入額（行使によって株式を発行する場合） 

（ｊ）行使請求受付場所 

ｈ．社債の内容 

（ａ）社債の総額 

（ｂ）各社債券の金額 

（ｃ）社債の利率 

（ｄ）社債の償還方法及び償還期限 

（ｅ）利息の支払方法及び利払期日 

（ｆ）固定為替レート（海外募集の場合） 

（ｇ）担保の有無及び内容 
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（ｈ）財務上の特約 

（ｉ）取得格付 

（ｊ）社債管理者 

（ｋ）募集等の日程（募集方法、募集開始日、申込期間、引受会社） 

（ｌ）資金使途等 

ｉ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

⑤ 株式又は新株予約権の売出しの場合 

ａ．名称 

ｂ．売出数 

ｃ．売出価格 

ｄ．売出価額の総額 

ｅ．売出人 

ｆ．売出方法（地域） 

ｇ．申込期間 

ｈ．受渡期日 

ｉ．申込証拠金 

ｊ．売出価格の決定方法 

ｋ．売出しの目的 

ｌ．申込単位 

ｍ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

※ 上場会社の業務執行を決定する機関による決定を伴わない有価証券の売出しについては、上場会社

が有価証券通知書又は臨時報告書を提出するものであって、当該売出しに関して金融商品取引業者が

元引受契約を締結するものについて、売出人から通知を受けた時点で速やかに開示してください。 

   ※ 「金融商品取引法第２条第４項第１号に掲げる場合に該当するもの」について、「有価証券の売出

し」として適時開示を行わない場合であっても、当該内容（価格、株数及び受渡期日等）について記

載した以下の書類の提出が必要となりますのでご注意ください。 
 

○業務執行を決定する機関による決定を伴う場合 

「取締役会決議通知書」を提出してください。 
 

○業務執行を決定する機関による決定を伴わない場合 

売出しの内容が記載された書類を提出してください。 
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⑥ 第三者割当による株式、新株予約権又は新株予約権付社債発行に係る募集の場合（自己株式処分、

自己新株予約権処分に係る募集を含む。） 

 

第三者割当による株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債発行に係る募集又は自己株式処分若

しくは自己新株予約権処分に係る募集を行うことについての決定をした場合は、以下の所定の開示事

項を掲記し、開示・記載上の注意を参照のうえ、投資者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記

載してください（自己株式処分又は自己新株予約権処分の場合は、「発行価額」を「処分価額」、「割

当予定先」を「処分予定先」など適宜読み替えてください。）。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

株式報酬としての株式発行に係る募集又は自己株式処分に係る募集を行うことについての決定をし

た場合は、「⑦株式報酬としての株式発行に係る募集の場合（自己株式処分に係る募集を含む。）」に

該当するものとして開示してください。 

ストック・オプションとしての新株予約権発行に係る募集又は自己新株予約権処分に係る募集を行

うことについての決定をした場合は、「⑧ストック・オプションとしての新株予約権発行に係る募集

の場合（自己新株予約権処分に係る募集を含む。）」に該当するものとして開示してください。 

なお、必ず東証まで事前相談を行うようにしてください（時期等については、「（１）〔開示に関す

る注意事項〕② 事前相談について」参照）。 

開示事項 開示・記載上の注意 

・ 開示資料の表題 ・ 第三者割当による株式、新株予約権又は新株予約権付社債発行に係る募集である

ことが判別できる表題とする。 

１．募集の概要 ・ 募集の概要として下記事項を記載する。 
 

〔株式発行に係る募集の場合〕 

（１）払込期日 

（２）発行新株式数 

（３）発行価額 

（４）調達資金の額 

（５）募集又は割当方法（割当予定先含む。） 

（６）その他投資判断上重要又は必要な事項 
 

〔新株予約権発行に係る募集の場合〕 

（１）割当日 

（２）発行新株予約権数 

（３）発行価額 

（４）当該発行による潜在株式数 

（５）調達資金の額 

（６）行使価額 

（７）募集又は割当方法（割当予定先含む。） 

（８）その他投資判断上重要又は必要な事項 
 

〔新株予約権付社債発行に係る募集の場合〕 

（１）払込期日 

（２）新株予約権の総数 

（３）社債及び新株予約権の発行価額 

（４）当該発行による潜在株式数 

（５）調達資金の額 

（６）行使価額又は転換価額 

（７）募集又は割当方法（割当予定先含む。） 

（８）その他投資判断上重要又は必要な事項 

 

２．募集の目的及び理由 ・ 募集の目的及び理由について、わかりやすく具体的に記載する。 

・ 特に、第三者割当による資金調達を選択しようとする理由について、わかりやす

く具体的に記載する。 

※ 具体的には、次の観点により記載するよう留意する。 

・ 自己資本を拡充していくにあたっての方針との整合性 
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開示事項 開示・記載上の注意 

・ 株式の希薄化による株主に対する影響 

・ 既存株主にとってのメリット及びデメリット（第三者割当以外の方法（公

募等）による資金調達方法との比較を含む。） 

※ 第三者割当による募集株式等の割当て等により、割当予定先（会社法第２条第４

号の２に規定する親会社等を除く）が、会社法第２０６条の２又は第２４４条の２

に規定する特定引受人となる場合には、次の事項を含めて記載する。 

・ 社外取締役の意見が取締役会の判断と異なる場合には、その意見 

・ 当該第三者割当に関する監査役、監査等委員会又は監査委員会の意見の内 

 容 

３．調達する資金の額、使途及び

支出予定時期 

・ 調達する資金の額（差引手取概算額）、具体的な使途及び支出予定時期について

説明する。 

※ 新株予約権の場合、権利行使されない（調達額が変動する）可能性も踏まえて

記載する。 

・ 併せて、実質的な資金の入手スケジュール及び実質的な調達額（払込後これらが

変更するリスクがある場合には当該リスクを含む。）、調達資金の支出実行までの管

理方法についてもわかりやすく具体的に記載する。 

※ 資金使途又は支出予定時期が未定の場合には、開示が可能となり次第、追加開

示が必要となります。また、後日、資金使途及び支出時期について、変更が生じ

た場合には、「開示事項の変更」として開示が必要となります。 

※ 資金使途がＭ＆Ａ（企業買収、資本提携等をいう。）である場合には、Ｍ＆Ａ

の実施に伴う将来の事業構想（Ｍ＆Ａを予定している分野、規模等可能な範囲に

おいて具体的な表示）、資金充当の期限及びＭ＆Ａに資金が充当されなかった場

合の代替使途（具体的な内容及び金額の表示）を記載する。 

４．資金使途の合理性に関する考

え方 

・ 資金使途の合理性に関する考え方を記載する。 

※ 調達する資金が有効に活用され、結果として、将来的な収益の向上、あるいは借

入金の返済などを通じたバランスシートの改善に繋がることが見込まれるなど、既

存株主にとっても合理性があることが望まれます。 

※ 既存株主の立場から言えば、株式の希薄化を補うだけの１株あたりの利益の向上

が図られるものであることが望まれます。 

５．発行条件等の合理性  

（１）払込金額の算定根拠及び

その具体的内容 

・ 払込金額の算定根拠及びその具体的な内容について、わかりやすく具体的に記載

する。 

※ 払込金額の算定において採用した株価及びディスカウント率について、それぞ

れを採用するに至った考え、理由及び判断の過程をわかりやすく具体的に記載す

る。 

・ 払込金額が割当予定先に特に有利でないことに係る適法性に関する監査役、監査

等委員会又は監査委員会が表明する意見等をわかりやすく具体的に記載する。ただ

し、①株主総会において会社法に基づく有利発行の特別決議を経る場合、又は、②

決議の直前日の価額、決議日から１か月、３か月、６か月の平均の価額からのディ

スカウント率を勘案して会社法上の有利発行に該当しないことが明らかな場合（上

場株式の場合に限る。）であって、かつ、①又は②であることの記載がある場合に

は、不要とします（必要な記載がない場合は、適時開示義務違反となりますので、

十分に留意してください。）。 

※ 払込金額等の発行条件を決定するにあたり、日本証券業協会「第三者割当増資の

取扱いに関する指針」（２０１０年４月１日制定）を参考に時価の９０％相当額を

下回らないように設定しさえすれば足りると考えていると見受けられる事例もあり

ますが、本来、割当予定先が経済的利益を享受できる可能性、発行体の信用リス

ク、社債の利率を含む発行条件、割当予定先が負う価格下落リスク、株式の消化可

能性その他の様々な観点から十分な検討を行い、総合的に判断することが望まれま

す。 

（２）発行数量及び株式の希薄

化の規模が合理的であると

判断した根拠 

・ 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠について、考慮

した主な要素を含めて、わかりやすく具体的に記載する。 

※ 発行される株券等が、急激な株価下落を引き起こさずに円滑に市場で売却できる

だけの十分な流動性を有しているとともに、株式の希薄化の規模が、調達する資金

の使途、調達額をはじめ、発行会社の時価総額等を総合的に勘案し、既存株主に対
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開示事項 開示・記載上の注意 

して合理的な説明が行えるものであることが求められます。 

※ 発行される株式数の発行済株式数に占める割合が高い場合は、株式の希薄化及び

流通市場への影響について配慮が求められます。 

６．割当予定先の選定理由等 ※ 割当予定先が複数ある場合は、それぞれ募集数量を記載したうえで複数記載す

る。 

（１）割当予定先の概要 ・ 割当予定先の概要について、名称、本店の所在地、代表者の役職・氏名、事業内

容、資本金、設立年月日、発行済株式数、決算期、従業員数、主要取引先、主要取

引銀行、大株主及び持株比率、上場会社（上場会社の支配株主等を含む。）と割当

予定先（割当予定先の支配株主等を含む。）との間の関係（＊１）、最近３年間の財

政状態及び経営成績（＊２）を記載する。 
（＊１）上場会社と当該会社との間の関係は、以下の事項を記載する。また、その他特筆す

べき関係（上場会社又は上場会社の関係者若しくは関係会社と当該会社又は当該会社の

関係者若しくは関係会社との間の関係を含む。）がある場合には以下の事項に限らずその

内容も含めて記載する。 

・ 資本関係として、最近日における上場会社と当該会社との間の出資の状況（間接

保有分を含む。）を記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 人的関係として、直前事業年度の末日における上場会社と当該会社との間の役員

又は従業員の派遣又は出向の状況を記載する。該当がない場合は、その旨を記載す

る。 

・ 取引関係として、直前事業年度における上場会社と当該会社との間の取引につい

て概要を記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 関連当事者への該当状況として、直前事業年度の末日において、当該会社が上場

会社の関連当事者に該当する場合には、関連当事者である旨及び関連当事者に該当

する事由を記載する（関連当事者に該当しない場合は、その旨を記載する。）。 

（＊２）純資産、総資産、１株当たり純資産、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に

帰属する当期純利益、１株当たり当期純利益、１株当たり配当金 

（※）連結指標等がない場合であって、かつ、子会社等がある場合には、当該会社の

本体とその子会社等の指標を単純合算した値を欄外に記載する。 

※ 割当予定先が個人である場合は、氏名、住所（市区町村まで）、職業の内容、上

場会社と当該個人との間の関係（上場会社と当該個人（その近親者、当該個人及び

その近親者が過半数所有している会社等並びにその子会社を含む。）との資本関

係・人的関係・取引関係）を記載する。また、その他特筆すべき関係（上場会社又

は上場会社の関係者若しくは関係会社と当該個人又は当該個人の関係者若しくは関

係会社との間の関係を含む。）がある場合には上記の事項に限らずその内容も含め

て記載する。 

※ 割当予定先がファンドである場合は、名称、所在地、設立根拠等、組成目的、組

成日、出資の総額、出資者・出資比率・出資者の概要、業務執行組合員の概要（名

称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金）、（海外ファンドの場合に

は、当該ファンドの本邦内における事務連絡先（国内代理人）の概要（名称、所在

地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金））、上場会社と当該ファンドとの間の

関係（出資の状況）、上場会社と業務執行組合員・国内代理人との間の関係（資本

関係・人的関係・取引関係）を可能な範囲で記載する。また、その他特筆すべき関

係（上場会社又は上場会社の関係者若しくは関係会社と、当該ファンドの出資者

（原出資者を含む。）又は業務執行組合員・国内代理人若しくは業務執行組合員・

国内代理人の関係者若しくは関係会社との間の関係を含む。）がある場合には、上

記の事項に限らずその内容も含めて可能な範囲で記載する。 

※ 上記開示事項について、追加出資、役員派遣、財政状態・経営成績の急激な変

動、取引条件変更などにより最近日までに重要な状況の変化がある場合又は今後重

要な状況の変化が見込まれる場合は、その内容も追加記載する。 

・ 割当予定先が反社会的勢力と関係がないことを確認している旨を記載する。 

（２）割当予定先を選定した理由 ・ 割当予定先を選定した理由について、割当予定先を選定するに至った経緯を含

め、わかりやすく具体的に記載する。 

・ 証券会社による買受け又はあっせんである場合には、その旨及びその証券会社の

名称を記載する。 

（３）割当予定先の保有方針 ・ 割当予定先の保有方針について可能な範囲で記載する。 

・ 上場規程の定めに基づき、募集株式の割当てを受けた者との間で、書面により募

集株式の譲渡時における東証への報告並びに当該報告内容の公衆縦覧等の事項につ

いて確約する予定がある旨を記載する。 

※ 上場会社が、第三者割当を行う場合には、東証の上場規程の定めに基づき、募集

株式の割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の譲渡時における東証への

報告並びに当該報告内容の公衆縦覧等の事項について確約することなどが義務付け
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開示事項 開示・記載上の注意 

られています。 

・ 発行される株券等について、その譲渡を制限する場合には、その旨及びその内容

を記載する。 

（４）割当予定先の払込みに要す

る財産の存在について確認した

内容 

・ 割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容を記載する。 

・ 特に、割当予定先が過去において失権を起こしている場合や、割当予定先の売上

高・総資産・純資産等の規模に照らし、当該第三者割当の払込みに要する金額を有

している又は調達し得ることが合理的に推認されない場合には、十分に確認を行

い、確認方法及び確認結果についてより具体的に記載することが求められます。 

７．第三者割当後の大株主及び持

株比率 

・ 第三者割当後における大株主の状況及び持株比率の見込みを記載する。なお、長

期保有が見込まれない場合は、募集後の欄を削除する。 

※ 今回の募集分について長期保有を約している場合には、今回の潜在株式数を反映

して記載する。 

８．今後の見通し ・ 当期以降の業績に与える影響の見込みを記載する。 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

９．企業行動規範上の手続き ・ 企業行動規範上の独立第三者からの意見入手又は株主の意思確認を要する場合に

は、以下の事項を記載する。 

ａ．経営者から一定程度独立した者による当該割当ての必要性及び相当性に関す

る意見の入手を行う場合には、当該意見の入手日、入手先、内容（その理由を

含む。）の概要 

ｂ．当該割当てに係る株主総会の決議などの株主の意思確認を行う場合には、当

該意思確認手続きの内容及び当該意思確認手続きの実施予定日 

・ これらの手続きを要しない場合には、その旨及び以下の事項を記載する。 

・ 当該第三者割当の希薄化率が２５％未満である旨 

・ 当該第三者割当により支配株主の異動（新株予約権の転換・行使による異動

を含む。）が見込まれない旨 

・ その他投資者が会社情報を適

切に理解・判断するために必要

な事項 

 

〔本行為が支配株主との取引等で

ある場合〕 

・ 支配株主との取引等に関する

事項 

・ 当該取引が支配株主との取引等である旨を記載する。 

・ 当該取引の「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関す

る指針」との適合状況を記載する。 

・ 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項に

ついて記載する。 

・ 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と

利害関係のない者から入手した意見の概要について記載する。 

※ 意見の入手日、入手先、内容（その理由を含む）の概要がわかるように記載す 

る。 

※ 支配株主との取引等には、支配株主に加え、施行規則で定める者との取引が含

まれます。詳細については「第３編第１章 【支配株主との重要な取引等に係る

企業行動規範に関する実務上の留意事項等】」を参照してください。 

10．最近３年間の業績及びエクイ

ティ・ファイナンスの状況 

・ 最近３年間の売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、

１株当たり当期純利益、１株当たり配当金、１株当たり純資産を記載する。 

・ また、最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況等について、方法、時期、

調達した資金の額（差引手取概算額）、募集時の発行済株式数、募集による発行株

式数（新株予約権及び新株予約権付社債の場合は潜在株式数）、行使状況、当初の

資金の使途、当初の支出予定時期及び現時点における資金の充当状況（当初の資金

の使途と異なる場合は、その経緯及び理由について簡潔に記載する。）を記載す

る。 

※ 自己株式の処分に係る募集又は自己新株予約権の処分に係る募集も含めて記載

する。 

・ 最近の３決算期末における株価及び直近６か月の株価の推移も記載する。 

11．発行要項 ・ 有価証券届出書記載事項のうち、当該募集株式、募集新株予約権又は募集新株予

約権付社債のスキームを理解・判断するために必要な事項を記載する。 
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特例① ＭＳＣＢ等の発行に係る募集の場合 

ＭＳＣＢ等の発行に係る募集を行うことについての決定をした場合は、以下の所定の開示事項を掲

記し、開示・記載上の注意を参照のうえ、投資者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載して

ください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な

事項も記載してください。 

なお、必ず東証まで事前相談を行うようにしてください（時期等については、「（１）〔開示に関す

る注意事項〕② 事前相談について」参照）。 

ＭＳＣＢ等を発行する場合、「第３編第１章 【ＭＳＣＢ等の発行に関する実務上の留意事項】」も

参照してください。 

 

開示事項 開示・記載上の注意 

・ 開示資料の表題 ・ ＭＳＣＢ等の発行に係る募集であることが判別できる表題とする。 

・ 新株予約権付社債については題末に（ＭＳＣＢの発行）、また、新株予約権につ

いては題末に（ＭＳワラントの発行）と記載する。 

※ これに代えて、題末に「（転換価額修正条項付）」又は「（行使価額修正条項付）」

と記載する、あるいは、「転換価額修正条項付新株予約権付社債の発行」又は「行

使価額修正条項付新株予約権付社債の発行」のように表題の文中に転換価額等の修

正条項が設けられている旨を記載することでも差し支えないものとする。 

１．募集の概要 ・ 募集の概要として下記事項並びにＭＳＣＢ等に係る譲渡制限及び行使数量制限の

内容について記載する。 
 

〔新株予約権発行に係る募集の場合〕 

（１）割当日 

（２）発行新株予約権数 

（３）発行価額 

（４）当該発行による潜在株式数（行使価額の上限値及び下限値における潜在株 

式数も記載する） 

（５）調達資金の額 

（６）行使価額及び行使価額の修正条項 

（７）募集又は割当方法（割当予定先含む。） 

（８）その他投資判断上重要又は必要な事項 
 

〔新株予約権付社債発行に係る募集の場合〕 

（１）払込期日 

（２）新株予約権の総数 

（３）社債及び新株予約権の発行価額 

（４）当該発行による潜在株式数（行使価額（転換価額）の上限値及び下限値に

おける潜在株式数も記載する） 

（５）調達資金の額 

（６）行使価額（転換価額）及びその修正条項 

（７）募集又は割当方法（割当予定先含む。） 

（８）その他投資判断上重要又は必要な事項 

２．募集の目的及び理由 ・ 募集の目的及び理由について、わかりやすく具体的に記載する。 

・ 特に、ＭＳＣＢ等の発行による資金調達を選択することとした理由について、当

該ＭＳＣＢ等の商品性に関する説明を含め、わかりやすく具体的に記載する。 

※ 具体的には、次の観点により記載するよう留意する。 

・ 自己資本を拡充していくにあたっての方針との整合性 

・ 株式の希薄化による株主に対する影響 

・ 既存株主にとってのメリット及びデメリット（ＭＳＣＢ等以外の方法（公

募等）による資金調達方法との比較を含む） 

※ 第三者割当による募集株式等の割当て等により、割当予定先（会社法第２条第４

号の２に規定する親会社等を除く）が、会社法第２４４条の２に規定する特定引受

人となる場合には、次の事項を含めて記載する。 

・ 社外取締役の意見が取締役会の判断と異なる場合には、その意見 

・ 当該第三者割当に関する監査役、監査等委員会又は監査委員会の意見の内 

容 
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開示事項 開示・記載上の注意 

３．調達する資金の額、使途及び

支出予定時期 

・ 調達する資金の額（差引手取概算額）、具体的な使途及び支出予定時期について

説明する。 

※ 新株予約権の場合、権利行使されない（調達額が変動する）可能性も踏まえて

記載する。 

・ 併せて、実質的な資金の入手スケジュール及び実質的な調達額（払込後これらが

変更するリスクがある場合には当該リスクを含む。）、調達資金の支出実行までの管

理方法についてもわかりやすく具体的に記載する。 

※ 資金使途又は支出予定時期が未定の場合には、開示が可能となり次第、追加開

示が必要となります。また、後日、資金使途及び支出時期について、変更が生じ

た場合には、「開示事項の変更」として開示が必要となります。 

※ 資金使途がＭ＆Ａ（企業買収、資本提携等をいう。）である場合には、Ｍ＆Ａ

の実施に伴う将来の事業構想（Ｍ＆Ａを予定している分野、規模等可能な範囲に

おいて具体的な表示）、資金充当の期限及びＭ＆Ａに資金が充当されなかった場

合の代替使途（具体的な内容及び金額の表示）を記載する。 

４．資金使途の合理性に関する考

え方 

・ 調達する資金使途の合理性に関する考え方を記載する。 

※ 調達する資金が有効に活用され、結果として、将来的な収益の向上、あるいは借

入金の返済などを通じたバランスシートの改善に繋がることが見込まれるなど、既

存株主にとっても合理性があることが望まれます。 

※ 既存株主の立場から言えば、株式の希薄化を補うだけの１株あたりの利益の向上

が図られるものであることが望まれます。 

５．発行条件等の合理性  

（１）発行条件が合理的である

と判断した根拠及びその具

体的内容 

・ 払込価額、行使価額（修正条項を含む。）、行使期間その他の発行条件が合理的で

あると判断した根拠及びその具体的な内容について、考慮した主な要素を含めて、

わかりやすく記載する。 

・ 払込金額が処分予定先に特に有利でないことに係る適法性に関する監査役、監査

等委員会又は監査委員会が表明する意見等をわかりやすく具体的に記載する。ただ

し、株主総会において会社法に基づく有利発行の特別決議を経る場合であって、か

つ、その旨の記載がある場合には、不要とします。（必要な記載がない場合は、適

時開示義務違反となりますので、十分に留意してください。） 

※ 行使価額の修正条項等の発行条件を決定するにあたり、日本証券業協会「第三者

割当増資の取扱いに関する指針」（２０１０年４月１日制定）を参考に時価の９

０％相当額を下回らないように設定しさえすれば足りると考えていると見受けられ

る事例もありますが、本来、買受人が経済的利益を享受できる可能性、発行体の信

用リスク、社債の利率を含む発行条件、買受人が負う価格下落リスク、株式の消化

可能性その他の様々な観点から十分な検討を行い、総合的に判断することが望まれ

ます。 

なお、ＭＳＣＢ等の条件決定にあたって、修正後の行使価額が時価の９０％相当

額を下回る設定をするような場合には、株式の希薄化又は流通市場への影響が大き

いものと一般的に考えられ、上場規程に基づく企業行動規範に反するものとして公

表措置等の実行性確保手段の対象となりますので、十分に留意してください。 

（２）発行数量及び株式の希薄

化の規模が合理的であると

判断した根拠 

・ ＭＳＣＢ等の発行数量及び行使された場合に生じる株式の希薄化の規模が合理的

であると判断した根拠について、考慮した主な要素を含めて、わかりやすく具体的

に記載してください。 

※ 行使対象株式が、行使可能期間において急激な株価下落を引き起こさずに円滑に

市場で売却できるだけの十分な流動性を有しているとともに、発行しようとするＭ

ＳＣＢ等の数量及び行使された場合に生じる株式の希薄化の規模が、調達する資金

の使途、調達額をはじめ、発行会社の時価総額等を総合的に勘案し、既存株主に対

して合理的な説明が行えるものであることが求められます。 

※ ＭＳＣＢ等の新株予約権等の行使により交付され得る株式数の発行済株式数に占

める割合が相当程度高い場合は、株式の希薄化又は流通市場への影響が大きいと一

般的に考えられ、上場規程に基づく企業行動規範に反するものとして公表措置等の

実行性確保手段の対象となりますので、十分に留意してください。また、このよう

な場合には、合理的な事業計画が策定され、中期的に株主価値が向上すると見込ま

れるなど既存株主にとってのメリットについて説明が行えるものであるかについて

十分に留意してください。 
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開示事項 開示・記載上の注意 

６．割当予定先の選定理由等 ※ 割当予定先が複数ある場合は、それぞれ募集数量を記載したうえで複数記載す

る。 

（１）割当予定先の概要 ・ 割当予定先の概要について、名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資

本金、設立年月日、発行済株式数、決算期、従業員数、主要取引先、主要取引銀

行、大株主及び持株比率、上場会社（上場会社の支配株主等を含む。）と割当予定

先（割当予定先の支配株主等を含む。）の関係（＊１）、最近３年間の財政状態及び

経営成績（＊２）を記載する。 
（＊１）上場会社と当該会社との間の関係は、以下の事項を記載する。また、その他特筆す

べき関係（上場会社又は上場会社の関係者若しくは関係会社と当該会社又は当該会社の

関係者若しくは関係会社との間の関係を含む。）がある場合には以下の事項に限らずその

内容も含めて記載する。 

・ 資本関係として、最近日における上場会社と当該会社との間の出資の状況（間接

保有分を含む。）を記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 人的関係として、直前事業年度の末日における上場会社と当該会社との間の役員

又は従業員の派遣又は出向の状況を記載する。該当がない場合は、その旨を記載す

る。 

・ 取引関係として、直前事業年度における上場会社と当該会社との間の取引につい

て概要を記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 関連当事者への該当状況として、直前事業年度の末日において、当該会社が上場

会社の関連当事者に該当する場合には、関連当事者である旨及び関連当事者に該当

する事由を記載する（関連当事者に該当しない場合は、その旨を記載する。）。 

（＊２）純資産、総資産、１株当たり純資産、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に

帰属する当期純利益、１株当たり当期純利益、１株当たり配当金 

（※）連結指標等がない場合であって、かつ、子会社等がある場合には、当該会社の

本体とその子会社等の指標を単純合算した値を欄外に記載する。 

※ 割当予定先が個人である場合は、氏名、住所（市区町村まで）、職業の内容、上

場会社と当該個人との間の関係（上場会社と当該個人（その近親者、当該個人及び

その近親者が過半数所有している会社等並びにその子会社を含む。）との資本関

係・人的関係・取引関係）を記載する。また、その他特筆すべき関係（上場会社又

は上場会社の関係者若しくは関係会社と当該個人又は当該個人の関係者若しくは関

係会社との間の関係を含む。）がある場合には上記の事項に限らずその内容も含め

て記載する。 

※ 割当予定先がファンドである場合は、名称、所在地、設立根拠等、組成目的、組

成日、出資の総額、出資者・出資比率・出資者の概要、業務執行組合員の概要（名

称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金）、（海外ファンドの場合に

は、当該ファンドの本邦内における事務連絡先（国内代理人）の概要（名称、所在

地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金））、上場会社と当該ファンドとの間の

関係（出資の状況）、上場会社と業務執行組合員・国内代理人との間の関係（資本

関係・人的関係・取引関係）を可能な範囲で記載する。また、その他特筆すべき関

係（上場会社又は上場会社の関係者若しくは関係会社と、当該ファンドの出資者

（原出資者を含む。）又は業務執行組合員・国内代理人若しくは業務執行組合員・

国内代理人の関係者若しくは関係会社との間の関係を含む。）がある場合には、上

記の事項に限らずその内容も含めて可能な範囲で記載する。 

※ 上記開示事項について、追加出資、役員派遣、財政状態・経営成績の急激な変

動、取引条件変更などにより最近日までに重要な状況の変化がある場合又は今後重

要な状況の変化が見込まれる場合は、その内容も追加記載する。 

・ 割当予定先が反社会的勢力と関係がないことを確認している旨を記載する。 

（２）割当予定先を選定した理

由 

・ 割当予定先を選定するに至った経緯を含め、割当予定先を選定した理由につい

て、わかりやすく具体的に記載する。 

・ 証券会社による買受け又はあっせんである場合には、その旨及びその証券会社の

名称を記載する。 

（３）割当予定先の保有方針及

び転換（行使）制限措置 

・ 割当予定先の保有方針について可能な範囲で記載する。 

・ 上場規程に基づきＭＳＣＢ等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を

講じている旨を記載する。 

※ 上場規程第４３４条第１項、施行規則第４３６条第１項から第５項までの定め

に基づき、上場会社は、ＭＳＣＢ等の買受人による転換又は行使を制限するよう

措置を講ずることが義務付けられています。 

※ 上場規程第４３４条第２項、施行規則第４３６条第６項の定めに基づき当該義

務が適用除外となる場合にはその旨を記載する。 

（例） 

「当社と割当予定先である○○投資事業組合は、東京証券取引所の定める上



第２編第１章  上場会社の決定事実 

東京証券取引所 会社情報適時開示ガイドブック 2024 年 4 月 
copyright © 2024 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved. 82

開示事項 開示・記載上の注意 

場規程第４３４条第１項、施行規則第４３６条第１項から第５項までの定

めに基づきＭＳＣＢ等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を

講じています。」 

「本ＭＳＣＢについては、割当予定先との業務提携及び資本提携のために発

行するものであり、割当予定先は取得後１年間保有を継続し、株券に転換

しないことを確約しています。また、割当予定先は、継続保有期間におい

て、当社株券等に係る株券等貸借取引及び店頭デリバティブ取引を行わな

いことを確約しています。このため、当社と割当予定先である○○投資事

業組合は、東京証券取引所の定める上場規程第４３４条第２項の定めに基

づき、割当予定先による株券への転換を制限する措置を講じていませ

ん。」 

※ 発行時点において上記措置を講じていない場合は、上場規程違反となるおそれが

ありますので十分に留意してください。 

（４）割当予定先の払込みに要

する財産の存在について確

認した内容 

・ 割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容を記載する。 

・ 特に、割当予定先が過去において失権を起こしている場合や、割当予定先の売上

高・総資産・純資産等の規模に照らし、当該第三者割当の払込みに要する金額を有

している又は調達し得ることが合理的に推認されない場合には、十分に確認を行

い、確認方法及び確認結果についてより具体的に記載することが求められます。 

（５）株券貸借に関する契約 ・ 上場会社役員、役員関係者及び大株主と割当予定先との間における、自社株券の

貸借に関する契約・合意等がある場合又は契約・合意等を行う予定がある場合に

は、契約・合意の内容について可能な範囲で記載する。 

７．募集後の大株主及び持株比率 ・ 募集後の大株主及び持株比率の見込みを記載する。なお、長期保有が見込まれな

い場合は、募集後の欄を削除する。 

※ 今回の募集分について長期保有を約している場合には、今回の潜在株式数を反映

して記載する。 

８．今後の見通し ・ 当期以降の業績に与える影響の見込みを記載する。 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

９．企業行動規範上の手続き ・ 企業行動規範上の独立第三者からの意見入手又は株主の意思確認を要する場合に

は、以下の事項を記載する。これらの手続きを要しない場合にはその理由を記載す

る。 

ａ．経営者から一定程度独立した者による当該割当ての必要性及び相当性に関す

る意見の入手を行う場合には、当該意見の入手日、入手先、内容（その理由を

含む。）の概要 

ｂ．当該割当てに係る株主総会の決議などの株主の意思確認を行う場合には、当

該意思確認手続きの内容及び当該意思確認手続きの実施予定日 

※ 手続きを要しない場合には、以下の事項を記載する。 

・ 当該第三者割当の希薄化率が２５％未満である旨 

・ 当該第三者割当により支配株主の異動（新株予約権の転換・行使による異

動を含む。）が見込まれない旨 

・ その他投資者が会社情報を適

切に理解・判断するために必要

な事項 

 

〔本行為が支配株主との取引等に

関するものである場合〕 

・ 支配株主との取引等に関する

事項 

・ 当該取引が支配株主との取引等である旨を記載する。 

・ 当該取引の「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関す

る指針」との適合状況を記載する。 

・ 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項に

ついて記載する。 

・ 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と

利害関係のない者から入手した意見の概要について記載する。 

 ※ 意見の入手日、入手先、内容（その理由を含む）の概要がわかるように記載す  

る。 

※ 支配株主との取引等には、支配株主に加え、施行規則で定める者との取引が含

まれます。詳細については「第３編第１章 【支配株主との重要な取引等に係る

企業行動規範に関する実務上の留意事項等】」を参照してください。 

10．最近３年間の業績及びエクイ ・ 最近３年間の売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、
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開示事項 開示・記載上の注意 

ティ・ファイナンスの状況 １株当たり当期純利益、１株当たり配当金、１株当たり純資産を記載する。 

・ また、最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況等について、方法、時期、

調達した資金の額（差引手取概算額）、募集時の発行済株式数、募集時の潜在株式

数、行使状況、現時点での潜在株式数、当初の資金の使途、当初の支出予定時期及

び現時点における資金の充当状況（当初の資金の使途と異なる場合は、その経緯及

び理由について簡潔に記載する。）を記載する。 

※ 自己株式の処分に係る募集又は自己新株予約権の処分に係る募集も含めて記載

する。 

・ 最近の３決算期末における株価及び直近６か月の株価の推移も記載する。 

11．発行要項 ・ 有価証券届出書記載事項のうち、当該募集新株予約権又は募集新株予約権付社債

のスキームを理解・判断するために必要な事項を記載する。 
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特例② 買収への対応方針の導入・買収への対抗措置の発動に伴う株式又は新株予約権を引き受ける者の募

集の場合 

買収への対応方針の導入・買収への対抗措置の発動に伴う株式又は新株予約権を引き受ける者の募

集を行うことについての決定をした場合は、通常の開示事項に加え、以下の所定の開示事項（太字）

を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資者が会社情報を適切に理解・判断できる

よう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適切に理解・判断する

ために必要な事項も記載してください。 

なお、必ず東証まで事前相談を行うようにしてください（時期等については、「（１）〔開示に関す

る注意事項〕② 事前相談について」参照）。 

 

（イ）買収への対応方針の導入に伴う場合 

ａ．買収への対応方針導入の目的 

ｂ．スキームの内容 

ｃ．買収への対応方針導入に係る手続・日程 

ｄ．買収者出現時の手続 

ｅ．株主・投資者に与える影響 

ｆ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
 

※ スキームの内容については、特に発動・廃止等の判断主体やその判断基準について詳細に記載

するとともに、買収への対応方針の合理性を高めるための工夫（例えば、導入に際しての株主総

会決議、全株式・全現金買収の場合には消却するといった客観的な廃止条件の設定、独立社外者

の判断が重視される委員会の設置、第三者専門家の意見の取得、サンセット条項（定期的に買収

への対応方針の内容や導入の是非を総会などで見直す条項）などの定期的な見直し条項、取締役

の選解任要件及び任期等）についてわかりやすく具体的に記載することが必要となります。 

 

（ロ）買収への対抗措置の発動に伴う場合 

ａ．当該決定に至った経緯及び理由 

ｂ．今後の手続・日程 

ｃ．株主・投資者に与える影響 

ｄ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

※ 上記（イ）の開示に係る表題には「買収への対応方針」、（ロ）の開示に係る表題には「買収への対

抗措置」という文字を必ず含めてください。 

※ 導入の前例のないスキームを検討されている場合や遵守事項などの関係で懸案事項がある場合など

には、上記よりも十分な余裕をもって事前相談を行うようにしてください。 

※ 買収への対応方針の導入に伴う株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行った以後、具体的に

買収者が出現したとき、当該方針に基づく買収への対抗措置を発動したとき、又は買収への対応方針

や買収への対抗措置を廃止したときにも、「開示事項の経過」として開示してください。また、買収

への対応方針の内容の変更を行った場合も、「開示事項の変更」として開示してください。 

具体的に買収者が出現した場合には、買収者に関する情報、買収提案に関する内容、会社の当該買

収提案に対する考え方、今後の対応方針といった事項を、買収への対抗措置を発動又は廃止する場合

には、当該決定に至った経緯及び理由、今後の手続・日程、株主・投資者に与える影響といった事項

を、それぞれ記載することが必要となります。 

※ 詳細は、「第３編第１章 【買収への対応方針の導入等に係る上場制度の概要】」をご参照ください。 
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⑦ 株式報酬としての株式発行に係る募集の場合（自己株式処分に係る募集を含む。） 

株式報酬としての株式発行に係る募集又は自己株式処分に係る募集を行うことについての決定をし

た場合は、以下の所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投

資者が会社情報を適切に理解・判断できるように記載してください（自己株式の処分の場合は、「発

行の概要」を「処分の概要」、「発行する株式の種類及び数」を「処分する株式の種類及び数」など適

宜読み替えてください。）。なお、株式報酬としての株式発行に係る募集又は自己株式処分に係る募集

を行う場合としては、以下の場合が想定されます。 

・ 上場会社又は関係会社の役員、会計参与又は使用人（以下「役員等」という。）に対して役務

提供の対価として付与された金銭債権の払込みを受けることにより、株式を発行する場合又は

自己株式の処分を行う場合（当該役員等が退任又は退職している場合を含む。） 

・ 上場会社が、役員等に役務提供の対価として又は従業員持株会に対して株式を交付することを

目的として役員等を受益者とした信託を設定し、当該信託の受託者に対して株式を発行する場

合又は自己株式の処分を行う場合 

 

ａ．発行の概要 

（ａ）払込期日 

（ｂ）発行する株式の種類及び数 

（ｃ）発行価額 

（ｄ）発行総額 

（ｅ）割当予定先 

・ 以下のいずれかを記載する。 

・ 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数 

・ 割当予定先の名称 

（ｆ）その他投資判断上重要又は必要な事項 

ｂ．発行の目的及び理由 

・ 株式報酬制度を採用している目的・考え方について記載する。 

・ 株式報酬制度の概要についてわかりやすく記載する。具体的には、金銭債権・信託金の

上限額、発行株式数の上限、発行総額の考え方、発行（交付）条件・譲渡制限の解除条件

（業績連動条件が付されている場合は当該条件をわかりやすく記載する。）、株式の管理に

関する定め（信託契約を締結している場合は、当該信託契約の概要を含む。）、その他株式

割当契約又は株式交付規程の概要等を記載することが考えられます。 

ｃ．払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

・ 払込金額の算定根拠及びその具体的な内容についてわかりやすく記載する。 

・ 第三者割当に該当する場合には、払込金額が割当予定先に特に有利でないことに係る適

法性に関する監査役、監査等委員会又は監査委員会が表明する意見等を記載する。ただし、

①株主総会において会社法に基づく特別決議を経る場合、又は、②決議の直前日の価額、

決議日の１か月、３か月、６か月の平均の価額からのディスカウント率を勘案して会社法

上の有利発行に該当しないことが明らかな場合（上場株式の場合に限る。）であって、か

つ、①又は②であることの記載がある場合は不要とします。 

ｄ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

（第三者割当に該当する場合） 

ｅ．企業行動規範上の手続き 

希薄化率が２５％以上となるとき又は支配株主が異動することになるときは、企業行動規範

上の手続きとして、独立第三者からの意見入手又は株主の意思確認手続きが必要となります。

この項目にかかる記載は、「⑥第三者割当による株式、新株予約権又は新株予約権付社債に係

る募集の場合（自己株式処分、自己新株予約権処分に係る募集を含む。）」の開示・記載上の注

意をご参照ください。 

 

（本行為が支配株主との取引等に関するものである場合） 
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ｆ．支配株主との取引に関する事項 

・ 当該取引が支配株主との取引等である旨を記載する。 

・ 当該取引の「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」

との適合状況を記載する。 

・ 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項について

記載する。 

・ 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関

係のない者から入手した意見の概要について記載する。 

※ 意見の入手日、入手先、内容（その理由を含む）の概要がわかるように記載する。 

※ 支配株主との取引等には、支配株主に加え、施行規則で定める者との取引が含まれま

す。詳細については「第３編第１章 【支配株主との重要な取引等に係る企業行動規範

に関する実務上の留意事項等】」を参照してください。 

※ 支配株主との取引等については、上場会社の親会社役員及びその近親者並びに上場会

社の支配株主（親会社を除く。）及びその近親者が、上場会社の役職員を兼任している

場合に、これらの者に対して株式を発行する場合を含みます。 
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⑧ ストック・オプションとしての新株予約権発行に係る募集の場合（自己新株予約権処分に係る募集

を含む。） 

ストック・オプションとしての新株予約権発行に係る募集又は自己新株予約権処分に係る募集を行

うことについての決定をした場合（以下「ストック・オプションの付与」という。）は、以下の所定

の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資者が会社情報を適切

に理解・判断できるように記載してください（自己新株予約権処分の場合は、「新株予約権の発行要

領」を「自己新株予約権の処分要領」など適宜読み替えてください。）。 

※ ストック・オプションの付与に関し、有利発行に該当するため株主総会に付議し、かつ、株主

総会で新株予約権の募集事項の決定に係る決議をする場合（会社法第２３８条）又は株主総会で

新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任する場合（会社法第２３９条）には、上場会社の

業務執行を決定する機関が株主総会への付議内容を決定した時点で、当該付議内容（有利発行に

該当する旨及びその条件での発行を必要とする理由並びに募集事項の決定を取締役会に委任する

場合にはその旨を含む。）を開示してください。株主総会後に、業務執行を決定する機関が上記

委任に基づき募集事項を決定したときは、以下の所定の開示事項の開示が必要となります。 

※ 上場会社又はその関係会社の役職員に新株予約権（譲渡が禁止される旨の制限が付されている

ものに限る。）を付与する場合以外の場合には、第三者割当に該当することになるため、「⑥第三

者割当による株式、新株予約権又は新株予約権付社債発行に係る募集の場合（自己株式処分、自

己新株予約権処分に係る募集を含む。）」の開示事項も併せて記載してください。 

※ 付与の対象者に支配株主その他施行規則で定める者が含まれる場合（上場会社の親会社役員及

びその近親者並びに上場会社の支配株主（親会社を除く。）及びその近親者が、上場会社の役職

員に就任している場合に、これらの者に対してストック・オプションを付与する場合を含みま

す。）は、支配株主との間に利害関係を有しない者による、上場会社による決定が少数株主に

とって不利益なものでないことに関する意見の入手及び必要かつ十分な開示（「ｄ．支配株主と

の取引等に関する事項」の内容の開示）が義務付けられています。 

 

ａ．ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由 

・ 発行の目的及び理由について、わかりやすく具体的に記載する。 

※ 新株予約権が行使された場合に生じる株式の希薄化の規模や新株予約権に付された行使条

件等が、発行の理由・目的に照らして合理的であると判断した根拠についても記載すること

が考えられます。 

 

ｂ．新株予約権の発行要領 

（ａ）新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 

・ 新株予約権の割当て（会社法第２４３条第１項）の結果、募集事項の決定時（発行

決議時）における開示内容と変更が生じた場合は、割当ての確定日に変更後の割当内

容を発行内容の確定として開示する。 

（ｂ）新株予約権の目的である株式の種類及び数 

（ｃ）新株予約権の総数 

（ｄ）新株予約権の払込金額又はその算定方法 

※ 金銭の払込みの要否により、以下を含めて記載する。 
 

〔金銭の払込みを要しないこととする場合〕（会社法第２３８条第１項第２号） 

・ 払込みを要しない旨 

・ 払込みを要しないこととすることが有利発行に該当しない場合には、その旨 

 

〔金銭の払込みを要することとする場合〕（会社法第２３８条第１項第３号） 

・ 払込金額の算定根拠及びその具体的な内容について、わかりやすく記載する。 

・ 募集事項の決定時（発行決議時）の開示の際に具体的な払込金額が定まっていない
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場合は、払込金額の算定方法を記載し、別途、払込金額の算定日に具体的な金額を発

行内容の確定として開示する。また、割当対象者の有する報酬請求権等と新株予約権

の払込金額の払込債務とを相殺する場合には、募集事項の決定時にその旨を併せて記

載する。 

・ 払込金額が有利発行に該当しない場合には、その旨 

（ｅ）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及びその１株当たりの金額（行使価額） 

・ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法を定めない場合

（会社法第２３６条第３項）は、金銭の払込み又は会社法第２３６条第１項第３号の

財産の給付を要しない旨を記載する。 

（ｆ）新株予約権の権利行使期間 

（ｇ）新株予約権の行使の条件 

（ｈ）新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額 

・ 募集事項の決定時（発行決議時）の開示の際に具体的な金額の確定が困難である場

合は、「資本金の増加額は、会社計算規則第１７条第１項に従い算出される資本金等

増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果端数が生じたときはこれを切り上げる。

残額は資本準備金に組み入れる。」などと記載する。 

（ｉ）新株予約権の取得に関する事項 

（ｊ）新株予約権の譲渡制限 

（ｋ）組織再編行為時における新株予約権の取扱い 

（ｌ）新株予約権の割当日 

（ｍ）新株予約権証券を発行する場合の取扱い 

 

ｃ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

（本行為が支配株主との取引等に関するものである場合） 

ｄ．支配株主との取引等に関する事項 

・ 当該取引が支配株主との取引等である旨を記載する。 

・ 当該取引の「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」

との適合状況を記載する。 

・ 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項について

記載する。 

・ 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関

係のない者から入手した意見の概要について記載する。 

※ 意見の入手日、入手先、内容（その理由を含む）の概要がわかるように記載する。 

※ 支配株主との取引等には、支配株主に加え、施行規則で定める者との取引が含まれま

す。詳細については「第３編第１章 【支配株主との重要な取引等に係る企業行動規範

に関する実務上の留意事項等】」を参照してください。 
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２．発行登録及び需要状況調査の開始 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社の業務執行を決定する機関が、「会社法第１９９条第１項に規定する株式会社の発行する株

式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者の募集」若しくは「会社法第２３８条第１項に規定す

る募集新株予約権を引き受ける者の募集（処分する自己新株予約権を引き受ける者の募集を含む。）」又

は「株式若しくは新株予約権の売出し」に係る「発行登録（その取下げを含む。）」又は「当該発行登録

に係る募集若しくは売出しのための需要状況の調査の開始」を行うことについての決定をした場合は、

直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４０２条第１号ｂ】 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

○ 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

〔その他の注意事項〕 

○ 「会社法第１９９条第１項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引

き受ける者の募集」若しくは「会社法第２３８条第１項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の

募集（処分する自己新株予約権を引き受ける者の募集を含む。）」又は「株式若しくは新株予約権の売

出し」に係る「発行登録（その取下げを含む。）」又は「当該発行登録に係る募集若しくは売出しのた

めの需要状況の調査の開始」を行う場合には、開示とは別に東証に対して所定の書類を提出すること

が義務付けられています。詳細は、「第５編〔２〕内国株式関係の提出書類一覧」を参照してください。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、投資者が会社情報を適切に理解・判断できるよう

記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適切に理解・判断するために

必要な事項も記載してください。 

 

① 発行登録の場合 

ａ．募集有価証券の種類 

ｂ．発行予定期間 

ｃ．発行予定額 

ｄ．資金使途 

ｅ．仮条件 

ｆ．引受証券会社（予定） 

ｇ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

② 需給状況調査の場合 

ａ．需要予測期間開始日 

ｂ．仮条件 

ｃ．発行登録書提出日及び発行登録効力発生日 

ｄ．引受証券会社（予定） 

ｅ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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３．資本金の額の減少 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社の業務執行を決定する機関が、「資本金の額の減少」を行うことについての決定をした場合

は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４０２条第１号ｃ】 

 

〔開示に関する注意事項〕 

〇 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

〔その他の注意事項〕 

〇 合併に伴い減資を行う場合には、当該合併に係る開示資料に所定の開示事項を記載してください。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．減資の目的 

ｂ．減少すべき資本金の額 

ｃ．減資の方法 

ｄ．減資の日程 

ｅ．今後の見通し 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｆ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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４．資本準備金又は利益準備金の額の減少 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社の業務執行を決定する機関が、「資本準備金又は利益準備金の額の減少」を行うことについ

ての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４０２条第１号ｄ】 

 

〔開示に関する注意事項〕 

〇 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項を掲記し、投資者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載して

ください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事

項も記載してください。 

 

ａ．資本準備金（利益準備金）の額の減少の目的 

ｂ．減少すべき資本準備金（利益準備金）の額 

ｃ．資本準備金又は利益準備金の額の減少の方法 

ｄ．資本準備金又は利益準備金の額の減少の日程 

ｅ．今後の見通し 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｆ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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５．自己株式の取得 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社の業務執行を決定する機関が、「会社法第１５６条第１項（会社法第１６３条及び第１６５

条第３項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下本項目において同じ。）の規定（会社法第

１５６条第１項に相当する外国の法令の規定によるものも含む。以下本項において同じ。）による自己

株式の取得」を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられ

ています。 

【上場規程第４０２条第１号ｅ】 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 会社による自己株式の取得が内部者取引規制の適用除外となるために必要な公表 

会社法第１５６条第１項（同法第１６３条及び第１６５条第３項の規定により読み替えて適用する

場合を含む。）の規定による自己株式の取得にあたり、当該規定によるいわゆる取得枠の決定を行っ

たうえで、個々の取得の決定を行う場合、いずれの決定も内部者取引規制上の重要事実に該当すると

一般に解されています。 

さらに、金商法においては、概略的にいえば、いわゆる取得枠の決定について公表している場合

（自己株式の取得以外の未公表の重要事実がある場合を除く。）には、個々の取得の決定について公

表していない場合においても、会社自身による取得行為は内部者取引規制の適用を受けない旨の適用

除外規定が設けられています（詳細な適用除外の要件については、金商法第１６６条第６項第４号の

２を確認してください。）。 

いわゆる取得枠の決定を行った場合には、決定後直ちに（２）に従って開示してください。 

 

※ 会社法第１５６条第１項に基づく自己株式取得については、同項に基づき株主総会決議が行われた

こと自体は開示義務の対象となっていません。 

※ 会社法第１６５条第２項に基づく定款授権による自己株式取得については、定款変更を行うことを

株主総会に付議することについて上場会社の業務執行を決定する機関で決定した時点で、「定款の変

更」として開示することが必要となります。その後、同項に基づき定款変更の株主総会決議が行われ

たこと自体は開示義務の対象となっていません。 

 

③ 会社による個々の取得に関する開示 

上述のとおり、個々の取得の決定も法令上の重要事実に該当すること及び会社自身による取得が適

用除外とされていること（会社自身の取得行為は内部者取引規制の適用除外となりますが、その他の

会社関係者は内部者取引規制の適用対象となります。）を踏まえ、個々の取得をした場合には、速や

かに次の事項について開示することとしてください。 

・ 取得対象株式の種類 

・ 株式の総数 

・ 取得価額の総額 

 

④ 取得終了時の開示 

取得可能期間の経過以前に自己株式の取得を終了した場合には、次の事項について開示することが

必要となります。 

・ 取得対象株式の種類 

・ 株式の総数 
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・ 取得価額の総額 

（取得を中止する場合には、中止の理由） 

 

〔その他の注意事項〕 

① 東証では、市場買付けによる自己株式の取得には、買付けの機動性やコスト面でのメリットが大き

い一方、自己株式取得に特有の内部者取引規制あるいは相場操縦規制等との関係から法的に留意すべ

き点があるため、市場買付けの円滑な実施に資するよう、東証市場を利用した自己株式の取得にあ

たっての注意事項を取りまとめています。東証市場を利用した自己株式取得に関するＱ＆Ａ集、自己

株式取得に関するガイドラインなど注意事項については日本取引所グループウェブサイトに掲載して

います。 
 

 

ＵＲＬ https://www.jpx.co.jp/equities/trading/own-company-shares/index.html 

（：株式・ＥＴＦ・ＲＥＩＴ等－売買制度（内国株）－自己株式取得） 

 

 

② 自己株式の公開買付け 

発行者である会社による自己株式の公開買付け（金商法第２７条の２２の２第１項に規定する公開

買付けをいう。）を行う場合には、「公開買付け又は自己株式の公開買付け」に係る取扱い等を参照し

てください。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．自己株式の取得の法令上の根拠条項 

ｂ．自己株式の取得の理由 

ｃ．自己株式の取得の内容 

（ａ）取得対象株式の種類 

（ｂ）取得し得る株式の総数 

（ｃ）株式の取得価額の総額 

ｄ．取得期間 

ｅ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

・ あらかじめ買付予定株数に相応の売付けが予定されている場合は、その内容を記載する。 

 

（特定の者を相手方とする場合） 

ｆ．取得先の概要（子会社を取得先とする場合には子会社の概要） 

ｇ．当該取得先から取得する株式の数 

ｈ．取得価額の総額 

 

（本行為が支配株主との取引等に関するものである場合） 

ｉ．支配株主との取引等に関する事項 

・ 当該取引が支配株主との取引等である旨を記載する。 

・ 当該取引の「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」

との適合状況を記載する。 
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・ 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項について

記載する。 

・ 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関

係のない者から入手した意見の概要について記載する。 

※ 意見の入手日、入手先、内容（その理由を含む）の概要がわかるように記載する。 

※ 支配株主との取引等には、支配株主に加え、施行規則で定める者との取引が含まれま

す。詳細については「第３編第１章 【支配株主との重要な取引等に係る企業行動規範

に関する実務上の留意事項等】」を参照してください。 

※ 「自己株式の取得」又は「自己株式の公開買付け」については、支配株主その他施行

規則で定める者からの取得を前提としている場合に限ります。 
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６．株式無償割当て又は新株予約権無償割当て 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社の業務執行を決定する機関が、「株式無償割当て又は新株予約権無償割当て」を行うことに

ついての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４０２条第１号ｆ】 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 株式無償割当てに際して、１株当たりの配当予想額について割当ての比率に応じて調整を行う場合

でも、「配当予想の修正等」として開示が必要となります。なお、配当額の調整を行わない場合（結果

として配当金総額で見たときに、実質的な増配となる場合）にも、投資者の投資判断に与える影響を

踏まえ、適切な開示を行うことが望まれます。 

 

③ 買収への対応方針の導入・買収への対抗措置の発動に伴う株式無償割当て又は新株予約権無償割当

ての場合にあっては、事前相談を行うことが必要です。公表予定日の３週間前までに（いわゆる有事

導入において、時間的余裕がない場合も、準備が整い次第速やかに）、必ず東証の上場会社担当者まで

開示資料（案）をメールにてご送付ください。スキームの概要・特徴点、あるいは、発行条件の合理

性に関する上場会社としての考え方などの補足資料がある場合には、併せてご送付ください。 

 

※ 導入の前例のないスキームを検討されている場合や遵守事項などの関係で懸案事項がある場合など

には、上記よりも十分な余裕をもって東証まで事前相談を行うようにしてください。 

 

④ 新株予約権無償割当てにより発行する新株予約権証券を上場しようとする場合（ライツ・オファリ

ングの場合）には、遅くとも公表予定日の１０日前までに、必ず東証の上場会社担当者まで開示資料

（案）をメールにてご送付ください。特に、ノンコミットメント型ライツ・オファリングの場合や、

外国居住株主の権利行使を制限する場合、その他特殊な条項を設ける場合は、上場の可否についての

検討に時間を要する場合があるため、できるだけ早期に相談を行うようにしてください。 

 

※ 新株予約権無償割当てにより発行する新株予約権証券を上場しようとする場合（ライツ・オファリ

ングの場合）については、上場会社が引受契約（金商法第２条第６項第３号に規定する契約）を締結

するライツ・オファリングをコミットメント型ライツ・オファリングとして、それ以外のライツ・オ

ファリングをノンコミットメント型ライツ・オファリングとして取り扱います。 

 

⑤ 株式無償割当て及び新株予約権無償割当てには、適時開示上の軽微基準は設けられていません。 

 

⑥ ライツ・オファリングを実施する場合、日本証券業協会「コミットメント型ライツ・オファリング

におけるＱ＆Ａモデル」（２０１３年３月１９日公表）などを利用し、Ｑ＆Ａを公表することも検討し

てください。 

 

〔その他の注意事項〕 

○ 株式無償割当て又は新株予約権無償割当てにあたっては、開示とは別に東証に対して所定の書類を

提出することが義務付けられています。詳細は、「第５編〔２〕内国株式関係の提出書類一覧」を参照

してください。 
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〔留意事項〕 

 

ノンコミットメント型ライツ・オファリングに係る新株予約権証券の上場に当たっては、コミッ

トメント型、ノンコミットメント型いずれの場合であっても満たすべき上場基準に加えて、以下の

上場基準にも適合している必要がありますのでご留意ください。 

 

ａ．増資の合理性に係る評価手続きとして、以下のいずれかの手続きが実施されていること。 

（ａ）取引参加者による増資の合理性に係る審査 

（ｂ）株主総会決議などによる株主の意思確認 

【上場規程第３０４条第１項第２号】 

 

ｂ．経営成績及び財政状態が以下のいずれにも該当していないこと。 

（ａ）最近２年間において経常利益の額が正である事業年度がないこと。 

（ｂ）上場申請日の直前事業年度又は直前中間会計期間の末日において純資産の額が正でない

状態であること。 

【上場規程第３０４条第１項第３号】 

 

ｃ．公益又は投資者保護の観点から、その上場が適当でないと認められるものでないこと（例え

ば以下のケースに該当する場合でないこと。）。 

 

○ 監理銘柄又は整理銘柄に指定されている場合 

○ 上場維持基準に係る「改善期間」内にある場合、不適当合併等に係る「猶予期間」内にあ

る場合、特別注意銘柄に指定されている場合 

○ 上記ａ．（ｂ）に関して、以下に掲げる場合 

・ 新株予約権証券の権利行使に伴い上場会社が調達する資金の使途に関して、特別の利益

を有していると認められる主要株主である取締役又は支配株主を除く株主（意思表示を

行った者に限る。）の過半数の同意を得られていないとき。 

・ 割当てを受ける新株予約権証券の権利行使を行うことで持株比率を維持する意向を示し

ていない主要株主である取締役又は支配株主を除く株主（意思表示を行った者に限る。）

の過半数の同意を得られていないとき。 

・ その他の上場会社の主要株主である取締役又は支配株主による濫用的な意思確認手続き

が行われたと認められるとき。 

○ 上記ｂ．（ａ）又は（ｂ）のいずれかに該当した場合と実質的に同視できると認められる場     

合 

【上場規程第３０４条第１項第４号、上場審査等に関するガイドラインⅥ （１）】 

 

 

 

上場会社は、流通市場に混乱をもたらすおそれ又は株主の利益の侵害をもたらすおそれのある株

式分割、株式無償割当て、新株予約権無償割当て、株式併合又は単元株式数の変更を行わないこと

が義務付けられています。 

【上場規程第４３３条】 
 

また、東証は、上場会社について、「株主の権利内容及びその行使が不当に制限されている」場合

において、その上場を廃止するものとしています。 

【上場規程第６０１条第１項第１５号、施行規則第６０１条第１２項】 
 

○ 継続保有を行使条件とする新株予約権の無償割当て 

株式の継続保有を行使条件とする大規模な新株予約権の株主への無償割当てについては、新

株予約権無償割当てを受けた株主の株式売却行為を事実上困難にし、株式の価格形成が極めて

不安定となることが想定されることなどから、株主の権利内容及びその行使が不当に制限され
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ていると判断される可能性が高いと考えられます。 

 

上場内国会社は、上場内国株券等について株式無償割当て（上場内国株券に係る株式と同一の種

類の株式を割り当てるものに限る。）を行う場合には、当該株式無償割当てに係る権利を受ける者を

確定するための基準日等の翌日を当該株式無償割当ての効力発生日として定めることが義務付けら

れています。 

また、上場内国会社は、この場合において、発行可能株式総数の増加に係る株主総会の決議を要

する等一定の要件を満たす必要があるときには、当該株式無償割当てを行うことが確定する日から

起算して３日目（休業日を除外する。）の日以後の日を、当該株式無償割当てに係る権利を受ける者

を確定するための基準日等とすることが義務付けられています。 

【上場規程第４２７条】 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

※ 新株予約権無償割当ての場合には、「開示事項の経過」として、引受証券会社又はその譲受人以外

の新株予約権者が実質的に権利行使をすることができる期間の満了後速やかに、当該満了時点におけ

る未行使新株予約権の数を開示して下さい。また、確定後速やかに、最終的な資金調達額を開示して

ください。 

 

① 株式無償割当ての場合 

ａ．割当ての目的 

ｂ．割当ての内容 

・ 株主に割り当てる株式の種類及び数（数を定めずに算定方法を定める場合にはその方

法）、割当てを受ける株主の有する株式の種類、割当てに際して交付する株式の総数（新

株式・自己株式の内訳を含む。）を記載する。 

ｃ．割当ての日程 

・ 株主確定日（基準日を設定する場合には基準日公告日及び基準日）、効力発生日を記載

する。 

ｄ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

② 新株予約権無償割当ての場合（コミットメント型ライツ・オファリングに限る。） 

ａ．割当ての目的及び理由 

ｂ．割当方法 

ｃ．割当ての日程 

ｄ．株主に割り当てる新株予約権の内容 

（ａ）新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

（ｂ）新株予約権の総数 

（ｃ）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及びその１株当たりの金額（行使価

額）並びにその算定根拠 

（ｄ）行使請求期間 

（ｅ）行使の条件 

（ｆ）取得事由・取得対価・その算定根拠等 

（ｇ）資本組入額（行使によって株式を発行する場合） 

（ｈ）行使請求受付場所及び払込取扱金融機関 
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ｅ．取得条項に基づいて取得した新株予約権の処分予定の内容（引受証券会社名、処分価額及び

引受証券会社による権利行使の予定等） 

ｆ．既存株主等の動向 

ｇ．行使状況の公表方法 

・ 新株予約権の権利行使期間中における行使状況及びその時点における発行済株式総数を

公表する際の公表方法並びにその頻度を記載する。 

※ 新株予約権の権利行使期間中における行使状況及びその時点における発行済株式総数

を公表することによって、各株主の株券等保有割合の算出にあたって分母となる数を更

新することが可能となり、合理的な範囲を超えて大量保有報告がなされる事態を防止す

る効果が期待される。 

※ 上記開示事項に代えて、行使状況の開示をする必要がないと考える理由を開示するこ

とができる。 

ｈ．引受契約の概要 

・ 引受証券会社との間で締結した引受契約の概要を記載する。引受証券会社（引受証券会

社が第三者に権利行使させることを予定している場合は、当該第三者を含む。）が新株予

約権の譲受け及び行使にかかる義務の全部又は一部を免れる場合が定められているときは、

特に詳細に記載する。 

ｉ．資金使途 

ｊ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

③ 新株予約権無償割当ての場合（コミットメント型ライツ・オファリングを除く。） 

開示事項 開示・記載上の注意 

・ 開示資料の表題 ・ ノンコミットメント型ライツ・オファリングである場合には、それが判別できる

ようにする。 

１．割当ての概要 ・ 割当ての概要として下記事項を記載する。 

（１）株主確定日及び割当日（基準日を設定する場合には基準日及び割当日） 

（２）割当てを受ける株主の有する株式の種類及び株主に割り当てられる新株予

約権の数 

（３）新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

（４）発行新株予約権総数（新たに発行する新株予約権・自己新株予約権の内訳

を含む。）及び割当てによる潜在株式総数 

（５）新株予約権１個の行使に際して出資される財産の価額及びその１株当たり

の金額 

（６）新株予約権の権利行使期間 

（７）行使条件を付す場合はその内容 

（８）取得条項を付す場合はその内容 

（９）行使請求の方法 

（10）その他投資判断上重要又は必要な事項 

２．割当ての日程 ・ 割当てに係る日程として下記事項を記載する。 

（１）取締役会決議日 

（２）総株主通知請求日、株主確定日及び割当日（基準日を設定する場合には基

準日公告日、基準日及び割当日） 

（３）新株予約権の上場日、売買最終日及び上場廃止日の予定日（上場を予定し

ている場合に限る。） 

（４）新株予約権の権利行使期間 

（５）取得条項を付す場合には取得日及び取得した自己新株予約権の譲渡日 

３．割当ての目的及び理由 ・ 割当ての目的及び理由について、わかりやすく具体的に記載する。 

・ 特に、ノンコミットメント型ライツ・オファリングの場合には、ノンコミットメ

ント型ライツ・オファリングによる資金調達を選択した理由について、わかりやす

く具体的に記載する。 

※ 具体的には、次の観点により記載するよう留意する。 

   ・ 自己資本を拡充していくにあたっての方針との整合性 
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開示事項 開示・記載上の注意 
   ・ 株式の希薄化による株主に対する影響 

   ・ 既存株主にとってのメリット及びデメリット（ノンコミットメント型ライ

ツ・オファリング以外の方法（公募、コミットメント型ライツ・オファリン

グ等）による資金調達方法との比較を含む。） 

４．調達する資金の額、使途及び

支出予定時期 

・ 調達する資金の額（差引手取概算額）、具体的な使途及び支出予定時期について

説明する。 

※ 権利行使されない（調達額が変動する）可能性も踏まえて記載する。 

※ 資金使途又は支出予定時期が未定の場合には、開示が可能となり次第、追加開

示が必要となります。また、後日、資金使途及び支出時期について、変更が生じ

た場合には、「開示事項の変更」として開示が必要となります。 

※ 資金使途がＭ＆Ａ（企業買収、資本提携等をいう。）である場合には、Ｍ＆Ａ

の実施に伴う将来の事業構想（Ｍ＆Ａを予定している分野、規模等可能な範囲に

おいて具体的な表示）、資金充当の期限及びＭ＆Ａに資金が充当されなかった場

合の代替使途（具体的な内容及び金額の表示）を記載する。 

※ ノンコミットメント型ライツ・オファリングの場合は、フィナンシャルアドバ

イザー等の名称及び割当てに当たって支払う手数料、報酬等の額を記載する。 

５．資金使途の合理性に関する考

え方 

・ 調達する資金使途の合理性に関する考え方を記載する。 

※ 調達する資金が有効に活用され、結果として、将来的な収益の向上、あるいは

借入金の返済などを通じたバランスシートの改善に繋がることが見込まれるな

ど、既存株主にとっても合理性があることが望まれます。 

※ 既存株主の立場から言えば、株式の希薄化を補うだけの１株あたりの利益の向

上が図られるものであることが望まれます。 

６．発行条件等の合理性  

（１）権利行使価額及びその算定

根拠等 

・ 権利行使価額（新株予約権１個の行使に際して出資される財産の価額をいう）及

びその算定根拠並びに株主に割り当てられる新株予約権の数、新株予約権の目的と

なる株式の数及びそれらの数が合理的であると判断した根拠について、わかりやす

く具体的に記載する。 

※ 権利行使価額の算定において採用した株価及びディスカウント率並びに株主に

割り当てられる新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数について、

それぞれを採用するに至った考え、理由及び判断の過程をわかりやすく具体的に

記載する。 

（２）取得条項及びその対価等 ・ 取得条項を付す場合は、その対価の算定根拠及び当該取得条項に基づいて取得し

た新株予約権の処分予定の有無及び内容（処分予定先、処分価額及びその算定根拠

を含む。）について、わかりやすく具体的に記載する。 

７．既存株主等の動向 ・ 需要状況又は権利行使の見込みを調査している場合は、その結果を記載する。 

※ 調査の対象が多数にわたる場合は、一定の基準を定めて重要な調査結果又は調

査結果の概要を記載することができる。 

※ 大株主である既存株主等による権利行使の意向の記載にあたっては、持分比率

を維持する意向があるかどうかについて、明確にわかりやすく記載する。 

※ 大株主である既存株主等による権利行使の意向を記載した場合には、「開示事

項の経過」として、その意向の内容が変更されたことを知ったとき、又は実際に

権利行使されたことを知ったときに、速やかにその旨を開示する。 

・ 大株主の異動が見込まれる場合は、権利行使後の大株主及び持株比率の見込みを

記載する。 

８．行使状況の公表方法 ・ 新株予約権の権利行使期間中における行使状況及びその時点における発行済株式

総数を公表する際の公表方法並びにその頻度を記載する。 

９．増資の合理性に係る評価手続

きの内容 

・ ノンコミットメント型ライツ・オファリングの場合には、増資の合理性に係る評

価手続きの内容として、以下の事項を記載する。 

 

〔取引参加者による増資の合理性に係る審査を実施した場合〕 

・ 増資の合理性に係る評価手続きとして、取引参加者による増資の合理性に係る審

査を実施した旨、審査を実施した取引参加者の名称及び審査結果の概要を記載す

る。 

 

〔株主総会決議などによる株主の意思確認を実施する場合〕 

・ 増資の合理性に係る評価手続きとして、株主の意思確認を実施する旨、当該意思

確認手続きの内容及びその日程を記載する。 

10．今後の見通し ・ 当期以降の業績に与える影響の見込みを記載する。 
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開示事項 開示・記載上の注意 
・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

11．その他投資者が会社情報を適

切に理解・判断するために必要

な事項 

・ 外国居住株主の権利行使を制限する場合は、当該制限の内容並びに当該制限が株

主平等原則及びその趣旨に反しないと判断した理由を開示する。 

・ 現時点の発行済株式数、潜在株式数及び自己株式数並びに割当てによる潜在株式

数を記載する。 

12．最近３年間の業績及びエクイ

ティ・ファイナンスの状況 

・ 最近３年間の売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、

１株当たり当期純利益、１株当たり配当金、１株当たり純資産を記載する。 

・ また、最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況等について、方法、時期、

調達した資金の額（差引手取概算額）、募集時の発行済株式数、募集時の潜在株式

数、行使状況、現時点での潜在株式数、当初の資金の使途、当初の支出予定時期及

び現時点における資金の充当状況（当初の資金の使途と異なる場合は、その経緯及

び理由について簡潔に記載する。）を記載する。 

※ 自己株式の処分に係る募集又は自己新株予約権の処分に係る募集も含めて記載

する。 

※ 上記開示事項について、財政状態、経営成績の急激な変動などにより最近日ま

でに重要な状況の変化がある場合又は今後重要な状況の変化が見込まれる場合

は、その内容も追加記載する。 

・ 最近の３決算期末における株価及び直近３か月の株価の推移も記載する。 

13．発行要項 ・ 有価証券届出書記載事項のうち、当該新株予約権無償割当てのスキームを理解・

判断するために必要な事項を記載する。 
 

 

④ 買収への対応方針の導入・買収への対抗措置の発動に伴う株式無償割当て又は新株予約権無償割当

ての場合 

買収への対応方針の導入・買収への対抗措置の発動に伴う株式無償割当て又は新株予約権無償割当

てを行うことについての決定をした場合は、通常の開示事項に加え、以下の所定の開示事項（太字）

を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資者が会社情報を適切に理解・判断できる

よう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適切に理解・判断する

ために必要な事項も記載してください。 

なお、公表予定日の３週間程度前までに、必ず東証の上場会社担当者まで開示資料（案）をメール

にてご送付ください。 

 

（イ）買収への対応方針の導入に伴う場合 

ａ．買収への対応方針導入の目的 

ｂ．スキームの内容 

ｃ．買収への対応方針導入に係る手続・日程 

ｄ．買収者出現時の手続 

ｅ．株主・投資者に与える影響 

ｆ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
 

※ スキームの内容については、特に発動・廃止等の判断主体やその判断基準について詳細に記載す

るとともに、買収への対応方針の合理性を高めるための工夫（たとえば、導入に際しての総会決議、

全株式・全現金買収の場合には消却するといった客観的な廃止条件の設定、独立社外者の判断が重

視される委員会の設置、第三者専門家の意見の取得、サンセット条項（定期的に買収への対応方針

の内容や導入の是非を総会などで見直す条項）などの定期的な見直し条項、取締役の選解任要件及

び任期等）についてわかりやすく具体的に記載することが必要となります。 

 

（ロ）買収への対抗措置の発動に伴う場合 

ａ．当該決定に至った経緯及び理由 

ｂ．今後の手続・日程 

ｃ．株主・投資者に与える影響 

ｄ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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※ 上記（イ）の開示に係る表題には「買収への対応方針」、（ロ）の開示に係る表題には「買収への対

抗措置」という文字を必ず含めてください。 

※ 導入の前例のないスキームを検討されている場合や遵守事項などの関係で懸案事項がある場合など

には、上記よりも十分な余裕をもって東証まで事前相談を行うようにしてください。 

 

※ 買収への対応方針の導入に伴う株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行った以後、具体的に

買収者が出現したとき、当該方針に基づく買収への対抗措置を発動したとき、又は買収への対応方針

や買収への対抗措置を廃止したときにも、「開示事項の経過」として開示してください。また、買収

への対応方針の内容の変更を行った場合も、「開示事項の変更」として開示してください。 

具体的に買収者が出現した場合には、買収者に関する情報、買収提案に関する内容、会社の当該買

収提案に対する考え方、今後の対応方針といった事項を、買収への対抗措置を発動又は廃止する場合

には、当該決定に至った経緯及び理由、今後の手続・日程、株主・投資者に与える影響といった事項

を、それぞれ記載することが必要となります。 

※ 詳細は、「第３編第１章 【買収への対応方針の導入等に係る上場制度の概要】」を参照してくださ

い。 
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７．新株予約権無償割当てに係る発行登録及び需要状況・権利行使の見込み調査の開始 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社の業務執行を決定する機関が、新株予約権無償割当てに係る「発行登録（その取下げを含

む。）」又は「発行登録に係る新株予約権無償割当てのための需要状況・権利行使の見込みの調査の開始」

を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４０２条第１号ｆの２】 

 

〔開示に関する注意事項〕 

○ 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

〔その他の注意事項〕 

○ 新株予約権無償割当てに係る「発行登録（その取下げを含む。）」又は「発行登録に係る新株予約権

無償割当てのための需要状況・権利行使の見込みの調査の開始」を行うには、開示とは別に東証に対

して所定の書類を提出することが義務付けられています。詳細は、「第５編〔２〕内国株式関係の提出

書類一覧」を参照してください。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、投資者が会社情報を適切に理解・判断できるよう

記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適切に理解・判断するために

必要な事項も記載してください。 

 

① 発行登録の場合 

ａ．募集有価証券の種類 

ｂ．発行予定期間 

ｃ．発行予定額 

ｄ．資金使途 

ｅ．仮条件 

ｆ．引受証券会社（予定）（コミットメント型ライツ・オファリングの場合に限る。） 

ｇ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

② 需要状況・権利行使の見込み調査の場合 

ａ．調査開始日 

ｂ．仮条件 

ｃ．発行登録書提出日及び発行登録効力発生日 

ｄ．引受証券会社（予定）（コミットメント型ライツ・オファリングの場合に限る。） 

ｅ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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８．株式の分割又は併合 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社の業務執行を決定する機関が、「株式の分割又は併合」を行うことについての決定をした場

合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４０２条第１号ｇ】 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 「株式の分割又は併合」と併せて他の項目（例えば、「単元株式数の変更又は単元株式数の定めの廃

止若しくは新設」、「定款の変更」、「配当予想の修正」等）に該当する場合があります。詳細は、当該

項目に係る取扱い等を参照してください。 

 

③ 事前相談について 

上場会社が、上場廃止が見込まれる株式併合を行う場合（当該決定が公開買付け後のいわゆる二段

階買収の二段目の手続きとして行われる場合を除く。）は、事前相談を行うことが必要です。公表予

定日の遅くとも１０日前までに、必ず東証の上場会社担当者まで開示資料（案）及び算定機関からの

算定書（案）をメールにてご送付ください。なお、開示資料に十分な記載が行われない場合について

は、必要に応じて上場規程に基づき追加開示を求めることがありますので、十分に留意してください。 

 

※ 早期に事前相談を行う場合で、開示資料（案）の用意がない場合は、当該株式併合の内容を記載し

た書面をご送付ください。なお、この場合も、公表予定日の遅くとも１０日前までには、開示資料

（案）をメールにてご送付ください。 

※ メール送付時点で算定機関から正式な算定書の提出を受けていない場合は、算定機関における算定

の前提条件及び算定の具体的な過程を記載した参考資料をご送付ください。 

 

④ 株式の分割等に際して、１株当たりの配当予想額について分割の比率に応じて調整を行う場合でも、

「配当予想の修正等」として開示が必要となります。なお、配当額の調整を行わない場合（結果とし

て配当金総額で見たときに、実質的な増配となる場合）にも、投資者の投資判断に与える影響を踏ま

え、適切な開示を行うことが望まれます。 

 

 

〔その他の注意事項〕 

① 「株式の分割又は併合」にあたっては、開示とは別に東証に対して所定の書類を提出することが義

務付けられています。詳細は、「第５編〔２〕内国株式関係の提出書類一覧」を参照してください。 

 

② 上場会社が株式併合を行う場合で、上場廃止となる見込みがあるときは、上場規程に基づき、算定

機関（＊１）が作成した算定書（＊２）を東証に提出することが義務付けられています。算定書は、

算定の具体的な過程（＊３）及び算定の前提条件（＊４）が記載されたものを提出してください（算

定書に当該内容が記載されない場合には別途書面を添付することでも差し支えありません。）。 

ただし、株式併合が公開買付け後のいわゆる二段階買収の二段目の手続きとして行われる場合で、端

数処理により株主に交付することが見込まれる金銭の額が公開買付け価格と同一の価格であり、株式併

合を行うことを決定する際に改めて算定書を取得しないときは、算定書の再提出は不要です。 

【上場規程第４２１条第２項】 
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（＊１）「当事会社以外の者であって、企業価値又は株価の評価に係る専門的知識を有する者」をいいます。 

（＊２）「端数処理により株主に交付することが見込まれる金銭の額に関する見解を記載した書面」をいいま

す。 

（＊３）具体的な算定方式、当該算定方式を採用した理由、各算定結果の数値などをいいます。 

（＊４）算定において前提とした重要な要素をいいます。以下の算定手法に関しては、通常、各項目に掲げる

内容が記載された算定書を提出してください。その他の算定手法を用いる場合においても、これらに準じ

た前提条件が記載された算定書を提出してください。 

①市場株価法 

・計算対象期間 

・算定基準日及び算定基準日が算定書作成日当日又はその前営業日でない場合には、当該日を基準日と

した理由 

・計算方法（終値単純平均か加重平均かの別） 

・その他特殊な前提条件がある場合には、その内容 
 

②類似会社比較法 

・比較対象として選択した類似会社の名称及び当該会社を選択した理由 

・マルチプルとして用いた指標（ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ、ＰＥＲ、ＰＢＲなど） 

・その他特殊な前提条件がある場合には、その内容 
 

③ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法 

・算定の前提とした財務予測（各事業年度における売上高、営業利益、ＥＢＩＴＤＡ及びフリー・

キャッシュ・フローを含む。）の具体的な数値 

・算定の前提とした財務予測の出所 

・割引率の具体的な数値（レンジ可） 

・継続価値の算定手法及び算定に用いたパラメータの具体的な数値（レンジ可） 

・その他特殊な前提条件がある場合には、その内容 

 

〔留意事項〕 

 

上場会社は、流通市場に混乱をもたらすおそれ又は株主の利益の侵害をもたらすおそれのある株

式分割、株式無償割当て、新株予約権無償割当て、株式併合又は単元株式数の変更を行うことが禁

止されています。 

例えば、１株あたりの株価が１００円未満となることが見込まれる株式分割については、当該禁

止規定に反するおそれがあることから、当取引所からその理由等について慎重に確認します。 

【上場規程第４３３条】 

 

 

 

上場内国会社は、投資単位が５０万円未満となるよう、当該水準への移行及びその維持に努める

こととされています。 

【上場規程第４４５条】 

 

上場内国会社は、上場内国株券等について株式分割を行う場合には、当該株式分割に係る権利を

受ける者を確定するための基準日等の翌日を当該株式分割の効力発生日として定めることが義務付

けられています。 

また、上場内国会社は、この場合において、発行可能株式総数の増加に係る株主総会の決議を要

する等一定の要件を満たす必要があるときには、当該株式分割を行うことが確定する日から起算し

て３日目（休業日を除外する。）の日以後の日を、当該株式分割に係る権利を受ける者を確定するた

めの基準日等とすることが義務付けられています。 

【上場規程第４２７条】 
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（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

① 株式分割の場合 

ａ．分割の目的 

※ 分割後においても投資単位が５０万円以上となることが見込まれるときは、５０万円未

満の水準への移行に向けた考え方や方針を記載する（開示・記載上の注意については、

「第５章１．投資単位の引下げに関する開示」参照）。 

ｂ．分割の内容 

・ 分割する株式の種類、分割比率、発行株式数、発行可能株式総数を変更する場合にはそ

の旨及び内容を記載する。 

※ 当該株式の分割により株式の数に１株に満たない端数が生じるときは、その処理方法を

記載する。 

ｃ．分割の日程 

・ 基準日公告日、基準日、効力発生日を記載する。 

ｄ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

② 株式併合の場合（上場廃止が見込まれる株式併合を除く。） 

ａ．併合の目的 

ｂ．併合の内容 

・ 併合する株式の種類、併合比率、減少株式数、効力発生前後における発行済株式総数及

び効力発生日における発行可能株式総数を記載する。 

ｃ．併合により減少する株主数  

ｄ．併合の日程 

・ 株主総会日、効力発生日等を記載する。 

ｅ．１株未満の端数が生じる場合の処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込ま

れる金銭の額及び当該額の算定の根拠 

ｆ．株主総会で株式併合について承認されることが条件である旨 

ｇ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

③ 上場廃止が見込まれる株式併合を行う場合 

上場廃止が見込まれる株式併合を行うことについての決定をした場合には、以下の所定の開示事項

を掲記し、開示・記載上の注意を参照のうえ、投資者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載

してください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必

要な事項も記載してください。 

なお、必ず東証まで事前相談を行うようにしてください（時期等については、「（１）〔開示に関す

る注意事項〕③ 事前相談について」参照）。 

開示事項 開示・記載上の注意 

・ 開示資料の表題 ・ 株式併合の決定であることが判別できる表題とする。 

１．当該株式併合の目的及び理由 ・ 当該株式併合の目的及び理由について、上場会社における検討が開始された時

期、上場会社における検討の経緯など、意思決定に至った過程を含め、わかりやす

く具体的に記載する。 

※ 意思決定に至った過程について、当該株式併合を行うに至った背景や、株式併

合の結果１株以上の株式を保有することとなる株主（以下、「株式併合後株主」

といいます。）の意思決定過程について株式併合後株主から聴取した内容を記載

することも考えられます。なお、株式併合後株主の意思決定過程を記載する場

合、上場会社の意思決定過程と株式併合後株主の意思決定過程が区別できるよう
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開示事項 開示・記載上の注意 

に記載してください。 

２．当該株式併合の要旨  

（１）当該株式併合の日程 ・ 株式併合に係る株主総会基準日公告日、株主総会基準日、株主総会決議予定日、

実施予定日（効力発生日）などの日程を記載する。 

（２）株式併合の内容 ・ 株式併合をする株券の種類ごとに株式併合の内容に関する事項として以下の事項

を記載する。 

・ 併合する株式の種類 

・ 併合比率、減少株式数、効力発生前後における発行済株式総数及び効力

発生日における発行可能株式総数 

・ １株未満の端数が生じる場合の処理の方法並びに当該処理により株主に

交付されることが見込まれる金銭の額を記載する。 

３．当該株式併合に係る端数処理

により株主に交付することが見

込まれる金銭の額の根拠等 

 

（１）端数処理により株主に交

付することが見込まれる金

銭の額の根拠及び理由 

・ 株式併合後株主との協議・交渉の過程及び端数処理により株主に交付することが

見込まれる金銭の額の考え方について、会社法上、事前開示事項として本店に備え

置くべき書面等に記載されている内容（＊）と同等の内容を含め、上場会社の株主

にとっての当該額の相当性の観点から、わかりやすく具体的に記載する。 

（＊） 上場会社に親会社等がある場合には当該親会社等以外の株主の利益を害さないよ

うに留意した事項、１株未満の端数が生じる場合の処理の方法並びに当該処理によ

り株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の相当性に関する事項、

最終事業年度の末日（最終事業年度がない場合にあっては、当該株式会社の成立の

日）後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影

響を与える事象が生じたときは、その内容など。 

 

※ 株式併合が公開買付け後のいわゆる二段階買収の二段階目の手続きとして行われ

る場合以外の場合には、「12.（２）②３．（２）意見の根拠及び理由〔ＭＢＯ等に

関して意見表明を行う場合〕」に準じて、端数処理により株主に交付することが見

込まれる金銭の額に関する判断の理由及び公正な手続きを通じた株主利益への配慮

に関する説明を含め、わかりやすく具体的に記載する。 

（２）算定に関する事項 ※ 株式併合が公開買付け後のいわゆる二段階買収の二段目の手続きとして行われる

場合で、端数処理により株主に交付することが見込まれる金銭の額が公開買付け価

格と同一の価格であり、株式併合を行うことを決定する際に改めて算定書を取得し

ないときは、本項目を省略しても差し支えないものとする。 

① 算定機関の名称並び

に上場会社及び株式併

合後株主等との関係 

・ 算定機関の名称を記載する。 

・ 算定機関について重要な利害関係がある場合（＊）は、その関係の内容及び重要

な利害関係がある算定機関に算定を依頼することとした理由を記載する。また、そ

の場合において、弊害防止措置等を講じているときは当該措置の内容を記載する。 

（＊）① 算定機関が関連当事者に該当する場合、② 株式併合後株主等（株式

併合後株主の株主、役員、フィナンシャルアドバイザー等を含む。）から斡

旋又は紹介を受けた算定機関に依頼した場合、③ 算定機関が上場会社・株

式併合後株主等の双方から依頼を受ける場合、④ 算定機関又はその関係会

社（その子会社を含む。）から当事会社が投融資を受けている場合 などが

考えられます。 

・ 重要な利害関係がない場合には、その旨を記載する。 

② 算定の概要 ・ 具体的な算定方式、当該算定方式を採用した理由、各算定方式の算定結果の数値

（レンジ可）及び各算定方式の算定の重要な前提条件（＊）を記載する。また、そ

れに加えて、主として用いた算定方式がある場合にはその旨及び当該算定方式を主

として用いた理由を記載する。 

（＊）算定の重要な前提条件として市場株価法、類似会社比較法及びディスカウ

ンテッド・キャッシュ・フロー法については、以下の内容を含めて記載す

る。その他の算定手法については以下の内容に準じて重要な前提条件を記載

する。 

① 市場株価法 

・算定基準日、計算対象期間及び算定基準日が算定書作成日当日又はその
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開示事項 開示・記載上の注意 

前営業日でない場合には、当該日を基準日とした理由 

・計算方法（終値単純平均か加重平均かの別） 

・その他特殊な前提条件がある場合には、その内容 

② 類似会社比較法 

・比較対象として選択した類似会社の名称及び当該会社を選択した理由 

・マルチプルとして用いた指標（ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ、ＰＥＲ、ＰＢＲな

ど） 

・その他特殊な前提条件がある場合には、その内容 

③ ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法 

・算定の前提とした財務予測（各事業年度における売上高、営業利益、Ｅ

ＢＩＴＤＡ及びフリー・キャッシュ・フローを含む。）の具体的な数値 

・算定の前提とした財務予測の出所 

・算定の前提とした財務予測が当該取引の実施を前提とするものか否か 

・算定の前提とした財務予測で大幅な増減益を見込んでいるときは、当該

増減益の要因 

※ 「大幅な増減益」に該当するかどうかについては、各当事会社

の当該株式併合後５事業年度のいずれかにおいて、各々の前事業

年度と比較して、利益の増加又は減少見込額が３０％未満である

か否かを目安とする。 

・割引率の具体的な数値（レンジ可） 

・継続価値の算定手法及び算定に用いたパラメータの具体的な数値（レン

ジ可） 

・その他特殊な前提条件がある場合には、その内容 

（３）上場廃止となる見込み ・ 株式併合により上場廃止となる見込みがある旨及び下記事項を記載する。 

・ 上場廃止を目的とする理由 

・ 少数株主への影響及びそれに対する考え方 

（４）公正性を担保するための

措置 

・ 公正性を担保するための措置の内容をわかりやすく具体的に記載する。特段の措

置を講じていない場合にはその旨を記載する。 

※ 公正性を担保するための措置の例としては、意思決定過程における恣意性を排

除する観点から、算定機関から当該株式併合の内容に関する見解を記載した書面

（公正性に関する評価を含む。）を取得することや、意思決定方法に関し、弁護

士・アドバイザー等による独立したアドバイスを取得し、その名称並びに株式併

合後株主及び上場会社との間における重要な利害関係の有無及びその内容を明ら

かにすること、また、必要に応じてそのアドバイスの内容を説明することなどが

考えられます。 

※ 算定機関から公正性に関する評価（いわゆる「フェアネス・オピニオン」）を

取得している場合にはその内容を記載する（取得していない場合にはその旨を記

載する。）。 

 

※ 株式併合が公開買付け後のいわゆる二段階買収の二段階目の手続きとして行われ

る場合以外の場合には、「12.（２）② ３．（６）公正性を担保するための措置の

〔ＭＢＯ等に関して意見表明を行う場合〕」と同様に記載する。 

（５）利益相反を回避するため

の措置 

・ 利益相反を回避するための措置の内容をわかりやすく具体的に記載する。特段の

措置を講じていない場合にはその旨を記載する。 

※ 利益相反を回避するための措置の例としては、当該株式併合の意思決定に至る過

程において利害関係を有する取締役及び監査役の関与を排除することや、当該株式

併合に利害関係を有しない社外監査役又は社外取締役が関与すること、取締役会か

ら独立した特別委員会を設置し、当該株式併合に関し諮問すること、当該特別委員

会に株式併合後株主との間で交渉を行うことを委嘱することなどが考えられます。 

 

※ 株式併合が公開買付け後のいわゆる二段階買収の二段階目の手続きとして行われ

る場合以外の場合には、「12.（２）②３．（７）利益相反を回避するための措置

〔ＭＢＯ等に関して意見表明を行う場合〕」と同様に記載する。 

４．株式併合後株主の概要 ※ 株式併合が公開買付け後のいわゆる二段階買収の二段目の手続きとして行われる

場合には、本項目を省略しても差し支えないものとする。 



第２編第１章  上場会社の決定事実 

東京証券取引所 会社情報適時開示ガイドブック 2024 年 4 月 
copyright © 2024 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved. 108

開示事項 開示・記載上の注意 

 

・ 株式併合後株主の概要として、名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、

資本金、設立年月日、大株主及び持株比率、上場会社と株式併合後株主との関係

（＊）を記載する。 

（＊）上場会社と株式併合後株主の関係は、以下の事項を記載する。また、その他特筆す

べき関係（上場会社又は上場会社の関係者若しくは関係会社と株式併合後株主又は株

式併合後株主の関係者若しくは関係会社との間の関係を含む。）がある場合には以下の

事項に限らずその内容も含めて記載する。 

・ 資本関係として、最近日における上場会社と株式併合後株主との間の出資の状

況（間接保有分を含む。）を記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 人的関係として、直前事業年度の末日における上場会社と株式併合後株主との

間の役員又は従業員の派遣又は出向の状況を記載する。該当がない場合は、その

旨を記載する。 

・ 取引関係として、直前事業年度における上場会社と株式併合後株主との間の取

引について概要を記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 関連当事者への該当状況として、直前事業年度の末日において、株式併合後株

主が上場会社の関連当事者に該当する場合には、関連当事者である旨及び関連当

事者に該当する事由を記載する（関連当事者に該当しない場合は、その旨を記載

する。）。 

 

※ 株式併合後株主が個人である場合は、氏名、住所（市区町村まで）、上場会社

と当該個人の関係（上場会社と当該個人（その近親者、当該個人及びその近親者

が過半数所有している会社等並びにその子会社を含む。）との資本関係・人的関

係・取引関係）を記載する。また、その他特筆すべき関係（上場会社又は上場会

社の関係者若しくは関係会社と当該個人又は当該個人の関係者若しくは関係会社

との間の関係を含む。）がある場合には上記の事項に限らずその内容も含めて記

載する。 

※ 株式併合後株主がファンドである場合は、名称、所在地、設立根拠等、組成目

的、組成日、出資の総額、出資者・出資比率・出資者の概要、業務執行組合員の

概要（名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金）、（海外ファンド

の場合には、当該ファンドの本邦内における事務連絡先（国内代理人）の概要

（名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金））、上場会社と当該

ファンドとの間の関係（出資の状況）、上場会社と業務執行組合員・国内代理人

との間の関係（資本関係・人的関係・取引関係）を可能な範囲で記載する。ま

た、その他特筆すべき関係（上場会社又は上場会社の関係者若しくは関係会社

と、当該ファンドの出資者（原出資者を含む。）又は業務執行組合員・国内代理

人若しくは業務執行組合員・国内代理人の関係者若しくは関係会社との間の関係

を含む。）がある場合には、上記の事項に限らずその内容も含めて可能な範囲で

記載する。 

 

※ 上記開示事項について、追加出資、役員派遣、財政状態・経営成績の急激な変

動、取引条件変更などにより最近日までに重要な状況の変化がある場合又は今後重

要な状況の変化が見込まれる場合は、その内容も追加記載する。 

５．今後の見通し ・ 株式併合後における経営体制の予定、方針・計画等がある場合は、その内容を記

載する（外部説明において目標値・計画値などを用いる又は用いることを想定して

いる場合は、原則としてそれらを含めて記載する。）。 

・ その他投資者が会社情報を適

切に理解・判断するために必要

な事項 

 

〔本行為が支配株主との取引等に

関するものである場合〕 

・ 支配株主との取引等に関する

事項 

・ 当該取引が支配株主との取引等である旨を記載する。 

・ 当該取引の「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関す

る指針」との適合状況を記載する。 

・ 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項に

ついて記載する。 

・ 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と
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開示事項 開示・記載上の注意 

利害関係のない者から入手した意見の概要について記載する。 

※ 意見の入手日、入手先、内容（その理由を含む）の概要がわかるように記載す

る。 

※ 支配株主との取引等には、支配株主に加え、施行規則で定める者との取引が含

まれます。詳細については「第３編第１章 【支配株主との重要な取引等に係る

企業行動規範に関する実務上の留意事項等】」を参照してください。 
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９．剰余金の配当 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社の業務執行を決定する機関が、「剰余金の配当」についての決定をした場合は、直ちにその

内容を開示することが義務付けられています。  

【上場規程第４０２条第１号ｈ】 
 

 

（注１）剰余金の配当には、適時開示上の軽微基準は設けられていません。剰余金の配当の額の決定（剰

余金の配当を行わないこと（無配）を決定した場合を含む。）をした場合は、直前事業年度における配

当の有無、配当予想の有無やその内容にかかわらず、すべて開示が必要となります。 

（注２）基準日が異なるものは別途の配当として取り扱うこととなります。また、１株当たり配当金額に

変更がない場合でも基準日を変更した場合は、開示が必要となります。 

（注３）現物配当（金銭以外の財産による配当をいう。）についても開示が必要となります。 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 決算短信や四半期決算短信（以下「決算短信等」という。）の開示日に、併せて剰余金の配当につい

て決定した場合において、併せて決定した額が、直近の配当予想の額（無配の予想を含む。配当予想

の額を開示していない場合及び未定として開示している場合にあっては、直前事業年度の配当実績額。）

と同額であるとき、本項目の開示は、「決算短信（サマリー情報）」、「四半期決算短信（サマリー情報）」

の「配当状況」欄において所定の記載を行うことで足りることとします（配当原資（利益剰余金又は

資本剰余金の別）が資本剰余金である場合、又は配当回数を変更した場合は、決算短信等においてそ

の旨を併せて記載してください。）。したがって、決算短信等の開示日に、併せて決定した剰余金の配

当に係る額が、直近の配当予想の額（配当予想の額を開示していない場合及び未定として開示してい

る場合にあっては、直前事業年度の配当実績額）と異なる額である場合には、決算短信等とは別に、

本項目「剰余金の配当」として開示が必要となります。なお、当該決算短信等において、当該内容に

ついて必要かつ十分な記載が行われている場合は、決算短信等とは別途の開示を省略することができ

ます（「第３章１．（３）②決算短信に他の適時開示項目が含まれる場合の取扱い」参照）。 

 

③ 決定を行った基準日の直前事業年度又は四半期事業年度の末日における配当の実績も併せて記載し

てください。 

 

④ 剰余金の配当の額の決定時において（２）開示事項及び開示・記載上の注意に掲げる項目のうち未

定の項目がある場合には、開示時点においては、未定として開示するとともに、後日定まった時点で

直ちに開示することが必要となります。 

 

⑤ 記念配当、特別配当が含まれる場合には、配当の内訳を記載してください。 

 

⑥ いわゆる人的分割については、会社法上、「会社分割」と「剰余金の配当」に該当するものですが、

開示については、「会社分割」に係る取扱い等を参照してください。 

 

〔その他の注意事項〕 

① 臨時決算を行った場合には、遅滞なく、臨時計算書類、会計監査人の監査報告書、監査役の監査報

告書を東証に提出することが義務付けられています。詳細は、「第５編〔２〕内国株式関係の提出書類

一覧」を参照してください。 
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② 定款に具体的に定めた日付以外の日を剰余金の配当に係る基準日として定めた場合には、市場にお

いて「配当落」に関する処理が必要となることから、開示とは別に東証に対して所定の書類を提出す

ることが義務付けられています。詳細は、「第５編〔２〕内国株式関係の提出書類一覧」を参照してく

ださい。 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．基準日 

ｂ．１株当たり配当金額 

ｃ．配当金の総額 

・ 会社法第４５４条第１項第１号に定める事項を記載する。 

ｄ．効力発生日 

・ 会社法第４５４条第１項第３号に定める事項を記載する。 

ｅ．その他 

（ａ）配当原資（利益剰余金又は資本剰余金の別）が資本剰余金である場合には、その旨及び

純資産減少割合（所得税法施行令第６１条第２項第３号に規定する割合） 

（ｂ）配当の額を変更した場合（復配となる場合、無配となる場合を含む。）又は配当回数を変

更した場合は、その理由 

（ｃ）臨時決算を行った場合には、その旨、臨時決算日及び臨時計算書類の概要 

ｆ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

※ 上記開示事項は、株式の種類の別がある場合には、株式の種類ごとにそれぞれ記載する。 

※ 現物配当を行う場合には、次に掲げる事項が原則的な開示事項となりますが、実際の開示にあ

たっては、あらかじめ東証まで相談してください。 

（ａ）基準日 

（ｂ）配当財産の種類 

（ｃ）配当財産の帳簿価額の総額及び１株当たり価額 

・ 会社法第４５４条第１項第１号に定める事項を記載する。 

※ 株主に対して金銭分配請求権を付与する場合には、配当財産に代えて支払うことと

した金額は含めない。 

（ｄ）配当財産の時価の総額及び１株当たり価額 

※ 株主に対して金銭分配請求権を付与する場合には、配当財産に代えて支払うことと

した金額は含めない。 

（ｅ）効力発生日 

・ 会社法第４５４条第１項第３号に定める事項を記載する。 

（ｆ）その他 

・ 配当原資（利益剰余金又は資本剰余金の別）が資本剰余金である場合には、その旨

及び純資産減少割合（所得税法施行令第６１条第２項第３号に規定する割合） 

・ 株主に対して金銭分配請求権を付与する場合には、その旨、金銭分配請求権を行使

できる期間、配当財産に代えて支払うこととした１株当たりの金額及びその総額 

・ 一定の数未満の株式を有する株主に対して配当財産の割当てをしないこととする場

合は、その旨及びその数 

・ 臨時決算を行った場合には、その旨、臨時決算日及び臨時計算書類の概要 
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10．合併等の組織再編行為 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社の業務執行を決定する機関が、合併等の組織再編行為（次に掲げる行為をいう。以下本項目

において同じ。）を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付け

られています。 

 

○ 株式交換  【上場規程第４０２条第１号ｉ】 

○ 株式移転  【上場規程第４０２条第１号ｊ】 

○ 株式交付  【上場規程第４０２条第１号ｊの２】 

○ 合  併  【上場規程第４０２条第１号ｋ】 

○ 会社分割  【上場規程第４０２条第１号ｌ】 

 
 

 

※ 合併等の組織再編行為には、適時開示上の軽微基準は設けられていません。 

※ 完全子会社との組織再編や簡易組織再編・略式組織再編に該当するもの、休眠会社との組織再編等

業績に与える影響が軽微なものについても、開示が必要となりますので、留意してください。 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 事前相談について 

合併等の組織再編行為のうち、次のいずれかに該当する場合には、事前相談を行うことが必要です。

公表予定日の遅くとも１０日前までに、必ず東証の上場会社担当者まで開示資料（案）及び算定機関

からの算定書（案）をメールにてご送付ください（スキームの概要・特徴点、あるいは、当該組織再

編後の経営計画などの補足資料がある場合には、併せてご送付ください。）。なお、開示資料に十分な

記載が行われない場合については、必要に応じて上場規程に基づき追加開示を求めることがあります

ので、十分に留意してください。 

・ 支配株主又は上場子会社（国内の他の金融商品取引所に上場している子会社を含む。）と株

式交換、共同株式移転、合併又は会社分割（共同新設分割又は吸収分割）を行う場合 

・ 上場会社が株式交換完全子会社となる場合、株式移転設立完全親会社が新規上場申請を行わ

ない場合、上場会社が他社に吸収合併される場合 

・ 対価として当事会社以外の者が発行する株券等を用いる場合 

・ 会社分割において、上場会社が他社に上場契約を承継することにより上場廃止となる場合 

・ その他開示上特に考慮を要する事情があると判断される場合（不明な場合は東証までお問合

せください。） 

 

※ 早期に事前相談を行う場合で、開示資料（案）の用意がない場合は、当該組織再編の内容を記載し

た書面をご送付ください。なお、この場合も、公表予定日の遅くとも１０日前までには、開示資料

（案）をメールにてご送付ください。 

※ メール送付時点で算定機関から正式な算定書の提出を受けていない場合は、算定機関における算定

の前提条件及び算定の具体的な過程を記載した参考資料を事前相談にてご送付ください。 

 

③ 連名の開示を行う際の留意事項 

上場会社を相手会社とする合併等の組織再編行為を行う場合は、両社が連名により同一の開示資料

で開示することは差し支えありませんが、その場合、所定の開示事項のうち、「割当ての内容の算定
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等」、「公正性を担保するための措置」、「利益相反を回避するための措置」、「上場廃止を目的とする理

由」などについては、各上場会社が各々の観点で記載するものであるため、それぞれ双方の記載を独

立した形で記載してください。 

 

④ 公開買付け後の二段階買収について 

当該組織再編が、公開買付け後の二段階買収の二段目の手続きとして行われる場合には、当該公開

買付けとの関係も踏まえ、開示するようにしてください。 

 

⑤ 会社分割において、上場契約を承継することにより上場廃止となる場合の取扱い 

会社分割において、上場会社が他社に上場契約を承継することにより上場廃止することとなる見込

みがあるときは、上場廃止となる見込みがある旨及びその事由を記載してください。 

 

⑥ 「合併等の組織再編行為」と併せて他の適時開示項目（例えば、「公開買付け又は自己株式の公開買

付け」、「子会社等の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他の子会社等の異動を伴う事項」、

「商号又は名称の変更」等）に該当する場合があります。また、当連結会計年度中に合併等の組織

再編行為の効力発生日が到来する場合等であって、経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当

連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となること

も考えられます。なお、他の適時開示項目の詳細については、当該他の項目に係る取扱い等を参照

してください。 

 

⑦ 株式交付を行う場合は、株式交付の成否や取得する子会社株式数等の結果について、判明次第「開

示事項の経過」として開示してください。 

 

⑧ 支配株主その他施行規則で定める者との間で合併等の組織再編行為を行う場合の開示について 

上場会社が支配株主その他施行規則で定める者との間で合併等の組織再編行為を行う場合の適時開

示は、必要かつ十分に行うことが義務付けられています（上場規程第４４１条の２第２項）。開示を

行う際には、開示・記載上の注意を確認のうえ、当該組織再編を行うに至った意思決定の過程や、割

当ての内容の根拠等をわかりやすく具体的に記載するよう留意してください。 

 

〔その他の注意事項〕 

① 算定機関の作成する算定書の提出について 

上場会社が合併等の組織再編行為を行う場合であって、次のいずれかに該当するときは、上場規程

に基づき、算定機関（＊１）が作成した算定書（＊２）を東証に提出することが義務付けられていま

す。算定書は、算定の具体的な過程（＊３）及び算定の前提条件（＊４）が記載されたものを提出し

てください（算定書に当該内容が記載されない場合には別途書面を提出することでも差し支えありま

せん。）。 

・ 上場会社が他の会社と株式交換を行う場合（非上場会社を完全子会社とする株式交換を行

う場合であって上場会社が会社法第７９６条第２項の規定の適用を受けるときを除く。） 

【上場規程第４２１条第１項、施行規則第４１７条第６号ｄ】 

・ 上場会社が他の会社と共同して株式移転を行う場合 

【上場規程第４２１条第１項、施行規則第４１７条第７号ｂ】 

・ 上場会社が他の会社を子会社とする株式交付を行う場合（非上場会社を子会社とする株式

交付を行う場合であって上場会社が会社法第８１６条の４第１項の規定の適用を受けるとき

を除く。） 

【上場規程第４２１条第１項、施行規則第４１７条第７号の２ｃ】 

・ 上場会社が他の会社と合併する場合（上場会社が非上場会社を吸収合併する場合であって

上場会社が会社法第７９６条第２項の規定の適用を受けるとき又は完全子会社と合併する場
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合を除く。） 

【上場規程第４２１条第１項、施行規則第４１７条第８号ｄ】 

・ 上場会社が他の上場会社と吸収分割を行う場合又は他の上場会社と共同して新設分割を行

う場合 

【上場規程第４２１条第１項、施行規則第４１７条第９号ｄ（ａ）】 

・ 上場会社が非上場会社と吸収分割を行う場合又は非上場会社と共同して新設分割を行う場

合（上場会社が会社法第７８４条第２項、第７９６条第２項、第８０５条の規定の適用を受

ける場合（簡易組織再編等）又は完全子会社と会社分割を行う場合を除く。） 

【上場規程第４２１条第１項、施行規則第４１７条第９号ｄ（ｂ）】 

 
 

（＊１）「当事会社以外の者であって、企業価値又は株価の評価に係る専門的知識を有する者」をいいます。 

（＊２）「当該組織再編に係る割当比率に関する見解を記載した書面」をいいます。 

（＊３）具体的な算定方式、当該算定方式を採用した理由、各算定結果の数値などをいいます。 

（＊４）算定において前提とした重要な要素をいいます。以下の算定手法に関しては、通常、各項目に掲げる

内容が記載された算定書を提出してください。その他の算定手法を用いる場合においても、これらに準じ

た前提条件が記載された算定書を提出してください。 

①市場株価法 

・計算対象期間 

・算定基準日及び算定基準日が算定書作成日当日又はその前営業日でない場合には、当該日を基準日と

した理由 

・計算方法（終値単純平均か加重平均かの別） 

・その他特殊な前提条件がある場合には、その内容 

 

②類似会社比較法 

・比較対象として選択した類似会社の名称及び当該会社を選択した理由 

・マルチプルとして用いた指標（ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ、ＰＥＲ、ＰＢＲなど） 

・その他特殊な前提条件がある場合には、その内容 

 

③ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法 

・算定の前提とした財務予測（各事業年度における売上高、営業利益、ＥＢＩＴＤＡ及びフリー・

キャッシュ・フローを含む。）の具体的な数値 

・算定の前提とした財務予測の出所 

・割引率の具体的な数値（レンジ可） 

・継続価値の算定手法及び算定に用いたパラメータの具体的な数値（レンジ可） 

・その他特殊な前提条件がある場合には、その内容 

 

② 上場手続に係る提出書類について 

上場会社が、合併等の組織再編行為を行う場合は、開示とは別に東証に対して所定の書類を東証に

提出することが義務付けられています。詳細は、「第５編 〔２〕内国株式関係の提出書類一覧」を

参照してください。 

 

③ 合併等の組織再編行為により上場廃止となる場合のテクニカル上場について 

合併等の組織再編行為により上場会社が上場廃止となる場合には、相手会社等が簡易な基準に基づ

き上場できるテクニカル上場の手続があります。テクニカル上場は、次に掲げる会社の上場について、

申請に基づき、所定の審査を経て行われます。テクニカル上場を予定している場合には、公表予定日

の遅くとも１０日前までに、必ず東証の上場会社担当者まで開示資料（案）又は当該組織再編の内容

を記載した書面をメールにてご送付ください。 

・ 非上場会社が完全親会社となる株式交換を行う場合における当該非上場会社 

・ 株式移転を行う場合における新たに設立される完全親会社 

・ 新設合併を行う場合における新たに設立される会社又は非上場会社に上場会社が吸収合併

される場合における当該非上場会社 

・ 会社分割を行う場合における新設会社又は承継会社となる非上場会社 
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④ 不適当合併等に係る上場廃止審査について 

非上場会社を完全子会社とする株式交換、非上場会社と共同して行う株式移転、非上場会社を子会

社とする株式交付、非上場会社の吸収合併、会社分割による非上場会社への事業の譲渡については、

上場規程に基づく不適当合併等に係る上場廃止審査の対象となる場合があります。詳細は、「第３編

第２章 【不適当合併等に係る上場廃止審査の概要】」を参照してください。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、原則として、「① 通常の場合」に基づき所定の開示事項を掲記し、開示・記載上の

注意を参照のうえ、投資者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の

開示事項に限らず、投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

ただし、次のいずれかに該当する場合（相手会社が上場会社である場合、「① ３．（４）公正性を担

保するための措置」又は「① ３．（５）利益相反を回避するための措置」の記載を要する場合及び投

資判断上特に考慮を要すると判断される場合を除く。）（※）は、原則として、「② 開示内容を省略で

きる場合」に基づき、開示内容を省略することでも差し支えありません。 

（※）該当するかどうかが不明な場合は①に基づき開示してください。 
 

〔株式交換・株式交付〕 

イ．株式交換完全子会社又は株式交付子会社となる会社の直前事業年度の末日における総資産の額が株式交

換完全親会社又は株式交付親会社となる上場会社の直前事業年度の末日における純資産額の１０％未満、

かつ、株式交換完全子会社又は株式交付子会社となる会社の直前事業年度の売上高が株式交換完全親会社

又は株式交付子会社となる上場会社の直前事業年度の売上高の３％未満であると見込まれる株式交換又は

株式交付 

ロ．連結子会社を完全子会社化する簡易株式交換 
 

〔株式移転〕 

ハ．上場会社が単独で株式移転を行う場合 
 

〔合  併〕 

ニ．上場会社の総資産の増加額がその直前事業年度の末日における純資産額の１０％未満、かつ、上場会社

の売上高の増加額がその直前事業年度の売上高の３％未満であると見込まれる吸収合併 

ホ．１００％子会社の吸収合併 

ヘ．連結子会社の簡易吸収合併 
 

〔会社分割〕 

ト．上場会社の総資産の増加又は減少額がその直前事業年度の末日における純資産額の１０％未満、かつ、

上場会社の売上高の増加又は減少額がその直前事業年度の売上高の３％未満であると見込まれる会社分割 

チ．単独新設分割又は１００％子会社に事業部門を承継させる会社分割 

リ．１００％子会社の事業部門を承継する会社分割 

ヌ．連結子会社と共同で行う簡易会社分割 

ル．連結子会社の事業部門を承継する簡易会社分割 

 

※ 新設合併の開示については、別途東証までご相談ください。 

 

なお、「（１）〔開示に関する注意事項〕② 事前相談について」に掲げる場合に該当する場合には、

必ず東証まで事前相談を行うようにしてください。 

 

 

① 通常の場合 

開示事項 開示・記載上の注意 

・ 開示資料の表題 ・ 相手会社の名称、当該組織再編の態様（合併・会社分割・株式交換・株式移転・

株式交付の別、簡易組織再編・略式組織再編の場合はその旨）、決定段階（基本合

意、契約締結等）などが可能な限り判別できる表題とする。 

１．当該組織再編の目的 ・ 当該組織再編の目的について、わかりやすく具体的に記載する。 
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開示事項 開示・記載上の注意 

 

〔株式移転を行う場合〕 

・ 上場会社が上場廃止となり、株式移転により新たに設立する完全親会社が新規上

場申請する予定がある場合は、その旨を記載する。 

２．当該組織再編の要旨  

（１）当該組織再編の日程 ・ 当該組織再編に係る取締役会決議日、契約締結日、株主総会基準日公告日、株主

総会基準日、株主総会決議予定日、実施予定日（効力発生日）を記載する。 

※ 簡易組織再編、略式組織再編である場合には、その旨を記載する。 

 

〔株式移転を行う場合〕 

・ 株式移転により新たに設立する完全親会社が新規上場申請する予定がある場合

は、新規上場日を記載する。 

〔株式交付を行う場合〕 

・ 株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡の申込みの期日を記載する。 

（２）当該組織再編の方式 ・ 当該組織再編の方式を記載する。 

〔上場会社が分割会社となる会社分割を行う場合〕 

・ いわゆる人的分割の場合はその旨も記載する。 

（３）当該組織再編に係る割当

ての内容 

・ 当該組織再編に係る割当ての内容（＊）を記載する。 

（＊）当該組織再編に係る割当ての内容とは次のものをいう。以下本項目にお

いて同じ。 

・ 株式交換完全子会社となる会社の株式１株に割り当てられる株式

交換完全親会社となる会社の株式その他の財産の内容及び数若しく

は額又はこれらの算定方法 

・ 株式移転完全子会社となる会社の株式１株に割り当てられる株式

移転設立完全親会社となる会社の株式その他の財産の内容及び数若

しくは額又はこれらの算定方法 

・ 株式交付子会社となる会社の株式１株に割り当てられる株式交付

親会社となる会社の株式その他の財産の内容及び数若しくは額又は

これらの算定方法 

・ 吸収合併消滅会社となる会社の株式１株又は持分に割り当てられ

る存続会社となる会社の株式その他の財産の内容及び数若しくは額

又はこれらの算定方法 

・ 分割会社となる会社に割り当てられる承継会社又は新設分割設立

会社となる会社の株式その他の財産の内容及び数若しくは額又はこ

れらの算定方法 

・ 当該組織再編により交付する新株式数を記載する。 

・ 自己株式を交付する場合は、その旨及び交付する自己株式の数を記載する。 

・ 株式交付においては、株券等の種類毎に譲り受ける株式交付子会社の株式の数の

下限を記載する。 

・ 会社分割において、複数の会社に株式の割当てが行われる場合は、それぞれの会

社への分割に係る割当ての内容を記載する。 

・ 合併に伴い減資が行われる場合は、その内容も併せて記載する。 

（例）「吸収合併消滅会社○○○の所有する当社株式○○○株を    年  月

日の合併と同時に消却し、資本金を○○○円減少するものとする。」 

 

〔対価として当該組織再編の当事会社以外の者が発行する株券等を用いる場合〕 

・ 対価に関する事項として下記事項を記載する。 

（１）対価となる株券の発行会社の概要 

・ 対価となる株券の発行会社について、「４．当該組織再編の当事会社の概

要」と同様に記載する。 

（２）対価の換価の方法に関する事項 

① 対価を取引する市場 

② 取引の媒介を行う者 

③ 対価の譲渡その他の処分に制限がある場合には当該制限の内容（該当事項

がない場合はその旨） 

④ 対価がその権利の移転又は行使に第三者の許可等を要するものであるとき
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開示事項 開示・記載上の注意 

は当該許可等を行う者の氏名又は名称及び住所その他当該許可等を得るため

の手続に関する事項（該当事項がない場合はその旨） 

⑤ 対価に市場価格があるときはその価格に関する事項（該当事項がない場合

はその旨） 

⑥ 対価が自己株式の取得、持分の払戻しその他これらに相当する手続により

払戻しができるものであるときはその方法に関する事項（該当事項がない場

合はその旨） 

（４）当該組織再編に伴う新株

予約権及び新株予約権付社

債に関する取扱い 

・ 株式交換完全子会社、株式移転完全子会社、株式交付子会社、吸収合併消滅会

社、分割会社が新株予約権又は新株予約権付社債を発行している場合、その取扱い

を記載する。 

※ 株式交付子会社が新株予約権又は新株予約権付社債を発行している場合におい

て、当該新株予約権又は当該新株予約権付社債を譲り受けないときは、その旨を記

載する。 

・ 株式交換完全子会社、株式移転完全子会社、株式交付子会社、吸収合併消滅会

社、分割会社が新株予約権又は新株予約権付社債を発行していない場合には、その

旨を記載する。 

（５）会社分割により増減する

資本金〔会社分割の場合の

み〕 

・ 上場会社が分割会社となる会社分割を行う場合には、分割会社の減少すべき資本

金及び分割会社の株式の消却・併合の方法を記載する。 

・ 上場会社が承継会社となる会社分割を行う場合には、承継会社の増加すべき資本

金を記載する。 

（６）承継会社が承継する権利

義務〔会社分割の場合の

み〕 

・ 承継会社が承継する権利義務について、概要を記載する。 

（７）債務履行の見込み〔会社

分割の場合のみ〕 

・ 承継会社の債務履行の見込みを記載する。 

３．当該組織再編に係る割当ての

内容の根拠等 

・ １００％子会社との組織再編又は単独新設分割の場合は、記載不要とする。 

（１）割当ての内容の根拠及び

理由 

・ 協議・交渉の過程及び割当ての内容の考え方について、上場会社の株主にとって

の割当ての内容の相当性の観点から、わかりやすく具体的に記載する。 

 

・ 株式交換完全親会社、株式交付親会社、吸収合併存続会社又は吸収分割承継会社

の株式以外の財産を対価として選択した場合、その理由をわかりやすく具体的に記

載する。特に、流動性が低いなど換価が困難と考えられる財産を対価として選択し

た場合には、他の財産による代替可能性等の観点を踏まえて理由を記載する。 

 

※ 支配株主その他施行規則で定める者との間で組織再編を行う場合（当該組織再編

が公開買付け後のいわゆる二段階買収の二段目の手続きとして行われる場合を除

く。）は、「12.（２）②３．（２）意見の根拠及び理由の〔ＭＢＯ等に関して意見表

明を行う場合〕」に準じて、割当比率に関する判断の理由及び公正な手続きを通じ

た株主利益への配慮に関する説明を含め、わかりやすく具体的に記載する。 

（２）算定に関する事項 ・ 算定機関から算定書を取得した場合には、以下の事項を記載する。 

・ 算定機関から算定書を取得しない場合は、その旨を記載する。 

①算定機関の名称並びに

上場会社及び相手会社

との関係 

・ 算定機関の名称を記載する。 

・ 算定機関について重要な利害関係がある場合（＊）は、その関係の内容及び重要

な利害関係がある算定機関に算定を依頼することとした理由を記載する。また、そ

の場合において、弊害防止措置等を講じているときは当該措置の内容を記載する。 

（＊）① 算定機関が関連当事者に該当する場合、② 相手会社（相手会社の株

主、役員、フィナンシャルアドバイザー等を含む。）から斡旋又は紹介を受

けた算定機関に依頼した場合、③ 算定機関が上場会社・相手会社の双方か

ら依頼を受ける場合、④ 算定機関又はその関係会社（その子会社を含

む。）から当事会社が投融資を受けている場合などが考えられます。 

・ 重要な利害関係がない場合には、その旨を記載する。 

②算定の概要 ・ 具体的な算定方式、当該算定方式を採用した理由、各算定方式の算定結果の数値

（レンジ可）及び各算定方式の算定の重要な前提条件（＊）を記載する。また、そ

れに加えて、主として用いた算定方式がある場合にはその旨及び当該算定方式を主
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開示事項 開示・記載上の注意 

として用いた理由を記載する。算定結果の数値については、わかりやすさの観点か

ら、できる限り評価額を記載する（特に、業績又は株価が大幅に変動している場合

や、相手会社について市場評価がない場合）。 

（＊）① 市場株価法を用いた場合は、市場価格の計算対象期間、算定基準日及

び算定基準日が算定書作成日当日又はその前営業日でない場合には当該日を

基準日とした理由を記載する（特に、上場会社同士の組織再編において、市

場株価法による算定結果から乖離している場合には、その理由をわかりやす

く説明する。）。また、② ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法を用

いた場合であって、割当ての内容の算定の前提とした財務予測で大幅な増減

益を見込んでいるときは、前提とした財務予測の概要（計数を含む。）と増

減益の要因（大幅な増減益を見込んでいないときは、その旨）など算定の前

提条件を記載する。 

（注）「大幅な増減益」に該当するかどうかについては、各当事会社の当

該組織再編実施後５事業年度のいずれかにおいて、各々の前事業年度

と比較して、利益の増加又は減少見込額が３０％未満であるか否かを

目安とする。 

 

※ 支配株主その他施行規則で定める者との間で組織再編を行う場合（当該組織再編

が公開買付け後のいわゆる二段階買収の二段目の手続きとして行われる場合を除

く。）は、「12.（２）②３．（３）②算定の概要の〔ＭＢＯ等に関して意見表明を行

う場合〕」と同様に記載する。但し、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法

の算定の前提とした財務予測の具体的な数値については、①上場株式（東証以外の

国内金融商品取引所に上場している株式を含む。）以外の財産を対価とする組織再

編を行う場合、並びに、②上場株式（東証以外の国内金融商品取引所に上場してい

る株式を含む。）を対価とする組織再編のうち割当ての内容が市場株価と比較し上

場会社の株主にとって著しく不利である場合にのみ記載する。なお、上記①②以外

の場合において、算定の前提とした財務予測で大幅な増減益を見込んでいるときは

その概要（計数を含む。）及び増減益の要因を記載し、大幅な増減益を見込んでい

ないときはその旨を記載する。 

（３）上場廃止となる見込み及

びその事由 

・ 当該組織再編により上場廃止となる見込みがある場合には、その旨及びその事由

を記載する。また、対価が上場株式（東証以外の国内金融商品取引所に上場してい

る株式を含む。）である場合は、その旨も記載する。 

※ 上場廃止となる見込みがない場合には、その旨を記載する。 

・ 上場廃止となる見込みがある場合であって、その対価が上場株式（東証以外の国

内金融商品取引所に上場している株式を含む。）でないときは、上場廃止を目的と

する理由として下記事項を記載する。 

・ 上場廃止を目的とする理由 

・ 少数株主への影響及びそれに対する考え方 

（４）公正性を担保するための

措置 

・ 次に掲げる場合には、公正性を担保するための措置の内容をわかりやすく具体的

に記載する。特段の措置を講じていない場合にはその旨を記載する。 

・ 支配株主その他施行規則で定める者との間で組織再編を行う場合 

・ 上記以外の場合で、上場会社が株式交換完全子会社となる場合、株式移転

設立完全親会社が新規上場申請を行わない場合、上場会社が他社に吸収合併

される場合 

・ その他特に当該組織再編の公正性を担保する必要があると判断される事情

がある場合 

 

※ 公正性を担保するための措置の例としては、意思決定過程における恣意性を排除

する観点から、算定機関から当該組織再編の内容に関する見解を記載した書面（公

正性に関する評価を含む。）を取得することや、意思決定方法に関し、弁護士・ア

ドバイザー等による独立したアドバイスを取得し、その名称並びに公開買付者及び

上場会社との間における重要な利害関係の有無及びその内容を明らかにすること、

また、必要に応じてそのアドバイスの内容を説明することなどが考えられます。 

※ 算定機関からの公正性に関する評価（いわゆる「フェアネス・オピニオン」）を

取得している場合にはその内容を記載する（取得していない場合にはその旨を記載
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する。）。 

 

※ 支配株主その他施行規則で定める者との間で組織再編を行う場合（当該組織再編

が公開買付け後のいわゆる二段階買収の二段目の手続きとして行われる場合を除

く。）は、「12.（２）② ３．（６）公正性を担保するための措置の〔ＭＢＯ等に関

して意見表明を行う場合〕」と同様に記載する。 

（５）利益相反を回避するため

の措置 

・ 次に掲げる場合には、利益相反を回避するための措置の内容をわかりやすく具体

的に記載する。特段の措置を講じていない場合にはその旨を記載する。 

・ 支配株主その他施行規則で定める者との間で組織再編を行う場合 

・ 上記以外の場合で、上場会社が株式交換完全子会社となる場合、株式移転

設立完全親会社が新規上場申請を行わない場合、上場会社が他社に吸収合併

される場合 

・ その他特に当該組織再編の利益相反を回避する必要があると判断される事

情がある場合 

※ 利益相反を回避するための措置の例としては、当該組織再編を行うに至る意思決

定の過程において利害関係を有する取締役及び監査役の関与を排除することや、当

該組織再編に利害関係を有しない社外監査役又は社外取締役が関与すること、取締

役会から独立した特別委員会を設置し、当該組織再編の実施に関し諮問すること、

当該特別委員会に相手会社との間で交渉を行うことを委嘱することなどが考えられ

ます。 

※ 支配株主その他施行規則で定める者との間で組織再編を行う場合（当該組織再編

が公開買付け後のいわゆる二段階買収の二段目の手続きとして行われる場合を除

く。）は、「12.（２）② ３．（７）利益相反を回避するための措置の〔ＭＢＯ等に

関して意見表明を行う場合〕」と同様に記載する。 

４．当該組織再編の当事会社の概

要 

・ 当該組織再編の各当事会社について、名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業

内容、資本金、設立年月日、発行済株式数、決算期、従業員数、主要取引先、主要

取引銀行、大株主及び持株比率、上場会社と当該会社の関係（＊１）、最近３年間

の財政状態及び経営成績（＊２）を記載する。 
（＊１）上場会社と当該会社の関係は、以下の事項を記載する。また、その他特筆すべき関

係（上場会社又は上場会社の関係者若しくは関係会社と当該会社又は当該会社の関係者

若しくは関係会社との間の関係を含む。）がある場合には以下の事項に限らずその内容も

含めて記載する。 

・ 資本関係として、最近日における上場会社と当該会社との間の出資の状況（間接

保有分を含む。）を記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 人的関係として、直前事業年度の末日における上場会社と当該会社との間の役員

又は従業員の派遣又は出向の状況を記載する。該当がない場合は、その旨を記載す

る。 

・ 取引関係として、直前事業年度における上場会社と当該会社との間の取引につい

て概要を記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 関連当事者への該当状況として、直前事業年度の末日において、当該会社が上場

会社の関連当事者に該当する場合には、関連当事者である旨及び関連当事者に該当

する事由を記載する（関連当事者に該当しない場合は、その旨を記載する。）。 

（＊２）純資産、総資産、１株当たり純資産、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に

帰属する当期純利益、１株当たり当期純利益、１株当たり配当金 

（※）連結指標等がない場合であって、かつ、子会社等がある場合には、当該会社の

本体とその子会社等の指標を単純合算した値を欄外に記載する。 

※ 上記開示事項について、追加出資、役員派遣、財政状態・経営成績の急激な変

動、取引条件変更などにより最近日までに重要な状況の変化がある場合又は今後重

要な状況の変化が見込まれる場合は、その内容も追加記載する。 

 

〔上場会社が分割会社又は承継会社となる会社分割を行う場合〕 

・ 上記開示事項に加えて、分割又は承継する事業部門の概要について下記事項を記

載する。 

（１）分割又は承継する部門の事業内容 

（２）分割又は承継する部門の経営成績 

・ 最低限、当該部門の売上高を記載する。また、可能な限り売上総利

益、営業利益、経常利益も記載する。 

（３）分割又は承継する資産、負債の項目及び帳簿価格 

５．当該組織再編後の状況 ・ 当該組織再編後の株式交換完全親会社、株式移転設立完全親会社、株式交付親会
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社、吸収合併存続会社の状況として、名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内

容、資本金、決算期、純資産及び総資産を記載する。 

 

〔上場会社が分割会社となる会社分割を行う場合〕 

・ 会社分割後の上場会社の状況として、名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業

内容、資本金、決算期、純資産及び総資産を記載する。これに加えて、新設分割設

立会社又は吸収分割承継会社の状況として、名称、所在地、代表者の役職・氏名、

事業内容、資本金、決算期を記載する。 

 

〔上場会社が承継会社となる会社分割を行う場合〕 

・ 会社分割後の上場会社の状況として、名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業

内容、資本金、決算期、純資産及び総資産を記載する。 

６．会計処理の概要 ・ 該当することが見込まれる会計上の分類（取得、逆取得、共同支配企業の形成、

共通支配下の取引の別）を記載する。 

・ 取得又は逆取得の場合であって、のれんが発生する見込みであるときは、のれん

の正負の別及び公表時点で見込まれるのれんの概算金額を連結・単体の双方につい

て記載する。 

※ のれんの概算金額が当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純利益の３０％

未満であると見込まれる場合には、影響が軽微なものと見込まれる旨の記載で差

し支えないものとする。 

７．今後の見通し ・ 当該組織再編後における経営体制の予定、方針・計画等がある場合は、その内容

を記載する（外部説明において目標値・計画値などを用いる又は用いることを想定

している場合は、原則としてそれらを含めて記載する。）。 

・ 当期以降の業績に与える影響の見込みを記載する。 

※ 当該組織再編による連結売上高に与える影響の見込額が直前連結会計年度の連結

売上高の１０％未満の場合であるか否か、利益面に与える影響の見込額が３０％未

満であるか否かを目安とし、影響が軽微であると認められるときは、当期以降の業

績に与える影響が軽微である旨記載することでも差し支えないものとする。 

・ その他投資者が会社情報を適

切に理解・判断するために必要

な事項 

 

・ 支配株主との取引等に関する

事項〔本行為が支配株主との取

引等である場合〕 

・ 当該取引が支配株主との取引等である旨を記載する。 

・ 当該取引の「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関す

る指針」との適合状況を記載する。 

・ 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項に

ついて記載する。 

・ 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と

利害関係のない者から入手した意見の概要について記載する。 

※ 意見の入手日、入手先、内容（その理由を含む）の概要がわかるように記載す

る。 

※ 支配株主との取引等には、支配株主に加え、施行規則で定める者との取引が含

まれます。詳細については「第３編第１章 【支配株主との重要な取引等に係る

企業行動規範に関する実務上の留意事項等】」を参照してください。 

（参考）当期業績予想及び前期実

績 

・ 参考として、上場会社が当連結会計年度に係る業績予想を公表している場合に

は、公表がされた直近の予想値の内容（当該組織再編を行うことについての決定に

際して当連結会計年度に係る業績予想を新たに算出した場合には、新たな予想値の

内容）及び前連結会計年度における実績を記載する。 

※ 合併等の組織再編行為を行うことについての決定に際して当連結会計年度に係

る業績予想を新たに算出していない場合又は合併等の組織再編行為の業績に与え

る影響が見込まれない場合においても、当該内容を記載する。 

※ 新たに算出した予想値を記載する場合において、合併等の組織再編行為による

影響以外の要素を考慮している場合には、その内容等についても、「業績予想の

修正等」の適時開示を行う場合に準じて記載することが望ましい。 
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② 開示内容を省略できる場合 

開示事項 開示・記載上の注意 

・ 開示資料の表題 ・ 相手会社の名称、当該組織再編の態様（合併・会社分割・株式交換・株式移転・

株式交付の別、簡易組織再編・略式組織再編の場合はその旨）、決定段階（基本合

意、契約締結等）などが可能な限り判別できる表題とする。 

・ 開示内容を省略して開示を行う場合は、開示資料の冒頭に省略できる場合に該当

した事由及び省略して開示している旨を記載する。 

（例）「本合併は、連結子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事

項・内容を一部省略して開示しています。」 

１．当該組織再編の目的 ・ 当該組織再編の目的について、わかりやすく具体的に記載する。 

 

〔株式移転を行う場合〕 

・ 上場会社が上場廃止となり、株式移転により新たに設立する完全親会社が新規上

場申請する予定がある場合は、その旨を記載する。 

２．当該組織再編の要旨  

（１）当該組織再編の日程 ・ 当該組織再編に係る取締役会決議日、契約締結日、株主総会基準日公告日、株主

総会基準日、株主総会決議予定日、実施予定日（効力発生日）を記載する。 

※ 簡易組織再編、略式組織再編である場合には、その旨を記載する。 

 

〔株式移転を行う場合〕 

・ 株式移転により新たに設立する完全親会社が新規上場申請する予定がある場合

は、新規上場日を記載する。 

〔株式交付を行う場合〕 

・ 株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡の申込みの期日を記載する。 

（２）当該組織再編の方式 ・ 当該組織再編の方式を記載する。 

〔上場会社が分割会社となる会社分割を行う場合〕 

・ いわゆる人的分割の場合はその旨も記載する。 

（３）当該組織再編に係る割当

ての内容 

・ 当該組織再編に係る割当ての内容（＊）を記載する。 

（＊）当該組織再編に係る割当ての内容とは次のものをいう。以下本項目にお

いて同じ。 

・ 株式交換完全子会社となる会社の株式１株に割り当てられる株式

交換完全親会社となる会社の株式の数その他の財産の内容及び数若

しくは額又はこれらの算定方法 

・ 株式移転完全子会社となる会社の株式１株に割り当てられる株式

移転設立完全親会社となる会社の株式の数その他の財産の内容及び

数若しくは額又はこれらの算定方法 

・ 株式交付子会社となる会社の株式１株に割り当てられる株式交付

親会社となる会社の株式の数その他の財産の内容及び数若しくは額

又はこれらの算定方法 

・ 吸収合併消滅会社となる会社の株式１株又は持分に割り当てられ

る存続会社となる会社の株式の数その他の財産の内容及び数若しく

は額又はこれらの算定方法 

・ 分割会社となる会社に割り当てられる承継会社又は新設分割設立

会社となる会社の株式の数その他の財産の内容及び数若しくは額又

はこれらの算定方法 

・ 当該組織再編により交付する新株式数を記載する。 

・ 自己株式を交付する場合は、その旨及び交付する自己株式の数を記載する。 

・ 株式交付においては、株券等の種類毎に譲り受ける株式交付子会社の株式の数の

下限を記載する。 

・ 会社分割において、複数の会社に株式の割当てが行われる場合は、それぞれの会

社への分割に係る割当ての内容を記載する。 

・ 割当てがない場合には、その旨を記載する。 

・ 合併に伴い減資が行われる場合は、その内容も併せて記載する。 

（例）「吸収合併消滅会社○○○の所有する当社株式○○○株を    年  月

日の合併と同時に消却し、資本金を○○○円減少するものとする。」 

（４）当該組織再編に伴う新株 ・ 株式交換完全子会社、株式移転完全子会社、株式交付子会社、吸収合併消滅会
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開示事項 開示・記載上の注意 

予約権及び新株予約権付社

債に関する取扱い 

社、分割会社が新株予約権又は新株予約権付社債を発行している場合、その取扱い

を記載する。 

※ 株式交付子会社が新株予約権又は新株予約権付社債を発行している場合におい

て、当該新株予約権又は当該新株予約権付社債を譲り受けないときは、その旨を記

載する。 

・ 株式交換完全子会社、株式移転完全子会社、株式交付子会社、吸収合併消滅会

社、分割会社が新株予約権又は新株予約権付社債を発行していない場合には、その

旨を記載する。 

（５）会社分割により増減する

資本金〔会社分割の場合の

み〕 

・ 上場会社が分割会社となる会社分割を行う場合には、分割会社の減少すべき資本

金及び分割会社の株式の消却・併合の方法を記載する。 

・ 上場会社が承継会社となる会社分割を行う場合には、承継会社の増加すべき資本

金を記載する。 

（６）承継会社が承継する権利

義務〔会社分割の場合の

み〕 

・ 承継会社が承継する権利義務について、概要を記載する。 

（７）債務履行の見込み〔会社

分割の場合のみ〕 

・ 承継会社の債務履行の見込みを記載する 

３．当該組織再編に係る割当ての

内容の算定の考え方 

・ 割当ての内容の算定の考え方について、わかりやすく具体的に記載する。 

※ 算定の前提条件（＊）、具体的な算定方式、当該算定方式を採用した理由及び各

算定方式の算定結果の数値（レンジ可）を含む割当ての内容の算定の概要を含め、

割当ての内容を決定するに至った考え方についてわかりやすく具体的に記載する。 

（＊）大幅な増減益となることや資産、負債の金額が直近の財務諸表と比べて大き

く異なることなどを見込んでいるときは、財務予測の概要説明と増減益の要因

などを記載する。大幅な増減益を見込んでいないときは、その旨を記載する。 

※ １００％子会社との組織再編又は単独新設分割の場合は、記載不要とする。 

４．当該組織再編の当事会社の概

要 

・ 当該組織再編の各当事会社について、名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業

内容、資本金、設立年月日、発行済株式数、決算期、大株主及び持株比率、直前事

業年度の財政状態及び経営成績（＊）を記載する（単独株式移転の場合は上場会社

の概要として記載する。）。 
（＊）純資産、総資産、１株当たり純資産、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰

属する当期純利益、１株当たり当期純利益を記載する。 

※ 上記開示事項について、追加出資、役員派遣、財政状態・経営成績の急激な変

動、取引条件変更などにより最近日までに重要な状況の変化がある場合又は今後重

要な状況の変化が見込まれる場合は、その内容も追加記載する。 

 

〔上場会社が分割会社又は承継会社となる会社分割を行う場合〕 

・ 上記開示事項に加えて、分割又は承継する事業部門の概要について下記事項を記

載する。 

（１）分割又は承継する部門の事業内容 

（２）分割又は承継する部門の経営成績 

・ 最低限、当該部門の売上高を記載する。また、可能な限り売上総利

益、営業利益、経常利益も記載する。 

（３）分割又は承継する資産、負債の項目及び金額 

５．当該組織再編後の状況 ・ 当該組織再編後の株式交換完全親会社、株式移転設立完全親会社、株式交付親会

社、吸収合併存続会社の状況として、名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内

容、資本金、決算期を記載する。 

〔上場会社が分割会社となる会社分割を行う場合〕 

・ 会社分割後の上場会社の状況として、名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業

内容、資本金、決算期を記載する。これに加えて、新設分割設立会社又は吸収分割

承継会社の状況として、名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、

決算期を記載する。 

 

〔上場会社が承継会社となる会社分割を行う場合〕 

・ 会社分割後の上場会社の状況として、名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業

内容、資本金、決算期を記載する。 

６．今後の見通し ・ 当該組織再編後における方針・計画等がある場合は、その内容を記載する（外部
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開示事項 開示・記載上の注意 

説明において目標値・計画値などを用いる又は用いることを想定している場合は、

原則としてそれらを含めて記載する。）。 

・ 当期以降の業績に与える影響は軽微である旨を記載する。 

※ 当期以降の業績に与える影響が軽微であるかどうかは、当該組織再編による連

結売上高に与える影響の見込額が直前連結会計年度の連結売上高の１０％未満で

あるか否か、利益面に与える影響の見込額が３０％未満であるか否かを目安とす

る。当期以降の業績に与える影響が軽微でない場合は「①通常の場合」と同様に

記載する。 

・ その他投資者が会社情報を適

切に理解・判断するために必要

な事項 

 

（参考）当期業績予想及び前期実

績 

・ 参考として、上場会社が当連結会計年度に係る業績予想を公表している場合に

は、公表がされた直近の予想値の内容（合併等の組織再編行為を行うことについて

の決定に際して当連結会計年度に係る業績予想を新たに算出した場合には、新たな

予想値の内容）及び前連結会計年度における実績を記載する。 

※ 合併等の組織再編行為を行うことについての決定に際して当連結会計年度に係

る業績予想を新たに算出していない場合又は合併等の組織再編行為の業績に与え

る影響が見込まれない場合においても、当該内容を記載する。 

※ 新たに算出した予想値を記載する場合において、合併等の組織再編行為による

影響以外の要素を考慮している場合には、その内容等についても、「業績予想の

修正等」の適時開示を行う場合に準じて記載することが望ましい。 
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11．公開買付け又は自己株式の公開買付け 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社の業務執行を決定する機関が、「公開買付け」又は「自己株式の公開買付け」を行うことに

ついての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４０２条第１号ｘ】 

 

（注１）公開買付けとは、金商法第２７条の２第１項に規定する株券等の同項に規定する公開買付け（同項

本文の規定の適用を受ける場合に限る。）のことをいいます。 

（注２）自己株式の公開買付けとは、金商法第２４条の６第１項に規定する上場株券等の金商法第２７条の

２２の２第１項に規定する公開買付けのことをいいます。 

 

※ 公開買付け又は自己株式の公開買付けには、適時開示上の軽微基準は設けられていません。 

※ 公開買付けの結果についても開示を行ってください。 

※ 公開買付期間の延長や買付け等の条件の変更を行う場合には、その変更の内容について「開示事項

の変更」としての開示を行うことが必要となります。 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 事前相談について 

公開買付け又は自己株式の公開買付けのうち、次のいずれかに該当する場合には、事前相談を行う

ことが必要です。公表予定日の遅くとも１０日前までに、必ず東証の上場会社担当者まで開示資料

（案）及び算定機関からの算定書（案）をメールにてご送付ください（スキームの概要・特徴点、あ

るいは、当該公開買付け後の経営計画などの補足資料がある場合には、併せてご送付ください。）。な

お、開示資料に十分な記載が行われない場合については、必要に応じて上場規程に基づき追加開示を

求めることがありますので、十分に留意してください。 

・ 上場廃止となる見込みがある場合（二段階買収の予定がある場合を含む。） 

・ 上場子会社に対する公開買付けを行う場合 

・ その他開示上特に考慮を要する事情があると判断される場合（不明な場合は東証までお問合

せください。） 
 

※ 早期に事前相談を行う場合で、開示資料（案）の用意がない場合は、当該公開買付けの内容を記載

した書面をご送付ください。なお、この場合も、公表予定日の遅くとも１０日前までには、開示資料

（案）をメールにてご送付ください。 

※ メール送付時点で算定機関から正式な算定書の提出を受けていない場合は、算定機関における算定

の前提条件及び算定の具体的な過程を記載した参考資料を事前相談にてご送付ください。 

 

③ 公開買付け後の二段階買収について 

公開買付け後の二段階買収の場合については、当該二段目の行為を行うことについての決定をした

時点において、当該二段目の行為に係る開示が必要となりますが、公開買付けを行うことについての

決定をした時点においても、「合併等の組織再編行為」に係る取扱い等をご参照のうえ、当該二段目

の行為に係る内容をできる限り開示するようにしてください。 

 

④ 「公開買付け又は自己株式の公開買付け」と併せて他の適時開示項目（例えば、「子会社等の異動を

伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他の子会社等の異動を伴う事項」、「主要株主又は主要株主であ

る筆頭株主の異動」等）に該当する場合があります（公開買付けの結果に関する開示の際に、併せて
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これらの適時開示項目に該当する場合があります。）。また、当連結会計年度中に公開買付けに係る決

済の開始日（公開買付期間の最終日の翌営業日）が到来する場合等であって、経営成績等に与える影

響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の

開示が必要となることも考えられます。なお、他の適時開示項目の詳細については、当該他の項目に

係る取扱い等を参照してください。 

 

〔その他の注意事項〕 

① 算定機関の作成する算定書の提出について 

上場会社が公開買付けを行う場合であって、次のいずれかに該当するときは、上場規程に基づき、

算定機関（＊１）が作成した算定書（＊２）を東証に提出することが義務付けられています。算定書

は、算定の具体的な過程（＊３）及び算定の前提条件（＊４）が記載されたものを提出してください

（算定書に当該内容が記載されない場合には別途書面を添付することでも差し支えありません。）。 

・ 上場会社が行う公開買付けにより対象株券等（東証に上場しているものに限る。）が上場廃

止となる見込みがある場合 

・ 上場会社の子会社が発行する株券等（東証に上場しているものに限る。）に対する公開買付

けを行う場合 

【上場規程第４２１条第１項、施行規則第４１７条第１０号】 
 

（＊１）「当事会社以外の者であって、企業価値又は株価の評価に係る専門的知識を有する者」をいいます。 

（＊２）「買付け等の価格に関する見解を記載した書面」をいいます。 

（＊３）具体的な算定方式、当該算定方式を採用した理由、各算定結果の数値などをいいます。 

（＊４）算定において前提とした重要な要素をいいます。以下の算定手法に関しては、通常、各項目に掲げる

内容が記載された算定書を提出してください。その他の算定手法を用いる場合においても、これらに準じ

た前提条件が記載された算定書を提出してください。 

①市場株価法 

・計算対象期間 

・算定基準日及び算定基準日が算定書作成日当日又はその前営業日でない場合には、当該日を基準日と

した理由 

・計算方法（終値単純平均か加重平均かの別） 

・その他特殊な前提条件がある場合には、その内容 
 

②類似会社比較法 

・比較対象として選択した類似会社の名称及び当該会社を選択した理由 

・マルチプルとして用いた指標（ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ、ＰＥＲ、ＰＢＲなど） 

・その他特殊な前提条件がある場合には、その内容 
 

③ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法 

・算定の前提とした財務予測（各事業年度における売上高、営業利益、ＥＢＩＴＤＡ及びフリー・

キャッシュ・フローを含む。）の具体的な数値 

・算定の前提とした財務予測の出所 

・割引率の具体的な数値（レンジ可） 

・継続価値の算定手法及び算定に用いたパラメータの具体的な数値（レンジ可） 

・その他特殊な前提条件がある場合には、その内容 

 

また、自己株式の公開買付けにより、実質的にＭＢＯ（「公開買付者が対象者の役員である公開買

付け（公開買付者が対象者の役員の依頼に基づき公開買付けを行う者であって対象者の役員と利益を

共通にする者である公開買付けを含む。）」のことをいう。）が行われる場合にも、算定機関が作成し

た算定書を東証に提出してください。 

 

② 上場手続に係る提出書類について 

自己株式の公開買付けを行う場合には、開示とは別に東証まで所定の書類を提出することが義務付

けられています。詳細は、「第５編〔２〕内国株式関係の提出書類一覧」をご参照ください。 
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〔留意事項〕 

 

自己株式の公開買付けにより、実質的にＭＢＯが行われる場合には、ＭＢＯに関する意見表明等

と同様に、適時開示は、必要かつ十分に行うことが求められますので、十分に留意してください。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項を掲記し、開示・記載上の注意を参照のうえ、投資者が会社情報を適

切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適

切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

なお、「（１）〔開示に関する注意事項〕② 事前相談について」に掲げる場合に該当する場合には、

必ず東証まで事前相談を行うようにしてください。 

 

 

① 他社の株券等の公開買付けを行う場合 

（イ）公開買付け開始決定時の開示 

開示事項 開示・記載上の注意 

・ 開示資料の表題 ・ 対象者の名称及び証券コード（対象者の株券等が国内の金融商品取引所に上場し

ている場合に限る。）が判別できる表題とする。 

（例）「○○○○株式会社株券（証券コード○○○○）に対する公開買付けの開

始に関するお知らせ」 

１．買付け等の目的等  

（１）買付け等の目的 ・ 買付け等の目的について、公開買付届出書と同等の内容を含め、わかりやすく具

体的に記載する。 
 

〔公開買付届出書の記載上の注意［抜粋］〕 

ａ．支配権取得又は経営参加を目的とする場合には、支配権取得又は経営参加の方法及び支配

権取得後の経営方針又は経営参加後の計画について具体的に記載すること。 

組織再編、企業集団の再編、解散、重要な財産の処分又は譲受け、多額の借財、代表取締

役等の選定又は解職、役員の構成の変更、配当・資本政策に関する重要な変更、その他対象

者の経営方針に対して重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為を予定している場合

には、その内容及び必要性も記載すること。 

ｂ．純投資又は政策投資を目的とする場合には、株券等を取得した後の当該株券等の保有方

針、売買方針及び議決権の行使方針並びにそれらの理由を記載し、長期的な資本提携を目的

とする政策投資として買付け等を行う場合には、その必要性を具体的に記載すること。 

ｃ．買付け等の後、当該株券等の発行者の株券等を更に取得する予定の有無、その理由及びそ

の内容を具体的に記載すること。 

ｄ．株券等を取得した後、第三者に譲渡することを目的とする場合には、当該第三者について

「第２公開買付者の状況」に掲げる事項と同一の事項（「１会社の場合」の「②経理の状

況」を除く。）を記載するとともに、当該第三者の公開買付者との関係、譲受けの目的及び

開示日において所有する当該株券等の数を記載すること。 

ｅ．買付け等の後、当該株券等の発行者の株券等が上場廃止又は店頭登録の廃止となる見込み

がある場合には、その旨及びその理由について具体的に記載すること。 
 

※ 買付予定の株券等の数に上限を付す場合においても、ｅ．に関する事項を記載す

ることが望まれます。 

※ 産業競争力強化法の規定による会社法特例措置の適用を受けて、上場株券等を対

価とする公開買付けを行う場合又は全部取得条項付種類株式による完全子会社化を

行う場合には、認定計画の概要も含めて記載する。 

（２）上場廃止となる見込み及

びその事由 

・ 上場廃止となる見込みがある場合には、その旨及びその事由を記載する。 

※ 上場廃止となる見込みがない場合には、その旨を記載する。 

・ 上場廃止となる見込みがある場合であって、その対価が上場株式（東証以外の国

内金融商品取引所に上場している株式を含む。）でないときは、下記事項を記載す

る。 
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開示事項 開示・記載上の注意 

・ 上場廃止を目的とする理由 

・ 少数株主への影響及びそれに対する考え方 

（３）公開買付者と対象者の株

主との間における公開買付

けへの応募に係る重要な合

意に関する事項 

・ 公開買付開始前の、公開買付者と対象者の株主との間における、公開買付けへの

応募に係る重要な合意の有無を記載する。 

（４）いわゆる二段階買収に関

する事項〔二段階買収の予

定がある場合〕 

・ 買付け等の後、株式の全部取得等を行うことにより、上場会社を完全に買収する

予定がある場合には、その旨及び予定している二段目の株式の全部取得等の行為に

関して、原則として、以下の事項を記載する。 

・ 二段目の株式の全部取得その他の行為の予定時期 

・ 完全に買収する手段及びその対価 

・ 一段目（公開買付け）の買付価格と二段目（株式の全部取得等）の対価に

差がある場合はその内容及び差額を設ける理由 

※ 二段階買収については、一段目・二段目それぞれの対価等の条件や株主への条件

の提示方法によっては、公開買付けへの応募を事実上強要するような威圧的買収と

受け止められる場合があり得ます。二段目の条件が一段目の条件と同等であれば問

題は生じにくいものと思われますが、二段目の条件が一段目の条件よりも株主に

とって不利となる場合には、問題が生じると考えられるため、十分な検討が必要と

なります。また、やむを得ず、一段目の開示時点において二段目の条件を決定でき

ない事情がある場合においても、できる限り二段目で対価等の条件を決定するため

の要素や決定時期の見込みに関する説明を記載するなど、透明性の向上に努めるよ

うご配慮ください。 

（５）上場子会社に対する公開

買付けの実施を決定するに

至った意思決定の過程〔上

場子会社に対する公開買付

けを行う場合〕 

・ 自社におけるグループ戦略の変更の内容を含め、当該公開買付けの実施を決定す

るに至った意思決定の過程を具体的に記載する。 

（６）公正性を担保するための

措置 

・ 次に掲げる場合には、公正性を担保するための措置の内容をわかりやすく具体的

に記載する。特段の措置を講じていない場合にはその旨を記載する。 

・上場子会社に対する公開買付けを行う場合 

・その他特に当該公開買付けの公正性を担保する必要があると判断される事情

がある場合 

※ 公正性を担保するための措置の例としては、当事会社が自らの株主のために算

定機関を選定し、当該公開買付けの内容に関する見解を記載した書面（公正性に

関する評価を含む。）を取得することなどが考えられます。 

※ 算定機関からの公正性に関する評価（いわゆる「フェアネス・オピニオン」）

を取得している場合にはその旨を記載する（取得していない場合にはその旨を記

載する。）。 

（７）利益相反を回避するため

の措置 

・ 次に掲げる場合には、上場子会社における利益相反を回避するための措置の内容

をわかりやすく具体的に記載する。特段の措置を講じていない場合にはその旨を記

載する。 

・上場子会社に対する公開買付けを行う場合 

・その他特に当該公開買付けの公正性を担保する必要があると判断される事情

がある場合 

※ 利益相反を回避するための措置の例としては、上場子会社における決定プロセ

スに自社として関与しないことや、上場子会社において当該公開買付けの決定プ

ロセスにおいて当該公開買付けに利害関係を持たない社外監査役又は社外取締役

が関与することや、当該公開買付けの決定を取締役会から独立した特別委員会の

判断に委ねることなどが考えられます。 

２．買付け等の概要  

（１）対象者の概要 〔金銭を対価とする公開買付けを行う場合〕 

・ 対象者の概要として、名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、

設立年月日、大株主及び持株比率、上場会社と対象者との関係（＊）を記載する。 
（＊）上場会社と対象者の関係は、以下の事項を記載する。また、その他特筆すべき関係

（上場会社又は上場会社の関係者若しくは関係会社と対象者又は対象者の関係者若しく

は関係会社との間の関係を含む。）がある場合には以下の事項に限らずその内容も含めて
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開示事項 開示・記載上の注意 
記載する。 

・ 資本関係として、最近日における上場会社と対象者との間の出資の状況（間接保

有分を含む。）を記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 人的関係として、直前事業年度の末日における上場会社と対象者との間の役員又

は従業員の派遣又は出向の状況を記載する。該当がない場合は、その旨を記載す

る。 

・ 取引関係として、直前事業年度における上場会社と対象者との間の取引について

概要を記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 関連当事者への該当状況として、直前事業年度の末日において、対象者が上場会

社の関連当事者に該当する場合には、関連当事者である旨及び関連当事者に該当す

る事由を記載する（関連当事者に該当しない場合は、その旨を記載する。）。 

 

〔上場株券等を対価とする公開買付けを行う場合〕 

・ 当該公開買付けに係る上場会社及び対象者について、名称、所在地、代表者の役

職・氏名、事業内容、資本金、設立年月日、発行済株式数、決算期、従業員数、主

要取引先、主要取引銀行、大株主及び持株比率、上場会社と対象者の関係（＊

１）、最近３年間の財政状態及び経営成績（＊２）を記載する。 
（＊１）上場会社と対象者の関係は、以下の事項を記載する。また、その他特筆すべき関係

（上場会社又は上場会社の関係者若しくは関係会社と対象者又は対象者の関係者若しく

は関係会社との間の関係を含む。）がある場合には以下の事項に限らずその内容も含めて

記載する。 

・ 資本関係として、最近日における上場会社と対象者との間の出資の状況（間接保

有分を含む。）を記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 人的関係として、直前事業年度の末日における上場会社と対象者との間の役員又

は従業員の派遣又は出向の状況を記載する。該当がない場合は、その旨を記載す

る。 

・ 取引関係として、直前事業年度における上場会社と対象者との間の取引について

概要を記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 関連当事者への該当状況として、直前事業年度の末日において、対象者が上場会

社の関連当事者に該当する場合には、関連当事者である旨及び関連当事者に該当す

る事由を記載する（関連当事者に該当しない場合は、その旨を記載する。）。 

（＊２）純資産、総資産、１株当たり純資産、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に

帰属する当期純利益、１株当たり当期純利益、１株当たり配当金 

（※）連結指標等がない場合であって、かつ、子会社等がある場合には、上場会社と対象者の本

体とその子会社等の指標を単純合算した値を欄外に記載する。 

 

※ 上記開示事項について、追加出資、役員派遣、財政状態・経営成績の急激な変

動、取引条件変更などにより最近日までに重要な状況の変化がある場合又は今後重

要な状況の変化が見込まれる場合は、その内容も追加記載する。 

（２）日程等  

① 日程 ・ 取締役会決議日、公開買付開始公告日及び公告掲載新聞名、公開買付届出書提出

日を記載する。 

② 届出当初の買付け等の

期間 

・ 届出当初の公開買付期間を記載する。 

③ 対象者の請求に基づく

延長の可能性の有無 

・ 公開買付届出書と同等の内容を記載する。 
 

〔公開買付届出書の記載上の注意［抜粋］〕 

・ 金商法第２７条の１０第３項の規定により当該公開買付けの期間が延長される可能性があ

る場合に、例えば｢金商法第２７条の１０第３項の規定により、公開買付対象者から公開買付

期間の延長を請求する旨の記載がされた意見表明報告書が提出された場合は、買付け等の期

間は３０営業日、公開買付期間は○月○日までとなります。」等詳細に記載し、延長される可

能性がない場合には「当該事項なし」と記載すること。 

（３）買付け等の価格 ・ 買付け等をする株券等の種類ごとに買付け等の価格を記載する。株式については

１株当たりの買付け等の価格を記載するものとし、その他の株券等についても同様

に記載する。 

※ 有価証券等を対価とする場合には、以下の内容を記載する。 

・ 当該対価とする有価証券等の種類 

・ 交換比率 

・ 有価証券等に加えて金銭を対価とする場合には、交付する金銭の額 

（４）買付け等の価格の算定根

拠等 
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開示事項 開示・記載上の注意 

① 算定の基礎 ・ 公開買付届出書と同等の内容を記載する。 
 

〔公開買付届出書の記載上の注意［抜粋］〕 

・ 買付価格の算定根拠を具体的に記載し、買付価格が時価と異なる場合や当該買付者が最近

行った取引の価格と異なる場合には、その差額の内容も記載すること。 

・ 株券等の種類に応じた公開買付価格の価額の差について、換算の考え方等の内容を具体的

に記載すること。 

 

※ 現金以外を対価として選択した場合は、その理由をわかりやすく具体的に記載す

る。特に、流動性が低いなど換価が困難と考えられる財産を対価として選択した場

合には、他の財産による代替可能性等の観点を踏まえて理由を記載する。 

※ 上場株券等を対価とする公開買付けを行う場合には、有価証券届出書の【有価証

券をもって対価とする公開買付けの場合の発行（交付）条件に関する事項】に記載

する「発行（交付）条件の合理性に関する考え方」の内容を含めて記載する。 

② 算定の経緯 ・ 公開買付届出書と同等の内容を記載する。 
 

〔公開買付届出書の記載上の注意［抜粋］〕 

・ 算定の際に第三者の意見を聴取した場合に、当該第三者の名称、意見の概要及び当該意見

を踏まえて買付価格を決定するに至った経緯を具体的に記載すること。 
 

※ 意見を聴取する第三者としては、算定機関（「企業価値又は株価の評価に係る専

門的知識を有する者」をいう。以下同じ。）であることが一般的です。 

※ 算定機関の意見を聴取しない場合は、その旨を記載する。 

※ 上場株券等を対価とする公開買付けを行う場合には、有価証券届出書の【有価証

券をもって対価とする公開買付けの場合の発行（交付）条件に関する事項】に記載

する「当該発行（交付）条件により募集（売出し）を行う理由及び判断の過程」の

内容を含めて記載する。 

③ 算定機関との関係 ・ 算定機関が当該公開買付けに関し重要な利害関係（＊）がある場合は、その旨及

び当該算定機関に算定を依頼することとした理由を記載する。また、その場合にお

いて、弊害防止措置等を講じているときは当該措置の内容を記載する。 

（＊）① 算定機関が関連当事者に該当する場合、② 対象者（対象者の株主、

役員、フィナンシャルアドバイザー等を含む。）から斡旋又は紹介を受けた

算定機関に依頼した場合、③ 算定機関が上場会社・対象者の双方から依頼

を受ける場合、④ 算定機関又はその関係会社（その子会社を含む。）から

当事会社が投融資を受けている場合 などが考えられます。 

・ 重要な利害関係がない場合には、その旨を記載する。 

・ 算定機関以外の第三者の意見を聴取した場合は、その旨及び前記に準じた内容を

記載する。 

（５）買付予定の株券等の数 ・ 株券等の種類毎に①株式に換算した買付予定数、②株式に換算した買付予定数の

下限及び③買付予定数の上限を記載する。 

※ 上場株券等を対価とする公開買付けを行う場合であって、対価として自己株式を

充当する予定である場合には、その旨も記載する。 

（６）買付け等による株券等所

有割合の異動 

・ 公開買付開始公告日現在の買付け等による株券等所有割合の異動について下記事

項を記載する。 

① 買付け等前における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数（公開買付

開始公告日現在の数を記載する） 

② 買付け等前における株券等所有割合 

③ 買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数 

④ 買付け等後における株券等所有割合 

⑤ 対象者の総株主の議決権の数 

※ 特別関係者の所有株券等がある場合には、上記①から④に準じて記載する。 

（７）買付代金 ・ 公開買付届出書と同等の内容を記載する。 
 

〔公開買付届出書の記載上の注意［抜粋］〕 

・ 買付価格に買付予定数を乗じて得た金額を記載すること。なお、有価証券等を買付け等の

対価とする場合で、その交換に係る差金として金銭を交付するときは、当該金銭の総額を記

載すること。 
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開示事項 開示・記載上の注意 

※ 金銭以外の対価がある場合には、金銭以外の対価の種類及び金銭以外の対価の総

数も記載する。 

（８）決済の方法 ・ 決済の方法として、下記事項を公開買付届出書と同等に記載する。 

① 買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地 

② 決済の開始日 

③ 決済の方法 
 

〔公開買付届出書の記載上の注意［抜粋］〕 

・ 「決済の開始日」には、金商法第２７条の１０第３項の規定により公開買付期間が延長さ

れる可能性がある場合に、延長後の公開買付期間に対応する決済の開始日を注記すること。 

・ 「決済の方法」には、買付代金を支払い、又は対価として有価証券等を引き渡す際に買付

け等の通知書の呈示を求めること等決済の方法を具体的に記載すること。 

（９）その他買付け等の条件及

び方法 

・ 公開買付届出書と同等の内容を記載する。 
 

〔公開買付届出書の記載上の注意［抜粋］〕 

ａ．「金商法２７条の１３第４項各号に掲げる条件の有無及び内容」には当該条件の有無及び内

容を記載すること。なお、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府

令第３２条第１項に規定する方法により計算した数の合計と買付け等をする株券等の総数と

が異なる場合には、その異なる数の処理について特に詳細に記載すること。 

また、金商法第２７条の１３第４項第１号の規定により、応募株券等の数の合計が買付予

定の株券等の数の全部又はその一部としてあらかじめ公開買付開始公告において記載された

数に満たないときは、応募株券等の全部の買付け等をしない旨の条件を、株券等の種類ごと

に付した場合における、当該条件の内容（一部の種類の株券等について応募株券等の数の合

計があらかじめ公開買付開始公告において記載された数に満たないときに、当該種類の株券

等について応募株券等の全部の買付け等をしないことや他の種類の株券等についても応募株

券等の全部の買付け等をしないこと等）を具体的に記載すること。 

ｂ．「公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」には、金商法施行

令第１４条第１項各号に掲げる条件の有無及び内容並びに同条第２項に定める事項が発生し

た場合には撤回等を行うことがある旨を記載するとともに、撤回等の公告又は公表の方法を

記載すること。 

ｃ．「買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法」には、金商法

第２７条の６第１項第１号の規定により、公開買付期間中に対象者が株式の分割その他の政

令で定める行為を行った場合には買付け等の価格の引下げを行うことがある旨の条件の有無

及び内容を記載するとともに、引き下げた場合の公告及び公表の方法を記載すること。 

ｄ．「応募株主等の契約の解除権についての事項」には、金商法第２７条の１２の規定の内容を

分かりやすく記載すること。 

ｅ．「買付条件等の変更をした場合の開示方法」には、買付条件等を変更することがある場合に

はその旨を記載するとともに、買付条件等の変更の方法及び変更前に既に応募した者の取扱

いについて記載すること。 

ｆ．「訂正届出書を提出した場合の開示方法」には、訂正届出書を提出した場合における公告の

方法及び公開買付説明書の訂正方法について記載すること。 

ｇ．「公開買付けの結果の開示の方法」には、公開買付期間の末日の翌日に公告又は公表を行う

旨及びその方法について記載すること。 

（10）公開買付開始公告日  

（11）公開買付代理人  

３．公開買付け後の方針等及び

今後の見通し 

・ 公開買付け後における経営体制の予定、方針・計画等がある場合は、その内容を

記載する（外部説明において目標値・計画値などを用いる又は用いることを想定し

ている場合は、原則としてそれらを含めて記載する。）。 

４．その他  

（１）公開買付者と対象者又は

その役員との間の合意の有

無及び内容 

・ 公開買付届出書と同等の内容を記載する。 
 

〔公開買付届出書の記載上の注意［抜粋］〕 

・ 公開買付者と対象者又はその役員との間の、公開買付けによる株券等の買付け等、買付け

後の重要な資産の譲渡等に関する合意の有無及びその内容を記載するとともに、公開買付者

が当該役員に利益の供与を約した場合には、その内容を記載すること。 

（２）投資者が買付け等への応

募の是非を判断するために

・ 投資者が買付け等への応募の是非を判断するために必要と判断されるその他の情

報を記載する。 
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開示事項 開示・記載上の注意 

必要と判断されるその他の

情報 

・ その他投資者が会社情報を適

切に理解・判断するために必要

な事項 

・ 海外企業を公開買付けするに際して現地において開示されている事項であって、

投資判断に重要な影響を与える事項がある場合は、その内容を記載する。 

・ 支配株主との取引等に関する

事項〔本行為が支配株主との取

引等に関するものである場合〕 

・ 当該取引が支配株主との取引等である旨を記載する。 

・ 当該取引の「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関す

る指針」との適合状況を記載する。 

・ 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項に

ついて記載する。 

・ 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と

利害関係のない者から入手した意見の概要について記載する。 

※ 意見の入手日、入手先、内容（その理由を含む）の概要がわかるように記載す

る。 

※ 支配株主との取引等には、支配株主に加え、施行規則で定める者との取引が含

まれます。詳細については「第３編第１章 【支配株主との重要な取引等に係る

企業行動規範に関する実務上の留意事項等】」を参照してください。 

※ 支配株主との取引等に関するものである場合とは、上場会社若しくはその子会

社が支配株主その他施行規則で定める者に対して行う公開買付け、又は、上場会

社若しくはその子会社が支配株主その他施行規則で定める者からの取得を前提と

して第三者株式に対して行う公開買付けに限ります。 

（参考）当期業績予想及び前期実

績 

・ 参考として、上場会社が当連結会計年度に係る業績予想を公表している場合に

は、公表がされた直近の予想値の内容（公開買付けを行うことについての決定に際

して当連結会計年度に係る業績予想を新たに算出した場合には、新たな予想値の内

容）及び前連結会計年度における実績を記載する。 

※ 公開買付けを行うことについての決定に際して当連結会計年度に係る業績予想

を新たに算出していない場合又は公開買付けの業績に与える影響が見込まれない

場合においても、当該内容を記載する。 

※ 新たに算出した予想値を記載する場合において、公開買付けによる影響以外の

要素を考慮している場合には、その内容等についても、「業績予想の修正等」の

適時開示を行う場合に準じて記載することが望ましい。 

 

（ロ）対象者からの意見表明報告書による質問に対する回答の決定時の開示 

開示事項 開示・記載上の注意 

・ 開示資料の表題 ・ 対象者の名称及び対象者からの意見表明報告書による質問に対する回答の決定で

あることが判別できる表題とする。 

（例）「○○○○株式会社の意見表明報告書による質問に対する回答に関するお

知らせ」 

１．対象者の名称  

２．質問に対する回答 ・ 意見表明報告書に記載された質問とそれに対する回答を記載する。また、回答に

至った経緯を時系列に記載する。なお、意見表明においてなされた質問に対して回

答する必要がないと認めた場合には、その理由を詳細に記載する。 

・ その他投資者が会社情報を適

切に理解・判断するために必要

な事項 

 

 

（注）金商法第２７条の１０に規定する対質問回答報告書による回答以外に、公開買付けに係る対象者からの質問に対す

る回答等を行う場合であって、投資者が買付け等への応募の是非を判断するために情報提供することが有用と考えら

れるときは、適時かつ適切に開示することが求められます。 

 

（ハ）公開買付け終了時の開示 

開示事項 開示・記載上の注意 

・ 開示資料の表題 ・ 対象者の名称及び公開買付けの結果に関する開示であることが判別できる表題と

する。 
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開示事項 開示・記載上の注意 

（例）「○○○○株式会社株券に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」 

１．買付け等の概要 ・ 買付け等の概要について、下記の公開買付開始の決定時の開示事項の内容（その

後、買付条件等の変更を行っている場合は、変更後の開示事項の内容）を記載す

る。 

（１）対象者の名称 

（２）買付予定の株券等の数 

（３）買付け等の期間 

（４）買付け等の価格 

２．買付け等の結果  

（１）公開買付けの成否 ・ 公開買付報告書と同等の内容を記載する。 
 

〔公開買付報告書の記載上の注意［抜粋］〕 

・ 金商法第２７条の１３第４項第１号に掲げる条件を付している場合に、当該条件の成就又

は不成就について記載すること。 

（２）公開買付けの結果の公告

日及び公告掲載新聞名 

・ 公開買付報告書と同等の内容を記載する。 

（３）買付け等を行った株券等

の数 

・ 公開買付報告書と同等の内容を記載する。 
 

〔公開買付報告書の記載上の注意［抜粋］〕 

ａ 株券等の数は、第８条の規定により計算した株式又は投資口の数を記載すること。以下同

じ。 

ｂ 株券等が株券である場合には、株式の種類ごとに記載すること。 

また、株券等が新株予約権証券又は新株予約権付社債券である場合において、旧新株引受

権証券等が含まれる場合には、区分して記載すること。 

ｃ 「株券等信託受益証券」及び「株券等預託証券」の欄の括弧内には株券等信託受益証券及

び株券等預託証券の権利に係る対象株券等の種類を記載すること。 

 

〔上場株券等を対価とする公開買付けを行った場合〕 

・ 当該公開買付けにより交付する新株式数を記載する。 

・ 自己株式を交付する場合は、その旨及び交付する自己株式の数を記載する。 

・ 増加する資本金及び資本準備金の額を記載する。 

（４）買付け等による株券等所

有割合の異動 

・ 公開買付け等前後の株券等所有割合の異動について下記事項を記載する。 

① 買付け等前における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数（公開買付

開始公告日現在の数を記載する） 

② 買付け等前における株券等所有割合 

③ 買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数 

④ 買付け等後における株券等所有割合 

⑤ 対象者の総株主の議決権の数 

※ 特別関係者の所有株券等がある場合には、上記①から④に準じて記載する 

（５）あん分比例方式により買

付け等を行う場合の計算 

・ 公開買付報告書と同等の内容を記載する。 

 

〔公開買付報告書の記載上の注意［抜粋］〕 

・ あん分比例方式により買付け等を行う場合に、その計算方法、計算過程及び計算の結果に

ついて詳細に記載すること。 

（６）決済の方法 ・ 決済の方法として、下記事項を公開買付届出書と同等に記載する。 

① 買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地 

② 決済の開始日 

③ 決済の方法 
 

〔公開買付届出書の記載上の注意［抜粋］〕 

・ 「決済の方法」には、買付代金を支払い、又は対価として有価証券等を引き渡す際に買付

け等の通知書の呈示を求めること等決済の方法を具体的に記載すること。 

３．公開買付け後の方針等及び今

後の見通し 

・ 公開買付け後における方針・計画等がある場合は、その内容を記載する（外部説

明において目標値・計画値などを用いる又は用いることを想定している場合は、原

則としてそれらを含めて記載する。）。 

※ 公開買付開始の決定時の開示内容から変更がない場合には、その旨を記載するこ

とも可能とする。 
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開示事項 開示・記載上の注意 

・ その他投資者が会社情報を適

切に理解・判断するために必要

な事項 

 

 

 

② 自己株式の公開買付けを行う場合 

（イ）自己株式の公開買付け開始決定時の開示 

開示事項 開示・記載上の注意 

・ 開示資料の表題 ・ 自己株式の公開買付けであることが判別できる表題とする。 

１．買付け等の目的 ・ 自己の株式を取得する目的等について、わかりやすく具体的に記載する。 

２．自己株式の取得に関する決議

内容 

 

（１）決議内容 ・ 取得する株券等の種類、取得する株券等の総数及び取得価額の総額を記載する。

また、発行済株式の総数及び発行済株式の総数に対する取得する株券等の総数の占

める割合も記載する。 

（２）当該決議に基づいて既に

取得した自己の株式に係る

上場株券等 

・ 当該決議に基づいて既に取得した自己の株式に係る上場株券等の種類、取得した

株券等の総数及び取得価額の総額を記載する。 

３．買付け等の概要  

（１）日程等 ・ 取締役会決議日、公開買付開始公告日及び公告掲載新聞名、公開買付届出書提出

日、買付け等の期間を記載する。 

※ 買付け等の期間に定めがない場合には、その旨を記載する。 

（２）買付け等の価格 ・ 買付け等をする株券等の種類ごとに買付け等の価格を記載する。株式については

１株当たりの買付け等の価格を記載するものとし、その他の株券等についても同様

に記載する。 

（３）買付予定の株券等の数 ・ 株券等の種類毎に買付予定の株券等の数を記載する。なお、株券以外のものにつ

いては、① 株式に換算した買付予定数及び② 株式に換算した超過予定数を記載

する。 

（４）買付け等に要する資金 ・ 買付け等に要する資金の合計及び買付代金を記載する。 
 

〔公開買付届出書の記載上の注意［抜粋］〕 

・ 「買付代金」欄には、買付価格に買付予定数と超過予定数との合計を乗じて得た金額を記

載すること。 

（５）決済の方法 ・ 決済の方法として、下記事項を公開買付届出書と同等に記載する。 

① 買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地 

② 決済の開始日 

③ 決済の方法 
 

〔公開買付届出書の記載上の注意［抜粋］〕 

・ 「決済の方法」には、買付代金を支払う際に買付け等の通知書の呈示を求めること等決済

の方法を具体的に記載すること。 

・ その他投資者が会社情報を適

切に理解・判断するために必要

な事項 

 

・ 支配株主との取引等に関する

事項〔本行為が支配株主との取

引等に関するものである場合〕 

・ 当該取引が支配株主との取引等である旨を記載する。 

・ 当該取引の「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関す

る指針」との適合状況を記載する。 

・ 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項に

ついて記載する。 

・ 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と

利害関係のない者から入手した意見の概要について記載する。 

※ 意見の入手日、入手先、内容（その理由を含む）の概要がわかるように記載す  

る。 

※ 支配株主との取引等には、支配株主に加え、施行規則で定める者との取引が含

まれます。詳細については「第３編第１章 【支配株主との重要な取引等に係る
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開示事項 開示・記載上の注意 

企業行動規範に関する実務上の留意事項等】」を参照してください。 

※ 支配株主との取引等に関するものである場合とは、支配株主その他施行規則で

定める者からの取得を前提としている場合に限ります。 

 

（ロ）自己株式の公開買付け終了時の開示 

開示事項 開示・記載上の注意 

・ 開示資料の表題 ・ 自己株式の公開買付けの結果の開示であることが判別できる表題とする。 

１．買付け等の概要 ・ 買付け等の概要について、下記の公開買付開始の決定時の開示事項の内容（その

後、買付条件等の変更を行っている場合は、変更後の開示事項の内容）を記載す

る。 

（１）買付け等の期間 

（２）買付け等の価格 

（３）決済の方法 

２．買付け等の結果  

（１）買付け等を行った株券等

の数 

・ 株券等の種類毎に買付け等を行った株券等の数を記載する。なお、株券以外のも

のについては、① 株式に換算した応募数及び② 株式に換算した買付数を記載す

る。 

（２）あん分比例方式により買

付け等を行う場合の計算 

・ 公開買付報告書と同等の内容を記載する。 
 

〔公開買付報告書の記載上の注意［抜粋］〕 

・ あん分比例方式により買付け等を行う場合に、その計算方法、計算過程及び計算の結果に

ついて詳細に記載すること。 

・ その他投資者が会社情報を適

切に理解・判断するために必要

な事項 
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12．公開買付け等に関する意見表明等 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社の業務執行を決定する機関が、「公開買付け等に関する意見表明等」を行うことについての

決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４０２条第１号ｙ】 

 

なお、上場会社が、ＭＢＯに関して、上場規程第４０２条第１号ｙに定める意見の公表又は株主に対

する表示を行う場合の適時開示は、必要かつ十分に行うことが義務付けられています。 

【上場規程第４４１条】 

 

また、支配株主その他施行規則で定める者による公開買付けについても、ＭＢＯと同様、必要かつ十

分な開示が義務付けられています。 

【上場規程第４４１条の２第２項】 

 

（注１）公開買付け等に関する意見表明等とは、当該上場会社が発行者である金商法第２７条の２第１項に

規定する株券等に係る上場規程第４０２条第１号ｘ前段に規定する公開買付け若しくは当該株券等に

係る金商法施行令第３１条に規定する買集め行為（以下「公開買付け等」という。）に対抗するための

買付けその他の有償の譲受けの要請又は公開買付け等に関する意見の公表若しくは株主に対する表示

のことをいいます。 

（注２）ＭＢＯとは、公開買付者が対象者の役員である公開買付け（公開買付者が対象者の役員の依頼に基

づき公開買付けを行う者であって対象者の役員と利益を共通にする者である公開買付けを含む。）のこ

とをいいます。 

 

※ 公開買付け等に関する意見表明等には、適時開示上の軽微基準は設けられていません。 

※ ＭＢＯ及び支配株主その他施行規則で定める者による公開買付けを併せて「ＭＢＯ等」といいます。 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 事前相談について 

公開買付け等に関する意見表明等のうち、次のいずれかに該当する場合には、事前相談を行うこと

が必要です。公表予定日の遅くとも１０日前までに、東証の上場会社担当者まで開示資料（案）及び

算定機関からの算定書（案）をメールにてご送付ください（スキームの概要・特徴点、あるいは、当

該公開買付け後の経営計画などの補足資料がある場合には、併せてご送付ください。）。なお、開示資

料に十分な記載が行われない場合については、必要に応じて上場規程に基づき追加開示を求めること

がありますので、十分に留意してください。 

・ ＭＢＯ等に関して意見表明を行う場合 

・ 上場廃止となることが見込まれる公開買付けに関して応募することを勧める旨の意見表明を

行う場合（二段階買収の予定がある場合を含む。） 

・ その他開示上特に考慮を要する事情があると判断される場合（不明な場合は東証までお問合

せください。） 
 

※ 早期に事前相談を行う場合で、開示資料（案）の用意がない場合は、当該意見表明等の内容を記載

した書面をご送付ください。なお、この場合も、公表予定日の遅くとも１０日前までには、開示資料

（案）をメールにてご送付ください。 

※ メール送付時点で算定機関から正式な算定書の提出を受けていない場合は、算定機関における算定
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の前提条件及び算定の具体的な過程を記載した参考資料を事前相談にてご送付ください。 

 

③ 公開買付け後の二段階買収について 

公開買付け後の二段階買収の場合については、当該二段目の行為を行うことについての決定をした

時点において、当該二段目の行為に係る開示が必要となりますが、公開買付けに関する意見表明を行

うことについての決定をした時点においても、「合併等の組織再編行為」、「株式の併合」、「全部取得

条項付種類株式の全部の取得」、「特別支配株主による株式等売渡請求等に係る承認又は不承認」に係

る取扱い等をご参照のうえ、当該二段目の行為に係る内容をできる限り開示するようにしてください。 

 

④ 「公開買付け等に関する意見表明等」と併せて他の適時開示項目（例えば、「業務上の提携又は業務

上の提携の解消」、「主要株主又は主要株主である筆頭株主の異動」、「親会社の異動、支配株主（親会

社を除く。）の異動又はその他の関係会社の異動」等）に該当する場合があります（公開買付者による

公開買付けの結果に関する開示（公開買付報告書の提出）の際に、併せてこれらの適時開示項目に該

当する場合があります。）。また、公開買付けの結果が経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当

連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも

考えられます。なお、他の適時開示項目の詳細については、当該他の項目に係る取扱い等を参照して

ください。 

 

⑤ 公開買付けに関する意見表明においては、公開買付けに応募するか否かを選択すべき状況にある株

主の立場を十分に考慮し、意見の内容に加え、意見の根拠及び理由（意思決定に至る過程や、意見の

内容の基礎となる具体的な理由など）をわかりやすく具体的に述べるなど、株主による公開買付けへ

の応募の是非の判断に資するものとなるように留意してください。 

 

〔その他の注意事項〕 

① 算定機関の作成する算定書の提出について 

上場会社が公開買付け等に関する意見表明等を行う場合であって、次のいずれかに該当するときは、

上場規程に基づき、算定機関（＊１）が作成した算定書（＊２）を東証に提出することが義務付けら

れています。算定書は、算定の具体的な過程（＊３）及び算定の前提条件（＊４）が記載されたもの

を提出してください（算定書に当該内容が記載されない場合には別途書面を提出することでも差し支

えありません。）。 

・ ＭＢＯ等に関して意見表明等を行う場合 

・ 上場廃止となることが見込まれる場合 

【上場規程第４２１条第１項、施行規則第４１７条第１１号】 
 

（＊１）「当事会社以外の者であって、企業価値又は株価の評価に係る専門的知識を有する者」をいいます。 

（＊２）「買付け等の価格に関する見解を記載した書面」をいいます。 

（＊３）具体的な算定方式、当該算定方式を採用した理由、各算定結果の数値などをいいます。 

（＊４）算定において前提とした重要な要素をいいます。以下の算定手法に関しては、通常、各項目に掲げる

内容が記載された算定書を提出してください。その他の算定手法を用いる場合においても、これらに準じ

た前提条件が記載された算定書を提出してください。 

①市場株価法 

・計算対象期間 

・算定基準日及び算定基準日が算定書作成日当日又はその前営業日でない場合には、当該日を基準日と

した理由 

・計算方法（終値単純平均か加重平均かの別） 

・その他特殊な前提条件がある場合には、その内容 

 

②類似会社比較法 

・比較対象として選択した類似会社の名称及び当該会社を選択した理由 

・マルチプルとして用いた指標（ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ、ＰＥＲ、ＰＢＲなど） 

・その他特殊な前提条件がある場合には、その内容 

 

③ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法 
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・算定の前提とした財務予測（各事業年度における売上高、営業利益、ＥＢＩＴＤＡ及びフリー・

キャッシュ・フローを含む。）の具体的な数値 

・算定の前提とした財務予測の出所 

・割引率の具体的な数値（レンジ可） 

・継続価値の算定手法及び算定に用いたパラメータの具体的な数値（レンジ可） 

・その他特殊な前提条件がある場合には、その内容 

 

② ＭＢＯ等に関する意見表明の適時開示について 

企業行動規範上、ＭＢＯ等に関する意見表明の適時開示は、必要かつ十分に行うことが義務付けら

れています。開示を行う際には、「（２）② 公開買付けに関する意見表明の決定時の開示」のうち、

〔ＭＢＯ等に関して意見表明を行う場合〕において記載することとされている事項を含め、充実した

開示を行うようにしてください。 

※ ＭＢＯ等には該当しないものの、これに準じる公開買付け（例えば上場会社の４０％以上の議

決権を有する者による公開買付けなど）に関する意見表明を行う場合には、ＭＢＯ等の場合と同

様に充実した開示を行うことが考えられます。 

 

③ 金商法施行令第３０条第１項第４号の規定に基づく公開買付け等事実の当取引所への通知について 

本項目に基づく適時開示に際して金商法施行令第３０条第１項第４号の規定に基づく公開買付け等

事実の当取引所への通知を行う場合は、「第５章 ８．公開買付け等事実の当取引所への通知」を併

せて参照してください。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項を掲記し、開示・記載上の注意を参照のうえ、投資者が会社情報を適

切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適

切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

なお、「（１）〔開示に関する注意事項〕② 事前相談について」に掲げる場合に該当する場合には、

必ず東証まで事前相談を行うようにしてください。 

 

① 公開買付けの開始時の開示 

自社の株券等に対する公開買付けが行われる場合で、公開買付けを行う者によって公開買付けを行

う旨の発表、公開買付けの公告又は公開買付届出書の提出のいずれかが行われたことを知ったときは、

その旨を開示してください（公開項目は、「公開買付けに関する意見表明等」を選択してください。）。 
 

※ 公開買付けを行う者が上場会社である場合を除き、当該者による公開買付けを行う旨の記者発表資

料を入手できる場合には、これを自社の開示資料に参考資料として添付して開示を行うようにしてく

ださい。 
 

※ この開示において、当該公開買付けに関する意見を表明するものではない場合は、その旨を記載し

てください。また、この開示により当該公開買付けに関する意見を表明する場合は、「② 公開買付

けに関する意見表明の決定時の開示」の開示事項及び開示・記載上の注意に基づき開示を行ってくだ

さい。 
 

※ 開示資料の表題は、買付者の名称及び買付者による公開買付けの開始であることが判別できる表題

としてください。 

（例）「○○○○株式会社による当社株券に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」 
 

※ 公開買付期間の延長や買付け等の条件の変更が行われた場合には、それを知った時点で、その内容

について「開示事項の経過」として開示してください。 
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② 公開買付けに関する意見表明の決定時の開示 

開示事項 開示・記載上の注意 

・ 開示資料の表題 ・ 買付者の名称及び意見表明であることが判別できる表題とする。 

（例）「○○○○株式会社による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明

のお知らせ」 

〔ＭＢＯ等に関して意見表明を行う場合〕 

・ ＭＢＯ等であることが判別できる表題とする。 

（例）「ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」 

「支配株主である○○○○株式会社による当社株券に対する公開買付けの 

実施及び応募推奨に関するお知らせ」 

・ 開示資料の柱書き ・ 公開買付者がいわゆる二段階買収を行うこと及び上場会社の株式等を上場廃止す

ることを予定している場合には、その旨を前提として意見表明について決議したこ

とを記載する。 

１．公開買付者の概要 

 

〔金銭を対価とする公開買付けが行われる場合〕 

・ 公開買付者の概要として、名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本

金、設立年月日、大株主及び持株比率、上場会社と公開買付者との関係（＊）を記

載する。 
（＊）上場会社と公開買付者の関係は、以下の事項を記載する。また、その他特筆すべき関

係（上場会社又は上場会社の関係者若しくは関係会社と公開買付者又は公開買付者の関

係者若しくは関係会社との間の関係を含む。）がある場合には以下の事項に限らずその内

容も含めて記載する。 

・ 資本関係として、最近日における上場会社と公開買付者との間の出資の状況（間

接保有分を含む。）を記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 人的関係として、直前事業年度の末日における上場会社と公開買付者との間の役

員又は従業員の派遣又は出向の状況を記載する。該当がない場合は、その旨を記載

する。 

・ 取引関係として、直前事業年度における上場会社と公開買付者との間の取引につ

いて概要を記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 関連当事者への該当状況として、直前事業年度の末日において、公開買付者が上

場会社の関連当事者に該当する場合には、関連当事者である旨及び関連当事者に該

当する事由を記載する（関連当事者に該当しない場合は、その旨を記載する。）。 

 

※ 公開買付者が個人である場合は、氏名、住所（市区町村まで）、上場会社と当

該個人の関係（上場会社と当該個人（その近親者、当該個人及びその近親者が過

半数所有している会社等並びにその子会社を含む。）との資本関係・人的関係・

取引関係）を記載する。また、その他特筆すべき関係（上場会社又は上場会社の

関係者若しくは関係会社と当該個人又は当該個人の関係者若しくは関係会社との

間の関係を含む。）がある場合には上記の事項に限らずその内容も含めて記載す

る。 

※ 公開買付者がファンドである場合は、名称、所在地、設立根拠等、組成目的、

組成日、出資の総額、出資者・出資比率・出資者の概要、業務執行組合員の概要

（名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金）、（海外ファンドの場

合には、当該ファンドの本邦内における事務連絡先（国内代理人）の概要（名

称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金））、上場会社と当該ファン

ドとの間の関係（出資の状況）、上場会社と業務執行組合員・国内代理人との間

の関係（資本関係・人的関係・取引関係）を可能な範囲で記載する。また、その

他特筆すべき関係（上場会社又は上場会社の関係者若しくは関係会社と、当該

ファンドの出資者（原出資者を含む。）又は業務執行組合員・国内代理人若しく

は業務執行組合員・国内代理人の関係者若しくは関係会社との間の関係を含

む。）がある場合には、上記の事項に限らずその内容も含めて可能な範囲で記載

する。 

 

〔上場株券等を対価とする公開買付けが行われる場合〕 

・ 上場会社及び公開買付者について、名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内

容、資本金、設立年月日、発行済株式数、決算期、従業員数、主要取引先、主要取

引銀行、大株主及び持株比率、上場会社と公開買付者の関係（＊１）、最近３年間

の財政状態及び経営成績（＊２）を記載する。 
（＊１）上場会社と公開買付者の関係は、以下の事項を記載する。また、その他特筆すべき

関係（上場会社又は上場会社の関係者若しくは関係会社と当該会社又は当該会社の関係

者若しくは関係会社との間の関係を含む。）がある場合には以下の事項に限らずその内容
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開示事項 開示・記載上の注意 
も含めて記載する。 

・ 資本関係として、最近日における上場会社と公開買付者との間の出資の状況（間

接保有分を含む。）を記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 人的関係として、直前事業年度の末日における上場会社と公開買付者との間の役

員又は従業員の派遣又は出向の状況を記載する。該当がない場合は、その旨を記載

する。 

・ 取引関係として、直前事業年度における上場会社と公開買付者との間の取引につ

いて概要を記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 関連当事者への該当状況として、直前事業年度の末日において、公開買付者が上

場会社の関連当事者に該当する場合には、関連当事者である旨及び関連当事者に該

当する事由を記載する（関連当事者に該当しない場合は、その旨を記載する。）。 

（＊２）純資産、総資産、１株当たり純資産、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に

帰属する当期純利益、１株当たり当期純利益、１株当たり配当金 

（※）連結指標等がない場合であって、かつ、子会社等がある場合には、上場会社と公開買付者

の本体とその子会社等の指標を単純合算した値を欄外に記載する。 

 

※ 上記開示事項について、追加出資、役員派遣、財政状態・経営成績の急激な変

動、取引条件変更などにより最近日までに重要な状況の変化がある場合又は今後重

要な状況の変化が見込まれる場合は、その内容も追加記載する。 

※ 複数の者が共同して公開買付けを行っている場合には、それぞれの者について記

載する。 

２．買付け等の価格 ・ 買付け等をする株券等の種類ごとに買付け等の価格を記載する。株式については

１株当たりの買付け等の価格を記載するものとし、その他の株券等についても同様

に記載する。 

※ 有価証券等を対価とする場合には、以下の内容を記載する。 

・ 当該対価とする有価証券等の種類 

・ 交換比率 

・ 有価証券等に加えて金銭を対価とする場合には、交付する金銭の額 

３．当該公開買付けに関する意見

の内容、根拠及び理由 

 

（１）意見の内容 ・ 当該公開買付けに関する意見の内容について、意見表明報告書と同等の内容を含

め、わかりやすく具体的に記載する。 

※ 公開買付けに関する意見表明における意見の内容としては、①「公開買付けに

応募することを勧める。」、②「公開買付けに応募しないことを勧める。」、③「公

開買付けに対し中立の立場をとる。」、④「意見の表明を留保する。」などが想定

されています。 
 

 

〔意見表明報告書の記載上の注意［抜粋］〕 

ａ．意見の内容については、例えば「公開買付けに応募することを勧める。」、「公開買付けに

応募しないことを勧める。」、「公開買付けに対し中立の立場をとる。」、「意見の表明を留保す

る。」等わかりやすく記載すること。 

（２）意見の根拠及び理由 ・ 当該公開買付けに関する意見の根拠及び理由について、意見表明報告書と同等の

内容を含め、わかりやすく具体的に記載する。 

※ 意思決定に至った過程については、上場会社における検討が開始された時期、

上場会社における検討の経緯、公開買付者との間の公開買付けの条件に関する交

渉の概要を記載してください。 

※ 意思決定に至った過程について、当該公開買付けの実施に至った背景や、公開

買付者の意思決定過程について公開買付者から聴取した内容を記載することも考

えられます。なお、公開買付者の意思決定過程を記載する場合、上場会社の意思

決定過程と公開買付者の意思決定過程が区別できるように記載してください。 
 

〔意見表明報告書の記載上の注意［抜粋］〕 

ｂ．根拠については、意思決定に至った過程を具体的に記載すること。 

ｃ．意見の理由については、賛否・中立を表明している場合にはその理由を、意見を留保する

場合にはその時点において意見が表明できない理由及び今後表明する予定の有無等を具体的

に記載すること。 

 

・ 当該公開買付けに応募することを勧める意見である場合には、買付け等の価格に

関する判断の理由を含め、株主に対して当該買付け等に応募することを勧めるに
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開示事項 開示・記載上の注意 

至った考え方についてわかりやすく具体的に記載する。 

 

・ 現金以外を対価として選択した公開買付けに対して当該買付け等に応募すること

を勧める場合には、その理由をわかりやすく具体的に記載する。特に、流動性が低

いなど換価が困難と考えられる財産を対価として選択した場合には、他の財産によ

る代替可能性等の観点を踏まえて理由を記載する。 

 

〔ＭＢＯ等に関して意見表明を行う場合〕 

・ ＭＢＯ等に関して意見表明を行う場合において、賛否・中立を表明している場合

には、ＭＢＯ等の実施による上場会社の企業価値の向上に関する判断の内容を含

め、その理由をわかりやすく具体的に記載する。 

・ ＭＢＯ等に関して意見表明を行う場合において、当該公開買付けに応募すること

を勧める意見である場合には、買付け等の価格に関する判断の理由（＊）、及び、

公正な手続きを通じた株主利益への配慮に関する説明を含め、株主に対して当該Ｍ

ＢＯ等に応募することを勧めるに至った考え方についてわかりやすく具体的に記載

する。 

（＊）例えば、算定結果の合理性を確認したうえで、買付け等の価格が算定結果

と比較して合理的な水準にあるかといった観点から判断の理由を説明するこ

とが考えられます。なお、算定の前提条件において考慮されていない事象が

ある場合（例えば、市場株価法を用いる場合で、公開買付けに関する意見表

明と同時に業績予想の大幅な上方修正を行う場合など）や、特殊な前提条件

が存在する場合には、これらを踏まえて買付け等の価格に関する判断の理由

について記載してください。 

また、当該取引の公表前短期間に業績の大幅な下方修正その他株価が大幅

に下落する開示を行った場合には、これらを踏まえて買付け等の価格に関す

る判断の理由について記載してください。 

（３）算定に関する事項 ・ 算定機関から算定書を取得した場合には、以下の事項を記載する。 

・ 算定機関から算定書を取得しない場合は、その旨を記載する。 

① 算定機関の名称並び

に上場会社及び公開買

付者との関係 

・ 算定機関の名称を記載する。 

・ 算定機関について重要な利害関係がある場合（＊）は、その関係の内容及び重要

な利害関係がある算定機関に算定を依頼することとした理由を記載する。また、そ

の場合において、弊害防止措置等を講じているときは当該措置の内容を記載する。 

（＊）① 算定機関が関連当事者に該当する場合、② 公開買付者（公開買付者

の株主、役員、フィナンシャルアドバイザー等を含む。）から斡旋又は紹介

を受けた算定機関に依頼した場合、③ 算定機関が上場会社・公開買付者の

双方から依頼を受ける場合、④ 算定機関又はその関係会社（その子会社を

含む。）から当事会社が投融資を受けている場合 などが考えられます。 

・ 重要な利害関係がない場合には、その旨を記載する。 

② 算定の概要 ・ 具体的な算定方式、当該算定方式を採用した理由、各算定方式の算定結果の数値

（レンジ可）及び各算定方式の算定の重要な前提条件（＊）を記載する。また、そ

れに加えて、主として用いた算定方式がある場合にはその旨及び当該算定方式を主

として用いた理由を記載する。 

（＊）① 市場株価法を用いた場合は、市場価格の計算対象期間、算定基準日及

び算定基準日が算定書作成日当日又はその前営業日でない場合には当該日を

基準日とした理由を記載する。また、② ディスカウンテッド・キャッ

シュ・フロー法を用いた場合であって、買付け等の価格の算定の前提とした

財務予測で大幅な増減益を見込んでいるときは、前提とした財務予測の概要

（計数を含む。）と増減益の要因（大幅な増減益を見込んでいないときは、

その旨）など算定の前提条件を記載する。 

（注）「大幅な増減益」に該当するかどうかについては、各当事会社の当

該公開買付け実施後５事業年度のいずれかにおいて、各々の前事業年

度と比較して、利益の増加又は減少見込額が３０％未満であるか否か

を目安とする。 

 

〔ＭＢＯ等に関して意見表明を行う場合〕 
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開示事項 開示・記載上の注意 

・ ＭＢＯ等に関して意見表明を行う場合には、算定の重要な前提条件として、上記

の（＊）に代えて、市場株価法、類似会社比較法及びディスカウンテッド・キャッ

シュ・フロー法については、以下の内容を含めて記載する。その他の算定手法につ

いては以下の内容に準じて重要な前提条件を記載する。 

① 市場株価法 

・算定基準日、計算対象期間及び算定基準日が算定書作成日当日又はその

前営業日でない場合には、当該日を基準日とした理由 

・計算方法（終値単純平均か加重平均かの別） 

・その他特殊な前提条件がある場合には、その内容 

② 類似会社比較法 

・比較対象として選択した類似会社の名称及び当該会社を選択した理由 

・マルチプルとして用いた指標（ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ、ＰＥＲ、ＰＢＲな

ど） 

・その他特殊な前提条件がある場合には、その内容 

③ ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法 

・算定の前提とした財務予測（各事業年度における売上高、営業利益、Ｅ

ＢＩＴＤＡ及びフリー・キャッシュ・フローを含む。）の具体的な数値 

※ 上場維持を前提とする場合を除く。 

・算定の前提とした財務予測の出所 

・算定の前提とした財務予測が当該取引の実施を前提とするものか否か 

・算定の前提とした財務予測で大幅な増減益を見込んでいるときは、当該

増減益の要因 

※ 上場維持を前提とする場合は、算定の前提とした財務予測で大

幅な増減益を見込んでいるときはその概要（計数を含む。）及び増

減益の要因を記載し、算定の前提とした財務予測で大幅な増減益

を見込んでいないときはその旨を記載する。 

※ 「大幅な増減益」に該当するかどうかについては、各当事会社

の当該公開買付け実施後５事業年度のいずれかにおいて、各々の

前事業年度と比較して、利益の増加又は減少見込額が３０％未満

であるか否かを目安とする。 

・割引率の具体的な数値（レンジ可） 

・継続価値の算定手法及び算定に用いたパラメータの具体的な数値（レン

ジ可） 

・その他特殊な前提条件がある場合には、その内容 

（４）上場廃止となる見込み及

びその事由 

・ 当該公開買付けにより上場廃止となる見込みがある場合には、その旨及びその事

由を記載する。また、対価が上場株式（東証以外の国内金融商品取引所に上場して

いる株式を含む。）である場合は、その旨も記載する。 

※ 上場廃止となる見込みがない場合には、その旨を記載する。 

・ 当該公開買付けにより上場廃止となる見込みがある場合であって、当該公開買付

けに応募することを勧める意見であるときは、下記事項を記載する。 

・ 上場廃止を目的とする理由 

・ 少数株主への影響及びそれに対する考え方 

（５）いわゆる二段階買収に関

する事項 

・ 買付け等の後、株式の全部取得等の行為を行うことにより、上場会社が買収され

る予定があることを把握している場合には、その旨及び予定されている二段目の株

式の全部取得等の行為に関して、原則として、以下の事項を記載する。 

・ 二段目の株式の全部取得その他の行為の予定時期 

・ 完全に買収される手段及びその対価 

・ 一段目（公開買付け）の買付価格と二段目（株式の全部取得等）の対価に

差がある場合はその内容及び差額を設ける理由 

※ 二段階買収については、一段目・二段目それぞれの対価等の条件や株主への条

件の提示方法によっては、公開買付けへの応募を事実上強要するような威圧的買

収と受け止められる場合があり得ます。二段目の条件が一段目の条件と同等であ

れば問題は生じにくいものと思われますが、二段目の条件が一段目の条件よりも

株主にとって不利となる場合には問題が生じると考えられるため、十分な検討が

必要となります。また、やむを得ず、一段目の開示時点において二段目の条件を
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開示事項 開示・記載上の注意 

決定できない事情がある場合においても、できる限り二段目で対価等の条件を決

定するための要素や決定時期の見込みに関する説明を記載するなど、透明性の向

上に努めてください。 
 

〔ＭＢＯ等に関して意見表明を行う場合〕 

・ 二段目の行為に株式買取請求権又は価格決定請求権が確保できないスキームを採

用する場合や、ＭＢＯ等において大多数の株式を取得した場合であっても二段目の

株式の全部取得等の行為を実施しない場合は、これらの理由をわかりやすく具体的

に記載する。 

（６）公正性を担保するための

措置 

・ 次に掲げる場合には、公正性を担保するための措置の内容をわかりやすく具体的

に記載する。特段の措置を講じていない場合にはその旨を記載する。 

・ 上場廃止となることが見込まれる公開買付けに関して応募することを勧め

る旨の意見表明をする場合 

・ ＭＢＯ等に関して意見表明を行う場合 

・ その他特に当該公開買付けに関する意見表明の公正性を担保する必要があ

ると判断される事情がある場合 

※ 公正性を担保するための措置の例としては、意思決定過程における恣意性を排

除する観点から、算定機関から当該意見表明の内容に関する見解を記載した書面

（公正性に関する評価を含む。）を取得することや、意思決定方法に関し、弁護

士・アドバイザー等による独立したアドバイスを取得し、その名称並びに公開買

付者及び上場会社との間における重要な利害関係の有無及びその内容を明らかに

すること、また、必要に応じてそのアドバイスの内容を説明することなどが考え

られます。 

また、価格の適正性を担保する客観的状況を確保する観点から、公開買付期間

を比較的長期（３０営業日以上）に設定することにより対抗的ＴＯＢの機会を提

供することや、公開買付者との間で、上場会社による対抗者との接触等を過度に

制限するような内容の合意等（いわゆる取引保護条項）を行わないことなどが考

えられます。 

※ 算定機関から公正性に関する評価（いわゆる「フェアネス・オピニオン」）を

取得している場合にはその内容を記載する（取得していない場合にはその旨を記

載する。）。 

 

〔ＭＢＯ等に関して意見表明を行う場合〕 

・ 公正性を担保するための措置に関し、それぞれ以下の内容を含めて記載する。 

・算定機関から算定書を取得した旨。 

・弁護士・アドバイザー等による独立したアドバイスを取得した場合には、そ

の名称並びに公開買付者及び上場会社との間における重要な利害関係の有無

及びその内容。弁護士・アドバイザー等に途中で変更があった場合には、そ

の旨及びその理由。 

・公開買付者との間で、上場会社による対抗者との接触等を過度に制限するよ

うな内容の合意等（いわゆる取引保護条項）をした場合には、その内容及び

当該合意等をした理由。 

・公開買付期間が短期間に設定されている場合において、公開買付期間の延長

請求を行わない場合は、その理由。 

（７）利益相反を回避するため

の措置 

・ 次に掲げる場合には、利益相反を回避するための措置の内容をわかりやすく具体

的に記載する。特段の措置を講じていない場合にはその旨を記載する。 

・ ＭＢＯ等に関して意見表明を行う場合 

・ その他特に当該公開買付けに関する意見表明に関し利益相反を回避する必

要があると判断される事情がある場合 

※ 利益相反を回避するための措置の例としては、当該意見表明に至る意思決定の

過程において利害関係を有する取締役及び監査役の関与を排除することや、当該

意見表明に利害関係を有しない社外監査役又は社外取締役が関与すること、取締

役会から独立した特別委員会を設置し、当該公開買付けに関する意見表明に関し

諮問すること、当該特別委員会に公開買付者との間で交渉を行うことを委嘱する

ことなどが考えられます。 
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開示事項 開示・記載上の注意 

〔ＭＢＯ等に関して意見表明を行う場合〕 

・ 利益相反を回避するための措置に関し、それぞれ以下の内容を含めて記載する。 

・当該意見表明に利害関係を有する取締役及び監査役に関し、利害関係の内容

及び上場会社の意思決定に至る過程への関与の有無。 

※ 取締役又は監査役が公開買付者との間で公開買付け後の役職員への就

任等に関して合意している場合には、その内容を記載する。 

・取締役会から独立した特別委員会を設置した場合には、その概要（特別委員

会を構成する各委員の氏名・職業など）。特別委員会の構成に途中で変更が

あった場合には、その旨及びその理由。 

・取締役会から独立した特別委員会又は独立役員に対し、当該公開買付けに関

する意見表明に関する諮問をした場合には、諮問の内容及び諮問に対する答

申の内容（その理由を含む。）。 

・取締役会から独立した特別委員会又は独立役員に対し、公開買付者との間で

交渉を行うことを委嘱した場合には、その旨。 

・利害関係を有する取締役及び監査役を除く取締役及び監査役全員の承認を受

けている場合には、その旨。受けていない場合には、その理由。 

４．公開買付者と自社株主・取締

役等との間における公開買付け

への応募に係る重要な合意に関

する事項 

・ 公開買付開始前の、公開買付者と自社の株主との間における、公開買付けへの応

募に係る重要な合意の有無について、上場会社が把握している範囲で記載する。 

・ 公開買付者と上場会社の取締役との間における公開買付けへの応募に係る重要な

合意に関する事項の有無及びかかる合意がある場合はその内容を記載する。 

５．公開買付者又はその特別関係

者による利益供与の内容 

・ 意見表明報告書と同等の内容を記載する。 
 

〔意見表明報告書の記載上の注意［抜粋］〕 

・ 公開買付者又はその特別関係者（金商法第２７条の５第２号の規定による申出を金融庁長

官に行った者を除く。）が報告者の役員に利益の供与を約している場合には、その内容を記

載すること。 

６．会社の支配に関する基本方針

に係る対応方針 

・ 意見表明報告書と同等の内容を記載する。 
 

〔意見表明報告書の記載上の注意［抜粋］〕 

・ 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に照らして不適切な者

によって会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み（いわ

ゆる買収防衛策）等を行う予定の有無及び予定がある場合にはその内容を具体的に記載する

こと。 

７．公開買付者に対する質問 ・ 意見表明報告書と同等の内容を記載する。 
 

〔意見表明報告書の記載上の注意［抜粋］〕 

・ 公開買付者に対して当該公開買付けに関する質問がある場合はその質問の内容を記載する

こと。ない場合には「該当事項なし」と記載すること。 

８．公開買付期間の延長請求 ・ 意見表明報告書と同等の内容を記載する。 
 

〔意見表明報告書の記載上の注意［抜粋］〕 

・ 金商法第２７条の３第１項の規定による公開買付開始公告に記載された買付け等の期間を

政令で定める期間に延長することを請求する場合はその旨、金商法第２７条の１０第３項の

規定による延長後の買付け等の期間が３０日（行政機関の休日の日数は、算入しない。）とな

る旨、延長後の期間の末日及び延長請求する理由を具体的に記載すること。請求しない場合

には「該当事項なし」と記載すること。 

９．今後の見通し ・ 公開買付け後における経営体制の予定、方針・計画等がある場合は、その内容を

記載する（外部説明において目標値・計画値などを用いる又は用いることを想定し

ている場合は、原則としてそれらを含めて記載する。）。 

・ その他投資者が会社情報を適

切に理解・判断するために必要

な事項 

 

・ 支配株主との取引等に関する

事項〔本行為が支配株主との取

引等に関するものである場合〕 

・ 当該取引が支配株主との取引等である旨を記載する。 

・ 当該取引の「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関す

る指針」との適合状況を記載する。 

・ 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項に

ついて記載する。 
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開示事項 開示・記載上の注意 

・ 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と

利害関係のない者から入手した意見の概要について記載する。 

※ 意見の入手日、入手先、内容（その理由を含む）の概要がわかるように記載す

る。 

※ 支配株主との取引等には、支配株主に加え、施行規則で定める者との取引が含

まれます。詳細については「第３編第１章 【支配株主との重要な取引等に係る

企業行動規範に関する実務上の留意事項等】」を参照してください。 

※ 支配株主との取引等に関するものである場合とは、支配株主その他施行規則で

定める者が上場会社株式に対して行う公開買付けに関する意見表明、又は、第三

者が支配株主その他施行規則で定める者からの取得を前提として上場会社株式に

対して行う公開買付けに関する意見表明等が該当します。 

○（参考）買付け等の概要 ・ 上場会社が公開買付者との間においてあらかじめ当該公開買付けに関して合意を

行っている場合には、当該公開買付けの概要を参考として記載又は当該公開買付け

に係る開示資料を添付する。 

 

 

③ 公開買付者からの対質問回答報告書の提出時の開示 

自社の株券等に対する公開買付けに関して、公開買付者から対質問回答報告書の提出が行われたこ

とを知った時点で、その旨を開示してください（公開項目は、「公開買付けに関する意見表明等」を

選択してください。）。 
 

※ 公開買付けを行う者が上場会社である場合を除き、当該者による記者発表資料を入手できる場合に

は、これを自社の開示資料に参考資料として添付して開示を行うようにしてください。 
 

※ 開示資料の表題は、買付者の名称及び対質問回答報告書が提出されたことが判別できる表題として

ください。 

（例）「○○○○株式会社による当社株券に対する公開買付けに係る対質問回答報告書の提出につ

いて」 

（注）金商法第２７条の１０に規定する対質問回答報告書による回答以外に、公開買付けに係る対象者からの質問

に対する回答等を行う場合であって、投資者が買付け等への応募の是非を判断するために情報提供することが

有用と考えられるときは、適時かつ適切に開示することが求められます。 
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13．事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社の業務執行を決定する機関が、「事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け」を行うことについ

ての決定をした場合であって、かつ、当該内容が以下に掲げる基準のいずれかに該当する場合（該当し

ないことが明らかでない場合を含む。）は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 
 

ａ．事業の全部又は一部を譲渡する場合 

（ａ）直前連結会計年度の末日における事業の譲渡に係る資産の帳簿価額が、同日における連結

純資産の３０％に相当する額以上 

（ｂ）事業の譲渡の予定日の属する連結会計年度又はその翌連結会計年度のいずれかにおいて、

当該事業の譲渡による連結売上高の減少見込額が、直前連結会計年度の連結売上高の１０％

に相当する額以上 

（ｃ）事業の譲渡の予定日の属する連結会計年度又はその翌連結会計年度のいずれかにおいて、

当該事業の譲渡による連結経常利益の増加又は減少見込額が、直前連結会計年度の連結経常

利益の３０％に相当する額以上（＊） 

（ｄ）事業の譲渡の予定日の属する連結会計年度又はその翌連結会計年度のいずれかにおいて、

当該事業の譲渡による親会社株主に帰属する当期純利益の増加又は減少見込額が、直前連結

会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益の３０％に相当する額以上（＊） 

（ｅ）取引規制府令第４９条第１項第８号イに掲げる事項に該当しない場合 
 

ｂ．事業の全部又は一部を譲り受ける場合 

（ａ）事業の譲受けによる資産の増加見込額が、直前連結会計年度の末日における連結純資産の

３０％に相当する額以上 

（ｂ）事業の譲受けの予定日の属する連結会計年度又はその翌連結会計年度のいずれかにおい

て、当該事業の譲受けによる連結売上高の増加見込額が、直前連結会計年度の連結売上高の

１０％に相当する額以上 

（ｃ）事業の譲受けの予定日の属する連結会計年度又はその翌連結会計年度のいずれかにおい

て、当該事業の譲受けによる連結経常利益の増加又は減少見込額が、直前連結会計年度の連

結経常利益の３０％に相当する額以上（＊） 

（ｄ）事業の譲受けの予定日の属する連結会計年度又はその翌連結会計年度のいずれかにおい

て、当該事業の譲受けによる親会社株主に帰属する当期純利益の増加又は減少見込額が、直

前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益の３０％に相当する額以上（＊） 

（ｅ）取引規制府令第４９条第１項第８号ロ及びハに掲げる事項に該当しない場合 

 

（＊）ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の２％に満たない場合又は

直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の１％に満たない

場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「第７章【利益が少額の場合

の開示基準の特例について】」を参照してください。 
 

 ※ 連結財務諸表非作成会社については、「連結会計年度」を「事業年度」、「連結純資産」を「純

資産」、「連結売上高」を「売上高」、「連結経常利益」を「経常利益」、「親会社株主に帰属する

当期純利益」を「当期純利益」と読み替えてください。 

 ※ ＩＦＲＳ任意適用会社については、「連結純資産」を「資本合計」、「親会社株主に帰属する当

期純利益」を「親会社の所有者に帰属する当期利益」と読み替えてください。また、「連結経常

利益」に係る基準は適用しません。 

 ※ 取引規制府令の内容については、上場会社ナビより「適時開示項目に関連する条文一覧」を

参照してください。 

 

【上場規程第４０２条第１号ｍ、施行規則第４０１条第１項第２号】 
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（注）この事実の決定による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、業績に大きな影

響が出ない場合でも、この事実の決定による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必要

となります。 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 「事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け」と併せて他の適時開示項目（例えば、「業務上の提携又は

業務上の提携の解消」、「新たな事業の開始」等）に該当する場合があります。また、当連結会計年度

中に事業の譲渡又は譲受けに係る期日が到来する場合等であって、経営成績等に与える影響の程度を

踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要

となることも考えられます。なお、他の適時開示項目の詳細については、当該他の項目に係る取扱い

等を参照してください。 

 

〔その他の注意事項〕 

〇 不適当合併等に係る上場廃止審査について 

「事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け」を行う場合については、上場規程に基づく不適当合併等

に係る上場廃止審査の対象となる場合があります。詳細は、「第３編第２章 【不適当合併等に係る

上場廃止審査の概要】」を参照してください。 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 
 

ａ．譲渡（譲受け）の理由 

ｂ．事業の譲渡（譲受け）の内容 

（ａ）譲渡（譲受け）部門の内容 

（ｂ）譲渡（譲受け）部門の直前事業年度における売上高及び経常利益 

（ｃ）譲渡（譲受け）部門の資産・負債の項目及び金額 

（ｄ）譲渡（譲受け）価額及び決済方法 

（ｅ）簡易又は略式手続による場合はその旨 

ｃ．相手先の概要 

・ 名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、設立年月日、直前事業年度の純資産及

び総資産、大株主及び持株比率（把握している場合には可能な範囲で記載する。）、上場会社と当該

会社の関係（＊）を記載する。 
（＊）上場会社と当該会社の関係は、以下の事項を記載する。また、その他特筆すべき関係（上場会社又は上場

会社の関係者若しくは関係会社と当該会社又は当該会社の関係者若しくは関係会社との間の関係を含む。）

がある場合には以下の事項に限らずその内容も含めて記載する。 

・ 資本関係として、最近日における上場会社と当該会社との間の出資の状況（間接保有分を含む。）を

記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 人的関係として、直前事業年度の末日における上場会社と当該会社との間の役員又は従業員の派遣又

は出向の状況を記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 取引関係として、直前事業年度における上場会社と当該会社との間の取引について概要を記載する。

該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 関連当事者への該当状況として、直前事業年度の末日において、当該会社が上場会社の関連当事者に

該当する場合には、関連当事者である旨及び関連当事者に該当する事由を記載する（関連当事者に該当

しない場合は、その旨を記載する。）。 

※ 相手先が個人である場合は、氏名、住所（市区町村まで）、上場会社と当該個人の関係（上場会社

と当該個人（その近親者、当該個人及びその近親者が過半数所有している会社等並びにその子会社

を含む。）との資本関係・人的関係・取引関係）を記載する。また、その他特筆すべき関係（上場会

社又は上場会社の関係者若しくは関係会社と当該個人又は当該個人の関係者若しくは関係会社との

間の関係を含む。）がある場合には上記の事項に限らずその内容も含めて記載する。 
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※ 相手先がファンドである場合は、名称、所在地、設立根拠等、組成目的、組成日、出資の総額、

出資者・出資比率・出資者の概要、業務執行組合員の概要（名称、所在地、代表者の役職・氏名、

事業内容、資本金）、（海外ファンドの場合には、当該ファンドの本邦内における事務連絡先（国内

代理人）の概要（名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金））、上場会社と当該ファ

ンドとの間の関係（出資の状況）、上場会社と業務執行組合員・国内代理人との間の関係（資本関

係・人的関係・取引関係）を可能な範囲で記載する。また、その他特筆すべき関係（上場会社又は

上場会社の関係者若しくは関係会社と、当該ファンドの出資者（原出資者を含む。）又は業務執行組

合員・国内代理人若しくは業務執行組合員・国内代理人の関係者若しくは関係会社との間の関係を

含む。）がある場合には、上記の事項に限らずその内容も含めて可能な範囲で記載する。 

※ 上記開示事項について、追加出資、役員派遣、財政状態・経営成績の急激な変動、取引条件変更

などにより最近日までに重要な状況の変化がある場合又は今後重要な状況の変化が見込まれる場合

は、その内容も追加記載する。 

ｄ．譲渡（譲受け）の日程 

ｅ．会計処理の概要 

・ 該当することが見込まれる会計上の分類（取得、逆取得、共同支配企業の形成、共通支

配下の取引の別）を記載する。 

・ 取得又は逆取得の場合であって、のれんが発生する見込みであるときは、のれんの正負

の別及び公表時点で見込まれるのれんの概算金額を連結・単体の双方について記載する。 

※ のれんの概算金額が当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純利益の３０％未満

であると見込まれる場合には、影響が軽微なものと見込まれる旨の記載で差し支えな

いものとする。 

ｆ．今後の見通し 

・ 当期以降の業績に与える影響の見込みを記載する。 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｇ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

（本行為が支配株主との取引等に関するものである場合） 

○ 支配株主との取引等に関する事項 

・ 当該取引が支配株主との取引等である旨を記載する。 

・ 当該取引の「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」

との適合状況を記載する。 

・ 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項について

記載する。 

・ 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関

係のない者から入手した意見の概要について記載する。 

※ 意見の入手日、入手先、内容（その理由を含む）の概要がわかるように記載する。 

※ 支配株主との取引等には、支配株主に加え、施行規則で定める者との取引が含まれ

ます。詳細については「第３編第１章 【支配株主との重要な取引等に係る企業行動

規範に関する実務上の留意事項等】」を参照してください。 

 

○（参考）当期業績予想及び前期実績 

・ 参考として、上場会社が当連結会計年度に係る業績予想を公表している場合には、公表

がされた直近の予想値の内容（事業の譲渡又は譲受けを行うことについての決定に際して

当連結会計年度に係る業績予想を新たに算出した場合には、新たな予想値の内容）及び前

連結会計年度における実績を記載する。 

※ 事業の譲渡若しくは譲受けを行うことについての決定に際して当連結会計年度に係

る業績予想を新たに算出していない場合又は事業の譲渡若しくは譲受けの業績に与え

る影響が見込まれない場合においても、当該内容を記載する。 

※ 新たに算出した予想値を記載する場合において、事業の譲渡又は譲受けによる影響

以外の要素を考慮している場合には、その内容等についても、「業績予想の修正等」の

適時開示を行う場合に準じて記載することが望ましい。 
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14．解散（合併による解散を除く。） 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社の業務執行を決定する機関が、「解散」（合併による解散を除く。）を行うことについての決

定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４０２条第１号ｎ】 
 

 

（注）上場会社が合併により解散する場合は、「合併」として取り扱われます。 

 

〔その他の注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 上場会社の「解散」は、上場規程に基づき上場廃止の対象となりますが、上場会社が債務超過又は

支払不能に陥り又は陥るおそれがあることなどにより営業活動の継続について困難である旨又は断念

する旨を取締役会等において決議又は決定した場合には、当該決議又は決定の時点で上場廃止の対象

となり、それ以外の場合には解散に係る株主総会決議があった時点で上場廃止の対象となります。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．解散の理由 

ｂ．日程 

ｃ．今後の見通し 

・ 残余財産の分配等に関する今後の見通しを記載する。 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｄ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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15．新製品又は新技術の企業化 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社の業務執行を決定する機関が、「新製品又は新技術の企業化」を行うことについての決定を

した場合であって、かつ、当該内容が以下に掲げる基準のいずれかに該当する場合（該当しないことが

明らかでない場合を含む。）は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

 

ａ．新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始予定日の属する連結会計年度の開始の日から、

３年以内に開始する各連結会計年度のいずれかにおいて、当該企業化による連結売上高の増加見

込額が直前連結会計年度の連結売上高の１０％に相当する額以上 

ｂ．新製品の販売又は新技術を利用した事業の開始のために特別に支出する見込額が、直前連結会

計年度の末日における連結固定資産の帳簿価額の１０％に相当する額以上 

ｃ．取引規制府令第４９条第１項第９号に定める事項に該当しない場合 

 

※ 連結財務諸表非作成会社については、「連結会計年度」を「事業年度」、「連結売上高」を「売

上高」、「連結固定資産」を「固定資産」と読み替えてください。 

※ 取引規制府令の内容については、上場会社ナビより「適時開示項目に関連する条文一覧」を

参照してください。 

 

【上場規程第４０２条第１号ｏ、施行規則第４０１条第１項第３号】 
 

 

（注）この事実の決定による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、業績に大きな影

響が出ない場合でも、この事実の決定による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必要

となります。 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 当連結会計年度中に新製品又は新技術の企業化の開始日が到来する場合等であって、経営成績等に

与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修

正等」の開示が必要となることも考えられます。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．新製品等の内容 

※ 既存製品等との相違等を含め記載する。 

ｂ．新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始時期 

ｃ．新製品等の連結売上高への影響 

ｄ．新製品等の企業化のために特別に支出する額 

ｅ．相手先の概要 

※ 特定の相手先が取引の多くを占める場合に、相手先の概要を記載する。 

※ 記載すべき内容は「第１章 16．業務上の提携又は業務上の提携の解消」における開示



第２編第１章  上場会社の決定事実 

東京証券取引所 会社情報適時開示ガイドブック 2024 年 4 月 
copyright © 2024 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved. 150

事項「ｃ．提携又は提携解消の相手先の概要」を参照。 

ｆ．今後の見通し 

・ 当期以降の業績に与える影響の見込みを記載する。 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｇ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

（本行為が支配株主との取引等に関するものである場合） 

○ 支配株主との取引等に関する事項 

・ 当該取引が支配株主との取引等である旨を記載する。 

・ 当該取引の「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」

との適合状況を記載する。 

・ 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項について

記載する。 

・ 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関

係のない者から入手した意見の概要について記載する。 

※ 意見の入手日、入手先、内容（その理由を含む）の概要がわかるように記載する。 

※ 支配株主との取引等には、支配株主に加え、施行規則で定める者との取引が含まれま

す。詳細については「第３編第１章 【支配株主との重要な取引等に係る企業行動規範

に関する実務上の留意事項等】」を参照してください。 

※ 支配株主との取引等に関するものである場合とは、例えば、新製品等の主たる取引先

として支配株主その他施行規則で定める者を見込んでいる場合が該当します。 

 

○（参考）当期業績予想及び前期実績 

・ 参考として、上場会社が当連結会計年度に係る業績予想を公表している場合には、公表

がされた直近の予想値の内容（新製品又は新技術の企業化を行うことについての決定に際

して当連結会計年度に係る業績予想を新たに算出した場合には、新たな予想値の内容）及

び前連結会計年度における実績を記載する。 

※ 新製品又は新技術の企業化を行うことについての決定に際して当連結会計年度に係る

業績予想を新たに算出していない場合又は新製品又は新技術の企業化の業績に与える影

響が見込まれない場合においても、当該内容を記載する。 

※ 新たに算出した予想値を記載する場合において、新製品又は新技術の企業化による影

響以外の要素を考慮している場合には、その内容等についても、「業績予想の修正等」

の適時開示を行う場合に準じて記載することが望ましい。 
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16．業務上の提携又は業務上の提携の解消 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社の業務執行を決定する機関が、「業務上の提携」又は「業務上の提携の解消」を行うことに

ついての決定をした場合であって、かつ、当該内容が以下に掲げる基準のいずれかに該当する場合（該

当しないことが明らかでない場合を含む。）は、直ちにその内容を開示することが義務付けられていま

す。 

 

ａ．業務上の提携 

（ａ）業務上の提携の予定日の属する連結会計年度の開始日から、３年以内に開始する各連結会

計年度のいずれかにおいて、当該業務上の提携による連結売上高の増加見込額が、直前連結

会計年度の連結売上高の１０％に相当する額以上 

（ｂ）取引規制府令第４９条第１項第１０号イに掲げる事項に該当しない場合 
 

ｂ．業務上の提携の解消 

（ａ）業務上の提携の解消の予定日の属する連結会計年度の開始日から、３年以内に開始する各

連結会計年度のいずれかにおいて、当該業務上の提携の解消による連結売上高の減少見込額

が、直前連結会計年度の連結売上高の１０％に相当する額以上 

（ｂ）取引規制府令第４９条第１項第１０号ロに掲げる事項に該当しない場合 
 

ｃ．資本提携を伴う業務上の提携又は業務上の提携の解消 

（ａ）新たに取得する相手方の会社の株式又は持分の取得予定価額（業務上の提携の解消の場合

は、取得している相手方の株式若しくは持分の帳簿価額）が、直前連結会計年度の末日にお

ける連結純資産と連結資本金のいずれか大きい金額の１０％に相当する額以上 

（ｂ）業務提携の相手方によって新たに取得される予定の株式数（業務上の提携の解消の場合

は、相手方に取得されている株式数）が、直前連結会計年度の末日における発行済株式総数

の５％超 
 

ｄ．合弁会社の設立を伴う業務上の提携又は業務上の提携の解消 

（ａ）合弁会社の設立予定日から３年以内に開始する当該合弁会社の事業年度のいずれかの末日

における総資産の予想帳簿価額に合弁会社設立時の出資比率（所有する株式の数又は持分の

価額を発行済株式の総数又は出資の総額で除して得た数値をいう。以下本項目において同

じ。）を乗じて得たもの（又は合弁会社の直前事業年度の末日における総資産の帳簿価額に出

資比率を乗じて得たもの）が、上場会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産の３

０％に相当する額以上 

（ｂ）合弁会社の設立予定日から３年以内に開始する当該合弁会社の事業年度のいずれかにおけ

る予想売上高に出資比率を乗じて得たもの（又は合弁会社の直前事業年度における売上高に

出資比率を乗じて得たもの）が、上場会社の直前連結会計年度における連結売上高の１０％

に相当する額以上 
 

 ※ 連結財務諸表非作成会社については、「連結会計年度」を「事業年度」、「連結売上高」を「売

上高」、「連結純資産」を「純資産」、「連結資本金」を「資本金」と読み替えてください。 

 ※ ＩＦＲＳ任意適用会社については、「連結純資産」を「資本合計」と読み替えてください。 

 ※ 取引規制府令の内容については、上場会社ナビより「適時開示項目に関連する条文一覧」を

参照してください。 

 

【上場規程第４０２条第１号ｐ、施行規則第４０１条第１項第４号】 

（注）この事実の決定による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、業績に大きな影

響が出ない場合でも、この事実の決定による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必要

となります。 
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〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 「業務上の提携」には、仕入・販売に関する提携、委託生産に関する提携、製品開発に関する提携、

業務全般に係る包括的な提携などが含まれます。なお、業務上の協力関係が付随しない単なる株式の

持合い（資本提携）や役員の派遣（人事提携）等は、業務上の提携には含まれません。 

 

③ 「業務上の提携」と併せて他の適時開示項目（例えば、「事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け」、

「子会社等の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他の子会社等の異動を伴う事項（合弁会社

が子会社等に該当する場合など）」、「固定資産の譲渡又は取得、リースによる固定資産の賃貸借」、「新

たな事業の開始」等）に該当する場合があります。また、当連結会計年度中に業務上の提携の開始日

が到来する場合等であって、経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値

を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。詳細は、

当該項目に係る取扱い等を参照してください。 

 

〔その他の注意事項〕 

〇 不適当合併等に係る上場廃止審査について 

「業務上の提携」を行う場合については、上場規程に基づく不適当合併等に係る上場廃止審査の対

象となる場合があります。詳細は、「第３編第２章 【不適当合併等に係る上場廃止審査の概要】」を

参照してください。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．提携又は提携解消の理由 

ｂ．提携又は提携解消の内容等 

・ 提携又は提携解消の内容を記載する。 

※ また、以下のいずれかに該当する場合には、次の事項を含めて記載する。 

（イ）資本提携を行う場合 

・ 新たに取得する相手方の株式又は持分の取得価額 

・ 相手方に新たに取得される株式の数及び発行済株式数に対する割合 

（ロ）資本提携の解消を行う場合 

・ 取得している相手方の株式又は持分の帳簿価額 

・ 相手方に取得されている株式の数及び発行済株式数に対する割合 

（ハ）合弁会社を設立する場合 

・ 合弁会社の概要 

・ 名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、設立年月

日、決算期、純資産及び総資産、合弁会社に対する出資比率を記載す

る。 

・ 合弁会社の業績の見通し 

・ 当該合弁会社の業績の見通しを可能な範囲で記載する。 

（二）合弁会社を設立して行っている業務提携を解消する場合 

・ 合弁会社の概要 

・ 名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、設立年月
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日、決算期、純資産及び総資産、合弁会社に対する出資比率を記載す

る。 

ｃ．提携又は提携解消の相手先の概要 

・ 名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、設立年月日、大株主及び持株比率、上

場会社と当該会社の関係（＊１）、最近３年間の財政状態及び経営成績（＊２）を記載する。 
（＊１）上場会社と当該会社の関係は、以下の事項を記載する。また、その他特筆すべき関係（上場会社又は上

場会社の関係者若しくは関係会社と当該会社又は当該会社の関係者若しくは関係会社との間の関係を含む。）

がある場合には以下の事項に限らずその内容も含めて記載する。 

・ 資本関係として、最近日における上場会社と当該会社との間の出資の状況（間接保有分を含む。）を

記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 人的関係として、直前事業年度の末日における上場会社と当該会社との間の役員又は従業員の派遣又

は出向の状況を記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 取引関係として、直前事業年度における上場会社と当該会社との間の取引について概要を記載する。

該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 関連当事者への該当状況として、直前事業年度の末日において、当該会社が上場会社の関連当事者に

該当する場合には、関連当事者である旨及び関連当事者に該当する事由を記載する（関連当事者に該当

しない場合は、その旨を記載する。）。 

（＊２）純資産、総資産、１株当たり純資産、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、

１株当たり当期純利益、１株当たり配当金 

（※）連結指標等がない場合であって、かつ、子会社等がある場合には、当該会社の本体とその子会社の

指標を単純合算した値を欄外に記載する。 

※ 上記開示事項について、追加出資、役員派遣、財政状態・経営成績の急激な変動、取引条件変更

などにより最近日までに重要な状況の変化がある場合又は今後重要な状況の変化が見込まれる場合

は、その内容も追加記載する。 

ｄ．提携又は提携解消の日程 

ｅ．今後の見通し 

・ 当期以降の業績に与える影響の見込みを記載する。 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｆ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

（本行為が支配株主との取引等に関するものである場合） 

○ 支配株主との取引等に関する事項 

・ 当該取引が支配株主との取引等である旨を記載する。 

・ 当該取引の「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」

との適合状況を記載する。 

・ 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項について

記載する。 

・ 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関

係のない者から入手した意見の概要について記載する。 

 ※ 意見の入手日、入手先、内容（その理由を含む）の概要がわかるように記載する。 

※ 支配株主との取引等には、支配株主に加え、施行規則で定める者との取引が含まれま

す。詳細については「第３編第１章 【支配株主との重要な取引等に係る企業行動規範

に関する実務上の留意事項等】」を参照してください。 

 

○（参考）当期業績予想及び前期実績 

・ 参考として、上場会社が当連結会計年度に係る業績予想を公表している場合には、公表

がされた直近の予想値の内容（業務上の提携又は業務上の提携の解消を行うことについて

の決定に際して当連結会計年度に係る業績予想を新たに算出した場合には、新たな予想値

の内容）及び前連結会計年度における実績を記載する。 

※ 業務上の提携又は業務上の提携の解消を行うことについての決定に際して当連結会計

年度に係る業績予想を新たに算出していない場合又は業務上の提携又は業務上の提携の

解消の業績に与える影響が見込まれない場合においても、当該内容を記載する。 

※ 新たに算出した予想値を記載する場合において、業務上の提携又は業務上の提携の解

消による影響以外の要素を考慮している場合には、その内容等についても、「業績予想

の修正等」の適時開示を行う場合に準じて記載することが望ましい。 
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17．子会社等の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他の子会社等の異動を伴う事

項 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社の業務執行を決定する機関が、「子会社等の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他

の子会社等の異動を伴う事項」を行うことについての決定をした場合であって、かつ、当該内容が以下

に掲げる基準のいずれかに該当する場合（該当しないことが明らかでない場合を含む。）、直ちにその内

容を開示することが義務付けられています。 
 

 

ａ．子会社等又は新たに子会社等となる会社の直前事業年度の末日における総資産の帳簿価額（＊

１）が、上場会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産の３０％に相当する額以上 

ｂ．子会社等又は新たに子会社等となる会社の直前事業年度の売上高（＊２）が、上場会社の直前

連結会計年度の連結売上高の１０％に相当する額以上 

ｃ．子会社等又は新たに子会社等となる会社の直前事業年度の経常利益（＊３）が、上場会社の直

前連結会計年度の連結経常利益の３０％に相当する額以上（＊４） 

ｄ．子会社等又は新たに子会社等となる会社の直前事業年度の当期純利益（＊５）が、上場会社の

直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益の３０％に相当する額以上（＊４） 

ｅ．直前事業年度において、子会社等又は新たに子会社等となる会社からの仕入高（＊６）が、上

場会社の直前事業年度の仕入高の総額の１０％に相当する額以上 

ｆ．直前事業年度において、子会社等又は新たに子会社等となる会社に対する売上高（＊７）が、

上場会社の直前事業年度の売上高の総額の１０％に相当する額以上 

ｇ．子会社等又は新たに子会社等となる会社の資本金又は出資の額（＊８）が、上場会社の資本金

（＊９）の１０％に相当する額以上 

ｈ．子会社取得（＊１０）を行う場合にあっては、子会社取得に係る対価の額（＊１１）に当該子

会社取得の一連の行為（＊１２）として行った、又は行うことが上場会社の業務執行を決定する

機関により決定された当該上場会社による他の子会社取得に係る対価の額の合計額を合算した額

が、上場会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産の１５％に相当する額以上 

ｉ．子会社取得（＊１０）を行う場合にあっては、子会社取得に係る対価の額（＊１１）に当該子

会社取得の一連の行為（＊１２）として行った、又は行うことが上場会社の業務執行を決定する

機関により決定された当該上場会社による他の子会社取得に係る対価の額の合計額を合算した額

が、上場会社の直前事業年度の末日における純資産額の１５％に相当する額以上 

ｊ．取引規制府令第４９条第１項第１１号に定める事項に該当しない場合 

 

（＊１）子会社等の設立においてはその予定日から３年以内に開始する当該子会社等のいずれかの事業年度

の末日における総資産の帳簿価額の見込額 

（＊２）子会社等の設立においてはその予定日から３年以内に開始する当該子会社等のいずれかの事業年度

における売上高の見込額 

（＊３）子会社等の設立においてはその予定日から３年以内に開始する当該子会社等のいずれかの事業年度

における経常利益の見込額 

（＊４）直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の２％に満たない場合又は直前

連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の１％に満たない

場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「第７章【利益が少額の

場合の開示基準の特例について】」を参照してください。 

（＊５）子会社等の設立においてはその予定日から３年以内に開始する当該子会社等のいずれかの事業年度

における当期純利益の見込額 

（＊６）子会社等の設立においてはその予定日から３年以内に開始する当該子会社等のいずれかの事業年度

における仕入高の見込額 

（＊７）子会社等の設立においてはその予定日から３年以内に開始する当該子会社等のいずれかの事業年度

における売上高の見込額 

（＊８）新たに子会社等となる会社の資本金又は出資の額が、この事実の決定により増加する場合には、当

該増加後の数値により開示の要否を判断してください。 

（＊９）上場会社の資本金は、決定した時点の数値により開示の要否を判断してください。 
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（＊１０）子会社等でなかった会社の発行する株式又は持分を取得する方法その他の方法により、当該会社

を子会社等とすること 

（＊１１）子会社取得の対価として支払った、又は支払うべき額の合計額をいい、株式又は持分の売買代

金、子会社取得に当たって支払う手数料、報酬その他の費用等の額が含まれます。 

（＊１２）子会社取得の目的、意図を含む諸状況に照らし、当該子会社取得と実質的に一体のものと認めら

れる子会社取得が該当します。 
 

 ※ 子会社等又は新たに子会社等となる会社が、直前事業年度において経常損失又は当期純損失

を計上している場合には、その絶対値を用いて該当するかどうかを判断してください。 

※ 開示対象範囲については、「子会社・孫会社の解散（子会社・孫会社の合併による解散を含

む。）による異動」を除きます。 

※ 連結財務諸表非作成会社については、「連結会計年度」を「事業年度」、「連結純資産」を「純

資産」、「連結売上高」を「売上高」、「連結経常利益」を「経常利益」、「親会社株主に帰属する

当期純利益」を「当期純利益」と読み替えてください。 

 ※ ＩＦＲＳ任意適用会社については、「連結純資産」を「資本合計」、「親会社株主に帰属する当

期純利益」を「親会社の所有者に帰属する当期利益」と読み替えてください。また、「連結経常

利益」に係る基準は適用しません。 

 ※ 取引規制府令の内容については、上場会社ナビより「適時開示項目に関連する条文一覧」を

参照してください。 
 

【上場規程第４０２条第１号ｑ、施行規則第４０１条第１項第５号】 
 

 

（注１）子会社等の異動とは、株式又は持分の譲渡又は取得による場合のほか、役員の派遣などによって、

子会社等となる場合を含みます。上場規程上の子会社等の定義については、「第２編第６章 【子会

社等・孫会社の定義及び開示に関する取扱いについて】」を参照してください。 

（注２）この事実の決定による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、業績に大きな

影響が出ない場合でも、この事実の決定による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必

要となります。 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 他の子会社（孫会社）の株式又は持分を有する子会社等が異動する場合など、複数の子会社等（孫

会社を含む。）の異動が一連の事象として関連性を有している場合には、当該子会社等における売上高

等を合算したうえで開示の要否を判断してください。 
 

③ 子会社等が合併に伴い解散する場合については「第６章〔１〕１．子会社等の合併等の組織再編行

為」を、子会社等が解散する場合（合併に伴い解散する場合を除く。）については「第６章〔１〕４．

子会社等の解散」を、それぞれ参照してください。 

 

④ 当連結会計年度中に子会社等の異動の日が到来する場合等であって、経営成績等に与える影響の程

度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が

必要となることも考えられます。 

 

⑤ 子会社等の異動を伴う事項について決定した時点で開示することが必要となります。株式譲渡の場

合の譲渡の実行日や増資の場合の払込日のように、子会社等の異動が生じた日（効力発生日）ではあ

りませんので、留意してください。 

 



第２編第１章  上場会社の決定事実 

東京証券取引所 会社情報適時開示ガイドブック 2024 年 4 月 
copyright © 2024 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved. 156

〔その他の注意事項〕 

〇 不適当合併等に係る上場廃止審査について 

「子会社等の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他の子会社等の異動を伴う事項」を行う

場合については、上場規程に基づく不適当合併等に係る上場廃止審査の対象となる場合があります。

詳細は、「第３編第２章 【不適当合併等に係る上場廃止審査の概要】」を参照してください。 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 
 

ａ．異動の理由 

ｂ．異動の方法 

ｃ．異動する子会社等の概要 

・ 名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、設立年月日、大株主及び持株

比率、上場会社と当該会社の関係（＊１）、最近３年間の財政状態及び経営成績（＊２）

を記載する。 
（＊１）上場会社と当該会社の関係は、以下の事項を記載する。また、その他特筆すべき関係（上場会社又は上

場会社の関係者若しくは関係会社と当該会社又は当該会社の関係者若しくは関係会社との間の関係を含

む。）がある場合には以下の事項に限らずその内容も含めて記載する。 

・ 資本関係として、最近日における上場会社と当該会社との間の出資の状況（間接保有分を含む。）を

記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 人的関係として、直前事業年度の末日における上場会社と当該会社との間の役員又は従業員の派遣又

は出向の状況を記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 取引関係として、直前事業年度における上場会社と当該会社との間の取引について概要を記載する。

該当がない場合は、その旨を記載する。 

（＊２）純資産、総資産、１株当たり純資産、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、

１株当たり当期純利益、１株当たり配当金 

（※）連結指標等がない場合であって、かつ、子会社等がある場合には、当該会社の本体とその子会社の

指標を単純合算した値を欄外に記載する。 

※ 上記開示事項について、追加出資、役員派遣、財政状態・経営成績の急激な変動、取引条件変更

などにより最近日までに重要な状況の変化がある場合又は今後重要な状況の変化が見込まれる場合

は、その内容も追加記載する。 

ｄ．異動の日程 

※ 子会社の株式又は持分の譲渡について、会社法の規定に基づき株主総会の決議が必要となる場合

には、株主総会決議日を含めた日程を記載する。 

ｅ．今後の見通し 

・ 当期以降の業績に与える影響の見込みを記載する。 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｆ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

・ 海外企業の買収に際して現地において開示されている事項であって、投資判断に重要な

影響を与える事項がある場合は、その内容を記載する。 

 

（子会社等の異動に伴い株式を譲渡又は取得する場合） 

ｇ．譲渡（取得）の相手先の概要 

・ 名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、設立年月日、直前事業年度の

純資産及び総資産、大株主及び持株比率（把握している場合には可能な範囲で記載する。）、

上場会社と当該会社の関係（＊）を記載する。 
（＊）上場会社と当該会社の関係は、以下の事項を記載する。また、その他特筆すべき関係（上場会社又は上場

会社の関係者若しくは関係会社と当該会社又は当該会社の関係者若しくは関係会社との間の関係を含む。）

がある場合には以下の事項に限らずその内容も含めて記載する。 

・ 資本関係として、最近日における上場会社と当該会社との間の出資の状況（間接保有分を含む。）を

記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 人的関係として、直前事業年度の末日における上場会社と当該会社との間の役員又は従業員の派遣又

は出向の状況を記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 取引関係として、直前事業年度における上場会社と当該会社との間の取引について概要を記載する。

該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 関連当事者への該当状況として、直前事業年度の末日において、当該会社が上場会社の関連当事者に
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該当する場合には、関連当事者である旨及び関連当事者に該当する事由を記載する（関連当事者に該当

しない場合は、その旨を記載する。）。 

※ 相手先が個人である場合は、氏名、住所（市区町村まで）、上場会社と当該個人の関係（上場会社

と当該個人（その近親者、当該個人及びその近親者が過半数所有している会社等並びにその子会社

を含む。）との資本関係・人的関係・取引関係）を記載する。また、その他特筆すべき関係（上場会

社又は上場会社の関係者若しくは関係会社と当該個人又は当該個人の関係者若しくは関係会社との

間の関係を含む。）がある場合には上記の事項に限らずその内容も含めて記載する。 

※ 相手先がファンドである場合は、名称、所在地、設立根拠等、組成目的、組成日、出資の総額、

出資者・出資比率・出資者の概要、業務執行組合員の概要（名称、所在地、代表者の役職・氏名、

事業内容、資本金）、（海外ファンドの場合には、当該ファンドの本邦内における事務連絡先（国内

代理人）の概要（名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金））、上場会社と当該ファ

ンドとの間の関係（出資の状況）、上場会社と業務執行組合員・国内代理人との間の関係（資本関

係・人的関係・取引関係）を可能な範囲で記載する。また、その他特筆すべき関係（上場会社又は

上場会社の関係者若しくは関係会社と、当該ファンドの出資者（原出資者を含む。）又は業務執行組

合員・国内代理人若しくは業務執行組合員・国内代理人の関係者若しくは関係会社との間の関係を

含む。）がある場合には、上記の事項に限らずその内容も含めて可能な範囲で記載する。 

※ 上記開示事項について、追加出資、役員派遣、財政状態・経営成績の急激な変動、取引条件変更

などにより最近日までに重要な状況の変化がある場合又は今後重要な状況の変化が見込まれる場合

は、その内容も追加記載する。 

ｈ．譲渡（取得）株数、金額 

・ 取得金額は、株式又は持分の売買代金、子会社取得に当たって支払う手数料、報酬その

他の費用等の額の合計額（概算額）を記載したうえで、可能な範囲でその内訳を記載する。 

ｉ．譲渡（取得）前及び譲渡（取得）後の所有株式数及び議決権所有割合 

 

（本行為が支配株主との取引等に関するものである場合） 

○ 支配株主との取引等に関する事項 

・ 当該取引が支配株主との取引等である旨を記載する。 

・ 当該取引の「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」

との適合状況を記載する。 

・ 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項について

記載する。 

・ 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関

係のない者から入手した意見の概要について記載する。 

※ 意見の入手日、入手先、内容（その理由を含む）の概要がわかるように記載する。 

※ 支配株主との取引等には、支配株主に加え、施行規則で定める者との取引が含まれ

ます。詳細については「第３編第１章 【支配株主との重要な取引等に係る企業行動

規範に関する実務上の留意事項等】」を参照してください。 

 

○（参考）当期業績予想及び前期実績 

・ 参考として、上場会社が当連結会計年度に係る業績予想を公表している場合には、公表

がされた直近の予想値の内容（子会社等の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他

の子会社等の異動を伴う事項を行うことについての決定に際して当連結会計年度に係る業

績予想を新たに算出した場合には、新たな予想値の内容）及び前連結会計年度における実

績を記載する。 

※ 子会社等の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他の子会社等の異動を伴う事項を行う

ことについての決定に際して当連結会計年度に係る業績予想を新たに算出していない場合又は子

会社等の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他の子会社等の異動を伴う事項の業績に与

える影響が見込まれない場合においても、当該内容を記載する。 

※ 新たに算出した予想値を記載する場合において、子会社等の異動を伴う株式又は持分の譲渡又

は取得その他の子会社等の異動を伴う事項による影響以外の要素を考慮している場合には、その

内容等についても、「業績予想の修正等」の適時開示を行う場合に準じて記載することが望ましい。 
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18．固定資産の譲渡又は取得、リースによる固定資産の賃貸借 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社の業務執行を決定する機関が、「固定資産の譲渡」、「固定資産の取得」、「リースによる固定

資産の賃貸借」を行うことについての決定をした場合であって、かつ、当該内容が以下に掲げる基準の

いずれかに該当する場合（該当しないことが明らかでない場合を含む。）は、直ちにその内容を開示す

ることが義務付けられています。 

 

ａ．固定資産の譲渡の場合 

（ａ）譲渡する固定資産の直前連結会計年度の末日における帳簿価額が、直前連結会計年度の末

日における連結純資産の３０％に相当する額以上 

（ｂ）固定資産の譲渡の予定日の属する連結会計年度において、当該固定資産の譲渡による連結

経常利益の増加又は減少見込額が、直前連結会計年度の連結経常利益の３０％に相当する額

以上（＊）（注２） 

（ｃ）固定資産の譲渡の予定日の属する連結会計年度において、当該固定資産の譲渡による親会

社株主に帰属する当期純利益の増加又は減少見込額が、直前連結会計年度の親会社株主に帰

属する当期純利益の３０％に相当する額以上（＊）（注２） 

（ｄ）取引規制府令第４９条第１項第１２号イに掲げる事項に該当しない場合 
 

ｂ．固定資産の取得の場合 

（ａ）固定資産の取得見込価額が直前連結会計年度の末日における連結純資産の３０％に相当す

る額以上 

（ｂ）取引規制府令第４９条第１項第１２号ロに掲げる事項に該当しない場合 
 

ｃ．リースによる固定資産の賃貸の場合 

リースによって賃貸する固定資産の帳簿価額が、直前連結会計年度の末日における連結純資

産の３０％に相当する額以上 
 

ｄ．リースによる固定資産の賃借の場合 

リースによって賃借する固定資産のリース金額の合計見込額が、直前連結会計年度の末日に

おける連結純資産の３０％に相当する額以上 
 

（＊）ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の２％に満たない場合又は

直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の１％に満たない

場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「第７章【利益が少額の場合

の開示基準の特例について】」を参照してください。 

 

 ※ 連結財務諸表非作成会社については、「連結会計年度」を「事業年度」、「連結純資産」を「純

資産」、「連結経常利益」を「経常利益」、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「当期純利

益」と読み替えてください。 

 ※ ＩＦＲＳ任意適用会社については、「連結純資産」を「資本合計」、「親会社株主に帰属する当

期純利益」を「親会社の所有者に帰属する当期利益」と読み替えてください。また、「連結経常

利益」に係る基準は適用しません。 

 ※ 取引規制府令の内容については、上場会社ナビより「適時開示項目に関連する条文一覧」を

参照してください。 

 

【上場規程第４０２条第１号ｒ、施行規則第４０１条第１項第６号、 

上場規程第４０２条第１号ｓ、施行規則第４０１条第１項第７号】 
 

（注１）この事実の決定による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、業績に大きな

影響が出ない場合でも、この事実の決定による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必

要となります。 
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（注２）圧縮記帳の会計処理として直接減額方式を採用している場合、損益基準（ａ．（ｂ）及び（ｃ）の

基準）を適用するにあたっては、固定資産売却益から固定資産圧縮損を控除した額を最近に終了した

連結会計年度の連結経常利益又は親会社株主に帰属する当期純利益と比較してください。 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 事業上の固定資産の譲渡又は取得については、上記のほか「事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け」

に該当する場合がありますので、留意してください。なお、事業上の固定資産とは、事業に供するた

めに継続使用される資産（例えば、工場・倉庫・本支店・店舗の土地・建物）をいいます。ただし、

社宅等の経営付属施設のように直接経営のために利用されない資産及び事業のために現在利用されて

いない資産については対象外とします。 

 

③ 固定資産に係る信託受益権の譲渡又は取得についても、実質的に固定資産の譲渡又は取得と同視で

きる場合には開示を行ってください。 

 

④ 上場会社が所有している固定資産との交換により新たに固定資産を取得する場合、「固定資産の譲渡」

と「固定資産の取得」の両方に該当しますので、それぞれについて開示を行ってください。 

 

⑤ 「固定資産の譲渡又は取得」は、譲渡又は取得を会社として決定した時点で開示が必要となります。

契約締結日又は物件の引渡日ではないことに留意してください（譲渡又は取得を決定した時点で未定

な内容又は停止条件がつく場合には、その旨を記載するようにしてください。）。 

 

⑥ ファイナンス・リース取引（リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除するこ

とができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借り手がリース物件からもたらされる経済

的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生ずるコストを実質的

に負担することとなるリース取引をいう。）による固定資産の賃借の場合は、「リース金額」を「リー

ス物件の取得価額相当額」に読替えることとなります。  

 

⑦ 当連結会計年度中に固定資産の譲渡又は取得の期日等が到来する場合等であって、経営成績等に与

える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正

等」の開示が必要となることも考えられます。 

 

〔その他の注意事項〕 

○ 不適当合併等に係る上場廃止審査について 

「事業上の固定資産の譲渡又は取得」を行う場合については、上場規程に基づく不適当合併等に係

る上場廃止審査の対象となる場合があります。詳細は、「第３編第２章 【不適当合併等に係る上場

廃止審査の概要】」を参照してください。 
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（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

① 固定資産の譲渡又は取得 

ａ．譲渡又は取得の理由 

ｂ．譲渡又は取得資産の内容 

・ 対象資産の名称、所在地、資産の概要、譲渡（取得）価額、決済方法等を記載する。 

・ 譲渡の場合には、上記開示事項に加えて、帳簿価額、譲渡益を記載する。 

ｃ．相手先の概要 

・ 名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、設立年月日、直前事業年度の純資産及

び総資産、大株主及び持株比率（把握している場合には可能な範囲で記載する。）、上場会社と当該

会社の関係（＊）を記載する。 
（＊）上場会社と当該会社の関係は、以下の事項を記載する。また、その他特筆すべき関係（上場会社又は上場

会社の関係者若しくは関係会社と当該会社又は当該会社の関係者若しくは関係会社との間の関係を含む。）

がある場合には以下の事項に限らずその内容も含めて記載する。 

・ 資本関係として、最近日における上場会社と当該会社との間の出資の状況（間接保有分を含む。）を

記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 人的関係として、直前事業年度の末日における上場会社と当該会社との間の役員又は従業員の派遣又

は出向の状況を記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 取引関係として、直前事業年度における上場会社と当該会社との間の取引について概要を記載する。

該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 関連当事者への該当状況として、直前事業年度の末日において、当該会社が上場会社の関連当事者に

該当する場合には、関連当事者である旨及び関連当事者に該当する事由を記載する（関連当事者に該当

しない場合は、その旨を記載する。）。 

※ 相手先が個人である場合は、氏名、住所（市区町村まで）、上場会社と当該個人の関係（上場会社

と当該個人（その近親者、当該個人及びその近親者が過半数所有している会社等並びにその子会社

を含む。）との資本関係・人的関係・取引関係）を記載する。また、その他特筆すべき関係（上場会

社又は上場会社の関係者若しくは関係会社と当該個人又は当該個人の関係者若しくは関係会社との

間の関係を含む。）がある場合には上記の事項に限らずその内容も含めて記載する。 

※ 相手先がファンドである場合は、名称、所在地、設立根拠等、組成目的、組成日、出資の総額、

出資者・出資比率・出資者の概要、業務執行組合員の概要（名称、所在地、代表者の役職・氏名、

事業内容、資本金）、（海外ファンドの場合には、当該ファンドの本邦内における事務連絡先（国内

代理人）の概要（名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金））、上場会社と当該ファ

ンドとの間の関係（出資の状況）、上場会社と業務執行組合員・国内代理人との間の関係（資本関

係・人的関係・取引関係）を可能な範囲で記載する。また、その他特筆すべき関係（上場会社又は

上場会社の関係者若しくは関係会社と、当該ファンドの出資者（原出資者を含む。）又は業務執行組

合員・国内代理人若しくは業務執行組合員・国内代理人の関係者若しくは関係会社との間の関係を

含む。）がある場合には、上記の事項に限らずその内容も含めて可能な範囲で記載する。 

※ 上記開示事項について、追加出資、役員派遣、財政状態・経営成績の急激な変動、取引条件変更

などにより最近日までに重要な状況の変化がある場合又は今後重要な状況の変化が見込まれる場合

は、その内容も追加記載する。 

ｄ．譲渡又は取得の日程 

ｅ．今後の見通し 

・ 当期以降の業績に与える影響の見込みを記載する。 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｆ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

（本行為が支配株主との取引等に関するものである場合） 

○ 支配株主との取引等に関する事項 

・ 当該取引が支配株主との取引等である旨を記載する。 

・ 当該取引の「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」

との適合状況を記載する。 

・ 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項につい

て記載する。 

・ 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関
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係のない者から入手した意見の概要について記載する。 

※ 意見の入手日、入手先、内容（その理由を含む）の概要がわかるように記載する。 

※ 支配株主との取引等には、支配株主に加え、施行規則で定める者との取引が含まれま

す。詳細については「第３編第１章 【支配株主との重要な取引等に係る企業行動規範

に関する実務上の留意事項等】」を参照してください。 

 

○（参考）当期業績予想及び前期実績 

・ 参考として、上場会社が当連結会計年度に係る業績予想を公表している場合には、公表

がされた直近の予想値の内容（固定資産の譲渡又は取得を行うことについての決定に際し

て当連結会計年度に係る業績予想を新たに算出した場合には、新たな予想値の内容）及び

前連結会計年度における実績を記載する。 

※ 固定資産の譲渡又は取得を行うことについての決定に際して当連結会計年度に係る業

績予想を新たに算出していない場合又は固定資産の譲渡又は取得の業績に与える影響が

見込まれない場合においても、当該内容を記載する。 

※ 新たに算出した予想値を記載する場合において、固定資産の譲渡又は取得による影響

以外の要素を考慮している場合には、その内容等についても、「業績予想の修正等」の

適時開示を行う場合に準じて記載することが望ましい。 

 

② リースによる固定資産の賃貸借 

ａ．リースにより賃貸又は賃借する理由 

ｂ．リースにより賃貸又は賃借する資産の内容 

・ 対象資産の名称、所在地、資産の概要、リース料の総額［※ファイナンス・リースの場

合は、取得価額相当額］を記載する。 

ｃ．相手会社の概要 

・ ① ｃ．同様に記載する。 

ｄ．リースによる賃貸又は賃借の日程 

ｅ．今後の見通し 

・ 当期以降の業績に与える影響の見込みを記載する。 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｆ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

（本行為が支配株主との取引等に関するものである場合） 

○ 支配株主との取引等に関する事項 

・ 当該取引が支配株主との取引等である旨を記載する。 

・ 当該取引の「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」

との適合状況を記載する。 

・ 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項について

記載する。 

・ 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関

係のない者から入手した意見の概要について記載する。 

※ 意見の入手日、入手先、内容（その理由を含む）の概要がわかるように記載する。 

※ 支配株主との取引等には、支配株主に加え、施行規則で定める者との取引が含まれま

す。詳細については「第３編第１章 【支配株主との重要な取引等に係る企業行動規範

に関する実務上の留意事項等】」を参照してください。 

 

○（参考）当期業績予想及び前期実績 

・ 参考として、上場会社が当連結会計年度に係る業績予想を公表している場合には、公表

がされた直近の予想値の内容（リースによる固定資産の賃貸借を行うことについての決定
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に際して当連結会計年度に係る業績予想を新たに算出した場合には、新たな予想値の内容）

及び前連結会計年度における実績を記載する。 

※ リースによる固定資産の賃貸借を行うことについての決定に際して当連結会計年度に

係る業績予想を新たに算出していない場合又はリースによる固定資産の賃貸借の業績に

与える影響が見込まれない場合においても、当該内容を記載する。 

※ 新たに算出した予想値を記載する場合において、リースによる固定資産の賃貸借によ

る影響以外の要素を考慮している場合には、その内容等についても、「業績予想の修正

等」の適時開示を行う場合に準じて記載することが望ましい。 
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19．事業の全部又は一部の休止又は廃止 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社の業務執行を決定する機関が、「事業の全部又は一部の休止又は廃止」を行うことについて

の決定をした場合であって、かつ、当該内容が以下に掲げる基準のいずれかに該当する場合（該当しな

いことが明らかでない場合を含む。）は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

 

ａ．事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する連結会計年度の開始日から、３年以内に

開始する各連結会計年度のいずれかにおける当該休止又は廃止による連結売上高の減少見込額

が、直前連結会計年度の連結売上高の１０％に相当する額以上 

ｂ．事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する連結会計年度の開始日から、３年以内に

開始する各連結会計年度のいずれかにおける当該休止又は廃止による連結経常利益の増加又は減

少見込額が、直前連結会計年度の連結経常利益の３０％に相当する額以上（＊） 

ｃ．事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する連結会計年度の開始日から、３年以内に

開始する各連結会計年度のいずれかにおける当該休止又は廃止による親会社株主に帰属する当期

純利益の増加又は減少見込額が、直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益の３０％

に相当する額以上（＊） 

ｄ．取引規制府令第４９条第１項第１３号に定める事項に該当しない場合 

 

（＊）ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の２％に満たない場合又は

直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の１％に満たない

場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「第７章【利益が少額の場合

の開示基準の特例について】」を参照してください。 

 

 ※ 連結財務諸表非作成会社については、「連結会計年度」を「事業年度」、「連結売上高」を「売

上高」、「連結経常利益」を「経常利益」、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「当期純利

益」と読み替えてください。 

 ※ ＩＦＲＳ任意適用会社については、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「親会社の所有者

に帰属する当期利益」と読み替えてください。また、「連結経常利益」に係る基準は適用しませ

ん。 

 ※ 取引規制府令の内容については、上場会社ナビより「適時開示項目に関連する条文一覧」を

参照してください。 

 

【上場規程第４０２条第１号ｔ、施行規則第４０１条第１項第８号】 
 

 

（注）この事実の決定による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、業績に大きな影

響が出ない場合でも、この事実の決定による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必要

となります。 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 「事業の全部又は一部の休止又は廃止」と併せて他の項目（例えば、「事業の全部又は一部の譲渡又

は譲受け」、「固定資産の譲渡又は取得、リースによる固定資産の賃貸借」、「人員削減等の合理化」等）

に該当する場合があります。詳細は、当該項目に係る取扱い等を参照してください。また、当連結会

計年度中に事業の休止又は廃止日が到来する場合等であって、経営成績等に与える影響の程度を踏ま

えて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要とな
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ることも考えられます。 

 

③ コスト削減を目的とする上場会社の施策としての「支店・営業店舗等の統廃合」については、「人員

削減策等の合理化」として開示が必要となります。 

 

〔その他の注意事項〕 

○ 不適当合併等に係る上場廃止審査について 

「事業の全部又は一部の休止又は廃止」を行う場合については、上場規程に基づく不適当合併等に

係る上場廃止審査の対象となる場合があります。詳細は、「第３編第２章 【不適当合併等に係る上

場廃止審査の概要】」を参照してください。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．事業の休止又は廃止の理由 

ｂ．休止又は廃止する事業の内容 

・ 部門別売上高、経常利益、従業員等を記載する。 

ｃ．休止又は廃止の日程 

ｄ．今後の見通し 

・ 当期以降の業績に与える影響の見込みを記載する。 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｅ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

○（参考）当期業績予想及び前期実績 

・ 参考として、上場会社が当連結会計年度に係る業績予想を公表している場合には、公表

がされた直近の予想値の内容（事業の全部又は一部の休止又は廃止を行うことについての

決定に際して当連結会計年度に係る業績予想を新たに算出した場合には、新たな予想値の

内容）及び前連結会計年度における実績を記載する。 

※ 事業の全部又は一部の休止又は廃止を行うことについての決定に際して当連結会計年

度に係る業績予想を新たに算出していない場合又は事業の全部又は一部の休止又は廃止

の業績に与える影響が見込まれない場合においても、当該内容を記載する。 

※ 新たに算出した予想値を記載する場合において、事業の全部又は一部の休止又は廃止

による影響以外の要素を考慮している場合には、その内容等についても、「業績予想の

修正等」の適時開示を行う場合に準じて記載することが望ましい。 
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20．上場廃止申請 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社の業務執行を決定する機関が、「国内の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等に対する

株券等の上場の廃止又は登録の取消しに係る申請」を行うことについての決定をした場合は、直ちにそ

の内容を開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４０２条第１号ｕ】 
 

 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 海外の金融商品取引所等に預託証券等（ＡＤＲ、ＥＤＲ等）を上場している場合であって、当該預

託証券等の上場廃止を上場する海外の金融商品取引所等に申請するときも、開示するようにしてくだ

さい（海外の金融商品取引所等に上場する新株予約権付社債等に係る上場廃止の申請は含みません。）。 

 

③ 上場新株予約権付社債券等の発行者が、上場会社（上場株券・上場優先出資証券の発行者）でない

場合であって、当該上場新株予約権付社債券等の上場廃止を申請するときも、開示が必要となります。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．上場廃止申請を行う理由 

ｂ．上場廃止後の上場取引所の名称等 

ｃ．上場廃止申請日 

ｄ．今後の見通し 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｅ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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21．破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社の業務執行を決定する機関が、「破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て」

を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４０２条第１号ｖ】 
 

 

（注）当該上場会社以外の者が破産手続開始の申立て等を行う場合については、「破産手続開始、再生手続

開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て」に係る取扱い等を参照してください。 
 

 

〔その他の注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 上場会社が再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合は、上場規程第６０１条第１項第３号

に該当することとなります。ただし、これと同時に、東証が適当と認める再建計画の開示を行った場

合には、上場が維持されることになります。この規定の適用を受けるためには、上場規程第６０３条

第１項に規定する再建計画等の審査に係る申請が必要となります。なお、東証が適当と認める再建計

画とは、次のａからｃまでのいずれにも適合するものをいいます。詳細は、東証までお問合せくださ

い。 

 

 

ａ．当該再建計画が裁判所の認可を得られる見込みがあるものであり、当該再建計画にその旨及び

それを証する内容が記載されていること。 
 

ｂ．当該再建計画に当該上場銘柄の全部を消却するもの（いわゆる１００％減資）でないことが記

載されていること。 
 

ｃ．当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益又は投資者保護の観点か

ら適当でないと認められるものでないこと。 

 

【上場規程第６０１条第１項第３号、施行規則第６０１条第３項第３号】 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．申立ての理由 

ｂ．負債総額 

ｃ．今後の見通し 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｄ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

（再生手続開始又は更生手続開始の申立ての場合） 

ｅ．同時に上場規程第６０３条第１項に規定する再建計画等の審査に係る申請を行う旨又は行わ

ない旨 
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○（参考）申立ての概要 

・ 参考として、申立ての概要（申立日、管轄裁判所、事件名、申立代理人等）を記載する。 

 

○（参考）上場会社の現況 

・ 参考として、上場会社の名称、所在地、役員の状況、事業内容、資本金、設立年月日、大株主及

び持株比率、株主総数、株式の状況、従業員数、労働組合、最近３年間の財政状態及び経営成績

（＊）を記載する。 
（＊）純資産、総資産、１株当たり純資産、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、

１株当たり当期純利益、１株当たり配当金 
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22．新たな事業の開始 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社の業務執行を決定する機関が、「新たな事業の開始（新商品の販売又は新たな役務の提供の

企業化を含む。以下同じ。）」を行うことについての決定をした場合であって、かつ、当該内容が以下に

掲げる基準のいずれかに該当する場合（該当しないことが明らかでない場合を含む。）は、直ちにその

内容を開示することが義務付けられています。 

 

ａ．新たな事業の開始の予定日が属する連結会計年度の開始日から３年以内に開始する各連結会計

年度のいずれかにおいて、当該新たな事業の開始による連結売上高の増加見込額が、直前連結会

計年度の連結売上高の１０％に相当する額以上 

ｂ．新たな事業の開始のために特別に支出する予定額の合計額が、直前連結会計年度の末日におけ

る連結固定資産の帳簿価額の１０％に相当する額以上 

ｃ．取引規制府令第４９条第１項第１４号に定める事項に該当しない場合 

 

 ※ 連結財務諸表非作成会社については、「連結会計年度」を「事業年度」、「連結売上高」を「売

上高」、「連結固定資産」を「固定資産」と読み替えてください。 

 ※ 取引規制府令の内容については、上場会社ナビより「適時開示項目に関連する条文一覧」を

参照してください。 

 

【上場規程第４０２条第１号ｗ、施行規則第４０１条第１項第９号】 
 

 

（注）この事実の決定による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、業績に大きな影

響が出ない場合でも、この事実の決定による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必要

となります。 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 「新たな事業の開始」と併せて他の適時開示項目（例えば、「事業の全部又は一部の譲渡又は譲受

け」、「業務上の提携又は業務上の提携の解消」、「固定資産の譲渡又は取得、リースによる固定資産の

賃貸借」等）に該当する場合があります。詳細は、当該項目に係る取扱い等を参照してください。ま

た、当連結会計年度中に新たな事業の開始日が到来する場合等であって、経営成績等に与える影響の

程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示

が必要となることも考えられます。 

 

③ 「新たな事業の開始」は、子会社を通じて新事業に着手する場合も含みます。また、新たな子会社

を設立して新事業を開始する場合には、「子会社等の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他の

子会社等の異動を伴う事項」「子会社等における新たな事業の開始」等に係る開示が必要となる場合が

あります。詳細は、当該項目に係る取扱い等を参照してください。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 



第２編第１章  上場会社の決定事実 

 

東京証券取引所 会社情報適時開示ガイドブック 2024 年 4 月 
copyright © 2024 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved. 169

 

ａ．新たな事業の内容 

ｂ．新たな事業を開始する時期 

ｃ．新たな事業のために特別に支出する予定額の合計額 

ｄ．相手先の概要 

※ 特定の相手先が取引の多くを占める場合に、相手先の概要を記載する。 

※ 記載すべき内容は「第１章 16．業務上の提携又は業務上の提携の解消」における開示

事項「ｃ．提携又は提携解消の相手先の概要」を参照。 

ｅ．今後の見通し 

・ 当期以降の業績に与える影響の見込みを記載する。 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｆ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

（本行為が支配株主との取引等に関するものである場合） 

○ 支配株主との取引等に関する事項 

・ 当該取引が支配株主との取引等である旨を記載する。 

・ 当該取引の「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」

との適合状況を記載する。 

・ 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項について

記載する。 

・ 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関

係のない者から入手した意見の概要について記載する。 

※ 意見の入手日、入手先、内容（その理由を含む）の概要がわかるように記載する。 

※ 支配株主との取引等には、支配株主に加え、施行規則で定める者との取引が含まれま

す。詳細については「第３編第１章 【支配株主との重要な取引等に係る企業行動規範

に関する実務上の留意事項等】」を参照してください。 

※ 支配株主との取引等に関するものである場合とは、例えば、新製品等の主たる取引先

として支配株主その他施行規則で定める者を見込んでいる場合が該当します。 

 

○（参考）当期業績予想及び前期実績 

・ 参考として、上場会社が当連結会計年度に係る業績予想を公表している場合には、公表

がされた直近の予想値の内容（新たな事業の開始を行うことについての決定に際して当連

結会計年度に係る業績予想を新たに算出した場合には、新たな予想値の内容）及び前連結

会計年度における実績を記載する。 

※ 新たな事業の開始を行うことについての決定に際して当連結会計年度に係る業績予想

を新たに算出していない場合又は新たな事業の開始の業績に与える影響が見込まれない

場合においても、当該内容を記載する。 

※ 新たに算出した予想値を記載する場合において、新たな事業の開始による影響以外の

要素を考慮している場合には、その内容等についても、「業績予想の修正等」の適時開

示を行う場合に準じて記載することが望ましい。 
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23．代表取締役又は代表執行役の異動 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社の業務執行を決定する機関が、「代表取締役又は代表執行役（以下、本項目において「代表

取締役等」という。）の異動」を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示するこ

とが義務付けられています。 

【上場規程第４０２条第１号ａａ】 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 代表取締役等の退任等により後任者が決定されていなくとも、その時点での開示が必要となります。

その後、後任者が決定された時点でも開示が必要となります。 

 

③ 合併を行う場合に、合併の開示資料において新任代表取締役等の氏名・略歴等を記載している場合

は、別途「代表取締役等の異動」として開示する必要はありません。なお、合併後、代表取締役等が

退任することとなった場合であって、合併の公表時にその旨を開示していないときは、退任を決定し

た時点において、「代表取締役等の異動」として開示する必要があります。 

なお、決算発表時においては、決算短信において、代表取締役等を含め役員の異動を記載している場

合であっても、「代表取締役等の異動」として別途開示するようにしてください。 

 

④ 最高経営責任者（社長等）以外の代表取締役等の異動についても、開示が必要となります。 

 

⑤ 最高経営責任者（社長等）が異動する場合には、代表取締役等の異動に該当しないときでも、開示

することが望まれます。 

 

〔その他の注意事項〕 

○ 代表取締役等の異動に伴い、東証に届け出ている上場会社代表者を変更する場合は、Ｔａｒｇｅｔ

により「代表者変更登録」を行ってください。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．異動の理由 

ｂ．新・旧代表取締役等の氏名・役職名 

ｃ．新任代表取締役等の生年月日、略歴、所有株式数 

ｄ．就任予定日 

ｅ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

※ 代表取締役又は代表執行役の異動について記者クラブ等に対して資料投函を行う場合には、必

要に応じて、ＴＤｎｅｔに登録する開示資料とは別に、新任代表取締役等の写真や詳細な略歴

（出身地、学歴）等を配布することが考えられます。 
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24．人員削減等の合理化 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社の業務執行を決定する機関が、「人員削減等の合理化」を行うことについての決定をした場

合であって、かつ、当該内容が以下に掲げる基準のいずれかに該当する場合（該当しないことが明らか

でない場合を含む。）は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

 

ａ．合理化実施の予定日が属する連結会計年度の開始日から３年以内に開始する各連結会計年度の

いずれかにおいて、当該合理化による連結売上高の減少見込額が、直前連結会計年度の連結売上

高の１０％に相当する額以上 

ｂ．合理化実施の予定日が属する連結会計年度の開始日から３年以内に開始する各連結会計年度の

いずれかにおいて、当該合理化による連結経常利益の増加又は減少見込額が、直前連結会計年度

の連結経常利益の３０％に相当する額以上（＊） 

ｃ．合理化実施の予定日が属する連結会計年度の開始日から３年以内に開始する各連結会計年度の

いずれかにおいて、当該合理化による親会社株主に帰属する当期純利益の増加又は減少見込額

が、直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益の３０％に相当する額以上（＊） 

 

（＊）ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の２％に満たない場合又は

直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の１％に満たない

場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「第７章【利益が少額の場合

の開示基準の特例について】」を参照してください。 

 

 ※ 連結財務諸表非作成会社については、「連結会計年度」を「事業年度」、「連結売上高」を「売

上高」、「連結経常利益」を「経常利益」、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「当期純利

益」と読み替えてください。 

 ※ ＩＦＲＳ任意適用会社については、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「親会社の所有者

に帰属する当期利益」と読み替えてください。また、「連結経常利益」に係る基準は適用しませ

ん。 

 

【上場規程第４０２条第１号ａｂ、施行規則第４０１条第１項第１０号】 
 

 

（注）この事実の決定による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、業績に大きな影

響が出ない場合でも、この事実の決定による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必要

となります。 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 当該事項の開示の対象となる「合理化」策は、コスト削減を目的とする上場会社の施策一切が含ま

れますので、「給与・賞与のカット」、「有利子負債の圧縮」、「売掛債権等の流動化」、あるいは、「支

店・営業店舗等の統廃合」等についても開示が必要となります。 

 

③ 「人員削減等の合理化」と併せて他の適時開示項目（例えば、「災害に起因する損害又は業務遂行の

過程で生じた損害」（退職金の計上見込額など）、「債務免除等の金融支援」（債権者からの債権放棄等

を含めて合理化計画等を策定している場合）等）に該当する場合があります。詳細は、当該項目に係

る取扱い等を参照してください。また、当連結会計年度中に人員削減等の合理化の実施日が到来する

場合等であって、経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算
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出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。 

④ 「人員削減等の合理化」については、結果の開示も必要となります。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．合理化を行う理由 

ｂ．合理化の内容 

ｃ．今後の見通し 

・ 当期以降の業績に与える影響の見込みを記載する。 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｄ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

○（参考）当期業績予想及び前期実績 

・ 参考として、上場会社が当連結会計年度に係る業績予想を公表している場合には、公表

がされた直近の予想値の内容（人員削減等の合理化を行うことについての決定に際して当

連結会計年度に係る業績予想を新たに算出した場合には、新たな予想値の内容）及び前連

結会計年度における実績を記載する。 

※ 人員削減等の合理化を行うことについての決定に際して当連結会計年度に係る業績予

想を新たに算出していない場合又は人員削減等の合理化の業績に与える影響が見込まれ

ない場合においても、当該内容を記載する。 

※ 新たに算出した予想値を記載する場合において、人員削減等の合理化による影響以外

の要素を考慮している場合には、その内容等についても、「業績予想の修正等」の適時

開示を行う場合に準じて記載することが望ましい。 
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25．商号又は名称の変更 

 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社の業務執行を決定する機関が、「商号又は名称の変更」を行うことについての決定をした場

合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４０２条第１号ａｃ】 

 

※ 商号又は名称の変更には、適時開示上の軽微基準は設けられていません。そのため、例えば、旧字

体から新字体へと商号変更を行うような場合も開示が必要となります。 

※ 呼称の変更や商号又は名称の英文表記の変更についての開示は求めていません。各社の判断により

開示してください。 

 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 「商号又は名称の変更」について決定した場合には、「定款の変更」としての開示も必要となります。 

 

〔その他の注意事項〕 

○ 「商号又は名称の変更」を行う場合には、開示とは別に東証まで所定の書類を提出することが義務

付けられています。詳細は、「第５編〔２〕内国株式関係の提出書類一覧」を参照してください。 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．変更の理由 

ｂ．新商号 

ｃ．新商号変更日 

ｄ．株主総会において定款変更（商号の変更）が承認されることが条件である旨 

ｅ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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26．単元株式数の変更又は単元株式数の定めの廃止若しくは新設 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社の業務執行を決定する機関が、「単元株式数の変更又は単元株式数の定めの廃止若しくは新

設」を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４０２条第１号ａｄ】 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 上場会社が上場株式と異なる種類の株式を発行している場合で、当該種類株式の単元株式数の変更

等を行うことを決定した場合にも開示が必要となります。 

 

③ 「単元株式数の変更又は単元株式数の定めの廃止若しくは新設」が決定した場合には、別途「定款

の変更」の開示も必要となります。 

 

④ 「単元株式数の変更」と併せて他の項目（例えば、「株式併合」）に該当する場合があります。詳細

は、当該項目に係る取扱い等を参照してください。 

 

〔その他の注意事項〕 

① 「単元株式数の変更」を行う場合には、開示とは別に東証まで所定の書類を提出することが義務付

けられています。詳細は、「第５編〔２〕内国株式関係の提出書類一覧」を参照してください。 

 

② 上場内国会社は、上場内国株券の単元株式数の変更について取締役会決議（監査等委員会設置会社

にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含む。）を行う

場合には、単元株式数を１００株とすることが義務付けられています。 

【上場規程第４２７条の２】 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

単元株式数の変更 

ａ．変更の理由 

・ 最近の投資単位の状況等を記載したうえで、変更の理由を記載する。 

ｂ．単元株式数の変更の内容 

ｃ．変更の日程 

ｄ．株主総会において定款変更が承認されることが条件である場合は、その旨 

ｅ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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27．決算期変更（事業年度の末日の変更） 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社の業務執行を決定する機関が、「決算期変更」（事業年度の末日の変更）を行うことについて

の決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４０２条第１号ａｅ】 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 「決算期変更」（事業年度の末日の変更）について決定した場合には、「定款の変更」としての開示

も必要となります。 

 

③ 決算期変更後の最初の事業年度（連結会計年度）が通常と異なる期間（変則決算）となる場合にお

いて、上場会社が当該変則決算となった連結会計年度に係る業績予想を公表している場合には、原則

として、公表された予想値に対して「業績予想の修正等」の開示を行ってください。なお、上場会社

が変則決算となった連結会計年度に係る業績予想を公表していないときは、前連結会計年度における

実績値（変則決算となった連結会計年度に対応する期間の実績値を公表している場合には、当該期間

の実績値）を基準として、「業績予想の修正等」の開示を行うことが考えられます。 

 

④ 半期報告書の取扱いに準じ（＊）、決算期変更を行う場合において、四半期累計期間に係る四半期決

算短信について、当該四半期累計期間末日から４５日以内に最初の事業年度の末日が到来する場合に

は、当該四半期累計期間に係る四半期決算短信を開示しないことができます。 

 

（＊）『企業内容等の開示に関する留意事項について』（企業内容等開示ガイドライン）（抜粋） 

２４の５の－１ 定款に規定する事業年度を変更した場合において、その変更した最初の事業年度の期間が６月を超

える場合には、半期報告書の提出を要するものとする。ただし、当該半期報告書の提出期限内に最初の事業年度の

末日が到来する場合には、半期報告書を提出しないことができる。 

   

〔その他の注意事項〕 

○ 「決算期変更」（事業年度の末日の変更）を行う場合には、開示とは別に東証まで所定の書類を提出

することが義務付けられています。詳細は、「第５編〔２〕内国株式関係の提出書類一覧」を参照して

ください。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項を掲記し、投資者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載して

ください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事

項も記載してください。 

 

ａ．変更の理由 

ｂ．変更の内容 

ｃ．株主総会において定款変更が承認されることが条件である旨 

ｄ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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28．債務超過又は預金等の払戻の停止のおそれがある旨の内閣総理大臣への申出（預金保

険法第７４条第５項の規定による申出） 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社の業務執行を決定する機関が、「債務超過又は預金等の払戻の停止のおそれがある旨の内閣

総理大臣への申出」（預金保険法（昭和４６年法律第３４号）第７４条第５項の規定による申出）を行

うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４０２条第１号ａｆ】 

 

〔開示に関する注意事項〕 

〇 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 
 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．申出を行う理由 

ｂ．申出の内容 

ｃ．今後の見通し 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｄ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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29．特定調停法に基づく特定調停手続による調停の申立て 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社の業務執行を決定する機関が、「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律

（平成１１年法律第１５８号）に基づく特定調停手続による調停の申立て」を行うことについての決定

をした場合であって、かつ、当該内容が以下に掲げる基準に該当する場合（該当しないことが明らかで

ない場合を含む。）は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

 

会社の希望する調停条項において調停の対象とする金銭債務の総額が、直前連結会計年度の末日

における連結債務の総額の１０％に相当する額以上 

 

 ※ 連結財務諸表非作成会社については、「連結会計年度」は「事業年度」、「連結債務」は「債

務」と読み替えてください。 

 

【上場規程第４０２条第１号ａｇ、施行規則第４０１条第１項第１１号】 
 

（注）「債務の総額」とは、貸借対照表上の負債勘定から各種引当金を控除したものである。通常、保証債

務等の偶発債務は含まれない（東京弁護士会会社法部・編「インサイダー取引規制ガイドライン」商

事法務研究会、１９８９年６月２８日、２４３頁）。 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 調停が成立した場合には、「債務免除等の金融支援」に関する開示が必要となります。 

 

③ 調停が不成立となった場合や調停内容を修正した場合には、当該事実の開示が必要となります（開

示事項の中止・変更に該当します。）。 

 

④ 当連結会計年度中に特定調停に基づく当事者間の合意の成立日等が到来する場合等であって、経営

成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績

予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．申立てに至った経緯 

ｂ．希望する調停条項の概要 

・ 調停を求める内容、調停の対象となる金銭債務の総額、関係権利者の名称等を記載する。 

ｃ．今後の見通し 

・ 当期以降の業績に与える影響の見込みを記載する。 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｄ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 



第２編第１章  上場会社の決定事実 

東京証券取引所 会社情報適時開示ガイドブック 2024 年 4 月 
copyright © 2024 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved. 178

○（参考）当期業績予想及び前期実績 

・ 参考として、上場会社が当連結会計年度に係る業績予想を公表している場合には、公表

がされた直近の予想値の内容（特定調停法に基づく特定調停手続による調停の申立てを行

うことについての決定に際して当連結会計年度に係る業績予想を新たに算出した場合には、

新たな予想値の内容）及び前連結会計年度における実績を記載する。 

※ 特定調停法に基づく特定調停手続による調停の申立てを行うことについての決定に

際して当連結会計年度に係る業績予想を新たに算出していない場合又は特定調停法に

基づく特定調停手続による調停の申立ての業績に与える影響が見込まれない場合にお

いても、当該内容を記載する。 

※ 新たに算出した予想値を記載する場合において、特定調停法に基づく特定調停手続

による調停の申立てによる影響以外の要素を考慮している場合には、その内容等につ

いても、「業績予想の修正等」の適時開示を行う場合に準じて記載することが望ましい。 
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30．上場債券等の繰上償還又は社債権者集会の招集その他上場債券等に関する権利に係る

重要な事項 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社の業務執行を決定する機関が、「上場債券等（上場債券、上場転換社債型新株予約権付社債

券若しくは上場交換社債券のことをいう。以下本項目において同じ。）に係る全部若しくは一部の繰上

償還又は社債権者集会の招集その他上場債券等に関する権利に係る重要な事項」を行うことについての

決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４０２条第１号ａｈ】 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 任意繰上償還は、発行者側の一方的な都合でなく、投資者の利益を考慮したうえで実施されるべき

ものですので、「当該上場債券等の権利に係る重要な事項の概要」の記載に際しては、投資者が取り得

る行動及び投資者に与える影響等の適切な開示が必要となります。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．当該上場債券等の権利に係る重要な事項の概要 

ｂ．当該上場債券等の権利に係る重要な事項を決定した理由 

ｃ．今後の見通し 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｄ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

（当該上場債券等の繰上償還の場合） 

ａ．繰上償還の概要 

・ 対象銘柄の内容、償還日、償還価額及び償還の内容等を記載する。 

ｂ．繰上償還を必要とする理由 

ｃ．今後の見通し 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｄ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

（当該上場債券等の社債権者集会の招集の場合） 

ａ．招集の理由 

ｂ．社債権者集会の日程 

ｃ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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31．公認会計士等の異動 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社の業務執行を決定する機関が、「有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又

は中間財務諸表等の監査証明等を行う公認会計士等の異動」を行うことについての決定をした場合は、

直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４０２条第１号ａｊ】 
 

また、「当該上場会社の内部統制報告書の監査証明を行う公認会計士等の異動」を行うことについて

の決定をした場合においても、直ちにその内容を開示してください。 
 

（注）「公認会計士等の異動」とは、上場会社の監査を担当している公認会計士等（公認会計士若しくは監

査法人又はこれらに相当する者をいう。以下、本項目において同じ。）が退任することや、上場会社の

監査を担当していなかった公認会計士等が新たに監査担当に就任することなどをいいます。 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 開示の時期については、実際に異動する期日ではなく、監査役会、監査等委員会又は監査委員会が

異動を行うことについての決定をした時点となります。なお、異動年月日が開示日以降となる場合は、

「異動予定年月日」として開示してください。 

 

③ 監査法人内の業務執行社員の異動については、本開示の対象には含まれません。 

 

④ 退任のみを決定し、新たに就任する公認会計士等が決まっていない場合も開示することが必要とな

ります。また、この場合、新たに就任する公認会計士等を決定した時点で別途公認会計士等の異動を

開示する必要があります。 

 

⑤ 開示に際しては、異動を行うこととした実質的な理由（任期満了時に退任を決定する場合は、退任

する公認会計士等を再任しない理由）やその経緯を開示資料に具体的に記載してください。特に、期

中に解任する場合又は短期間で退任を決定する場合には、期中又は短期間であるにもかかわらず、な

ぜ解任又は退任を決定することとなったのかがわかるように記載してください。また、会計処理等に

関する見解の相違が存在するといった事情がある場合には、その具体的な内容を含めて記載してくだ

さい。 

 

⑥ 異動を行うことについての決定をした時点において判明している情報を開示してください。最初の

開示時点において開示できない開示事項については、開示が可能となり次第「開示事項の経過」とし

て追加の開示を行ってください。 

 

⑦ 上場会社の監査役会、監査等委員会又は監査委員会が、公認会計士等の異動を行うことについての

決定を行わない場合において、公認会計士等の異動が生じた場合には、「第２編第２章 21. 公認会計

士等の異動」として開示が必要です。 

 

⑧ 上場内国会社は、公認会計士法及び金融商品取引法に基づき、公認会計士法第３４条の３４の８第

１項に規定する登録上場会社等監査人による監査を受けることが義務付けられています。なお、登録

上場会社等監査人に該当しなくなった場合には、その旨及び今後の方針について速やかに開示を行っ

たうえで、他の登録上場会社等監査人に会計監査人を変更することが必要となります。 
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※ 一時会計監査人の選任を行う場合にも、登録上場会社等監査人を選任していただく必要があります。 

 

〔留意事項〕 

 

上場内国会社は、当該上場会社の会計監査人を、有価証券報告書又は半期報告書に記載される財

務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明等を行う公認会計士等として選任することが義務付けられ

ています。 

【上場規程第４３８条第１項】 
 

上場内国会社は、当該上場会社の会計監査人を、有価証券報告書又は半期報告書に記載される財

務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明等を行う公認会計士等として選任していない又は決定しな

いこととした場合には、東証に報告することが義務付けられています。 

【上場規程第５０８条第２項】 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．異動年月日 

ｂ．異動する公認会計士等の概要 

・ 事務所又は法人の名称、所在地、業務執行社員の氏名等を記載する。 

 

（公認会計士等が就任する場合（一時会計監査人を選任する場合を除く。）） 

ｃ．その者を公認会計士等の候補者とした理由 

 

（公認会計士等が退任する場合） 

ｄ．退任する公認会計士等の就任年月日 

※ 継続監査期間における最初の就任年月日を記載する。 

ｅ．退任する公認会計士等が直近３年間に作成した監査報告書等（＊）における意見等 

※ 退任する公認会計士等が作成した監査報告書等（＊）において、次に掲げる事項の記載

がある場合には、その旨及びその内容を記載する。 

・ 除外事項を付した限定付適正意見又は結論、不適正意見又は否定的結論 等 

・ 意見又は結論の表明をしない旨及びその理由 
 

（＊）上場会社が直近３年間に提出した財務計算に関する書類に係る監査報告書、中間監査報告書、

期中レビュー報告書、四半期レビュー報告書、内部統制報告書に対する内部統制監査報告書の

ことをいう。 
 

ｆ．異動の決定又は異動に至った理由及び経緯 

・ 公認会計士等が退任する実質的な理由及び経緯を記載する。 

ｇ．ｆ．の理由及び経緯に対する意見 

（ａ）退任する公認会計士等の意見 

（ｂ）監査役会、監査等委員会又は監査委員会の意見 

ｈ．退任する公認会計士等がｇ．（ａ）の意見を表明しない場合には、その旨及びその理由 

・ 上場会社が退任する公認会計士等に対し、ｇ．（ａ）の意見の表明を求めるために講じ

た措置の内容を含めて記載する。 

ｉ．今後の見通し 
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・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

※ 新たに公認会計士等が就任しない場合のみ記載する。 

j．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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32．継続企業の前提に関する事項の注記 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社の業務執行を決定する機関が、「財務諸表等、中間財務諸表等又は四半期財務諸表等に継続

企業の前提に関する事項を注記すること」についての決定をした場合は、直ちにその内容を開示するこ

とが義務付けられています。 

【上場規程第４０２条第１号ａｋ】 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 本項目は、財務諸表等、中間財務諸表等又は四半期財務諸表等の注記の記載について会社の決定事

実として整理したものです。これは当該注記が決算発表後、当初は注記を要しないと会社が判断して

いたにもかかわらず、監査、中間監査又は期中レビューの結果、有価証券報告書、半期報告書又は四

半期決算短信の財務諸表等、中間財務諸表等又は四半期財務諸表等に継続企業の前提に関する事項を

注記することがあるため、決算発表後における当該注記について、追加開示を明示的に義務付けるも

のであり、通常は他の注記事項と同様に決算短信等において記載されるものです。 

また、当該注記事項に記載した「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況の解

消又は改善するための対応策」の進捗状況は、決算短信等の添付資料に含めて記載してください。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項を掲記し、投資者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載して

ください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事

項も記載してください。 

 

ａ．継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する旨及びその内容 

ｂ．継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を解消し、又は改善するため

の対応策 

ｃ．継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる旨及びその理由 

ｄ．継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かの別 

ｅ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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33．有価証券報告書・半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書の提出 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社の業務執行を決定する機関が、「有価証券報告書又は半期報告書の提出期限延長に関する承

認申請書（＊）の提出」を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義

務付けられています。 
 
（＊）開示府令第１５条の２第１項、第１５条の２の２第１項、第１７条の４第１項又は第１８条の２第１項の

規定に基づく当該各項に規定する承認申請書をいう。 

【上場規程第４０２条第１号ａｋの２】 

 

〔開示に関する注意事項〕 

○ 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．対象となる有価証券報告書又は半期報告書 

ｂ．延長前の提出期限 

ｃ．延長が承認された場合の提出期限 

ｄ．提出期限の延長を必要とする理由 

ｅ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 



第２編第１章  上場会社の決定事実 

東京証券取引所 会社情報適時開示ガイドブック 2024 年 4 月 
copyright © 2024 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved. 185

34．株式事務代行機関への株式事務の委託の取止め 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社の業務執行を決定する機関が、「株式事務を当取引所の承認する株式事務代行機関に委託し

ないこと」についての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４０２条第１号ａｌ】 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 複数の種類の上場有価証券について株式事務代行機関への委託を行っている場合で、その一部につ

いて「株式事務代行機関への委託を行わない」旨を決定した場合にも開示が必要となります。 

 

③ 「東証の承認する株式事務代行機関」から他の「東証の承認する株式事務代行機関」に委託先を変

更することを決定した場合（新しい委託先が決定しているときに限る。）には、本項目には該当しませ

ん。 

 

〔その他の注意事項〕 

① 上場内国会社は、株式事務を東証の承認する株式事務代行機関である信託銀行、東京証券代行

（株）、日本証券代行（株）又は（株）アイ・アールジャパンのうちのいずれかに委託することが義務

付けられています。 

【上場規程第４２４条】 

 

② 上場会社が株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しないこととなることが確実

となった場合には、上場廃止となります。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．委託を行わないこととした理由 

ｂ．株式事務代行機関の名称 

ｃ．日程 

ｄ．今後の見通し 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｅ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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35．開示すべき重要な不備、評価結果不表明の旨を記載する内部統制報告書の提出 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、内部統制について、「開示すべき重要な不備」又は「評価結果を表明できない旨」を記

載する内部統制報告書の提出を行うことについて決定した場合は、直ちにその内容を開示することが義

務付けられています。 

【上場規程第４０２条第１号ａｍ】 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 開示すべき重要な不備、評価結果不表明の旨を記載する訂正報告書の提出を行うことについて決定

した場合も開示してください。 

 

③ 内部統制報告制度においては、報告書の提出時点まで開示すべき重要な不備を是正する努力が求め

られることから、本開示は基本的には内部統制報告書の提出と同時期に行われるものと考えられます。 

  

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨又は重要な評価手続

が実施できなかったため、財務報告に係る内部統制の評価結果を表明できない旨 

ｂ．当該評価結果等の具体的な内容 

・ 開示すべき重要な不備がある場合は、当該開示すべき重要な不備の内容、それが事業年

度の末日まで是正されなかった理由、当該開示すべき重要な不備の是正に向けての方針及

び当該方針を実行するために検討している計画等の内容等を記載する。 

・ 重要な評価手続が実施できなかった場合は、実施できなかった当該重要な評価手続の内

容及びその理由を記載する。 

・ 財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす後発事象が発生した場合

は、その事象を記載する。 

・ 事業年度の末日後に開示すべき重要な不備を是正するために実施された措置がある場合

には、その内容を記載する。 

ｃ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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36．定款の変更 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社の業務執行を決定する機関が、「定款の変更」を行うことについての決定をした場合であっ

て、かつ、当該内容が以下に掲げる基準に該当する場合（該当しないことが明らかでない場合を含む。）

は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

 

定款の変更理由に以下のいずれにも該当しないものが含まれている場合 
 

ａ．法令の改正等に伴う記載表現のみの変更 

ｂ．本店所在地の変更 

ｃ．その他投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして当取引所が認める理由 

 

【上場規程第４０２条第１号ａｎ、施行規則第４０１条第１項第１２号】 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 「定款の変更」と併せて他の項目（例えば、「発行する株式、処分する自己株式、発行する新株予約

権、処分する自己新株予約権を引き受ける者の募集又は株式、新株予約権の売出し」等）に該当する

場合があります。詳細は、当該項目に係る取扱い等を参照してください。 

 

③ 「その他投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして当取引所が認める理由」としては、例

えば、公告の電子化、責任限定契約に関する事項の新設及び変更、役付取締役に関する事項の変更及

び取締役の任期の短縮、商号又は名称の英文表記の変更が該当します。 

 

〔その他の注意事項〕 

① 上場会社は、当該開示とは別に、上記基準に該当するか否かにかかわらず、定款の変更を行った場

合、変更後の定款等を遅滞なく、東証へ提出することが義務付けられています。詳細は、「第５編

〔２〕内国株式関係の提出書類一覧」を参照してください。 

 

② 定款上の定時株主総会に係る基準日や配当基準日を事業年度の末日以外の日に変更する場合や、定

款上の定めを無くす場合については、提出書類に関する留意事項等がございますので、予め東証まで

ご相談ください。 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 
 

ａ．定款変更の目的 

ｂ．定款変更の内容 

ｃ．日程 

ｄ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
 

※ 開示資料には、定款の新旧対照表を添付するか、新旧対照表を「ｂ．定款変更の内容」に記載

してください。 
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37．全部取得条項付種類株式の全部の取得 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社の業務を執行する機関が、「全部取得条項付種類株式の全部の取得」を行うことを決定した

場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４０２条第１号aｐ】 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 全部取得条項に係る定款の一部変更を目的とする定款変更議案を株主総会に付議することを決定した

場合には、本適時開示項目の開示が必要となるとともに、併せて「定款の変更」の開示が必要となりま

す。 

 

③ 事前相談について 

上場会社が全部取得条項付種類株式の全部の取得を行う場合（当該決定が公開買付け後のいわゆる

二段階買収の二段目の手続きとして行われる場合を除く。）は、事前相談を行うことが必要です。公

表予定日の遅くとも１０日前までに、必ず東証の上場会社担当者まで開示資料（案）及び算定機関か

らの算定書（案）をメールにてご送付ください。なお、開示資料に十分な記載が行われない場合につ

いては、必要に応じて上場規程に基づき追加開示を求めることがありますので、十分に留意してくだ

さい。 

 

※ 早期に事前相談を行う場合で、開示資料（案）の用意がない場合は、当該全部取得の内容を記載し

た書面をご送付ください。なお、この場合も、公表予定日の遅くとも１０日前までには、開示資料

（案）をメールにてご送付ください。 

※ メール送付時点で算定機関から正式な算定書の提出を受けていない場合は、算定機関における算定

の前提条件及び算定の具体的な過程を記載した参考資料をご送付ください。 

 

 

〔その他の注意事項〕 

○ 算定機関の作成する算定書の提出について 

上場会社が全部取得条項付種類株式の全部の取得により上場廃止となる見込みがある場合は、上場

規程に基づき、算定機関（＊１）が作成した算定書（＊２）を東証に提出することが義務付けられて

います。算定書は、算定の具体的な過程（＊３）及び算定の前提条件（＊４）が記載されたものを提

出してください（算定書に当該内容が記載されない場合には別途書面を添付することでも差し支えあ

りません。）。 

ただし、全部取得条項付種類株式の全部の取得が公開買付け後のいわゆる二段階買収の二段目の

手続きとして行われる場合で、全部取得の対価が公開買付け価格と同一の価格であり、全部取得条項

付種類株式の全部の取得を行うことを決定する際に改めて算定書を取得しないときは、算定書の提出

は不要です。 

【上場規程第４２１条第１項、施行規則第４１７条第１６号ｂ】 
 

（＊１）「当事会社以外の者であって、企業価値又は株価の評価に係る専門的知識を有する者」をいいます。 

（＊２）「全部取得の対価に関する見解を記載した書面」をいいます。 

（＊３）具体的な算定方式、当該算定方式を採用した理由、各算定結果の数値などをいいます。 

（＊４）算定において前提とした重要な要素をいいます。以下の算定手法に関しては、通常、各項目に掲げる

内容が記載された算定書を提出してください。その他の算定手法を用いる場合においても、これらに準じ

た前提条件が記載された算定書を提出してください。 
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①市場株価法 

・計算対象期間 

・算定基準日及び算定基準日が算定書作成日当日又はその前営業日でない場合には、当該日を基準日と

した理由 

・計算方法（終値単純平均か加重平均かの別） 

・その他特殊な前提条件がある場合には、その内容 
 

②類似会社比較法 

・比較対象として選択した類似会社の名称及び当該会社を選択した理由 

・マルチプルとして用いた指標（ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ、ＰＥＲ、ＰＢＲなど） 

・その他特殊な前提条件がある場合には、その内容 
 

③ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法 

・算定の前提とした財務予測（各事業年度における売上高、営業利益、ＥＢＩＴＤＡ及びフリー・

キャッシュ・フローを含む。）の具体的な数値 

・算定の前提とした財務予測の出所 

・割引率の具体的な数値（レンジ可） 

・継続価値の算定手法及び算定に用いたパラメータの具体的な数値（レンジ可） 

・その他特殊な前提条件がある場合には、その内容 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項を掲記し、開示・記載上の注意を参照のうえ、投資者が会社情報を適

切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適

切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

開示事項 開示・記載上の注意 

・ 開示資料の表題 ・ 全部取得条項付種類株式の全部の取得であることが判別できる表題とする。 

（例）「全部取得条項付種類株式の全部の取得に関するお知らせ」 

１．当該全部取得の目的及び理由 ・ 当該全部取得の目的及び理由について、上場会社における検討が開始された時

期、上場会社における検討の経緯など、意思決定に至った過程を含め、わかりやす

く具体的に記載する。 

※ 意思決定に至った過程について、当該全部取得を行うに至った背景や、全部取

得の取得対価として他の種類の株式を１株以上保有することとなる株主（以下

「全部取得後株主」といいます。）の意思決定過程について全部取得後株主から

聴取した内容を記載することも考えられます。なお、全部取得後株主の意思決定

過程を記載する場合、上場会社の意思決定過程と全部取得後株主の意思決定過程

が区別できるように記載してください。 

２．当該全部取得の要旨  

（１）当該全部取得の日程 ・ 当該全部取得に係る株主総会基準日公告日、株主総会基準日、株主総会決議予定

日、実施予定日（効力発生日）などの日程を記載する。 

（２）全部取得の対価の内容等 ・ 全部取得をする株券等の種類ごとに取得対価に関する事項として以下の事項を記

載する。 

・ 取得対価の内容 

・ 取得対価の割当てに関する事項 

・ １株未満の端数が生じる場合の処理の方法並びに当該処理により株主に

交付されることが見込まれる金銭の額 

 

〔対価として上場会社以外の者が発行する株券等を用いる場合〕 

・ 対価に関する事項として下記事項を記載する。 

（１）対価となる株券の発行会社の概要 

・ 対価となる株券の発行会社について、「10.（２）①４．当該組織再編の当

事会社の概要」と同様に記載する。 

（２）対価の換価の方法に関する事項 

① 対価を取引する市場 

② 取引の媒介を行う者 

③ 対価の譲渡その他の処分に制限がある場合には当該制限の内容（該当事項

がない場合はその旨） 
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開示事項 開示・記載上の注意 

④ 対価がその権利の移転又は行使に第三者の許可等を要するものであるとき

は当該許可等を行う者の氏名又は名称及び住所その他当該許可等を得るため

の手続に関する事項（該当事項がない場合はその旨） 

⑤ 対価に市場価格があるときはその価格に関する事項（該当事項がない場合

はその旨） 

⑥ 対価が自己株式の取得、持分の払戻しその他これらに相当する手続により

払戻しができるものであるときはその方法に関する事項（該当事項がない場

合はその旨） 

３． 全部取得の対価の根拠等  

（１）全部取得の対価の根拠及

び理由 

・ 全部取得後株主との協議・交渉の過程及び全部取得の対価の考え方について、会

社法上、事前開示事項として本店に備え置くべき書面等に記載されている内容

（＊）と同等の内容を含め、上場会社の株主にとっての全部取得の対価の内容の相

当性の観点から、わかりやすく具体的に記載する。 

（＊）上場会社に親会社等がある場合には当該親会社等以外の株主の利益を害さないよ

うに留意した事項、１株未満の端数が生じる場合の処理の方法並びに当該処理によ

り株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の相当性に関する事項、

最終事業年度の末日（最終事業年度がない場合にあっては、当該株式会社の成立の

日）後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影

響を与える事象が生じたときは、その内容など。 

・ 上場会社が発行する株式以外の財産を対価として選択した場合、その理由をわか

りやすく具体的に記載する。特に、流動性が低いなど換価が困難と考えられる財産

を対価として選択した場合には、他の財産による代替可能性等の観点を踏まえて理

由を記載する。 

 

※ 全部取得が公開買付け後のいわゆる二段階買収の二段階目の手続きとして行われ

る場合以外の場合には、「12.（２）②３．（２）意見の根拠及び理由〔ＭＢＯ等に

関して意見表明を行う場合〕」に準じて、全部取得の対価に関する判断の理由及び

公正な手続きを通じた株主利益への配慮に関する説明を含め、わかりやすく具体的

に記載する。 

（２）算定に関する事項[上場

株券の上場廃止が見込まれ

る場合のみ] 

※ 全部取得が公開買付け後のいわゆる二段階買収の二段目の手続きとして行われる

場合で、全部取得の対価が公開買付け価格と同一の価格であり、全部取得条項付種

類株式の全部の取得を行うことを決定する際に改めて算定書を取得しないときは、

本項目を省略しても差し支えないものとする。 

① 算定機関の名称並び

に上場会社及び全部取

得後株主等との関係 

・ 算定機関の名称を記載する。 

・ 算定機関について重要な利害関係がある場合（＊）は、その関係の内容及び重要

な利害関係がある算定機関に算定を依頼することとした理由を記載する。また、そ

の場合において、弊害防止措置等を講じているときは当該措置の内容を記載する。 

（＊）① 算定機関が関連当事者に該当する場合、② 全部取得後株主等（全部

取得後株主の株主、役員、フィナンシャルアドバイザー等を含む。）から斡

旋又は紹介を受けた算定機関に依頼した場合、③ 算定機関が上場会社・全

部取得後株主等の双方から依頼を受ける場合、④ 算定機関又はその関係会

社（その子会社を含む。）から当事会社が投融資を受けている場合 などが

考えられます。 

・ 重要な利害関係がない場合には、その旨を記載する。 

② 算定の概要 ・ 具体的な算定方式、当該算定方式を採用した理由、各算定方式の算定結果の数値

（レンジ可）及び各算定方式の算定の重要な前提条件（＊）を記載する。また、そ

れに加えて、主として用いた算定方式がある場合にはその旨及び当該算定方式を主

として用いた理由を記載する。 

（＊）算定の重要な前提条件として市場株価法、類似会社比較法及びディスカウ

ンテッド・キャッシュ・フロー法については、以下の内容を含めて記載す

る。その他の算定手法については以下の内容に準じて重要な前提条件を記載

する。 

① 市場株価法 

・算定基準日、計算対象期間及び算定基準日が算定書作成日当日又はその

前営業日でない場合には、当該日を基準日とした理由 
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開示事項 開示・記載上の注意 

・計算方法（終値単純平均か加重平均かの別） 

・その他特殊な前提条件がある場合には、その内容 

② 類似会社比較法 

・比較対象として選択した類似会社の名称及び当該会社を選択した理由 

・マルチプルとして用いた指標（ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ、ＰＥＲ、ＰＢＲな

ど） 

・その他特殊な前提条件がある場合には、その内容 

③ ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法 

・算定の前提とした財務予測（各事業年度における売上高、営業利益、Ｅ

ＢＩＴＤＡ及びフリー・キャッシュ・フローを含む。）の具体的な数値 

・算定の前提とした財務予測の出所 

・算定の前提とした財務予測が当該取引の実施を前提とするものか否か 

・算定の前提とした財務予測で大幅な増減益を見込んでいるときは、当該

増減益の要因 

※ 「大幅な増減益」に該当するかどうかについては、各当事会社

の当該全部取得後５事業年度のいずれかにおいて、各々の前事業

年度と比較して、利益の増加又は減少見込額が３０％未満である

か否かを目安とする。 

・割引率の具体的な数値（レンジ可） 

・継続価値の算定手法及び算定に用いたパラメータの具体的な数値（レン

ジ可） 

・その他特殊な前提条件がある場合には、その内容 

（３）上場廃止となる見込み ・ 全部取得により上場廃止となる見込みがある場合にはその旨及び下記事項を記載

する。 

・ 上場廃止を目的とする理由 

・ 少数株主への影響及びそれに対する考え方 

・ 上場廃止となる見込みがない場合には、その旨を記載する。 

（４）公正性を担保するための

措置[上場株券の上場廃止

が見込まれる場合のみ] 

・ 公正性を担保するための措置の内容をわかりやすく具体的に記載する。特段の措

置を講じていない場合にはその旨を記載する。 

※ 公正性を担保するための措置の例としては、意思決定過程における恣意性を排

除する観点から、算定機関から当該全部取得の内容に関する見解を記載した書面

（公正性に関する評価を含む。）を取得することや、意思決定方法に関し、弁護

士・アドバイザー等による独立したアドバイスを取得し、その名称並びに公開買

付者及び上場会社との間における重要な利害関係の有無及びその内容を明らかに

すること、また、必要に応じてそのアドバイスの内容を説明することなどが考え

られます。 

※ 算定機関から公正性に関する評価（いわゆる「フェアネス・オピニオン」）を

取得している場合にはその内容を記載する（取得していない場合にはその旨を記

載する。）。 

 

※ 全部取得が公開買付け後のいわゆる二段階買収の二段階目の手続きとして行われ

る場合以外の場合には、「12.（２）②３．（６）公正性を担保するための措置〔Ｍ

ＢＯ等に関して意見表明を行う場合〕」と同様に記載する。 

（５）利益相反を回避するため

の措置[上場株券の上場廃

止が見込まれる場合のみ] 

・ 利益相反を回避するための措置の内容をわかりやすく具体的に記載する。特段の

措置を講じていない場合にはその旨を記載する。 

※ 利益相反を回避するための措置の例としては、当該全部取得の意思決定に至る

過程において利害関係を有する取締役及び監査役の関与を排除することや、当該

全部取得に利害関係を有しない社外監査役又は社外取締役が関与すること、取締

役会から独立した特別委員会を設置し、当該全部取得に関し諮問すること、当該

特別委員会に全部取得後株主との間で交渉を行うことを委嘱することなどが考え

られます。 

 

※ 全部取得が公開買付け後のいわゆる二段階買収の二段階目の手続きとして行われ

る場合以外の場合には、「12.（２）②３．（７）利益相反を回避するための措置〔Ｍ

ＢＯ等に関して意見表明を行う場合〕」と同様に記載する。 



第２編第１章  上場会社の決定事実 

東京証券取引所 会社情報適時開示ガイドブック 2024 年 4 月 
copyright © 2024 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved. 192

開示事項 開示・記載上の注意 

４．全部取得後株主の概要[上場

株券の上場廃止が見込まれる場

合のみ] 

※ 全部取得が公開買付け後のいわゆる二段階買収の二段目の手続きとして行われる

場合には、本項目を省略しても差し支えないものとする。 

 

・ 全部取得後株主の概要として、名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、

資本金、設立年月日、大株主及び持株比率、上場会社と全部取得後株主との関係

（＊）を記載する。 

（＊）上場会社と全部取得後株主の関係は、以下の事項を記載する。また、その他特筆すべ

き関係（上場会社又は上場会社の関係者若しくは関係会社と全部取得後株主又は全部取

得後株主の関係者若しくは関係会社との間の関係を含む。）がある場合には以下の事項

に限らずその内容も含めて記載する。 

・ 資本関係として、最近日における上場会社と全部取得後株主との間の出資の状況

（間接保有分を含む。）を記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 人的関係として、直前事業年度の末日における上場会社と全部取得後株主との間

の役員又は従業員の派遣又は出向の状況を記載する。該当がない場合は、その旨を

記載する。 

・ 取引関係として、直前事業年度における上場会社と全部取得後株主との間の取引

について概要を記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 関連当事者への該当状況として、直前事業年度の末日において、全部取得後株主

が上場会社の関連当事者に該当する場合には、関連当事者である旨及び関連当事者

に該当する事由を記載する（関連当事者に該当しない場合は、その旨を記載す

る。）。 

 

※ 全部取得後株主が個人である場合は、氏名、住所（市区町村まで）、上場会社

と当該個人の関係（上場会社と当該個人（その近親者、当該個人及びその近親者

が過半数所有している会社等並びにその子会社を含む。）との資本関係・人的関

係・取引関係）を記載する。また、その他特筆すべき関係（上場会社又は上場会

社の関係者若しくは関係会社と当該個人又は当該個人の関係者若しくは関係会社

との間の関係を含む。）がある場合には上記の事項に限らずその内容も含めて記

載する。 

※ 全部取得後株主がファンドである場合は、名称、所在地、設立根拠等、組成目

的、組成日、出資の総額、出資者・出資比率・出資者の概要、業務執行組合員の

概要（名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金）、（海外ファンド

の場合には、当該ファンドの本邦内における事務連絡先（国内代理人）の概要

（名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金））、上場会社と当該

ファンドとの間の関係（出資の状況）、上場会社と業務執行組合員・国内代理人

との間の関係（資本関係・人的関係・取引関係）を可能な範囲で記載する。ま

た、その他特筆すべき関係（上場会社又は上場会社の関係者若しくは関係会社

と、当該ファンドの出資者（原出資者を含む。）又は業務執行組合員・国内代理

人若しくは業務執行組合員・国内代理人の関係者若しくは関係会社との間の関係

を含む。）がある場合には、上記の事項に限らずその内容も含めて可能な範囲で

記載する。 

 

※ 上記開示事項について、追加出資、役員派遣、財政状態・経営成績の急激な変

動、取引条件変更などにより最近日までに重要な状況の変化がある場合又は今後重

要な状況の変化が見込まれる場合は、その内容も追加記載する。 

５．今後の見通し ・ 全部取得後における経営体制の予定、方針・計画等がある場合は、その内容を記

載する（外部説明において目標値・計画値などを用いる又は用いることを想定して

いる場合は、原則としてそれらを含めて記載する。）。 

・ その他投資者が会社情報を適

切に理解・判断するために必要

な事項 

 

〔本行為が支配株主との取引等に

関するものである場合〕 

・ 支配株主との取引等に関する

事項 

・ 当該取引が支配株主との取引等である旨を記載する。 

・ 当該取引の「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関す

る指針」との適合状況を記載する。 

・ 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項に
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開示事項 開示・記載上の注意 

ついて記載する。 

・ 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と

利害関係のない者から入手した意見の概要について記載する。 

※ 意見の入手日、入手先、内容（その理由を含む）の概要がわかるように記載す

る。 

※ 支配株主との取引等には、支配株主に加え、施行規則で定める者との取引が含

まれます。詳細については「第３編第１章 【支配株主との重要な取引等に係る

企業行動規範に関する実務上の留意事項等】」を参照してください。 
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38．特別支配株主による株式等売渡請求に係る承認又は不承認 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社の業務を執行する機関が、特別支配株主による「株式等売渡請求」に係る「承認又は不承認」

を行うことを決定した場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４０２条第１号ａｑ】 

 

（注１）特別支配株主とは、会社法第１７９条第１項に規定する特別支配株主のことをいい、株式会社の総

株主の議決権の１０分の９（これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その

割合）以上を当該株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準

ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該者をいいます。 

（注２）株式等売渡請求とは、特別支配株主による会社法第１７９条第１項の規定による請求及び同条第２

項の規定による請求のことをいいます。 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 事前相談について 

上場会社が特別支配株主による株式等売渡請求に係る承認又は不承認を行う場合（当該決定が公開

買付け後のいわゆる二段階買収の二段目の手続きとして行われる場合を除く。）は、事前相談を行う

ことが必要です。公表予定日の遅くとも１０日前までに、東証の上場会社担当者まで開示資料（案）

及び算定機関からの算定書（案）をメールにてご送付ください。なお、開示資料に十分な記載が行わ

れない場合については、必要に応じて上場規程に基づき追加開示を求めることがありますので、十分

に留意してください。 

 

※ 早期に事前相談を行う場合で、開示資料（案）の用意がない場合は、当該行為の内容を記載した書

面をご送付ください。なお、この場合も、公表予定日の遅くとも１０日前までには、開示資料（案）

をメールにてご送付ください。 

※ メール送付時点で算定機関から正式な算定書の提出を受けていない場合は、算定機関における算定

の前提条件及び算定の具体的な過程を記載した参考資料を事前相談にてご送付ください。 

 

③ 上場会社が、会社法第１７９条の６に定める「株式等売渡請求の撤回」に係る承諾をするか否かの

決定をするときには、「開示事項の経過」として開示してください。 

 

 

〔その他の注意事項〕 

○ 算定機関の作成する算定書の提出について 

上場会社が株式等売渡請求等に係る承認を行うときは、上場規程に基づき、算定機関（＊１）が作

成した算定書（＊２）を東証に提出することが義務付けられています。算定書は、算定の具体的な過

程（＊３）及び算定の前提条件（＊４）が記載されたものを提出してください（算定書に当該内容が

記載されない場合には別途書面を添付することでも差し支えありません。）。 

ただし、株式等売渡請求が公開買付け後の二段階買収の二段目の手続きとして行われる場合で、売

渡対価が公開買付け価格と同一の価格であり、株式等売渡請求に係る承認を行うことを決定する際に

改めて算定書を取得しないときは、算定書の提出は不要です。 

【上場規程第４２１条第１項、施行規則第４１７条第１７号ｂ】 

 
 



第２編第１章  上場会社の決定事実 

東京証券取引所 会社情報適時開示ガイドブック 2024 年 4 月 
copyright © 2024 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved. 195

（＊１）「当事会社以外の者であって、企業価値又は株価の評価に係る専門的知識を有する者」をいいます。 

（＊２）「売渡対価に関する見解を記載した書面」をいいます。 

（＊３）具体的な算定方式、当該算定方式を採用した理由、各算定結果の数値などをいいます。 

（＊４）算定において前提とした重要な要素をいいます。以下の算定手法に関しては、通常、各項目に掲げる

内容が記載された算定書を提出してください。その他の算定手法を用いる場合においても、これらに準じ

た前提条件が記載された算定書を提出してください。 

①市場株価法 

・計算対象期間 

・算定基準日及び算定基準日が算定書作成日当日又はその前営業日でない場合には、当該日を基準日と

した理由 

・計算方法（終値単純平均か加重平均かの別） 

・その他特殊な前提条件がある場合には、その内容 
 

②類似会社比較法 

・比較対象として選択した類似会社の名称及び当該会社を選択した理由 

・マルチプルとして用いた指標（ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ、ＰＥＲ、ＰＢＲなど） 

・その他特殊な前提条件がある場合には、その内容 
 

③ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法 

・算定の前提とした財務予測（各事業年度における売上高、営業利益、ＥＢＩＴＤＡ及びフリー・

キャッシュ・フローを含む。）の具体的な数値 

・算定の前提とした財務予測の出所 

・割引率の具体的な数値（レンジ可） 

・継続価値の算定手法及び算定に用いたパラメータの具体的な数値（レンジ可） 

・その他特殊な前提条件がある場合には、その内容 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項を掲記し、開示・記載上の注意を参照のうえ、投資者が会社情報を適

切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適

切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

開示事項 開示・記載上の注意 

・ 開示資料の表題 ・ 特別支配株主の名称及び売渡請求に対する承認又は不承認であることが判別でき

る表題とする。 

（例）「○○○○株式会社による当社に対する株式等売渡請求に関する承認に関

するお知らせ」 

１．売渡請求の概要  

（１）特別支配株主の概要 

 

・ 特別支配株主の概要として、名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資

本金、設立年月日、大株主及び持株比率、上場会社と特別支配株主との関係（＊）

を記載する。 
（＊）上場会社と特別支配株主の関係は、以下の事項を記載する。また、その他特筆すべき

関係（上場会社又は上場会社の関係者若しくは関係会社と特別支配株主又は特別支配株

主の関係者若しくは関係会社との間の関係を含む。）がある場合には以下の事項に限らず

その内容も含めて記載する。 

・ 資本関係として、最近日における上場会社と特別支配株主との間の出資の状況

（間接保有分を含む。）を記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 人的関係として、直前事業年度の末日における上場会社と特別支配株主との間の

役員又は従業員の派遣又は出向の状況を記載する。該当がない場合は、その旨を記

載する。 

・ 取引関係として、直前事業年度における上場会社と特別支配株主との間の取引に

ついて概要を記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 関連当事者への該当状況として、直前事業年度の末日において、特別支配株主が

上場会社の関連当事者に該当する場合には、関連当事者である旨及び関連当事者に

該当する事由を記載する（関連当事者に該当しない場合は、その旨を記載する。）。 

 

※ 特別支配株主が個人である場合は、氏名、住所（市区町村まで）、上場会社と

当該個人の関係（上場会社と当該個人（その近親者、当該個人及びその近親者が

過半数所有している会社等並びにその子会社を含む。）との資本関係・人的関

係・取引関係）を記載する。また、その他特筆すべき関係（上場会社又は上場会

社の関係者若しくは関係会社と当該個人又は当該個人の関係者若しくは関係会社
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開示事項 開示・記載上の注意 

との間の関係を含む。）がある場合には上記の事項に限らずその内容も含めて記

載する。 

※ 特別支配株主がファンドである場合は、名称、所在地、設立根拠等、組成目

的、組成日、出資の総額、出資者・出資比率・出資者の概要、業務執行組合員の

概要（名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金）、（海外ファンド

の場合には、当該ファンドの本邦内における事務連絡先（国内代理人）の概要

（名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金））、上場会社と当該

ファンドとの間の関係（出資の状況）、上場会社と業務執行組合員・国内代理人

との間の関係（資本関係・人的関係・取引関係）を可能な範囲で記載する。ま

た、その他特筆すべき関係（上場会社又は上場会社の関係者若しくは関係会社

と、当該ファンドの出資者（原出資者を含む。）又は業務執行組合員・国内代理

人若しくは業務執行組合員・国内代理人の関係者若しくは関係会社との間の関係

を含む。）がある場合には、上記の事項に限らずその内容も含めて可能な範囲で

記載する。 

 

※ 上記開示事項について、追加出資、役員派遣、財政状態・経営成績の急激な変

動、取引条件変更などにより最近日までに重要な状況の変化がある場合又は今後重

要な状況の変化が見込まれる場合は、その内容も追加記載する。 

（２）当該売渡請求の日程 ・ 売渡請求日、上場会社の取締役会決議日、取得日を記載する。 

（３）売渡対価 ・ 売渡請求の対象となる株券等の種類毎に、売渡対価を記載する。株式については

１株当たりの売渡対価を記載するものとし、その他の株券等についても同様に記載

する。 

２．当該売渡請求に対する承認又

は不承認に関する判断の根拠及

び理由等 

 

（１）承認又は不承認に関する

判断の根拠及び理由 

・ 当該売渡請求に対する承認又は不承認に関する判断の根拠及び理由について、会

社法上、事前開示事項として本店に備え置くべき書面等に記載されている内容

（＊）と同等の内容や意思決定に至った過程を含め、わかりやすく具体的に記載す

る。 

（＊） 売渡対価の額又は算定方法の相当性に関する事項、売渡株主の利益を害さないよ

うに留意した事項、売渡対価の交付の見込みに関する事項、上場会社において最終事

業年度の末日（最終事業年度がない場合にあっては、当該株式会社の成立の日）後に

重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える

事象が生じたときは、その内容など。 

※ 意思決定に至った過程については、上場会社における検討が開始された時期、

上場会社における検討の経緯、特別支配株主との間の当該売渡請求の条件に関す

る交渉の概要を記載してください。 

 ※ 意思決定に至った過程について、当該売渡請求に至った背景や、特別支配株主

の意思決定過程について特別支配株主から聴取した内容を記載することも考えら

れます。なお、特別支配株主の意思決定過程を記載する場合、上場会社の意思決

定過程と特別支配株主の意思決定過程が区別できるように記載してください。 

 

・ 当該売渡請求を承認する場合には、売渡対価に関する判断の理由を含め、株主に

対して当該売渡請求を承認するに至った考え方についてわかりやすく具体的に記載

する。 

 

※ 当該売渡請求が公開買付け後のいわゆる二段階買収の二段階目の手続きとして行

われる場合以外の場合には、「12.（２）②３．（２）意見の根拠及び理由〔ＭＢＯ

等に関して意見表明を行う場合〕」に準じて、売渡対価に関する判断の理由及び公

正な手続きを通じた株主利益への配慮に関する説明を含め、わかりやすく具体的に

記載する。 

（２）算定に関する事項 

 

・ 算定機関から算定書を取得した場合には、以下の事項を記載する。 

・ 算定機関から算定書を取得しない場合は、その旨を記載する。 

 

※ 当該売渡請求が公開買付け後のいわゆる二段階買収の二段階目の手続きとして行
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開示事項 開示・記載上の注意 

われる場合で、売渡対価が公開買付け価格と同一の価格であり、株式等売渡請求に

係る承認を行うことを決定する際に改めて算定書を取得しないときは、本項目を省

略しても差し支えないものとする。 

 

① 算定機関の名称並び

に上場会社及び特別支

配株主との関係 

・ 算定機関の名称を記載する。 

・ 算定機関について重要な利害関係がある場合（＊）は、その関係の内容及び重要

な利害関係がある算定機関に算定を依頼することとした理由を記載する。また、そ

の場合において、弊害防止措置等を講じているときは当該措置の内容を記載する。 

（＊）① 算定機関が関連当事者に該当する場合、② 特別支配株主（特別支配

株主の株主、役員、フィナンシャルアドバイザー等を含む。）から斡旋又は

紹介を受けた算定機関に依頼した場合、③ 算定機関が上場会社・特別支配

株主の双方から依頼を受ける場合、④ 算定機関又はその関係会社（その子

会社を含む。）から当事会社が投融資を受けている場合 などが考えられま

す。 

・ 重要な利害関係がない場合には、その旨を記載する。 

② 算定の概要 ・ 具体的な算定方式、当該算定方式を採用した理由、各算定方式の算定結果の数値

（レンジ可）及び各算定方式の算定の重要な前提条件（＊）を記載する。また、そ

れに加えて、主として用いた算定方式がある場合にはその旨及び当該算定方式を主

として用いた理由を記載する。 

（＊）算定の重要な前提条件として市場株価法、類似会社比較法及びディスカウ

ンテッド・キャッシュ・フロー法については、以下の内容を含めて記載す

る。その他の算定手法については以下の内容に準じて重要な前提条件を記載

する。 

① 市場株価法 

・算定基準日、計算対象期間及び算定基準日が算定書作成日当日又はその

前営業日でない場合には、当該日を基準日とした理由 

・計算方法（終値単純平均か加重平均かの別） 

・その他特殊な前提条件がある場合には、その内容 

② 類似会社比較法 

・比較対象として選択した類似会社の名称及び当該会社を選択した理由 

・マルチプルとして用いた指標（ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ、ＰＥＲ、ＰＢＲな

ど） 

・その他特殊な前提条件がある場合には、その内容 

③ ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法 

・算定の前提とした財務予測（各事業年度における売上高、営業利益、Ｅ

ＢＩＴＤＡ及びフリー・キャッシュ・フローを含む。）の具体的な数値 

・算定の前提とした財務予測の出所 

・算定の前提とした財務予測が当該取引の実施を前提とするものか否か 

・算定の前提とした財務予測で大幅な増減益を見込んでいるときは、当該

増減益の要因 

※ 「大幅な増減益」に該当するかどうかについては、各当事会社

の当該売渡請後５事業年度のいずれかにおいて、各々の前事業年

度と比較して、利益の増加又は減少見込額が３０％未満であるか

否かを目安とする。 

・割引率の具体的な数値（レンジ可） 

・継続価値の算定手法及び算定に用いたパラメータの具体的な数値（レン

ジ可） 

・その他特殊な前提条件がある場合には、その内容 

（３）上場廃止となる見込み ・ 当該売渡請求に対する承認を行う場合には、上場廃止となる旨及び下記事項を記

載する。 

・ 上場廃止を目的とする理由 

・ 売渡株主への影響及びそれに対する考え方 

・ 当該売渡請求に対して不承認を行う場合には、上場廃止となる見込みがない旨を

記載する。 

（４）公正性を担保するための ・ 公正性を担保するための措置の内容をわかりやすく具体的に記載する。特段の措
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開示事項 開示・記載上の注意 

措置 置を講じていない場合にはその旨を記載する。 

※ 公正性を担保するための措置の例としては、意思決定過程における恣意性を排

除する観点から、算定機関から当該行為の内容に関する見解を記載した書面（公

正性に関する評価を含む。）を取得することや、意思決定方法に関し、弁護士・

アドバイザー等による独立したアドバイスを取得し、その名称並びに公開買付者

及び上場会社との間における重要な利害関係の有無及びその内容を明らかにする

こと、また、必要に応じてそのアドバイスの内容を説明することなどが考えられ

ます。 

※ 算定機関から公正性に関する評価（いわゆる「フェアネス・オピニオン」）を

取得している場合にはその内容を記載する（取得していない場合にはその旨を記

載する。）。 

 

※ 当該売渡請求が公開買付け後のいわゆる二段階買収の二段階目の手続きとして行

われる場合以外の場合には、「12.（２）②３．（６）公正性を担保するための措置

〔ＭＢＯ等に関して意見表明を行う場合〕」と同様に記載する。 

（５）利益相反を回避するため

の措置 

・ 利益相反を回避するための措置の内容をわかりやすく具体的に記載する。特段の

措置を講じていない場合にはその旨を記載する。 

※ 利益相反を回避するための措置の例としては、当該売渡請求の意思決定に至る

過程において利害関係を有する取締役及び監査役の関与を排除することや、当該

行為に利害関係を有しない社外監査役又は社外取締役が関与すること、取締役会

から独立した特別委員会を設置し、当該売渡請求に関し諮問すること、当該特別

委員会に特別支配株主との間で交渉を行うことを委嘱することなどが考えられま

す。 

 

※ 当該売渡請求が公開買付け後のいわゆる二段階買収の二段階目の手続きとして行

われる場合以外の場合には、「12.（２）②３．（７）利益相反を回避するための措

置〔ＭＢＯ等に関して意見表明を行う場合〕」と同様に記載する。 

３．今後の見通し ・ 当該売渡請求に対する承認又は不承認の決定後における経営体制の予定、方針・

計画等がある場合は、その内容を記載する（外部説明において目標値・計画値など

を用いる又は用いることを想定している場合は、原則としてそれらを含めて記載す

る。）。 

・ その他投資者が会社情報を適

切に理解・判断するために必要

な事項 

 

・ 支配株主との取引等に関する

事項 

・ 当該取引が支配株主との取引等である旨を記載する。 

・ 当該取引の「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関す

る指針」との適合状況を記載する。 

・ 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項に

ついて記載する。 

・ 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と

利害関係のない者から入手した意見の概要について記載する。 

 ※ 意見の入手日、入手先、内容（その理由を含む）の概要がわかるように記載す

る。 

※ 支配株主との取引等には、支配株主に加え、施行規則で定める者との取引が含ま

れます。詳細については「第３編第１章 【支配株主との重要な取引等に係る企業

行動規範に関する実務上の留意事項等】」を参照してください。 
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39．その他上場会社の運営、業務若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事項 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、「上場規程第４０２条第１号ａからａｑまでに掲げる事項のほか、当該上場会社の運営、

業務若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事項であって、投資者の投資判断に著しい影響を

及ぼすもの」を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられ

ています。 

【上場規程第４０２条第１号ａｒ】 
 

※ 「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかについては、決定事実の内容、その影響等を

踏まえて、実質的に判断することが求められます。 

 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 後述する開示の目安への該当の有無にかかわらず、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要であると

認められる場合には、直ちにその内容を開示するようにしてください。その際、投資者の投資判断に及

ぼす影響の重要性については、当該会社情報の決定が将来のキャッシュ・フローに与える影響など、自

社の企業価値に与える影響を踏まえて、実質的に判断することが重要と考えられます。 

 

③ 投資者の投資判断に及ぼす影響が重要であると認められる場合としては、例えば、当該会社情報の

決定によって、上場会社の事業構成・収益構造等の転換を伴うなど、上場会社の運営、業務又は財産に

係る基本的状況に重要な変化が生じることが見込まれる場合や、当該会社情報の決定によって、当該会

社情報の決定の日の属する連結会計年度以降に大きな収益又は支出が発生すると見込まれる場合や黒字

転換又は赤字転換が見込まれる場合などが考えられますが、これらに限られるものではありません。 

 

④ 資金の借入を行うことについての決定をした場合は、原則として、本項目に該当するものとして開

示してください。 

 

⑤ 買収への対応方針のうち、導入時点では新株又は新株予約権の発行を伴わない買収への対応方針の

導入についても、当該情報が投資者の投資判断に重大な影響を与えない場合を除き、本項目に該当す

るものとして開示が必要となります（公開項目は、「買収防衛策の導入、発動、変更又は廃止」を選択

してください。）。 
 

※ 買収への対応方針に係る開示の表題には、「買収への対応方針」という文字を必ず入れてください。 

※ 導入の前例のないスキームを検討されている場合や遵守義務などの関係で懸案事項がある場合など

には、十分な余裕をもって必ず東証の上場会社担当者まで開示資料（案）をメールにてご送付くださ

い。 

 

⑥ 買収への対応方針の導入に関しては、具体的に買収者が出現した場合、当該方針に基づく買収への

対抗措置を発動した場合、又は買収への対応方針や買収への対抗措置を廃止した場合にも、「開示事項

の経過」として開示が必要となります。また、買収への対応方針の内容の変更を行った場合も、「開示

事項の変更」として開示が必要となります。具体的に買収者が出現した場合には、買収者に関する情

報、買収提案に関する内容、会社の当該買収提案に対する考え方、今後の対応方針といった事項を、

買収への対抗措置を発動又は廃止する場合には、当該決定に至った経緯及び理由、今後の手続・日程、

株主・投資者に与える影響といった事項を、それぞれ記載してください。詳細は、「第３編第１章【買
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収への対応方針の導入等に係る上場制度の概要】」を参照してください。 

 

⑦ 当連結会計年度中に上場会社の決定した事項の実施日等が到来する場合等であって、経営成績等に

与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修

正等」の開示が必要となることも考えられます。 

 

⑧ 以下は、少なくとも「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」と考えられる開示の目安です。以

下の目安に該当しない場合においても、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要であると実質的に考え

られる場合は、開示が必要となります。 

 

 

ａ．金商法第１６６条第２項第４号に該当する事実 

ｂ．当該決定事実による連結総資産の増加又は減少見込額が、直前連結会計年度の末日における連結純

資産の３０％に相当する額以上 

ｃ．当該決定事実による連結売上高の増加又は減少見込額が直前連結会計年度の連結売上高の１０％に

相当する額以上 

ｄ．当該決定事実による連結経常利益の増加又は減少見込額が、直前連結会計年度の連結経常利益の３

０％に相当する額以上（＊） 

ｅ．当該決定事実による親会社株主に帰属する当期純利益の増加又は減少見込額が、直前連結会計年度

の親会社株主に帰属する当期純利益の３０％に相当する額以上（＊） 

ｆ．開示府令第１９条第２項第１２号又は第１９号の規定に基づく事由（財政状態及び経営成績に影響

を与える事象）で臨時報告書が提出される事実 

 

（＊）ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の２％に満たない場

合又は直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の１％

に満たない場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「第７章【利

益が少額の場合の開示基準の特例について】」を参照してください。 

 

※ 連結財務諸表非作成会社については、「連結会計年度」を「事業年度」、「連結総資産」を「総資

産」、「連結純資産」を「純資産」、「連結売上高」を「売上高」、「連結経常利益」を「経常利益」、「親

会社株主に帰属する当期純利益」を「当期純利益」と読み替えてください。 

※ ＩＦＲＳ任意適用会社については、「連結純資産」を「資本合計」、「親会社株主に帰属する当期純利

益」を「親会社の所有者に帰属する当期利益」と読み替えてください。 

※ 開示府令の内容については、上場会社ナビより「適時開示項目に関連する条文一覧」を参照してく

ださい。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、投資者が会社情報を適切に理解・判断できるよう少なくとも事実の概要、決定の理由、

今後の見通し等を記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適切に理

解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．事実の概要 

ｂ．決定の理由 

ｃ．今後の見通し 

・ 当期以降の業績に与える影響の見込みを記載する。 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 
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ｄ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

（本行為が支配株主との取引等に関するものである場合） 

○ 支配株主との取引等に関する事項 

・ 当該取引が支配株主との取引等である旨を記載する。 

・ 当該取引の「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」

との適合状況を記載する。 

・ 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項について

記載する。 

・ 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関

係のない者から入手した意見の概要について記載する。 

※ 意見の入手日、入手先、内容（その理由を含む）の概要がわかるように記載する。 

※ 支配株主との取引等には、支配株主に加え、施行規則で定める者との取引が含まれま

す。詳細については「第３編第１章 【支配株主との重要な取引等に係る企業行動規範

に関する実務上の留意事項等】」を参照してください。 

 

○（参考）当期業績予想及び前期実績 

・ 参考として、上場会社が当連結会計年度に係る業績予想を公表している場合には、公 

表がされた直近の予想値の内容（上場会社の運営、業務、若しくは財産又は当該上場株券

等に関する重要な事項を行うことについての決定に際して当連結会計年度に係る業績予想

を新たに算出した場合には、新たな予想値の内容）及び前連結会計年度における実績を記

載する。 

※ 上場会社の運営、業務、若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事項を行う

ことについての決定に際して当連結会計年度に係る業績予想を新たに算出していない場

合又は上場会社の運営、業務、若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事項の

業績に与える影響が見込まれない場合においても、当該内容を記載する。 

※ 新たに算出した予想値を記載する場合において、上場会社の運営、業務、若しくは財

産又は当該上場株券等に関する重要な事項による影響以外の要素を考慮している場合に

は、その内容等についても、「業績予想の修正等」の適時開示を行う場合に準じて記載

することが望ましい。 
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第２編第２章 

上場会社の発生事実 
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１．災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、「災害に起因する損害」又は「業務遂行の過程で生じた損害」（営業損失、営業外損失又

は特別損失に計上されるべきもの）が発生した場合であって、かつ、当該内容が以下に掲げる基準のい

ずれかに該当する場合（該当しないことが明らかでない場合を含む。）は、直ちにその内容を開示する

ことが義務付けられています。 

 

ａ．損害の見込額が、直前連結会計年度の末日における連結純資産の３％に相当する額以上 

ｂ．損害の見込額が、直前連結会計年度の連結経常利益の３０％に相当する額以上（＊） 

ｃ．損害の見込額が、直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益の３０％に相当する額

以上（＊） 

ｄ．取引規制府令第５０条第１号に定める事項に該当しない場合 
 

（＊）ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の２％に満たない場合又は

直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の１％に満たない

場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「第７章【利益が少額の場合

の開示基準の特例について】」を参照してください。 

 

 ※ 連結財務諸表非作成会社については、「連結会計年度」を「事業年度」、「連結純資産」を「純

資産」、「連結経常利益」を「経常利益」、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「当期純利

益」と読み替えてください。 

 ※ ＩＦＲＳ任意適用会社については、「連結純資産」を「資本合計」、「親会社株主に帰属する当

期純利益」を「親会社の所有者に帰属する当期利益」と読み替えてください。また、「連結経常

利益」に係る基準は適用しません。 

 ※ 取引規制府令の内容については、上場会社ナビより「適時開示項目に関連する条文一覧」を

参照してください。 

 

【上場規程第４０２条第２号ａ、施行規則第４０２条第１項第１号】 
 

 

（注１）災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害とは、種々の事故等の災害又は会社の業務遂

行の過程で生じたすべての損害（営業損失、営業外損失又は特別損失に計上されるべきもの）をいい

ます（法務省刑事局付検事・横畠裕介著「逐条解説 インサイダー取引規制と罰則」商事法務研究会、

１９８９年３月２３日、９２頁）。 

（注２）この事実の発生による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、業績に大きな

影響が出ない場合でも、この事実の発生による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必

要となります。 

（注３）期中又は四半期末・中間期末・事業年度末における有価証券の評価損の発生も開示が必要となりま

す。有価証券の評価損に関する開示を行う場合の判断にあたっては、原則として、四半期毎に、評価

損の差額（＊１）に基づき判断してください（＊２）。また、四半期決算において洗替え法による会計

処理を行った結果、評価損の戻入等が発生する場合（評価損の差額がマイナスとなる場合）は、「その

他の運営、業務、財産又は上場有価証券に関する重要な事実」に関する開示が必要となる場合があり

ます。 
 

（＊１）当事業年度の期首から判断時点までの間に計上される評価損から直前四半期累計期間（直前四半期累計

期間が第２四半期累計期間である場合には直前中間会計期間）において計上された評価損を差し引いた額を

いう。第１四半期については、同四半期会計期間における評価損の額をいう。 

（＊２）四半期決算において切放し法・洗替え法のいずれを採用する場合も同様とする。 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 
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① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 本項目は、災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害が発生した場合に、直ちに事実の

概要を、損害・損失の見込額を含めて開示するものですが、損害・損失の見込額の算定に時間を要す

る場合には、損害・損失の見込額が現時点では不明である旨（概算額がわかる場合はその額）及びそ

れ以外の開示事項について速やかに開示してください。その後、損害・損失の見込額が算定できた時

点で速やかに追加開示を行ってください。 

 

③ 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害として、例えば、以下のものが挙げられます。

有価証券の評価損（「売買目的有価証券」の評価損並びに「満期保有目的の債券」、「子会社及び関連会

社株式」及び「その他有価証券」の評価損（減損））（「保有有価証券の含み損」に係る取扱いに掲げる

【（参考）保有有価証券の評価に関する適時開示について】参照）、貸倒引当金の繰入れ、子会社整理

損、関係会社整理損、特別退職金の引当て、退職給付引当金の不足分の積増し、天災地変、火災、事

故、商品の自主回収、製品の不具合 等 

 

④ 「災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」に併せて他の適時開示項目（例えば、「免

許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分又は行政庁による法令

違反に係る告発」、「債権の取立不能又は取立遅延」、「取引先との取引停止」、「債務免除等の金融支援」、

「保有有価証券の含み損」、「第６章〔１〕４．子会社等の解散（合併による解散を除く。）」等）に該

当する場合があります。詳細は、当該項目に係る取扱い等を参照してください。また、当連結会計年

度中に災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害が発生した場合であって、経営成績等に

与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修

正等」の開示が必要となることも考えられます。 

 

⑤ 子会社等において災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害が発生した場合には、「子会

社等における災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」として開示が必要です。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．損害・損失の内容 
 

（災害に起因する損害の場合） 

・ 損害・損失の発生年月日、場所、原因を記載する。 

・ 損害の状況（営業損失／営業外損失／特別損失の別及び損害・損失の見込額を含む。）

を記載する。 

※ 営業損失／営業外損失／特別損失の別及び損害・損失の見込額が判明していない場合

には、被害を受けた工場等の資産の種類・帳簿価額を記載するなど、損害・損失の規模

がわかるように工夫する。その後、見込額が判明した段階で追加開示する。 

 

（業務遂行の過程で生じた損害の場合） 

・ 損害・損失の発生年月日及び経緯を記載する。 

・ 営業損失／営業外損失／特別損失の別を記載する。 

・ 損害の種類（有価証券評価損、子会社整理損、関係会社整理損、特別退職金の引当て、
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退職給付引当金の不足分の積増し、製品の不具合による○○損、商品の自主回収による○

○損 など）を記載する。 

 

ｂ．今後の見通し 

・ 当期以降の業績に与える影響の見込みを記載する。 

※ 保険金の給付が見込まれる場合や引当金を計上している場合、その内容を含めて記載

する。 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

 

ｃ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

○（参考）当期業績予想及び前期実績 

・ 参考として、上場会社が当連結会計年度に係る業績予想を公表している場合には、公表

がされた直近の予想値の内容（災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の発

生に際して当連結会計年度に係る業績予想を新たに算出した場合には、新たな予想値の内

容）及び前連結会計年度における実績を記載する。 

※ 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の発生に際して当連結会計年度

に係る業績予想を新たに算出していない場合又は災害に起因する損害又は業務遂行の過

程で生じた損害の発生の業績に与える影響が見込まれない場合においても、当該内容を

記載する。 

※ 新たに算出した予想値を記載する場合において、災害に起因する損害又は業務遂行の

過程で生じた損害の発生による影響以外の要素を考慮している場合には、その内容等に

ついても、「業績予想の修正等」の適時開示を行う場合に準じて記載することが望まし

い。 
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２．主要株主又は主要株主である筆頭株主の異動 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、「主要株主又は主要株主である筆頭株主の異動」が生じた場合は、直ちにその内容を開

示することが義務付けられています。なお、主要株主又は主要株主である筆頭株主の異動とは、以下に

掲げる場合をいうものとします。 

 

○ 主要株主であった者が主要株主でなくなる場合 

○ 主要株主でなかった者が主要株主となる場合 

○ 主要株主である筆頭株主であった者が筆頭株主でなくなる場合 

○ 筆頭株主でなかった者が主要株主である筆頭株主となる場合 

 

【上場規程第４０２条第２号ｂ】 
 

 

（注１）主要株主とは、金商法第１６３条第１項に規定する株主のことをいい、自己又は他人（仮設人を含

む。）の名義をもって総株主等の議決権の１０％以上の議決権を保有している株主をいいます。ただし、

所有の態様その他の事情を勘案して取引規制府令で定めるものを除きます。 

（注２）筆頭株主とは、主要株主のうち所有株式数（他人（仮設人を含む。）名義のものを含み、金商法第

１６３条第１項に規定する株式の所有の態様その他の事情を勘案して取引規制府令で定めるものを除

きます。）の最も多い株主をいいます。 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 開示の時期については、名義書換の有無にかかわらず、自らによる新株式発行を決定したこと（第

三者割当・合併等）、大量保有報告書がＥＤＩＮＥＴを通じて提出されたこと、主要株主（新たにこれ

らに該当することとなる者を含む。）からの連絡を受けたことなどにより異動が確実と見込まれた時点

又は異動を確認した時点とします。 

 

③ 大量保有報告書により主要株主の異動を会社が確認した場合等で、報告された所有株式数と名義

ベースの所有株式数が異なる場合には、参考として名義ベースの株式数も記載してください。 

 

④ 発行済株式数の増加により既存の主要株主の議決権比率が１０％を下回った場合のように、所有株

式数に変動がない場合であっても、総株主の議決権数に変動がある場合には、「主要株主の異動」に該

当し、開示が必要となる場合がありますので、留意してください。 

 

⑤ 主要株主である筆頭株主が株の一部を売却し、筆頭株主でなくなった場合、当該株主に関する「主

要株主である筆頭株主の異動」について開示が必要となることに加え、２位だった株主が繰り上がり、

新たに筆頭株主となりますので、当該新たに筆頭株主となる株主が主要株主に該当する場合にはその

旨も開示することが必要となります。なお、主要株主の株の売却が売出しに該当する場合には、その

旨の開示が必要となる場合もありますので、留意してください。 

 

⑥ 「主要株主又は主要株主である筆頭株主の異動」に併せて他の項目（例えば、「親会社の異動又は上

場会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社の異動」）に該当する場合があります。

詳細は、当該項目に係る取扱い等を参照してください。 
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（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．異動年月日 

・ 異動年月日が開示日後となる場合には、「異動予定年月日」として記載する。 

・ 異動年月日を確認できない場合は、会社として異動を確認した年月日を「異動確認年月

日」として記載する。 

ｂ．異動について上場会社が知るに至った経緯 

・ 異動の理由についても上場会社が認識し得る範囲で記載する。 

ｃ．異動した株主の概要 

・ 名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金を記載する。 

※ 個人の場合は、氏名、住所（市区町村まで）を記載する。 

ｄ．異動前後における当該主要株主等の所有する議決権の数・所有株式数、総株主の議決権の数

に対する割合及び議決権のない株式として発行済株式総数から控除した株式数 

ｅ．今後の見通し 

・ 今後の方針等がある場合や当該株主の保有方針等を把握している場合は、その内容を記

載する。 

ｆ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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３．上場廃止の原因となる事実 

 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、「特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの上場の廃止の原因となる事実」が

発生した場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４０２条第２号ｃ】 
 

 

（注）特定有価証券とは、金商法第１６３条第１項及び金商法施行令第２７条の３に規定する特定有価証券

のことをいう。 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 上場廃止の原因となる事実については、上場規程第２編第６章に定める上場廃止基準を参照してく

ださい。 

 

③ 東証以外の金融商品取引所において上場廃止の原因となる事実が生じた場合にも開示してください。 

 

④ 株式会社大阪取引所に上場する有価証券オプション取引の上場が廃止された場合も「特定有価証券

に係るオプションの上場の廃止の原因となる事実」が生じることになるため、開示が必要となります。

株式会社大阪取引所では、上場廃止要件に該当するおそれがある有価証券オプション取引の対象有価

証券の発行者である上場会社に対して、その旨のご連絡をしています。 

※ 有価証券オプションの上場が廃止された場合も、株券の上場は継続されます。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．上場廃止の原因となる事実の概要及びその経緯 

ｂ．今後の見通し 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｃ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

 

○（参考）最近３年間の財政状態及び経営成績 

・ 最近３年間の純資産、総資産、１株当たり純資産、売上高、営業利益、経常利益、親会

社株主に帰属する当期純利益、１株当たり当期純利益、１株当たり配当金を記載する。 
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４．訴訟の提起又は判決等 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、「財産権上の請求に係る訴えが提起された場合」、又は「当該訴えについて判決があった

場合」、若しくは「当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結した場合」であって、

かつ、当該内容が以下に掲げる基準のいずれかに該当する場合（該当しないことが明らかでない場合を

含む。）は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

 

 

ａ．訴えが提起された場合 

（ａ）訴訟の目的の価額が、直前連結会計年度の末日における連結純資産の１５％に相当する額

以上 

（ｂ）当該訴えの提起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴したとした場合、当該訴えの提起さ

れた日の属する連結会計年度開始の日から３年以内に開始する各連結会計年度のいずれかに

おいて、当該敗訴による連結売上高の減少見込額が、直前連結会計年度の連結売上高の１

０％に相当する額以上 

（ｃ）取引規制府令第５０条第３号イに掲げる事項に該当しない場合 

ｂ．ａ．（ａ）若しくはａ．（ｂ）に該当する訴えの提起に係る訴訟について判決があった場合又は

その全部が裁判によらずに完結した場合 

ｃ．ａ．（ａ）若しくはａ．（ｂ）に該当しない訴えの提起に係る判決等（訴えについて判決があっ

たこと又は訴えの提起に係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したことをいう。以

下同じ。）があった場合又はａ．（ａ）若しくはａ．（ｂ）に該当する訴えの提起に係る訴訟の一部

が裁判によらずに完結した場合 

（ａ）判決等により給付する財産の見込額が、直前連結会計年度の末日における連結純資産の

３％に相当する額以上 

（ｂ）判決等の日の属する連結会計年度開始の日から３年以内に開始する各連結会計年度のいず

れかにおいて、当該判決等による連結売上高の減少見込額が、直前連結会計年度の連結売上

高の１０％に相当する額以上 

（ｃ）判決等の日の属する連結会計年度開始の日から３年以内に開始する各連結会計年度のいず

れかにおいて、当該判決等による連結経常利益の減少見込額が、直前連結会計年度の連結経

常利益の３０％に相当する額以上（＊） 

（ｄ）判決等の日の属する連結会計年度開始の日から３年以内に開始する各連結会計年度のいず

れかにおいて、当該判決等による親会社株主に帰属する当期純利益の減少見込額が、直前連

結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益の３０％に相当する額以上（＊） 

（ｅ）取引規制府令第５０条第３号ロに掲げる事項に該当しない場合 

 

（＊）ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の２％に満たない場合又は

直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の１％に満たない

場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「第７章【利益が少額の場合

の開示基準の特例について】」を参照してください。 

 

 ※ 連結財務諸表非作成会社については、「連結会計年度」を「事業年度」、「連結純資産」を「純

資産」、「連結売上高」を「売上高」、「連結経常利益」を「経常利益」、「親会社株主に帰属する

当期純利益」を「当期純利益」と読み替えてください。 

 ※ ＩＦＲＳ任意適用会社については、「連結純資産」を「資本合計」、「親会社株主に帰属する当

期純利益」を「親会社の所有者に帰属する当期利益」と読み替えてください。また、「連結経常

利益」に係る基準は適用しません。 

 ※ 取引規制府令の内容については、上場会社ナビより「適時開示項目に関連する条文一覧」を
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参照してください。 

 

【上場規程第４０２条第２号ｄ、施行規則第４０２条第１項第２号】 
 

 

（注）この事実の発生による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、業績に大きな影

響が出ない場合でも、この事実の発生による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必要

となります。 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 訴えの提起には下級審判決に対する上訴があった場合を、判決には下級審判決を含みます（終局判

決に先立って行われる中間判決もこれに含まれます。）。また、判決によらない完結には、訴えの取下

げ、訴訟上の和解又は請求の放棄若しくは認諾等が該当します。なお、訴訟の前段階である裁判所へ

の仲裁、調停の申立て等については、「訴えの提起」としての開示は義務付けられていません。 

 

③ 上場会社が原告となって訴えを提起する場合については、原則として開示が義務付けられていませ

ん。なお、上場会社が提起した訴えに係る判決等があった場合については、「その他会社の運営、業務、

財産又は上場有価証券に関する重要な事実」として開示が必要となる場合があります。 

 

④ 特許権の侵害訴訟等を提起された場合であって、損害賠償に係る請求に加えて、製品の製造及び販

売等に係る差止めの仮処分が申立てられた場合には、上記のほか、「仮処分命令の申立て又は決定等」

として開示が必要となる場合があります。 

 

⑤ 当連結会計年度中に訴訟の提起又は判決等が生じた場合であって、経営成績等に与える影響の程度

を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必

要となることも考えられます。 

 

⑥ 訴訟の見通しがどのようなものであっても、訴訟の目的額や敗訴した場合に見込まれる連結売上高

への影響等が軽微基準に該当しないときには、開示が必要となります。 

 
 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 
 

ａ．訴訟が提起された（判決等の）日 

ｂ．訴訟の原因及び提起される（判決等）に至った経緯 

ｃ．訴訟を提起した者の概要 

・ 名称、所在地、代表者の役職・氏名を記載する。 

※ 個人の場合には、氏名、住所（市区町村まで）を記載する。 

ｄ．訴訟内容 

・ 訴え又は判決等の概要、訴訟の目的の価額、判決等の給付する財産の額等を記載する。 

ｅ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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ｆ．今後の見通し 

※ 訴訟が完結した場合のみ記載する。 

・ 当期以降の業績に与える影響の見込みを記載する。 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

 

 

○（参考）当期業績予想及び前期実績 

・ 参考として、上場会社が当連結会計年度に係る業績予想を公表している場合には、公表

がされた直近の予想値の内容（訴訟の提起又は判決等に際して当連結会計年度に係る業績

予想を新たに算出した場合には、新たな予想値の内容）及び前連結会計年度における実績

を記載する（訴訟が完結した場合のみ）。 

※ 訴訟の提起若しくは判決等に際して当連結会計年度に係る業績予想を新たに算出し

ていない場合又は訴訟の提起若しくは判決等の業績に与える影響が見込まれない場合

においても、当該内容を記載する。 

※ 新たに算出した予想値を記載する場合において、訴訟の提起又は判決等による影響

以外の要素を考慮している場合には、その内容等についても、「業績予想の修正等」の

適時開示を行う場合に準じて記載することが望ましい。 
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５．仮処分命令の申立て又は決定等 

 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、「事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされた場合」、

又は「当該申立てについて裁判があった場合」、若しくは「当該申立てに係る手続の全部若しくは一部

が裁判によらずに完結した場合」であって、かつ、当該内容が以下に掲げる基準のいずれかに該当する

場合（該当しないことが明らかでない場合を含む。）は、直ちにその内容を開示することが義務付けら

れています。 

 

ａ．仮処分命令の申立てがなされた場合 

（ａ）当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立てどおりに発せられたとした場合、申立ての日

の属する連結会計年度の開始日から３年以内に開始する連結会計年度のいずれかにおいて、

当該仮処分命令による連結売上高の減少見込額が、直前連結会計年度の連結売上高の１０％

に相当する額以上 

（ｂ）取引規制府令第５０条第４号イに掲げる事項 

ｂ．ａ．（ａ）に該当する仮処分命令の申立てについて裁判があった場合又は当該申立てに係る手続

きの全部が裁判によらずに完結した場合 

ｃ．ａ．（ａ）に該当しない仮処分命令における裁判等（申立てについて裁判があったこと又は当該

申立てに係る手続きの全部若しくは一部が裁判によらずに完結したことをいう。以下同じ。）が

あった場合又はａ．（ａ）に該当する申立てに係る手続きの一部が裁判によらずに完結した場合 

（ａ）当該裁判等の日の属する連結会計年度の開始日から３年以内に開始する連結会計年度のい

ずれかにおいて、当該裁判等による連結売上高の減少見込額が、直前連結会計年度の連結売

上高の１０％に相当する額以上 

（ｂ）当該裁判等の日の属する連結会計年度の開始日から３年以内に開始する連結会計年度のい

ずれかにおいて、当該裁判等による連結経常利益の減少見込額が、直前連結会計年度の連結

経常利益の３０％に相当する額以上（＊） 

（ｃ）当該裁判等の日の属する連結会計年度の開始日から３年以内に開始する連結会計年度のい

ずれかにおいて、当該裁判等による親会社株主に帰属する当期純利益の減少見込額が、直前

連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益の３０％に相当する額以上（＊） 

（ｄ）取引規制府令第５０条第４号ロに掲げる事項 

 

（＊）ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の２％に満たない場合又は

直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の１％に満たない

場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「第７章【利益が少額の場合

の開示基準の特例について】」を参照してください。 

 

 ※ 連結財務諸表非作成会社については、「連結会計年度」を「事業年度」、「連結売上高」を「売

上高」、「連結経常利益」を「経常利益」、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「当期純利

益」と読み替えてください。 

 ※ ＩＦＲＳ任意適用会社については、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「親会社の所有者

に帰属する当期利益」と読み替えてください。また、「連結経常利益」に係る基準は適用しませ

ん。 

 ※ 取引規制府令の内容については、上場会社ナビより「適時開示項目に関連する条文一覧」を

参照してください。 

 

【上場規程第４０２条第２号ｅ、施行規則第４０２条第１項第３号】 
 

 

（注）この事実の発生による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、業績に大きな影
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響が出ない場合でも、この事実の発生による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必要

となります。 
 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 当連結会計年度中に仮処分命令の申立て又は決定等が生じた場合であって、経営成績等に与える影

響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の

開示が必要となることも考えられます。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．仮処分命令の申立て又は決定等がなされた日 

ｂ．仮処分命令の申立て又は決定等がなされるに至った経緯 

ｃ．仮処分命令を申立てした者の概要 

・ 名称、所在地、代表者の役職・氏名を記載する。 

※ 個人の場合には、氏名、住所（市区町村まで）を記載する。 

ｄ．仮処分命令の申立て又は決定等の内容 

ｅ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

ｆ．今後の見通し 

※ 仮処分命令の申立てについて決定等があった場合のみ記載する。 

・ 当期以降の業績に与える影響の見込みを記載する。 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

 

○（参考）当期業績予想及び前期実績 

・ 参考として、上場会社が当連結会計年度に係る業績予想を公表している場合には、公表

がされた直近の予想値の内容（仮処分命令の申立て又は決定等に際して当連結会計年度に

係る業績予想を新たに算出した場合には、新たな予想値の内容）及び前連結会計年度にお

ける実績を記載する。 

※ 仮処分命令の申立て又は決定等に際して当連結会計年度に係る業績予想を新たに算

出していない場合又は仮処分命令の申立て又は決定等の業績に与える影響が見込まれ

ない場合においても、当該内容を記載する。 

※ 新たに算出した予想値を記載する場合において、仮処分命令の申立て又は決定等に

よる影響以外の要素を考慮している場合には、その内容等についても、「業績予想の修

正等」の適時開示を行う場合に準じて記載することが望ましい。 
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６．免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分又は行

政庁による法令違反に係る告発 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、「免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分又は

行政庁による法令違反に係る告発」を受けた場合であって、かつ、当該内容が以下に掲げる基準のいず

れかに該当する場合（該当しないことが明らかでない場合を含む。）は、直ちにその内容を開示するこ

とが義務付けられています。 

 

ａ．法令に基づく処分を受けた日の属する連結会計年度の開始日から３年以内に開始する各連結会

計年度のいずれかにおいて、当該処分による連結売上高の減少見込額が、直前連結会計年度の連

結売上高の１０％に相当する額以上 

ｂ．行政庁によって法令違反に係る告発を受けた事業部門等の直前連結会計年度における連結売上

高が、当該連結会計年度における会社の連結売上高の１０％に相当する額以上 

ｃ．取引規制府令第５０条第５号に定める事項に該当しない場合 

 

 ※ 連結財務諸表非作成会社については、「連結会計年度」を「事業年度」、「連結売上高」を「売

上高」と読み替えてください。 

 ※ 取引規制府令の内容については、上場会社ナビより「適時開示項目に関連する条文一覧」を

参照してください。 

 

【上場規程第４０２条第２号ｆ、施行規則第４０２条第１項第４号】 
 

 

（注）この事実の発生による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、業績に大きな影

響が出ない場合でも、この事実の発生による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必要

となります。 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 「免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分又は行政庁によ

る法令違反に係る告発」に併せて他の適時開示項目（例えば、「災害に起因する損害又は業務遂行の過

程で生じた損害」等）に該当する場合があります。詳細は、当該項目に係る取扱い等を参照してくだ

さい。また、連結会計年度中に免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に

基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発が生じた場合であって、経営成績等に与える影響の

程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示

が必要となることも考えられます。 

 

③ 行政庁による法令に基づく処分には、会社が事業活動の基礎として必要な行政庁の免許、認可又は

登録の取消処分（更新できなかった場合を含む。）、事業の全部又は一部の停止命令などを含みます。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 
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ａ．処分又は告発を受けた日 

ｂ．処分又は告発を受けるに至った経緯 

ｃ．処分又は告発の内容 

ｄ．今後の見通し 

・ 当期以降の業績に与える影響の見込みを記載する。 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｅ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

○（参考）当期業績予想及び前期実績 

・ 参考として、上場会社が当連結会計年度に係る業績予想を公表している場合には、公表

がされた直近の予想値の内容（免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁に

よる法令に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発に際して当連結会計年度に係

る業績予想を新たに算出した場合には、新たな予想値の内容）及び前連結会計年度におけ

る実績を記載する。 

※ 免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分若

しくは行政庁による法令違反に係る告発に際して当連結会計年度に係る業績予想を新

たに算出していない場合又は免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁

による法令に基づく処分若しくは行政庁による法令違反に係る告発の業績に与える影

響が見込まれない場合においても、当該内容を記載する。 

※ 新たに算出した予想値を記載する場合において、免許の取消し、事業の停止その他

これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発

による影響以外の要素を考慮している場合には、その内容等についても、「業績予想の

修正等」の適時開示を行う場合に準じて記載することが望ましい。 
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７．親会社の異動、支配株主（親会社を除く。）の異動又はその他の関係会社の異動 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、親会社の異動、支配株主（親会社を除く。）の異動又はその他の関係会社の異動が生じ

た場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

 

○ 親会社の異動 

・ 「親会社」でなかった者が、新たに「親会社」になる場合 

・ 「親会社」が、「親会社」でなくなる場合 
 

○ 支配株主（親会社を除く。）の異動 

・ 「支配株主（親会社を除く。）」でなかった者が、新たに「支配株主（親会社を除く。）」

になる場合 

・ 「支配株主（親会社を除く。）」が、「支配株主（親会社を除く。）」でなくなる場合 
 

○ その他の関係会社の異動 

・ 「その他の関係会社」でなかった者が、新たに「その他の関係会社」になる場合 

・ 「その他の関係会社」が、「その他の関係会社」でなくなる場合 

 

【上場規程第４０２条第２号ｇ】 
 

 

（注）「親会社」又は「支配株主（親会社を除く。）」が「その他の関係会社」になるケース及び「その他の

関係会社」が「親会社」又は「支配株主（親会社を除く。）」になるケースも開示の対象となります。

また、「親会社」が「支配株主（親会社を除く。）」になるケース及び「支配株主（親会社を除く。）」が

「親会社」になるケースも開示の対象となりますので、ご注意ください。 

 

 

【支配株主の定義について】 
 

・ 「支配株主」とは、次の①②のいずれかに該当する者をいう。 

① 親会社 

② 主要株主で、当該主要株主が自己の計算において所有している議決権と、次に掲げる者（③④）が

所有している議決権とを合わせて、上場会社の議決権の過半数を占めているもの（①を除く）。以下

「支配株主（親会社を除く。）」という。 

③ 当該主要株主の近親者（二親等内の親族をいう。以下同じ。） 

④ 当該主要株主及び③が、議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等（会社、

指定法人、組合その他これらに準ずる企業体（外国におけるこれらに相当するものを含む。）

をいう。）及び当該会社等の子会社 

【上場規程第２条第４２号の２、施行規則第３条の２】 

 

・ 「支配株主等」とは、上記①、②、③、④又は⑤その他の関係会社のいずれかに該当する者をいう。 

 

（参考）主要株主の近親者が議決権を所有している場合において、「②支配株主（親会社を除く。）」の判断にあ

たって注意を要する例 
 

○ 上場会社の主要株主（個人）が議決権の４５％を、また、当該主要株主の弟が同６％を 

それぞれ自己の計算において保有している場合。 

→ 当該主要株主が「②支配株主（親会社を除く。）」に該当します。 
 

○ 上場会社の主要株主（個人）が議決権の４０％を、また、当該主要株主の弟が同１１％を 

それぞれ自己の計算において保有している場合。 

→ 当該主要株主及びその弟が、それぞれ「②支配株主（親会社を除く。）」に該当します。 
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〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 開示の時期については、名義書換の有無にかかわらず、自らによる新株式発行を決定したこと（第

三者割当増資、合併等）、大量保有報告書がＥＤＩＮＥＴを通じて提出されたこと、親会社、支配株主

（親会社を除く。）又はその他の関係会社（新たにこれらに該当することとなる者を含む。）からの連

絡を受けたことなどにより、異動が確実と見込まれた時点又は異動を確認した時点とします。なお、

臨時報告書の提出の有無にかかわらず開示が必要となる点に留意してください。 

 

③ 大量保有報告書により親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の異動を会社が確

認した場合等で、報告された所有株式数と名義ベースの所有株式数が異なる場合には、参考として名

義ベースの株式数も記載してください。 

 

④ 発行済株式数の増加により既存の親会社の議決権比率が５０％を下回った場合のように、所有株式

数に変動がない場合であっても、総株主の議決権数に変動がある場合には、「親会社の異動、支配株主

（親会社を除く。）の異動又はその他の関係会社の異動」に該当し、開示が必要となる場合があります

ので、留意してください。 

 

⑤ 「親会社の異動、支配株主（親会社を除く。）の異動又はその他の関係会社の異動」に併せて他の項

目（例えば、「主要株主の異動又は主要株主である筆頭株主の異動」）に該当する場合があります。詳

細は、当該項目に係る取扱い等を参照してください。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．異動の年月日 

ｂ．異動について上場会社が知るに至った経緯 

・ 異動の理由についても上場会社が認識し得る範囲で最大限記載する。 

ｃ．親会社、支配株主（親会社を除く。）、その他の関係会社の概要 

・ 名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、設立年月日、直前事業年度の純資産及

び総資産、大株主及び持株比率、上場会社と当該株主の関係（＊）を可能な範囲で記載する。 
（＊）上場会社と当該株主の関係は、以下の事項を記載する。また、その他特筆すべき関係（上場会社又は上場

会社の関係者若しくは関係会社と当該株主又は当該株主の関係者若しくは関係会社との間の関係を含む。）

がある場合には以下の事項に限らずその内容も含めて記載する。 

・ 資本関係として、最近日における上場会社と当該株主との間の出資の状況（間接保有分を含む。）を

記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 人的関係として、直前事業年度の末日における上場会社と当該株主との間の役員又は従業員の派遣又

は出向の状況を記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 取引関係として、直前事業年度における上場会社と当該株主との間の取引について概要を記載する。

該当がない場合は、その旨を記載する。 

※ 当該株主が個人である場合は、氏名、住所（市区町村まで）、上場会社と当該個人の関係（上場会

社と当該個人（その近親者、当該個人及びその近親者が過半数所有している会社等並びにその子会

社を含む。）との資本関係・人的関係・取引関係）を可能な範囲で記載する。また、その他特筆すべ

き関係（上場会社又は上場会社の関係者若しくは関係会社と当該個人又は当該個人の関係者若しく

は関係会社との間の関係を含む。）がある場合には上記の事項に限らずその内容も含めて記載する。 

※ 当該株主がファンドである場合は、名称、所在地、設立根拠等、業務執行組合員の概要（名称、

所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金）、（海外ファンドの場合には、当該ファンドの本

邦内における事務連絡先（国内代理人）の概要（名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、

資本金））、上場会社と当該ファンドとの間の関係（出資の状況）、上場会社と業務執行組合員・国内
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代理人との間の関係（資本関係・人的関係・取引関係）を可能な範囲で記載する。また、その他特

筆すべき関係（上場会社又は上場会社の関係者若しくは関係会社と、当該ファンドの出資者（原出

資者を含む。）又は業務執行組合員・国内代理人若しくは業務執行組合員・国内代理人の関係者若し

くは関係会社との間の関係を含む。）がある場合には、上記の事項に限らずその内容も含めて可能な

範囲で記載する。 

※ 上記開示事項について、追加出資、役員派遣、財政状態・経営成績の急激な変動、取引条件変更

などにより最近日までに重要な状況の変化がある場合又は今後重要な状況の変化が見込まれる場合

は、その内容も追加記載する。 

ｄ．異動前後における親会社、支配株主（親会社を除く。）、その他の関係会社の所有する議決権

の数及び議決権所有割合 

・ 親会社の異動、その他の関係会社の異動については、直接所有分、間接所有分、これら

の合計をそれぞれ記載する。 

・ 支配株主（親会社を除く。）の異動については、当該支配株主の所有している議決権、

次に掲げる者の所有している議決権、これらの合計をそれぞれ記載する。 

（イ）当該主要株主の近親者（二親等内の親族をいう） 

（ロ）当該主要株主及び（イ）が、議決権の過半数を自己の計算において所有している

会社等（会社、指定法人、組合その他これらに準ずる企業体（外国におけるこれら

に相当するものを含む。）をいう。）及び当該会社等の子会社 

ｅ．今後の見通し 

・ 今後の方針等がある場合や当該株主の保有方針等を把握している場合は、その内容を記

載する。 

ｆ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

（親会社の異動の場合又はその他の関係会社の異動の場合） 

ｇ．「開示対象となる非上場の親会社等」の変更の有無 

・ 「開示対象となる非上場の親会社等」が変更される場合には（見込みを含む。）、その旨

を含めて開示する。 
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８．破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、「債権者その他の当該上場会社以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続

開始又は企業担保権の実行の申立て」が行われた場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けら

れています。 

【上場規程第４０２条第２号ｈ】 

 

〔開示に関する注意事項〕 

〇 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．申立てに至った経緯 

ｂ．申立者の概要 

・ 名称、所在地、代表者の役職・氏名を記載する。 

※ 個人の場合には、氏名、住所（市区町村まで）を記載する。 

ｃ．申立ての内容 

ｄ．負債の総額 

ｅ．今後の見通し 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｆ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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９．手形等の不渡り又は手形交換所による取引停止処分 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、「手形若しくは小切手の不渡り」が発生した場合（支払資金の不足を事由とするものに

限る。）又は「手形交換所による取引停止処分」が行われた場合は、直ちにその内容を開示することが

義務付けられています。 

【上場規程第４０２条第２号ｉ】 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 手形等の不渡り又は手形交換所における取引停止処分に併せて他の項目（例えば、「業績予想の修正

等」）に該当する場合があります。詳細は、当該項目に係る取扱い等を参照してください。 

 

③ 電子記録債権法（平成１９年法律第１０２号）第２条第１項に規定する電子記録債権について支払

不能が生じた場合（支払資金の不足を事由とするものに限る。）又は電子記録債権機関による取引停止

処分が行われた場合は、「その他上場会社の運営、業務若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要

な事実」として開示してください。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．手形等の不渡り又は手形交換所における取引停止処分に至った経緯 

ｂ．負債の総額 

ｃ．今後の見通し 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｄ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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10．親会社等に係る破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立

て 

 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、「親会社等に係る破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の

申立て」が行われた場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４０２条第２号ｊ】 
 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 当連結会計年度中に親会社等に係る破産手続開始の申立て等が生じた場合であって、経営成績等に

与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修

正等」の開示が必要となることも考えられます。 

 

③ 親会社等が本邦以外の地域において設立された会社であって、その設立国（地域）の法律等に基づ

いて、当該親会社等に係る破産手続開始の申立て等に相当する行為が行われた場合にも開示してくだ

さい。 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 
 

ａ．親会社等の概要 

・ 名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、設立年月日、直前事業年度の純資産及

び総資産、大株主及び持株比率（把握している場合には可能な範囲で記載する。）、上場会社と当該

親会社等の関係（＊）を記載する。 
（＊）上場会社と当該親会社等の関係は、以下の事項を記載する。その他特筆すべき関係（上場会社又は上場会

社の関係者若しくは関係会社と当該親会社等又は当該親会社等の関係者若しくは関係会社との間の関係を含

む。）がある場合には以下の事項に限らずその内容も含めて記載する。 

・ 資本関係として、最近日における上場会社と当該親会社等との間の出資の状況（間接保有分を含む。）

を記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 人的関係として、直前連結会計年度の末日における上場会社と当該親会社等との間の役員又は従業員

の派遣又は出向の状況を記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 取引関係として、直前連結会計年度における上場会社と当該親会社等との間の取引について概要を記

載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 最近日における上場会社と当該親会社等との間の債権債務関係を記載する。 

※ 上記開示事項について、追加出資、役員派遣、財政状態・経営成績の急激な変動、取引条件変更

などにより最近日までに重要な状況の変化がある場合又は今後重要な状況の変化が見込まれる場合

は、その内容も追加記載する。 

ｂ．申立てに至った経緯 

ｃ．申立者の概要 

・ 名称、所在地、代表者の役職・氏名を記載する。 

※ 個人の場合には、氏名、住所（市区町村まで）を記載する。 

ｄ．申立ての内容 

ｅ．負債の総額 

ｆ．親会社等に係る破産等の影響 

ｇ．今後の見通し 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｈ．親会社等に係る上場廃止又は上場維持の見通し（当該親会社等が上場会社の場合であって、

当該親会社等による申立てのとき） 

ｉ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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11．債権の取立不能又は取立遅延 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、「債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等、破産手続開始の申立て等

その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権又は

当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれ」

が生じ、かつ、当該内容が以下に掲げる基準のいずれかに該当する場合（該当しないことが明らかでな

い場合を含む。）は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

 

ａ．債権の取立不能又は取立遅延のおそれのある額が、直前連結会計年度の末日における連結純資

産の３％に相当する額以上 

ｂ．債権の取立不能又は取立遅延のおそれのある額が、直前連結会計年度の連結経常利益の３０％

に相当する額以上（＊） 

ｃ．債権の取立不能又は取立遅延のおそれのある額が、直前連結会計年度の親会社株主に帰属する

当期純利益の３０％に相当する額以上（＊） 

ｄ．取引規制府令第５０条第６号に定める事項に該当しない場合 

 

（＊）ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の２％に満たない場合又は

直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の１％に満たない

場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「第７章【利益が少額の場合

の開示基準の特例について】」を参照してください。 

 

 ※ 連結財務諸表非作成会社については、「連結会計年度」を「事業年度」、「連結純資産」を「純

資産」、「連結経常利益」を「経常利益」、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「当期純利

益」と読み替えてください。 

 ※ ＩＦＲＳ任意適用会社については、「連結純資産」を「資本合計」、「親会社株主に帰属する当

期純利益」を「親会社の所有者に帰属する当期利益」と読み替えてください。また、「連結経常

利益」に係る基準は適用しません。 

 ※ 取引規制府令の内容については、上場会社ナビより「適時開示項目に関連する条文一覧」を

参照してください。 

 

【上場規程第４０２条第２号ｋ、施行規則第４０２条第１項第５号】 
 

 

（注１）「債権の取立不能又は取立遅延のおそれ」は、特定の債務者（又は保証債務に係る主たる債務者）

について、「手形等の不渡り又は手形交換所による取引停止処分」、「破産手続開始、再生手続開始、更

生手続開始又は企業担保権の実行の申立て」等（これらに準ずる事実を含む。）が生じたことにより、

当該債務者に対する売掛金又は貸付金その他の債権（保証債務を履行したと仮定した場合における主

たる債務者に対する求償権）について、「債務不履行のおそれ」が生じたことをいいます。 

（注２）債務不履行のおそれのある債権又は求償権の額について当該債権等に係る担保権の設定、貸倒引当

金の既計上、保険による補てん等は考慮されません。この事実の発生による影響の見込額と他の要因

により生じる影響額とを合算すると、業績に大きな影響が出ない場合でも、この事実の発生による影

響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必要となります。 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 債権の取立不能から貸倒損失として計上することが決定された場合、「災害に起因する損害又は業務
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遂行の過程で生じた損害」としてさらに開示が必要となる場合があります。詳細は、当該項目に係る

取扱い等を参照してください。 

 

③ 当連結会計年度中に債権の取立不能又は取立遅延が生じた場合であって、経営成績等に与える影響

の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開

示が必要となることも考えられますので注意してください。また、当連結会計年度に係る決算におい

て貸倒引当金の計上の必要性を認識した場合においても、「業績予想の修正等」の開示が必要となるこ

とも考えられます。 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．相手方の概要 

・ 名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、設立年月日、直前事業年度の純資産及

び総資産、大株主及び持株比率（把握している場合には可能な範囲で記載する。）、上場会社と当該

会社の関係（＊）を記載する。 
（＊）上場会社と当該会社の関係は、以下の事項を記載する。また、その他特筆すべき関係（上場会社又は上場

会社の関係者若しくは関係会社と当該会社又は当該会社の関係者若しくは関係会社との間の関係を含む。）

がある場合には以下の事項に限らずその内容も含めて記載する。 

・ 資本関係として、最近日における上場会社と当該会社との間の出資の状況（間接保有分を含む。）を

記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 人的関係として、直前事業年度の末日における上場会社と当該会社との間の役員又は従業員の派遣又

は出向の状況を記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 取引関係として、直前事業年度における上場会社と当該会社との間の取引について概要を記載する。

該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 関連当事者への該当状況として、直前事業年度の末日において、当該会社が上場会社の関連当事者に

該当する場合には、関連当事者である旨及び関連当事者に該当する事由を記載する（関連当事者に該当

しない場合は、その旨を記載する。）。 

※ 相手先が個人である場合は、氏名、住所（市区町村まで）、上場会社と当該個人の関係（上場会社

と当該個人（その近親者、当該個人及びその近親者が過半数所有している会社等並びにその子会社

を含む。）との資本関係・人的関係・取引関係）を記載する。また、その他特筆すべき関係（上場会

社又は上場会社の関係者若しくは関係会社と当該個人又は当該個人の関係者若しくは関係会社との

間の関係を含む。）がある場合には上記の事項に限らずその内容も含めて記載する。 

※ 上記開示事項について、追加出資、役員派遣、財政状態・経営成績の急激な変動、取引条件変更

などにより最近日までに重要な状況の変化がある場合又は今後重要な状況の変化が見込まれる場合

は、その内容も追加記載する。 

ｂ．取立不能又は取立遅延のおそれが生じた経緯 

ｃ．当該取引先に対する債権（求償権）の種類及び金額（連結純資産に対する割合を含む。） 

ｄ．今後の見通し 

・ 当期以降の業績に与える影響の見込みを記載する。 

・ 債権額のうち、担保及び引当て等により保全されていない金額を記載する。 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｅ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

○（参考）当期業績予想及び前期実績 

・ 参考として、上場会社が当連結会計年度に係る業績予想を公表している場合には、公表

がされた直近の予想値の内容（債権の取立不能又は取立遅延の発生に際して当連結会計年

度に係る業績予想を新たに算出した場合には、新たな予想値の内容）及び前連結会計年度

における実績を記載する。 

※ 債権の取立不能又は取立遅延の発生に際して当連結会計年度に係る業績予想を新たに

算出していない場合又は債権の取立不能又は取立遅延の発生の業績に与える影響が見込

まれない場合においても、当該内容を記載する。 
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※ 新たに算出した予想値を記載する場合において、債権の取立不能又は取立遅延の発生

による影響以外の要素を考慮している場合には、その内容等についても、「業績予想の

修正等」の適時開示を行う場合に準じて記載することが望ましい。 
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12．取引先との取引停止 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、「主要取引先（直前事業年度における売上高又は仕入高が売上高総額又は仕入高総額の

１０％以上である取引先をいう。以下同じ。）との取引の停止」又は「同一事由による若しくは同一時

期における複数の取引先との取引の停止」が発生した場合であって、かつ、当該内容が以下に掲げる基

準のいずれかに該当する場合（該当しないことが明らかでない場合を含む。）は、直ちにその内容を開

示することが義務付けられています。 

 

ａ．主要取引先との取引停止、あるいは同一事由又は同一時期における複数の取引先との取引停止

の日の属する連結会計年度の開始日から３年以内に開始する各連結会計年度のいずれかにおい

て、当該取引の停止による連結売上高の減少見込額の総額が、直前連結会計年度の連結売上高の

１０％に相当する額以上 

ｂ．取引規制府令第５０条第７号に定める事項に該当しない場合 

 

 ※ 連結財務諸表非作成会社については、「連結会計年度」を「事業年度」、「連結売上高」を「売

上高」と読み替えてください。 

 ※ 取引規制府令の内容については、上場会社ナビより「適時開示項目に関連する条文一覧」を

参照してください。 

 

【上場規程第４０２条第２号ｌ、施行規則第４０２条第１項第６号】 
 

 

（注）この事実の発生による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、業績に大きな影

響が出ない場合でも、この事実の発生による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必要

となります。 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 取引停止には、取引先の意思による場合、法規制等により取引先との取引が不可能になる場合、あ

るいは、部分品の仕入先が生産を中止した結果、製品の製造・販売が不可能になった場合等を含みま

す。 

 

③ 「取引先との取引停止」に併せて他の適時開示項目（例えば、「事業の全部又は一部の休止又は廃

止」、「災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」等）に該当する場合があります。詳細

は、当該項目に係る取扱い等を参照してください。また、当連結会計年度中に取引先との取引停止が

生じた場合であって、経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新た

に算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 
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ａ．取引停止に至った経緯 

ｂ．取引先の概要 

・ 名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、設立年月日、直前事業年度の純資産及

び総資産、大株主及び持株比率（把握している場合には可能な範囲で記載する。）、上場会社と当該

会社の関係（＊）を記載する。 
（＊）上場会社と当該会社の関係は、以下の事項を記載する。また、その他特筆すべき関係（上場会社又は上場

会社の関係者若しくは関係会社と当該会社又は当該会社の関係者若しくは関係会社との間の関係を含む。）

がある場合には以下の事項に限らずその内容も含めて記載する。 

・ 資本関係として、最近日における上場会社と当該会社との間の出資の状況（間接保有分を含む。）を

記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 人的関係として、直前事業年度の末日における上場会社と当該会社との間の役員又は従業員の派遣又

は出向の状況を記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 取引関係として、直前事業年度における上場会社と当該会社との間の取引について概要を記載する。

該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 関連当事者への該当状況として、直前事業年度の末日において、当該会社が上場会社の関連当事者に

該当する場合には、関連当事者である旨及び関連当事者に該当する事由を記載する（関連当事者に該当

しない場合は、その旨を記載する。）。 

※ 上記開示事項について、追加出資、役員派遣、財政状態・経営成績の急激な変動、取引条件変更

などにより最近日までに重要な状況の変化がある場合又は今後重要な状況の変化が見込まれる場合

は、その内容も追加記載する。 

ｃ．取引の内容 

・ 取引の種類、売上高・仕入高の実績を記載する。 

ｄ．今後の見通し 

・ 当期以降の業績に与える影響の見込みを記載する。 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｅ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

○（参考）当期業績予想及び前期実績 

・ 参考として、上場会社が当連結会計年度に係る業績予想を公表している場合には、公表

がされた直近の予想値の内容（取引先との取引停止の発生に際して当連結会計年度に係る

業績予想を新たに算出した場合には、新たな予想値の内容）及び前連結会計年度における

実績を記載する。 

※ 取引先との取引停止の発生に際して当連結会計年度に係る業績予想を新たに算出して

いない場合又は取引先との取引停止の発生の業績に与える影響が見込まれない場合にお

いても、当該内容を記載する。 

※ 新たに算出した予想値を記載する場合において、取引先との取引停止の発生による影

響以外の要素を考慮している場合には、その内容等についても、「業績予想の修正等」

の適時開示を行う場合に準じて記載することが望ましい。 
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13．債務免除等の金融支援 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、「債権者による債務の免除若しくは返済期限の延長（債務の免除に準ずると当取引所が

認める場合に限る。）又は第三者による債務の引受け若しくは弁済」が生じた場合であって、かつ、当

該内容が以下に掲げる基準のいずれかに該当する場合（該当しないことが明らかでない場合を含む。）

は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

 

ａ．債務免除等の金融支援の額（返済期限の延長にあっては当該債務の額）が、直前連結会計年度

の末日における連結債務の総額の１０％に相当する額以上 

ｂ．債務免除等の金融支援による連結経常利益の増加見込額が、直前連結会計年度の連結経常利益

の３０％に相当する額以上（＊） 

ｃ．債務免除等の金融支援による親会社株主に帰属する当期純利益の増加見込額が、直前連結会計

年度の親会社株主に帰属する当期純利益の３０％に相当する額以上（＊） 

ｄ．取引規制府令第５０条第８号に定める事項に該当しない場合 
 

（＊）ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の２％に満たない場合又は

直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の１％に満たない

場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「第７章【利益が少額の場合

の開示基準の特例について】」を参照してください。 
 

 ※ 連結財務諸表非作成会社については、「連結会計年度」を「事業年度」、「連結経常利益」を

「経常利益」、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「当期純利益」と読み替えてください。 

 ※ ＩＦＲＳ任意適用会社については、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「親会社の所有者

に帰属する当期利益」と読み替えてください。また、「連結経常利益」に係る基準は適用しませ

ん。 

 ※ 取引規制府令の内容については、上場会社ナビより「適時開示項目に関連する条文一覧」を

参照してください。 

 

【上場規程第４０２条第２号ｍ、施行規則第４０２条第１項第７号】 
 

（注１）「債務の総額」とは、貸借対照表上の負債勘定から各種引当金を控除したものである。通常、保証

債務等の偶発債務は含まれない（東京弁護士会会社法部・編「インサイダー取引規制ガイドライン」

商事法務研究会、１９８９年６月２８日、２４３頁）。 

（注２）この事実の発生による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、業績に大きな

影響が出ない場合でも、この事実の発生による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必

要となります。 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 「債務免除等の金融支援」に併せて他の適時開示項目（例えば、「資本金の額の減少」、「災害に起因

する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」等）に該当する場合があります。詳細は、当該項目に係

る取扱い等を参照してください。また、当連結会計年度中に債務免除等の金融支援が生じた場合で

あって、経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場

合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられますので注意してください。 

 

③ 債権者による金融支援の一環として、「債務の株式化（いわゆるデット・エクイティ・スワップ）」

が行われる場合には、「債務免除等の金融支援」と併せて、「発行する株式、処分する自己株式、発行
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する新株予約権、処分する自己新株予約権を引き受ける者の募集又は株式、新株予約権の売出し」に

関する開示が必要となりますので、当該項目に係る実務上の取扱い等についても参照してください。 

 

④ 「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律（以下、「特定調停法」という。）」に基づ

いて債務免除等の要請を行っている場合は、当該開示に先立って「特定調停法に基づく特定調停手続

による調停の申立て」に関する開示が必要となる場合がありますので、当該項目に係る実務上の取扱

い等についても参照してください。 

 

⑤ ④に該当する場合を除き、債務免除等の要請を決定した段階では、直ちに開示を行うことは義務付

けられていません。しかしながら、報道等によって不明瞭な情報が流布された場合には、東証は、事

実照会を踏まえて、開示を求めることがあります。 

 

⑥ 債権者に対する金融支援の要請を決定した旨を開示している場合に、その後、債権者との交渉が不

調となるなどして、債権者からの同意が得られないこととなった場合には、「その他会社の運営、業務、

財産又は上場有価証券に関する重要な事実」として開示が必要となる場合があります。 

 

⑦ 「債務の免除に準ずると当取引所が認めるもの」としては、具体的には、極めて長期間の返済期限

の延長等が考えられますが、それ以外の場合における開示の要否の判断については、当取引所までご

相談ください。 

 

⑧ 子会社等において債務免除等が生じた場合には、「子会社等における債務免除等の金融支援」として

開示が必要です。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．金融支援を受けるに至った経緯 

ｂ．債務の内容 

・ 借入先等、債務の種類、債務の総額に対する割合を含めて記載する。 

ｃ．金融支援の内容 

ｄ．再建計画の概要 

・ 経営が困難になった原因、事業再構築計画の具体的内容（経営困難に陥った原因の除去

を含む）を記載する。 

・ 新資本の投入による支援や債務の株式化などを含む自己資本の増強策、資産・負債・損

益の今後の見通し、資金調達計画、債務弁済計画等を記載する。 

※ 再建計画実施期間中については決算短信等において再建計画の進捗状況について開示するこ

とが必要となります。 

ｅ．今後の見通し 

・ 当期以降の業績に与える影響の見込みを記載する。 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｆ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

○（参考）当期業績予想及び前期実績 

・ 参考として、上場会社が当連結会計年度に係る業績予想を公表している場合には、公表
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がされた直近の予想値の内容（債務免除等の金融支援の発生に際して当連結会計年度に係

る業績予想を新たに算出した場合には、新たな予想値の内容）及び前連結会計年度におけ

る実績を記載する。 

※ 債務免除等の金融支援の発生に際して当連結会計年度に係る業績予想を新たに算出し

ていない場合又は債務免除等の金融支援の発生の業績に与える影響が見込まれない場合

においても、当該内容を記載する。 

※ 新たに算出した予想値を記載する場合において、債務免除等の金融支援の発生による

影響以外の要素を考慮している場合には、その内容等についても、「業績予想の修正等」

の適時開示を行う場合に準じて記載することが望ましい。 
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14．資源の発見 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、「資源の発見」をした場合であって、かつ、当該内容が以下に掲げる基準のいずれかに

該当する場合（該当しないことが明らかでない場合を含む。）は、直ちにその内容を開示することが義

務付けられています。 

 

ａ．発見された資源の採掘又は採取を開始する連結会計年度の開始日から３年以内に開始する連結

会計年度のいずれかにおいて、当該資源を利用する事業による連結売上高の増加見込額が直前連

結会計年度の連結売上高の１０％に相当する額以上 

ｂ．取引規制府令第５０条第９号に定める事項に該当しない場合 

 

 ※ 連結財務諸表非作成会社については、「連結会計年度」を「事業年度」、「連結売上高」を「売

上高」と読み替えてください。 

 ※ 取引規制府令の内容については、上場会社ナビより「適時開示項目に関連する条文一覧」を

参照してください。 

 

【上場規程第４０２条第２号ｎ、施行規則第４０２条第１項第８号】 
 

 

（注１）「資源」とは、鉱業法（昭和２５年法律第２８９号）第３条第１項にいう「鉱物」、採石法（昭和２

５年法律第２９１号）第２条にいう「岩石」などの鉱物資源をいい、「発見」とは、発行会社において

採掘又は採取することができるものとして新たにその存在を認識することで、新たな物質の発明（創

作）やいわゆる用途発明はこれに含まれません。なお発見の場所は国内、国外を問いません（法務省

刑事局付検事・横畠祐介著「逐条解説 インサイダー取引規制と罰則」商事法務研究会、１９８９年

３月２３日、１１１頁）。 

（注２）この事実の発生による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、業績に大きな

影響が出ない場合でも、この事実の発生による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必

要となります。 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 当連結会計年度中に資源の発見が生じた場合であって、経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、

当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となること

も考えられます。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．発見した資源の内容 

・ 資源の種類、場所、用途等を記載する。 

ｂ．資源の発掘又は採取開始時期 
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ｃ．今後の見通し 

・ 当期以降の業績に与える影響の見込みを記載する。 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｄ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

○（参考）当期業績予想及び前期実績 

・ 参考として、上場会社が当連結会計年度に係る業績予想を公表している場合には、公表

がされた直近の予想値の内容（資源の発見に際して当連結会計年度に係る業績予想を新た

に算出した場合には、新たな予想値の内容）及び前連結会計年度における実績を記載する。 

※ 資源の発見に際して当連結会計年度に係る業績予想を新たに算出していない場合又は

資源の発見の業績に与える影響が見込まれない場合においても、当該内容を記載する。 

※ 新たに算出した予想値を記載する場合において、資源の発見による影響以外の要素を

考慮している場合には、その内容等についても、「業績予想の修正等」の適時開示を行

う場合に準じて記載することが望ましい。 
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15．特別支配株主による株式等売渡請求等 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、特別支配株主による「当該上場会社に係る株式等売渡請求を行うことについての決定」

又は「当該決定に係る株式等売渡請求を行わないことの決定」が行われた場合は、直ちにその内容を開

示することが義務付けられています。 

【上場規程第４０２条第２号ｎの２】 

 

（注１）特別支配株主とは、会社法第１７９条第１項に規定する特別支配株主のことをいい、株式会社の総

株主の議決権の１０分の９（これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その

割合）以上を当該株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準

ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該者をいいます。 

（注２）株式等売渡請求とは、特別支配株主による会社法第１７９条第１項の規定による請求及び同条第２

項の規定による請求のことをいいます。 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 上場会社が当該株式等売渡請求に係る承認又は不承認の決定をするときは「第１章 38. 特別支配

株主による株式等売渡請求に係る承認又は不承認」に基づく開示が必要となります。 

 

③ 上場会社が、会社法第１７９条の６に定める「株式等売渡請求の撤回」に係る承諾をするか否かの

決定をした場合には、「開示事項の経過」として開示してください。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

① 株式等売渡請求を行うことについての決定が行われた場合 

ａ．当該決定に至った経緯 

・ 特別支配株主が当該決定に至った背景や意思決定過程について、特別支配株主から聴取した内容

を記載することが考えられます。 

ｂ．特別支配株主の概要 

・ 名称、所在地、代表者の役職・氏名、所有株式数（所有比率）を記載する。 

※ 個人の場合には、氏名、住所（市区町村まで）、所有株式数（所有比率）を記載する。 

ｃ．売渡請求が行われた年月日 

ｄ．売渡請求の内容 

・ 対象となる株式及び新株予約権の種類及び数や、対価として交付される金銭の額又はその算定方

法、取得日（売渡株式及び売渡新株予約権を取得する日）など、特別支配株主からの請求通知に記

載される内容と同等の内容を記載する。 

ｅ．当該決定への会社の対応方針 

ｆ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

② 株式等売渡請求を行わないことについての決定が行われた場合 

ａ．当該決定に至った経緯 

・ 特別支配株主が当該決定に至った背景や意思決定過程について、特別支配株主から聴取した内容

を記載することが考えられます。 
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ｂ．当該決定への会社の対応方針 

ｃ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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16．株式又は新株予約権の発行差止請求 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、「株主による株式若しくは新株予約権の発行又は自己株式の処分の差止めの請求」が行

われた場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４０２条第２号ｏ】 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 新株、新株予約権の発行差止めの仮処分を求める申立てがなされたことを知った場合にも開示が必

要となります。 

 

③ 新株発行無効の訴えが提起された場合又は当該訴えについて判決があった場合も開示してください。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．請求又は申立に至った経緯 

ｂ．請求者又は申立者の概要 

・ 名称、所在地、代表者の役職・氏名、所有株式数（所有比率）を記載する。 

※ 個人の場合には、氏名、住所（市区町村まで）、所有株式数（所有比率）を記載する。 

ｃ．請求又は申立てがあった年月日 

ｄ．請求又は申立ての内容 

ｅ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

○（参考）当該請求又は申立ての対象となった株式又は新株予約権の発行の概要 
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17．株主総会の招集請求 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、「株主による株主総会の招集の請求」が行われた場合は、直ちにその内容を開示するこ

とが義務付けられています。 

【上場規程第４０２条第２号ｐ】 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

〇 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．請求者の概要 

ｂ．請求が行われた年月日 

ｃ．請求の内容 

・ 総会の目的たる事項、招集の理由を記載する。 

ｄ．当該請求への会社の対応方針 

ｅ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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18．保有有価証券の含み損 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、「保有有価証券（＊１）の全部又は一部について、連結会計年度、中間連結会計期間又

は四半期連結会計期間（第２四半期会計期間を除く。）の末日における時価額（＊２）が帳簿価額を下

回った場合（＊３）」であって、かつ、当該内容が以下に掲げる基準のいずれかに該当する場合（該当

しないことが明らかでない場合を含む。）は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 
 

（＊１）当該上場会社の子会社等の株式以外の国内の金融商品取引所に上場している有価証券に限る。 

（＊２）当該日の金融商品取引所における最終価格（当該最終価格がないときは、その日前における直近の金融

商品取引所における最終価格）により算出した価額 

（＊３）当該上場会社が有価証券の評価方法として原価法を採用している場合に限る。 
 

 

ａ．含み損の額が直前連結会計年度（有価証券の含み損が発生した決算期末、中間会計期間又は四

半期会計期間（第２四半期会計期間を除く。）の末日の属する連結会計年度の直前連結会計年度を

いう。以下同じ。）の連結経常利益の３０％に相当する額以上（＊） 

ｂ．含み損の額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益の３０％に相当する額以上

（＊） 

 

（＊）ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の２％に満たない場合又は

直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の１％に満たない

場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「第７章【利益が少額の場合

の開示基準の特例について】」を参照してください。 

 

 ※ 連結財務諸表非作成会社については、「連結会計年度」を「事業年度」、「連結経常利益」を

「経常利益」、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「当期純利益」と読み替えてください。 

 ※ ＩＦＲＳ任意適用会社については、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「親会社の所有者

に帰属する当期利益」と読み替えてください。また、「連結経常利益」に係る基準は適用しませ

ん。 

 

【上場規程第４０２条第２号ｑ、施行規則第４０２条第１項第９号】 
 

 

（注）この事実の発生による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、業績に大きな影

響が出ない場合でも、この事実の発生による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必要

となります。 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 「売買目的有価証券」に属する有価証券について、期初の帳簿価額と事業年度、中間会計期間又は

四半期会計期間（第２四半期会計期間を除く。）の末日における帳簿価額と時価との差額が生じ、有価

証券の評価損を計上した場合は、｢災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害｣に、また、

有価証券の評価益を計上した場合には、「その他会社の運営、業務、財産又は上場有価証券に関する重

要な事実」に関する開示がそれぞれ必要となる場合があります。 

 

③ 「その他有価証券」に属する有価証券について時価による評価を実施している場合であって、評価

差額の会計処理に部分資本直入法を採用している場合や、時価が帳簿価額を著しく下回っていること

により減損処理を実施した場合であって、有価証券の評価損を計上したときには、「災害に起因する損

害又は業務遂行の過程で生じた損害」等に関する開示が必要となる場合があります。また、「その他有
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価証券評価差額金」の増減額（中間会計期間又は四半期会計期間における増減額）が直前事業年度に

おける純資産の３０％を上回る場合には、「その他会社の運営、業務、財産又は上場有価証券に関する

重要な事実」として開示することが求められます。 

 

④ 複数の種類の有価証券を保有している場合、含み損のみを合算した価額で開示の要否を判断するよ

うにしてください。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．含み損が生じている有価証券の種類 

ｂ．有価証券の含み損の総額及び当該含み損に係る有価証券の帳簿価額 

ｃ．直前連結会計年度の末日における直前連結会計年度の連結経常利益及び親会社株主に帰属す

る当期純利益に対する有価証券の含み損の総額の割合等 

ｄ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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（参考）保有有価証券の評価に関する適時開示について 

保有有価証券の評価に関しては、一般に、以下の適時開示が必要となることがあります。 

ただし、内容によっては、その他の項目にも該当する可能性がありますので、十分に留意してください。 

 

分 類 種 類 対象となりうる開示項目 

売買目的有価証券 

評価損 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害 

評価益 
その他上場会社の運営、業務、若しくは財産又は当該上場株

券等に関する重要な事実 

満期保有目的の債券 

（＊１） 

含み損 保有有価証券の含み損 

評価損（減損） 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害 

減損損失の戻入等

（＊２） 

その他上場会社の運営、業務、若しくは財産又は上場株券等

に関する重要な事実 

子会社株式及び関連

会社株式 

含み損（＊３） 保有有価証券の含み損 

評価損（減損） 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害 

減損損失の戻入等 

（＊２） 

その他上場会社の運営、業務、若しくは財産又は当該上場株

券等に関する重要な事実 

その他有価証券 

その他有価証券評

価差額金（＊４） 

その他上場会社の運営、業務、若しくは財産又は当該上場株

券等に関する重要な事実 

評価損（減損） 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害 

減損損失の戻入等

（＊２） 

その他上場会社の運営、業務、若しくは財産又は当該上場株

券等に関する重要な事実 

 

（＊１）時価を合理的に算定できる有価証券が対象となります。 

（＊２）中間決算又は四半期決算における減損の処理方法として洗替え法を採用した場合が対象となります。 

（＊３）時価を合理的に算定できる関連会社株式が対象となります。 

（＊４）連結貸借対照表、中間連結貸借対照表又は四半期連結貸借対照表に計上されている「その他有価証券

評価差額金」の増減額（中間連結会計期間又は四半期連結会計期間における増減額）が直前連結会計年

度の末日における連結純資産の３０％を上回る場合には、「その他上場会社の運営、業務、若しくは財産

又は当該上場株券等に関する重要な事実」として開示することが必要と考えられますので、留意してく

ださい。また、有価証券評価差額の会計処理に部分純資産直入法を採用している場合には、特殊な取扱

いが必要となります（取扱いについての詳細は、東証までお問合せください。）。 
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19．社債に係る期限の利益の喪失 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、「社債に係る期限の利益の喪失」が生じた場合は、直ちにその内容を開示することが義

務付けられています。 

【上場規程第４０２条第２号ｒ】 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 当該事実の発生後、償還資金の調達方法や業績に与える影響に関する今後の見通し等を含めて開示

することが必要となりますが、これらの見通し等の把握に時間を要する場合には、それを除いた事実

（対象となる社債及び期限の利益を喪失した事実）について直ちに開示してください。その後、今後

の見通し等が明らかになった時点で追加開示してください。 

 

③ 上場会社が社債管理者等の金融機関から、期限の利益喪失に係る連絡を受けた場合には、直ちに開

示することが必要となります。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．期限の利益の喪失等に至った経緯 

ｂ．対象となる社債の名称等 

ｃ．今後の見通し 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｄ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

○（参考）社債管理委託契約証書の概要 

・ 参考として、社債管理委託契約証書の概要を記載する。 
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20．上場債券等の社債権者集会の招集その他上場債券等に関する権利に係る重要な事実 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、「上場債券等（上場債券、上場転換社債型新株予約権付社債券又は上場交換社債券のこ

とをいう。以下本項目において同じ。）に係る社債権者集会の招集その他上場債券等に関する権利に係

る重要な事実」が発生した場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４０２条第２号ｓ】 

 

〔開示に関する注意事項〕 

〇 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 
 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．当該上場債券等の権利に係る重要な事実の概要 

ｂ．当該上場債券等の権利に係る重要な事実が発生した経緯 

ｃ．今後の見通し 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｄ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

（当該上場債券等の社債権者集会の招集の場合） 

ａ．招集の経緯 

ｂ．社債権者集会の日程 

ｃ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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21．公認会計士等の異動 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、「有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証

明等を行う公認会計士等の異動」が生じた場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられてい

ます（業務執行を決定する機関が、当該公認会計士等の異動を行うことについての決定をした場合（当

該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。）において、上場規程第４０２条第１号の規

定に基づきその内容を開示した場合を除く。）。 

【上場規程第４０２条第２号ｔ】 
 

また、「当該上場会社の内部統制報告書の監査証明を行う公認会計士等の異動」が生じた場合におい

ても、直ちにその内容を開示してください。 
 

 

（注）「公認会計士等の異動」とは、上場会社の監査を担当している公認会計士等（公認会計士若しくは監

査法人又はこれらに相当する者をいう。以下、本項目において同じ。）が退任することや、上場会社の

監査を担当していなかった公認会計士等が新たに監査担当に就任することなどをいいます。 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 上場会社として公認会計士等の異動が生ずることを確認した時点（公認会計士等から退任の申し出

があった場合はその時点）において判明・把握している情報を開示してください。 

 

③ 監査法人内の業務執行社員の異動については、当該開示の対象には含まれません。 

 

④ 後任が決まっていない場合にも本項目として開示することが必要となります。 

 

⑤ 開示にあたっては、異動が生ずる実質的な理由（任期満了時に退任する場合は、退任する公認会計

士等が監査を継続しないこととした理由）やその経緯について、上場会社が把握している内容を開示

資料に具体的に記載してください。特に、期中に退任する場合又は短期間で退任する場合には、期中

又は短期間であるにもかかわらず、なぜ退任することとなったのかがわかるように記載してください。

また、会計処理等に関する見解の相違が存在するといった事情がある場合には、その具体的な内容を

含めて記載してください。 

 

⑥ 上場内国会社は、公認会計士法及び金融商品取引法に基づき、公認会計士法第３４条の３４の８第

１項に規定する登録上場会社等監査人による監査を受けることが義務付けられています。なお、登録

上場会社等監査人に該当しなくなった場合には、その旨及び今後の方針について速やかに開示を行っ

たうえで、他の登録上場会社等監査人に会計監査人を変更することが必要となります。 

 

※ 一時会計監査人の選任を行う場合にも、登録上場会社等監査人を選任していただく必要があります。 

 

⑦ 監査法人が合併により解散する場合には、当該解散する監査法人により監査証明等を受けている上

場会社において本項目の開示が必要となります。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資
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者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

ａ．異動年月日 

ｂ．異動する公認会計士等の概要 

・ 監査法人又は事務所の名称、所在地、業務執行社員の氏名等を記載する。 

 

（公認会計士等の退任の場合） 

ｃ．退任する公認会計士等の就任年月日 

※ 継続監査期間における最初の就任年月日を記載する。 

ｄ．退任する公認会計士等が直近３年間に作成した監査報告書等（＊）における意見等 

※ 退任する公認会計士等が作成した監査報告書等（＊）において、次に掲げる事項の記載

がある場合には、その旨及びその内容を記載する。 

・ 除外事項を付した限定付適正意見又は結論、不適正意見又は否定的結論 等 

・ 意見又は結論の表明をしない旨及びその理由 
 

（＊）上場会社が直近３年間に提出した財務計算に関する書類に係る監査報告書、中間監査報告書、

期中レビュー報告書、四半期レビュー報告書、内部統制報告書に対する内部統制監査報告書の

ことをいう。 
 

ｅ．異動に至った理由及び経緯 

・ 公認会計士等が退任する実質的な理由及び経緯を記載する。 

ｆ．ｅ．の理由及び経緯に対する意見 

（ａ）退任する公認会計士等の意見 

（ｂ）監査役会、監査等委員会又は監査委員会の意見 

ｇ．退任する公認会計士等がｆ．（ａ）の意見を表明しない場合には、その旨及びその理由 

・ 上場会社が退任する公認会計士等に対し、ｆ．（ａ）の意見の表明を求めるために講じ

た措置の内容を含めて記載する。 

ｈ．今後の見通し 

・ 今後の選任の見込み等を記載する。 

※ 新たに公認会計士等が就任しない場合のみ記載する。 

ｉ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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22．有価証券報告書・半期報告書の提出遅延 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、２人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第３条第１項の監査報告書又は

中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書（公認会計士又は監査法人に相当する者による監査証明に

相当する証明に係る監査報告書又は中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書を含む。）を添付した

有価証券報告書又は半期報告書を、「①内閣総理大臣等に対して、金商法第２４条第１項又は同法第２

４条の５第１項に定める期間内に提出できる見込みのない場合（当該提出できる見込みのない期間に関

して「第１章 33. 有価証券報告書・半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書の提出」の開示を

行う場合を除く。）」、「②当該期間内に提出しなかった場合（①の開示を行った場合を除く。）」又は「③

これらの開示を行った後に提出した場合」のいずれかに該当した場合は、それぞれの時点において、直

ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４０２条第２号ｕ】 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

○ 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

〔その他の注意事項〕 

○ 有価証券報告書又は半期報告書を、法定の提出期間経過後１か月以内（①提出期限延長申請に係る

承認を得た場合は、当該承認を得た提出期限の経過後８日目（休業日を除外する。）の日まで、②天災

地変等、上場会社の責めに帰すべからざる事由によるものである場合は、その提出期限経過後３か月

以内）に提出しなかった場合には、上場廃止となります。 

【上場規程第６０１条第１項第７号、施行規則第６０１条第７項】 
 

また、「①内閣総理大臣等に対して、金商法第２４条第１項又は同法第２４条の５第１項に定める期

間内に提出できる見込みのない場合（当該提出できる見込みのない期間に関して「第１章 33. 有価証

券報告書・半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書の提出」の開示を行う場合を除く。）」又は

「②当該期間内に提出しなかった場合」のいずれかに該当した旨の開示が行われた場合は、上場廃止と

なるおそれがあることを投資者に周知させるため、監理銘柄（確認中）に指定されます。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．対象となる有価証券報告書・半期報告書 

ｂ．法定提出期限 

ｃ．提出が遅延するに至った経緯 

ｄ．今後の見通し 

・ 監理銘柄（確認中）に指定されると見込まれるときは、その旨も記載する。 

ｅ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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23．有価証券報告書・半期報告書の提出期限延長申請に係る承認等 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、「有価証券報告書又は半期報告書の提出期限延長申請に係る承認（＊）を受けた場合」

又は「当該申請に係る承認（＊）を受けられなかった場合」は、直ちにその内容を開示することが義務

付けられています。 
 
（＊）開示府令第１５条の２第３項、第１５条の２の２第４項、第１７条の４第４項又は第１８条の２第４項に

規定する承認をいう。 

【上場規程第４０２条第２号ｕの２】 

 

〔開示に関する注意事項〕 

○ 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

〔その他の注意事項〕 

① 有価証券報告書又は半期報告書の提出期限延長申請に係る承認を受けた場合は、承認通知書の写しを

東証に提出することが義務付けられています。 

【施行規則第４１９条第４号】 

 

② 有価証券報告書又は半期報告書の提出期限延長申請に係る承認を受けられなかった場合であって、内

閣総理大臣等に対して、金商法第２４条第１項又は同法第２４条の５第１項に定める期間内に提出でき

る見込みのないときは「22. 有価証券報告書・半期報告書の提出遅延」に基づく開示が必要となります。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

   （承認を受けた場合） 

ａ．承認を受けた旨 

ｂ．対象となる有価証券報告書又は半期報告書 

ｃ．延長前の提出期限 

ｄ．提出期限延長に係る承認を受けた期間 

ｅ．今後の見通し 

・ 対象となる有価証券報告書又は半期報告書の提出時期の見込みを含めて記載する。 

ｆ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

（承認を受けられなかった場合） 

ａ．承認を受けられなかった旨 

ｂ．対象となる有価証券報告書又は半期報告書 

ｃ．提出期限 

ｄ．今後の見通し 

・ 対象となる有価証券報告書又は半期報告書の提出期限内の提出見込みを含めて記載する。 

ｅ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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24．財務諸表等の監査報告書における不適正意見、意見不表明、継続企業の前提に関する事

項を除外事項とした限定付適正意見 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、財務諸表等に添付される監査報告書、中間財務諸表等に添付される中間監査報告書若し

くは期中レビュー報告書又は四半期財務諸表等に添付される期中レビュー報告書について、継続企業の

前提に関する事項を除外事項として公認会計士等の「除外事項を付した限定付適正意見」、「除外事項を

付した限定付意見」若しくは「除外事項を付した限定付結論」又は公認会計士等の「不適正意見」、「中

間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」、「否定的結論」、「意見の表明をしない」若しくは

「結論の表明をしない」旨が記載されることとなった場合は、直ちにその内容を開示することが義務付

けられています。 

【上場規程第４０２条第２号ｖ】 

 

※ 会社法上の計算書類について、会計監査人による不適正の監査意見（総合意見）が付された場合又

は意見差控えとなった場合には、「当該上場会社の運営、業務若しくは財産又は上場株券等に関する重

要な事実であって、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの」として開示することが必要となり

ます。 

※ 「限定付適正意見」又は「限定付結論」（特定事業会社にあっては、「限定付意見」を含む。）につい

ては、継続企業の前提に関する事項を除外事項とする場合以外でも、重要な虚偽表示の存在を除外事

項とする場合など、「当該上場会社の運営、業務若しくは財産又は上場株券等に関する重要な事実で

あって、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの」として開示が必要となる場合があります。 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 公認会計士等から、監査報告書又は中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書に記載されていな

い事項について、会計監査に関する追加的な説明が行われた場合は、投資者の投資判断に及ぼす影響

を踏まえ、当該説明の内容についても開示を行うことが考えられます。 

 

③ 四半期財務諸表等に対する期中レビュー報告書について「除外事項を付した限定付結論」、「否定的

結論」又は「結論の表明をしない」旨が記載されることとなった場合にあっては、当該四半期財務諸

表等が添付される四半期決算短信において、当該内容について必要かつ十分な記載が行われている場

合は、四半期決算短信とは別途の開示を省略することができます（「第３章１．（３）②決算短信に他

の適時開示項目が含まれる場合の取扱い」参照）。 

 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項を掲記し、投資者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載して

ください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事

項も記載してください。 

 

ａ．監査又はレビューを実施した公認会計士等の氏名・名称、当該公認会計士等が監査法人であ

る場合には、当該監査法人の名称 

ｂ．監査報告書又は中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書の内容 

ｃ．監査報告書又は中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書の受領日 
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ｄ．会社の今後の対応 

ｅ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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25．内部統制監査報告書における不適正意見、意見不表明 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、内部統制報告書に対する内部統制監査報告書について、「不適正意見」又は「意見を表

明しない」旨が記載されることとなった場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられていま

す。 

【上場規程第４０２条第２号ｖの２】 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 本開示は、上場会社が内部統制監査報告書を提出する際に広く周知し、財務報告に係る内部統制の

継続的な改善努力を促すことを目的とするものです。 

 

③ 内部統制報告制度においては、報告書の提出時点まで開示すべき重要な不備を是正する努力が求め

られることから、本開示は基本的には内部統制報告書の提出と同時期に行われるものと考えられます。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．監査を実施した公認会計士等の氏名・名称、当該公認会計士等が監査法人である場合には、

当該監査法人の名称 

ｂ．内部統制監査報告書の内容 

ｃ．内部統制監査報告書の受領日 

ｄ．財務諸表の監査報告書における監査意見の別 

・ 無限定適正意見である場合はその旨を記載する。それ以外の場合は東証まで相談してく

ださい。 

ｅ．会社の今後の対応 

ｆ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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26．株式事務代行委託契約の解除通知の受領等 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、「株式事務代行委託契約の解除の通知の受領その他株式事務を東証が承認する株式事務

代行機関に委託しないこととなるおそれが生じた場合」又は「株式事務を東証が承認する株式事務代行

機関に委託しないこととなった場合」は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４０２条第２号ｗ】 

 

※ 複数の種類の上場有価証券について株式事務代行機関への委託を行っている場合で、その一部につ

いて「株式事務代行委託契約の解除の通知の受領その他株式事務を東証が承認する株式事務代行機関

に委託しないこととなるおそれが生じた場合」にも開示が必要となります。 

 

〔開示に関する注意事項〕 

〇 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

〔その他の注意事項〕 

① 上場内国会社は、株式事務を東証の承認する株式事務代行機関である信託銀行、東京証券代行

（株）、日本証券代行（株）又は（株）アイ・アールジャパンのうちのいずれかに委託することが義務

付けられています。 

【上場規程第４２４条】 

 

② 上場会社が株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しないこととなることが確実

となった場合には、上場廃止となります。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．解除等の経緯 

・ 解除等の理由についても上場会社が認識し得る範囲で記載する。 

ｂ．株式事務代行機関の名称 

ｃ．日程 

ｄ．今後の見通し 

ｅ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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27．その他上場会社の運営、業務若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事実 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、「上場規程第４０２条第２号ａからｗまでに掲げる事実のほか、当該上場会社の運営、

業務若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事実であって、投資者の投資判断に著しい影響を

及ぼすもの」が生じた場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４０２条第２号ｘ】 
 

 

※ 「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかについては、発生事実の内容、その影響等を

踏まえて、実質的に判断することが求められます。 

 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 後述する開示の目安への該当の有無にかかわらず、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要であると

認められる場合には、直ちにその内容を開示するようにしてください。その際、投資者の投資判断に

及ぼす影響の重要性については、当該会社情報の発生が将来のキャッシュ・フローに与える影響など、

自社の企業価値に与える影響を踏まえて、実質的に判断することが重要と考えられます。 

 

③ 投資者の投資判断に及ぼす影響が重要であると認められる場合としては、例えば、当該会社情報の

発生によって、上場会社の事業構成・収益構造等の転換を伴うなど、上場会社の運営、業務又は財産

に係る基本的状況に重要な変化が生じることが見込まれる場合や、当該会社情報の発生によって、当

該会社情報の発生の日の属する連結会計年度以降に大きな収益又は支出が発生すると見込まれる場合

や黒字転換又は赤字転換が見込まれる場合などが考えられますが、これらに限られるものではありま

せん。 

 

④ 当連結会計年度中に上場会社の運営、業務若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事実が

生じた場合であって、経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新た

に算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。 

 

⑤ 以下は、少なくとも「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」と考えられる開示の目安です。以

下の目安に該当しない場合においても、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要であると実質的に考え

られる場合は、開示が必要となります。 

 

 

ａ．金商法第１６６条第２項第４号に該当する事実 

ｂ．当該発生事実による連結総資産の増加又は減少見込額が、直前連結会計年度の末日における連結純

資産の３０％に相当する額以上 

ｃ．当該発生事実による連結売上高の増加又は減少見込額が直前連結会計年度の連結売上高の１０％に

相当する額以上 

ｄ．当該発生事実による連結経常利益の増加又は減少見込額が、直前連結会計年度の連結経常利益の３

０％に相当する額以上（＊） 

ｅ．当該発生事実による親会社株主に帰属する当期純利益の増加又は減少見込額が、直前連結会計年度

の親会社株主に帰属する当期純利益の３０％に相当する額以上（＊） 

ｆ．開示府令第１９条第２項第１２号又は第１９号の規定に基づく事由（財政状態及び経営成績に影響

を与える事象）で臨時報告書が提出される事実 
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（＊）ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の２％に満たない場

合又は直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の１％

に満たない場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「第７章【利

益が少額の場合の開示基準の特例について】」を参照してください。 

 

※ 連結財務諸表非作成会社については、「連結会計年度」を「事業年度」、「連結総資産」を「総資

産」、「連結純資産」を「純資産」、「連結売上高」を「売上高」、「連結経常利益」を「経常利益」、「親

会社株主に帰属する当期純利益」を「当期純利益」と読み替えてください。 

※ ＩＦＲＳ任意適用会社については、「連結純資産」を「資本合計」、「親会社株主に帰属する当期純利

益」を「親会社の所有者に帰属する当期利益」と読み替えてください。 

※ 開示府令の内容については、上場会社ナビより「適時開示項目に関連する条文一覧」を参照してく

ださい。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、投資者が会社情報を適切に理解・判断できるよう少なくとも事実の概要、発生の経緯、

今後の見通し等を記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適切に理

解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．事実の概要 

ｂ．発生の経緯 

ｃ．今後の見通し 

・ 当期以降の業績に与える影響の見込みを記載する。 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｄ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

○（参考）当期業績予想及び前期実績 

・ 参考として、上場会社が当連結会計年度に係る業績予想を公表している場合には、公 

表がされた直近の予想値の内容（上場会社の運営、業務、若しくは財産又は当該上場株券

等に関する重要な事実の発生に際して当連結会計年度に係る業績予想を新たに算出した場

合には、新たな予想値の内容）及び前連結会計年度における実績を記載する。 

※ 上場会社の運営、業務、若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事実の発

生に際して当連結会計年度に係る業績予想を新たに算出していない場合又は上場会社

の運営、業務、若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事実の発生の業績に

与える影響が見込まれない場合においても、当該内容を記載する。 

※ 新たに算出した予想値を記載する場合において、上場会社の運営、業務、若しくは

財産又は当該上場株券等に関する重要な事実の発生による影響以外の要素を考慮して

いる場合には、その内容等についても、「業績予想の修正等」の適時開示を行う場合に

準じて記載することが望ましい。 
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（参考）事業環境の変化に関する積極的な開示の要請について 

為替又は資源価格等の急激な変化や震災等の天災地変、地政学リスクの高まり、感染症の大規模な流

行等によって上場会社を取巻く事業環境に変化が生じた場合には、適時、適切な会社情報の開示の観点

から、当該変化が事業及び業績に与える影響等について、積極的に開示を行うことをご検討ください。 

一般に、事業環境が変化した場合の影響等の情報については、様々な要素が絡み合うこと等により影

響の精査に時間がかかる場合があると想定されますが、事業環境の変化の発生後速やかに、影響の見込

まれる領域の事業規模や利益感応度等の投資判断の前提となる客観的な事実を開示することや、影響を

把握次第、その影響に関する定性的または定量的な情報について適時に開示することが望まれます。 

 

○ 事業環境の変化に関する開示のポイント 

下表は、事業環境の変化に関する開示のポイントとなります。事業環境の変化が生じた際、「事業環

境の変化による影響等の情報」や「投資判断の前提となる客観的な事実」について開示することが考え

られます。 

事業環境の変化による影響等の情報は、事業環境の変化による影響やリスクに関する上場会社又は経

営者の考え方や見通し等について、投資者に伝達する観点から、影響等を把握次第、随時開示すること

が考えられます。なお、確定的な影響額が判明する前でも、見込みベースでの影響額や定性的な情報を

開示することが考えられます。 

一方で、事業環境の変化による影響等の情報については、影響等を把握・精査するために一定の時間

を要することも想定されるため、投資者においては、当該事象に関する大まかなリスクを、早期に把握

したいというニーズも存在すると考えられます。そのような場合には、投資判断の前提となる客観的な

事実として、事業環境の変化によって影響が発生すると見込まれる地域又はサービス等の事業規模やエ

クスポージャーや、為替や資源価格等の変動に対する利益の感応度について、事業環境の変化が発生し

たタイミングで速やかに開示することが考えられます。 

なお、投資者ニーズは個社の状況に応じて異なるものと考えられますので、下表のポイントを参考と

しつつ、状況に応じて投資者ニーズがあると考えられる事項について、積極的に開示することが期待さ

れます。 

 

 

 事業環境の変化による影響等の情報 投資判断の前提となる客観的な事実 

開示が望まれる

事項の例 

○事業活動や経営成績等への影響 

・売上高、利益又は財政状態への影

響 

・顧客、受注又はＫＰＩ等の動向 

・中長期的な経営方針又は経営戦略

への影響の有無及び対応策 

※確定的な影響額が判明する前で

も、見込まれる影響額や定性的な情

報を開示することも考えられます。 

 

○業績予想等の将来情報 

・すでに開示している又は修正する

業績予想等の前提となるシナリオの

概要 

・具体的な前提条件 

 

○リスク情報 

・新たに生じたリスクの概要、顕在

○事業等の状況 

・影響があると見込まれる事業領域

の規模又はエクスポージャー情報 

・主要な事業拠点の有無又は稼働状

況 

・製商品の生産又は供給の状況 

 

○経営成績等への影響 

・為替又は資源価格等に対する利益

感応度 

 

※開示時点の数値ではなく、直前会計

年度末時点での数値を開示することも

考えられます。 
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可能性及び顕在化時の事業活動又は

経営成績等への影響 

期待される開示

のタイミング 

影響等を把握次第、随時 事業環境の変化が発生次第、速やかに 

投資者として期

待する事項 

事業環境の変化による影響（可能性を

含む）又はリスクに関する経営者の認

識 

当該事象に関する大まかなリスク 

（例えば、影響があると見込まれる事

業領域の売上高等は当該領域における

最大ロスの目安となり、投資者がリス

クの大きさを図る際の考慮要素になる

と考えられます） 

※  事業環境の変化による影響が軽微と見込まれる場合であっても、投資者の関心が特に強いと考え

られる場合には、影響が軽微である旨を開示することが考えられます。 

※ 有価証券報告書や決算短信の定期的な開示において、あらかじめ上記に関連する前提情報（業績予

想等の前提条件やリスク情報など）を開示することも重要と考えられます。 
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第２編第３章 

決算短信等 
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１．上場規程に基づく開示義務及び要請事項並びに開示に関する注意事項等 

 

（１）上場規程に基づく開示義務 
上場会社は、事業年度、中間会計期間若しくは四半期累計期間（第２四半期累計期間を除く）又は連

結会計年度、中間連結会計期間若しくは四半期連結累計期間（第２四半期連結累計期間を除く）に係る

決算の内容が定まった場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

また、四半期累計期間（第２四半期累計期間を除く）又は四半期連結累計期間（第２四半期連結累計

期間を除く）に係る決算の内容の開示にあたっては、施行規則で定める四半期財務諸表等の記載が義務

付けられています。 

【上場規程第４０４条第１項、第２項】 
 

また、開示した後に、開示した内容について、変更又は訂正すべき事情が生じた場合には、「決算発

表資料の訂正」として開示することが義務付けられています。なお、開示した事業年度若しくは中間会

計期間又は連結会計年度若しくは中間連結会計期間に係る決算の内容につき、有価証券報告書又は半期

報告書の提出前に変更又は訂正すべき事情が生じた場合の「決算発表資料の訂正」の開示については、

投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものと東証が認める場合を除き、当該決算に係る有価証券報告

書又は半期報告書の提出後遅滞なく行えば足りるものとしています（詳細については、後述の「発表し

た決算内容の変更又は訂正に関する取扱い」を参照してください。）。 

【上場規程第４１６条第１項、第２項】 

 

 

（２）決算短信等の開示に関する要請事項 
上場会社の決算に関する情報は、投資者の投資判断の基礎となる最も重要な会社情報であることを踏

まえて、東証では、決算短信等の開示について、以下のような要請を上場会社に対して行っています。 

 

① 決算発表の早期化の要請等 

・ 東証では、上場会社の決算短信等の開示時期について、以下のような早期化の要請等を行っています。

なお、当然ながら、個別の事情等により、以下の要請どおりの時期には決算又は四半期決算の内容を

適切に開示することができない場合も想定されるところです。上場会社におかれては、開示される決

算又は四半期決算の内容の正確性を欠くことのないようご留意ください。 

 

〔決算短信の開示時期について〕 

・ （１）のとおり、上場会社は、決算の内容が定まったときに、直ちにその内容を開示することが義務

付けられていますが、投資者の投資判断に与える影響の重要性を踏まえ、上場会社においては決算期

末の経過後速やかに決算の内容のとりまとめを行うことが望まれます。 

・ とりわけ、事業年度又は連結会計年度に係る決算については、遅くとも決算期末後４５日（４５日目

が休日である場合は、翌営業日）以内に内容のとりまとめを行い、その開示を行うことが適当であり、

決算期末後３０日以内（期末が月末である場合は、翌月内）の開示が、より望ましいものと考えられ

ます。 

・ 上場会社各社におかれては、決算の内容の早期開示に向けて、決算に関する社内体制の整備及び充実

にお努めいただくようお願いいたします。 

・ なお、事業年度又は連結会計年度に係る決算の内容の開示時期が、決算期末後５０日（５０日目が休

日である場合は、その翌営業日）を超えることとなった場合には、決算の内容の開示後遅滞なく、そ

の理由（開示時期が決算期末後５０日を超えることとなった事情）及び翌事業年度又は翌連結会計年

度以降における決算の内容の開示時期に係る見込み又は計画について開示してください。 
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〔第２四半期（中間期）決算短信の開示時期について〕 

・ 第２四半期（中間期）決算の内容の開示については、金商法に基づく半期報告書の法定提出期限が中

間期末後４５日以内とされていることを踏まえ、上述の「決算発表の早期化の要請」の対象としてお

りません。 

・ 上場会社は、日常のＩＲ活動など、投資者・株主との間の密接なコミュニケーションを通じて、第２

四半期（中間期）決算の内容が投資者の投資判断に与える影響の重要度合い等を把握したうえで、適

切な時期に第２四半期（中間期）決算の開示を行うことができるよう、必要な社内体制の整備及び充

実等にお取り組みください。 

・ なお、上場会社は、決算の内容が定まったときに、その内容を直ちに開示することが義務付けられて

おりますので、第２四半期（中間期）決算の内容が定まったにもかかわらず、その開示時期を遅延さ

せることはできません。したがいまして、上場会社は、遅くとも、金商法に基づく半期報告書の提出

までには、第２四半期（中間期）決算発表を行うことになるものと考えられます。 

 

〔第１・第３四半期決算短信の開示時期について〕 

・ 第２四半期（中間期）を除く四半期累計期間（以下「第１・第３四半期」という。）に係る決算の内

容の開示については、通期及び第２四半期（中間期）とは異なり有価証券報告書や半期報告書などの

法定開示に対する速報としての位置づけではないことを踏まえ、上述の「決算発表の早期化の要請」

の対象としておりません。 

・ 上場会社は、日常のＩＲ活動など、投資者・株主との間の密接なコミュニケーションを通じて、四半

期決算の内容が投資者の投資判断に与える影響の重要度合い等を把握したうえで、適切な時期に四半

期決算の開示を行うことができるよう、必要な社内体制の整備及び充実等にお取り組みください。 

・ 上場会社は、決算の内容が定まったときに、その内容を直ちに開示することが義務付けられておりま

すが、半期報告書の法定提出期限に準じて、各四半期終了後４５日以内に開示することを原則としま

す。 

・ そのため、第１・第３四半期決算短信の開示時期が、第１・第３四半期末後４５日（４５日目が休日

である場合は、その翌営業日）を超えることが見込まれる場合又は４５日を超えることとなった場合

には、直ちにその理由（開示時期が決算期末後４５日を超えることとなった事情）及び決算の内容の

開示時期に係る具体的な見込み又は計画について開示してください。また、第１・第３四半期末後４

５日を超える見込みとなった場合には、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。 

・ レビューを受ける場合における、「決算の内容が定まったとき」の考え方については、以下のとおり

です。 

（レビューを義務で受ける場合） 

 信頼性確保の観点から公認会計士等によるレビューが義務付けられている趣旨に鑑み、レビュー

が完了次第、第１・第３四半期決算短信を開示することを原則とします。 

（レビューを任意で受ける場合） 

 この場合の開示時期については、レビューが完了する前とするか、それともレビューが完了次第

とするか、上場会社においてご判断ください（前者の場合、レビュー完了次第、改めてレビュー報

告書を添付した第１・第３四半期決算短信の開示が必要となります。）。 

 

〔決算短信及び第２四半期（中間期）決算短信には監査等が不要であることについて〕 

・ 通期及び第２四半期（中間期）に係る決算の内容の開示について、上場規程においては、「決算の内

容が定まった場合」に直ちにその内容を開示することを求めており、監査やレビューの手続の終了は

開示の要件とはしていません。これは、決算短信及び第２四半期（中間期）決算短信には、事業報告

等や有価証券報告書、半期報告書の法定開示に先立って決算の内容を迅速に開示する速報としての役

割が求められるためです。決算短信及び第２四半期（中間期）決算短信における決算の内容の客観性

は、監査等により確定した決算の内容が法定開示として後から開示されることで、担保されることと

なります。 
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・ 東証では、決算短信及び第２四半期（中間期）決算短信が速報としての機能を十分に発揮できるよう、

監査やレビューの終了を待たずに早期の決算短信等の開示をお願いしており、過半の上場会社が監査

等の終了前に決算短信等の開示をしています。 

・ その一方で、監査等の終了後に決算短信等を開示している会社も少なくありません。決算短信及び第

２四半期（中間期）決算短信の意義は法定開示に対する速報にあるということを踏まえて、監査等の

終了を待たずに、「決算の内容が定まった」と判断した時点での早期の開示を行うよう、改めてお願

いします。 

・ なお、実施されている監査手続又はレビュー手続の過程において、公認会計士等との間に大きな意見

の隔たりが生じている場合などにあっては、決算短信等の開示の適否について慎重な検討が求められ

るほか、仮に開示を行う際には、そうした事情等について決算短信等の中において、適切に開示する

ことが必要となります。 

 

② 決算発表時期の分散化の要請 

・ 上場会社の大半を占める３月期決算会社の決算発表時期（毎年４月下旬から５月中旬まで）及び四半

期決算発表時期（毎年１月下旬から２月中旬まで、７月下旬から８月中旬まで、及び１０月下旬から

１１月中旬まで）においては、多数の上場会社による決算発表又は四半期決算発表が、特定日に集中

する傾向がみられます。こうした特定日への決算発表の集中は、株主・投資者による決算情報の収集

や分析に影響を及ぼし、結果として開示された決算情報の投資判断への反映が遅延するなどして、証

券市場における価格形成の円滑性、効率性が低下することが懸念されるところです。 

・ また、実務的にも、特定日への決算発表の集中により、多数の上場会社が決算発表時に記者会見を行

う東証内の記者クラブ（兜倶楽部）では、著しい混雑のため、記者会見の開催時間等が制約される、

あるいは、記者会見が予定時刻どおりに開催できないといった弊害が生じています。 

・ そこで、東証では、上場会社に対して、多くの上場会社による決算発表及び四半期決算発表の集中が

見込まれる時期（毎月末、毎週末、決算期末・四半期末後４５日目）をできる限り避けて、あらかじ

め決算発表スケジュールを設定するよう要請しています。 

・ さらに、決算発表又は四半期決算発表の集中日において、とりわけ１５時台には、特に多数の上場会

社による開示が集中することから、上記の実務上の弊害に加えて、会社情報の適時開示に係る基幹イ

ンフラであるＴＤｎｅｔシステムの安定的な運用にも影響が生ずるリスクがあります。そのため、東

証では、集中日の１５時００分に開示を予定している上場会社に対して、ＴＤｎｅｔによる開示時刻

を１分以上前後に変更する方向で再検討いただくようお願いする場合があります。 

・ なお、ＴＤｎｅｔに登録された開示待ちの会社情報の１分間当たりの件数が、特定の開示指定時刻に

おいて一定以上の数となった場合には、その後に、ＴＤｎｅｔオンライン登録サイトにおいて当該時

刻を指定して会社情報の登録を行おうとしたときに、以下のエラーメッセージが表示されます。 

 

ご指定いただいた「開示指定日時」は、既に開示件数の上限に達していますので、指定日時では提出

することができません。「開示指定日時」に別の時刻を指定下さい。 
 

・ 当該エラーメッセージが表示された場合は、「開示指定日時」を変更して、再度、登録の手続きを

行ってください。なお、ＴＤｎｅｔによる決算短信等の開示と同時に、兜倶楽部その他の記者クラブ

における資料投函や記者会見等を行うことを予定している場合には、（ＴＤｎｅｔによる開示前に資

料投函や記者会見が開始されることのないよう）これらの資料投函や記者会見の開始時刻についても、

併せて変更してください。 

 

〔立会時間中における決算発表について〕 

・ 東証では、投資者への迅速な情報伝達や、市場取引によって資本市場の価格発見機能を適切に発揮す

る観点を踏まえ、上場会社に対して、立会時間中であるか否かにかかわらず、重要な会社情報の迅速

な開示を要請しています。上場会社においては、例えば、午前中に開催された取締役会等において、

決算又は四半期決算の内容が定まった場合などにあっては、決算発表又は四半期決算発表の集中日又
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は集中時間帯における開示をできる限り回避する観点からも、立会時間中であるか否かを問わず、直

ちに開示を行うことをご検討ください。詳細は「第１編第２章２．（１）④適時開示情報の開示時刻

に関する具体的な考え方」を参照してください。 

 

③ 将来予測情報の積極的な開示の要請 

・ 我が国では、上場会社が自社の将来の経営成績・財政状態等について、主要な経営指標（例えば、売

上高、利益、ＲＯＥなど）の見込みや、将来の経営成績に影響を与える財務指標（例えば、設備投資

や研究開発に係る支出など）の見込みその他の将来の見通しに係る情報（以下「将来予測情報」とい

います。）を開示することが、長年に亘る実務慣行として広く定着しています。 

・ 投資者の投資判断は、一般に、上場会社の将来の企業価値（株式価値）の予測に基づいて行われるこ

ととなりますので、自社の状況及び将来の経営方針に関して最も詳細かつ正確な情報を有する上場会

社自身によって開示される将来予測情報は、証券アナリスト等の高い企業分析能力を有する専門家に

よっても、完全に代替生産することは困難であり、投資者にとって有用な投資判断情報であると位置

付けられます。 

・ 東証では、上場会社と投資者との間の重要な情報格差を解消し、投資者との充実した対話を通じて証

券市場における公正かつ円滑な価格形成を確保する観点から、上場会社が、それぞれの実情に応じて

将来予測情報の積極的な開示に取り組むよう要請しています。 

・ なお、具体的な将来予測情報の開示方法については、実務上、事業年度の決算発表に際して、翌事業

年度における「売上高」、「営業利益」、「経常利益」及び「親会社株主に帰属する当期純利益」の予想

値（以下「次期の業績予想」といいます。）を開示する形式がかねてより広く採用されています。こ

うした「次期の業績予想」は、上場会社の将来の経営方針や、上場会社の取り巻く状況に係る経営者

自身の合理的な評価や見通し等を基礎として、経営成果に係る直接的な予想を開示するものであり、

実績の決算情報と併せて開示されることもあって、投資者による企業価値の評価に有用な情報を提供

しているものと考えられますが、将来予測情報の開示方法はこれに限定されるものではありません。

上場会社においてはそれぞれの実情や投資者との継続的なコミュニケーションを踏まえて、適切な将

来予測情報の開示方法や開示内容について検討してください。 

・ また、将来予測情報の開示内容や開示形式の変更を行う場合には、過去の実績数値や同業他社の開示

内容との間の比較可能性の低下など、投資者の利便性にも影響が生ずることが想定されますので、例

えば、設備投資計画やそれに伴う減価償却負担の変動見込み、事業環境に係る見通し（前提条件）や

前提条件の変動による業績の感応度など、投資者の投資判断に有用な将来予測情報の開示の継続及び

一層の充実のほか、「次期の業績予想」を含む将来予測情報の開示全般に関する自社の考え方の提示

など、投資者との積極的なコミュニケーションの実践を通じて、安易な情報開示の後退との批判を招

くことのないよう留意してください。 

 

〔将来予測情報の適切な開示に関する要請について〕 

・ 不合理な前提や不適切な算定方法に基づいた将来予測情報の開示については、これまでに偽計取引や

風説の流布等の法的責任が追及された事例も存在しています。上場会社においては、将来予測情報の

合理的な算出に努めることはもちろん、投資者における将来予測情報の適切な利用を促進する観点か

らも適切な配慮が望まれます。 

・ こうした観点から、東証では、以下の点について、上場会社に具体的な対応を要請していますので留

意してください。 

 

１．セグメント・事業分野別の見通しや業績に大きな影響を与える可能性のある重要な経営上の施

策など、将来予測情報の背景についての決算短信（定性的情報）等における具体的な説明 

 

２．将来予想情報から実績を大きく乖離させるおそれのあるリスク要因の説明を含め、投資者がわ

かりやすい将来予測情報の利用に関する注意文言の表示 
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３．当初予想時点から業績に変動を与える事情が生じた場合における速やかな将来予測情報の見直

しの検討・実施 

 

 

〔将来予測情報の位置付けに関する説明の推奨について〕 

・ 将来予測情報、とりわけ「次期の業績予想」の開示に関連して、業績予想は必ず達成されるべきコ

ミットメントであるという誤った理解がなされる場合があり、そうした誤解が投資者に不利益にはた

らく可能性や、経営者バイアスを誘引したり、結果として業績予想と実績に乖離が生じた場合に過度

な株価変動をもたらすような投資行動を招く懸念が指摘されています。 

・ 本来、業績予想は、合理的に仮定された条件に基づいて算出されたものであって、その達成を約束す

る趣旨のもの（経営者によるコミットメント）ではなく、業績の進捗に応じた修正が当然に予定され

ているものですが、一方で、将来予測情報として開示される内容には、こうした典型的な意味の「業

績予想」だけでなく、幅広い性質の情報が含まれうるものと考えられます。 

・ そこで、東証では、上場会社に対し、将来予測情報の開示に際して、当該情報の背景やその前提条件

として仮定された重要な事項に関する説明と併せて、当該情報の自社における位置付け（例えば、客

観的予想、目標、保守的なコミットメントなどが想定されますが、これらに限定されるものではあり

ません。）について、投資者に適切に理解されるよう、適時開示資料の表題若しくは記載箇所の区分

又は注意表示の付記などの方法により、適切に説明することを推奨しています。 

 

④ わかりやすい決算発表資料の作成に関する要請 

・ 事業年度又は四半期の決算内容の開示に際して利用する開示資料（とりわけ当該開示資料に記載され

る定性的情報）の作成にあたっては、一般の投資者が、上場会社が開示した決算短信等その他の開示

資料を入手し、投資判断情報として利用する機会が増加していることを踏まえ、できる限り、わかり

やすい表現や表示とするよう努めてください。 

・ 具体的には、上場会社において、以下の点に配慮いただくことが考えられます。 

 

・ 業種や業界における専門用語には、欄外などにおいてできる限り注釈を付す。 

・ 文章表現は、難解な表現をできる限り避け、具体的に記載する。 

・ 決算説明会資料、決算内容の補足説明資料等を含めて、グラフや図表を積極的に活用し、わかり

やすい表示を心掛ける。 

・ 文章や数字の重要な点について、色付けや下線を付すなどの方法により強調表示する。 
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（３）決算短信等のファイル形式 
 

東証では、上場会社が開示する決算又は四半期決算の内容について、それを利用する投資者又は投資

者への情報伝達を担う仲介者（報道機関、証券アナリスト等）による効率的な分析を可能とする観点か

ら、決算短信及び四半期決算短信のＴＤｎｅｔへの登録に際して、ＰＤＦファイルに加え、以下のとお

り、ＸＢＲＬファイル及びＨＴＭＬファイルの提出に係る取扱いを定めています。 

 

〔提出ファイルと対象となる情報〕 

・ 決算の内容を開示する際には、ＴＤｎｅｔオンライン登録サイトにおいて、下表の５つのファイルを

登録してください。 

・ ＸＢＲＬファイル及びＨＴＭＬファイルの提出に際しては、開示資料（ＰＤＦファイル）における記

載内容と、ＸＢＲＬファイル及びＨＴＭＬファイルの内容に齟齬が生じないよう（一方の修正内容に

ついては、必ず他方にも反映するよう）ご注意ください。 

 

フ ァ イ ル 名 対 象 と な る 情 報 

① サマリーＸＢＲＬファイル（※１） サマリー情報 

② サマリーＰＤＦファイル（※１） サマリー情報 

③ 財務諸表及び一部の注記事項のＸＢＲＬ

ファイル 
下記参照（※３、※４)  

④ 添付資料ＨＴＭＬファイル サマリー情報以外の情報 

⑤ 添付資料ＰＤＦファイル又は全文ＰＤＦ

ファイル（※２） 

添付資料ＰＤＦファイルの場合：サマリー情報以外の情報 

全文ＰＤＦファイルの場合：決算短信、四半期決算短信全文 

 

※１ ＴＤｎｅｔオンライン登録サイトの数値データ作成画面を用いて、サマリーＸＢＲＬファイル

を作成することが可能です。その場合、作成されたサマリーＸＢＲＬファイルをもとにサマ

リーＰＤＦファイルが自動で作成、登録されます。このとき、自社で作成したサマリーＰＤＦ

ファイルに差し替えることも可能です。 

※２ ＴＤｎｅｔオンライン登録サイトの数値データ作成画面を用いてサマリーＸＢＲＬファイルを

作成する場合、自社で作成した添付資料ＰＤＦファイルを登録すると、サマリーＰＤＦファイ

ルと結合された全文ＰＤＦファイルが自動で作成、登録されます。また、添付資料ＰＤＦファ

イルを登録せずに、自社で作成した全文ＰＤＦファイルを登録することも可能です。なお、サ

マリーＸＢＲＬファイル及びサマリーＰＤＦファイルを自社で作成した場合は、自社で作成し

た全文ＰＤＦファイルを登録してください。 

※３ 決算短信、第２四半期（中間期）決算短信及び第１・第３四半期決算短信における記載事項等

は、それぞれ「２．決算短信の作成要領」、「３．第２四半期（中間期）決算短信の作成要領」

又は「４．第１・第３四半期決算短信の作成要領」をご参照ください。 

※４ 財務諸表及び一部の注記事項のＸＢＲＬファイルの対象となる情報は、以下の表のとおりです。

決算短信を開示するときは通期第１号から第４号参考様式、第１・第３四半期決算短信を開示

するときは四半期第１号から第４号参考様式、特定事業会社（＊）以外の上場会社が第２四半

期（中間期）決算短信を開示するときは四半期第５号から第８号参考様式、特定事業会社が第

２四半期（中間期）決算短信を開示するときは四半期第９号から第１１号参考様式をご参照く

ださい。 

（＊）特定事業会社とは、開示府令第１７条の１５第２項各号に掲げる事業を行う会社であり、具体的

には銀行、保険会社、信用金庫等を指します。 
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〔財務諸表〕 

参 考 様 式 
対 象 と な る 情 報 

連 結 財 務 諸 表 個 別 財 務 諸 表 

通期第１号参考様式〔日本基準〕（連結） 必 要 開示する場合は必要 

通期第２号参考様式〔日本基準〕（非連結） － 必 要 

通期第３号参考様式〔ＩＦＲＳ〕（連結） 必 要 開示する場合は必要 

通期第４号参考様式〔米国基準〕（連結） 必 要 開示する場合は必要 

四半期第１号参考様式〔日本基準〕（連結） 必 要 不 要 

四半期第２号参考様式〔日本基準〕（非連
結） 

－ 必 要 

四半期第３号参考様式〔ＩＦＲＳ〕（連結） 必 要 不 要 

四半期第４号参考様式〔米国基準〕（連結） 必 要 不 要 

四半期第５号参考様式〔日本基準〕（連結）
（一般２Ｑ） 

必 要 不 要 

四半期第６号参考様式〔日本基準〕（非連
結）（一般２Ｑ） 

－ 必 要 

四半期第７号参考様式〔ＩＦＲＳ〕（連結）
（一般２Ｑ） 

必 要 不 要 

四半期第８号参考様式〔米国基準〕（連結）
（一般２Ｑ） 

必 要 不 要 

四半期第９号参考様式〔日本基準〕（連結）
（特定２Ｑ） 

必 要 開示する場合は必要 

四半期第１０号参考様式〔日本基準〕（非連
結）（特定２Ｑ） 

－ 必 要 

四半期第１１号参考様式〔ＩＦＲＳ〕（連
結）（特定２Ｑ） 

必 要 開示する場合は必要 

 

〔一部の注記事項〕 

参 考 様 式 
対 象 と な る 情 報 

セ グ メ ン ト 情 報 等 
貸借対照表関係・ 

損益計算書関係の注記 

通期第１号参考様式〔日本基準〕（連結） 任 意 任 意 

通期第２号参考様式〔日本基準〕（非連結） 任 意 任 意 

通期第３号参考様式〔ＩＦＲＳ〕（連結） 任 意 不 要 

通期第４号参考様式〔米国基準〕（連結） 不 要 不 要 

四半期第１号参考様式〔日本基準〕（連結） 必 要 開示する場合は必要 

四半期第２号参考様式〔日本基準〕（非連
結） 

必 要 開示する場合は必要 

四半期第３号参考様式〔ＩＦＲＳ〕（連結） 必 要 不 要 
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四半期第４号参考様式〔米国基準〕（連結） 不 要 不 要 

四半期第５号参考様式〔日本基準〕（連結）
（一般２Ｑ） 

任 意 任 意 

四半期第６号参考様式〔日本基準〕（非連
結）（一般２Ｑ） 

任 意 任 意 

四半期第７号参考様式〔ＩＦＲＳ〕（連結）
（一般２Ｑ） 

任 意 不 要 

四半期第８号参考様式〔米国基準〕（連結）
（一般２Ｑ） 

不 要 不 要 

四半期第９号参考様式〔日本基準〕（連結）
（特定２Ｑ） 

任 意 任 意 

四半期第１０号参考様式〔日本基準〕（非連
結）（特定２Ｑ） 

任 意 任 意 

四半期第１１号参考様式〔ＩＦＲＳ〕（連
結）（特定２Ｑ） 

任 意 不 要 

 

 

※ 「任意」は、対応するＸＢＲＬファイルを提出することが可能です。「不要」は、対応するＸＢＲＬ

ファイルを提出することができません。 

※ 〔ＩＦＲＳ〕（非連結）については、通期及び第２四半期は財務諸表、第１・第３四半期は財務諸表及

びセグメント情報等の作成が必要となります。 

※ ＴＤｎｅｔの登録方法等については、ＴＤｎｅｔオンライン登録サイト内の「ご利用ガイド」または、

上場会社ナビ掲載の「ＴＤｎｅｔ利用マニュアル」を参照してください。 
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（４）開示に関する注意事項 
 

① 発表した決算内容の変更又は訂正に関する取扱い 

・ 決算短信等を開示した後に、開示内容について、変更又は訂正すべき事情が生じた場合には、当該変

更又は訂正の内容を「決算発表資料の訂正」として開示することが必要となります。 

・ 通期又は第２四半期（中間期）に係る決算短信等について、当該事情の発生が、有価証券報告書又は

半期報告書の提出前である場合には、投資者の投資判断上重要な変更又は訂正である場合を除いて、

有価証券報告書又は半期報告書の提出後に遅滞なく行うことでも足りるものとしています。 

【上場規程第４１６条】 
 

・ なお、決算短信等の開示時において、開示資料（ＰＤＦファイル）の記載内容と、同時に提出された

ＸＢＲＬファイル又はＨＴＭＬファイルの内容に不一致（一方又は双方の誤り）が判明した場合には、

その内容の如何にかかわらず、直ちに変更又は訂正の開示を行ってください。 

 

〔「決算発表資料の訂正」等の作成方法〕 

・ 「決算発表資料の訂正」の開示資料（ＰＤＦファイル）には、訂正内容と訂正理由を記載するととも

に、ＸＢＲＬファイルの訂正を行う場合は、訂正したＸＢＲＬファイルを添付してください（※１、

※２）。なお、訂正内容の記載に際しては、訂正内容が容易に判別できるよう訂正前後の内容を（例

えば「正誤表」の形式により）記載してください。 

・ ＨＴＭＬファイルの内容について、訂正すべき事情が生じた場合には、訂正内容と訂正理由を記載し

た資料（ＰＤＦファイル）を開示することで足りるものとしますが、訂正したＨＴＭＬファイルを任

意で添付することもできます（※３）。 

・ 「決算発表資料の訂正」及び「決算発表資料の追加」の開示資料の表題は、訂正又は追加の対象と

なった開示資料の表題の冒頭に、以下の要領で、訂正又は追加の内容が判別できる表示を行ってくだ

さい。 

 

区  分 表題の冒頭に付記する内容 

開示資料（ＰＤＦファイル）を訂正する場合 「（訂正）」 

ＸＢＲＬファイルを訂正する場合 「（数値データ訂正）」 

開示資料に加えて、ＸＢＲＬファイルを訂正する場合 「（訂正・数値データ訂正）」 

ＸＢＲＬファイルを追加する場合 「（数値データ追加）」 

 

※１ サマリーＸＢＲＬファイルを訂正する場合の「日付」は、当初の決算発表日としてください。 

※２ 過年度における決算内容の訂正を行う場合など、複数の決算短信等について同時に訂正を行う場

合において、投資者が適切に理解・判断するために全体をまとめて説明することが適当と考えられ

るときには、訂正に係る開示資料（ＰＤＦファイル）を１つにまとめることが可能です。この場合、

決算短信等と同様の内容の訂正有価証券報告書・訂正半期報告書を提出するときには、訂正した通

期および第２四半期（中間期）に係るＸＢＲＬファイルの提出は当該訂正有価証券報告書・訂正半

期報告書の提出後に遅滞なく行うことで差し支えありません。 

※３ ＨＴＭＬファイルのみを訂正又は追加する場合は、資料の表題をＨＴＭＬファイルの訂正又は追

加であることが判別できる表示としてください。 

※４ 兜倶楽部その他の記者クラブにおいて資料投函した決算短信等を訂正する場合には、速やかに訂

正内容を連絡することが求められています。 

※５ ＴＤｎｅｔオンライン登録サイトにおける登録方法等については、当該サイト内の「ご利用ガイ

ド」、または、上場会社ナビ掲載の「ＴＤｎｅｔ利用マニュアル」を参照してください。 

 

② 決算短信等に他の適時開示項目が含まれる場合の取扱い 

・ 決算短信等として開示しようとする内容に、上場規程に基づいて適時開示が必要となる他の項目に係
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る内容が含まれている場合であって、当該内容に係る適時開示が行われていない場合には、原則とし

て、該当する項目について決算短信等とは別に開示資料を作成して開示を行う必要があります。 

・ 適時開示に際して一般的に開示が求められる内容（具体的には、理由又は経緯、事実の概要及び今後

の見通しなど）について、決算短信等において必要かつ十分な記載が行われている場合には、別途の

開示資料の作成を省略することも可能です。 

・ なお、本来、投資者の投資判断に重要な影響を与える事項として、上場規程に基づいて適時開示が義

務付けられている事項については、その決定又は発生の時点で直ちに開示を行うことが求められてお

りますので、開示すべき事項が生じているにもかかわらず、決算又は四半期決算の内容が確定するま

での間、開示を遅延させることはできません。上記の内容は、決算又は四半期決算の内容の確定と同

時に、適時開示を行うべき決定事実又は発生事実が生じた場合の取扱いであることにご留意ください。 

 

※ 決算又は四半期決算の内容の確定と同時に発生する場合がある適時開示事項としては、例えば、以下

の項目が考えられます。 

 

 

イ．剰余金の配当 

（直近の配当予想の額（配当予想の額を開示していない場合にあっては、前事業年度の配当実

績額）と異なる額の剰余金の配当を決定した場合のみ） 

ロ．固定資産の譲渡又は取得 

ハ．リースによる固定資産の賃貸借 

ニ．代表取締役又は代表執行役の異動（※１） 

ホ．その他上場会社の運営、業務若しくは財産又は上場株券等に関する重要な事項（決定事実） 

ヘ．災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害 

ト．四半期財務諸表等の期中レビュー報告書における否定的結論、結論不表明、継続企業の前提に

関する事項を除外事項とした限定付適正結論 

チ．その他上場会社の運営、業務若しくは財産又は上場株券等に関する重要な事実（発生事実） 

リ．業績予想の修正・予想値と決算値との差異等（※２） 

ヌ．配当予想の修正等 

 

※１ 最高経営責任者（社長等）が異動する場合には、代表取締役等の異動に該当しないときで

も、開示することが望まれます。 

※２ 連結財務諸表作成会社である上場会社において、連結会計期間に係る決算発表時に際して、

当該上場会社の個別決算の実績値と前年の実績値との間に大きな差異が存在する場合には、

実務上、特に留意が必要となります。詳細については、次の〔連結財務諸表作成会社におい

て個別決算の内容が前年比で一定以上変動した場合の取扱い〕を参照してください。 

 

 

③ 連結財務諸表作成会社において個別決算の内容が前年比で一定以上変動した場合の取扱い 

・ 連結財務諸表作成会社である上場会社が、あらかじめ「個別業績予想」を開示していない場合におい

ても、前事業年度の実績値と比較して、当事業年度の決算数値が一定以上変動し、金商法第１６６条

第２項第３号に掲げる事実（内部者取引規制上の重要事実）に該当するときは、その内容の適時開示

が義務付けられています。 

【上場規程第４０５条第３項】 

 

・ 連結財務諸表作成会社である上場会社が、あらかじめ「個別業績予想」を開示していない場合におい

て、「決算短信（サマリー情報）」中の「個別業績の概要」欄に当事業年度の個別決算の内容を記載し

ているときは、別途（前事業年度の実績値との差異に関する）開示資料を作成しないことができるも

のとしています。なお、当事業年度の決算数値（個別決算の内容）が内部者取引規制上の重要事実に
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該当している場合（決算発表時において、内部者取引規制上の重要事実が生じた場合に限ります。）

であって、上場会社が、「決算短信（サマリー情報）」中の「個別業績の概要」欄の記載を省略してい

る場合には、別途（前事業年度の実績値との差異に関する）開示資料の作成及び開示が必要となりま

すので（重要事実の開示の失念が生ずることのないよう）特にご留意ください。 

 

※ 当事業年度の決算数値（個別決算の内容）について、内部者取引規制上の重要事実が生ずるのは、次

のイ又はロに該当した場合となります（取引規制府令第４９条第２項に規定する特定上場会社等を除

く。詳細については、取引規制府令第５１条をご参照ください。）。 

 

 

イ．公表された「個別業績予想」が存在しない場合 

 次のａ．からｃ．までのいずれかに該当した場合 

 

ａ．当事業年度の個別売上高が、前事業年度の個別売上高と比較して１０％以上増減していると

き 

ｂ．当事業年度の個別経常利益が、前事業年度の個別経常利益と比較して３０％以上増減してお

り、かつ、増減額が前事業年度の個別純資産額又は資本金の額のいずれか大きい方と比較して

５％以上であるとき。 

ｃ．当事業年度の個別当期純利益が、前事業年度の個別当期純利益と比較して３０％以上増減し

ており、かつ、増減額が前事業年度の個別純資産額又は資本金の額のいずれか大きい方と比較

して２．５％以上であるとき。 

 

ロ．公表された「個別業績予想」が存在する場合 

 次のａ．からｃ．までのいずれかに該当した場合 

 

ａ．当事業年度の個別売上高が、直前に公表された当事業年度に係る予想個別売上高と比較して

１０％以上増減しているとき 

ｂ．当事業年度の個別経常利益が、直前に公表された当事業年度に係る予想個別経常利益と比較

して３０％以上増減しており、かつ、増減額が前事業年度の個別純資産額又は資本金の額のい

ずれか大きい方と比較して５％以上であるとき。 

ｃ．当事業年度の個別当期純利益が、直前に公表された当事業年度に係る予想個別当期純利益と

比較して３０％以上増減しており、かつ、増減額が前事業年度の個別純資産額又は資本金の額

のいずれか大きい方と比較して２．５％以上であるとき。 

 

 

④ 「次期の業績予想」の開示を行わない場合の実務上の留意点 

〔「業績予想の修正等」に係る適時開示義務に関する適切な理解の必要性〕 

・ 上場規程第４０５条第１項は、「上場会社の属する企業集団の売上高、営業利益、経常利益又は純利

益（中略）について、公表がされた直近の予想値（当該予想値がない場合は、公表がされた直近の前

連結会計年度の実績値）に比較して当該上場会社が新たに算出した予想値又は当連結会計年度の決算

において差異（中略）が生じた場合」（連結財務諸表非作成会社においては、「上場会社の属する企業

集団」を「上場会社」と、「連結会計年度」を「事業年度」とそれぞれ読み替えます。）等にあっては、

その内容を直ちに開示することを義務付けています。 

・ そのため、上場会社が決算発表に際して、「次期の業績予想」の開示を行わない場合でも、社内にお

いて「次期の業績予想」に相当する情報を有しており、その内容が前期の実績値と乖離したものであ

る場合（施行規則第４０７条第１項各号に定める重要性の判断基準に該当する場合）には、その内容

を直ちに開示することが必要となりますのでご注意ください。 

・ また、期初においては、社内に有している「次期の業績予想」に相当する情報と前期実績との乖離が
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軽微であった場合でも、期中において新たに算出した予想値や、連結会計年度の末日後の決算集計に

おいて把握された実績値が、前期の実績値と乖離したものである場合には、同様にその内容を直ちに

開示することが求められています。 

・ 上場会社においては、期初に「次期の業績予想」を開示しない場合でも、社内において「次期の業績

予想」に相当する情報を有している場合には、「業績予想」に関する開示が一切不要になるわけでは

ないことについて、適切にご理解いただくことが必要です。 

 

〔内部者取引規制上の「重要事実」が社内に滞留するリスクの管理の必要性〕 

・ 金商法上の内部者取引規制においても、「新たな予想値の算出」が法令上の重要事実として規定され

ています。そのため、社内において「予想値」を有している場合には、上場会社及び上場会社関係者

による内部者取引の未然防止の観点からの適切な考慮が必要となります。 

・ 東証では、上場規程第４４２条において、上場会社の計算における内部者取引を禁止するとともに、

同第４４９条において会社関係者による内部者取引等の未然防止に向けた必要な体制整備を求めてお

ります。上場会社においては、「次期の業績予想」の開示を行わない場合であっても、内部者取引規

制上の「予想値」に相当する情報を有している場合には、その情報管理の徹底や、重要事実に該当す

ることとなった場合の適切な情報開示に向けて、十分な体制整備を図ってください。 

・ なお、内部者取引規制上の「予想値」（金商法第１６６条第２項第３号に規定する「予想値」をいい

ます。）に係る法令解釈上の考え方については、２０１２年に実施された業績予想開示実務の見直し

の際に、金融庁から、以下の内容が示されています（内部者取引規制に係るその他の法令解釈上の論

点につきましては、法律専門家にご相談ください。）。 

 

 

業績に関わる将来予測情報がすべて内部者取引規制上の「予想値」に該当するものではありませ

ん。今回の金融商品取引所における業績予想開示に係る実務の見直しにより、従来から、内部者取

引規制上取引規制の対象ではなかった将来予測情報が、今後「予想値」となるものではありませ

ん。 

すなわち、これまで、試算、集計過程等で内部者取引規制上の「予想値」には該当しない数値を

保有し、これを更に精査・加工の上、特定の売上高、経常利益又は当期純利益の数値を「予想値」

として開示していた場合、今回の実務の見直し後に特定の売上高、経常利益又は当期純利益の数値

を開示することをやめたことによって、これまで「予想値」に該当しなかった試算・集計過程等で

保有する数値が内部者取引規制上の「予想値」とされるようなことはありません。 

 

（注）個別ケースによるが、例えば、会社の将来の業績が、その属する業界、事業活動を行う地域

及び会社を取り巻く法的・経済的環境等の要因により大きく影響を受ける等の理由で、将来の事

象及び状況等について蓋然性が必ずしも高いとは考えていない前提・仮定を設けたうえで試算し

た試算値・参考値や、実質的に社内で確定するに至らず、対外的に合理的に説明するに至らない

ような試算値等は一般的には「予想値」に該当しない可能性が高いと考えられる。 

なお、こうした試算値等であったとしても、前提・仮定等の如何に拠らず、相当な蓋然性を

もって重要事実に該当し得るような大幅な業績の変動が見込まれる場合には、内部者取引規制の

趣旨からすれば、「予想値」を柔軟な手法も含め何らかの形で積極的に策定の上、公表すること

が望ましい。 

 

 

〔「選択的な開示」が生ずるリスクの管理の必要性〕 

・ 上場会社が、期初に「次期の業績予想」を開示しない場合でも、社内において「次期の業績予想」に

相当する情報を有している場合には、その内容を、例えば、特定の取引先、機関投資家、証券アナリ

スト又は報道機関等との間の日常的なコミュニケーションにおいて、意図したものであるか否かにか

かわらず、個別に提供してしまうリスク（「選択的な開示」が生じるリスク）が高まることとなりま
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す。 

・ こうした「選択的な開示」は、個別の上場会社の情報開示姿勢に対する不信感の原因となるだけでな

く、証券市場全体の公正性に対する投資者の信頼をも毀損する懸念がありますので、上場会社におい

ては、「選択的な開示」の防止や意図せずして「選択的な開示」を行った場合の公平かつ速やかな開

示の実施について、十分に配慮してください。 

・ 東証では、「選択的な開示」に起因するものであるか否かにかかわらず、上場会社について不明確な

情報が生じた場合（例えば、上場会社による適時開示が行われていない段階で、観測報道が行われた

場合など）においては、上場規程第４１５条に基づき、その事実関係を上場会社に照会するとともに、

照会結果に基づいた適時開示を求めることとしています。 

 

〔「次期の業績予想」に相当する情報を有している場合の自発的な開示の意義〕 

・ 実務上、社内において「次期の業績予想」に相当する情報を有している場合に、その内容を期初ある

いは算出時点で開示し、かつ、事業年度中における企業活動の進捗に応じて、適時に（例えば、四半

期決算発表の時点などを捉えて）投資者に対して開示内容のアップデートを行うことは、内部者取引

規制上の重要事実が社内に滞留するリスクや、特定の者への「選択的な開示」が生ずるリスクを軽減

する効果が期待されます。 

・ また、新たに算出した予想値等と公表された予想値との間に乖離が生じた場合の情報開示を適切に行

うための体制整備の観点からも、社内において「次期の業績予想」に相当する情報を有している場合

に、その内容を適時に開示しておくことは有効であると想定されます。 

・ 上場会社においては、こうした「次期の業績予想」の開示のコンプライアンス上の効果を踏まえ、

「次期の業績予想」の自発的な開示についてご検討ください。 

 

⑤ 合併等の組織再編により上場廃止となった会社の決算発表 

・ 上場会社（国内の他の取引所に上場されているものを含む）が、他の上場会社による吸収合併や株式

交換によって上場廃止となった場合、又は、新設される会社が新たに上場することとなる株式移転に

よって上場廃止となった場合等においては、原則として、継続して上場している会社（吸収合併の場

合における存続会社、又は、株式交換若しくは株式移転の場合における完全親会社である上場会社）

が、当該上場廃止となった上場会社の当該吸収合併等の効力発生日前に終了した事業年度又は四半期

会計期間に係る決算又は四半期決算の内容（当該上場廃止となった上場会社によって開示が行われて

いないものに限る。）の開示を行ってください。 

 

⑥ 異なる会計基準を適用した財務諸表が存在する場合の取扱い 

・ 上場会社が、海外市場において株式又は預託証券等の公開又は新規発行等を行ったことに伴い、米国

会計基準又は国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）に基づく連結財務諸表を作成し、海外市場において開示

している場合であって、当該上場会社が、日本国内においては、連結財務諸表規則（日本基準）に基

づく連結財務諸表を作成・開示している（有価証券報告書等に記載している）場合には、決算短信等

の開示に際して、日本基準に基づく連結財務諸表と併せて、米国会計基準又はＩＦＲＳに基づく連結

財務諸表を添付するか、別に「決算短信（米国基準）」又は「決算短信（ＩＦＲＳ）」等を作成する形

式により、日本国内においても海外市場で開示された内容の開示を行ってください。 

・ 実際の開示にあたっては以下の点に留意してください。 
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イ．米国会計基準又はＩＦＲＳに基づいて作成された連結財務諸表には、主要な注記事項を含めて

開示してください。また、海外市場において開示された連結財務諸表を原文のまま（英文によ

り）開示する場合においては、少なくとも、「決算短信（サマリー情報）」又は「四半期決算短信

（サマリー情報）」の記載内容に相当する事項について、邦訳した内容を添付してください。 

ロ．米国会計基準又はＩＦＲＳに基づく連結財務諸表の作成時期が、（日本基準による）決算の内

容又は四半期決算の内容の確定時期よりも遅れる場合は、米国会計基準又はＩＦＲＳに基づく連

結財務諸表の作成後速やかに（遅くとも海外市場における開示後直ちに）「決算発表資料の追

加」として開示してください。 

 

 

・ なお、日本国内においても、米国会計基準又はＩＦＲＳに基づく連結財務諸表を作成・開示している

（有価証券報告書等に記載している）場合において、別途、任意に日本基準に基づく連結財務諸表を

作成している場合にも、同様に、日本基準に基づく連結財務諸表を決算短信等の開示に際して添付す

るか、別に決算短信等を作成する形式により、開示を行ってください（それぞれの作成時期が異なる

場合にも、同様に「決算発表資料の追加」として開示してください。）。 

 

⑦ 配当の状況の開示方法 

・ 会社法上、剰余金の配当の配当原資は、剰余金を確定する手続が事業年度に係る計算書類について行

われることを踏まえて、配当の効力発生日における分配可能額（最終事業年度末日の剰余金を基礎と

してそれに一定の金額を加減算して算出した金額）とされており、原則として（臨時決算により決算

内容を確定した場合を除き）、最終事業年度末日以降の損益は、分配可能額には反映させないものと

されています。 

・ 一方、「決算短信（サマリー情報）」又は「四半期決算短信（サマリー情報）」における「配当の状況」

欄においては、投資者の便宜を考慮して、この配当原資による区分ではなく、基準日による区分にし

たがって表示することとしていますのでご注意ください。 

・ 具体的には、例えば、３月期決算会社が第２四半期末と決算期末を基準日として、中間配当と期末配

当の年２回の配当を行う場合、Ⅹ２年３月末日を基準日とする期末配当（②）は、Ⅹ２年６月の効力

発生であるため、配当原資となる分配可能額は、その直前の事業年度末日であるⅩ２年３月末日の剰

余金を基礎として算出され（会社法第４５３条、同第４６１条）、Ⅹ２年９月末日を基準日とする中

間配当（③）も、Ⅹ２年１１月の効力発生であるため、②と同じく、配当原資となる分配可能額は、

その直前の事業年度末日であるⅩ２年３月末日の剰余金を基礎として算出されます（会社法第４５４

条第５項、同第４６１条）。一方、「決算短信（サマリー情報）」等の「配当の状況」欄では、Ⅹ２年

３月期の記載欄には、当該期中（Ⅹ１年４月～Ⅹ２年３月）に基準日が属する配当として、①②の配

当を記載し、Ⅹ３年３月期の記載欄には、当該期中（Ⅹ２年４月～Ⅹ３年３月）に基準日が属する配

当として、③④の配当を記載することとなります。 
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【例】３月期決算会社が期末配当と中間配当を行う場合の例 

 ① ② ③ ④ 

区 分 中間配当 期末配当 中間配当 期末配当 

基準日 Ⅹ１年  ９月末日 Ⅹ２年  ３月末日 Ⅹ２年  ９月末日 Ⅹ３年  ３月末日 

配当支払日 

（効力発生） 
Ⅹ１年 １１月 Ⅹ２年  ６月 Ⅹ２年 １１月 Ⅹ３年  ６月 

配当原資 

Ⅹ１年３月末日の 

剰余金を基礎として 

算出した分配可能額 

Ⅹ２年３月末日の 

剰余金を基礎として 

算出した分配可能額 

Ⅹ２年３月末日の 

剰余金を基礎として 

算出した分配可能額 

Ⅹ３年３月末日の 

剰余金を基礎として 

算出した分配可能額 

 

 

【例】「決算短信（サマリー情報）」の「配当の状況」欄の記載例 

 

 

 

①の額 ②の額 

③の額 ④の額 
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（５）その他の留意事項等 
 

① 決算発表時における積極的な情報開示の取組みに関する要請 

・ 東証は、上場会社に対し、上場規程に基づく決算短信等の開示にとどまらず、決算発表又は四半期決

算発表に際して、これらの投資判断情報としての有用性を踏まえて、投資者に対して積極的な情報開

示の取組みを行うよう要請しています。 

・ 上場会社においては、決算発表又は四半期決算発表の機会を、貴重な投資者とのコミュニケーション

の場としても積極的に活用することが望まれます。 

・ 例えば、決算発表又は四半期決算発表に際して、決算短信等の開示に加えて、次のような取組みを行

うことが考えられます（これらに限定されるものではありません。）。 

 

（具体例） 

イ．決算補足説明資料・四半期決算補足説明資料の提供 

ロ．個人投資家、国内外の機関投資家・アナリスト向けの決算説明会の開催 

ハ．決算説明会における説明内容や質疑応答の内容を記録した書類、決算説明会の様子を記録した動

画・音声情報の自社ウェブサイト等での提供 

ニ．英訳された決算発表関連資料（決算短信・四半期決算短信のほか、決算補足説明資料・四半期決

算補足説明資料など）の提供 など 

 

※ 決算補足説明資料・四半期決算補足説明資料とは、上場会社が決算短信・四半期決算短信以外に

決算内容を補足・説明するために投資者に提供する資料をいいます（書類、映像等の形式は問いま

せん。）。 

※ 決算説明会とは、決算内容に係る説明を行い、参加者と説明時に質疑応答が可能なものをいいま

す（対面、電話、インターネット等の形式は問いません。）。 

 

 

・ なお、東証では、上場会社によって英訳された開示資料を、広く海外機関投資家に伝達するためのプ

ラットフォームとして「英文資料配信サービス」を無償提供していますので、ご利用ください。 

 

② 決算補足説明資料等の公平な提供 

・ 上場会社は、決算又は四半期決算の内容について補足説明資料を作成し、決算説明会などにおいて投

資者へ提供する場合には、当該資料の投資者への公平な情報提供に努めることが義務付けられていま

す。 

【上場規程第４５２条】 

 

・ 公平な情報提供方法に係る取組みとしては、例えば、以下のようなものが該当します（これらに限定

されるものではありません。）。 

 

（具体例） 

イ．ＴＤｎｅｔ／英文資料配信サービスへの登録 

ロ．自社ウェブサイトへの掲載 

ハ．投資者から求めがあった場合に個別送付 

ニ．個人投資家を含めた幅広い投資者に対する決算説明会の開放、自社ウェブサイトによる動画・音

声情報等の提供 など 

 

 

③ その他の非財務情報の自発的な開示 

・ 近年、ＥＳＧ（環境、社会、ガバナンス）に関する事項を記載した資料を独立した報告書等の形式で
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作成、開示する取組みが増加しており、このような情報開示の充実に向けた自発的、積極的な取組み

は望ましいものと考えられます。 

・ なお、これらの資料を作成・開示した場合にも、決算補足説明資料・四半期決算補足説明資料と同様

に、広く株主及び投資者に対して公平な情報提供に努めることが望ましいと考えられます。 

・ 東証では、「ＥＳＧ情報に関する報告書」（ＥＳＧの要素を含む任意の開示資料で、統合報告書、ア

ニュアルレポート、サステナビリティレポート、ＣＳＲ報告書、環境報告書その他の名称で作成され

たものの総称）について、上場会社によるＴＤｎｅｔへの登録が容易になるよう、専用の提出画面を

設けています（英語版の報告書の提出画面も設けています。）。ＥＳＧ情報に関する報告書の、幅広い

投資家等への情報提供の手段として、ＴＤｎｅｔの活用をご検討ください。 
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２．決算短信の作成要領 
 

（１）決算短信の構成等 
 

① 決算短信の構成 

・ 決算短信は、決算短信（サマリー情報）と決算短信（添付資料）で構成されます。 

 

② 決算短信において記載を要請している事項 

・ 決算短信においては、速報性が求められる事項（サマリー情報、経営成績・財政状態の概況及び今後

の見通し並びに連結財務諸表及び主な注記）に限定して記載を要請しています。 

・ サマリー情報は、投資者の投資判断に重要な影響を与える上場会社の決算の内容について、その要点

の一覧性及び比較可能性を確保する観点から、簡潔に取りまとめたものとして参考様式に基づいて作

成を要請しているものです。また、経営成績・財政状態の概況及び今後の見通し並びに連結財務諸表

及び主な注記は、サマリー情報に記載される主要な決算数値を投資者が適切に理解できるようにする

ために、その添付資料として記載を要請しているものです。 

・ なお、投資判断を誤らせるおそれのない場合に、決算短信の開示を早期化するためサマリー情報並び

に経営成績・財政状態の概況及び今後の見通しを先行して開示するときは、準備が整い次第直ちに連

結財務諸表及び主な注記を開示することとします。この場合、各社の状況に応じて、サマリー情報並

びに経営成績・財政状態の概況及び今後の見通しの開示と同時に、企業の状態を適切に理解するため

に有用な数値情報など、投資者が必要とする財務情報について、開示をしてください。 

※ この点に関し、金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ報告 －建設的な対話の促進

に向けて－」（２０１６年４月１８日公表）では、「有価証券報告書は決算短信公表後、開示まで相当

の期間があるため、決算短信公表時における詳細な財務情報の必要性は高いとの意見」が示されてい

ます。 

 

・ 決算短信等の様式に関する自由度の向上に関して東証が行ったパブリック・コメントの募集（２０１

６年１０月２８日から実施）には、投資者やアナリストから決算短信等における記載事項に関して多

くのご意見が寄せられました。開示の自由度を高める観点からの決算短信等の様式及び記載事項の見

直しにより、各社の状況に応じた開示が可能となります。決算短信等における開示内容の検討にあ

たっては、以下の日本取引所グループウェブサイト上でご紹介しておりますので、これらの投資者等

のご意見も参考としてご検討ください。 

 

ＵＲＬ https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/format/summary/index.html 

（：株式・ＥＴＦ・ＲＥＩＴ等－上場会社のサポート－開示様式例・提出書類 

－決算短信作成要領・四半期決算短信作成要領） 

 

 

・ 上記のほか、２０１４年６月２４日に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂 2014－未来への挑戦－」

における「IFRS の任意適用企業の拡大促進」についての提言を踏まえ、決算短信において、会計基準

の選択に関する基本的な考え方をご記載いただくこととしています。 

 

・ 具体的な決算短信の作成方法については、決算短信（サマリー情報）については「２．（２）決算短

信（サマリー情報）の参考様式及び記載上の注意事項」を、決算短信（添付資料）については「２．

（３）決算短信（添付資料）の開示事項及び記載上の注意事項」をご参照ください。 
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（２）決算短信（サマリー情報）の参考様式及び記載上の注意事項 
 

① 決算短信（サマリー情報）の参考様式 

・ 東証では、決算短信（サマリー情報）について、決算短信（サマリー情報）の参考様式及び記載上の

注意事項に基づいて作成、開示することを要請しています。 

・ 決算短信（サマリー情報）の参考様式は、上場会社が適用している会計基準、連結財務諸表作成会社

であるか否かに応じて、以下の４種類に区分されています。 

・ なお、決算短信（サマリー情報）及び決算短信（サマリー情報）に含まれる数値情報等に係るＸＢＲ

Ｌファイルを効率的にご作成いただくため、ＴＤｎｅｔオンライン登録サイトでは、決算短信（サマ

リー情報）の作成ツールを提供しています。また、ＴＤｎｅｔオンライン登録サイトの機能を利用せ

ずに決算短信（サマリー情報）をご作成いただく場合を想定し、日本取引所グループウェブサイト、

上場会社ナビ、及び、ＴＤｎｅｔオンライン登録サイトでは、Ｗｏｒｄファイル形式の参考様式も提

供しております（なお、決算短信（サマリー情報）をＷｏｒｄファイル等の形式でご作成いただく場

合でも、別途、ＸＢＲＬファイルの提出をお願いしておりますので、ご注意ください。）。 

 

□ 通期第１号参考様式〔日本基準〕（連結） 

□ 通期第２号参考様式〔日本基準〕（非連結） 

□ 通期第３号参考様式〔ＩＦＲＳ〕（連結） 

□ 通期第４号参考様式〔米国基準〕（連結） 

 

※ 次ページ以降に第１号参考様式を掲載しております。その他の参考様式については、日本取引所

グループウェブサイト、上場会社ナビ、又は、ＴＤｎｅｔオンライン登録サイトよりご確認くだ

さい。 

※ 上記の区分のいずれの会計基準にも該当しない場合は、事前に東証までご相談ください。 

※ 上場子会社連動配当株の発行者である上場会社が、対象子会社の決算の内容が定まった場合にお

いて利用する参考様式についても、上記の各参考様式の区分に準ずるものとします。 
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□ 通期第１号参考様式〔日本基準〕（連結） 
  

**年＊月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 
**年**月**日 

  
上 場 会 社 名 ○○○○○○株式会社 上場取引所 東・名・福・札 

コ ー ド 番 号 **** ＵＲＬ http:// 

代 表 者 (役職名) ○○○○○○○○○○○○ (氏名) ○○○ ○○○ 

問合せ先責任者 (役職名) ○○○○○○○○○○○○ (氏名) ○○○ ○○○ (TEL)**(****)**** 

定時株主総会開催予定日 **年**月**日 配当支払開始予定日 **年**月**日 

有価証券報告書提出予定日 **年**月**日   

決算補足説明資料作成の有無 ：有・無 

決算説明会開催の有無 ：有・無（○○○向け） 
（百万円未満切捨て） 

１．**年＊月期の連結業績（**年**月**日～**年**月**日） 
（１）連結経営成績                                                          （％表示は対前期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属する

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

**年 ＊月期         
**年 ＊月期         

（注） 包括利益       **年 ＊月期    百万円（  ％）  **年 ＊月期    百万円（  ％） 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高 
営業利益率 

 円   銭 円   銭 ％ ％ ％ 

**年 ＊月期      
**年 ＊月期      

（参考）持分法投資損益    **年 ＊月期    百万円  **年 ＊月期    百万円 

（２）連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円   銭 

**年 ＊月期     
**年 ＊月期     

（参考）自己資本       **年 ＊月期    百万円  **年 ＊月期    百万円 

（３）連結キャッシュ･フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ･フロー 
投資活動による 

キャッシュ･フロー 
財務活動による 

キャッシュ･フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

**年 ＊月期     
**年 ＊月期     

 
２．配当の状況 

 
年間配当金 配当金総額 

（合計） 
配当性向 
（連結） 

純資産配当率 
（連結） 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期 末 合 計 

 円   銭 円   銭 円   銭 円   銭 円   銭 百万円 ％ ％ 
**年 ＊月期         
**年 ＊月期         

**年 ＊月期(予想)          
 

ここには投資者が通期業績を見通す際に有用と思われる情報をご記載ください。 
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※ 注記事項 
（１）期中における連結範囲の重要な変更 ：有・無 
 新規   社 (社名)  、除外   社 (社名)  
 

 
（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：有・無 
② ①以外の会計方針の変更 ：有・無 
③ 会計上の見積りの変更 ：有・無 
④ 修正再表示 ：有・無 

 
 
（３）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) **年＊月期 株 **年＊月期 株 

② 期末自己株式数 **年＊月期 株 **年＊月期 株 

③ 期中平均株式数 **年＊月期 株 **年＊月期 株 

 

 

（参考）個別業績の概要 
 

１．**年＊月期の個別業績（**年**月**日～**年**月**日） 

（１）個別経営成績                                                          （％表示は対前期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

**年 ＊月期         
**年 ＊月期         

 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

  

 円   銭 円   銭   

**年 ＊月期     
**年 ＊月期     

 
（２）個別財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円   銭 

**年 ＊月期     
**年 ＊月期     

（参考）自己資本       **年 ＊月期    百万円  **年 ＊月期    百万円 

 

ここには投資者が通期業績を見通す際に有用と思われる情報をご記載ください。 

 

 

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 
 



第２編第３章  決算短信等 

東京証券取引所 会社情報適時開示ガイドブック 2024 年 4 月 
copyright © 2024 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved. 278

② 決算短信（サマリー情報）の記載上の注意事項 

 

・ 以下の内容は、原則として、通期第１号参考様式を使用する連結財務諸表作成会社（日本基準）を念

頭において記載しています。連結財務諸表非作成会社（日本基準）、ＩＦＲＳ適用会社及び米国会計基

準適用会社の場合は、参考様式ごとの取扱いについて定めのある項目を除き、これに準じて作成して

ください。 

 

〔全般〕 

 

開示事項 開示・記載上の注意 

追加情報の記載等 ・決算短信（サマリー情報）には、参考様式に定める内容のほか、投資者の投資

判断上有用な情報を、任意で追加することができます（各項目の欄外若しくは

「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」欄に記載又は３ペー

ジ目を追加して記載してください。）。 

ページ番号等の表示 

 

・決算短信（サマリー情報）にページ番号、目次、ヘッダー情報を付す必要はあ

りません。 

ロゴマーク等の表示 

 

・自社ロゴマーク等を表示することができます。 

・公益財団法人財務会計基準機構に加入している場合は、１ページ目の右上に会

員マークを表示してください。 

※上場規程第４０９条の２、施行規則第４１０条を参照してください。 

※未加入の場合には、会員マークを表示することはできません。 

勘定科目の変更 

 

・参考様式に記載されている勘定科目が自社の勘定科目に存在しない場合は、こ

れに相当する勘定科目を記載してください（例えば、「売上高」に代えて「営

業収益」を記載するなど。）。 

端数等の処理 ・百万円単位で表示する場合は、百万円未満を切捨てすることとしていますが、

百万円未満を四捨五入しても差し支えありません。 

・銭単位で表示する場合は、銭未満を原則として四捨五入してください。 

・％（パーセント）で表示する場合は、小数第一位未満を原則として四捨五入し

てください。 

前年度に係る数値の記載 

 

・前年度に係る数値については、会計方針の変更や表示方法の変更、誤謬の訂正

等（遡及修正等）を反映させた数値を記載してください。 

ＩＦＲＳ適用初年度の対応 

【第３号参考様式の場合】 

・当期からＩＦＲＳを適用する場合は、「業績予想の適切な利用に関する説明、

その他特記事項」においてその旨を記載してください。 

・連結経営成績における前期欄及び連結財政状態における前期末欄については、

ＩＦＲＳに基づく数値を記載してください。 

 

〔表題等部分〕 

 

（参考様式抜粋） 

 
 

開示事項 開示・記載上の注意 

定時株主総会開催予定日 ・決算発表日現在における定時株主総会の開催予定日を記載してください。 

配当支払開始予定日 ・決算発表日現在における期末配当の支払開始予定日を記載してください。 

・配当支払開始予定日が未定の場合は、「未定」と記載してください。 

・期末配当を行わない場合は、「－」と記載してください。 

有価証券報告書提出予定日 ・決算発表日現在における有価証券報告書の提出予定日を記載してください。 
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決算補足説明資料作成の有無 ・決算補足説明資料（上場会社が決算短信以外に決算の内容を補足・説明するた

めに投資者に提供する資料をいい、書類、映像等の形式は問いません。）の作

成有無（作成を予定している場合を含みます。）を記載してください。 

決算説明会開催の有無 ・決算に係る説明会（決算内容に係る説明を行い、参加者と説明時に質疑応答が

可能なものをいい、対面、電話、インターネット等の形式は問いません。）の

開催有無（開催を予定している場合を含みます。）を記載してください。 

※必要に応じて、説明会の対象者の種別を「決算説明会開催の有無」の右側に記

載してください。 

 

〔連結経営成績及び連結財政状態〕 

 

（参考様式抜粋） 

 

 

開示事項 開示・記載上の注意 

１株当たり指標 ・１株当たり指標は、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準

第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第４号）に基づき算出した数値を記載してください。 

 【第３号参考様式の場合】 ・基本的１株当たり当期利益及び希薄化後１株当たり当期利益は、「１株当たり

利益」（ＩＡＳ第３３号）に基づき算定した数値を記載してください。 

・１株当たり当期利益は、「親会社の所有者に帰属する当期利益」に基づき算定

された数値を記載してください。 

・１株当たり親会社所有者帰属持分は、「１株当たり当期純利益に関する会計基

準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）に準じて算定した数値を記載して

ください。 

 【第４号参考様式の場合】 ・１株当たり当社株主に帰属する当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当社

株主に帰属する当期純利益は、ＡＳＣ Ｔｏｐｉｃ２６０「１株当たり利益」

に基づき算定した数値を記載してください。 

・１株当たり株主資本は、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計

基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第４号）に準じて算定した数値を記載してください。 

指標の計算方法 ・連結経営成績及び連結財政状態に係る指標は、以下のとおり計算してくださ

い。 

・自己資本当期純利益率 

親会社株主に帰属する当期純利益 
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×１００ 
（期首自己資本＋期末自己資本）÷２ 
 

・総資産経常利益率 

経常利益 
×１００ 

（期首総資産＋期末総資産）÷２ 
 

・売上高営業利益率 

営業利益 
×１００ 

売上高 
 

・総 資 産 ＝ 資産合計 

・純 資 産 ＝ 純資産合計 

・自己資本 ＝ 純資産合計－株式引受権－新株予約権－非支配株主持分 

・自己資本比率 ＝ （自己資本／総資産）×１００ 

※自己資本当期純利益率の計算において、（期首自己資本＋期末自己資本）

がマイナスの場合は、「－」を記載してください。 

 【第３号参考様式の場合】 ・連結経営成績及び連結財政状態に係る指標は、以下のとおり計算してくださ

い。 

  ・親会社所有者帰属持分当期利益率 

親会社の所有者に帰属する当期利益 
×１００ 

（期首親会社所有者帰属持分＋期末親会社所有者帰属持分）÷２ 
 

  ・資産合計税引前利益率 

税引前利益 
 ×１００ 

（期首資産合計＋期末資産合計）÷２ 
 

  ・売上高営業利益率 

営業利益 
×１００ 

売上高 
 

・親会社所有者帰属持分比率 

親会社の所有者に帰属する持分 
×１００ 

資産合計 
 

※親会社所有者帰属持分当期利益率の計算において、（期首親会社所有者帰

属持分＋期末親会社所有者帰属持分）がマイナスの場合は、「－」を記載

してください。 

 【第４号参考様式の場合】 ・連結経営成績及び連結財政状態に係る指標は、以下のとおり計算してくださ

い。 

  ・株主資本当社株主に帰属する当期純利益率 

当社株主に帰属する当期純利益 
×１００ 

（期首株主資本＋期末株主資本）÷２ 
 

  ・総資産税引前当期純利益率 

税引前当期純利益 
 ×１００ 

（期首総資産＋期末総資産）÷２ 
 

  ・売上高営業利益率 

営業利益 
×１００ 

売上高 
 

・株主資本 ＝ 期末資本合計（純資産）－期末非支配持分 

・株主資本比率 ＝ （株主資本／総資産）×１００ 

※株主資本当社株主に帰属する当期純利益率の計算において、（期首株主資

本＋期末株主資本）がマイナスの場合は、「－」を記載してください。 

営業利益及び税引前利益 

【第３号参考様式の場合】 

・営業利益及び税引前利益は、連結財務諸表上で開示する場合に記載してくださ

い。 

経営成績等に係るその他の指標 ・参考様式に定める内容のほか、経営管理上重要視している経営成績、財政状態

及びキャッシュ・フローの概況に係る指標について、投資者の経営成績等の理
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解に資する場合には、当該指標を記載することができます（例えば、ＥＢＩＴ

ＤＡやのれん償却前利益など。）。 

・これらの指標を記載する場合、投資者の誤解を招かない名称とし、その計算方

法については、欄外又特記事項欄などに記載してください。また、その他の指

標を記載する場合には、原則として継続して記載することとし、変更・削除を

行う場合にはその理由を、欄外又は特記事項欄などに記載してください。 

持分法投資損益 ・持分法投資損益がない場合は、「－」を記載してください。 

 持分法による投資損益 

【第３号参考様式の場合】 

・持分法による投資損益がない場合は、「－」を記載してください。 

〔配当の状況〕 

 

（参考様式抜粋） 

 

 

開示事項 開示・記載上の注意 

配当の状況 ・当期及び前期に属する日を基準日とする配当の状況を記載してください。 

・配当の状況欄のうち、配当しない基準日は以下のとおり記載してください。 

・定款に四半期配当の定めがある場合は「０．００」 

・定款に四半期配当の定めがない場合は「－」 

※１．（４）⑦配当の状況の開示方法も参照してください。 

※株式分割等を行った場合、記念配当・特別配当を含む場合、配当原資に資本剰余金

が含まれる場合等における配当の状況の記載方法は、ＦＡＱとして上場会社ナビに

掲載しておりますので、参照してください。 

配当金総額 ・前期及び当期に属する日を基準日とする普通株式に係る現金配当（個別）の総額を

それぞれ記載してください。 

指標の計算方法 ・配当の状況に係る指標は、以下のとおり計算してください。 

・配当性向（連結） 

当該事業年度に基準日が属する普通株式に係る 
１株当たり個別配当金（合計） 

×１００ 
１株当たり連結当期純利益 

 

・純資産配当率（連結） 

当該事業年度に基準日が属する普通株式に係る 
１株当たり個別配当金（合計） 

×１００ 
（期首１株当たり連結純資産＋期末１株当たり連結純資産）÷２ 

 

※分母がマイナスの場合は、「－」を記載してください。 

 【第３号参考様式の場合】 ・配当の状況に係る指標は、以下のとおり計算してください。 

・配当性向（連結） 

当該事業年度に基準日が属する普通株式に係る 
１株当たり個別配当金（合計） 

 ×１００ 
基本的１株当たり当期利益 

 

・親会社所有者帰属持分配当率（連結） 

当該事業年度に基準日が属する普通株式に係る 
１株当たり個別配当金（合計） 

                               ×１００ 
（期首１株当たり親会社所有者帰属持分＋期末１株当たり 
親会社所有者帰属持分）÷２ 

※分母がマイナスの場合は、「－」を記載してください。 

 【第４号参考様式の場合】 ・配当の状況に係る指標は、以下のとおり計算してください。 

・配当性向（連結） 

当該事業年度に基準日が属する普通株式に係る 
１株当たり個別配当金（合計） 

  ×１００ 
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１株当たり当社株主に帰属する当期純利益 
 
 

・株主資本配当率（連結） 

当該事業年度に基準日が属する普通株式に係る 
１株当たり個別配当金（合計） 

×１００ 
（期首１株当たり株主資本＋期末１株当たり株主資本）÷２ 

 

※分母がマイナスの場合は、「－」を記載してください。 

配当予想 ・次期における配当予想額を算出している場合には、当該予想額を記載してくださ

い。 

・決算短信（サマリー情報）ではなく、決算短信（添付資料）や決算補足説明資料そ

の他の資料において配当予想に係る記載を行う場合には、当該配当予想の概要や、

他の開示資料を参照すべき旨等を適切に記載することが考えられます。 

・配当予想額が未定の場合又は配当予想額を算出していない場合には、配当の状況欄

に「－」を記入又は当該欄を削除したうえで、その旨を記載することが考えられま

す。 

 

〔投資者が通期業績を見通す際に有用と思われる情報〕 

 

（参考様式抜粋） 

 

 

開示事項 開示・記載上の注意 

投資者が通期業績を見通

す際に有用と思われる情

報 

・実際の記載例としては、業績の予想値を記載する例、業績の予想値を記載しない旨

やその理由を記載する例、中長期的な目標などを記載する例、何も記載しない例が

見られます。 

 

□ 業績の予想値を記載する例 

① 予想期間を「第２四半期（累計）・通期」、「通期のみ」、「四半期のみ」などとし

て記載する例 

 

【事例１：第２四半期（累計）と通期の予想の例】 

 
 

【事例２：通期の予想のみの例】 

 

 

【事例３：四半期の予想のみの例】 

 

② 予想項目（売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、1

株当たり当期純利益）を選択して記載する例 

 

【事例４：売上高（経常収益）を開示しない例】 
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③ 予想数値を特定値ではなくレンジで記載する例 

 

【事例５：レンジを持たせた予想の例】 

 
 

 
 

□ 業績の予想値を記載しない旨やその理由を記載する例 

 

現時点では業績に影響を与える未確定な要素が多いため、業績予想を数値で示

すことが困難な状況です。連結業績予想については、合理的に予測可能となった

時点で公表します。 

 

当社は各国の資本市場において多角的に投資金融サービス業を展開しており、

また当該市場には経済情勢、相場環境等に起因するさまざまな不確実性が存在し

ております。このため当社は、業績予想の記載は行っておりません。 

また同様の理由から、○○年○月期の配当予想額は未定であるため、記載して

おりません。 

 

□ 中長期的な目標などを記載する例 

 

当社では株主・投資家の皆さまと当社の中長期的な成長に向けた相互理解を深

めるため、中期的な経営目標を開示しています。詳細は【添付資料】○ページ

「○○○○」をご覧ください。 
 

 

〔その他〕 

 

（参考様式抜粋） 

 

 

開示事項 開示・記載上の注意 

期中における連結範囲の重要

な変更 

・当期における連結範囲の重要な変更（重要性は、連結財規第１０１条に規定する

連結範囲の変更に準じてご判断ください）の有無を記載してください。 
・重要な変更がある場合は「有」としたうえで、新たに連結範囲の対象となった子
会社の社数及び社名並びに連結範囲の対象から除外された子会社の社数及び社名
を記載してください。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料P.**「○○○○」をご覧ください。 

会計方針の変更・会計上の見

積りの変更・修正再表示 

・当期における連結財規第１４条の２及び第１４条の３に規定する会計方針の変

更、連結財規第１４条の６に規定する会計上の見積りの変更及び連結財規第１４

条の８に規定する修正再表示の適用の有無を記載してください。 
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・連結財規第１４条の７に規定する場合（会計方針の変更を会計上の見積りの変更

と区別することが困難な場合）は、「①会計基準等の改正に伴う会計方針の変

更」及び「③会計上の見積りの変更」又は「② ①以外の会計方針の変更」及び

「③会計上の見積りの変更」を「有」としたうえで、欄外にその旨を記載してく

ださい。 

※会計基準を早期適用する場合は、「② ①以外の会計方針の変更」に該当します。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料P.**「○○○○」をご覧ください。 

 会計方針の変更・会計上

の見積りの変更・修正再

表示 

【第２号参考様式の場合】 

・当期における財表規則第８条の３及び第８条の３の２に規定する会計方針の変

更、財表規則第８条の３の５に規定する会計上の見積りの変更及び財表規則第８

条の３の７に規定する修正再表示の適用の有無を記載してください。 

・財表規則第８条の３の６に規定する場合（会計方針の変更を会計上の見積りの変

更と区別することが困難な場合）は、「①会計基準等の改正に伴う会計方針の変

更」及び「③会計上の見積りの変更」又は「② ①以外の会計方針の変更」及び

「③会計上の見積りの変更」を「有」としたうえで、欄外にその旨を記載してく

ださい。 

※会計基準を早期適用する場合は、「② ①以外の会計方針の変更」に該当します。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料P.**「○○○○」をご覧ください。 

 会計方針の変更・会計上

の見積りの変更 

【第３号参考様式の場合】 

・当期における重要な会計方針の変更及び重要な会計上の見積りの変更の有無を記

載してください。 

・重要な会計方針の変更は、ＩＦＲＳにより要求される会計方針の変更（ＩＡＳ第

８号第１４項（ａ））とそれ以外の変更（ＩＡＳ第８号第１４項（ｂ））に分け

て、その有無を記載してください。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料P.**「○○○○」をご覧ください。 

 会計方針の変更 

【第４号参考様式の場合】 

・当期における会計方針の変更（ＡＳＣ Ｔｏｐｉｃ２５０「会計方針の変更及び

誤謬の訂正」に規定する会計方針の変更に該当する事項）の有無を記載してくだ

さい。 

※会計基準を早期適用する場合は、「② ①以外の会計方針の変更」に該当します。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料P.**「○○○○」をご覧ください。 

発行済株式数 ・当連結会計年度末及び前連結会計年度末における普通株式の期末発行済株式数

（自己株式を含む。）、期末自己株式数及び期中平均株式数（１株当たり当期純利

益（連結）の算定上の基礎となる期中平均株式数）を記載してください。 

※株式数は１株単位で記載してください。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料P.**「○○○○」をご覧ください。 

 【第３号参考様式の場合】 ・当連結会計年度末及び前連結会計年度末における普通株式に係る期末発行済株式

数（自己株式を含む。）、期末自己株式数及び期中平均株式数（基本的１株当たり

当期利益（連結）の算定上の基礎となる期中平均株式数）を記載してください。 

※株式数は１株単位で記載してください。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料P.**「○○○○」をご覧ください。 

 【第４号参考様式の場合】 ・当連結会計年度末及び前連結会計年度末における普通株式に係る期末発行済株式

数（自己株式を含む。）、期末自己株式数及び期中平均株式数（１株当たり当社株

主に帰属する当期純利益（連結）の算定上の基礎となる期中平均株式数）を記載

してください。 

※株式数は１株単位で記載してください。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料P.**「○○○○」をご覧ください。 
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〔個別業績の概要〕 

 

（参考様式抜粋） 

 

 

開示事項 開示・記載上の注意 

個別情報 ・「連結経営成績及び連結財政状態」の記載上の注意に準じて記載してください。 

※「自己資本」は「純資産合計－株式引受権－新株予約権」となります。 

※上場会社が投資者ニーズを踏まえたうえで、投資判断情報としての有用性が乏し

いと判断する場合には、表題を含めて記載を省略することができます。 

 

〔特記事項〕 

 

 

（参考様式抜粋） 

 

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 

 

開示事項 開示・記載上の注意 

決算短信が監査の対象外であ

る旨の表示 

※決算短信において開示される連結財務諸表については、金商法上の監査手続の対

象ではありません。この参考様式においては、「※ 決算短信は監査の対象外で

す」との表示を行うことにより、その点を明確化するとともに、投資者に対して

注意喚起を行っています。 

業績予想の適切な利用に関す

る説明 

・投資者による将来予測情報の適切な利用を促す観点から、実績を当初の予想値か

ら大きく乖離させるおそれのあるリスク要因の説明を含め、将来予測情報の利用

に関する注意文言を分かりやすく記載することが考えられます。 
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・決算短信（サマリー情報）に記載された将来予測情報の背景や前提条件などの要

旨を記載するほか、それらの内容を記載した決算短信（添付資料）の該当箇所を

参照すべき旨を記載することが考えられます。 

・決算短信（サマリー情報）に記載された将来予測情報の自社における位置付け

（例えば、客観的予想、目標、保守的なコミットメントなどが想定されますが、

これらに限定されるものではありません。）について、注意文言の中に含めて記

載することが考えられます。 
 

［記載例］ 

①リスク要因に言及する場合 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手してい

る情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として

約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異

なる可能性があります。実際の業績等に影響を与える可能性のある重要な要因には、以

下の事項があります。なお、業績に影響を与える要因はこれらに限定されるものではあ

りません。 

（１）・・・ 

（２）・・・ 

業績予想の前提となる仮定等については、添付資料 P.**「○○○○」をご覧くださ

い。 

 

②リスク要因等の説明を添付資料に記載する場合 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手してい

る情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として

約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異

なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての

注意事項等については、添付資料P. **「○○○○」をご覧ください。 

その他特記事項 ・必要に応じて、決算補足説明資料や説明会内容（説明会・電話会議の状況説明や

動画・音声情報等）の入手方法を記載してください。 

・投資者が通期決算の内容を適切に理解するうえで特に必要な事項を記載してくだ

さい。 
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（３）決算短信（添付資料）の開示事項及び記載上の注意事項 
・ 以下の内容は、原則として、連結財務諸表作成会社（日本基準）を念頭において記載しています。連

結財務諸表非作成会社（日本基準）、ＩＦＲＳ適用会社及び米国会計基準適用会社の場合は、取扱い

について特に記載がある項目を除き、これに準じて作成してください。 

 

開示事項 開示・記載上の注意 

〔経営成績等の概況〕  

当期の経営成績・財政状態の

概況 

・当期の経営成績、財政状態及びキャッシュ・フローの概況を記載してください。 

※経営成績の概況の記載に当たっては、業績全般の主な変動要因のほか、セグメン

ト・事業分野別の動向についても記載することが考えられます。 

今後の見通し ・経営成績・財政状態に関して、次期を含む将来の見通しを記載してください。 

※将来の見通しの概況の記載に当たっては、業績全般の主な変動要因のほか、セグ

メント・事業分野別の見通しについても記載することが考えられます。 

※業績に大きな影響を与える可能性のある経営上の施策その他の要因・事象がある

場合には、その内容を記載することが考えられます。 

※例えば、将来予測情報の前提条件（為替レート、原油価格等の定量的情報）の変

動により開示された「次期の業績予想」等の将来予測情報の値が大きく変動する

可能性がある場合には、当該前提条件を積極的に開示することが考えられます。

さらに、当該前提条件の変動による業績への影響度合い（感応度）についても開

示することが考えられます。 

※将来予測情報について、レンジの記載により「次期の業績予想」の開示を行って

いる場合には、変動幅の上限及び下限となるそれぞれのケースにおける事業環境

の状況等について記載することが考えられます。 

※決算短信の開示時点において「次期の業績予想」の形式では将来予測情報の開示

を行わない場合において、業績の進捗を踏まえ、当該内容の開示が可能となった

時点で開示を行う予定としているときは、その旨及び開示を行う時期の見込みに

ついて記載することが考えられます。 

継続企業の前提に関する重要

事象等 

・会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるよ

うな事象又は状況その他会社の経営に重要な影響を及ぼす事象（以下「重要事象

等」という。）が存在する場合は必ず記載してください。該当がない場合は、表

題を含めて記載は不要です。 

・重要事象等が存在する場合は、以下の事項について具体的に記載してください。 

・重要事象等が存在する旨及びその内容 

・当該重要事象等についての分析・検討内容並びに当該重要事象等を解消し、

又は改善するための対応策 

〔会計基準の選択に関する基

本的な考え方〕 

 

会計基準の選択に関する基本

的な考え方 

・会計基準の選択に関する基本的な考え方を記載してください。 

・例えば、ＩＦＲＳの適用を検討しているか（その検討状況、適用予定時期）など

を記載することが考えられます。 

〔連結財務諸表及び主な注

記〕 

 

連結財務諸表 ・開示様式については、連結財規にしたがってください。 

・連結貸借対照表、連結損益及び包括利益計算書（１計算書方式の場合）又は連結

損益計算書及び連結包括利益計算書（２計算書方式の場合）、連結株主資本等変

動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書について、連結財規の様式にしたがっ

て記載してください（増減は不要です。）。 

※投資判断を誤らせるおそれのない場合に、決算短信の開示を早期化するためサマ

リー情報及び経営成績等の概況を先行して開示するときは、準備が整い次第直ち

に連結財務諸表及び主な注記を開示することとします。この場合、各社の状況に

応じて、サマリー情報並びに経営成績・財政状態の概況及び今後の見通しの開示

と同時に、企業の状態を適切に理解するために有用な数値情報など、投資者が必

要とする財務情報について、開示をしてください。 

※ＩＦＲＳ適用初年度の場合は、有価証券報告書において開示が求められる、前連

結会計年度における日本基準（又は米国基準）とＩＦＲＳとの間の調整表を記載

してください。 

継続企業の前提に関する注記 ・該当事項がある場合は、必ず当該注記の内容を記載してください。該当事項がな

い場合は、表題を記載したうえで、その旨を記載してください。 

会計方針の変更・会計上の見 ・サマリー情報「※ 注記事項（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修
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積りの変更・修正再表示 正再表示」（通期第２号参考様式においては「※ 注記事項（１）」）において

「有」とした場合は、その内容（損益に与える影響額を含む）を記載してくださ

い。 

※該当がない場合は、表題を含めて記載は不要です。 

 会計方針の変更・会計上

の見積りの変更 

【第３号参考様式 

の場合】 

・サマリー情報「※ 注記事項（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更」に

おいて「有」とした場合は、その内容（損益に与える影響額を含む）を記載して

ください。 

※該当がない場合は、表題を含めて記載は不要です。 

 会計方針の変更 

【第４号参考様式 

の場合】 

・サマリー情報「※ 注記事項（２）会計方針の変更」において「有」とした場合

は、その内容（損益に与える影響額を含む）を記載してください。 

※該当がない場合は、表題を含めて記載は不要です。 

セグメント情報、１株当たり

情報、重要な後発事象 

・前連結会計年度と当連結会計年度との比較形式の記載、当連結会計年度のみの記

載のいずれでも差し支えありません。 

※該当事項がない場合（セグメントが単一である場合を含む。）は、表題を記載し

たうえで、その旨を記載してください。 

※連結財務諸表非作成会社（日本基準）は、「持分法損益等」、「セグメント情報」、

「１株当たり情報」、「重要な後発事象」を記載してください。 

 

※ 決算短信（添付資料）には、利用者の利便性の向上の観点から、目次・ページ番号を記載してくださ

い。また、決算短信（添付資料）の各ページには、以下のとおりヘッダー情報を記載してください。 

 

[ヘッダー情報の表示例] ヘッダー情報の記載事項 

 

・上場会社名 

・証券コード（４桁コード） 

・開示資料の表題（例「○○年○○月期 決算短信」） 
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３．第２四半期（中間期）決算短信の作成要領 

 

（１）第２四半期（中間期）決算短信の構成等 
 

① 第２四半期（中間期）決算短信の構成 

・ 第２四半期（中間期）決算短信は、第２四半期（中間期）決算短信（サマリー情報）と第２四半期

（中間期）決算短信（添付資料）で構成されます。 

 

② 第２四半期（中間期）決算短信において記載を要請している事項 

・ 第２四半期（中間期）決算短信は金商法に基づく半期報告書に先立って決算の内容を迅速に開示する

速報としての役割を担っており、第２四半期（中間期）決算短信においては、速報性が求められる事

項（サマリー情報並びに中間連結財務諸表及び主な注記）に限定して記載を要請しています。 

・ サマリー情報は、投資者の投資判断に重要な影響を与える上場会社の第２四半期（中間期）決算の内

容について、その要点の一覧性及び比較可能性を確保する観点から、簡潔に取りまとめたものとして

参考様式に基づいて作成を要請しているものです。また、中間連結財務諸表及び主な注記は、サマ

リー情報に記載される主要な第２四半期（中間期）決算数値を投資者が適切に理解できるようにする

ために、その添付資料として記載を要請しているものです。 

・ なお、投資判断を誤らせるおそれのない場合に、第２四半期（中間期）決算短信の開示を早期化する

ためサマリー情報を先行して開示するときは、準備が整い次第直ちに中間連結財務諸表及び主な注記

を開示することとします。この場合、各社の状況に応じて、サマリー情報の開示と同時に、企業の状

態を適切に理解するために有用な数値情報など、投資者が必要とする財務情報について、開示をして

ください。 

 

・ 決算短信等の様式に関する自由度の向上に関して東証が行ったパブリック・コメントの募集（２０１

６年１０月２８日から実施）には、投資者やアナリストから決算短信等における記載事項に関して多

くのご意見が寄せられました。開示の自由度を高める観点からの決算短信等の様式及び記載事項の見

直しにより、各社の状況に応じた開示が可能となります。決算短信等における開示内容の検討にあ

たっては、以下の日本取引所グループウェブサイト上でご紹介しておりますので、これらの投資者等

のご意見も参考としてご検討ください。 

 

ＵＲＬ https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/format/summary/index.html 

（：株式・ＥＴＦ・ＲＥＩＴ等－上場会社のサポート－開示様式例・提出書類 

－決算短信作成要領・四半期決算短信作成要領） 

 

 

・ 具体的な第２四半期（中間期）決算短信の作成方法については、第２四半期（中間期）決算短信（サ

マリー情報）については「３．（２）第２四半期（中間期）決算短信（サマリー情報）の参考様式及

び記載上の注意事項」を、第２四半期（中間期）決算短信（添付資料）については「３．（３）第２

四半期（中間期）決算短信（添付資料）の開示事項及び記載上の注意事項」をご参照ください。 
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（２）第２四半期（中間期）決算短信（サマリー情報）の参考様式及び記載上の注意事項 
 

① 第２四半期（中間期）決算短信（サマリー情報）の参考様式 

・ 東証では、第２四半期（中間期）決算短信（サマリー情報）について、第２四半期（中間期）決算短

信（サマリー情報）の参考様式及び記載上の注意事項に基づいて作成、開示することを要請していま

す。 

・ 第２四半期（中間期）決算短信（サマリー情報）の参考様式は、上場会社が適用している会計基準、

連結財務諸表作成会社であるか否か、上場会社が特定事業会社に該当するか否かに応じて、以下の７

種類に区分されています。 

・ なお、第２四半期（中間期）決算短信（サマリー情報）及び第２四半期（中間期）決算短信（サマ

リー情報）に含まれる数値情報等に係るＸＢＲＬファイルを効率的にご作成いただくため、ＴＤｎｅ

ｔオンライン登録サイトでは、第２四半期（中間期）決算短信（サマリー情報）の作成ツールを提供

しています。また、ＴＤｎｅｔオンライン登録サイトの機能を利用せずに第２四半期（中間期）決算

短信（サマリー情報）をご作成いただく場合を想定し、日本取引所グループウェブサイト、上場会社

ナビ、及び、ＴＤｎｅｔオンライン登録サイトでは、Ｗｏｒｄファイル形式の参考様式も提供してお

ります（なお、第２四半期（中間期）決算短信（サマリー情報）をＷｏｒｄファイル等の形式でご作

成いただく場合でも、別途、ＸＢＲＬファイルの提出をお願いしておりますので、ご注意ください。）。 

 

□ 四半期第５号参考様式〔日本基準〕（連結）（一般２Ｑ） 

□ 四半期第６号参考様式〔日本基準〕（非連結）（一般２Ｑ） 

□ 四半期第７号参考様式〔ＩＦＲＳ〕（連結）（一般２Ｑ） 

□ 四半期第８号参考様式〔米国基準〕（連結）（一般２Ｑ） 

□ 四半期第９号参考様式〔日本基準〕（連結）（特定２Ｑ） 

□ 四半期第１０号参考様式〔日本基準〕（非連結）（特定２Ｑ） 

□ 四半期第１１号参考様式〔ＩＦＲＳ〕（連結）（特定２Ｑ） 
 
 

※ 次ページ以降に第５号参考様式を掲載しております。その他の参考様式については、日本取引所

グループウェブサイト、上場会社ナビ、又は、ＴＤｎｅｔオンライン登録サイトよりご確認くだ

さい。 

※ 上記の区分のいずれの会計基準にも該当しない場合は、事前に東証までご相談ください。 

※ 上場子会社連動配当株の発行者である上場会社が、対象子会社の決算の内容が定まった場合にお

いて利用する参考様式についても、上記各参考様式の区分に準ずるものとします。 
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□ 四半期第５号参考様式〔日本基準〕（連結）（一般２Ｑ） 

 

**年＊月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） 
**年**月**日 

 

上 場 会 社 名 ○○○○○○株式会社 上場取引所 東・名・福・札 

コ ー ド 番 号 **** ＵＲＬ http:// 

代 表 者 (役職名) ○○○○○○○○○○○○ (氏名) ○○○ ○○○ 

問合せ先責任者 (役職名) ○○○○○○○○○○○○ (氏名) ○○○ ○○○ (TEL)**(****)**** 

半期報告書提出予定日 **年**月**日 配当支払開始予定日 **年**月**日 

決算補足説明資料作成の有無 ：有・無 

決算説明会開催の有無 ：有・無（○○○向け） 

（百万円未満切捨て） 
１．**年＊月期第２四半期（中間期）の連結業績（**年**月**日～**年**月**日） 
（１）連結経営成績（累計）                                                  （％表示は、対前年中間期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属
する中間純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

**年 ＊月期中間期         
**年 ＊月期中間期         

（注） 包括利益    **年 ＊月期中間期   百万円（  ％）  **年 ＊月期中間期   百万円（  ％） 

 

 
１株当たり 
中間純利益 

潜在株式調整後 
１ 株 当 た り 中 間 純 利 益 

 円   銭 円   銭 

**年 ＊月期中間期   
**年 ＊月期中間期   

 
（２）連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

**年 ＊月期中間期    
**年 ＊月期    

（参考）自己資本    **年 ＊月期中間期   百万円       **年 ＊月期   百万円 

 
２．配当の状況 

 
年間配当金    

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期 末 合 計    

 円   銭 円   銭 円   銭 円   銭 円   銭    
**年 ＊月期         
**年 ＊月期         

**年 ＊月期(予想)         

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：有・無 

 

ここには投資者が通期業績を見通す際に有用と思われる情報をご記載ください。 
（業績予想を修正する場合には、修正後の予想値を理由とともにご記載ください。） 

 



第２編第３章  決算短信等 

東京証券取引所 会社情報適時開示ガイドブック 2024 年 4 月 
copyright © 2024 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved. 292

※ 注記事項 
 

（１）当中間期における連結範囲の重要な変更 ：有・無 

 新規   社 (社名)  、除外   社 (社名)  
 

（２）中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ：有・無 
 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：有・無 

② ①以外の会計方針の変更 ：有・無 

③ 会計上の見積りの変更 ：有・無 

④ 修正再表示 ：有・無 
 

（４）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) **年＊月期中間期 株 **年＊月期 株 

② 期末自己株式数 **年＊月期中間期 株 **年＊月期 株 

③ 期中平均株式数(中間期) **年＊月期中間期 株 **年＊月期中間期 株 

 
 

※第２四半期（中間期）決算短信は公認会計士又は監査法人のレビューの対象外です 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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② 第２四半期（中間期）決算短信（サマリー情報）の記載上の注意事項 

・ 以下の内容は、原則として、四半期第５号参考様式を使用する連結財務諸表作成会社（日本基準）（特

定事業会社においては、四半期第９号参考様式を使用する連結財務諸表作成会社（日本基準））を念頭

において記載しています。連結財務諸表非作成会社（日本基準）、ＩＦＲＳ適用会社及び米国会計基準

適用会社の場合は、参考様式ごとの取扱いについて定めのある項目を除き、これに準じて作成してく

ださい。 

 

〔全般〕 

 

開示事項 開示・記載上の注意 

追加情報の記載等 ・第２四半期（中間期）決算短信（サマリー情報）には、参考様式に定める内容

のほか、投資者の投資判断上有用な情報を、任意で追加することができます

（各項目の欄外若しくは「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事

項」欄に記載又は３ページ目を追加して記載してください。）。 

ページ番号等の表示 

 

・第２四半期（中間期）決算短信（サマリー情報）にページ番号、目次、ヘッ

ダー情報を付す必要はありません。 

ロゴマーク等の表示 

 

・自社ロゴマーク等を表示することができます。 

・公益財団法人財務会計基準機構に加入している場合は、１ページ目の右上に会

員マークを表示してください。 

※未加入の場合には、会員マークを表示することはできません。 

勘定科目の変更 

 

・参考様式に記載されている勘定科目が自社の勘定科目に存在しない場合は、こ

れに相当する勘定科目を記載してください（例えば、「売上高」に代えて「営

業収益」を記載するなど。）。 

端数等の処理 ・百万円単位で表示する場合は、百万円未満を切捨てすることとしていますが、

百万円未満を四捨五入しても差し支えありません。 

・銭単位で表示する場合は、銭未満を原則として四捨五入してください。 

・％（パーセント）で表示する場合は、小数第一位未満を原則として四捨五入し

てください。 

前年度に係る数値の記載 

 

・前年度に係る数値については、会計方針の変更や表示方法の変更、誤謬の訂正

等（遡及修正等）を反映させた数値を記載してください。 

当中間期からＩＦＲＳを適用す

る場合 

【第７号参考様式の場合】 

・当中間期からＩＦＲＳを適用する場合は、「業績予想の適切な利用に関する説

明、その他特記事項」においてその旨を記載してください。 

・連結経営成績における前中間期欄及び連結財政状態における前年度末欄につい

ては、ＩＦＲＳに基づく数値を記載してください。 

 

〔表題等部分〕 

 

（参考様式抜粋） 
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開示事項 開示・記載上の注意 

配当支払開始予定日 ・決算発表日現在における当中間連結会計期間末を基準日とする配当の支払開始

予定日を記載してください。 

・配当支払開始予定日が未定の場合は、「未定」と記載してください。 

・当中間連結会計期間末を基準日とする配当を行わない場合は、「－」と記載し

てください。 

  

半期報告書提出予定日 ・決算発表日現在における半期報告書の提出予定日を記載してください。 

決算補足説明資料作成の有無 ・決算補足説明資料（上場会社が決算短信以外に決算の内容を補足・説明するた

めに投資者に提供する資料をいい、書類、映像等の形式は問いません。）の作

成有無（作成を予定している場合を含みます。）を記載してください。 

決算説明会開催の有無 ・決算に係る説明会（決算内容に係る説明を行い、参加者と説明時に質疑応答が

可能なものをいい、対面、電話、インターネット等の形式は問いません。）の

開催有無（開催を予定している場合を含みます。）を記載してください。 

※必要に応じて、説明会の対象者の種別を「決算説明会開催の有無」の右側に記

載してください。 

 

〔連結経営成績及び連結財政状態〕 

 

（参考様式抜粋） 
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開示事項 開示・記載上の注意 

開示対象期間 ・連結経営成績は、当中間連結会計期間及び前年中間連結会計期間について記

載してください。 

・連結財政状態は、当中間連結会計期間末及び前連結会計年度末の状況につい

て記載してください。 

  

１株当たり指標 ・１株当たり指標は、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基

準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第４号）に基づき算出した数値を記載してください。 
  

 【第７号参考様式の場合】 ・基本的１株当たり中間利益及び希薄化後１株当たり中間利益は、「１株当たり

利益」（ＩＡＳ第３３号）に基づき算定した数値を記載してください。 

・１株当たり中間利益は、「親会社の所有者に帰属する中間利益」に基づき算定

された数値を記載してください。 

 【第８号参考様式の場合】 ・１株当たり当社株主に帰属する中間純利益及び潜在株式調整後１株当たり当

社株主に帰属する中間純利益は、ＡＳＣ Ｔｏｐｉｃ２６０「１株当たり利

益」に基づき算定した数値を記載してください。 

指標の計算方法 ・連結財政状態に係る指標は、以下のとおり計算してください。 

・総 資 産 ＝ 資産合計 

・純 資 産 ＝ 純資産合計 

・自己資本 ＝ 純資産合計－株式引受権－新株予約権－非支配株主持分 

・自己資本比率 ＝ （自己資本／総資産）×１００ 

  

 【第７号参考様式の場合】 ・連結財政状態に係る指標は、以下のとおり計算してください。 

・親会社所有者帰属持分比率 

親会社の所有者に帰属する持分 
×１００ 

資産合計 

 【第８号参考様式の場合】 ・連結財政状態に係る指標は、以下のとおり計算してください。 

  ・株主資本 ＝ 期末資本合計（純資産）－期末非支配持分 

・株主資本比率 ＝ （株主資本／総資産）×１００ 

営業利益及び税引前利益 

【第７号参考様式の場合】 

【第１１号参考様式の場合】 

・営業利益及び税引前利益は、連結財務諸表上で開示する場合に記載してくだ

さい。 

経営成績等に係るその他の指標 ・参考様式に定める内容のほか、経営管理上重要視している経営成績、財政状

態及びキャッシュ・フローの概況に係る指標について、投資者の経営成績等

の理解に資する場合には、当該指標を記載することができます（例えば、Ｅ

ＢＩＴＤＡやのれん償却前利益など。）。 

・これらの指標を記載する場合、投資者の誤解を招かない名称とし、その計算

方法については、欄外又特記事項欄などに記載してください。また、その他

の指標を記載する場合には、原則として継続して開示することとし、変更・

削除を行う場合にはその理由を、欄外又は特記事項欄などに記載してくださ

い。 

 

 

 

〔配当の状況〕 

 

（参考様式抜粋） 

 
 

開示事項 開示・記載上の注意 

配当の状況 ・当期及び前期に属する日を基準日とする配当の状況を記載してください。 

・配当の状況欄のうち、配当しない基準日は以下のとおり記載してください。 

・定款に四半期配当の定めがある場合は「０．００」 
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・定款に四半期配当の定めがない場合は「－」 

・年５回以上配当を行う場合又は四半期末以外を基準日とする場合には、配当の

状況の欄外にその旨を記載し、その内容をサマリー情報に３ページ目を追加し

て記載してください。 

※１．（４）⑦配当の状況の開示方法も参照してください。 

配当予想 ・前年度に係る決算短信において当期配当予想を開示している場合において、そ

の後新たな配当予想を算出しているときは、配当状況欄において、最新の当期

配当予想値を記載してください。 

・第２四半期（中間期）決算短信（サマリー情報）ではなく、第２四半期（中間

期）決算短信（添付資料）や決算補足説明資料その他の資料において配当予想

に係る記載を行う場合には、当該配当予想の概要や、他の開示資料を参照すべ

き旨等を適切に記載することが考えられます。 

・配当予想額が未定の場合又は配当予想額を算出していない場合には、配当の状

況欄に「－」を記入又は当該欄を削除したうえで、その旨を記載することが考

えられます。 

・第２四半期（中間期）決算短信の開示と同日に配当予想の修正を行う場合は、

「直近に公表されている配当予想からの修正の有無」を有としたうえで、別途

開示を行う必要があります。なお、当該第２四半期（中間期）決算短信におい

て、当該修正内容を適切に開示している場合は、別途開示を省略することがで

きます（１．（４）②決算短信に他の適時開示項目が含まれる場合の取扱い参

照）。 

 

〔投資者が通期業績を見通す際に有用と思われる情報〕 

 

（参考様式抜粋） 

 

 

 

開示事項 開示・記載上の注意 

投資者が通期業績を見通

す際に有用と思われる情

報 

※２．（２）②決算短信（サマリー情報）の記載上の注意事項〔投資者が通期業績を見

通す際に有用と思われる情報〕を参照してください。 

・第２四半期（中間期）決算短信の開示と同日に「業績予想の修正等」を行う場合は、

「直近に公表されている業績予想からの修正の有無」を有としたうえで、修正後の予

想値を理由とともにご記載ください。また、一定以上の変動が生じる場合には、別途

開示を行う必要があります。なお、当該第２四半期（中間期）決算短信において、当

該修正内容を適切に開示している場合は、別途開示を省略することができます（１．

（４）②決算短信に他の適時開示項目が含まれる場合の取扱い参照）。 
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〔その他〕 

 

（参考様式抜粋） 

 
 

開示事項 開示・記載上の注意 

当中間期における連結範囲の重

要な変更 

 

・当中間連結会計期間における連結範囲の重要な変更（連結財規第１０１条に規

定する連結範囲の変更）の有無を記載してください。 

・重要な変更がある場合は「有」としたうえで、新たに連結範囲の対象となった

子会社の社数及び社名並びに連結範囲の対象から除外された子会社の社数及び

社名を記載してください。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料P.**「○○○○」をご覧ください。 

  

 当中間期における連結範囲

の重要な変更 

【第９号参考様式の場合】 

・当中間期における連結範囲の重要な変更（重要性は、連結財規第１０１条に規

定する連結範囲の変更に準じてご判断ください）の有無を記載してください。 

・重要な変更がある場合は「有」としたうえで、新たに連結範囲の対象となった

子会社の社数及び社名並びに連結範囲の対象から除外された子会社の社数及び

社名を記載してください。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料P.**「○○○○」をご覧ください。 

中間連結財務諸表の作成に特有

の会計処理の適用 

 

・連結財規第１０７条に規定する「第一種中間連結財務諸表の作成に特有の会計

処理」の適用の有無を記載してください。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料P.**「○○○○」をご覧ください。 
  

 簡便な会計処理及び特有の

会計処理の適用 

【第８号参考様式の場合】 

・簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用の有無を記載してください。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料P.**「○○○○」をご覧ください。 

会計方針の変更・会計上の見積

りの変更・修正再表示 

 

・当中間連結会計期間における連結財規第１０２条及び第１０３条に規定する会

計方針の変更、連結財規第１０４条に規定する会計上の見積りの変更及び連結

財規第１０６条に規定する修正再表示の適用の有無を記載してください。 

・連結財規第１０５条に該当する場合（会計方針の変更を会計上の見積りの変更

と区別することが困難な場合）は、「① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変

更」及び「③ 会計上の見積りの変更」又は「② ①以外の会計方針の変更」及

び「③ 会計上の見積りの変更」を「有」としたうえで、欄外にその旨を記載

してください。 

※会計基準を早期適用する場合は、「② ①以外の会計方針の変更」に該当しま

す。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料P.**「○○○○」をご覧ください。 

  

  

 会計方針の変更・会計上の

見積りの変更・修正再表示 

【第６号参考様式の場合】 

・当中間会計期間における財表規則第１３１条及び第１３２条に規定する会計方

針の変更、財表規則第１３３条に規定する会計上の見積りの変更及び財表規則

第１３５条に規定する修正再表示の適用の有無を記載してください。 
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・財表規則第１３４条に該当する場合（会計方針の変更を会計上の見積りの変更

と区別することが困難な場合）は、「① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変

更」及び「③ 会計上の見積りの変更」又は「② ①以外の会計方針の変更」及

び「③ 会計上の見積りの変更」を「有」としたうえで、欄外にその旨を記載

してください。 

※会計基準を早期適用する場合は、「② ①以外の会計方針の変更」に該当しま

す。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料P.**「○○○○」をご覧ください。 

 会計方針の変更・会計上の

見積りの変更 

【第７号参考様式の場合】 

・当中間連結会計期間における重要な会計方針の変更及び重要な会計上の見積り

の変更の有無について記載してください。 

・重要な会計方針の変更は、ＩＦＲＳにより要求される会計方針の変更（ＩＡＳ

第８号第１４項（ａ））とそれ以外の変更（ＩＡＳ第８号第１４項（ｂ））に分

けて、その有無を記載してください。 

※ 必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料P.**「○○○○」をご覧ください。 

 会計方針の変更 

【第８号参考様式の場合】 

・当中間連結会計期間における会計方針の変更（ＡＳＣ Ｔｏｐｉｃ２５０「会

計方針の変更及び誤謬の訂正」に規定する会計方針の変更に該当する事項）の

有無を記載してください。 

※会計基準を早期適用する場合は、「② ①以外の変更」に該当します。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料P.**「○○○○」をご覧ください。 

 会計方針の変更・会計上の

見積りの変更・修正再表示 

【第９号参考様式の場合】 

・当中間期における連結財規第１９９条及び第２００条に規定する会計方針の変

更、連結財規第２０２条に規定する会計上の見積りの変更及び連結財規第２０

４条に規定する修正再表示の適用の有無を記載してください。 

・連結財規第２０３条に該当する場合（会計方針の変更を会計上の見積りの変更

と区別することが困難な場合）は、「① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変

更」及び「③ 会計上の見積りの変更」又は「② ①以外の会計方針の変更」及

び「③ 会計上の見積りの変更」を「有」としたうえで、欄外にその旨を記載

してください。 

※会計基準を早期適用する場合は、「② ①以外の会計方針の変更」に該当しま

す。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料P.**「○○○○」をご覧ください。 

 会計方針の変更・会計上の

見積りの変更・修正再表示 

【第１０号参考様式の場合】 

・当中間期における財表規則第２１３条第２１４条に規定する会計方針の変更、

財表規則第２１６条に規定する会計上の見積りの変更及び財表規則第２１８条

に規定する修正再表示の適用の有無を記載してください。 

・財表規則第２１７条に該当する場合（会計方針の変更を会計上の見積りの変更

と区別することが困難な場合）は、「① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変

更」及び「③ 会計上の見積りの変更」又は「② ①以外の会計方針の変更」及

び「③ 会計上の見積りの変更」を「有」としたうえで、欄外にその旨を記載

してください。 

※会計基準を早期適用する場合は、「② ①以外の会計方針の変更」に該当しま

す。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料P.**「○○○○」をご覧ください。 

 会計方針の変更・会計上の

見積りの変更 

【第１１号参考様式の場合】 

・当中間期における重要な会計方針の変更及び重要な会計上の見積りの変更の有

無について記載してください。 

・重要な会計方針の変更は、ＩＦＲＳにより要求される会計方針の変更（ＩＡＳ

第８号第１４項（ａ））とそれ以外の変更（ＩＡＳ第８号第１４項（ｂ））に分

けて、その有無を記載してください。 

※ 必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料P.**「○○○○」をご覧ください。 

発行済株式数 ・当中間連結会計期間末及び前連結会計年度末における普通株式の期末発行済株

式数（自己株式を含む。）及び期末自己株式数を記載してください。 

・当中間連結会計期間及び前年中間連結会計期間の普通株式に係る期中平均株

式数（１株当たり中間純利益の算定上の基礎となる期中平均株式数）を記載し
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てください。 

※株式数は１株単位で記載してください。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料P.**「○○○○」をご覧ください。 

 【第７号参考様式の場合】 ・当中間連結会計期間末及び前連結会計年度末における普通株式の期末発行済株

式数（自己株式を含む。）及び期末自己株式数を記載してください。 

・当中間連結会計期間及び前年中間連結会計期間の普通株式に係る期中平均株式

数（基本的１株当たり中間純利益の算定上の基礎となる期中平均株式数）を記

載してください。 

※株式数は１株単位で記載してください。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料P.**「○○○○」をご覧ください。 

 【第８号参考様式の場合】 ・当中間連結会計期間末及び前連結会計年度末における普通株式の期末発行済株

式数（自己株式を含む。）及び期末自己株式数を記載してください。 

・当中間連結会計期間及び前年中間連結会計期間の普通株式に係る期中平均株式

数（１株当たり当社株主に帰属する中間純利益の算定上の基礎となる期中平均

株式数）を記載してください。 

※株式数は１株単位で記載してください。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料P.**「○○○○」をご覧ください。 

 【第９号参考様式の場合】 

【第１０号参考様式の場合】 

・当中間期末及び前連結会計年度末における普通株式の期末発行済株式数（自己

株式を含む。）及び期末自己株式数を記載してください。 

・当中間期及び前年中間期の普通株式に係る期中平均株式数（１株当たり中間純

利益の算定上の基礎となる期中平均株式数）を記載してください。 

※株式数は１株単位で記載してください。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料P.**「○○○○」をご覧ください。 

 【第１１号参考様式の場合】 ・当中間期末及び前連結会計年度末における普通株式の期末発行済株式数（自己

株式を含む。）及び期末自己株式数を記載してください。 

・当中間期及び前年中間期の普通株式に係る期中平均株式数（基本的１株当たり

中間純利益の算定上の基礎となる期中平均株式数）を記載してください。 

※株式数は１株単位で記載してください。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料P.**「○○○○」をご覧ください。 
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〔個別業績の概要（特定事業会社の場合）〕 

 

（参考様式抜粋） 

 
 

開示事項 開示・記載上の注意 

個別情報 

【第９号参考様式の場合】 

【第１１号参考様式の場合】 

・「連結経営成績及び連結財政状態」の記載上の注意に準じて記載してくださ

い。 

※「自己資本」は「純資産合計－株式引受権－新株予約権」となります。 

※上場会社が投資者ニーズを踏まえたうえで、投資判断情報としての有用性が乏

しいと判断する場合には、表題を含めて記載を省略することができます。 
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〔特記事項〕 

 

（参考様式抜粋） 

 

※ 第２四半期（中間期）決算短信は公認会計士又は監査法人のレビューの対象外です 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 

 

 

開示事項 開示・記載上の注意 

第２四半期（中間期）決算短信

がレビュー手続の対象外である

旨の表示 

※第２四半期（中間期）決算短信において開示される中間連結財務諸表について

は、金商法上のレビュー手続の対象ではありません。この参考様式において

は、「※ 第２四半期（中間期）決算短信はレビューの対象外です」との表示を

行うことにより、その点を明確化するとともに、投資者に対して注意喚起を

行っています。 

業績予想の適切な利用に関する

説明 

・投資者による将来予測情報の適切な利用を促す観点から、実績を当初の予想値

から大きく乖離させるおそれのあるリスク要因の説明を含め、将来予測情報の

利用に関する注意文言を分かりやすく記載することが考えられます。 

・第２四半期（中間期）決算短信（サマリー情報）に記載された将来予測情報の

背景や前提条件などの要旨を記載するほか、それらの内容を記載した第２四半

期（中間期）決算短信（添付資料）の該当箇所を参照すべき旨を記載すること

が考えられます。 

・第２四半期（中間期）決算短信（サマリー情報）に記載された将来予測情報の

自社における位置付け（例えば、客観的予想、目標、保守的なコミットメント

などが想定されますが、これらに限定されるものではありません。）につい

て、注意文言の中に含めて記載することが考えられます。 
 

［記載例］ 

①リスク要因に言及する場合 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手して

いる情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社

として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因によ

り大きく異なる可能性があります。実際の業績等に影響を与える可能性のある重要

な要因には、以下の事項があります。なお、業績に影響を与える要因はこれらに限

定されるものではありません。 

（１）・・・ 

（２）・・・ 

業績予想の前提となる仮定等については、添付資料 P.**「○○○○」をご覧くだ

さい。 

 

②リスク要因等の説明を添付資料に記載する場合 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手して

いる情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社

として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因によ

り大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利

用に当たっての注意事項等については、添付資料 P. **「○○○○」をご覧くださ

い。 

その他特記事項 ・必要に応じて、決算補足説明資料や説明会内容（説明会・電話会議の状況説明

や動画・音声情報等）の入手方法を記載してください。 

・投資者が決算の内容を適切に理解するうえで特に必要な事項を記載してくださ

い。 
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（３）第２四半期（中間期）決算短信（添付資料）の開示事項及び記載上の注意事項 
・ 以下の内容は、原則として、四半期第５号参考様式を使用する連結財務諸表作成会社（日本基準）

（特定事業会社においては、四半期第９号参考様式を使用する連結財務諸表作成会社（日本基準））

を念頭において記載しています。連結財務諸表非作成会社（日本基準）、ＩＦＲＳ適用会社及び米国

会計基準適用会社の場合は、取扱いについて特に記載がある項目を除き、これに準じて作成してくだ

さい。 

 

開示事項 開示・記載上の注意 

〔中間連結財務諸表及び主な

注記〕 

 

全般 ・開示様式は、連結財規における第一種中間連結財務諸表等に係る定めを参照して

ください。 

※投資者の投資判断に支障が生じない範囲で要約しても差し支えありません。※投

資判断を誤らせるおそれのない場合に、第２四半期（中間期）決算短信の開示を

早期化するためサマリー情報を先行して開示するときは、準備が整い次第直ちに

中間連結財務諸表及び主な注記を開示することとします。この場合、各社の状況

に応じて、サマリー情報の開示と同時に、企業の状態を適切に理解するために有

用な数値情報など、投資者が必要とする財務情報について、開示をしてくださ

い。 

中間連結財務諸表 ・中間連結貸借対照表、中間連結損益及び包括利益計算書（１計算書方式の場合）

又は中間連結損益計算書及び中間包括利益計算書（２計算書方式の場合）につい

て記載してください。 

 【第７号参考様式の場合】 ・要約中間連結財政状態計算書、要約中間連結包括利益計算書（単一の要約計算書

又は要約分離損益計算書及び要約包括利益計算書）、要約中間連結持分変動計算

書について記載してください。 

※ＩＦＲＳ適用初年度の場合は、半期報告書において開示が求められる、前連結会

計年度及び前第２四半期（中間期）における日本基準（又は米国基準）とＩＦＲ

Ｓとの間の調整表を記載してください。なお、第１四半期において前連結会計年

度における調整表を記載している場合は、当該調整表の記載は不要です。 

 【第９号参考様式の場合】 

【第１０号参考様式の場合】 

・中間連結貸借対照表、中間連結損益及び包括利益計算書（１計算書方式の場合）

又は中間連結損益計算書及び中間包括利益計算書（２計算書方式の場合）、中間

連結株主資本等変動計算書について記載してください。 

 【第１１号参考様式の場合】 ・要約中間連結財政状態計算書、要約中間連結包括利益計算書（単一の要約計算書

又は要約分離損益計算書及び要約包括利益計算書）、要約中間連結持分変動計算

書について記載してください。 

継続企業の前提に関する注記 ・該当事項がある場合は、必ず当該注記の内容を記載してください。該当事項がな

い場合は、表題を記載したうえで、その旨を記載してください。 

株主資本の金額に著しい変動

があった場合の注記 

【第５号参考様式の場合】 

【第６号参考様式の場合】 

【第８号参考様式の場合】 

・該当事項がある場合は、必ず当該注記の内容を記載してください。該当事項がな

い場合は、表題を記載したうえで、その旨を記載してください。 

中間連結財務諸表の作成に特

有の会計処理の適用 

・サマリー情報「※ 注記事項（２）中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理の

適用」（四半期第６号参考様式においては「※ 注記事項（１）中間財務諸表の作

成に特有の会計処理の適用」）において「有」とした場合は、重要なものの内容

を記載してください（重要性の判断は、半期報告書への記載の要否を基準として

ください。）。 

※該当がない場合は、表題を含めて記載は不要です。 

 簡便な会計処理及び特有

の会計処理の適用 

【第８号参考様式の場合】 

・サマリー情報「※ 注記事項（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用」

において「有」とした場合は、両会計処理を区分したうえで、重要なものの内容

を記載してください。 

※該当がない場合は、表題を含めて記載は不要です。 

会計方針の変更・会計上の見

積りの変更・修正再表示 

 

・サマリー情報「※ 注記事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修

正再表示」（四半期第６号参考様式及び四半期第９号参考様式においては「※ 注

記事項（２）」、四半期第１０号参考様式においては「※ 注記事項（１）」）にお

いて「有」とした場合は、その内容（損益に与える影響額を含む）を記載してく

ださい。 

※該当がない場合は、表題を含めて記載は不要です。 

 会計方針の変更・会計上 ・サマリー情報「※ 注記事項（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更」に
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の見積りの変更 

【第７号参考様式の場合】 

【第１１号参考様式の場合】 

おいて「有」とした場合は、その内容（損益に与える影響額を含む）を記載して

ください。 

※該当がない場合は、表題を含めて記載は不要です。 

 会計方針の変更 

【第８号参考様式の場合】 

・サマリー情報「※ 注記事項（３）会計方針の変更」において「有」とした場合

は、その内容（損益に与える影響額を含む）を記載してください。 

※該当がない場合は、表題を含めて記載は不要です。 

〔その他〕  

継続企業の前提に関する重要

事象等 

・会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるよ

うな事象又は状況その他会社の経営に重要な影響を及ぼす事象（以下「重要事象

等」という。）が存在する場合は必ず記載してください。該当がない場合は、表

題を含めて記載は不要です。 

・重要事象等が存在する場合は、以下の事項について具体的に記載してください。 

・重要事象等が存在する旨及びその内容 

・当該重要事象等についての分析・検討内容並びに当該重要事象等を解消し、

又は改善するための対応策 

 

※ 第２四半期（中間期）決算短信（添付資料）には、利用者の利便性の向上の観点から、目次・ページ

番号を記載してください。また、第２四半期（中間期）決算短信（添付資料）の各ページには、以下

のとおりヘッダー情報を記載してください。 

 

[ヘッダー情報の表示例] ヘッダー情報の記載事項 

 

・上場会社名 

・証券コード（４桁コード） 

・開示資料の表題（例「○○年○月期 第２四半期（中間期）

決算短信」） 
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４．第１・第３四半期決算短信の作成要領 

 

（１）第１・第３四半期決算短信の構成等 
 

① 第１・第３四半期決算短信の構成 

・ 第１・第３四半期決算短信は、四半期決算短信（サマリー情報）と四半期決算短信（添付資料）で構

成されます。 

 

② 第１・第３四半期決算短信において記載が義務付けられている事項 

・ 第１・第３四半期決算短信については、上場規程第４０４条第２項において、「四半期財務諸表等の

作成基準」に準拠して作成した四半期財務諸表等の記載が義務付けられています。また、本作成要領

において、サマリー情報及び添付資料の一部の項目（経営成績等の概況等）の記載が義務付けられて

います。これらの記載を義務としているのは、第１・第３四半期の決算の内容については、通期及び

第２四半期（中間期）とは異なり、有価証券報告書や半期報告書などの法定開示が求められていない

ことを踏まえたものです。 

・ サマリー情報は、投資者の投資判断に重要な影響を与える上場会社の四半期決算の内容について、そ

の要点の一覧性及び比較可能性を確保する観点から、簡潔に取りまとめたものです。第１・第３四半

期決算短信については、参考様式に基づいて作成する必要があります。また、サマリー情報に記載さ

れる主要な四半期決算数値を投資者が適切に理解できるようにするために、その添付資料として、経

営成績等の概況並びに四半期財務諸表等の記載が義務付けられています。 

・ また、第１・第３四半期決算短信に添付される四半期財務諸表等に対して公認会計士等によるレ

ビューを受ける場合には、当該レビュー報告書の添付が必要となります。（詳細は「４．（２）第１・

第３四半期決算短信における公認会計士等によるレビュー」をご参照ください。）。 

・ なお、投資判断を誤らせるおそれのない場合に、四半期決算短信の開示を早期化するため一部の事項

（例えば、サマリー情報や四半期連結財務諸表）について先行して開示することができます。その場

合、準備が整い次第直ちにその他の開示が義務付けられている事項及び投資者ニーズに応じて開示を

行う事項について開示することとします。 

・ 具体的な四半期決算短信の作成方法については、第１・第３四半期決算短信（サマリー情報）につい

ては「４．（３）第１・第３四半期決算短信（サマリー情報）の参考様式及び記載上の注意事項」を、

第１・第３四半期決算短信（添付資料）については「４．（４）第１・第３四半期決算短信（添付資

料）の開示事項及び記載上の注意事項」をご参照ください。 

・ 決算期変更等に伴い、事業年度が１２か月を超える場合の第４四半期あるいは第５四半期においても、

第１・第３四半期決算短信の作成要領を準用してください。 

 

（２）第１・第３四半期決算短信における公認会計士等によるレビュー 

・ 第１・第３四半期決算短信に添付される四半期財務諸表等に対する公認会計士等によるレビューは原

則として任意です。一方で、財務諸表の信頼性確保が必要と考えられる場合には、四半期財務諸表等

に対する公認会計士等によるレビューが義務付けられます。 

・ 具体的には、以下の要件のいずれかに該当した場合、要件該当以後に開示される第１・第３四半期決

算短信に添付される四半期財務諸表等に対して公認会計士等のレビューを受けることが義務付けられ

ています。なお、要件該当後に提出される有価証券報告書及び内部統制報告書において、以下の要件

のいずれにも該当しない場合には、レビューの義務付けは解除されます。 
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ａ 直近の有価証券報告書、半期報告書又は四半期決算短信（レビューを受ける場合）において、無

限定適正意見（無限定の結論）以外の監査意見（レビューの結論）が付される場合 

ｂ 直近の内部統制監査報告書において、無限定適正意見以外の監査意見が付される場合 

ｃ 直近の内部統制報告書において、内部統制に開示すべき重要な不備がある場合 

ｄ 直近の有価証券報告書又は半期報告書が当初の提出期限内に提出されない場合 

ｅ 当期の半期報告書の訂正を行う場合であって、訂正後の財務諸表に対してレビュー報告書が添付

される場合 

※ａとｃについては、直近の有価証券報告書、半期報告書若しくは四半期決算短信（レビューを受け

る場合）又は内部統制報告書の訂正を行い、訂正後の報告書等において要件に該当する場合を含み

ます。 

※d と e については、財務諸表の信頼性の観点から問題がないことが明らかな場合として、当取引所

が認める場合を除くものとします。 

【施行規則第４０５条第２項】 

 

・ 第１・第３四半期決算短信に添付される四半期財務諸表等に対してレビューを受ける場合には、有価

証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明等を行う公認会計

士等によるレビューを受けることが必要となります。 

【上場規程第４３８条第２項】 

 

・ 四半期財務諸表等の監査証明は、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第３条第４項の期中レ

ビュー基準に従って実施されたレビューの結果に基づいて当該公認会計士等が作成したレビュー報告

書により行うものとし、当該レビュー報告書について第１・第３四半期決算短信への添付が必要とな

ります。 

【上場規程第４０４条第４項、施行規則第４０５条第３項】 

 

・ 施行規則第４０５条第２項に該当しレビューが義務付けられた第１・第３四半期決算短信に添付され

る四半期財務諸表等を訂正する場合には、原則として、訂正後の当該四半期財務諸表等についても公

認会計士等によるレビューが必要となります。なお、半期報告書の中間財務諸表等を訂正する場合に

おける取扱いに準じて、レビューを受けないことも考えられます。 

【上場規程第４１６条第３項】       

 

・ 施行規則第４０５条第２項に該当しないものの公認会計士等によるレビューを受けた第１・第３四半

期決算短信に添付される四半期財務諸表等を訂正する場合には、訂正後の当該四半期財務諸表等に対

する公認会計士等によるレビューは任意となります。 

・ 公認会計士等によるレビューを受けた第１・第３四半期決算短信に添付される四半期財務諸表等を訂

正する場合で、訂正後の四半期財務諸表等について公認会計士等によるレビューを受けていないとき

は、その旨を「決算発表資料の訂正」の開示において記載してください。 

 

・施行規則第４０５条第２項に該当しないものの公認会計士又は監査法人によるレビューを受ける場合

で、レビューが完了する前に第１・第３四半期決算短信を先行して開示する場合には、公認会計士又

は監査法人によるレビューが完了次第、レビュー報告書を添付した四半期決算短信の全文を開示する

必要があります。また、財務諸表及び一部の注記事項のＸＢＲＬ及び添付資料ＨＴＭＬ（レビュー報

告書を含む。）の添付も必要となります（詳細は、「１．（３）決算短信等のデータ形式」をご参照くだ

さい。）。 
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（３）第１・第３四半期決算短信（サマリー情報）の参考様式及び記載上の注意事項 
 

①  第１・第３四半期決算短信（サマリー情報）の参考様式 

・ 第１・第３四半期決算短信（サマリー情報）について、第１・第３四半期決算短信（サマリー情報）

の参考様式及び記載上の注意事項に基づいて作成、開示してください。 

・ 第１・第３四半期決算短信（サマリー情報）の参考様式は、上場会社が適用している会計基準、連結

財務諸表作成会社であるか否かに応じて、以下の４種類に区分されています。 

・ なお、第１・第３四半期決算短信（サマリー情報）及び第１・第３四半期決算短信（サマリー情報）

に含まれる数値情報等に係るＸＢＲＬファイルを効率的にご作成いただくため、ＴＤｎｅｔオンライ

ン登録サイトでは、第１・第３四半期決算短信（サマリー情報）の作成ツールを提供しています。ま

た、ＴＤｎｅｔオンライン登録サイトの機能を利用せずに第１・第３四半期決算短信（サマリー情報）

をご作成いただく場合を想定し、日本取引所グループウェブサイト、上場会社ナビ、及び、ＴＤｎｅ

ｔオンライン登録サイトでは、Ｗｏｒｄファイル形式の参考様式も提供しております（なお、第１・

第３四半期決算短信（サマリー情報）をＷｏｒｄファイル等の形式でご作成いただく場合でも、別途、

ＸＢＲＬファイルの提出が必要となりますので、ご注意ください。）。 

 

□ 四半期第１号参考様式〔日本基準〕（連結） 

□ 四半期第２号参考様式〔日本基準〕（非連結） 

□ 四半期第３号参考様式〔ＩＦＲＳ〕（連結） 

□ 四半期第４号参考様式〔米国基準〕（連結） 
 
 

※ 次ページ以降に第１号参考様式を掲載しております。その他の参考様式については、日本取引所

グループウェブサイト、上場会社ナビ、又は、ＴＤｎｅｔオンライン登録サイトよりご確認くだ

さい。 

※ 上記の区分のいずれの会計基準にも該当しない場合は、事前に東証までご相談ください。 

※ 上場子会社連動配当株の発行者である上場会社が、対象子会社の決算の内容が定まった場合にお

いて利用する参考様式についても、上記各参考様式の区分に準ずるものとします。 
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□ 四半期第１号参考様式〔日本基準〕（連結） 

 

**年＊月期 第＊四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
**年**月**日 

 

上 場 会 社 名 ○○○○○○株式会社 上場取引所 東・名・福・札 

コ ー ド 番 号 **** ＵＲＬ http:// 

代 表 者 (役職名) ○○○○○○○○○○○○ (氏名) ○○○ ○○○ 

問合せ先責任者 (役職名) ○○○○○○○○○○○○ (氏名) ○○○ ○○○ (TEL)**(****)**** 

配当支払開始予定日 **年**月**日   

決算補足説明資料作成の有無 ：有・無 

決算説明会開催の有無 ：有・無（○○○向け） 

（百万円未満切捨て） 
１．**年＊月期第＊四半期の連結業績（**年**月**日～**年**月**日） 
（１）連結経営成績（累計）                                                  （％表示は、対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属
する四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

**年 ＊月期第＊四半期         
**年 ＊月期第＊四半期         

（注） 包括利益    **年 ＊月期第＊四半期   百万円（  ％）  **年 ＊月期第＊四半期   百万円（  ％） 

 

 
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期純利益 

 円   銭 円   銭 

**年 ＊月期第＊四半期   
**年 ＊月期第＊四半期   

 
（２）連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

**年 ＊月期第＊四半期    
**年 ＊月期    

（参考）自己資本    **年 ＊月期第＊四半期   百万円       **年 ＊月期   百万円 

 
２．配当の状況 

 
年間配当金    

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期 末 合 計    

 円   銭 円   銭 円   銭 円   銭 円   銭    
**年 ＊月期         
**年 ＊月期         

**年 ＊月期(予想)         

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：有・無 

 

ここには投資者が通期業績を見通す際に有用と思われる情報をご記載ください。 
（業績予想を修正する場合には、修正後の予想値を理由とともにご記載ください。） 
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※ 注記事項 
 

（１）当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 ：有・無 

 新規   社 (社名)  、除外   社 (社名)  
 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ：有・無 
 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：有・無 

② ①以外の会計方針の変更 ：有・無 

③ 会計上の見積りの変更 ：有・無 

④ 修正再表示 ：有・無 
 

（４）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) **年＊月期＊Ｑ 株 **年＊月期 株 

② 期末自己株式数 **年＊月期＊Ｑ 株 **年＊月期 株 

③ 期中平均株式数(四半期累計) **年＊月期＊Ｑ 株 **年＊月期＊Ｑ 株 

 
 
 

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は
監査法人によるレビュー 

：有（義務）・有（任意）・無 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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② 第１・第３四半期決算短信（サマリー情報）の記載上の注意事項 

・ 以下の内容は、原則として、四半期第１号参考様式を使用する連結財務諸表作成会社（日本基準）を

念頭において記載しています。連結財務諸表非作成会社（日本基準）、ＩＦＲＳ適用会社及び米国会計

基準適用会社の場合は、参考様式ごとの取扱いについて定めのある項目を除き、これに準じて作成し

てください。 

 

〔全般〕 

 

開示事項 開示・記載上の注意 

追加情報の記載等 ・第１・第３四半期決算短信（サマリー情報）には、参考様式に定める内容のほ

か、投資者の投資判断上有用な情報を、任意で追加することができます（各項

目の欄外若しくは「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」欄

に記載又は３ページ目を追加して記載してください。）。 

ページ番号等の表示 

 

・第１・第３四半期決算短信（サマリー情報）にページ番号、目次、ヘッダー情

報を付す必要はありません。 

ロゴマーク等の表示 

 

・自社ロゴマーク等を表示することができます。 

・公益財団法人財務会計基準機構に加入している場合は、１ページ目の右上に会

員マークを表示してください。 

※未加入の場合には、会員マークを表示することはできません。 

勘定科目の変更 

 

・参考様式に記載されている勘定科目が自社の勘定科目に存在しない場合は、こ

れに相当する勘定科目を記載してください（例えば、「売上高」に代えて「営

業収益」を記載するなど。）。 

端数等の処理 ・百万円単位で表示する場合は、百万円未満を切捨てすることとしていますが、

百万円未満を四捨五入しても差し支えありません。 

・銭単位で表示する場合は、銭未満を原則として四捨五入してください。 

・％（パーセント）で表示する場合は、小数第一位未満を原則として四捨五入し

てください。 

前年度に係る数値の記載 

 

・前年度に係る数値については、会計方針の変更や表示方法の変更、誤謬の訂正

等（遡及修正等）を反映させた数値を記載してください。 

当四半期からＩＦＲＳを適用す

る場合 

【第３号参考様式の場合】 

・当四半期からＩＦＲＳを適用する場合は、「業績予想の適切な利用に関する説

明、その他特記事項」においてその旨を記載してください。 

・連結経営成績における前四半期欄及び連結財政状態における前年度末欄につい

ては、ＩＦＲＳに基づく数値を記載してください。 

 

〔表題等部分〕 

 

（参考様式抜粋） 
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開示事項 開示・記載上の注意 

配当支払開始予定日 ・決算発表日現在における当四半期連結会計期間末を基準日とする配当の支払開

始予定日を記載してください。 

・配当支払開始予定日が未定の場合は、「未定」と記載してください。 

・当四半期連結会計期間末を基準日とする配当を行わない場合は、「－」と記載

してください。 

  

決算補足説明資料作成の有無 ・決算補足説明資料（上場会社が決算短信以外に決算の内容を補足・説明するた

めに投資者に提供する資料をいい、書類、映像等の形式は問いません。）の作

成有無（作成を予定している場合を含みます。）を記載してください。 

決算説明会開催の有無 ・決算に係る説明会（決算内容に係る説明を行い、参加者と説明時に質疑応答が

可能なものをいい、対面、電話、インターネット等の形式は問いません。）の

開催有無（開催を予定している場合を含みます。）を記載してください。 

※必要に応じて、説明会の対象者の種別を「決算説明会開催の有無」の右側に記

載してください。 

 

〔連結経営成績及び連結財政状態〕 

 

（参考様式抜粋） 
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開示事項 開示・記載上の注意 

開示対象期間 ・連結経営成績は、当四半期連結累計期間及び前年同四半期連結累計期間につい

て記載してください。 

・連結財政状態は、当四半期連結会計期間末及び前連結会計年度末の状況につい

て記載してください。 

  

１株当たり指標 ・１株当たり指標は、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準

第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第４号）に基づき算出した数値を記載してください。 
  

 【第３号参考様式の場合】 ・基本的１株当たり四半期利益及び希薄化後１株当たり四半期利益は、「１株当

たり利益」（ＩＡＳ第３３号）に基づき算定した数値を記載してください。 

・１株当たり四半期利益は、「親会社の所有者に帰属する四半期利益」に基づき

算定された数値を記載してください。 

 【第４号参考様式の場合】 ・１株当たり当社株主に帰属する四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当

社株主に帰属する四半期純利益は、ＡＳＣ Ｔｏｐｉｃ２６０「１株当たり利

益」に基づき算定した数値を記載してください。 

指標の計算方法 ・連結財政状態に係る指標は、以下のとおり計算してください。 

・総 資 産 ＝ 資産合計 

・純 資 産 ＝ 純資産合計 

・自己資本 ＝ 純資産合計－株式引受権－新株予約権－非支配株主持分 

・自己資本比率 ＝ （自己資本／総資産）×１００ 

  

 【第３号参考様式の場合】 ・連結財政状態に係る指標は、以下のとおり計算してください。 

・親会社所有者帰属持分比率 

親会社の所有者に帰属する持分 
×１００ 

資産合計 

 【第４号参考様式の場合】 ・連結財政状態に係る指標は、以下のとおり計算してください。 

  ・株主資本 ＝ 期末資本合計（純資産）－期末非支配持分 

・株主資本比率 ＝ （株主資本／総資産）×１００ 

営業利益及び税引前利益 

【第３号参考様式の場合】 

 

・営業利益及び税引前利益は、連結財務諸表上で開示する場合に記載してくださ

い。 

経営成績等に係るその他の指標 ・参考様式に定める内容のほか、経営管理上重要視している経営成績、財政状態

及びキャッシュ・フローの概況に係る指標について、投資者の経営成績等の理

解に資する場合には、当該指標を記載することができます（例えば、ＥＢＩＴ

ＤＡやのれん償却前利益など。）。 

・これらの指標を記載する場合、投資者の誤解を招かない名称とし、その計算方

法については、欄外又は特記事項欄などに記載してください。また、その他の

指標を記載する場合には、原則として継続して記載することとし、変更・削除

を行う場合にはその理由を、欄外又は特記事項欄などに記載してください。 

 

〔配当の状況〕 

 

（参考様式抜粋） 

 
 

開示事項 開示・記載上の注意 

配当の状況 ・当期及び前期に属する日を基準日とする配当の状況を記載してください。 

・配当の状況欄のうち、配当しない基準日は以下のとおり記載してください。 

・定款に四半期配当の定めがある場合は「０．００」 

・定款に四半期配当の定めがない場合は「－」 

・年５回以上配当を行う場合又は四半期末以外を基準日とする場合には、配当の

状況の欄外にその旨を記載し、その内容をサマリー情報に３ページ目を追加し

て記載してください。 
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※１．（４）⑦配当の状況の開示方法も参照してください。 

配当予想 ・前年度に係る決算短信において当期配当予想を開示している場合において、そ

の後新たな配当予想を算出しているときは、配当状況欄において、最新の当期

配当予想値を記載してください。 

・四半期決算短信（サマリー情報）ではなく、四半期決算短信（添付資料）や四

半期決算補足説明資料その他の資料において配当予想に係る記載を行う場合に

は、当該配当予想の概要や、他の開示資料を参照すべき旨等を適切に記載する

ことが考えられます。 

・配当予想額が未定の場合又は配当予想額を算出していない場合には、配当の状

況欄に「－」を記入又は当該欄を削除したうえで、その旨を記載することが考

えられます。 

・四半期決算短信の開示と同日に配当予想の修正を行う場合は、「直近に公表さ

れている配当予想からの修正の有無」を有としたうえで、別途開示を行う必要

があります。なお、当該四半期決算短信において、当該修正内容を適切に開示

している場合は、別途開示を省略することができます（１．（４）②決算短信

に他の適時開示項目が含まれる場合の取扱い参照）。 

 

〔投資者が通期業績を見通す際に有用と思われる情報〕 

 

（参考様式抜粋） 

 

 

 

開示事項 開示・記載上の注意 

投資者が通期業績を見通す際に

有用と思われる情報 

※２．（２）②決算短信（サマリー情報）の記載上の注意事項〔投資者が通期業

績を見通す際に有用と思われる情報〕を参照してください。 

・第１・第３四半期決算短信の開示と同日に「業績予想の修正等」を行う場合

は、「直近に公表されている業績予想からの修正の有無」を有としたうえで、

修正後の予想値を理由とともにご記載ください。また、一定以上の変動が生

じる場合には、別途開示を行う必要があります。なお、当該四半期決算短信

において、当該修正内容を適切に開示している場合は、別途開示を省略する

ことができます（１．（４）②決算短信に他の適時開示項目が含まれる場合の

取扱い参照）。 
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〔その他〕 

 

（参考様式抜粋） 

 
 

 

開示事項 開示・記載上の注意 

当四半期連結累計期間における

連結範囲の重要な変更 

 

・当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更（四半期会計基準第１９

項（１）に規定する連結範囲の変更）の有無を記載してください。 

・重要な変更がある場合は「有」としたうえで、新たに連結範囲の対象となった

子会社の社数及び社名並びに連結範囲の対象から除外された子会社の社数及び

社名を記載してください。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料P.**「○○○○」をご覧ください。 
四半期連結財務諸表の作成に特

有の会計処理の適用 

 

・四半期会計基準第１９項（６）に規定する「四半期連結財務諸表の作成に特有

の会計処理」の適用の有無を記載してください。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料P.**「○○○○」をご覧ください。 
 簡便な会計処理及び特有の

会計処理の適用 

【第４号参考様式の場合】 

・簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用の有無を記載してください。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料P.**「○○○○」をご覧ください。 

会計方針の変更・会計上の見積

りの変更・修正再表示 

 

・当四半期連結累計期間における四半期会計基準第１９項（２）、（２－２）、

（３）又は（３－２）に規定する会計方針の変更、四半期会計基準第１９項

（４）に規定する会計上の見積りの変更及び四半期会計基準第１９項（２２）

に規定する修正再表示の適用の有無を記載してください。 

・四半期会計基準第１９項（４－２）に該当する場合（会計方針の変更を会計上

の見積りの変更と区別することが困難な場合）は、「① 会計基準等の改正に伴

う会計方針の変更」及び「③ 会計上の見積りの変更」又は「② ①以外の会計

方針の変更」及び「③ 会計上の見積りの変更」を「有」としたうえで、欄外

にその旨を記載してください。 

※会計基準を早期適用する場合は、「② ①以外の会計方針の変更」に該当しま

す。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料P.**「○○○○」をご覧ください。 

 会計方針の変更・会計上の

見積りの変更・修正再表示 

【第２号参考様式の場合】 

・当四半期累計期間における四半期会計基準第２５項（１）、（１－２）、（２）又

は（２－２）に規定する会計方針の変更、四半期会計基準第２５項（３）に規

定する会計上の見積りの変更及び四半期会計基準第２５項（２１）に規定する

修正再表示の適用の有無を記載してください。 

・四半期会計基準第２５項（３－２）に該当する場合（会計方針の変更を会計上

の見積りの変更と区別することが困難な場合）は、「① 会計基準等の改正に伴

う会計方針の変更」及び「③ 会計上の見積りの変更」又は「② ①以外の会計

方針の変更」及び「③ 会計上の見積りの変更」を「有」としたうえで、欄外
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にその旨を記載してください。 

※会計基準を早期適用する場合は、「② ①以外の会計方針の変更」に該当しま

す。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料P.**「○○○○」をご覧ください。 

 会計方針の変更・会計上の

見積りの変更 

【第３号参考様式の場合】 

・当四半期連結累計期間における重要な会計方針の変更及び重要な会計上の見積

りの変更の有無について記載してください。 

・重要な会計方針の変更は、ＩＦＲＳにより要求される会計方針の変更（ＩＡＳ

第８号第１４項（ａ））とそれ以外の変更（ＩＡＳ第８号第１４項（ｂ））に分

けて、その有無を記載してください。 

※ 必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料P.**「○○○○」をご覧ください。 

 会計方針の変更 

【第４号参考様式の場合】 

・当四半期連結累計期間における会計方針の変更（ＡＳＣ Ｔｏｐｉｃ２５０

「会計方針の変更及び誤謬の訂正」に規定する会計方針の変更に該当する事

項）の有無を記載してください。 

※会計基準を早期適用する場合は、「② ①以外の変更」に該当します。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料P.**「○○○○」をご覧ください。 

発行済株式数 ・当四半期連結会計期間末及び前連結会計年度末における普通株式の期末発行済

株式数（自己株式を含む。）及び期末自己株式数を記載してください。 

・当四半期連結累計期間及び前年同四半期連結累計期間の普通株式に係る期中

平均株式数（１株当たり四半期純利益の算定上の基礎となる期中平均株式数）

を記載してください。 

※株式数は１株単位で記載してください。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料P.**「○○○○」をご覧ください。 

 【第３号参考様式の場合】 ・当四半期連結会計期間末及び前連結会計年度末における普通株式の期末発行済

株式数（自己株式を含む。）及び期末自己株式数を記載してください。 

・当四半期連結累計期間及び前年同四半期連結累計期間の普通株式に係る期中平

均株式数（基本的１株当たり四半期純利益の算定上の基礎となる期中平均株式

数）を記載してください。 

※株式数は１株単位で記載してください。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料P.**「○○○○」をご覧ください。 

 【第４号参考様式の場合】 ・当四半期連結会計期間末及び前連結会計年度末における普通株式の期末発行済

株式数（自己株式を含む。）及び期末自己株式数を記載してください。 

・当四半期連結累計期間及び前年同四半期連結累計期間の普通株式に係る期中平

均株式数（１株当たり当社株主に帰属する四半期純利益の算定上の基礎となる

期中平均株式数）を記載してください。 

※株式数は１株単位で記載してください。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料P.**「○○○○」をご覧ください。 
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〔特記事項〕 

 

（参考様式抜粋） 

 

 

 

開示事項 開示・記載上の注意 

添付される四半期連結財務諸表

に対する公認会計士又は監査法

人によるレビューの有無 

・添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレ

ビューの有無を記載してください。 

・施行規則第４０５条第２項に該当する場合には、レビューが義務付けられま

す。この場合には、「有（義務）」としてください。 

・施行規則第４０５条第２項に該当しないものの、任意に四半期連結財務諸表に

対するレビューを受けた場合には、「有（任意）」としてください。 

・レビューを受ける場合で、レビューが完了する前に開示を行う場合は、「無」

としてください。また、レビュー完了後にレビュー報告書を添付した四半期決

算短信を開示する予定である旨及びその開示予定日を、「その他特記事項」に

おいて記載してください。 

※原則として、第１・第３四半期決算短信において開示される四半期連結財務諸

表に対するレビューは任意ですが、財務諸表の信頼性確保が必要と考えられる

場合に公認会計士等によるレビューが義務付けられています（詳細は「４．

（２）第１・第３四半期決算短信における公認会計士等によるレビュー」をご

参照ください。）。 

 

業績予想の適切な利用に関する

説明 

・投資者による将来予測情報の適切な利用を促す観点から、実績を当初の予想値

から大きく乖離させるおそれのあるリスク要因の説明を含め、将来予測情報の

利用に関する注意文言を分かりやすく記載することが考えられます。 

・第１・第３四半期決算短信（サマリー情報）に記載された将来予測情報の背景

や前提条件などの要旨を記載するほか、それらの内容を記載した第１・第３四

半期決算短信（添付資料）の該当箇所を参照すべき旨を記載することが考えら

れます。 

・第１・第３四半期決算短信（サマリー情報）に記載された将来予測情報の自社

における位置付け（例えば、客観的予想、目標、保守的なコミットメントなど

が想定されますが、これらに限定されるものではありません。）について、注

意文言の中に含めて記載することが考えられます。 
 

［記載例］ 

①リスク要因に言及する場合 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手して

いる情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社

として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因によ

り大きく異なる可能性があります。実際の業績等に影響を与える可能性のある重要

な要因には、以下の事項があります。なお、業績に影響を与える要因はこれらに限

定されるものではありません。 

（１）・・・ 

（２）・・・ 

業績予想の前提となる仮定等については、添付資料 P.**「○○○○」をご覧くだ

さい。 

 

②リスク要因等の説明を添付資料に記載する場合 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手して

いる情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社

として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因によ

り大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利

用に当たっての注意事項等については、添付資料 P. **「○○○○」をご覧くださ

い。 

その他特記事項 ・必要に応じて、決算補足説明資料や説明会内容（説明会・電話会議の状況説明

や動画・音声情報等）の入手方法を記載してください。 
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・公認会計士又は監査法人によるレビューを受ける場合で、レビューが完了する

前に開示をするときは、後日、レビュー完了後にレビュー報告書を添付した四

半期決算短信の開示を行う旨及びその開示予定日を記載してください。 

・投資者が決算の内容を適切に理解するうえで特に必要な事項を記載してくださ

い。 
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（４）第１・第３四半期決算短信（添付資料）の開示事項及び記載上の注意事項 
・ 以下の内容は、原則として、四半期第１号参考様式を使用する連結財務諸表作成会社（日本基準）を

念頭において記載しています。連結財務諸表非作成会社（日本基準）、ＩＦＲＳ適用会社及び米国会

計基準適用会社の場合は、取扱いについて特に記載がある項目を除き、これに準じて作成してくださ

い。 

 

開示事項 開示・記載上の注意 

〔経営成績等の概況〕  

当四半期連結累計期間の経営

成績等の概況 
・当四半期連結累計期間の経営成績及び財政状態に関する概況を記載してくださ

い。 

※経営成績の概況の記載に当たっては、業績全般の主な変動要因のほか、セグメン

ト・事業分野別の動向についても記載することが考えられます。記載内容の検討

に当たっては、後述する「（参考）「投資判断に有用と考えられる情報」の具体

例」もご参照ください。 

・四半期決算短信において記載をせず、四半期決算の補足説明資料等において開示

する場合には、当該資料を参照すべき旨及びその参照方法を記載してください。 

継続企業の前提に関する重要

事象等 
・会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせる

ような事象又は状況その他会社の経営に重要な影響を及ぼす事象（以下「重要

事象等」という。）が存在する場合は記載してください。該当がない場合は、表

題を含めて記載は不要です。 

・重要事象等が存在する場合は、以下の事項について具体的に記載してくださ

い。 

・重要事象等が存在する旨及びその内容 

・当該重要事象等についての分析・検討内容並びに当該重要事象等を解消

し、又は改善するための対応策 

〔四半期連結財務諸表及び主

な注記〕 

 

全般 ※四半期連結財務諸表及び主な注記について、施行規則の別添９「四半期財務諸

表等の作成基準」（以下「作成基準」といいます。）では、以下の方法に従い四

半期財務諸表等及び注記を作成することを求めています。 

（１）四半期会計基準に準拠（上場会社の利害関係人が、四半期財務諸表等に

係る上場会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況について

適正な判断を行うために必要と認められる事項がある場合はその注記を含

む）して四半期財務諸表等及び注記を作成する 

【作成基準第４条第１項】 

 

（２）（１）の規定にかかわらず、以下に掲げる事項以外の事項に係る記載を省

略することができる 

・ 四半期連結貸借対照表 

・ 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損

益及び包括利益計算書 

・ 会計方針の変更に関する注記 

・ 会計上の見積りの変更に関する注記 

・ 修正再表示に関する注記 

・ 四半期特有の会計処理に関する注記 

・ セグメント情報等の注記 

・ 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

・ 継続企業の前提に関する注記 

・ キャッシュ・フロー計算書に関する注記（四半期連結キャッシュ・フ

ロー計算書の開示を省略する場合に限る） 

【作成基準第４条第２項】 

 

※以降の項目では、上記（２）に基づく開示・記載上の注意を記載しておりま

す。 

※ＩＦＲＳ適用会社や米国会計基準適用会社においては、上記（１）の場合には

それぞれの会計基準等に準拠して作成することし、上記（２）の場合には上記

（２）で掲げる事項に相当するもの以外の事項に係る記載を省略することがで

きます。 

【作成基準第５条】 
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・四半期財務諸表等の表示方法は、正当な理由により変更を行う場合を除き、継

続して適用することとします。 

【作成基準第２条第３項】 

・四半期連結財務諸表における項目の表示に係る取扱いについては、第一種中間

財務諸表等での取扱いを準用するものとします。 

・ＩＦＲＳ適用会社が、ＩＡＳ第２１号に規定される表示通貨を本邦通貨以外の

通貨建てとしている場合には、当該通貨建ての金額により表示することができ

ます。 

四半期連結財務諸表 ・四半期連結貸借対照表、四半期連結損益及び包括利益計算書（１計算書方式の

場合）又は四半期連結損益計算書及び四半期包括利益計算書（２計算書方式の

場合）について記載してください。 

 【第３号参考様式の場合】 ※ＩＦＲＳ適用初年度の場合は、前年同四半期連結累計期間における日本基準

（又は米国基準）とＩＦＲＳとの間の調整表を記載してください。 

※また、ＩＦＲＳ適用初年度の最初の四半期連結財務諸表等においては、ＩＦＲ

Ｓ移行日及び前連結会計年度における日本基準（又は米国基準）とＩＦＲＳと

の間の調整表も記載してください。例えば、当第１四半期よりＩＦＲＳを適用

する場合は、当第１四半期においてＩＦＲＳ移行日及び前連結会計年度におけ

る調整表を記載してください。 

※記載される四半期連結財務諸表に係る調整表を記載してください。例えば、四

半期連結キャッシュ・フロー計算書を記載しない場合には、キャッシュ・フ

ロー計算書に係る調整表は不要です。 

会計方針の変更・会計上の見

積りの変更・修正再表示 

・サマリー情報「※ 注記事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修

正再表示」（四半期第２号参考様式においては「※ 注記事項（２）」）において

「有」とした場合は、その内容（損益に与える影響額を含む）を記載してくだ

さい。 

※該当がない場合は、表題を含めて記載は不要です。 

 会計方針の変更・会計上

の見積りの変更 

【第３号参考様式の場合】 

 

・サマリー情報「※ 注記事項（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更」に

おいて「有」とした場合は、その内容（損益に与える影響額を含む）を記載し

てください。 

※該当がない場合は、表題を含めて記載は不要です。 

 会計方針の変更 

【第４号参考様式の場合】 

・サマリー情報「※ 注記事項（３）会計方針の変更」において「有」とした場合

は、その内容（損益に与える影響額を含む）を記載してください。 

※該当がない場合は、表題を含めて記載は不要です。 

四半期連結財務諸表の作成に

特有の会計処理の適用 

・サマリー情報「※ 注記事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

の適用」（四半期第２号参考様式においては「※ 注記事項（１）四半期財務諸

表の作成に特有の会計処理の適用」）において「有」とした場合は、重要なもの

の内容を記載してください（重要性について、第一種中間財務諸表等への記載

の要否に準じて判断してください。）。 

※該当がない場合は、表題を含めて記載は不要です。 

 簡便な会計処理及び特有

の会計処理の適用 

【第４号参考様式の場合】 

・サマリー情報「※ 注記事項（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用」

において「有」とした場合は、両会計処理を区分したうえで、重要なものの内

容を記載してください。 

※該当がない場合は、表題を含めて記載は不要です。 

セグメント情報等の注記 ・四半期会計基準第１９項（７）に基づく「セグメント情報等の注記」を記載し

てください。 

 セグメント情報の注記 

【第３号参考様式の場合】 

・ＩＦＲＳにより要求されるセグメント情報の注記（ＩＡＳ第３４号第１６Ａ項

（ｇ））を記載してください 

 セグメント情報の注記 

【第４号参考様式の場合】 

・セグメント情報の注記（ＡＳＣ Ｔｏｐｉｃ２７０「期中財務報告」に規定す

るセグメント情報の注記）を記載してください。 

株主資本の金額に著しい変動

があった場合の注記 

 

・四半期会計基準第１９項（１３）に基づく「株主資本の金額に著しい変動が

あった場合の注記」を記載してください。 

・該当事項がない場合は、表題を記載したうえで、その旨を記載してください。 

 株主資本の金額に著しい

変動があった場合の注記 

【第３号参考様式の場合】 

・四半期会計基準第１９項（１３）に基づく「株主資本の金額に著しい変動が

あった場合の注記」に相当する事項を記載してください。 

※四半期連結持分変動計算書を作成し開示する場合には、表題を含めて記載は不

要です。 

 株主資本の金額に著しい

変動があった場合の注記 

【第４号参考様式の場合】 

・四半期会計基準第１９項（１３）に基づく「株主資本の金額に著しい変動が

あった場合の注記」に相当する事項を記載してください。 

※四半期連結資本変動計算書を作成し開示する場合には、表題を含めて記載は不

要です。 

継続企業の前提に関する注記 ・四半期会計基準第１９項（１４）に基づく「継続企業の前提に関する事項」を
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記載してください。 

・記載にあたっては、作成基準第４条第１項第２号の読替規定を適用してくださ

い。 

・該当事項がない場合は、表題を記載したうえで、その旨を記載してください。 

キャッシュ・フローに関する

注記 

・連結キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合には、四半期会計基準第１９

項（２０－２）に基づく「キャッシュ・フロー計算書に関する注記」を記載し

てください。 

※連結キャッシュ・フロー計算書を作成し開示する場合には、表題を含めて記載

は不要です。 

 【第３号参考様式の場合】 

【第４号参考様式の場合】 

・連結キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合には、期首からの累計期間に

係る減価償却費（無形資産に係る償却費を含む。）について記載してください。 

※連結キャッシュ・フロー計算書を作成し開示する場合には、表題を含めて記載

は不要です。 

その他の事項 ・上記のほか、四半期会計基準において記載が規定されている事項のうち、投資

者ニーズがあると考えられる事項について開示する場合には、四半期会計基準

に基づき記載してください。 

※開示事項の検討に当たっては、後述する「（参考）「投資判断に有用と考えられ

る情報」の具体例」もご参照ください。 

〔その他〕  

公認会計士又は監査法人によ

るレビュー報告書 

・施行規則第４０５条第２項に該当する場合又は施行規則第４０５条第２項に該

当しないものの公認会計士又は監査法人によるレビューを受ける場合、公認会

計士又は監査法人によるレビュー報告書を添付してください。 

 

※ 第１・第３四半期決算短信（添付資料）には、利用者の利便性の向上の観点から、目次・ページ番号

を記載してください。また、第１・第３四半期決算短信（添付資料）の各ページには、以下のとおり

ヘッダー情報を記載してください。 

 

[ヘッダー情報の表示例] ヘッダー情報の記載事項 

 

・上場会社名 

・証券コード（４桁コード） 

・開示資料の表題（例「○○年○月期 第○四半期決算短信」） 

 

○（参考）「投資判断に有用と考えられる情報」の具体例 

・ 第１・第３四半期決算短信の開示にあたっては、開示が義務付けられている事項以外についても、

基本的には、上場会社が投資者ニーズを適切に把握し、投資者ニーズのある事項に関して積極的に開

示することが重要と考えられます。 

・ 以下は、第１・第３四半期決算短信の開示において「投資判断に有用と考えられる情報」の具体例と

なります。投資者ニーズのある事項は、業種や事業内容等によって異なるため、開示する情報につい

ては投資者ニーズに応じて上場会社が判断するようにしてください。 

 

〔経営成績等の概況〕 

・経営管理上重要な指標 

・主要な設備や研究開発活動に関する状況 

・適時開示を行った事象が当四半期連結累計期間の決算に与える影響 

（例）企業結合関係、子会社の取得等による四半期業績への具体的な影響、など 

※その他、半期報告書における「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」として開示が求められている事項を参考にすることが考えられます。 

 

〔財務諸表及び注記事項〕 

・連結キャッシュ・フロー計算書 
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・財務諸表に係る注記 

- 貸借対照表関係の注記／損益計算書関係の注記 

- 金融商品関係の注記／有価証券関係の注記／デリバティブ関係の注記 

- 重要な後発事象の注記、など 
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第２編第４章 

上場会社の業績予想、配当予想の修正等 
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１．業績予想の修正、予想値と決算値との差異等 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

 

① 業績予想の修正、予想値と決算値との差異等 

上場会社は、「上場会社の属する企業集団の売上高、営業利益、経常利益又は純利益について、公表

がされた直近の予想値（当該予想値がない場合は、公表がされた前連結会計年度の実績値）に比較して、

新たに算出した予想値又は決算において差異が生じた場合」であって、かつ、以下のいずれかに該当す

る場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

 

 

１．新たに算出した予想値又は当連結会計年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値

（当該予想値がない場合は、公表がされた前連結会計年度の実績値）で除して得た数値が 

 

ａ．連結売上高にあっては１.１以上又は０.９以下 

ｂ．連結営業利益にあっては１.３以上又は０.７以下 

ｃ．連結経常利益にあっては１.３以上又は０.７以下 

ｄ．親会社株主に帰属する当期純利益にあっては１.３以上又は０.７以下 

 

※ 連結財務諸表非作成会社については、「連結会計年度」を「事業年度」、「連結売上高」を「売上高」、

「連結営業利益」を「営業利益」、「連結経常利益」を「経常利益」、「親会社株主に帰属する当期純利

益」を「当期純利益」と読み替えてください。 

※ ＩＦＲＳ適用会社については、「連結経常利益」を「税引前利益」、「親会社株主に帰属する当期純利

益」を「「当期利益」及び「親会社の所有者に帰属する当期利益」」と読み替えてください。 

 

２．連結財務諸表作成会社（取引規制府令第４９条第２項に規定する特定上場会社等を除く。）

における個別業績予想の修正等 

 

ａ．売上高にあっては、新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値を公表がさ

れた直近の予想値（当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値）で除し

て得た数値が１.１以上又は０.９以下 

ｂ．経常利益にあっては、新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値を公表が

された直近の予想値（当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値。以下

同じ。）で除して得た数値が１.３以上又は０．７以下であり、かつ、新たに算出した予想

値又は当事業年度の決算における数値と公表がされた直近の予想値とのいずれか少なくな

い数値から他方を減じて得たものを前事業年度の末日における純資産額と資本金の額との

いずれか少なくない金額で除した数値が０．０５以上 

ｃ．当期純利益にあっては、新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値を公表

がされた直近の予想値（当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値。以

下同じ。）で除して得た数値が１.３以上又は０．７以下であり、かつ、新たに算出した予

想値又は当事業年度の決算における数値と公表がされた直近の予想値とのいずれか少なく

ない数値から他方を減じて得たものを前事業年度の末日における純資産額と資本金の額と

のいずれか少なくない金額で除した数値が０．０２５以上 

 

【上場規程第４０５条第１項、第３項、施行規則第４０７条各号】 
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② 「次期の業績予想」以外の将来予測情報の修正等 

上場会社が、通期の「売上高」、「営業利益」、「経常利益」及び「親会社株主に帰属する当期純利益」

の予想値以外の財務・経営指標等や四半期累計期間を対象とする予想値等の将来予測情報の開示を行っ

たときにも、その後の修正等の適時開示が必要となります。 

具体的には、当該将来予測情報の開示後に、新たに算出された予想値等や事業年度末の経過後に確定

した実績値等が、公表がされた直近の予想値等と比較して乖離している場合であって、当該乖離の内容

等が投資者の投資判断に重要な影響を与える可能性がある場合には、新たに算出された予想の適時開示

が必要となります。 

【上場規程第４１１条の２】 

 

（２）開示に関する注意事項 

① 実務要領の確認 

開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認して

ください。 

 

② 業績予想の修正等に関する開示が必要となる場合 

以下のいずれかに該当する場合には、「業績予想の修正等」の開示要否についての検討が必要となり

ますのでご注意ください（「決算短信」において、「次期の業績予想」の開示を行わないこととしている

場合であっても、「業績予想の修正等」に関する開示が必要となる場合がありますので注意が必要とな

ります。）。 

 

開示要否の検討が必要となる類型 検討内容 

当連結会計年度（当事業年度）の業

績に係る新たな予想値を算出したと

き 

■ 公表がされた予想値が存在する場合 

公表がされた直近の予想値と、新たな予想値との差異が

開示の判断基準に該当するか否か。 

■ 公表がされた予想値が存在しない場合（予想値を開

示しないこととしている場合を含みます。） 

前連結会計年度（前事業年度）の実績値と、新たな予想

値との差異が開示の判断基準に該当するか否か。 

当連結会計年度（当事業年度）の決

算のとりまとめを行ったとき 

■ 公表がされた予想値が存在する場合 

公表がされた直近の予想値と、とりまとめられた当連結

会計年度（当事業年度）の決算数値（実績値）との差異

が開示の判断基準に該当するか否か。 

■ 公表がされた予想値が存在しない場合（予想値を開

示しないこととしている場合を含みます。） 

前連結会計年度（前事業年度）の実績値と、とりまとめ

られた当連結会計年度（当事業年度）の決算数値（実績

値）との差異が開示の判断基準に該当するか否か。 

 

〔単体の業績予想の修正等の開示について〕 

業績予想の修正等の対象となる単体の売上高、利益等の財務指標については、上場会社が連結財務諸

表作成会社であるか否かによって取扱いが異なりますので注意してください。 

具体的には、上場会社が連結財務諸表作成会社である場合には、単体の「営業利益」（上場会社が取

引規制府令第４９条第２項に規定する特定上場会社等である場合は、単体の「売上高」、「営業利益」、

「経常利益」及び「当期純利益」。以下本項目において同じ。）については、上場規程上では、「業績予

想の修正等」の開示対象となっていません（ただし、任意に、単体の「営業利益」の予想の開示を行っ
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ている場合において、新たな予想値の算出や当事業年度の決算のとりまとめを行った結果、直近に公表

がされた単体の「営業利益」の予想との差異（開示の判断基準に該当する程度の差異）が生じた場合に

は、当該内容についても開示が必要となります。）。 

一方、上場会社が連結財務諸表非作成会社である場合には、単体の「営業利益」についても、上場規

程上の「業績予想の修正等」の開示対象となっています。 

また、上場会社が他の上場会社の親会社である場合には、子会社である上場会社について、「業績予

想の修正等」の開示が必要となったときに、当該上場会社（親会社である上場会社）においても、「上

場子会社の業績予想の修正等」に係る適時開示が必要となりますが、子会社である上場会社が連結財務

諸表非作成会社である場合に、「営業利益」の予想値のみを修正した場合には、親会社である上場会社

には、「上場子会社の業績予想の修正等」に関する上場規程上の開示義務は生じないこととなります。 

以上の内容を上場規程上の開示義務の有無の観点から整理しますと、以下のとおりとなります。 

 

公表がされた直近の予想値

等と差異が生じた財務指標 

上場会社の業績予想等の修正 
上場子会社の業績予想等の修正 

（上場子会社が連結非作成会社の場合） 

連結作成会社 

（※１、２） 
連結非作成会社 上場親会社 上場子会社 

単体の売上高 有 有 有 有 

単体の営業利益 無 有 無 有 

単体の経常利益 有 有 有 有 

単体の当期純利益 有 有 有 有 

 

※１ 連結財務諸表作成会社が単体に係る業績予想値（売上高、経常利益又は当期純利益）を開示して

いない場合であって、（決算発表日当日まで決算集計作業の結果が判明しなかった結果、）前期実績と

の差異に係る適時開示を決算発表日当日まで行うことができなかったときは、決算短信（サマリー情

報）の「個別業績の概要」において、前事業年度及び当事業年度の実績値の記載を行う開示によるこ

とができるものとしています（その際、前期実績との乖離が生じた要因分析等について、決算短信の

定性的情報において十分な情報開示を行っていただくことが望まれます。）。なお、当該実績値の記載

による開示を省略する場合は、決算短信とは別に開示を行うようにしてください。 

※２ 連結作成会社が取引規制府令第４９条第２項に規定する特定上場会社等である場合は、全て「無」

となります。 

 

③ 適時開示に関する判断基準の取扱い 

「業績予想の修正、予想値と決算値との差異等」の開示要否の判断に際して、以下のような事情があ

る場合には、それぞれに記載しているところにしたがってください。 

類  型 開示要否の判断に係る取扱い 

公表がされた直近の予想値

（当該予想値がない場合

は、公表がされた前連結会

計年度の実績値）が「０」

である場合 

新たに予想値を算出した場合又は当連結会計年度（当事業年度）の

決算のとりまとめを行った場合には、適時開示を行うことが必要と

なります。 

営業利益、経常利益又は親

会社株主に帰属する当期純

利益（当期純利益）につい

て、予想値等の正負が逆転

する場合 

新たに算出した予想値又は当連結会計年度（当事業年度）の決算に

おける数値と、公表がされた直近の予想値（当該予想値がない場合

は、公表がされた前事業年度又は前連結会計年度の実績値）の符号

が異なる場合（例えば、直近の予想値が赤字で、新たに算出した予

想値が黒字の場合等）には、適時開示を行うことが必要となりま

す。 



第２編第４章  上場会社の業績予想、配当予想の修正等 

東京証券取引所 会社情報適時開示ガイドブック 2024 年 4 月 
copyright © 2024 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved. 326

類  型 開示要否の判断に係る取扱い 

※ 差異に係る計算結果がマイナス（０以下）となるため、適時開

示の判断基準（０.７以下）に該当します。 

（例）営業利益 100 百万円の会社における軽微基準の範囲と赤字転

換 

 

 

レンジの記載により「次期

の業績予想」の開示を行っ

ている場合 

レンジの上限とレンジの下限の２つの予想値があるものと見做し

て、適時開示の要否の判断を行うことが必要となります。 

具体的には、直近の公表がされた予想値がレンジの記載である場合

に、新たに算出した予想値もレンジの記載であるときは、新たに算

出した上限の予想値を公表がされた直近の上限の予想値で除した数

値と、新たに算出した下限の予想値を公表がされた直近の下限の予

想値で除した数値が、それぞれ売上高については１.１以上又は０.

９以下、営業利益、経常利益又は親会社株主に帰属する当期純利益

（当期純利益）のいずれかについて１.３以上又は０.７以下の変動

に該当する場合に、新たに算出した予想値の適時開示を行うことが

必要となります。 

また、直近の公表がされた予想値がレンジの記載である場合に、新

たに算出した予想値が特定値であるとき、又は当連結会計年度（当

事業年度）の決算がとりまとめられたときは、新たに算出した予想

値又は当連結会計年度（当事業年度）の決算の実績値を、直近の公

表がされた上限の予想値及び下限の予想値のそれぞれで除した数値

のいずれかが、売上高については１.１以上又は０.９以下、営業利

益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益（当期純利益）の

いずれかについては１.３以上又は０.７以下の変動に該当する場合

に、適時開示が必要となります。 

※ 新たに算出した予想値又は当連結会計年度（当事業年度）の決

算の実績値が、直近のレンジの記載により公表がされた予想値の

上限と下限の範囲内にある場合でも、適時開示が必要となる場合

がありますのでご注意ください。 

 

（例）業績予想をレンジで開示している場合の軽微基準 

・新たに算出した予想値がレンジの記載となるとき 

 新たに算出された予想値（レンジ）の上限が図中 A の範囲にない

とき、又は下限が図中 B の範囲にないとき、開示が必要となりま

す。 

 

・新たに算出した予想値が特定値の記載となるとき 

 新たに算出された予想値（特定値）が、図中A及び図中Bが重なっ

ている範囲にあるとき以外は、開示が必要となります。 
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類  型 開示要否の判断に係る取扱い 

（新たに算出された予想値が「315超330未満」の場合、図中A及び

図中Bの範囲に収まることから、開示は不要となります。） 

 

※利益項目の場合、図中の「+10%」と「▲10％」を、それぞれ

「+30%」と「▲30％」に読み替えてください。 

 

 

 

 

④ 業績予想の適切な修正に向けた留意点 

月次、四半期などの定期的な業績の管理の際に、新たに当連結会計年度（当事業年度）に係る予想値

の算出を行った場合には、直前に公表がされた予想値（当該予想値がない場合には、前連結会計年度

（前事業年度）の実績値）と比較して、開示の要否を判断する必要があります。 

定期的な業績の管理の際でなくても、事業環境の急激な変化等により、業績の大幅な変動が見込まれ

ることを認識し、当連結会計年度（当事業年度）に係る予想値の算出を行った場合には、直前に公表が

された予想値（当該予想値がない場合には、前連結会計年度（前事業年度）の実績値）と比較して、開

示の要否を判断する必要があります。 

また、新たに算出した予想値において、直前に公表がされた予想値（当該予想値がない場合には、前

連結会計年度（前事業年度）の実績値）と比較して、適時開示の判断基準に該当するほどの差異が生じ

ていない場合であっても、例えば、四半期決算短信の開示等に際して、新たに算出した予想値を積極的

に開示することは、投資者の投資判断に有用な情報の提供や、内部者取引規制上の重要事実に該当する

情報が社内に滞留するリスクの軽減等の観点から、望ましいものであると考えられます。 

上記の内容については、上場会社が、「次期の業績予想」を開示しないこととしている場合において

も同様となりますので、注意してください。 

 

⑤ 修正理由の適切な開示の要請 

修正理由の開示資料への記載に際しては、経済動向等の抽象的な要因の記載にとどまらず、直近に公

表がされた予想値等の算出の前提となった定量的要因の変動や経営上の施策の進捗状況、期中における

経営成績（例えば、直近の四半期累計期間における経営成績）などを踏まえ、直近に公表がされた予想

値等と、新たに算出された予想値又は当連結会計年度の決算数値との差異についての具体的な説明を行
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うことが望ましいと考えられます。 

具体的には、例えば、開示対象となる経営指標（売上高・営業利益・経常利益・親会社株主に帰属す

る当期純利益等）のそれぞれについて主な修正要因ごとの影響の内訳がわかるような分析的な記載を行

うことや、売上高・営業利益についてセグメント・事業分野別の動向に係る記載を行うことが考えられ

ます。 

とりわけ、直近に公表がされた予想値等との差異が、著しく大きなものとなった場合や、期中におい

て連続的に予想値の修正を行うこととなった場合においては、情報の利用者である投資者に配慮した充

実した説明を行うことが望ましいと考えられます。 

なお、決算発表日当日まで決算集計作業の結果が判明しなかった結果、業績予想の修正等に関する適

時開示を行うことができなかった場合においても、業績予想（前期実績）との乖離が生じた要因分析等

について、十分な情報開示を行っていただくことが望まれます。そのため、この場合は、①「決算短信」

とは別に作成した「業績予想との差異」若しくは「前期実績との差異」に係る開示資料により適時開示

を行うか、又は、②決算短信の添付資料中の定性的情報において、十分な説明を行ってください（四半

期累計期間等の事業年度以外の期間を対象とする予想値を開示している場合において、四半期決算発表

日当日まで四半期決算集計作業の結果が判明しなかったときについても、同様に、通期の売上高や利益

に係る重要性の基準を援用し、業績予想との乖離が生じた要因分析等について、十分な情報開示をする

ことが考えられます（「第２編第３章１．（３）② 決算短信に他の適時開示項目が含まれる場合の取扱

い」参照）。）。 

 

⑥ 投資者の利便性向上のためのＸＢＲＬファイルの提出のお願い 

東証では、上場会社が開示する「業績予想の修正、予想値と決算値との差異等」の内容について、そ

れを利用する投資者又は投資者への情報伝達を担う仲介者（報道機関、証券アナリスト等）による効率

的な分析を可能とする観点から、ＴＤｎｅｔへの登録に際して、ＸＢＲＬファイルの提出を要請してい

ます。 

ＸＢＲＬファイルの提出に際しては、上場会社の作成した開示資料における記載内容と、ＸＢＲＬ

ファイルの内容に齟齬が生じないよう（一方の修正内容については、必ず他方にも反映するよう）ご注

意ください。 

なお、決算短信等と同時に「業績予想の修正、予想値と決算値との差異等」を開示する場合であって、

修正後の数値情報（個別業績予想の修正等を行う場合は、当該数値情報を含みます。）が決算短信等の

ＸＢＲＬファイルに含まれる場合には、「業績予想の修正、予想値と決算値との差異等」に係るＸＢＲ

Ｌファイルをご提出いただく必要はありません。 

 

⑦ 開示資料の訂正に関する取扱い 

「業績予想の修正、予想値と決算値との差異等」の内容を開示した後に、開示した内容について、訂

正すべき事情が生じた場合は、速やかに訂正内容に係る正誤表を作成して開示してください。開示日か

ら数日を経過した後に訂正すべき事情が明らかになった場合であっても、内容の軽重を問わず、速やか

に訂正していただくことが必要となります。 

また、開示資料の記載内容の訂正を行う場合には、必ず、ＸＢＲＬファイルの内容についても、訂正

要否を確認のうえ、訂正が必要となる場合には、訂正後のＸＢＲＬファイルについても同時にご提出く

ださい。 

「適時開示資料の訂正」の開示資料の表題は、訂正対象となった開示資料の表題の冒頭に、以下の要

領で、訂正内容が判別できる表示を行ってください。 
 

区  分 表題の冒頭に付記する内容 

開示資料（ＰＤＦファイル）のみを訂正する場合 「（訂正）」 

ＸＢＲＬファイルのみを訂正する場合 「（数値データ訂正）」 

開示資料とＸＢＲＬファイルの双方を訂正する場合 「（訂正・数値データ訂正）」 
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※ 開示資料を記者クラブ等で配布した場合、訂正内容を記者クラブ等に連絡することが求められます。 

※ 訂正内容を開示する際の公開項目の選択方法など、ＴＤｎｅｔの具体的な操作方法については、Ｔ

Ｄｎｅｔオンライン登録サイト内の「ご利用ガイド」または上場会社ナビ「ＴＤｎｅｔ利用マニュア

ル」を参照してください。 

 

⑧ 「次期の業績予想」以外の将来予測情報の開示を行う場合の留意点 

上場会社が、「次期の業績予想」以外の将来予測情報の開示を行う場合において、新たに算出した将

来予測情報の内容の開示要否に係る判断基準については、上場規程上の定めがありませんので、将来予

測情報の開示内容に関する検討に際しては、あらかじめ上場会社において投資者の投資判断に与える影

響度合いについても十分に考慮してください。 

具体的には、開示される将来予測情報の性質に応じて、例えば、予想値の変動による売上高や利益へ

の影響度合いを考慮することのほか、四半期累計期間を対象とする予想値を開示している場合や、受注

高・ＥＢＩＴＤＡ・１株あたり利益など、売上高や利益に関連する財務指標により予想値を開示してい

る場合には、通期の売上高や利益等に係る重要性の基準を援用することなどが考えられます（これらに

限定されるものではありません。）。 

なお、株式分割等で株式数が期中に増減したことや、自己株式の取得・処分を行ったことにより、業

績予想値の変更がないにもかかわらず、１株当たり指標の予想値のみが変更された場合は、業績予想の

修正は不要です。 

 

⑨ 期中における業績予想の開示のとりやめ及び業績予想の開示方針の変更に関する留意点 

上場会社が業績予想の開示を行っている場合において、①何らかの事情の変更に基づき一時的に当該

業績予想を撤回し、又は、②業績予想の開示に関する方針の変更に基づき業績予想の開示を行わないこ

ととする場合は、その旨の開示が必要です。この場合、事情変更の具体的な内容などを、開示資料にお

いて記載してください。 

また、①及び②のいずれにおいても、上場規程に基づく開示義務はありますので、新たに算出した予

想値等が、施行規則に定める水準を超える場合には開示が必要となる点にご留意ください。 

なお、②に関し、再び業績予想の開示を行う際には、短期間の方針変更について恣意的又は不適切な

開示であるとの批判を招くことのないよう十分にご配慮いただき、方針変更に関し充実した記載をする

ことが望ましいと考えられます。 

 

（３）開示資料の作成方法 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．修正理由 

ｂ．公表がされた直近の予想値（＊） 

（＊）予想値がない場合は、公表がされた前事業年度又は前連結会計年度の実績値とする。 

ｃ．新たに算出した予想値（＊） 

（＊）予想値と決算値の差異の開示においては、当事業年度又は当連結会計年度の決算における数値とす

る。 

ｄ．ｂとｃの変動幅及び変動率 

ｅ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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２．配当予想、配当予想の修正 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、「剰余金の配当について予想値を算出した場合」（公表がされた直近の予想値と比較して、

新たに算出した予想値に差異が生じた場合を含む。）は、その内容を開示することが義務付けられてい

ます。 

【上場規程第４０５条第２項、第３項】 
 

（注１）本項目に軽微基準はありませんので、期中に当期の予想値を修正した場合（期初に当期の予想値を

算出していない場合であって、その後に予想値を算出した場合を含む。）は、その内容の適時開示が必

要となります。 

（注２）基準日が異なるものは別個の配当として取り扱いますのでご注意ください（例えば、期初における

予想値が、「中間配当５円、期末配当５円」というものであった場合に、「中間配当を取り止め、期末

配当を１０円」とする内容に変更する場合にも、その内容の適時開示が必要となります。）。なお、１

株当たり配当金額に変更がない場合に、基準日を変更した場合にも同様に適時開示が必要となります。 

（注３）現物配当（金銭以外の財産による配当をいう。）についても、適時開示が必要となります。 
 

※ 内部者取引規制上の重要事実とは対象範囲が異なる場合があります。 

 

 

（２）開示に関する注意事項 

① 実務要領の確認 

開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認して

ください。 

 

② 投資者の利便性向上のためのＸＢＲＬファイルの提出のお願い 

東証では、上場会社が開示する「配当予想、配当予想の修正」の内容について、それを利用する投資

者又は投資者への情報伝達を担う仲介者（報道機関、証券アナリスト等）による効率的な分析を可能と

する観点から、ＴＤｎｅｔへの登録に際して、ＸＢＲＬファイルの提出を要請しています。 

ＴＤｎｅｔオンライン登録サイトでは、「配当予想、配当予想の修正」のＸＢＲＬファイルの作成

ツールを提供しています。ＸＢＲＬファイルの提出に際しては、上場会社の作成した開示資料（ＰＤＦ

ファイル）における記載内容と、ＸＢＲＬファイルの内容に齟齬が生じないよう（一方の修正内容につ

いては、必ず他方にも反映するよう）ご注意ください。 

なお、決算短信等と同時に「配当予想、配当予想の修正」を開示する場合であって、算出した（修正

後の）予想値に係る数値情報が決算短信等のＸＢＲＬファイルに含まれる場合には、「配当予想、配当

予想の修正」に係るＸＢＲＬファイルをご提出いただく必要はありません。 

 

③ 訂正の取扱い 

配当予想又は配当予想の修正を開示した後に、開示した内容について、訂正すべき事情が生じた場合

は、速やかに訂正内容に係る正誤表を作成し、表題を「（訂正）訂正対象となる開示資料の表題」とし

て開示してください。また、ＸＢＲＬファイルとＰＤＦファイルの両方に訂正すべき事情が生じた場合

は、開示資料の表題の先頭を「（訂正・数値データ訂正あり）」としたうえで、ＸＢＲＬファイルとＰＤ

Ｆファイルの両方を訂正してください。 

なお、開示後数日を経過した場合であっても訂正すべき事情が生じた場合には、内容の軽重を問わず、

速やかに訂正開示が必要となります。 
 

※ 開示資料を記者クラブ等で配布した場合、訂正内容を記者クラブ等に連絡することが求められます。 

※ 選択する公開項目など、本項目に係る開示資料の訂正に関するＴＤｎｅｔの具体的な操作方法につ

いては、ＴＤｎｅｔオンライン登録サイト内の「ご利用ガイド」または上場会社ナビ「ＴＤｎｅｔ利
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用マニュアル」を参照してください。 

 

④ 剰余金の配当に係る開示 

上場会社の業務執行を決定する機関が剰余金の配当の額について決定（剰余金の配当を行わないこと

（無配）を決定した場合を含む。）をした場合は、「剰余金の配当」に該当しますので、その適時開示が

必要となります。詳細は、「第２編第１章９．剰余金の配当」を参照してください。 

なお、期中において剰余金の配当を行う配当予想（有配）を開示していたにもかかわらず、剰余金の

配当を行わないこと（無配）を決算短信等の開示日に決定した場合は、剰余金の配当を行わないことを

決定したことを明解にする観点から、開示資料の表題を、例えば、「期末配当（無配）に関するお知ら

せ」、「配当予想の修正等に関するお知らせ」とするなどを含め、適切に開示するようにしてください。 

 

⑤ 他の基準日の配当予想 

修正を行った基準日の予想値以外に配当予想を算出している基準日がある場合には、当該予想値並び

に前期及び当期の実績についても併せて記載してください。 

 

⑥ 基準日を変更する場合の取扱い 

基準日を変更する場合には、１株当たり配当金額が変動しない場合であっても予想の修正に該当しま

すのでご注意ください。 

 

⑦ 株式の分割等に際しての取扱い 

株式の分割等に際して、１株当たりの配当予想額について分割の比率に応じて調整を行う場合にも開

示してください。なお、株式の分割等を行うにもかかわらず、配当額の調整を行わない場合（結果とし

て配当金総額で見たときに、実質的な増配又は減配となる場合）にも、投資者の投資判断に与える影響

を踏まえた適切な開示を行ってください。 

 

⑧ 記念配当、特別配当が含まれる場合の取扱い 

記念配当、特別配当が含まれる場合には、配当の内訳を記載してください。 

 

⑨ 配当基準日を臨時に定めた場合の取扱い 

期中において、従来、配当予想を開示していなかった配当に係る基準日を臨時に定めた場合には、配

当予想を開示してください。なお、この場合において、配当の予想値をまだ算出していないときは、配

当予想額を「未定」として、配当予想を開示してください。 

 

⑩ その他の注意事項 

定款に具体的に定めた日付以外の日を剰余金の配当に係る基準日として定めた場合、「配当落」に関

する実務の関係上、別途東証に対して所定の上場手続等に係る書類を提出することが義務付けられてい

ます。詳細は、「第５編〔２〕内国株式関係の提出書類一覧」を参照してください。 

 

 

（３）開示資料の作成方法 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．基準日 

ｂ．１株当たり配当金額 

ｃ．修正理由 
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※ 修正の場合に記載する。 

ｄ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

（現物配当の予想の開示を行う場合） 

・ 現物配当の予想の開示を行う場合は、以下の事項を記載する。 

（ａ）基準日 

（ｂ）配当財産の種類 

（ｃ）配当財産の帳簿価額の総額及び１株当たり価額 

 

※ 上記の開示事項は、株式の種類の別がある場合には、株式の種類ごとにそれぞれ記載する。 
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第２編第５章 

その他の情報 
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１．投資単位の引下げに関する開示 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

東証では、個人投資者が投資しやすい環境を整備するため、株式投資単位の引下げに関する施策を推

進しており、企業行動規範の「望まれる事項」において、上場内国会社に対し、投資単位が５０万円未

満となるよう、当該水準への移行及びその維持に努めることを求めています。投資単位が高い水準にあ

る上場会社においては、投資単位の引下げに向けて、「株式の分割」の実施をご検討ください。詳細は、

「第３編第１章３．（１）望ましい投資単位の水準への移行及び維持に係る努力等」を参照してくださ

い。 

 

そのうえで、依然として、上場内国株券の最近の投資単位（１単位当たりの価格をいう。以下同じ。）

として施行規則で定める価格が５０万円以上である場合、事業年度経過後３か月以内に、５０万円未満

の水準へ移行するための投資単位の引下げに関する考え方及び方針等を開示することが義務付けられて

います。 

なお、本開示を行う前に、上場会社が「株式の分割」を行うことを決定し、投資単位が５０万円未満

の水準となることが見込まれる場合には、本開示は不要となります。 

【上場規程第４０９条、第４４５条】 
 

 

（注）最近の投資単位として施行規則で定める価格とは、直前事業年度の末日以前１年間における当取引所

の売買立会における当該上場内国株券の日々の最終価格をもとに算出した１単位当たりの価格の平均

と、直前事業年度の末日における当取引所の売買立会における当該上場内国株券の最終価格（その日

に約定がない場合は、直近の最終価格）をもとに算出した１単位当たりの価格のうち、いずれか低い

価格をいう。 

【施行規則第４０９条】 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

〇 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項を掲記し、開示・記載上の注意を参照のうえ、投資者が会社情報を適

切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適

切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

開示事項 開示・記載上の注意 

ａ．投資単位の引下げに関する考

え方（５０万円未満の水準への

移行に関する考え方） 

・ 現在の投資単位に対する会社としての認識や５０万円未満の水準への移行に関す

る考え方を記載する。 

※ 本規則の趣旨である、個人投資者が投資しやすい環境整備という観点から、現

状の自社の投資単位の水準についての認識や、５０万円未満の水準への移行に関

する考え方を記載してください。 

ｂ．投資単位の引下げに関する方

針（５０万円未満の水準へ移行

するための方針） 

・ 将来の投資単位の引下げ（５０万円未満の水準への移行）に対する会社としての

方針や「株式の分割」の実施についての検討状況等をできる限り具体的に記載す

る。 

※ 「株式の分割」の検討にあたって考慮すべき事項や、「株式の分割」の実施に

あたり障害となっている事項等、具体的な記述が望まれます。 

※ 個人投資者が投資しやすい環境整備という本規則の趣旨を踏まえると、例えば

株式の流動性や一定の株主数が確保されていることをもって、投資単位の引下げ

を行わないとの説明は適当でないと考えられますので、ご留意ください。 
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開示事項 開示・記載上の注意 

・ その他投資者が会社情報を適

切に理解・判断するために必要

な事項 
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２．財務会計基準機構への加入状況等に関する開示 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場内国会社は、事業年度経過後３か月以内に、当該事業年度の末日における公益財団法人財務会計

基準機構（以下「財務会計基準機構」という。）への加入状況（加入していない場合には、加入に向け

た考え方）について開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４０９条の２】 

 

（注）既に財務会計基準機構に加入しており、決算短信（サマリー情報）に同機構の会員マークを表示して

いる場合には、本開示は不要です。 

【施行規則第４１０条】 

 

〔開示に関する注意事項〕 

〇 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

〔その他の注意事項〕 

○ 東証では、財務会計基準機構への加入状況を日本取引所グループウェブサイトで公表しています。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、以下の事項について、投資者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してくだ

さい。 

 

ａ．財務会計基準機構への加入状況 

・ 直前事業年度末日において財務会計基準機構に加入していない旨を記載してください。 

 

ｂ．会計基準等の内容の適切な把握、会計基準等の変更等への的確な対応体制の整備状況 

・ 上場会社における会計基準等の内容の適切な把握、会計基準等の変更等への的確な対応体制の整

備状況について、以下の点を含め、わかりやすく具体的に記載してください。 

・ 具体的な会計基準等の内容の適切な把握の手段 

・ 具体的な会計基準等の変更等への的確な対応体制の内容 

・ 直前事業年度における会計基準等の内容の適切な把握、会計基準等の変更等への的確な対応のた

めの研修等への具体的な参加状況（主催団体、開催日時、参加者数を含む。） 

 

ｃ．財務会計基準機構への加入に関する考え方 

・ 上場会社における財務会計基準機構への加入に関する考え方について、以下の点を含め、わかり

やすく具体的に記載してください。 

・ 会計基準等の内容の適切な把握、会計基準等の変更等への的確な対応の必要性が高まっているこ

とについての考え方 

・ 会計基準等の内容を適切に把握し、かつ、その変更等に対応するための体制が十分に整備できて

いるかどうか、また、改善すべき点があるかどうかについての考え方 

・ 財務会計基準機構への加入に関する検討過程（具体的な検討時期、検討内容、検討主体等を記載

してください。） 

・ 財務会計基準機構に加入する予定がある場合はその旨と加入予定時期。 
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３．ＭＳＣＢ等の転換又は行使の状況に関する開示 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、ＭＳＣＢ等（＊１）を発行している場合又は上場会社が発行する有価証券に係る金商法

第２条第２０項に規定するデリバティブ取引その他の取引が、上場会社が発行するＣＢ等と密接不可分

の関係であって、かつ、当該ＣＢ等及び当該デリバティブ取引その他の取引が一体としてＭＳＣＢ等と

同等の効果を有する場合には、当該ＣＢ等及び当該デリバティブ取引その他の取引を一体としてＭＳＣ

Ｂ等とみなし、毎月初に、前月におけるＭＳＣＢ等の転換又は行使の状況を開示することが義務付けら

れています（以下「ＭＳＣＢ等の月間行使状況に関する開示」という。）。 

また、「①月初からのＭＳＣＢ等の転換累計若しくは行使累計が当該ＭＳＣＢ等の発行総額の１０％

以上となった場合（＊２）」又は「②さらに同月中における開示後の転換累計若しくは行使累計が当該

ＭＳＣＢ等の発行総額の１０％以上となった場合（＊２）」についても、当該転換又は行使の状況を直

ちに開示することが義務付けられています（以下この開示のことを「ＭＳＣＢ等の大量行使に関する開

示」という。）。 
 

（＊１）「ＭＳＣＢ等」とは、ＣＢ等であって、ＣＢ等に付与又は表章される新株予約権又は取得請求権（以下「新

株予約権等」という。）の行使に際して払込みをなすべき１株あたりの額が、６か月間に１回を超える頻度で、当

該新株予約権等の行使により交付される上場株券等の価格を基準として修正が行われ得る旨の発行条件が付され

たものをいう。 

また、「ＣＢ等」とは、上場会社が第三者割当により発行する新株予約権付社債券、新株予約権証券及び取得

請求権付株券をいう。 

（＊２）新株予約権証券の場合は、対象期間に行使された新株予約権証券の数（個）が、発行総数（個）の１０％

以上となった場合のことをいう。 
 

【上場規程第４１０条、施行規則第４１１条】 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 対象期間にＭＳＣＢ等の転換又は行使が行われなかった場合は、「ＭＳＣＢ等の月間行使状況に関す

る開示」は不要となります。ただし、転換価額（行使価額）の修正があった場合は、その旨を開示し

てください。 

 

③ 上場会社が、ＭＳＣＢ等を発行する場合の開示については、「発行する株式、処分する自己株式、発

行する新株予約権、処分する自己新株予約権を引き受ける者の募集又は株式、新株予約権の売出し」

に係る実務上の取扱い等を参照してください。 

 

〔留意事項〕 

 

上場会社は、ＭＳＣＢ等を発行する場合には、ＭＳＣＢ等の買受人による転換又は行使を制限す

るよう措置を講じることが義務付けられています。 

【上場規程第４３４条】 

詳細は、「第３編第１章 【ＭＳＣＢ等の発行に関する実務上の留意事項】」を参照してくださ

い。 
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（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項を掲記し、開示・記載上の注意を参照のうえ、投資者が会社情報を適

切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適

切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

① ＭＳＣＢ等の月間行使状況に関する開示 

開示事項 開示・記載上の注意 

○ 開示資料の表題 ・ 表題は「ＭＳＣＢ等の月間行使状況に関するお知らせ」とする。 

・ なお、「ＭＳＣＢ等」の部分については、これに代えて、「転換価額修正条項付新

株予約権付社債」又は「行使価額修正条項付新株予約権付社債」のように表題の文

中に転換価額等の修正条項が設けられている旨を記載することでも差し支えないも

のとする。 

１．銘柄名 ※ 複数のＭＳＣＢ等を発行している場合、項番１．から６．までの各項目につい

て、銘柄（回号）ごとにそれぞれ記載する。 

２．対象月間の交付株式数 ・ 対象月間の交付株式数の合計を記載する。 

３．対象月間の転換（行使）額面

総額及び発行総額に対する転換

（行使）比率 

※ 新株予約権の場合は、対象月間中に行使された新株予約権の数（個）及び新株予

約権の発行総数（個）に対する行使比率を記載する。 

４．対象月の前月末時点における

未行使残存額 

※ 新株予約権の場合は、対象月の前月末時点における未行使の新株予約権の数

（個）を記載する。 

５．対象月の月末時点における未

行使残存額 

※ 新株予約権の場合は、対象月の月末時点における未行使の新株予約権の数（個）

を記載する。 

６．対象月間における転換（行

使）状況 

・ 対象月間の日付ごとに交付株式数（新株・移転自己株式）、転換（行使）価額、

転換（行使）額面総額（新株予約権の場合は、行使された新株予約権の個数）を記

載する。 

※ 行使がなかった日は、当該日付の欄は削除せず、転換（行使）価額のみを記載

する（交付株式数、額面総額は「－」とする。）。 

※ 対象月の前月末時点における発行済株式数についても併せて注記する。 

７．転換（行使）制限に関する状

況 

・ 転換（行使）制限に関する状況として、① 発行するＭＳＣＢ等のすべての回号

を合計した月間の交付株式数、② 発行の払込日時点における上場株式数及び③ 

転換（行使）制限に関する比率（①の数を②の数で除したもの。）を記載する。 

・ 転換（行使）制限を超えて行使が行われた場合には、その旨及びその理由につい

て、わかりやすく具体的に記載する。 

・ その他投資者が会社情報を適

切に理解・判断するために必要

な事項 

 

 

② ＭＳＣＢ等の大量行使に関する開示 

開示事項 開示・記載上の注意 

○ 開示資料の表題 ・ 表題は「ＭＳＣＢ等の大量行使に関するお知らせ」としてください。 

・ なお、「ＭＳＣＢ等」の部分については、これに代えて、「転換価額修正条項付新

株予約権付社債」又は「行使価額修正条項付新株予約権付社債」のように表題の文

中に転換価額等の修正条項が設けられている旨を記載することでも差し支えないも

のとする。 

１．銘柄名 ※ 複数のＭＳＣＢ等を発行している場合、項番１．から６．までの各項目につい

て、銘柄（回号）ごとにそれぞれ記載する。 

２．月初からの交付株式数  

３．月初からの転換（行使）額面

総額及び発行総額に対する転換

（行使）比率 

※ 新株予約権の場合は、対象月間中に行使された新株予約権の数（個）及び新株予

約権の発行総数（個）に対する行使比率を記載する。 

４．前月末時点における未行使残

存額 

※ 新株予約権の場合は、対象月の前月末時点における未行使の新株予約権の数

（個）を記載する。 

５．現時点における未行使残存額 ※ 新株予約権の場合は、対象月の月末時点における未行使の新株予約権の数（個）
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開示事項 開示・記載上の注意 

を記載する。 

６．月初からの転換（行使）状況 ・ 月初からの日付ごとに交付株式数（新株・移転自己株式）、転換（行使）価額、

転換（行使）額面総額（新株予約権の場合は、行使された新株予約権の個数）を記

載する。 

※ 行使がなかった日は、当該日付の欄は削除せず、転換（行使）価額のみを記載

する（交付株式数、行使額面総額は「－」とする。）。 

※ 前月末時点における発行済株式数についても併せて注記する。 

・ その他投資者が会社情報を適

切に理解・判断するために必要

な事項 

 

（注）同月中における開示後の転換累計又は行使累計が当該ＭＳＣＢ等の発行総額の１０％以上となった場合に開示する

ときは、２．３．４．及び６．の開示事項について、それぞれ「前回開示後からの交付株式数」「前回開示後からの転

換（行使）額面総額」「前回開示時点における未行使残存額」及び「前回開示後からの転換（行使）状況」として開示

する。 
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４．支配株主等に関する事項の開示 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

支配株主又はその他の関係会社を有する上場会社は、事業年度経過後３か月以内に、支配株主等に関

する事項を開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４１１条第１項、施行規則第４１２条】 
 

 

【支配株主の定義について】 
 

・ 「支配株主」とは、次の①②のいずれかに該当する者をいう。 

① 親会社 

② 主要株主で、当該主要株主が自己の計算において所有している議決権と、次に掲げる者（③④）

が所有している議決権とを合わせて、上場会社の議決権の過半数を占めているもの（①を除く。

以下「支配株主（親会社を除く。）」という。） 

③ 当該主要株主の近親者（二親等内の親族をいう。以下同じ。） 

④ 当該主要株主及び③が、議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等（会社、

指定法人、組合その他これらに準ずる企業体（外国におけるこれらに相当するものを含む。）

をいう。）及び当該会社等の子会社 

【上場規程第２条第４２号の２、施行規則第３条の２】 

 

・ 「支配株主等」とは、上記①、②、③、④又は⑤その他の関係会社のいずれかに該当する者をいう。 

 

（参考）主要株主の近親者が議決権を所有している場合において、「②支配株主（親会社を除く。）」の判断にあ

たって注意を要する例 
 

○ 上場会社の主要株主（個人）が議決権の４５％を、また、当該主要株主の弟が同６％を 

それぞれ自己の計算において保有している場合。 

→ 当該主要株主が「②支配株主（親会社を除く。）」に該当します。 
 

○ 上場会社の主要株主（個人）が議決権の４０％を、また、当該主要株主の弟が同１１％を 

それぞれ自己の計算において保有している場合。 

→ 当該主要株主及びその弟が、それぞれ「②支配株主（親会社を除く。）」に該当します。 

 
 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 原則として、最近事業年度の末日現在の状況について記載してください。ただし、その後、支配株

主又はその他の関係会社の異動が生じた場合は、その状況を踏まえて最近日現在の状況について記載

してください。 

 

③ 非上場の親会社又はその他の関係会社を有している上場会社に限らず、支配株主又はその他の関係

会社を有しているすべての上場会社が開示義務の対象となります。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、親会社、支配株主（親会社を除く。）、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会

社の状況及び上場会社との関係等について、所定の開示事項を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を

参照のうえ、投資者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事

項に限らず、投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

ａ．親会社、支配株主（親会社を除く。）、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商

号等 
 

・ 親会社、支配株主（親会社を除く。）、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社について、

① 商号又は名称、② 上場会社の議決権に対する所有割合（間接所有を含んだ割合を記載すると
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ともに、間接所有の割合を内書きとして記載する。）、③ 支配株主等が発行する株券等が上場され

ている金融商品取引所等（外国の金融商品取引所及び組織された店頭市場を含む。）の商号又は名称

を記載する。 
 

※ 事業年度の末日と異なる日が有価証券報告書に記載される大株主の状況に係る基準日（「株主等

基準日」）である上場会社は、②の上場会社の議決権に対する所有割合については、株主等基準

日現在の内容を記載してください。 

※ ②の間接所有の記載において、「親会社」「その他の関係会社」「その他の関係会社の親会社」で

は間接所有分の議決権割合を、「支配株主（親会社を除く。）」では、支配株主への該当性を判断

するに際し合算対象となる者（【支配株主の定義について】の③④）の所有する議決権割合を記

載してください。 
 

ｂ．親会社等が複数ある場合は、そのうち上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社

等の商号又は名称及びその理由 
 

・ 親会社等が複数ある場合は、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社等の商号又は

名称及びその理由を記載する。複数の会社等が上場会社に与える影響が同等であると認められる場

合は、そのすべての会社について記載し、影響が同等であると認められる理由を記載する。 
 

※ 親会社等が複数でない場合は、この項目を設ける必要はありません。 

※ 親会社又はその他の関係会社が存在しない場合（「支配株主（親会社を除く。）」のみの場合）は、

この項目を設ける必要はありません。 

※ 親会社等が複数ある場合における上場会社に与える影響を判断するにあたっては、上場会社の

意思決定や事業活動に与える影響の大きさについて検討することになります。一般的には、議決

権（間接保有を含む。）をより多く有している親会社等や、最終的な影響力を行使し得る立場に

あり、企業グループとしての方向性を決定できる資本上位会社である親会社等が、影響が最も大

きいものと考えられます。ただし、形式的にそのような立場にあっても影響力が実際には行使さ

れず、議決権所有割合の少ない親会社等や、相対的に資本下位会社であっても人事、取引等の関

係を通じて日常的な意思決定や事業活動に影響を与えることができる親会社等が、むしろ影響が

最も大きいものと考えられる場合も想定されます。そのため、支配株主等に関する事項の開示に

おいては、上場会社の意思決定や事業活動に与える影響について、各社の実状に照らして、総合

的に勘案して判断してください。 
 

ｃ．非上場の親会社等に係る決算情報の適時開示が免除されている場合、その理由 
 

・ 親会社等（＊１）が、上場株券等の発行者でない場合（＊２）で、当該親会社等について、非上

場の親会社等に係る決算情報の適時開示が免除されているとき（上場規程第４１１条第３項の適用

を受ける場合）は、当該免除を求めるにあたり当取引所に提示した理由を記載する。 
 

（＊１）親会社等が複数ある場合には、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の

ことをいう。上場会社に与える影響が最も大きい会社が複数ある（影響が同等である）場合

は、上場会社が選択したいずれか１社のことをいう。 

（＊２）国内の金融商品取引所に上場されている株券等の発行者又は外国の金融商品取引所若し

くは組織された店頭市場において上場若しくは継続的に取引されている株券等（預託証券を

含む。）の発行者でない場合をいう。 
 

※ 該当しない場合は、この項目を設ける必要はありません。 

※ 親会社又はその他の関係会社が存在しない場合（「支配株主（親会社を除く。）」のみの場合）は、

この項目を設ける必要はありません。 
 

ｄ．親会社等の企業グループにおける位置付けその他の親会社等との関係 
 

・ 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けや親会社等からの独立性の確保の状況等に

ついて、以下の事項を記載する。 
 

（ａ）親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けについて、親会社等やそのグループ企

業との取引関係や人的関係、資本関係などの面から記載する。 

※ 特に、親会社等又はそのグループ企業との間で、役員・従業員の上場会社役員との兼務

や相当数の出向者の受入れがある場合（注）、金銭等の貸借関係、保証・被保証関係等があ

る場合、主要な製品に係るライセンス等の供与がある場合、営業取引における依存度合い

が著しく高い場合、重要な製造設備等について賃貸借関係等がある場合などにあっては、

これらの状況（数、金額、構成比等を用いて具体的に）及びそのような形態を採っている

理由を記載することが望まれます。 
 

（注）親会社等又はそのグループ企業の役員又は従業員が、上場会社の役員を兼務してい

る場合及び親会社等又はそのグループ企業から出向者の受入れがある場合には、その

内容（人数、役職（出向者の場合は部署名）、親会社等又はそのグループ企業名等）及
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び理由について記載することが望まれます。 
 

（ｂ）（ａ）の記載を踏まえ、親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク

及びメリット、また、上場会社が、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的関係、

資本関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等についても記載する。 
 

（ｃ）上場会社は、親会社等の企業グループとしての経営方針や親会社等による議決権保有・行

使による影響を受けて活動する中においても、上場会社として、事業活動や経営判断におい

て一定の独立性を有することが必要となるが、（ｂ）に記載した親会社等の企業グループに属

することによる事業上の制約、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的関係、資本

関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等がある中における、親会社等からの一定

の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策について記載する。 
 

（ｄ）（ａ）～（ｃ）を踏まえて、親会社等からの一定の独立性の確保の状況について、理由を含

めて記載する。 
 

※ 親会社等が複数ある場合は、各社ごとに記載する方式又はまとめて記載する方式のいずれでも

差し支えないものとします。 

※ 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置けや親会社等からの独立性の確保の状況等に

ついては、親会社等の企業グループとの関係とそれらが上場会社の独立性に及ぼす影響等及び独

立性の確保に関する施策などを関連づけて記載することが望まれます。 
 

ｅ．支配株主等との取引に関する事項 
 

・ 「関連当事者との取引」に関する注記（財表規則第８条の１０又は連結財規第１５条の４の２）

のうち、支配株主等との取引に関する事項を記載する。 
 

※ 決算短信において、財務諸表又は連結財務諸表中に、「関連当事者との取引」に関する注記を記

載している場合には、当該注記を参照する旨を記載することで足りるものとする。 
 

ｆ．支配株主を有する場合は、支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履

行状況 
 

・ コーポレート・ガバナンス報告書の「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方

策に関する指針」に定める方策の履行状況を記載する。 
 

※ 当初、支配株主を有していないため、コーポレート・ガバナンス報告書に上記指針を記載して

いなかった場合であって、その後、支配株主を有することとなったときは、遅滞なく、上記指針

を記載・変更のうえ、同報告書を提出してください。 

【上場規程第４１９条第１項】 
 

ｇ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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（参考）親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けや親会社等からの独立性の

確保の状況等についての開示例 
 

親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けや親会社等からの独立性の確保の状況等について

は、親会社等の企業グループとの関係とそれらが上場会社の独立性に及ぼす影響等及び独立性の確保に関す

る施策などを関連づけて記載することが望まれます。参考までに開示例の骨子を掲げると以下のとおりです。 

なお、親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けや親会社等からの独立性の確保の状況等は、

それぞれ上場会社によって異なると考えられますので、参考例１～３の例の記載に限らず、広範かつ具体的

に記載するようにしてください。 

 

 

参考例１ 参考例２ 参考例３ 

（営業取引における依存度合

いが著しく高い場合） 

（役員・従業員の上場会社役

員との兼務や相当数の出向

者の受入れがある場合） 

（主要な製品に係るライセン

ス等の供与や重要な設備等

について賃貸借関係等があ

る場合） 

① 親会社等の企業グ

ループにおける上場会

社の位置付け、親会社

等やそのグループ企業

との取引関係や人的・

資本的関係 

(株)○○は当社議決権の

△％を所有する親会社です。

当社は親会社の企業グループ

の中で□□事業分野に属し×

×事業を担う唯一の企業であ

ります。当社は親会社の企業

グループから◇◇製品の一部

品である●●の生産を受託し

ており、●●の親会社の企業

グループに対する売上比率は

約▲％となっております。 

当社及び親会社の企業グ

ループは、○○に関するサー

ビスを提供しております。こ

のうち当社は△△に関する事

業を行っており、親会社の企

業グループと類似した事業を

営んでいますが、□□の点で

事業領域が異なっておりま

す。当社は△△事業を推進す

るに当たり、親会社の企業グ

ループとの一定の協力関係を

保つ必要があると認識してお

ります。そこで、当社には親

会社との経営情報及び技術ノ

ウハウの交換等を目的とし

て、親会社との兼任取締役×

名が就任しております。ま

た、当社の◇◇部門の●●を

目的として親会社の企業グ

ループから▲名を出向者とし

て受け入れております。 

 

当社は親会社である(株)○

○の△△事業部門を分離独立

して設立されたことから、□

□に関する基本的な技術は親

会社が有しており、親会社と

□□技術に関するライセンス

契約を締結しています。ま

た、当該ライセンス契約に基

づき売上高の×％をロイヤリ

ティーとして親会社に支払っ

ているほか、当社の支店●店

のうち▲店の親会社からの賃

借や…などの取引関係があり

ます。その概要は以下のとお

りです（最近事業年度の取引

内容や、金額、比率などを表

形式などにより記載（「関連

当事者との取引」に関する注

記を記載している場合にはそ

の旨））。 

② 親会社等の企業グ

ループに属することに

よる事業上の制約、リ

スク及びメリット、親

会社等やそのグループ

企業との取引関係や人

的関係、資本的関係な

どの面から受ける経

営・事業活動への影響

など 

(株)○○は当社の議決権の

△％を所有しておりますが、

事業活動を行ううえでの承認

事項など親会社からの制約は

ありません。親会社の企業グ

ループは当社の大口、かつ、

安定した取引先ですが、親会

社の企業グループに対する売

上比率が約▲％と高いため、

当社の業績は親会社の企業グ

ループにおける◇◇製品の販

売動向に大きく依存する状況

にあります。 

当社は、…といった効率的

な事業運営や…などの顧客満

足度の向上を目的として、親

会社の企業グループと一定の

協力関係を構築しておりま

す。このような中、当社の取

締役◆名のうち社外取締役で

ある×名は親会社の取締役を

兼任していることから、親会

社の▽▽に関する方針などが

当社の経営方針の決定などに

ついて、影響を及ぼし得る状

況にあります。また、現状◇

◇部門の従業員▼名のうち▲

名は親会社の企業グループか

らの出向者であり、当社の◇

◇は当該出向者に相当程度依

親会社とのライセンス契約

に基づく□□技術を用いた当

社製品の売上高は◆◆百万

円、総売上高の▽％となって

おり、本ライセンス契約が更

新されない場合には当社の業

績に影響を及ぼします。ま

た、親会社の△△事業部門を

分離独立して設立されたこと

から、親会社からの支店の賃

借や…などの取引関係を有し

ており、当社の事業基盤の一

部について親会社に依存して

いる状況にあります。 

なお、親会社とのライセン

ス契約は契約当事者からの申

し出がない限り２年ごとに自
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参考例１ 参考例２ 参考例３ 

（営業取引における依存度合

いが著しく高い場合） 

（役員・従業員の上場会社役

員との兼務や相当数の出向

者の受入れがある場合） 

（主要な製品に係るライセン

ス等の供与や重要な設備等

について賃貸借関係等があ

る場合） 

存している状況にあります。 動更新されることとなってお 

り、現在当該契約が更新され

ない事象を認識していませ

ん。 

 

③ 親会社等の企業グ

ループに属することに

よる事業上の制約、親

会社等やそのグループ

企業との取引関係や人

的関係、資本関係など

の面から受ける経営・

事業活動への影響など

がある中における、親

会社等からの一定の独

立性の確保に関する考

え方及びそのための施

策 

当社の親会社の企業グルー

プへの売上比率は高いもの

の、当社では独自の研究開

発、市場調査、企画、購買、

生産、販売活動を行ったうえ

で、親会社の企業グループへ

●●を販売しております。親

会社の企業グループとの取引

条件は各企業と個別協議によ

り決定されており、その他親

会社の企業グループ外企業の

取引条件と同様のものとなっ

ております。また、当社は親

会社の企業グループからの事

業活動の独立性を高めるた

め、親会社の企業グループ外

への販売経路の拡大にも努め

ており、親会社の企業グルー

プに対する売上比率も漸次低

下する見込みです。 

当社は、親会社の企業グ

ループと類似した事業を営ん

でいますが、□□の点で明確

な事業の棲分けがなされてお

り、親会社の企業グループか

ら当社の自由な事業活動を阻

害される状況にはないと考え

ております。また、当社は、

親会社との経営情報及び技術

ノウハウの交換などを目的と

して、親会社から兼任取締役

が就任しておりますが、当社

の取締役のうち親会社の兼任

取締役は×名と半数に至る状

況にはなく、その就任は当社

からの要請に基づくものであ

ることから、独自の経営判断

が行える状況にあると考えて

おります。今後は、経営の独

立性を一層高める観点から、

親会社の企業グループ外から

の社外取締役の登用も検討し

ております。また、当社の◇

◇部門へ親会社の企業グルー

プから相当数の出向者を受け

入れておりますが、これは●

●を目的として当社が依頼し

たものであります。さらに、

出向者のうち管理職などの重

要な役職にある者はおりませ

ん。近年◇◇部門の●●が図

られてきたことから、今後は

出向者の帰任やプロパー社員

の採用の拡大、また、出向者

の転籍などにより出向関係の

解消が進むと考えておりま

す。 

 

当社では独自の研究開発活

動を行っており、親会社との

ライセンス契約に基づく□□

技術を用いない当社製品の売

上高は総売上高の▼％であ

り、当該ライセンス契約に基

づく技術のみに依存している

状況にはありません。また、

親会社との賃借取引などは、

…に関する部分であり、当社

の事業方針や事業基盤の根幹

に影響を与えるものではない

と考えております。さらに、

親会社からの支店賃借や…な

どの取引は、…のために現状

当社にとって必要な取引であ

ると認識しておりますが、当

社独自の体制整備に伴い順次

解消しております。なお、親

会社との取引条件などは近隣

相場や市場価格を参考に双方

協議のうえ合理的に決定され

ております。 

④ 親会社等からの一定

の独立性の確保の状況

（理由を含む） 

親会社からの事業上の制約

はなく、独自に事業活動を

行っており、また、親会社の

企業グループへの価格交渉力

を有するなど、親会社からの

一定の独立性が確保されてい

ると考えています。 

当社は親会社の企業グルー

プと緊密な協力関係を保ちな

がら事業展開する方針であり

ますが、親会社の企業グルー

プとの事業の棲分けがなされ

ており、親会社兼任取締役の

就任状況や出向者の状況は、

独自の経営判断を妨げるほど

当社は、親会社とのライセ

ンス契約や賃借取引など、事

業基盤の一部を親会社へ依存

しております。しかしなが

ら、当社独自製品の売上構成

比は▼％と低いものではない

と認識しております。また、

親会社との賃借取引などは、
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参考例１ 参考例２ 参考例３ 

（営業取引における依存度合

いが著しく高い場合） 

（役員・従業員の上場会社役

員との兼務や相当数の出向

者の受入れがある場合） 

（主要な製品に係るライセン

ス等の供与や重要な設備等

について賃貸借関係等があ

る場合） 

のものではなく、一定の独立

性が確保されていると認識し

ております。 

当社の事業基盤全体に影響を

与えるものではありません。

よって、親会社との取引は、

当社全体としての独立性を妨

げるほどのものではないと考

えています。 

 

 

（役員の兼務状況） 

役職 氏名 
親会社等又はそのグループ

企業での役職 
就任理由 

非常勤取締役 ×× 
親会社○○（株) 

取締役技術本部長 
技術ノウハウの交換等のため当社から就任を依頼 

（注）当社の取締役●名、監査役▲名のうち、親会社との兼任役員は当該１名のみである。 

 

（出向者の受入れ状況） 

部署名 人数 
出向元の親会社等又は 

そのグループ企業名 
出向者受入れ理由 

○○部 □名 親会社●●（株) ○○部門強化のため当社から依頼 

××部 △名 親会社の子会社(株)▲▲ ××部門強化のため当社から依頼 

（注）   年  月現在の当社の従業員数は●名である。 
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５．非上場の親会社等の決算情報 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、親会社等（※）の「事業年度若しくは中間会計期間（当該親会社等が四半期財務諸表提出

会社である場合には、四半期累計期間）又は連結会計年度若しくは中間連結会計期間（当該親会社等が

四半期連結財務諸表提出会社である場合には、四半期連結累計期間）に係る決算の内容が定まった場合」

は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４１１条第２項、第３項】 
 

（※）開示対象となる親会社等については、非上場の親会社等に限定されています。詳細は、後述の〔開示対象とな

る親会社等について〕を参照してください。 

 

〔開示に関する注意事項〕 

〇 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、当該親会社等の概要を記載したうえで、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載

上の注意（細字）を参照のうえ、投資者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。

また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載し

てください。 

 

ａ．親会社等の概要 

・ 名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金を記載する。 

ｂ．当該親会社等の財務諸表 

・ 貸借対照表及び損益計算書を添付する。キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には

キャッシュ・フロー計算書も添付する。 

※ 金商法に基づく財務諸表を作成している場合には、当該財務諸表を開示する。会社法による貸借

対照表及び損益計算書のみ作成している場合には、当該書類を開示する。 

※ 連結財務諸表、中間財務諸表、中間連結財務諸表、四半期財務諸表、四半期連結財務諸表を作成

している場合には、その内容が定まり次第、当該書類も開示する。なお、親会社等が外国会社であ

る場合で、個別財務諸表、中間財務諸表、四半期財務諸表を作成していないときには、連結財務諸

表、中間連結財務諸表、四半期連結財務諸表のみ開示する。 

ｃ．当該親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況、役員の状況 

・ 有価証券報告書様式（開示府令第３号様式（当該親会社等が外国会社である場合には、第８号様

式））の「株式等の状況」における「所有者別状況」及び「大株主の状況」並びに「役員の状況」に

準じて記載する。 

ｄ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

 

〔開示対象となる親会社等について〕 

開示対象となる親会社等については、非上場の親会社等に限定されています。 

「親会社等」（※）とは、原則として、① 親会社、② その他の関係会社及び③その他の関係会社

の親会社のことをいいます。ただし、その対象を「会社」のみに限定しており、「組合等」は、開示対

象の範囲から除くこととしています。 
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（※）親会社等が複数ある場合には、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社等１社が適用の対象と

なります。その影響が同等であると認められるときは、そのうち上場会社が選択したいずれか１社が適用の対

象となります。 

 

この「親会社等」が国内の金融商品取引所に上場されている株券の発行者である場合又は以下ａ～ｃ

に該当する場合には、「非上場の親会社等」には該当せず、決算情報を開示する必要はありません。 
 

ａ．当該親会社等が外国の金融商品取引所又は組織された店頭市場において上場又は継続的に取引

されている株券（預託証券を含む。）の発行者である場合 
 

ｂ．当該親会社等について上場会社との事業上の関係が希薄であり、上場会社が親会社等に係る決

算の内容を把握することが困難であると当取引所が認める者である場合 
 

ｃ．その他当取引所が適当と認める者である場合 
 

※ ｂのケースに該当する場合としては、例えば、上場会社の株式の買占めを行った敵対的買収者

が親会社等に該当することとなるような場合であって、上場会社が当該親会社等の会社情報を把

握することが困難なケースが想定されます。この規定の適用を受けて当該親会社等に係る会社情

報の開示を行う必要がないとされた上場会社は、事業年度経過後３か月以内に行われる支配株主

等に関する事項の開示において、当該免除を求めるに当たって当取引所に提示した理由を開示し

てください。 

 

〔親会社等との連絡体制の整備等〕 

・ 非上場の親会社等に関する決算情報を開示しなければならない上場会社は、当該親会社等の決算情報

を適切に把握できるよう、当該親会社等との連絡体制を整備するなど、適切な開示体制の構築に努め

ていただくようお願いします。 
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６．事業計画及び成長可能性に関する事項の開示 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

グロース市場の上場会社は、投資者に合理的な投資判断を促す観点から、「事業計画及び成長可能性

に関する事項」について、新規上場日の開示が求められるほか、少なくとも１事業年度に対して１回以

上の頻度（うち、事業年度経過後３か月以内に１回以上）で、進捗状況を反映した最新の内容によって

開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４０８条の２、施行規則第４０８条】 
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事業計画及び成長可能性に関する事項の開示 作成上の留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 開示時期 

・ 「事業計画及び成長可能性に関する事項」は、新規上場日の開示が求められるほか、少なくとも１事業年度に対して

１回以上の頻度（事業年度経過後３か月以内に少なくとも１回）で、進捗状況を反映した最新の内容によって開示す

ることが求められます。 

・ 上記にかかわらず、事業計画を見直した場合や、事業の内容に大幅な変更があった場合など、記載内容に重要な変更

が生じた場合には、速やかにその内容について開示してください。 

 

○ 記載内容 

項目 記載のポイント 

■ビジネスモデル 

（１）事業の内容 
 

・ 企業グループのビジネスモデルや取り扱っている製商品・サービスの内容、及び

それらの特徴を分かりやすく記載してください。 

※ ビジネスモデルについては、事業の流れや、仕入先・販売先等の属性、それら

との関係に触れて記載することが考えられます。 

※ これまでの事業の進捗状況を記載することも考えられます。 

・ 企業グループが複数の事業を行っている場合には、事業ごとの全社業績における

寄与度を、売上高、利益の構成比等を用いて、記載してください。 

※ 将来的な寄与度の変化が見込まれる場合には、その内容について記載してくだ

さい（事業ごとの現在の成長ステージを記載することも考えられます。）。特に

先行投資型企業（成長の実現に向けて、研究開発やマーケティング等に係る投

資が先行することにより、現状、赤字など収益性が低くなっている企業。以下

同じ。）においては、将来の事業構成の変化に関する見通しの記載が重要であ

ると考えられます。 

・ 主要な製商品の販売にあたって、今後、当局の承認が必要な場合には、必要とな

る許認可等の内容や取得に係るプロセスを記載してください。 

（２）事業の収益構造 ・ 企業グループの収益・キャッシュフロー獲得の方法や、それに要する主な費用の

内容・構成等を記載してください。 

※ 企業グループが複数の事業を行っている場合には、事業ごとにこれらの内容を

記載することが考えられます。 

※ 将来的な収益構造の変化が見込まれる場合には、その内容について記載してく

ださい。特に先行投資型企業においては、将来の収益構造の変化に関する見通

しの記載が重要であると考えられます。 

・ 契約等において、事業の収益構造に重要な影響を与える条件が定められている場

合には、当該契約等の内容（契約等の相手先、契約の概要、重要な影響を与える条

件等の内容、影響の程度など）を記載してください。 

※ 例えば、プラットフォーム運営会社との間で収益分配に係る条件が定められて

いる場合や、先行投資型企業において、将来受け取る予定の収入（ロイヤリ

 グロース市場の上場会社は、投資者に合理的な投資判断を促す観点から、「事業計画及び成長可能性に関す

る事項」を継続的に開示することが求められます。 

 本資料は、「事業計画及び成長可能性に関する事項」として記載いただく内容をまとめたものです。 

 開示資料の様式は問いません。決算説明会などの投資者向け説明会の資料に含めて作成・開示することも

可能です。（なお、適時開示情報伝達システム（ＴＤｎｅｔ）による開示にあたり、ファイル形式がＰＤＦ

に限定されます。また、ファイルサイズの上限（１０ＭＢ）にもご注意ください。） 

 開示資料の作成にあたっては、以下の「記載内容」に掲げる事項について、グラフや図表等を用いること

を含めて、分かりやすく記載してください。 

 「記載内容」の順序は問いません。順序の入替えのほか、複数の項目をまとめて記載すること、以下に掲

げられていないその他の項目について記載することも考えられます。 

 本開示の内容について、投資者の理解を深め、合理的な投資判断を促す観点から、双方向型の説明会を実

施するなど、投資者との間で対話を行っていただくことが望まれます。 
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項目 記載のポイント 

ティ収入等）等に係る条件が定められている場合には、その内容を記載するこ

とが考えられます。 

■市場環境 

（１）市場規模 

 

・ 企業グループがターゲットとする具体的な市場の内容（顧客の種別、地域など）

及び規模を、できる限り信憑性・客観性の高いデータ等を用いて記載してくださ

い。 

※ 第三者機関が作成したデータ等を想定しています。記載に当たっては、その

出典を記載してください。 

※ 第三者機関が作成したデータ等がない場合、十分な根拠を有したものである

ときには各社が独自に測定したものを用いることも想定されます。その場

合、投資者の誤解を招かないよう、独自の測定に用いたデータの出典や前提

条件を詳細に記載してください。 

※ 投資者が、企業グループの事業の成長余地を評価する上で有用な情報を記載

してください。 

※ ターゲットとする具体的な市場の規模に関するデータ等がない場合でも、投

資者の投資判断に有用と考えられるときには、企業グループの事業が属する

市場全体の市場規模について記載をすることが考えられます。 

※ 企業グループが複数の事業を行っている場合には、事業ごとにこれらの内容

を記載することが考えられます。 

・ 企業グループがターゲットとする市場の成長や変化が見込まれる場合には、その

成長や変化に対する会社の認識を記載してください。 

※ 将来予測を行っている場合には当該内容について記載することが考えられま

す。なお、将来予測を記載する場合には、予測において用いた前提条件（第

三者機関が作成したデータの場合はその出典）を記載してください。 

（２）競合環境 ・ 企業グループの主要な製商品・サービスごとに、競合の状況（競合の内容（顧

客・地域の重複、代替性など）、自社のポジショニング、シェア等）を記載してく

ださい。 

※ 客観的な事実（例えば、第三者機関が作成したデータ等をはじめとする公開

情報）を踏まえて、記載してください。 

■競争力の源泉 

（１）経営資源・競争優位性 

 

・ 成長ドライバーとなる技術・知的財産、ビジネスモデル、ノウハウ、ブランド、

人材（経営陣等）等の状況及びそれらの競争優位性について記載してください。 

※ 競合他社や既存の製商品・サービスとの差別化を可能とした独自の特徴・強

み（例えば、付加価値の高い製品の提供や低コストの提供が可能である点

等）について、客観的な事実（例えば、保有している技術の有効性を示す

データ等）を踏まえて記載してください。 

※ 先行投資型企業においては、競合他社や既存の製商品・サービスと比較して

競争優位性を有すること及び今後その競争優位性を獲得・維持する見込みが

あることについて、客観的な事実を踏まえた具体的な記載が特に重要である

と考えられます。 

※ 企業グループが複数の事業を行っている場合は、事業ごとにこれらの内容を

記載することが考えられます。 

■事業計画 

 

 

 

（１）成長戦略 

※ 事業計画の対象期間については、上場会社各社の事業内容、ビジネスモデル

に応じて異なることが想定されます。投資者に合理的な投資判断を促す観点

から、各社において適切な期間を設定してください（その際、期間の設定理

由についても記載することが考えられます。）。 

 

・ 企業グループのビジネスモデル、市場環境、競争力の源泉を踏まえた経営方針・

成長戦略を記載してください。 

※ 競争力の源泉をどのように維持・強化するのかという観点で記載することが

考えられます。 

・ 当該経営方針・成長戦略を実現するための具体的な施策の内容を記載してくださ

い。 

※ 研究開発計画、設備投資計画、マーケティング計画、人員計画及び資金計画

などの成長戦略の実行に必要な計画（具体的な目標や達成見込み時期等）を
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項目 記載のポイント 

記載することが考えられます。 

※ 先行投資型企業においては、研究開発・設備投資・営業活動等の先行投資の

内容（成長戦略と結び付けた投資の狙い）及び今後の投資計画（事業進捗に

応じた投資方針の変更や投資継続の判断に係る考え方を含む）について、具

体的に記載することが特に重要であると考えられます。 

※ 企業グループが複数の事業を行っている場合は、それぞれの事業の経営方

針・成長戦略における位置づけを踏まえつつ、事業ごとの施策の内容を記載

することが考えられます。 

（２）経営指標 ・ 経営上重視している、成長戦略の進捗を示す重要な経営指標（投資者の投資判断

に影響を及ぼすもの）について、当該指標を採用した理由、実績値及び具体的な目

標値を記載してください。 

※ 継続的に進捗を測定できる指標（例えば、ユーザー数、ユーザー一人当たり

の単価、顧客獲得単価など）を記載してください。 

※ 自社で算定する指標を用いる場合は、算定方法を記載してください。 

※ 事業計画の進展や見直しに伴って、経営指標の追加・変更を行う場合には、

追加・変更の理由を記載することが考えられます。また、主たる経営指標の

変更を行う場合であっても、それまで記載していた経営指標が合理的に算出

可能であるときは、その記載を継続することも考えられます。 

（３）利益計画及び前提条件 ・ 中期利益計画を公表している場合（公表する場合）は、その内容及び前提条件を

記載してください。 

※ 記載可能な数値のみで足り、記載をする場合には、合理的な数値であること

が求められます。 

※ 記載をする場合には、成長戦略との関連性を踏まえて、事業ごとの計画値を

記載することが考えられます。 

（４）進捗状況 ・ 前回記載した事項の達成状況（成長戦略を実現するための具体的な施策の実施状

況や、経営指標や利益計画の達成状況など）や前回記載した事項からの更新内容を

記載してください。 

※ 更新がない事項については、その旨を記載することが考えられます。 

※ 進捗状況の記載を取りやめることとした事項がある場合は、その旨及び理由

を記載してください。 

・ 次に「事業計画及び成長可能性に関する事項」の開示を行うことを予定している

時期を記載してください。 

※ ビジネスモデルや設定する経営指標の特性によっては、１年に２回以上の頻

度で開示することも考えられます。あらかじめ、開示頻度の方針を定めてい

る場合には、当該方針を記載してください。 

※ 経営指標等の進捗状況については、例えば、決算短信・四半期決算短信やそ

れらの補足説明資料において、定期的に開示することも考えられます（その

場合には、本開示において、その旨を記載してください。）。 

■リスク情報 

（１）認識するリスク 
 

・ 成長の実現や事業計画の遂行に重要な影響を与える可能性があると認識する主要

なリスクを記載してください。 

※ 有価証券報告書（新規上場の会社においては有価証券届出書等）の「事業等の

リスク」に記載の内容のうち、成長の実現や事業計画の遂行に影響する主要な

リスクを抜粋して記載してください。 

※ その他のリスクは、有価証券報告書（新規上場の会社においては有価証券届出

書等）の「事業等のリスク」を参照する旨、記載してください。 

※ 前回の更新時に記載したリスクについて、記載を行わないこととした場合に

は、その旨およびその理由を記載してください。 

・ リスクが顕在化する可能性の程度や時期、顕在化した場合の成長の実現や事業計

画の遂行に与える影響の内容を記載してください。 

（２）リスク対応策 ・ 主要なリスクへの対応策を記載してください。 

※ 経営方針・成長戦略等との関連性を踏まえて記載してください。 

 

以 上 
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７．上場維持基準への適合に向けた計画の開示 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、その発行する上場株券等が、事業年度の末日等において、上場維持基準のいずれかに適

合しない状態となった場合は、当該状態となった時から起算して３か月以内に、基準ごとに定める改善

期間内に当該基準に適合するための取組み及びその実施時期を記載した計画を開示することが義務付け

られています。 

また、上場会社は、当該基準に適合するまでの間、計画の内容について訂正又は変更すべき事情が生

じた場合は、直ちに訂正又は変更後の計画を開示することが義務付けられています。 

上場維持基準に係る経過措置が適用されている場合には、適用される基準のいずれかに適合しない状

態となった場合のほか、市場区分ごとの上場維持基準に適合しない状態となった場合にも、計画を開示

することとなります。（※） 

 

※ ２０２２年４月３日時点において旧市場区分（市場第一部、市場第二部、マザーズ又はＪＡＳ

ＤＡＱ）に上場していた株券等の発行者については、市場区分ごとの上場維持基準のいずれかに適

合しない状態となった場合に、基準に適合するための取組み及びその実施時期を記載した計画を開

示し、当該基準に適合するまでの間、各事業年度の末日等から起算して３か月以内に、当該計画の

進捗状況を開示することにより、上場維持基準に係る経過措置が適用されます。なお、２０２５年

３月１日以後に到来する上場維持基準に関する基準日から本来の上場維持基準が適用されます。２

０２３年３月末までに、２０２６年３月１日以後最初に到来する基準日を超える時期を終了期限と

する適合計画等を開示している会社については、当該基準日の翌日から当該終了期限における適合

状況を確認するまでの間、監理銘柄に指定します。 

２０２３年４月以降開示を行う計画においては、２０２６年３月１日以後最初に到来する基準日

を超える時期を計画の終了期限として設定することはできません。 

 また、移行後に市場区分の変更を行った場合や特別注意銘柄に指定された場合は、経過措置の適

用対象外となります。 

 

 

（参考）上場維持基準の概要 

スタンダード市場  

項目 上場維持基準 改善期間 
経過措置の適用対象の場合（＊） 

適用される基準 改善期間 

流動性 

株主数 ４００人以上 

１年 

１５０人以上 

１年 
流通株式数 

２，０００単

位 

以上 

５００単位以上 

流通株式 

時価総額 
１０億円以上 ２．５億円以上 

売買高 
月平均売買高 

１０単位以上 
６か月 

月平均売買高 

１０単位以上 
６か月 

ガバナンス 流通株式比率 
２５％以上 

（※１） 

原則１年 

（※３） 

（５％以上） 

（※５） 
（なし） 

財政状態 純資産の額 
正であること 

（※２） 

原則１年 

（※４） 

正であること 

（※２） 

原則１年 

（※４） 

（＊）経過措置の適用対象：旧市場第一部・市場第二部・ＪＡＳＤＡＱスタンダードに上場していた会社（スタ

ンダード市場の上場維持基準に適合していない場合には、適合に向けた計画及び進捗状況の開示を行っている場合

に限る）
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プライム市場 

項目 上場維持基準 改善期間 
経過措置の適用対象の場合（＊） 

適用される基準 改善期間 

流動性 

株主数 ８００人以上 

１年 

８００人以上 

１年 
流通株式数 ２万単位以上 １万単位以上 

流通株式 

時価総額 

１００億円以

上 
１０億円以上 

売買代金／ 

売買高 

日次平均 

売買代金 

０．２億円以

上 

月平均売買高 

４０単位以上 
６か月 

ガバナンス 流通株式比率 
３５％以上 

（※１） 

原則１年 

（※３） 

（５％以上） 

（※５） 
（なし） 

財政状態 純資産の額 
正であること 

（※２） 

原則１年 

（※４） 

正であること 

（※２） 

原則１年 

（※４） 

（＊）経過措置の適用対象：旧市場第一部に上場していた会社（プライム市場の上場維持基準に適合していない場合に

は、適合に向けた計画及び進捗状況の開示を行っている場合に限る） 

 

グロース市場 

項目 上場維持基準 改善期間 
経過措置の適用対象の場合（＊） 

適用される基準 改善期間 

流動性 

株主数 １５０人以上 

１年 

１５０人以上 

１年 
流通株式数 

１，０００単

位 

以上 

５００単位以上 

流通株式 

時価総額 
５億円以上 ２．５億円以上 

売買高 
月平均売買高 

１０単位以上 
６か月 

月平均売買高 

１０単位以上 
６か月 

ガバナンス 流通株式比率 
２５％以上 

（※１） 

原則１年 

（※３） 

（５％以上） 

（※５） 
（なし） 

時価総額 

（上場から１０年経過後） 
４０億円以上 １年 ５億円以上 １年 

財政状態 純資産の額 
正であること 

（※２） 

原則１年 

（※４、６） 

正であること 

（※２） 

原則１年 

（※４） 

（＊）経過措置の適用対象：旧マザーズ・ＪＡＳＤＡＱグロースに上場していた会社（グロース市場の上場維持基準に

適合していない場合には、適合に向けた計画及び進捗状況の開示を行っている場合に限る） 

【上場規程第４０８条、第５０１条、付則第４条、施行規則第５０１条】 

（※１）大規模な公募及び売出しを伴う新規上場に係る形式要件の特例（上場規程第７１５条）の適用を受け、既に適

合に向けた計画の進捗の開示を行っている場合を除きます。 

（※２）当該基準に適合するまでの間、各事業年度等に係る決算の内容を上場規程第４０４条の定めるところにより開

示するまでに、計画の進捗状況について記載した書面を開示することが義務付けられています。 

（※３）第三者による事業再生の結果、基準に抵触することとなった場合であって、５年以内に適合する見込みを有す

ると当取引所が認めるときには、５年（あるいは当取引所が適当と認める期間）を改善期間とします。 

（※４）時価総額が１，０００億円以上の場合及び法的整理又は私的整理等により基準に適合することを計画している

場合には、当取引所が適当と認める期間を改善期間とします。 

（※５）当該基準に適合しない状態となった場合には、その時点において上場廃止を決定します（計画の開示は不要）。 
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（※６）グロース市場への上場後３年間において基準に抵触した場合には、上場後４年経過後最初に到来する事業年度

末日までの期間を改善期間とします。また、グロース市場上場会社の事業年度末時点での時価総額が１００億

円以上の場合（純資産の額が正でない状態となった理由が中長期的な企業価値向上に向けた投資活動に起因し

て生じた損失によると東証が認めた場合に限る）には、当取引所が適当と認める期間を改善期間とします。 
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「上場維持基準への適合に向けた計画」作成上の留意事項 
 

 基準日において、所属する市場区分ごとに定められた上場維持基準に適合していない状態となった場合は、当該状態

となった時から起算して３か月以内に、当該基準に適合するための取組及びその実施時期を記載した計画（以下「適

合計画」といいます。）を開示してください。 

 また、「適合計画」を開示した後、当該基準に適合するまでの間、「適合計画」の内容について訂正又は変更（以下更

新も含めて「変更」といいます。）すべき事情が生じた場合は、直ちに訂正又は変更後の「適合計画」を開示（以下

「訂正・変更開示」といいます。）してください。訂正については、基準日時点における当社の適合状況の各数値に

誤記があった場合等が、変更については「適合計画」や取組内容等を変更する場合等が想定されます。「適合計画」

の変更に際しては「『上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況』作成上の留意事項」もご覧ください。 

  

 

 

○ 検討プロセス 

・ 「適合計画」に含まれる内容の決定は、上場会社の経営方針・経営戦略等に影響する重要な戦略的意思決定とな

ることが考えられます。そのため、取締役会において取組の基本方針など「適合計画」の主要な内容について十

分な審議を行っていただくことが望まれます。 

・ 経営方針・経営戦略、事業計画・経営計画等（以下「事業計画等」といいます。）が既にある場合、「適合計画」

に含まれる内容が事業計画等の内容と整合的なものであることが必要となります。上場維持基準への適合に向け

た検討の結果、開示や自社ホームページにて公表済みの事業計画等の内容に変更が生ずる場合等においては、変

更内容の適時かつ適切な開示についてもご考慮ください。 

 

○ 事前相談 

・ 「適合計画」については、上場維持基準への適合に向けた合理的な内容であり、投資者の投資判断に必要となる

情報が十分に記載されていることを当取引所においても確認し、必要に応じて開示内容等の追加等を求める場合

があることから、記載内容に関する事前相談（開示ドラフトの事前確認）を行ってください。上場会社における

社内手続きを円滑に実施いただく観点から、「適合計画」の審議を行う取締役会等の実施予定日（「適合計画」の

骨子等を取締役会で議論し、「適合計画」の策定を経営会議や代表者による決裁等で行う場合は、当該経営会議等

の実施予定日）の２週間程度前までに「適合計画」（案）等を東証上場部の開示担当者のメールアドレス宛にご送

付ください。「適合計画」の訂正・変更開示についても東証の開示担当者宛てに事前相談を行ってください。記載

内容の不足、誤りが多くなっていますので、開示までの日程に余裕をもって事前相談するようにしてください。 

・ 「適合計画」の取組としての適時開示（エクイティ・ファイナンスや分売、大株主との交渉により主要株主等に

異動が生じることとなった場合など）を行う場合や、これに伴い、「適合計画」に基づく進捗状況の開示を行う場

合にも、記載内容に関する事前相談を行ってください。 

 

○ 開示様式 

・ 「適合計画」の開示様式（Ｗｏｒｄ、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ等の種別など）は任意となりますが、ＴＤｎｅｔに

よる開示にあたっては、ＰＤＦファイルに変換いただく必要があります。なお、ＰＤＦファイルの容量上限は１０

ＭＢとなっておりますので、上限を超える場合は、ファイルサイズの縮小又はファイルの分割を行ってください。 

 

○ 記載事項 

開示事項 開示・記載上の注意 

■適合状況 ・ 「株券等の分布状況表」及び「適合状況通知」等を基に、上場維持基準に適合しない項

目及び具体的な数値について記載してください。 

・ 改善期間入りしている場合には、開示資料の表題に「改善期間入り」している旨がわか

るように明記してください。 

 

■計画期間   上場維持基準に適合していない項目が複数ある場合には、項目ごとに上場維持基準に適

合するために必要と想定される計画期間を設定のうえ記載してください。 

  新市場区分移行日（２０２２年４月４日）より前に上場していた会社（※）について

は、２０２５年３月１日以後に到来する上場維持基準に関する基準日から本来の上場維持

基準が適用されます。なお、２０２３年３月末までに、２０２６年３月１日以後最初に到

来する基準日を超える時期を終了期限とする「適合計画」等を開示している会社について
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開示事項 開示・記載上の注意 

は、当該基準日の翌日から当該終了期限における適合状況を確認するまでの間、監理銘柄

に指定します。 

  ２０２３年４月以降開示を行う「適合計画」等においては、２０２６年３月１日以後最

初に到来する基準日を超える時期を計画の終了期限として設定することはできません。 

※新市場区分移行日以後に市場区分の変更を行った会社（～２０２３年９月２９日までに

スタンダード市場上場の再選択の変更申請を行った会社を除く）や、新市場移行日時点

で特設注意市場銘柄に指定されていた会社又は同日以後に同銘柄又は呼称変更後の特別

注意銘柄に指定された会社は経過措置の適用はありません。 

 

（適合状況が経過措置対象で適合状況が経過措置基準以上、かつ上場維持基準未満の場合） 

経過措置の適用期間内で、「取組の基本方針、課題及び取組内容」の記載内容を踏まえ、

合理的かつ整合性がある計画期間となるように検討してください。 

 

（適合状況が経過措置対象外で上場維持基準未満、又は経過措置対象で経過措置基準未満の

場合） 

各上場維持基準に設けられている改善期間内で、計画期間を検討してください。 

開示資料の表題には「改善期間入り」している旨がわかるように明記してください。 

■取組の基本方針、課題及

び取組内容 

・ 上場維持基準の適合に向けた取組の基本方針、現状の課題及び具体的な取組の内容につ

いてそれぞれ記載してください。 

※ 「適合計画」の提出後、定期的な進捗状況の開示が必要となりますので、個別の取組事

項については、取組の実施予定時期、取組達成の結果期待される定量的な効果を記載する

ことが望まれます。 

※ 「適合計画」の目標として設定する業績やＲＯＥ等の指標等は合理的な内容であること

が求められますので、前提条件、制約事項やリスク内容についても記載してください。 

※ 基本方針については、会社全体の経営方針も踏まえ、上場維持基準への適合に向けた取

組に係る方針を記載してください。 

※ いずれの基準においても、複数の観点から取組を検討・記載することが望まれます。 

※ 自社のおかれている外部環境等により、「適合計画」の開示時点で、具体的な取組内容を

記載できない場合には、その理由及び具体的な取組内容の検討が可能となる時期をご記載

ください。なお、取組内容等に「未定」の事項がある場合には、取組内容を検討できない

事情が解消された後、速やかに取組を検討し、（「適合計画」内容の重要な変更に該当する

ものとして）その内容を反映した「適合計画」を開示してください。 

 

 

○ 各基準の定義及び記載のポイント（以下の内容に留意のうえ、課題や取組内容を記載してくだ

さい。） 

上場維持基準 各基準の定義及び開示・記載上の注意 

■株主数 ・ 「株主数」とは、事業年度の末日において１単位以上の株式を所有する者の数をいいま

す。 

 

※ 上場会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の観点から、上場会社各社の経営方

針・経営戦略と整合的な取組をご検討ください。 

※ 一般論として、技術的に株主数の増加に寄与することが見込まれる施策としては、以下

のようなものが想定されます（これらに限定されるものではありません。）。 

ア．株式投資単位の引下げ（株式分割、株式の無償割当てなど） 

イ．既存株主による株式の売出し、立会外分売 

ウ．ＩＲ活動の推進・強化及び投資者向けの情報発信の充実策（具体的な取組やスケ

ジュールを記載） 

※ 新株式の募集、自己株式の処分などのエクイティ・ファイナンスも、株主数の増加に寄

与する効果が見込まれますが、どのような取組を計画するにしても上場会社の持続的な成

長及び中長期的な企業価値の向上の実現に向けた経営方針・経営戦略との整合性を踏ま

え、慎重に必要性及び相当性を検討すべきものであると考えられます。 
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上場維持基準 各基準の定義及び開示・記載上の注意 

■流通株式数 ・ 「流通株式」とは、事業年度の末日において上場株式のうち、流通性の乏しい株式を除

いたものをいいます。なお、流通株式に関する詳細な定義等については、「株券等の分布状

況表（新様式）等の作成要領」をご参照ください。 

※ 上場会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の観点から、上場会社の経営方針・

経営戦略と整合的な取組をご検討ください。 

※ 大株主が存在する場合、当該大株主との関係性、今後の方針等について検討すべきもの

であると考えられます。 

※ 一般論として、技術的に流通株式数の増加に寄与することが見込まれる施策としては、

以下のようなものが想定されます（これらに限定されるものではありません。）。 

ア．発行済株式数の増加（株式分割、株式の無償割当てなど） 

イ．既存株主による株式の売出し、立会外分売 

ウ．ＩＲ活動の推進・強化及び投資者向けの情報発信の充実等（具体的な取組やスケ

ジュールを記載） 

※ 新株式の募集、自己株式の処分などのエクイティ・ファイナンスも、流通株式数の増加

に寄与する効果が見込まれますが、どのような取組を計画するにしても上場会社の持続的

な成長及び中長期的な企業価値の向上の実現に向けた経営方針・経営戦略との整合性を踏

まえ、慎重に必要性及び相当性を検討すべきものであると考えられます。 

 

  

■流通株式時価総額 ・ 「流通株式時価総額」とは、事業年度の末日以前３か月間の当取引所の売買立会におけ

る日々の最終価格の平均値に事業年度の末日の流通株式数を乗じて得た額をいいます。 

 

・ 流通株式時価総額の構成要素は、「時価総額」及び「流通株式比率」となりますので、取

組内容の記載に際しては、それぞれの要素について適合又は向上するような課題及び取組

をご検討ください。 

※ 上場会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の観点から、上場会社の経営方針・

経営戦略と整合的な取組をご検討ください。 

※ 事業計画等がある場合には、その内容との整合性確保に特にご注意ください。 

※ 事業計画等の公表が「適合計画」の提出時期よりも後となる場合、当該事業計画等との

平仄を踏まえた記載とし、公表後に必要に応じて「適合計画」の変更や更新、進捗状況に

応じて訂正・変更開示を行ってください。 

※ 大株主が存在する場合、当該大株主との関係性、今後の方針等について検討すべきもの

であると考えられます。 

 

  

■流通株式比率 ・ 「流通株式比率」とは、事業年度の末日時点の流通株式数を上場株式数で除して得た割

合をいいます。 

 

※ 上場会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の観点から、上場会社の経営方針・

経営戦略と整合的な取組をご検討ください。 

※ 大株主が存在する場合、当該大株主との関係性、今後の方針等について検討すべきもの

であると考えられます。 

※ 一般論として、技術的に流通株式比率の改善に寄与することが見込まれる施策として

は、以下のようなものが想定されます（これらに限定されるものではありません。）。 

ア．既存株主による株式の売出し、立会外分売 

イ．取得済みの自己株式（金庫株）の消却 

ウ．ＩＲ活動の推進・強化及び投資者向けの情報発信の充実等（具体的な取組やスケ

ジュールを記載） 

※ 新株式の募集、自己株式の処分などのエクイティ・ファイナンスも、流通株式数の増加

に寄与する効果が見込まれますが、どのような取組を計画するにしても上場会社の持続的

な成長及び中長期的な企業価値の向上の実現に向けた経営方針・経営戦略との整合性を踏

まえ、慎重に必要性及び相当性を検討すべきものであると考えられます。 

  

■売買高 ・ 「売買高」とは、毎年６月末日又は１２月末日以前６か月間における当取引所の売買立

会での売買高を月次平均して得た額をいいます。 
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上場維持基準 各基準の定義及び開示・記載上の注意 

 

※ 上場会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の観点から、上場会社の経営方針・

経営戦略と整合的な取組をご検討ください。 

※ 流通株式数の増加に向けた取組のほか、ＩＲ活動の推進・強化、投資者向けの情報発信

の充実に向けた具体的な取組を実施すること等が考えられます。 

※ 売買高基準（６月末日又は１２月末日）に適合せず、既に「適合計画」を開示している

場合には、既に開示している「適合計画」に売買高基準に適合するための取組及びその実

施時期を追記してください。 

 

  

■売買代金 ・ 「売買代金」とは、毎年１２月末日以前１年間における当取引所の売買立会における売

買代金を日次平均して得た額をいいます。 

 

※ 上場会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の観点から、上場会社の経営方針・

経営戦略と整合的な取組をご検討ください。 

※ 流通株式数の増加に向けた取組のほか、ＩＲ活動の推進・強化、投資者向けの情報発信

の充実に向けた具体的な取組を実施すること等が考えられます。 

※ 売買代金基準（１２月末日）に適合せず、既に「適合計画」を開示している場合には、

既に開示している「適合計画」に売買代金基準に適合するための取組及びその実施時期を

追記してください。 

 

 

■時価総額 

（グロース市場：上場から

１０年経過している場合の

み （注）） 

・ 「時価総額」とは、事業年度の末日時点の上場株式数に、事業年度の末日以前３か月間

の当取引所の売買立会における日々の最終価格の平均値を乗じて得た額をいいます。 

（注）上場後１０年経過したか否かの算定は、新市場区分への移行日前に経過していた上場

年数を引き継ぐものとします。 

 

※ 上場会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の観点から、上場会社の経営方針・

経営戦略と整合的な取組をご検討ください。 

※ 「事業計画及び成長可能性に関する事項」の内容との整合性確保に特にご注意くださ

い。 

 

 

■純資産の額 ・ 「純資産の額」とは、（連結）貸借対照表に基づいて算定される純資産の額をいいます。 

（詳細な定義については、有価証券上場規程施行規則第５０１条第６項を参照） 

 

※ 経営・事業改善及び自己資本の改善の二つの観点から記載してください。 

※ 改善期間内だけではなく、その後も持続的に企業価値を回復・向上させていくことが重

要であることから、その実現を目指した中期的な方針も含め記載してください。 
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「上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況」作成上の留意事項 
 

 「上場維持基準への適合に向けた計画」（以下「適合計画」といいます。）を開示し、経過措置が適用されている上場

会社において、上場維持基準に適合していない状態が継続されている場合には、基準日から起算して３か月以内（純

資産の額が適合していない場合は、各四半期の決算短信を開示するまで）に、前回「適合計画」を開示して以降の取

組内容、今後の取組及びその実施予定時期、進捗状況を踏まえた基準適合の予定時期を記載した「上場維持基準への

適合に向けた計画に基づく進捗状況」（以下「進捗状況」といいます。）を開示してください。 

 「適合計画」又は「進捗状況」を開示している上場会社が、次の基準日において（あるいは改善期間に入っている上

場会社で期中に「株券等の分布状況表」を提出し）全ての上場維持基準に適合することとなった場合には、その旨を

必ず開示してください。経過措置の適用を受けている上場会社が、基準日以前に上場維持基準の全て又は一部の項目

に適合する見込みとなった場合には「進捗状況」を開示することが望まれます。なお、流通株式時価総額や時価総額

の基準については、基準日の株価が確定した時点で開示することが望ましく、基準日の株価が確定していない段階で

開示する場合には、「現時点又は●年●月●日時点では」と株主や投資者に誤解のないように記載してください。 

 また、「適合計画」又は「進捗状況」を開示した後、当該基準に適合するまでの間、「適合計画」又は「進捗状況」の

内容について訂正又は変更（「適合計画」又は「進捗状況」を更新することを含みます。）すべき事情が生じた場合は、

直ちに訂正又は変更の開示（以下「訂正・変更開示」といいます。）を行ってください。訂正については、基準日時

点における当社の適合状況の各数値に誤記があった場合等が、変更については直近の計画や取組内容等を変更する場

合等が想定されます。 

 

 

○ 検討プロセス 

・ 「適合計画」の作成時と同様に、「進捗状況」の内容についても、取締役会や経営会議等において、計画に定め

た上場維持基準への適合に向けた取組の実施状況や適合状況の推移、それらを踏まえた計画の変更要否等につい

て十分な審議を行っていただくことが望まれます。 

・ 経営方針・経営戦略、事業計画・経営計画等（以下「事業計画等」といいます。）が既にある場合、「進捗状況」

の内容検討に際しても、当初の「適合計画」同様にその内容が事業計画等の変更・更新内容と整合的なものであ

ることが必要となります。「進捗状況」の内容についての検討の結果、開示や自社ホームページにて公表済みの事

業計画等の内容に変更が生ずる場合等においても、変更内容の適時かつ適切な開示についてもご考慮ください。 

 

○ 事前相談 

・ 「進捗状況」の開示においても、投資者の投資判断に必要となる情報が十分に開示されていることを当取引所に

おいても確認し、必要に応じて開示内容等の追加等を求める場合があることから、記載内容に関する事前相談

（開示ドラフトの事前確認）を行ってください。上場会社における社内手続きを円滑に実施いただく観点から、

進捗開示の審議を行う取締役会等の実施予定日（経営会議や代表者による決裁等で行う場合は、当該経営会議等

の実施予定日）の２週間程度前までに「進捗状況」の開示（案）等を東証上場部の開示担当者のメールアドレス

宛にご送付ください。記載内容の不足、誤りが多くなっていますので、開示までの日程に余裕をもって事前相談

するようにしてください。 

・ 「進捗状況」の開示においても、外部環境の変化や取組の進捗状況等を踏まえ、計画の記載内容について見直し

を行ってください。見直しの結果、開示されている直近の「進捗状況」の内容に重要な変更・更新の必要が生じ

た場合には、直ちに訂正・変更開示を行ってください。 

・ 「適合計画」や「進捗状況」の開示における取組として、適時開示（ファイナンスや分売、大株主との交渉によ

り主要株主等に異動が生じることとなった場合など）を行う場合や、これに伴い、「適合計画」や「進捗状況」の

変更・訂正開示を行う場合にも、記載内容に関する事前相談を行ってください。 

 

○ 開示様式 

・ 「進捗状況」の開示様式（Ｗｏｒｄ、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ等の種別など）は任意となりますが、ＴＤｎｅｔに

よる開示にあたっては、ＰＤＦファイルに変換いただく必要があります。なお、ＰＤＦファイルの容量上限は１０

ＭＢとなっておりますので、上限を超える場合は、ファイルサイズの縮小又はファイルの分割を行ってください。 
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○ 記載事項 

記載事項 開示・記載上の注意 

■適合状況の推移及び計画

期間 

・ 上場維持基準への適合状況の推移が把握できるように、「株券等の分布状況表」及び「適

合状況通知」を基に、具体的な適合状況（項目及び数値）を記載してください。 

※他に不適合となっている上場維持基準の直前基準日時点の適合状況とその推移、計画期

間、加えて、取組の実施状況及び評価、今後の課題・取組内容についても必ず記載してく

ださい。 

・ なお、適合状況の推移については、適合していない各基準において、適合していない状

態となった基準日時点から直近の基準日に至るまでの各基準日時点の貴社の実績を、所属

する市場区分の上場維持基準と併記する形で、適合していない項目の推移がわかるように

記載してください。当初の「適合計画」又は直近の「進捗状況」の開示で記載していた適

合までの予定期間に変更が生じる場合、各項目における変更した計画期間を記載し、変更

理由について、以下の２項目と併せて記載してください。 

・ 改善期間入りした場合には、開示資料の表題には「改善期間入り」した旨がわかるよう

に明記してください。 

 

■取組の実施状況及び評価 ・ これまでに開示した「適合計画」又は「進捗状況」に記載の取組の実施状況を記載して

ください。 

・ 適合状況の推移を踏まえたうえで、適合しない項目ごとに、現時点での評価を記載して

ください。 

※ これまでに開示した実施に要する期間や期待される定量的な効果を踏まえて、実施した

取組やその進捗状況に対する評価を記載してください。 

 

■上記２つの項目を踏まえ

た今後の課題・取組内容 

・ 上記２つの項目を踏まえ、今後の課題・取組内容について、それぞれ記載してくださ

い。 

※ 当初の「適合計画」又は「進捗状況」で記載している計画が想定どおりに進捗してい

て、当初の「適合計画」又は直前の「進捗状況」の内容を変更又は更新しない場合は、そ

の旨を記載してください。 

※ 実施できていない取組がある場合や、想定された効果が得られていない場合、その理由

とそれを踏まえた今後の予定・代替策などを検討することが考えられます。特に自社のお

かれている外部環境等により、具体的な取組を実施できていない場合には、その理由及び

具体的な取組内容の検討が可能となる時期をより具体的にご記載ください。 

 

「上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況」の作成にあたっては、各上場維持基準の定義及び当初計画の記

載のポイント（「上場維持基準への適合に向けた計画」作成上の留意事項）も適宜ご参照ください。 
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８．公開買付け等事実の当取引所への通知 
 

（１）金商法施行令第３０条第１項第２号及び第４号の規定に基づく公開買付け等事実の当取引所への

通知 

内部者取引規制上の公表措置をとるため、上場会社は、金商法施行令第３０条第１項第２号及び第４

号の規定に基づき公開買付け等事実を当取引所に通知することができます（＊）。なお、当取引所に通

知した公開買付け等事実については、適時開示情報と同様、「適時開示情報閲覧サービス」に掲載され

ます。 

【上場規程第４１４条第７項】 
 

（＊）具体的には、「①上場会社が他社の株券等に対して買集め行為を行うことを当取引所に通知すること」又

は「②非上場会社による上場会社の株券等に対する公開買付け・買集め行為若しくは上場会社の子会社である

非上場会社による他社の株券等に対する公開買付け・買集め行為が行われる場合において、非上場会社からの

要請に基づいて公開買付け等事実を当取引所に通知すること」等が考えられます。 

 

なお、当取引所への通知後に、通知した内容について、変更すべき事情が生じた場合は当該変更の内

容を、訂正すべき事情が生じた場合は当該訂正の内容を通知することが義務付けられています。 

【上場規程第４１４条第８項】 

 

〔その他の注意事項〕 

○ 当該通知の内容が、個別の開示項目（「第１章12. 公開買付け等に関する意見表明等」や「第６章２．

〔１〕子会社等による公開買付け又は自己株式の公開買付け」など）に該当する場合は、当該個別の

開示項目に基づき適時開示を行う必要があります。 

 

（２）通知資料の記載事項等 

公開買付け等事実を当取引所に通知する場合には、以下の事項を通知資料に記載してください。 

 

（金商法施行令第３０条第１項第２号の規定に基づき通知する場合） 

 ○ 買集め行為の実施又は中止に関する事実（内容）を記載した資料 

・ 資料の表題に、被買付会社（上場会社）の名称及び証券コードを記載する。 

 

（金商法施行令第３０条第１項第４号の規定に基づき通知する場合） 

○ 非上場会社である公開買付者等と上場会社である被買付会社又は当該公開買付者等の親会社

が連名により、公開買付者等が公開買付け又は買集め行為を実施又は中止する旨を記載した資

料 

・ 資料の表題に、被買付会社（上場会社）の名称及び証券コードを記載する。 

・ 非上場会社である公開買付者等が作成する公開買付け又は買集め行為の実施又は中止に

関する事実（内容）を記載した資料を添付する。 

・ 非上場会社である公開買付者等と上場会社である被買付会社又は当該公開買付者等の親

会社が連名により、上記添付資料に相当する資料を作成する場合は、当該資料を通知資料

とすることでも差支えないものとする。その場合において、資料の表題に、被買付会社

（上場会社）の名称及び証券コードを記載する。 
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【子会社等・孫会社の定義及び開示に関する取扱いについて】 
 

（１）子会社等の決定事実・発生事実、子会社等の業績予想の修正等における「子会社」 

①子会社等の決定事実・発生事実、子会社等の業績予想の修正等の適時開示における「子会社等」及

び②上場会社の決定事実である「子会社等の異動」の適時開示における「子会社等」とは、金商法第１

６６条第５項に規定する「子会社」をいい、上場外国会社（当取引所が必要と認める者に限る。）に

あっては、その子会社、関連会社その他の当取引所が必要と認める者をいいます。 

金商法第１６６条第５項に規定する「子会社」とは、他の会社の有価証券報告書・半期報告書・有価

証券届出書等のうち直近のものにおいて、当該他の会社の属する企業集団（＊１）に属する会社として

記載されたもの（＊２）をいいます。 
 

（＊１）「企業集団」とは、当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当

該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件（※１）に該当する者（内閣府令で定める会社

その他の団体（※２）に限る。）の集団をいいます。 
 

（※１）内閣府令で定める要件：当該会社が財表規則第８条第４項各号に掲げる会社等に該当すること

となる場合の同項各号に規定する他の会社等に該当すること 

（※２）内閣府令で定める会社その他の団体：財表規則第１条第３項第５号に規定する会社等 
 

【金商法第５条第１項第２号、開示府令第８条の２】 

 

（＊２）有価証券報告書の記載が適切に行われているとの前提の下、「関係会社の状況」欄に「会社名が記載さ

れず連結子会社の社数に含める形でのみ記載されている会社」について、それ以外の箇所（財務諸表に係る

注記等）にも当該会社の名前が記載されていない場合には、「子会社」として取扱われません。 

 

 

（２）「孫会社の異動」、「孫会社に係る破産の申立て等」における「孫会社」 

子会社等の決定事実・発生事実である「孫会社の異動」及び「孫会社に係る破産手続開始の申立て等」

の適時開示における「孫会社」とは、金商法施行令第２９条第２号に規定する「孫会社」をいい、上場

外国会社（当取引所が必要と認める者に限る。）にあっては、その子会社等の子会社等をいいます。 

金商法施行令第２９条第２号に規定する「孫会社」とは、子会社（＊１）が支配する会社として内閣

府令で定めるもの（＊２）をいいます。 
 

（＊１）金商法第１６６条第５項に規定する子会社をいいます。 

（＊２）子会社が支配する会社として内閣府令で定めるもの：財表規則第８条第３項の規定に基づき上場会社等

の子会社としてみなされる会社のうち同項及び同条第４項により当該子会社が意思決定機関を支配している

ものとされる会社 
 

【金商法施行令第２９条第２号、取引規制府令第５４条】 

 

 

（３）子会社等の決定前に上場会社により決定が行われた場合の取扱い 

子会社等の業務執行を決定する機関が当該行為を行うことについての決定をする前に、上場会社の業

務執行を決定する機関が、当該子会社等が当該行為を行うことについての決定をした場合は、その時点

において開示を行うようにしてください。 

 

 

（４）子会社等が東証又は東証以外の国内の金融商品取引所に上場している場合の取扱い 

子会社等が東証に上場している場合は、当該子会社等が開示する開示資料を参照する旨を記載するこ

とにより、当該子会社等が開示する開示資料に記載された開示事項の記載を省略することが可能です。 

また、子会社等が東証以外の国内の金融商品取引所に上場している場合であって、かつ、当該子会社

等が所定の開示事項を開示するときは、当該子会社等が開示する開示資料を添付することにより、当該

子会社等が開示する開示資料に記載された開示事項の記載を省略することが可能です。 

上場会社が上場している子会社等と連名で開示資料を作成することも可能です。 
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なお、子会社等が上場している場合に、当該子会社等の子会社等で決定・発生した事実については、

上場会社（親会社）、上場子会社等のそれぞれにおいて子会社等の決定事実・発生事実に係る適時開示

の要否の判断を行うことが必要となる点に留意してください。 

 

 

（５）上場会社の企業グループ化に対する取扱い 

子会社等を有する上場会社において、子会社等の決定事実の適時開示を行う場合には、上場会社の

経営陣の見解と併せて、当該子会社等の経営陣の見解を開示してください。 

 

① 子会社等の決定事実の適時開示を行う時点で、上場会社の経営陣及び子会社等の経営陣の見解が定

まっている場合の取扱い 

子会社等の決定事実の適時開示の際、現状の所定の開示事項に加えて、当該決定事実に関する上場

会社の経営陣と子会社等の経営陣の見解が同じである場合はその旨を記載してください。仮に、上場

会社と子会社等の経営陣の見解が異なる場合については、それぞれの見解を記載してください。 

 

② 子会社等の決定事実の適時開示を行う時点で、子会社等の経営陣の見解のみが定まっている場合の

取扱い 

現状の所定の開示事項に沿って子会社等の決定事実の適時開示を行った後、上場会社の経営陣の見

解が定まったところで、仮に、上場会社の経営陣とその子会社等の経営陣の見解が異なることが明ら

かとなった場合は、その時点において別途追加開示してください。上場会社の経営陣と子会社等の経

営陣の見解が同じであった場合は、追加での開示は不要です。 

 

③ 子会社等での決定前に上場会社の決定により適時開示を行う時点で、上場会社の経営陣の見解のみ

が定まっている場合の取扱い 

子会社等の決定事実の適時開示を行った後、子会社等の経営陣の見解が定まったところで、仮に、

上場会社の経営陣とその子会社等の経営陣の見解が異なることが明らかとなった場合は、その時点に

おいて別途追加開示してください。上場会社の経営陣と子会社等の経営陣の見解が同じであった場合

は、追加での開示は不要です。 

 

 

（６）支配株主との重要な取引等に係る適時開示実務上の取扱い 

支配株主との重要な取引等に該当する上場会社の子会社等に関する決定事実について適時開示を行

う場合には、決定事実の内容ごとに通常求められる開示事項に加えて、以下の「支配株主との取引等

に関する事項」の開示が必要となります。なお、ここでの支配株主とは、上場会社にとっての支配株

主その他施行規則で定める者をいいます。 

 

（本行為が支配株主との取引等に関するものである場合） 

○ 支配株主との取引等に関する事項 

・ 当該取引が支配株主との取引等である旨を記載する。 

・ 当該取引の「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指

針」との適合状況を記載する。 

・ 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項について

記載する。 

・ 当該取引等が少数株主にとって不利益なものでないことに関する、支配株主と利害関係

のない者から入手した意見の概要について記載する。 

※ 意見の入手日、入手先、内容（その理由を含む。）の概要がわかるように記載する。 

※ 支配株主との取引等には、支配株主に加え、施行規則で定める者との取引を含む。 
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〔１〕子会社等の決定事実 
 

１．子会社等の合併等の組織再編行為 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、子会社等の業務執行を決定する機関が、以下に掲げる合併等の組織再編行為を行うこと

についての決定をした場合であって、かつ、当該内容が以下に掲げる基準のいずれかに該当する場合

（該当しないことが明らかでない場合を含む。）は、直ちにその内容を開示することが義務付けられて

います。 

 

○ 子会社等の株式交換 【上場規程第４０３条第１号ａ、施行規則第４０３条第１号】 

ａ．子会社等の株式交換による連結総資産の減少又は増加見込額が､直前連結会計年度の末日

における連結純資産の３０％に相当する額以上 

ｂ．子会社等の株式交換による連結売上高の減少又は増加見込額が、直前連結会計年度の連

結売上高の１０％に相当する額以上 

ｃ．子会社等の株式交換による連結経常利益の増加又は減少見込額が、直前連結会計年度の

連結経常利益の３０％に相当する額以上（＊） 

ｄ．子会社等の株式交換による親会社株主に帰属する当期純利益の増加又は減少見込額が、

直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益の３０％に相当する額以上（＊） 
 

○ 子会社等の株式移転 【上場規程第４０３条第１号ｂ、施行規則第４０３条第２号】 

ａ．子会社等の株式移転による連結総資産の減少又は増加見込額が直前連結会計年度の末日

における連結純資産の３０％に相当する額以上 

ｂ．子会社等の株式移転による連結売上高の減少又は増加見込額が、直前連結会計年度の連

結売上高の１０％に相当する額以上 

ｃ．子会社等の株式移転による連結経常利益の増加又は減少見込額が、直前連結会計年度の

連結経常利益の３０％に相当する額以上（＊） 

ｄ．子会社等の株式移転による親会社株主に帰属する当期純利益の増加又は減少見込額が、

直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益の３０％に相当する額以上（＊） 
 

○ 子会社等の株式交付 【上場規程第４０３条第１号ｂの２、施行規則第４０３条第２号の２】 

ａ．子会社等の株式交付による連結総資産の減少又は増加見込額が､直前連結会計年度の末日

における連結純資産の３０％に相当する額以上 

ｂ．子会社等の株式交付による連結売上高の減少又は増加見込額が、直前連結会計年度の連

結売上高の１０％に相当する額以上 

ｃ．子会社等の株式交付による連結経常利益の増加又は減少見込額が、直前連結会計年度の

連結経常利益の３０％に相当する額以上（＊） 

ｄ．子会社等の株式交付による親会社株主に帰属する当期純利益の増加又は減少見込額が、

直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益の３０％に相当する額以上（＊） 
 

○ 子会社等の合併   【上場規程第４０３条第１号ｃ、施行規則第４０３条第３号】 

ａ．子会社等の合併による連結総資産の減少額又は増加額が､直前連結会計年度の末日におけ

る連結純資産の３０％に相当する額以上であると見込まれる場合 

ｂ．子会社等の合併による連結売上高の減少額又は増加額が、直前連結会計年度の連結売上

高の１０％に相当する額以上であると見込まれる場合 

ｃ．子会社等の合併による連結経常利益の増加又は減少見込み額が、直前連結会計年度の連

結経常利益の３０％に相当する額以上（＊） 

ｄ．子会社等の合併による親会社株主に帰属する当期純利益の増加又は減少見込み額が、直

前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益の３０％に相当する額以上（＊） 
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○ 子会社等の会社分割 【上場規程第４０３条第１号ｄ、施行規則第４０３条第４号】 

ａ．子会社等の会社分割による連結総資産の減少又は増加見込額が､直前連結会計年度の末日

における連結純資産の３０％に相当する額以上 

ｂ．子会社等の会社分割による連結売上高の減少又は増加見込額が、直前連結会計年度の連

結売上高の１０％に相当する額以上 

ｃ．子会社等の会社分割による連結経常利益の増加又は減少見込額が、直前連結会計年度の

連結経常利益の３０％に相当する額以上（＊） 

ｄ．子会社等の会社分割による親会社株主に帰属する当期純利益の増加又は減少見込額が、

直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益の３０％に相当する額以上（＊） 
 

（＊）ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の２％に満たない場合又は

直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の１％に満たない

場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「第７章【利益が少額の場合

の開示基準の特例について】」を参照してください。 

 

 ※ ＩＦＲＳ任意適用会社については、「連結純資産」を「資本合計」、「親会社株主に帰属する当

期純利益」を「親会社の所有者に帰属する当期利益」と読み替えてください。また、「連結経常

利益」に係る基準は適用しません。 

 
 

 

（注）この事実の決定による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、上場会社の業績

に大きな影響が出ない場合でも、この事実の決定による影響の見込額自体が基準に該当するときは、

開示が必要となります。 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 上場会社がその子会社等との間で、合併等の組織再編行為を行うことについての決定をした場合は、

上場会社の決定事実に係る情報として開示することが必要となります。 

 

③ 「子会社等の合併等の組織再編行為」と併せて他の適時開示項目（例えば、「子会社等による公開買

付け又は自己株式の公開買付け」、「子会社等における孫会社の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取

得その他の孫会社の異動を伴う事項」、「子会社等の商号又は名称の変更」等）に該当する場合があり

ます。なお、他の適時開示項目の詳細については、当該他の項目に係る取扱い等を参照してください。 

 

④ 当連結会計年度中に子会社等の合併等の組織再編行為の効力発生日が到来する場合等であって、上

場会社又は当該子会社等（国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に限る。）の経営成績等に

与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修

正等」の開示が必要となることも考えられます。 

 

⑤ 株式交付を行う場合は、株式交付の成否や取得する子会社株式数等の結果について、判明次第「開

示事項の経過」として開示してください。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、当該子会社等の概要（名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金）を記

載したうえで、上場会社の「合併等の組織再編行為」に係る取扱いのうち、「開示内容が省略可能な場

合における開示事項及び開示・記載上の注意」(当該組織再編の当事会社の概要については、「通常の場
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合における開示事項及び開示・記載上の注意」)に準じて、所定の開示事項を掲記し、開示・記載上の

注意を参照のうえ、投資者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の

開示事項に限らず、投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

また、上場会社の支配株主（その他施行規則で定める者を含む）との重要な取引等に該当する場合は、

決定事実の内容ごとに通常求められる開示事項に加えて、「支配株主との取引等に関する事項」の開示

が必要となります。詳細は、「【子会社等・孫会社の定義及び開示に関する取扱いについて】（６）支配

株主との重要な取引等に係る適時開示実務上の取扱い」を参照してください。 
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２．子会社等による公開買付け又は自己株式の公開買付け 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、子会社等の業務執行を決定する機関が、「公開買付け（＊１）」又は「自己株式の公開買

付け（＊２）」を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けら

れています。 
 

（＊１）公開買付けとは、金商法第２７条の２第１項に規定する株券等の同項に規定する公開買付け（同項本文

の規定の適用を受ける場合に限る。）のことをいう。以下本項目において同じ。 

（＊２）自己株式の公開買付けとは、金商法第２４条の６第１項に規定する上場株券等の金商法第２７条の２２

の２第１項に規定する公開買付けのことをいう。以下本項目において同じ。 
 

【上場規程第４０３条第１号ｏ】 
 

 

※ 子会社等の公開買付け又は自己株式の公開買付けには、適時開示上の軽微基準は設けられていませ

ん。 

※ 公開買付けの結果についても開示を行うようにしてください。 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 上場会社がその子会社等を対象とする公開買付けを行うことについての決定をした場合には、上場

会社の決定事実に係る情報として開示が必要となります。 

 

③ 「子会社等による公開買付け又は自己株式の公開買付け」と併せて他の適時開示項目（例えば、「子

会社等における孫会社の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他の孫会社の異動を伴う事項」

等）に該当する場合があります（公開買付けの結果に関する開示の際に、併せてこれらの適時開示項

目に該当する場合があります。）。なお、他の適時開示項目の詳細については、当該他の項目に係る取

扱い等を参照してください。 

 

④ 当連結会計年度中に子会社等による公開買付けに係る決済の開始日（公開買付期間の最終日の翌営

業日）が到来する場合等であって、上場会社又は当該子会社等（国内の金融商品取引所に上場されて

いる子会社等に限る。）の経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新

たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、当該子会社等の概要（名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金）を記

載したうえで、上場会社の「公開買付け又は自己株式の公開買付け」に係る取扱いに準じて、所定の開

示事項を掲記し、開示・記載上の注意を参照のうえ、投資者が会社情報を適切に理解・判断できるよう

記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適切に理解・判断するために

必要な事項も記載してください。 

また、上場会社の支配株主（その他施行規則で定める者を含む）との重要な取引等に該当する場合は、

決定事実の内容ごとに通常求められる開示事項に加えて、「支配株主との取引等に関する事項」の開示

が必要となります。詳細は、「【子会社等・孫会社の定義及び開示に関する取扱いについて】（６）支配

株主との重要な取引等に係る適時開示実務上の取扱い」を参照してください。 
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３．子会社等の事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、子会社等の業務執行を決定する機関が、「事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け」を行

うことについての決定をした場合であって、かつ、当該内容が以下に掲げる基準のいずれかに該当する

場合（該当しないことが明らかでない場合を含む。）は、直ちにその内容を開示することが義務付けら

れています。 
 

ａ．事業の全部又は一部を譲渡する場合 

（ａ）子会社等の事業の譲渡による連結総資産の減少見込額が、直前連結会計年度の末日におけ

る連結純資産の３０％に相当する額以上 

（ｂ）子会社等の事業の譲渡による連結売上高の減少見込額が、直前連結会計年度の連結売上高

の１０％に相当する額以上 

（ｃ）子会社等の事業の譲渡による連結経常利益の増加又は減少見込額が、直前連結会計年度の

連結経常利益の３０％に相当する額以上（＊） 

（ｄ）子会社等の事業の譲渡による親会社株主に帰属する当期純利益の増加又は減少見込額が、

直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益の３０％に相当する額以上（＊） 
 

ｂ．事業の全部又は一部を譲り受ける場合 

（ａ）子会社等への事業の譲受けによる連結総資産の増加見込額が、直前連結会計年度の末日に

おける連結純資産の３０％に相当する額以上 

（ｂ）子会社等への事業の譲受けによる連結売上高の増加見込額が、直前連結会計年度の連結売

上高の１０％に相当する額以上 

（ｃ）子会社等への事業の譲受けによる連結経常利益の増加又は減少見込額が、直前連結会計年

度の連結経常利益の３０％に相当する額以上（＊） 

（ｄ）子会社等への事業の譲受けによる親会社株主に帰属する当期純利益の増加又は減少見込額

が、直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益の３０％に相当する額以上（＊） 
 

（＊）ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の２％に満たない場合又は

直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の１％に満たない

場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「第７章【利益が少額の場合

の開示基準の特例について】」を参照してください。 

 

 ※ ＩＦＲＳ任意適用会社については、「連結純資産」を「資本合計」、「親会社株主に帰属する当

期純利益」を「親会社の所有者に帰属する当期利益」と読み替えてください。また、「連結経常

利益」に係る基準は適用しません。 

 
 

【上場規程第４０３条第１号ｅ、施行規則第４０３条第５号】 
 

 

（注）この事実の決定による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、上場会社の業績

に大きな影響が出ない場合でも、この事実の決定による影響の見込額自体が基準に該当するときは、

開示が必要となります。 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 「子会社等の事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け」と併せて他の適時開示項目（例えば、「子会社

等における業務上の提携又は業務上の提携の解消」、「子会社等における新たな事業の開始」等）に該

当する場合があります。なお、他の適時開示項目の詳細については、当該他の項目に係る取扱い等を
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参照してください。 

 

③ 当連結会計年度中に子会社等による事業の譲渡又は譲受けに係る期日が到来する場合等であって、

上場会社又は当該子会社等（国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に限る。）の経営成績等

に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の

修正等」の開示が必要となることも考えられます。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、当該子会社等の概要（名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金）を記

載したうえで、上場会社の「事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け」に係る取扱いに準じて、投資者が

会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が

会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

また、上場会社の支配株主（その他施行規則で定める者を含む）との重要な取引等に該当する場合は、

決定事実の内容ごとに通常求められる開示事項に加えて、「支配株主との取引等に関する事項」の開示

が必要となります。詳細は、「【子会社等・孫会社の定義及び開示に関する取扱いについて】（６）支配

株主との重要な取引等に係る適時開示実務上の取扱い」を参照してください。 
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４．子会社等の解散（合併による解散を除く。） 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、子会社等の業務執行を決定する機関が、「解散」（合併による解散を除く。）を行うこと

についての決定をした場合であって、かつ、当該内容が以下に掲げる基準のいずれかに該当する場合

（該当しないことが明らかでない場合を含む。）は、直ちにその内容を開示することが義務付けられて

います。 

 

ａ．子会社等の解散による連結総資産の減少見込額が、直前連結会計年度の末日における連結純資

産の３０％に相当する額以上 

ｂ．子会社等の解散による連結売上高の減少見込額が、直前連結会計年度の連結売上高の１０％に

相当する額以上 

ｃ．子会社等の解散による連結経常利益の増加又は減少見込額が、直前連結会計年度の連結経常利

益の３０％に相当する額以上（＊） 

ｄ．子会社等の解散による親会社株主に帰属する当期純利益の増加又は減少見込額が、直前連結会

計年度の親会社株主に帰属する当期純利益の３０％に相当する額以上（＊） 
 

（＊）ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の２％に満たない場合又は

直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の１％に満たない

場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「第７章【利益が少額の場合

の開示基準の特例について】」を参照してください。 

 

※ 解散する子会社等が、直前事業年度において経常損失又は当期純損失を計上している場合に

は、その絶対値を用いて該当するかどうかを判断してください。 

 ※ ＩＦＲＳ任意適用会社については、「連結純資産」を「資本合計」、「親会社株主に帰属する当

期純利益」を「親会社の所有者に帰属する当期利益」と読み替えてください。また、「連結経常

利益」に係る基準は適用しません。 

 

【上場規程第４０３条第１号ｆ、施行規則第４０３条第５号の２】 
 

（注１）子会社等が合併により解散する場合は、「子会社等の合併」として取り扱われます。 

（注２）この事実の決定による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、上場会社の業

績に大きな影響が出ない場合でも、この事実の決定による影響の見込額自体が基準に該当するときは、

開示が必要となります。 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 子会社等の解散に伴い、営業損失、営業外損失又は特別損失を計上する場合には、「災害に起因する

損害又は業務遂行の過程で生じた損害」に該当する場合があります。詳細は、当該項目に係る取扱い

等を参照してください。 

 

③ 「子会社等の解散」と併せて他の適時開示項目（例えば、「子会社等における業務上の提携又は業務

上の提携の解消」等）に該当する場合があります。なお、他の適時開示項目の詳細については、当該

他の項目に係る取扱い等を参照してください。 

 

④ 当連結会計年度中に子会社等が解散を行う場合等であって、上場会社又は当該子会社等（国内の金

融商品取引所に上場されている子会社等に限る。）の経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連

結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考
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えられます。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．当該子会社等の概要 

・ 名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、設立年月日、大株主及び持株比率、上

場会社と当該会社の関係（＊１）、最近３年間の財政状態及び経営成績（＊２）を記載する。 
（＊１）上場会社と当該会社の関係は、以下の事項を記載する。また、その他特筆すべき関係（上場会社又は上

場会社の関係者若しくは関係会社と当該会社又は当該会社の関係者若しくは関係会社との間の関係を含む。）

がある場合には以下の事項に限らずその内容も含めて記載する。 

・ 資本関係として、最近日における上場会社と当該会社との間の出資の状況（間接保有分を含む。）を

記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 人的関係として、最近日における上場会社と当該会社との間の役員又は従業員の派遣又は出向の状況

を記載する。該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 取引関係として、直前事業年度における上場会社と当該会社との間の取引について概要を記載する。

該当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 関連当事者への該当状況として、直前事業年度の末日において、当該会社が上場会社の関連当事者に

該当する場合には、関連当事者である旨及び関連当事者に該当する事由を記載する（関連当事者に該当

しない場合は、その旨を記載する。）。 

（＊２）純資産、総資産、１株当たり純資産、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、

１株当たり当期純利益、１株当たり配当金 

（※）連結指標等がない場合であって、かつ、子会社等がある場合には、当該会社の本体とその子会社等

の指標を単純合算した値を欄外に記載する。 

※ 上記開示事項について、追加出資、役員派遣、財政状態・経営成績の急激な変動、取引条件変更

などにより最近日までに重要な状況の変化がある場合又は今後重要な状況の変化が見込まれる場合

は、その内容も追加記載する。 

ｂ．解散の理由 

ｃ．解散の日程 

ｄ．解散に伴う損失額 

ｅ．今後の見通し 

・ 当期以降の業績に与える影響の見込みを記載する。 

※ 本項目の事象による上場会社の当期業績への影響額と他の事象による上場会社の当

期業績への影響額とを合算すると、上場会社の業績に大きな影響が出ない場合には、

その内容を含めて記載する。 

※ 上場会社の当期以降の業績に与える影響の見込額が判明していない場合も、少なく

とも影響の規模・程度がわかるように記載する。 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｆ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

○（参考）当期業績予想及び前期実績 

・ 参考として、上場会社が当連結会計年度に係る業績予想を公表している場合には、公表

がされた直近の予想値の内容（子会社等の解散を行うことについての決定に際して当連結

会計年度に係る業績予想を新たに算出した場合には、新たな予想値の内容）及び前連結会

計年度における実績を記載する。 

※ 子会社等の解散を行うことについての決定に際して当連結会計年度に係る業績予想

を新たに算出していない場合又は業績に与える影響が見込まれない場合においても、

当該内容を記載する。 

※ 新たに算出した予想値を記載する場合において、子会社等の解散による影響以外の

要素を考慮している場合には、その内容等についても、「業績予想の修正等」の適時開

示を行う場合に準じて記載することが望ましい。 
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５．子会社等における新製品又は新技術の企業化 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、子会社等の業務執行を決定する機関が、「新製品又は新技術の企業化」を行うことにつ

いての決定をした場合であって、かつ、当該内容が以下に掲げる基準のいずれかに該当する場合（該当

しないことが明らかでない場合を含む。）は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

 

ａ．新製品の販売又は新技術を利用した事業の開始予定日の属する連結会計年度の開始の日から、

３年以内に開始する各連結会計年度のいずれかにおいて、当該企業化による連結売上高の増加見

込額が直前連結会計年度の連結売上高の１０％に相当する額以上 

ｂ．新製品の販売又は新技術を利用した事業の開始のために特別に支出する額の合計見込額が、連

結会社の直前連結会計年度の末日における固定資産の帳簿価額の１０％に相当する額以上 

 

【上場規程第４０３条第１号ｇ、施行規則第４０３条第６号】 
 

（注）この事実の決定による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、上場会社の業績

に大きな影響が出ない場合でも、この事実の決定による影響の見込額自体が基準に該当するときは、

開示が必要となります。 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 「新製品等の企業化」にあたり、会社買収（子会社化等）又は孫会社の設立の方法をとる場合は、

「子会社等における孫会社の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他の孫会社の異動を伴う事

項」として開示するものですが、上場会社において売上や新規支出額が計上される場合には、本項目

に係る開示事項も記載するようにしてください。 

 

③ 当連結会計年度中に子会社等における新製品又は新技術の企業化の開始日が到来する場合等であっ

て、上場会社の経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、上場会社又は当該子会社等（国内の金融

商品取引所に上場されている子会社等に限る。）の当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合に

は、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、当該子会社等の概要（名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金）を記

載したうえで、上場会社の「新製品又は新技術の企業化」に係る取扱いに準じて、投資者が会社情報を

適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を

適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

また、上場会社の支配株主（その他施行規則で定める者を含む）との重要な取引等に該当する場合は、

決定事実の内容ごとに通常求められる開示事項に加えて、「支配株主との取引等に関する事項」の開示

が必要となります。詳細は、「【子会社等・孫会社の定義及び開示に関する取扱いについて】（６）支配

株主との重要な取引等に係る適時開示実務上の取扱い」を参照してください。 
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６．子会社等における業務上の提携又は業務上の提携の解消 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、子会社等の業務執行を決定する機関が、「業務上の提携」又は「業務上の提携の解消」

を行うことについての決定をした場合であって、かつ、当該内容が以下に掲げる基準のいずれかに該当

する場合（該当しないことが明らかでない場合を含む。）は、直ちにその内容を開示することが義務付

けられています。 

 

ａ．業務上の提携又は業務上の提携の解消 

業務上の提携（又は業務上の提携の解消）の予定日の属する連結会計年度の開始日から、３

年以内に開始する各連結会計年度のいずれかにおいて、当該業務上の提携（又は業務上の提携

の解消）による連結売上高の増加又は減少見込額が、直前連結会計年度の連結売上高の１０％

に相当する額以上 
 

ｂ．資本提携を伴う業務上の提携又は業務上の提携の解消 

（ａ）新たに取得する相手方の会社の株式又は持分の取得予定価額（業務上の提携の解消の場合

は、取得している相手方の株式若しくは持分の帳簿価額）が、直前連結会計年度の末日にお

ける連結純資産と連結資本金のいずれか大きい金額の１０％に相当する額以上 

（ｂ）業務提携の相手方によって新たに取得される予定の株式の取得価額（業務上の提携の解消

の場合は、相手方の取得価額）が、直前連結会計年度の末日における連結純資産と連結資本

金のいずれか大きい金額の１０％に相当する額以上 
 

ｃ．合弁会社の設立を伴う業務上の提携又は業務上の提携の解消 

（ａ）合弁会社の設立予定日から３年以内に開始する当該合弁会社の事業年度のいずれかの末日

における総資産の予想帳簿価額に合弁会社設立時の出資比率（所有する株式の数又は持分の

価額（当該連結会社の属する企業集団に属する他の会社が当該業務上の提携により所有する

株式の数又は持分の価額を含む。）を発行済株式の総数又は出資の総額で除して得た数値をい

う。以下同じ。）を乗じて得たもの（又は合弁会社の直前事業年度の末日における総資産の帳

簿価額に出資比率を乗じて得たもの）が、直前連結会計年度の末日における連結純資産の３

０％に相当する額以上 

（ｂ）合弁会社の設立予定日から３年以内に開始する当該合弁会社の事業年度のいずれかにおけ

る予想売上高に出資比率を乗じて得たもの（又は合弁会社の直前事業年度における売上高に

出資比率を乗じて得たもの）が、連結会社の直前連結会計年度における連結売上高の１０％

に相当する額以上 

 

【上場規程第４０３条第１号ｈ、施行規則第４０３条第７号】 
 

（注）この事実の決定による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、上場会社の業績

に大きな影響が出ない場合でも、この事実の決定による影響の見込額自体が基準に該当するときは、

開示が必要となります。 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 「業務上の提携」には、仕入・販売に関する提携、委託生産に関する提携、製品開発に関する提携、

業務全般に係る包括的な提携などが含まれます。なお、業務上の協力関係が付随しない単なる株式の

持合い（資本提携）や役員の派遣（人事提携）等は、業務上の提携には含まれません。 
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③ 「業務上の提携」と併せて他の適時開示項目（例えば、「子会社等の事業の全部又は一部の譲渡又は

譲受け」、「子会社等における孫会社の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他の孫会社の異動

を伴う事項（合弁会社が孫会社に該当する場合など）」、「子会社等における固定資産の譲渡又は取得、

リースによる固定資産の賃貸借」、「子会社における新たな事業の開始」等）に該当する場合がありま

す。 

 

④ 当連結会計年度中に業務上の提携の開始日が到来する場合等であって、上場会社又は当該子会社等

（国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に限る。）の経営成績等に与える影響の程度を踏ま

えて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要とな

ることも考えられます。詳細は、当該項目に係る取扱い等を参照してください。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、当該子会社等の概要（名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金）を記

載したうえで、上場会社の「業務上の提携又は業務上の提携の解消」に係る取扱いに準じて、投資者が

会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が

会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

また、上場会社の支配株主（その他施行規則で定める者を含む）との重要な取引等に該当する場合は、

決定事実の内容ごとに通常求められる開示事項に加えて、「支配株主との取引等に関する事項」の開示

が必要となります。詳細は、「【子会社等・孫会社の定義及び開示に関する取扱いについて】（６）支配

株主との重要な取引等に係る適時開示実務上の取扱い」を参照してください。 
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７．子会社等における孫会社の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他の孫会社の

異動を伴う事項 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、子会社等の業務執行を決定する機関が、「孫会社の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は

取得その他の孫会社の異動を伴う事項」を行うことについての決定をした場合であって、かつ、当該内

容が以下に掲げる基準のいずれかに該当する場合（該当しないことが明らかでない場合を含む。）は、

直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 
 

 

ａ．孫会社又は新たに孫会社となる会社の直前事業年度の末日における総資産の帳簿価額（孫会社

の設立においてはその予定日から３年以内に開始する当該孫会社のいずれかの事業年度の末日に

おける総資産の帳簿価額の見込額）が、直前連結会計年度の末日における連結純資産の３０％に

相当する額以上 

ｂ．孫会社又は新たに孫会社となる会社の直前事業年度の売上高（孫会社の設立においてはその予

定日から３年以内に開始する当該孫会社のいずれかの事業年度における売上高の見込額）が、直

前連結会計年度の連結売上高の１０％に相当する額以上 

ｃ．孫会社又は新たに孫会社となる会社の直前事業年度の経常利益（孫会社の設立においてはその

予定日から３年以内に開始する当該孫会社のいずれかの事業年度における経常利益の見込額）

が、直前連結会計年度の連結経常利益の３０％に相当する額以上（＊１） 

ｄ．孫会社又は新たに孫会社となる会社の直前事業年度の当期純利益（孫会社の設立においてはそ

の予定日から３年以内に開始する当該孫会社のいずれかの事業年度における当期純利益の見込

額）が、直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益の３０％に相当する額以上（＊

１） 

ｅ．上場会社の直前事業年度において、孫会社又は新たに孫会社となる会社からの仕入高（孫会社

の設立においてはその予定日から３年以内に開始する当該孫会社のいずれかの事業年度における

仕入高の見込額）が、上場会社の仕入高の総額の１０％に相当する額以上 

ｆ．上場会社の直前事業年度において、孫会社又は新たに孫会社となる会社に対する売上高（孫会

社の設立においてはその予定日から３年以内に開始する当該孫会社のいずれかの事業年度におけ

る売上高の見込額）が、上場会社の売上高の総額の１０％に相当する額以上 

ｇ．孫会社又は新たに孫会社となる会社の資本金の額又は出資の額（＊２）が上場会社の資本金

（＊３）の１０％に相当する額以上 

ｈ．孫会社取得（＊４）を行う場合にあっては、孫会社取得に係る対価の額（＊５）に当該孫会社

取得の一連の行為（＊６）として行った、又は行うことが上場会社の業務執行を決定する機関に

より決定された上場会社による子会社取得（＊７）又は子会社等による他の孫会社取得に係る対

価の額の合計額を合算した額が、直前連結会計年度の末日における連結純資産の１５％に相当す

る額以上 
 

（＊１）直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の２％に満たない場合又は直前

連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の１％に満たない

場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「第７章【利益が少額の

場合の開示基準の特例について】」を参照してください。 

（＊２）新たに孫子会社となる会社の資本金又は出資の額が、この事実の決定により増加する場合には、当

該増加後の数値により開示の要否を判断してください。 

（＊３）上場会社の資本金は、決定した時点の数値により開示の要否を判断してください。 

（＊４）上場会社の孫会社でなかった会社の発行する株式又は持分を取得する方法その他の方法により、当

該会社を上場会社の孫会社とすること 

（＊５）孫会社取得の対価として支払った、又は支払うべき額の合計額をいい、株式又は持分の売買代金、

孫会社取得に当たって支払う手数料、報酬その他の費用等の額が含まれます。 

（＊６）孫会社取得の目的、意図を含む諸状況に照らし、当該孫会社取得と実質的に一体のものと認められ

る子会社取得及び子会社等による孫会社取得が該当します。 

（＊７）子会社等でなかった会社の発行する株式又は持分を取得する方法その他の方法（金商法第２７条の
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３第１項に規定する公開買付けによるものを除く。）により、当該会社を子会社等とすること 
 

※ 孫会社又は新たに孫会社となる会社が、直前事業年度において経常損失又は当期純損失を計

上している場合には、その絶対値を用いて該当するかどうかを判断してください。 

※ 開示対象範囲については、「孫会社の解散（孫会社の合併による解散を含む。）による異動」

を除きます。 

 ※ ＩＦＲＳ任意適用会社については、「連結純資産」を「資本合計」、「親会社株主に帰属する当

期純利益」を「親会社の所有者に帰属する当期利益」と読み替えてください。また、「連結経常

利益」に係る基準は適用しません。 
 

【上場規程第４０３条第１号ｉ、施行規則第４０３条第８号】 
 

（注１）孫会社の定義は、【子会社等・孫会社の定義及び開示に関する取扱いについて】を参照してくださ

い。 

（注２）この事実の決定による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、上場会社の業

績に大きな影響が出ない場合でも、この事実の決定による影響の見込額自体が基準に該当するときは、

開示が必要となります。 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 当連結会計年度中に子会社等の異動の日が到来する場合等であって、上場会社又は当該子会社等

（国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に限る。）の経営成績等に与える影響の程度を踏ま

えて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要とな

ることも考えられます。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、当該子会社等の概要（名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金）を記

載したうえで、上場会社の「子会社等の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他の子会社等の異

動を伴う事項」に係る取扱いに準じて、投資者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してくだ

さい。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も

記載してください。 

また、上場会社の支配株主（その他施行規則で定める者を含む）との重要な取引等に該当する場合は、

決定事実の内容ごとに通常求められる開示事項に加えて、「支配株主との取引等に関する事項」の開示

が必要となります。詳細は、「【子会社等・孫会社の定義及び開示に関する取扱いについて】（６）支配

株主との重要な取引等に係る適時開示実務上の取扱い」を参照してください。 
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８．子会社等における固定資産の譲渡又は取得、リースによる固定資産の賃貸借 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、子会社等の業務執行を決定する機関が、「固定資産の譲渡」、「固定資産の取得」、「リー

スによる固定資産の賃貸借」を行うことについての決定をした場合であって、かつ、当該内容が以下に

掲げる基準のいずれかに該当する場合（該当しないことが明らかでない場合を含む。）は、直ちにその

内容を開示することが義務付けられています。 

 

ａ．固定資産の譲渡の場合 

（ａ）固定資産の譲渡による連結総資産の減少見込額が、直前連結会計年度の末日における連結

純資産の３０％に相当する額以上 

（ｂ）固定資産の譲渡の予定日の属する連結会計年度において、当該固定資産の譲渡による連結

経常利益の増加又は減少見込額が、直前連結会計年度の連結経常利益の３０％に相当する額

以上（＊）（注２） 

（ｃ）固定資産の譲渡の予定日の属する連結会計年度において、当該固定資産の譲渡による親会

社株主に帰属する当期純利益の増加又は減少見込額が、直前連結会計年度の親会社株主に帰

属する当期純利益の３０％に相当する額以上（＊）（注２） 

 
 

ｂ．固定資産の取得の場合 

固定資産の取得による連結総資産の増加見込額が、直前連結会計年度の末日における連結純

資産の３０％に相当する額以上 
 

ｃ．リースによる固定資産の賃貸の場合 

リースによって賃貸する固定資産の帳簿価額が、直前連結会計年度の末日における連結純資

産の３０％に相当する額以上 
 

ｄ．リースによる固定資産の賃借の場合 

リースによって賃借する固定資産のリース金額の合計見込額が、連結会社の直前連結会計年

度の末日における連結純資産の３０％に相当する額以上 
 

（＊）ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の２％に満たない場合又は

直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の１％に満たない

場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「第７章【利益が少額の場合

の開示基準の特例について】」を参照してください。 

 

 ※ ＩＦＲＳ任意適用会社については、「連結純資産」を「資本合計」、「親会社株主に帰属する当

期純利益」を「親会社の所有者に帰属する当期利益」と読み替えてください。また、「連結経常

利益」に係る基準は適用しません。 

 

【上場規程第４０３条第１号ｊ、施行規則第４０３条第９号、  

上場規程第４０３条第１号ｋ、施行規則第４０３条第１０号】 
 

 

（注１）この事実の決定による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、上場会社の業

績に大きな影響が出ない場合でも、この事実の決定による影響の見込額自体が基準に該当するときは、

開示が必要となります。 

 

（注２）圧縮記帳の会計処理として直接減額方式を採用している場合、損益基準（ａ．（ｂ）、（ｃ）の基準）

を適用するにあたっては、固定資産売却益から固定資産圧縮損を控除した額を直前連結会計年度の連

結経常利益又は親会社株主に帰属する当期純利益と比較してください。 
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〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 「子会社等における固定資産の譲渡又は取得」については、上記のほか「子会社等の事業の全部又

は一部の譲渡又は譲受け」に該当する場合があります。詳細は、当該項目に係る取扱い等を参照して

ください。 

 

③ 固定資産に係る信託受益権証券の取扱いについて 

固定資産に係る信託受益権の譲渡又は取得についても、実質的に固定資産の譲渡又は取得と同視で

きる場合には開示を行ってください。 

 

④ 開示時期に関する留意点について 

「子会社等における固定資産の譲渡又は取得」は、譲渡又は取得を子会社等が決定した時点で開示

が必要となります。契約締結日又は物件の引き渡し日ではないことにご注意ください（譲渡又は取得

を決定した時点で未定な内容又は停止条件がつく場合には、その旨を記載したうえで開示することが

必要となります。）。なお、最初の公表ですべて決定していない開示事項については、公表が可能とな

り次第速やかに追加の開示を行うようにしてください。 

 

⑤ ファイナンス・リース取引の取扱いについて 

ファイナンス・リース取引（リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除するこ

とができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借り手がリース物件からもたらされる経済

的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生ずるコストを実質的

に負担することとなるリース取引をいう。）による固定資産の賃借の場合は、「リース金額」を「リー

ス物件の取得価額相当額」に読替えることとなります。 

 

⑥ 当連結会計年度中に子会社等における固定資産の譲渡又は取得の期日等が到来する場合等であって、

上場会社又は当該子会社等（国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に限る。）の経営成績等

に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の

修正等」の開示が必要となることも考えられます。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、当該子会社等の概要（名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金）を記

載したうえで、上場会社の「固定資産の譲渡又は取得、リースによる固定資産の賃貸借」に係る取扱い

に準じて、投資者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項

に限らず、投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

また、上場会社の支配株主（その他施行規則で定める者を含む）との重要な取引等に該当する場合は、

決定事実の内容ごとに通常求められる開示事項に加えて、「支配株主との取引等に関する事項」の開示

が必要となります。詳細は、「【子会社等・孫会社の定義及び開示に関する取扱いについて】（６）支配

株主との重要な取引等に係る適時開示実務上の取扱い」を参照してください。 
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９．子会社等の事業の全部又は一部の休止又は廃止 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、子会社等の業務執行を決定する機関が、「事業の全部又は一部の休止又は廃止」を行う

ことについての決定をした場合であって、かつ、当該内容が以下に掲げる基準のいずれかに該当する場

合（該当しないことが明らかでない場合を含む。）は、直ちにその内容を開示することが義務付けられ

ています。 

 

事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日が属する連結会計年度の開始日から、３年以内に開

始する各連結会計年度のいずれかにおいて 

ａ．当該休止又は廃止による連結売上高の減少見込額が、直前連結会計年度の連結売上高の 

１０％に相当する額以上 

ｂ．当該休止又は廃止による連結経常利益の増加又は減少見込額が、直前連結会計年度の連結

経常利益の３０％に相当する額以上（＊） 

ｃ．当該休止又は廃止による親会社株主に帰属する当期純利益の増加又は減少見込額が、直前

連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益の３０％に相当する額以上（＊） 
 

（＊）ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の２％に満たない場合又は

直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の１％に満たない

場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「第７章【利益が少額の場合

の開示基準の特例について】」を参照してください。 

 

 ※ ＩＦＲＳ任意適用会社については、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「親会社の所有者

に帰属する当期利益」と読み替えてください。また、「連結経常利益」に係る基準は適用しませ

ん。 

【上場規程第４０３条第１号ｌ、施行規則第４０３条第１１号】 
 

 

（注）この事実の決定による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、上場会社の業績

に大きな影響が出ない場合でも、この事実の決定による影響の見込額自体が基準に該当するときは、

開示が必要となります。 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 「子会社等の事業の全部又は一部の休止又は廃止」と併せて他の項目（例えば、「子会社等の事業の

全部又は一部の譲渡又は譲受け」、「子会社等における固定資産の譲渡又は取得、リースによる固定資

産の賃貸借」等）に該当する場合があります。詳細は、当該項目に係る取扱い等を参照してください。 

 

③ 当連結会計年度中に子会社等の事業の休止又は廃止日が到来する場合等であって、上場会社又は当

該子会社等（国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に限る。）の経営成績等に与える影響の

程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示

が必要となることも考えられます。 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、当該子会社等の概要（名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金）を記

載したうえで、上場会社の「事業の全部又は一部の休止又は廃止」に係る取扱いに準じて、投資者が会

社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会

社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 
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10．子会社等の破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、子会社等の業務執行を決定する機関が、「破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開

始の申立て」を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられ

ています。 

【上場規程第４０３条第１号ｍ】 
 

（注）当該子会社等以外の者が破産手続開始の申立て等を行う場合については、子会社等の発生事実（「子

会社等における破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て」）として

開示することが必要となります。 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 「子会社等の破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て」に伴い、当該子会社等に対

する上場会社の債権等が回収不能の見込みとなった場合は、別途、上場会社の発生事実として「債権

の取立不能又は取立遅延」に係る開示が必要となる場合があります。また、子会社等の株式について

評価損の認識が必要となった場合等には、別途、上場会社の発生事実として「災害に起因する損害又

は業務遂行の過程で生じた損害」に係る開示が必要となる場合があります。 

 

③ 上場会社の経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出し

た場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．申立ての理由 

ｂ．負債総額 

ｃ．当該子会社等の概要 

・ 名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、設立年月日、大株主及び持株比率、上

場会社と当該会社の関係（＊１）、最近３年間の財政状態及び経営成績（＊２）を記載する。 
（＊１）上場会社と当該会社の関係は、以下の事項を記載する。 

・ 資本関係として、最近日における当事会社間の出資の状況（間接保有分を含む。）を記載する。該 

当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 人的関係として、最近日における当事会社間の役員又は従業員の派遣又は出向の状況を記載する。該

当がない場合は、その旨を記載する。 

・ 取引関係として、直前事業年度における当事会社間の取引について概要を記載する。該当がない場合

は、その旨を記載する。 

・ 最近日における上場会社と当該子会社等の債権債務関係を記載する。 

・ 関連当事者への該当状況として、直前事業年度の末日において、相手会社が上場会社の関連当事者に

該当する場合には、関連当事者である旨及び関連当事者に該当する事由を記載する（関連当事者に該当

しない場合は、その旨を記載する。）。 

（＊２）純資産、総資産、１株当たり純資産、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、

１株当たり当期純利益、１株当たり配当金 

※ 上記開示事項について、追加出資、役員派遣、財政状態・経営成績の急激な変動、取引条件変更

などにより最近日までに重要な状況の変化がある場合又は今後重要な状況の変化が見込まれる場合

は、その内容も追加記載する。 
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ｄ．当該子会社等の株式の評価額 

※ 評価額について、最近日までに重要な変更がある場合又は今後重要な変更が見込まれる場合は、

当該変更後の内容を記載する。 

ｅ．今後の見通し 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｆ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

（当該子会社等が上場会社である場合であって、再生手続開始又は更生手続開始の申立てのとき） 

ｇ．上場廃止又は上場維持の見通し 

・ 同時に上場規程第６０３条第１項に規定する再建計画等の審査に係る申請を行う旨又

は行わない旨も併せて記載する。 

 

○（参考）申立ての概要 

・ 参考として、申立ての概要を記載する。 

 

○（参考）当期業績予想及び前期実績 

・ 参考として、上場会社が当連結会計年度に係る業績予想を公表している場合には、公表

がされた直近の予想値の内容（子会社等の解散を行うことについての決定に際して当連結

会計年度に係る業績予想を新たに算出した場合には、新たな予想値の内容）及び前連結会

計年度における実績を記載する。 

※ 子会社等の破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立ての決定に際して当

連結会計年度に係る業績予想を新たに算出していない場合又は業績に与える影響が見込

まれない場合においても、当該内容を記載する。 

※ 新たに算出した予想値を記載する場合において、子会社等の破産手続開始、再生手続

開始又は更生手続開始の申立てによる影響以外の要素を考慮している場合には、その内

容等についても、「業績予想の修正等」の適時開示を行う場合に準じて記載することが

望ましい。 
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11．子会社等における新たな事業の開始 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、子会社等の業務執行を決定する機関が、「新たな事業の開始（新商品の販売又は新たな

役務の提供の企業化を含む。以下同じ。）」を行うことについての決定をした場合であって、かつ、当該

内容が以下に掲げる基準のいずれかに該当する場合（該当しないことが明らかでない場合を含む。）は、

直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

 

ａ．新たな事業の開始の予定日の属する連結会計年度の開始日から３年以内に開始する各連結会計

年度のいずれかにおいて、当該新たな事業の開始による売上高の増加見込額が、直前連結会計年

度の連結売上高の１０％に相当する額以上 

ｂ．新たな事業の開始のために特別に支出する予定額の合計額が、直前連結会計年度の末日におけ

る固定資産の帳簿価額の１０％に相当する額以上 

 

【上場規程第４０３条第１号ｎ、施行規則第４０３条第１２号】 
 

 

（注）この事実の決定による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、上場会社の業績

に大きな影響が出ない場合でも、この事実の決定による影響の見込額自体が基準に該当するときは、

開示が必要となります。 
 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 「子会社等における新たな事業の開始」と併せて他の項目（例えば、「子会社等の事業の全部又は一

部の譲渡又は譲受け」、「子会社等における業務上の提携又は業務上の提携の解消」、「子会社等におけ

る固定資産の譲渡又は取得、リースによる固定資産の賃貸借」、「子会社等の業績予想の修正」等）に

該当する場合があります。詳細は、当該項目に係る取扱い等を参照してください。 

 

③ 「子会社等における新たな事業の開始」は、孫会社を通じて新事業に着手する場合も含みます。し

たがって、新たな孫会社を設立して新事業を開始する場合には、「孫会社の異動を伴う株式又は持分の

譲渡又は取得その他の孫会社の異動を伴う事項」等として開示が必要となる場合があります。詳細は、

当該項目に係る取扱い等を参照してください。 

 

④ 当連結会計年度中に新たな事業の開始日が到来する場合等であって、上場会社又は当該子会社等

（国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に限る。）の経営成績等に与える影響の程度を踏ま

えて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要とな

ることも考えられます。 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、当該子会社等の概要（名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金）を記

載したうえで、上場会社の「新たな事業の開始」に係る取扱いに準じて、投資者が会社情報を適切に理

解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適切に理

解・判断するために必要な事項も記載してください。 

また、上場会社の支配株主（その他施行規則で定める者を含む）との重要な取引等に該当する場合は、

決定事実の内容ごとに通常求められる開示事項に加えて、「支配株主との取引等に関する事項」の開示

が必要となります。詳細は、「【子会社等・孫会社の定義及び開示に関する取扱いについて】（６）支配

株主との重要な取引等に係る適時開示実務上の取扱い」を参照してください。 
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12．子会社等の商号又は名称の変更 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、子会社等の業務執行を決定する機関が、「商号又は名称の変更」を行うことについての

決定をした場合であって、かつ、当該内容が以下に掲げる基準のいずれかに該当する場合（該当しない

ことが明らかでない場合を含む。）は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

 

ａ．子会社等の直前事業年度の末日における総資産額が、直前連結会計年度の末日における連結純

資産の３０％に相当する額以上 

ｂ．子会社等の直前事業年度の売上高が、直前連結会計年度の連結売上高の１０％に相当する額以

上 

ｃ．子会社等の直前事業年度の経常利益が、直前連結会計年度の連結経常利益の３０％に相当する

額以上（＊） 

ｄ．子会社等の直前事業年度の当期純利益が、直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利

益の３０％に相当する額以上（＊） 

 

（＊）ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の２％に満たない場合又は

直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の１％に満たない場

合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「第７章【利益が少額の場合の開

示基準の特例について】」を参照してください。 

 

※ 商号又は名称の変更を行う子会社等が、直前事業年度において経常損失又は当期純損失を計

上している場合には、その絶対値を用いて該当するかどうかを判断してください。 

※ ＩＦＲＳ任意適用会社については、「連結純資産」を「資本合計」、「親会社株主に帰属する当

期純利益」を「親会社の所有者に帰属する当期利益」と読み替えてください。また、「連結経常

利益」に係る基準は適用しません。 

 

【上場規程第４０３条第１号ｐ、施行規則第４０３条第１３号】 

 

〔開示に関する注意事項〕 

〇 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、当該子会社等の概要（名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金）を記

載したうえで、上場会社の「商号の変更」に係る取扱いに準じて、投資者が会社情報を適切に理解・判

断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適切に理解・判

断するために必要な事項も記載してください。 
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13．子会社等における債務超過又は預金等の払戻の停止のおそれがある旨の内閣総理大臣

への申出（預金保険法第７４条第５項の規定による申出） 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、子会社等の業務執行を決定する機関が、「債務超過又は預金等の払戻の停止のおそれが

ある旨の内閣総理大臣への申出」（預金保険法（昭和４６年法律第３４号）第７４条第５項の規定によ

る申出）を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられてい

ます。 

【上場規程第４０３条第１号ｑ】 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 上場会社又は当該子会社等（国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に限る。）の経営成績

等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想

の修正等」の開示が必要となることも考えられます。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、当該子会社等の概要（名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金）を記

載したうえで、上場会社の「債務超過又は預金等の払戻の停止のおそれがある旨の内閣総理大臣への申

出（預金保険法第７４条第５項の規定による申出）」に係る取扱いに準じて、投資者が会社情報を適切

に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適切

に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 
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14．子会社等における特定調停法に基づく特定調停手続による調停の申立て 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、子会社等の業務執行を決定する機関が、「特定債務等の調整の促進のための特定調停に

関する法律（平成１１年法律第１５８号）に基づく特定調停手続による調停の申立て」を行うことにつ

いての決定をした場合であって、かつ、当該内容が以下に掲げる基準のいずれかに該当する場合（該当

しないことが明らかでない場合を含む。）は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

 

当該子会社等の希望する調停条項において調停の対象とする金銭債務の総額が、直前連結会計年

度の末日における連結債務の総額の１０％に相当する額以上 

 

【上場規程第４０３条第１号ｒ、施行規則第４０３条第１４号】 
 

 

（注）この事実の決定による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、上場会社の業績

に大きな影響が出ない場合でも、この事実の決定による影響の見込額自体が基準に該当するときは、

開示が必要となります。 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 調停が成立した場合には、「子会社等における債務免除等の金融支援」に関する開示が必要となりま

す。 

 

③ 調停が不成立となった場合や調停内容を修正した場合には、当該事実の開示が必要となります。 

 

④ 上場会社又は当該子会社等（国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に限る。）の経営成績

等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、業績予想

の修正等の開示が必要となることも考えられます。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、当該子会社等の概要（名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金）を記

載したうえで、上場会社の「特定調停法に基づく特定調停手続による調停の申立て」に係る取扱いに準

じて、投資者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、これに加えて、親子

間の債権債務関係及び当該子会社等の株式の評価額を記載してください。 

また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載

してください。 
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15．その他子会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事項 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、「上場規程第４０３条第１号ａからｒまでに掲げる事項のほか、当該上場会社の子会社

等の運営、業務又は財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの」を

行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４０３条第１号ｓ】 
 

 

※ 「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかについては、決定事実の内容、その影響等を

踏まえて、実質的に判断することが求められます。 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 後述する開示の目安への該当の有無にかかわらず、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要であると

認められる場合には、直ちにその内容を開示するようにしてください。その際、投資者の投資判断に

及ぼす影響の重要性については、当該会社情報の決定が将来のキャッシュ・フローに与える影響など、

上場会社の企業価値に与える影響を踏まえて、実質的に判断することが重要と考えられます。 

 

③ 当連結会計年度中に子会社等の決定した事項の実施日等が到来する場合等であって、上場会社又は

当該子会社等（国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に限る。）の経営成績等に与える影響

の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開

示が必要となることも考えられます。 

 

④ 以下は、少なくとも「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」と考えられる開示の目安です。以

下の目安に該当しない場合においても、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要であると実質的に考え

られる場合は、開示が必要となります。 

 

ａ．金商法第１６６条第２項第８号に該当する事実 

ｂ．当該決定事実による連結総資産の増加又は減少見込額が、直前連結会計年度の末日における連

結純資産の３０％に相当する額以上 

ｃ．当該決定事実による連結売上高の増加又は減少見込額が直前連結会計年度の連結売上高の１

０％に相当する額以上 

ｄ．当該決定事実による連結経常利益の増加又は減少見込額が、直前連結会計年度の連結経常利益

の３０％に相当する額以上（＊） 

ｅ．当該決定事実による親会社株主に帰属する当期純利益の増加又は減少見込額が、直前連結会計

年度の親会社株主に帰属する当期純利益の３０％に相当する額以上（＊） 

ｆ．開示府令第１９条第２項第１９号の規定に基づく事由（連結財政状態及び連結経営成績に影響

を与える事象）で臨時報告書が提出される事実 
 

（＊）ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の２％に満たない場合又は直

前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の１％に満たない場合

は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「第７章【利益が少額の場合の開

示基準の特例について】」を参照してください。 

 

※ ＩＦＲＳ任意適用会社については、「連結純資産」を「資本合計」、「親会社株主に帰属する当

期純利益」を「親会社の所有者に帰属する当期利益」と読み替えてください。 
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（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、投資者が会社情報を適切に理解・判断できるよう少なくとも事実の概要、決定の理由、

今後の見通し等を記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適切に理

解・判断するために必要な事項も記載してください。 

また、上場会社の支配株主（その他施行規則で定める者を含む）との重要な取引等に該当する場合は、

決定事実の内容ごとに通常求められる開示事項に加えて、「支配株主との取引等に関する事項」の開示

が必要となります。詳細は、「【子会社等・孫会社の定義及び開示に関する取扱いについて】（６）支配

株主との重要な取引等に係る適時開示実務上の取扱い」を参照してください。 

 

ａ．事実の概要 

ｂ．決定の理由 

ｃ．今後の見通し 

・ 当期以降の上場会社の業績に与える影響の見込みを記載する。 

※ 本項目の事象による上場会社の当期業績への影響額と他の事象による当期業績への影

響額とを合算すると、上場会社の業績に大きな影響が出ない場合には、その内容を含め

て記載する。 

※ 当期以降の上場会社の業績に与える影響の見込額が判明していない場合も、少なくと

も影響の規模・程度がわかるように記載する。 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｄ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

○（参考）当期業績予想及び前期実績 

・ 参考として、上場会社が当連結会計年度に係る業績予想を公表している場合には、公表

がされた直近の予想値の内容（開示の対象とする事項の決定に際して当連結会計年度に係

る業績予想を新たに算出した場合には、新たな予想値の内容）及び前連結会計年度におけ

る実績を記載する。 

※ 開示の対象とする事項の決定に際して当連結会計年度に係る業績予想を新たに算出し

ていない場合又は業績に与える影響が見込まれない場合においても、当該内容を記載す

る。 

※ 新たに算出した予想値を記載する場合において、開示の対象とする事項の決定による

影響以外の要素を考慮している場合には、その内容等についても、「業績予想の修正等」

の適時開示を行う場合に準じて記載することが望ましい。 
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〔２〕子会社等の発生事実 
 

１．子会社等における災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、子会社等において「災害に起因する損害」又は「業務遂行の過程で生じた損害」（営業

損失、営業外損失又は特別損失に計上されるべきもの）が発生した場合であって、かつ、当該内容が以

下に掲げる基準のいずれかに該当する場合（該当しないことが明らかでない場合を含む。）は、直ちに

その内容を開示することが義務付けられています。 

 

ａ．損害の見込額が、直前連結会計年度の末日における連結純資産の３％に相当する額以上 

ｂ．損害による連結経常利益の増加又は減少見込額が、直前連結会計年度の連結経常利益の３０％

に相当する額以上（＊） 

ｃ．損害による親会社株主に帰属する当期純利益の増加又は減少見込額が、直前連結会計年度の親

会社株主に帰属する当期純利益の３０％に相当する額以上（＊） 
 

（＊）ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の２％に満たない場合又は

直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の１％に満たない

場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「第７章【利益が少額の場合

の開示基準の特例について】」を参照してください。 

 

※ ＩＦＲＳ任意適用会社については、「連結純資産」を「資本合計」、「親会社株主に帰属する当

期純利益」を「親会社の所有者に帰属する当期利益」と読み替えてください。また、「連結経常

利益」に係る基準は適用しません。 

 

【上場規程第４０３条第２号ａ、施行規則第４０４条第１号】 
 

（注１）災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害とは、種々の事故等の災害又は会社の業務遂

行の過程で生じたすべての損害（営業損失、営業外損失又は特別損失に計上されるべきもの）をいい

ます（法務省刑事局付検事・横畠祐介著「逐条解説 インサイダー取引規制と罰則」商事法務研究会、

１９８９年３月２３日、９２頁）。 

（注２）この事実の発生による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、業績に大きな

影響が出ない場合でも、この事実の発生による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必

要となります。 

（注３）期中又は四半期末・中間期末・事業年度末における有価証券の評価損の発生も開示が必要となりま

す。有価証券の評価損に関する開示を行う場合の判断にあたっては、原則として、四半期毎に、評価

損の差額（＊１）に基づき判断してください（＊２）。また、四半期決算において洗替え法による会計

処理を行った結果、評価損の戻入等が発生する場合（評価損の差額がマイナスとなる場合）は、「その

他子会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実」に関する開示が必要となる場合があります。 
 

（＊１）当事業年度の期首から判断時点までの間に計上される評価損から直前四半期累計期間（直前四半期累計

期間が第２四半期累計期間である場合には直前中間会計期間）において計上された評価損を差し引いた額を

いう。第１四半期については、同四半期会計期間における評価損の額をいう。 

（＊２）四半期決算において切放し法・洗替え法のいずれを採用する場合も同様とする。 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 本項目は、災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害が発生した場合に、直ちに事実の

概要を、損害・損失の見込額を含めて開示するものですが、損害・損失の見込額の算定に時間を要す
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る場合には、損害・損失の見込額が現時点では不明である旨（概算額がわかる場合はその額）及びそ

れ以外の開示事項について速やかに開示してください。その後、損害・損失の見込額が算定できた時

点で速やかに追加開示を行ってください。 

 

③ 「子会社等における災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」に併せて他の適時開示

項目（例えば、「子会社等における免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令

に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発」、「子会社等における破産手続開始、再生手続開

始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て」、「子会社等における手形等の不渡り又は手形交換

所による取引停止処分」、「子会社等における債権の取立不能又は取立遅延」、「子会社等における取引

先との取引停止」、「子会社等における債務免除等の金融支援」等）に該当する場合があります。詳細

は、当該項目に係る取扱い等を参照してください。 

 

④ 当連結会計年度中に子会社等における災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害が発生

した場合であって、上場会社又は当該子会社等（国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に

限る。）の経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場

合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、当該子会社等の概要（名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金）を記

載したうえで、上場会社の「災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」に係る取扱いに準

じて、投資者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限

らず、投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 
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２．子会社等における訴訟の提起又は判決等 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、子会社等において「財産権上の請求に係る訴えが提起された場合」、又は「当該訴えに

ついて判決があった場合」、若しくは「当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結

した場合」であって、かつ、当該内容が以下に掲げる基準のいずれかに該当する場合（該当しないこと

が明らかでない場合を含む。）は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

 

ａ．訴えが提起された場合 

（ａ）訴訟の目的の価額が、直前連結会計年度の末日における連結純資産の１５％に相当する額

以上 

（ｂ）当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴したとした場合、当該訴

えの提起された日の属する連結会計年度開始の日から３年以内に開始する各連結会計年度の

いずれかにおいて、当該敗訴による連結売上高の減少見込額が、直前連結会計年度の連結売

上高の１０％に相当する額以上 

ｂ．ａに該当する訴えの提起に係る訴訟の全部又は一部について判決があった場合又はその全部が

裁判によらずに完結した場合 

ｃ．ａに該当しない訴えの提起に係る判決等（訴えについて判決があったこと又は訴えの提起に係

る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したことをいう。以下同じ。）があった場合又は

ａに該当する訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判によらずに完結した場合 

（ａ）判決等により給付する財産の見込額が、直前連結会計年度の末日における連結純資産の

３％に相当する額以上 

（ｂ）判決等の日の属する連結会計年度開始の日から３年以内に開始する各連結会計年度のいず

れかにおいて、当該判決等による売上高の減少見込額が、直前連結会計年度の連結売上高の

１０％に相当する額以上 

（ｃ）判決等の日の属する連結会計年度開始の日から３年以内に開始する各連結会計年度のいず

れかにおいて、当該判決等による連結経常利益の減少見込額が、直前連結会計年度の連結経

常利益の３０％に相当する額以上（＊） 

（ｄ）判決等の日の属する連結会計年度開始の日から３年以内に開始する各連結会計年度のいず

れかにおいて、当該判決等による親会社株主に帰属する当期純利益の減少見込額が、直前連

結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益の３０％に相当する額以上（＊） 
 

（＊）ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の２％に満たない場合又は

直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の１％に満たない

場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「第７章【利益が少額の場合

の開示基準の特例について】」を参照してください。 

 

※ ＩＦＲＳ任意適用会社については、「連結純資産」を「資本合計」、「親会社株主に帰属する当

期純利益」を「親会社の所有者に帰属する当期利益」と読み替えてください。また、「連結経常

利益」に係る基準は適用しません。 

 

【上場規程第４０３条第２号ｂ、施行規則第４０４条第２号】 
 

（注）この事実の発生による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、上場会社の業績

に大きな影響が出ない場合でも、この事実の発生による影響の見込額自体が基準に該当するときは、

開示が必要となります。 
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〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 訴えの提起には下級審判決に対する上訴があった場合を、判決には下級審判決を含みます（終局判

決に先立って行われる中間判決もこれに含まれます。）。また、判決によらない完結には、訴えの取下

げ、訴訟上の和解又は請求の放棄若しくは認諾等が該当します。なお、訴訟の前段階である裁判所へ

の仲裁、調停の申立て等については、「訴えの提起」としての開示は義務付けられていません。 

 

③ 子会社等が原告となって訴えを提起する場合については、原則として開示が義務付けられていませ

ん。なお、子会社等が提起した訴えに係る判決等があった場合については、「その他子会社等の運営、

業務、又は財産に関する重要な事実」として開示が必要となる場合があります。 

 

④ 特許権の侵害訴訟等を提起された場合であって、損害賠償に係る請求に加えて、製品の製造及び販

売等に係る差止めの仮処分が申立てられた場合には、上記のほか、「子会社等における仮処分命令の申

立て又は決定等」として開示が必要となる場合があります。 

 

⑤ 当連結会計年度中に子会社等における訴訟の提起又は判決等が生じた場合であって、上場会社又は

当該子会社等（国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に限る。）の経営成績等に与える影響

の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開

示が必要となることも考えられます。 

 

⑥ 訴訟の見通しがどのようなものであっても、訴訟の目的額や敗訴した場合に見込まれる連結売上高

への影響等が軽微基準に該当しないときには、開示が必要となります。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、当該子会社等の概要（名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金）を記

載したうえで、上場会社の「訴訟の提起又は判決等」に係る取扱いに準じて、投資者が会社情報を適切

に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適切

に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 
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３．子会社等における仮処分命令の申立て又は決定等 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、子会社等において「事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立て

がなされた場合」、又は「当該申立てについて裁判があった場合」、若しくは「当該申立てに係る手続の

全部若しくは一部が裁判によらずに完結した場合」であって、かつ、当該内容が以下に掲げる基準のい

ずれかに該当する場合（該当しないことが明らかでない場合を含む。）は、直ちにその内容を開示する

ことが義務付けられています。 

 

ａ．仮処分命令の申立てがなされた場合 

当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立てどおりに発せられたとした場合、申立ての日の

属する連結会計年度開始の日から３年以内に開始する各連結会計年度のいずれかにおいて、当

該仮処分命令による連結売上高の減少見込額が、直前連結会計年度の連結売上高の１０％に相

当する額以上 

ｂ．ａに該当する仮処分命令の申立てについて裁判があった場合又は当該申立てに係る手続きの全

部が裁判によらずに完結した場合 

ｃ．ａに該当しない仮処分命令の申立てにおける裁判等（申立てについて判決があったこと又は当

該申立てに係る手続きの全部若しくは一部が裁判によらずに完結したことをいう。以下同じ。）が

あった場合又はａに該当する申立てに係る手続きの一部が裁判によらずに完結した場合 

（ａ）当該裁判等の日の属する連結会計年度の開始日から３年以内に開始する連結会計年度のい

ずれかにおいて、当該裁判等による連結売上高の減少見込額が、直前連結会計年度の連結売

上高の１０％に相当する額以上 

（ｂ）当該裁判等の日の属する連結会計年度開始の日から３年以内に開始する各連結会計年度の

いずれかにおいて、当該裁判等による連結経常利益の減少見込額が、直前連結会計年度の連

結経常利益の３０％に相当する額以上（＊） 

（ｃ）当該裁判等の日の属する連結会計年度開始の日から３年以内に開始する各連結会計年度の

いずれかにおいて、当該裁判等による親会社株主に帰属する当期純利益の減少見込額が、直

前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益の３０％に相当する額以上（＊） 
 

（＊）ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の２％に満たない場合又は

直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の１％に満たない

場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「第７章【利益が少額の場合

の開示基準の特例について】」を参照してください。 

 

※ ＩＦＲＳ任意適用会社については、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「親会社の所有者

に帰属する当期利益」と読み替えてください。また、「連結経常利益」に係る基準は適用しませ

ん。 

 

【上場規程第４０３条第２号ｃ、施行規則第４０４条第３号】 
 

（注）この事実の発生による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、上場会社の業績

に大きな影響が出ない場合でも、この事実の発生による影響の見込額自体が基準に該当するときは、

開示が必要となります。 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 当連結会計年度中に子会社等における仮処分命令の申立て又は決定等が生じた場合であって、上場
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会社又は当該子会社等（国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に限る。）の経営成績等に与

える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正

等」の開示が必要となることも考えられます。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、当該子会社等の概要（名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金）を記

載したうえで、上場会社の「仮処分命令の申立て又は決定等」に係る取扱いに準じて、投資者が会社情

報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情

報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 
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４．子会社等における免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令

に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、子会社等において「免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令

に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発」を受けた場合であって、かつ、当該内容が以下に

掲げる基準のいずれかに該当する場合（該当しないことが明らかでない場合を含む。）は、直ちにその

内容を開示することが義務付けられています。 

 

ａ．法令に基づく処分を受けた日の属する連結会計年度の開始日から３年以内に開始する各連結会

計年度のいずれかにおいて、当該処分による連結売上高の減少見込額が直前連結会計年度の連結

売上高の１０％に相当する額以上 

ｂ．行政庁によって法令違反に係る告発を受けた事業部門等の直前連結会計年度における売上高

が、当該連結会計年度における連結売上高の１０％に相当する額以上 

 

【上場規程第４０３条第２号ｄ、施行規則第４０４条第４号】 
 

（注）この事実の発生による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、上場会社の業績

に大きな影響が出ない場合でも、この事実の発生による影響の見込額自体が基準に該当するときは、

開示が必要となります。 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 「子会社等における免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処

分又は行政庁による法令違反に係る告発」に併せて他の項目（例えば、「子会社等における災害に起因

する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」、「子会社等の業績予想の修正等」）に該当する場合があり

ます。詳細は、当該項目に係る取扱い等を参照してください。 

 

③ 行政庁による法令に基づく処分には、会社が事業活動の基礎として必要な行政庁の免許、認可又は

登録の取消処分（更新できなかった場合を含む。）、事業の全部又は一部の停止命令などを含みます。 

 

④ 連結会計年度中に子会社等における免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による

法令に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発が生じた場合であって、上場会社又は当該子

会社等（国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に限る。）の経営成績等に与える影響の程度

を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必

要となることも考えられます。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、当該子会社等の概要（名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金）を記

載したうえで、上場会社の「免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づ

く処分又は行政庁による法令違反に係る告発」に係る取扱いに準じて、投資者が会社情報を適切に理

解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適切に理

解・判断するために必要な事項も記載してください。 
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５．子会社等における破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行

の申立て 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、子会社等において「債権者その他の当該子会社等以外の者による破産手続開始、再生手

続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立てが行われた場合」は、直ちにその内容を開示する

ことが義務付けられています。 

【上場規程第４０３条第２号ｅ】 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 「子会社等の破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て」に伴

い、当該子会社等に対する上場会社の債権等が回収不能の見込みとなった場合は、別途、上場会社の

発生事実として「債権の取立不能又は取立遅延」に係る開示が必要となる場合があります。また、子

会社等の株式について評価損の認識が必要となった場合等には、別途、上場会社の発生事実として

「災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」に係る開示が必要となる場合があります。

詳細は、当該項目に係る取扱い等を参照してください。 

 

③ 「子会社等の破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て」が上

場会社の経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場

合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、当該子会社等の概要（名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金）を記

載したうえで、上場会社の「破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立

て」に係る取扱いに準じて、投資者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、

これに加えて、親子間の債権債務関係及び当該子会社等の株式の評価額を記載してください。 

また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載

してください。 
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６．子会社等における手形等の不渡り又は手形交換所による取引停止処分 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、子会社等において「手形若しくは小切手の不渡り」が発生した場合（支払資金の不足を

事由とするものに限る。）又は「手形交換所による取引停止処分」が行われた場合は、直ちにその内容

を開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４０３条第２号ｆ】 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 「子会社等における手形等の不渡り又は手形交換所による取引停止処分」に伴い、当該子会社等に

対する上場会社の債権等が回収不能の見込みとなった場合は、別途、上場会社の発生事実として「債

権の取立不能又は取立遅延」に係る開示が必要となる場合があります。また、子会社等の株式につい

て評価損の認識が必要となった場合等には、別途、上場会社の発生事実として「災害に起因する損害

又は業務遂行の過程で生じた損害」に係る開示が必要となる場合があります。詳細は、当該項目に係

る取扱い等を参照してください。 

 

③ 「子会社等における手形等の不渡り又は手形交換所による取引停止処分」が上場会社の経営成績等

に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の

修正等」の開示が必要となることも考えられます。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、当該子会社等の概要（名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金）を記

載したうえで、上場会社の「手形等の不渡り又は手形交換所による取引停止処分」に係る取扱いに準じ

て、投資者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限ら

ず、投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。また、これに加

えて、親子間の債権債務関係及び当該子会社等の株式の評価額を記載してください。 
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７．子会社等における孫会社に係る破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業

担保権の実行の申立て 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、子会社等における孫会社に係る「破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業

担保権の実行の申立て」が行われた場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 
 

【上場規程第４０３条第２号ｇ】 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 孫会社が本邦以外の地域において設立された会社であって、その設立国（地域）の法律等に基づい

て、当該孫会社に係る破産手続開始の申立て等に相当する行為が行われた場合にも開示してください。 

 

③ 「子会社等における孫会社に係る破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実

行の申立て」に伴い、当該孫会社に対する子会社等の債権等が回収不能の見込みとなった場合は、別

途、子会社等の発生事実として「子会社等における債権の取立不能又は取立遅延」に係る開示が必要

となる場合があります。また、孫会社株式について評価損の認識が必要となった場合等には、別途、

子会社等の発生事実として「子会社等における災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」

に係る開示が必要となる場合があります。詳細は、当該項目に係る取扱い等を参照してください。 
 

④ 「子会社等における孫会社に係る破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実

行の申立て」が上場会社又は当該子会社等（国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に限る。）

の経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、

「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 
 

ａ．当該孫会社の概要 

・ 名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、最近日における上場会社と当

該孫会社の債権債務関係を記載する。 

ｂ．申立てに至った経緯 

ｃ．申立者の概要 

・ 名称、所在地、代表者の役職・氏名を記載する。 

※ 個人の場合には、氏名、住所（市区町村まで）を記載する。 

ｄ．申立ての内容 

ｅ．負債総額 

ｆ．孫会社に係る破産等の影響 

ｇ．当該孫会社株式の評価額 

ｈ．今後の見通し 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｉ．上場廃止又は上場維持の見通し（当該孫会社が上場会社であって、当該孫会社による申立て

のとき） 

ｊ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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８．子会社等における債権の取立不能又は取立遅延 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、子会社等において「債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等、破産手

続開始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金

その他の債権又は当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務

の不履行のおそれ」が生じ、かつ、当該内容が以下に掲げる基準のいずれかに該当する場合（該当しな

いことが明らかでない場合を含む。）は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

 

ａ．債権の取立不能又は取立遅延のおそれのある額が、直前連結会計年度末日における連結純資産

の３％に相当する額以上 

ｂ．債権の取立不能又は取立遅延のおそれのある額が、直前連結会計年度の連結経常利益の３０％

に相当する額以上（＊） 

ｃ．債権の取立不能又は取立遅延のおそれのある額が、直前連結会計年度の親会社株主に帰属する

当期純利益の３０％に相当する額以上（＊） 
 

（＊）ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の２％に満たない場合又は

直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の１％に満たない

場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「第７章【利益が少額の場合

の開示基準の特例について】」を参照してください。 

 

※ ＩＦＲＳ任意適用会社については、「連結純資産」を「資本合計」、「親会社株主に帰属する当

期純利益」を「親会社の所有者に帰属する当期利益」と読み替えてください。また、「連結経常

利益」に係る基準は適用しません。 

 

【上場規程第４０３条第２号ｈ、施行規則第４０４条第５号】 
 

 

（注１）「債権の取立不能又は取立遅延のおそれ」は、特定の債務者（又は保証債務に係る主たる債務者）

について、「手形等の不渡り又は手形交換所による取引停止処分」、「破産手続開始、再生手続開始、更

生手続開始又は企業担保権の実行の申立て」等（これらに準ずる事実を含む。）が生じたことにより、

当該債務者に対する売掛金又は貸付金その他の債権（保証債務を履行したと仮定した場合における主

たる債務者に対する求償権）について、「債務不履行のおそれ」が生じたことをいいます。 

（注２）債務不履行のおそれのある債権又は求償権の額について当該債権等に係る担保権の設定、貸倒引当

金の既計上、保険による補てん等は考慮されません。この事実の発生による影響の見込額と他の要因

により生じる影響額とを合算すると、業績に大きな影響が出ない場合でも、この事実の発生による影

響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必要となります。 

※ 本項目の事象による影響を踏まえると、上場会社の当期業績予想に一定程度以上の変動が見込まれ

る場合には、別途「業績予想の修正等」の開示も必要となります。 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 債権の取立不能から貸倒損失を計上することが決定された場合、「子会社等における災害に起因する

損害又は業務遂行の過程で生じた損害」としてさらに開示が必要となる場合があります。詳細は、当

該項目に係る取扱い等を参照してください。 

 

③ 当連結会計年度中に子会社等において債権の取立不能又は取立遅延が生じた場合、貸倒引当金の計

上など、上場会社又は当該子会社等（国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に限る。）の経

営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業
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績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、当該子会社等の概要（名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金）を記

載したうえで、上場会社の「債権の取立不能又は取立遅延」に係る取扱いに準じて、投資者が会社情報

を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報

を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 
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９．子会社等における取引先との取引停止 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、子会社等において「主要取引先（子会社等の直前事業年度における売上高又は仕入高が

売上高総額又は仕入高総額の１０％以上である取引先をいう。以下同じ。）との取引の停止」又は「同

一事由による若しくは同一時期における複数の取引先との取引の停止」が発生した場合であって、かつ、

当該内容が以下に掲げる基準のいずれかに該当する場合（該当しないことが明らかでない場合を含む。）

は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

 

主要取引先との取引停止、あるいは同一事由又は同一時期における複数の取引先との取引停止の

日の属する連結会計年度の開始の日から３年以内に開始する各連結会計年度のいずれかにおいて、

当該取引の停止による連結売上高の減少見込額の総額が、直前連結会計年度の連結売上高の１０％

に相当する額以上 

 

【上場規程第４０３条第２号ｉ、施行規則第４０４条第６号】 
 

 

（注）この事実の発生による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、上場会社の業績

に大きな影響が出ない場合でも、この事実の発生による影響の見込額自体が基準に該当するときは、

開示が必要となります。 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 取引停止には、取引先の意思による場合、法規制等により取引先との取引が不可能になる場合、あ

るいは、部分品の仕入先が生産を中止した結果、製品の製造・販売が不可能になった場合等を含みま

す。 

 

③ 「子会社等における取引先との取引停止」に併せて他の項目（例えば、「子会社等の事業の全部又は

一部の休止又は廃止」、「子会社等における災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」「子

会社等の業績予想の修正等」）に該当する場合があります。詳細は、当該項目に係る取扱い等を参照し

てください。 

 

④ 当連結会計年度中に子会社等において取引先との取引停止が生じた場合であって、上場会社又は当

該子会社等（国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に限る。）の経営成績等に与える影響の

程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示

が必要となることも考えられます。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、当該子会社等の概要（名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金）を記

載したうえで、上場会社の「取引先との取引停止」に係る取扱いに準じて、投資者が会社情報を適切に

理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適切に

理解・判断するために必要な事項も記載してください。 
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10．子会社等における債務免除等の金融支援 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、子会社等において「債権者による債務の免除若しくは返済期限の延長（債務の免除に準

ずると当取引所が認めるものに限る。）又は第三者による債務の引受け若しくは弁済」が生じ、かつ、

当該内容が以下に掲げる基準のいずれかに該当する場合（該当しないことが明らかでない場合を含む。）

は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

 

ａ．債務免除等の金融支援の額（返済期限の延長にあっては当該債務の額）が、直前連結会計年度

の末日における債務の総額の１０％に相当する額以上 

ｂ．債務免除等の金融支援による連結経常利益の増加見込額が、直前連結会計年度の連結経常利益

の３０％に相当する額以上（＊） 

ｃ．債務免除等の金融支援による親会社株主に帰属する当期純利益の増加見込額が、直前連結会計

年度の親会社株主に帰属する当期純利益の３０％に相当する額以上（＊） 
 

（＊）ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の２％に満たない場合又は

直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の１％に満たない

場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「第７章【利益が少額の場合

の開示基準の特例について】」を参照してください。 

 

※ ＩＦＲＳ任意適用会社については、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「親会社の所有者

に帰属する当期利益」と読み替えてください。また、「連結経常利益」に係る基準は適用しませ

ん。 

 

【上場規程第４０３条第２号ｊ、施行規則第４０４条第７号】 
 

（注１）「債務の総額」とは、貸借対照表上の負債勘定から各種引当金を控除したものであり、通常、保証

債務等の偶発債務は含まれません（東京弁護士会会社法部・編「インサイダー取引規制ガイドライン」

商事法務研究会、１９８９年６月２８日、２４３頁）。 

（注２）この事実の発生による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、業績に大きな

影響が出ない場合でも、この事実の発生による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必

要となります。 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 「子会社等における債務免除等の金融支援」に併せて他の項目（例えば、「子会社等における特定調

停法に基づく特定調停手続による調停の申立て」「子会社等における災害に起因する損害又は業務遂行

の過程で生じた損害」「子会社等の業績予想の修正等」）に該当する場合があります。詳細は、当該項

目に係る取扱い等を参照してください。 

 

③ 子会社等が、「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律（以下「特定調停法」とい

う。）」に基づいて債務免除等の要請を行っている場合は、当該開示に先立って「子会社等における特

定調停法に基づく特定調停手続による調停の申立て」に関する開示が必要となる場合がありますので、

当該項目に係る実務上の取扱い等についても参照してください。 

 

④ ③に該当する場合を除き、債務免除等の要請を決定した段階では、直ちに開示を行うことは義務付

けられていません。しかしながら、報道等によって不明瞭な情報が流布された場合には、東証は、事
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実照会を踏まえて、開示を求めることがあります。 

⑤ 債権者に対する金融支援の要請を決定した旨を開示している場合に、その後、債権者との交渉が不

調となるなどして、債権者からの同意が得られないこととなった場合には、「その他子会社等の運営、

業務又は財産に関する重要な事実」として開示が必要となる場合があります。 

 

⑥ 「債務の免除に準ずると当取引所が認めるもの」としては、具体的には、極めて長期間の返済期限

の延長等が考えられますが、それ以外の場合における開示の要否の判断については、当取引所までご

相談ください。 

 

⑦ 当連結会計年度中に子会社等において債務免除等の金融支援が生じた場合であって、上場会社又は

当該子会社等（国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に限る。）の経営成績等に与える影響

の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開

示が必要となることも考えられます。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．当該子会社等の概要 

・ 名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金を記載する。 

ｂ．金融支援を受けるに至った経緯 

ｃ．債務の内容 

・ 借入先等、債務の種類、債務の総額に対する割合を含めて記載する。 

ｄ．金融支援の内容 

ｅ．再建計画の概要 

・ 経営が困難になった原因、事業再構築計画の具体的内容（経営困難に陥った原因の除去

を含む）を記載する。 

・ 新資本の投入による支援や債務の株式化などを含む自己資本の増強策、資産・負債・損

益の今後の見通し、資金調達計画、債務弁済計画等を記載する。 

ｆ．今後の見通し 

・ 当期以降の業績に与える影響の見込みを記載する。 

※ 本項目の事象による上場会社の当期業績への影響額と他の事象による当期業績への影

響額とを合算すると、上場会社の業績に大きな影響が出ない場合には、その内容を含め

て記載する。 

※ 当期以降の上場会社の業績に与える影響の見込額が判明していない場合も、少なくと

も影響の規模・程度がわかるように記載する。 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｇ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

○（参考）当期業績予想及び前期実績 

・ 参考として、上場会社が当連結会計年度に係る業績予想を公表している場合には、公表

がされた直近の予想値の内容（開示の対象とする事項の決定に際して当連結会計年度に係

る業績予想を新たに算出した場合には、新たな予想値の内容）及び前連結会計年度におけ

る実績を記載する。 

※ 子会社等における債務免除等の金融支援の発生に際して当連結会計年度に係る業績予
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想を新たに算出していない場合又は業績に与える影響が見込まれない場合においても、

当該内容を記載する。 

※ 新たに算出した予想値を記載する場合において、子会社等における債務免除等の金融

支援による影響以外の要素を考慮している場合には、その内容等についても、「業績予

想の修正等」の適時開示を行う場合に準じて記載することが望ましい。 
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11．子会社等における資源の発見 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、子会社等が「資源の発見」をした場合であって、かつ、当該内容が以下に掲げる基準の

いずれかに該当する場合（該当しないことが明らかでない場合を含む。）は、直ちにその内容を開示す

ることが義務付けられています。 

 

 

発見された資源の採掘又は採取を開始する日の属する連結会計年度の開始日から３年以内に開始

する連結会計年度のいずれかにおいて、当該資源を利用する事業による連結売上高の増加見込額が

直前連結会計年度の連結売上高の１０％に相当する額以上 

 

【上場規程第４０３条第２号ｋ、施行規則第４０４条第８号】 
 

 

（注１）「資源」とは、鉱業法（昭和２５年法律第２８９号）第３条第１項にいう「鉱物」、採石法（昭和２

５年法律第２９１号）第２条にいう「岩石」などの鉱物資源をいい、「発見」とは、発行会社において

採掘又は採取することができるものとして新たにその存在を認識することで、新たな物質の発明（創

作）やいわゆる用途発明はこれに含まれません。なお発見の場所は国内、国外を問いません（法務省

刑事局付検事・横畠祐介著「逐条解説 インサイダー取引規制と罰則」商事法務研究会、１９８９年

３月２３日、１１１頁）。 

（注２）この事実の発生による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、業績に大きな

影響が出ない場合でも、この事実の発生による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必

要となります。 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 当連結会計年度中に子会社等において資源の発見が生じた場合であって、上場会社又は当該子会社

等（国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に限る。）の経営成績等に与える影響の程度を踏

まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要と

なることも考えられます。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、当該子会社等の概要（名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金）を記

載したうえで、上場会社の「資源の発見」に係る取扱いに準じて、投資者が会社情報を適切に理解・判

断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適切に理解・判

断するために必要な事項も記載してください。 
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12．その他子会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、子会社等において「上場規程第４０３条第２号ａからｋまでに掲げる事実のほか、当該

子会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす

事実が生じた場合」は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４０３条第２号ｌ】 
 

※ 「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」かどうかについては、発生事実の内容、その影響等を

踏まえて、実質的に判断することが求められます。 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 後述する開示の目安への該当の有無にかかわらず、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要であると

認められる場合には、直ちにその内容を開示するようにしてください。その際、投資者の投資判断に

及ぼす影響の重要性については、当該会社情報の発生が将来のキャッシュ・フローに与える影響など、

上場会社の企業価値に与える影響を踏まえて、実質的に判断することが重要と考えられます。 

 

③ 当連結会計年度中に子会社等の運営、業務若しくは財産又は上場株券等に関する重要な事実が生じ

た場合であって、上場会社又は当該子会社等（国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に限

る。）の経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合

には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。 

 

④ 以下は、少なくとも「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」と考えられる開示の目安です。以

下の目安に該当しない場合においても、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要であると実質的に考え

られる場合は、開示が必要となります。 

 

ａ．金商法第１６６条第２項第８号に該当する事実 

ｂ．当該発生事実による連結総資産の増加又は減少見込額が、直前連結会計年度の末日における連

結純資産の３０％に相当する額以上 

ｃ．当該発生事実による連結売上高の増加又は減少見込額が直前連結会計年度の連結売上高の１

０％に相当する額以上 

ｄ．当該発生事実による連結経常利益の増加又は減少見込額が、直前連結会計年度の連結経常利益

の３０％に相当する額以上（＊） 

ｅ．当該発生事実による親会社株主に帰属する当期純利益の増加又は減少見込額が、直前連結会計

年度の親会社株主に帰属する当期純利益の３０％に相当する額以上（＊） 

ｆ．開示府令第１９条第２項第１９号の規定に基づく事由（連結財政状態及び連結経営成績に影響

を与える事象）で臨時報告書が提出される事実 
 

（＊）ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の２％に満たない場合又は直

前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の１％に満たない場合

は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「第７章【利益が少額の場合の開

示基準の特例について】」を参照してください。 

 

※ ＩＦＲＳ任意適用会社については、「連結純資産」を「資本合計」、「親会社株主に帰属する当

期純利益」を「親会社の所有者に帰属する当期利益」と読み替えてください。 
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（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、投資者が会社情報を適切に理解・判断できるよう少なくとも事実の概要、発生の経緯、

今後の見通し等を記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適切に理

解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．事実の概要 

ｂ．発生の経緯 

ｃ．今後の見通し 

・ 当期以降の上場会社の業績に与える影響の見込みを記載する。 

※ 本項目の事象による上場会社の当期業績への影響額と他の事象による当期業績への影

響額とを合算すると、上場会社の業績に大きな影響が出ない場合には、その内容を含め

て記載する。 

※ 当期以降の上場会社の業績に与える影響の見込額が判明していない場合も、少なくと

も影響の規模・程度がわかるように記載する。 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｄ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

 

○（参考）当期業績予想及び前期実績 

・ 参考として、上場会社が当連結会計年度に係る業績予想を公表している場合には、公表

がされた直近の予想値の内容（開示の対象とする事項の決定に際して当連結会計年度に係

る業績予想を新たに算出した場合には、新たな予想値の内容）及び前連結会計年度におけ

る実績を記載する。 

※ 開示の対象とする事項の発生に際して当連結会計年度に係る業績予想を新たに算出し

ていない場合又は業績に与える影響が見込まれない場合においても、当該内容を記載す

る。 

※ 新たに算出した予想値を記載する場合において、開示の対象とする事項の発生による

影響以外の要素を考慮している場合には、その内容等についても、「業績予想の修正等」

の適時開示を行う場合に準じて記載することが望ましい。 
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〔３〕子会社等の業績予想の修正等 
 

○ 子会社等の業績予想の修正、予想値と決算値の差異等 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場会社は、その子会社等（国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に限る。）の売上高、

経常利益及び当期純利益について、公表がされた直近の予想値（当該予想値がない場合は、公表がされ

た前事業年度の実績値）に比較して当該子会社等が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算におい

て差異が生じており、かつ、以下のいずれかに該当する場合（金融商品取引法第１６６条第２項第７号

に該当する場合）は、その内容を開示することが義務付けられています。 

 

ａ．売上高にあっては、新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値を公表がされた

直近の予想値（＊）で除して得た数値が１.１以上又は０.９以下 

ｂ．経常利益にあっては、新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値を公表がされ

た直近の予想値（＊）で除して得た数値が１.３以上又は０．７以下であり、かつ、新たに算出

した予想値又は当事業年度の決算における数値と公表がされた直近の予想値（＊）とのいずれか

少なくない数値から他方を減じて得たものを前事業年度の末日における純資産額と資本金の額と

のいずれか少なくない金額で除した数値が０．０５以上 

ｃ．当期純利益にあっては、新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値を公表がさ

れた直近の予想値（＊）で除して得た数値が１.３以上又は０．７以下であり、かつ、新たに算

出した予想値又は当事業年度の決算における数値と公表がされた直近の予想値（＊）とのいずれ

か少なくない数値から他方を減じて得たものを前事業年度の末日における純資産額と資本金の額

とのいずれか少なくない金額で除した数値が０．０２５以上 

 

（＊）当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値。 

 

【上場規程第４０５条第３項】 

（注）以下の場合に本項目の開示が必要となります。 

・ 子会社等の当期予想値が修正される場合 

・ 子会社等の当期予想値と当期決算値に差異が生じた場合 

・ 子会社等の当期予想値が公表されていない場合であって、子会社等の前期決算値と当期決算値

に差異が生じたとき 

・ 子会社等の当期予想値が公表されていない場合であって、当期予想値を新たに算出したとき 

 

〔開示に関する注意事項〕 

① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

② 子会社等における通期の個別に係る予想値の修正の開示のみ親会社としての適時開示が義務付けら

れています。子会社等における通期の連結に係る予想値や四半期の連結及び単体に係る予想値の修正

の開示については、親会社としての適時開示は義務付けられません。 

 

③ 当該子会社等が東証に上場している場合には、当該子会社等の開示資料と連名で作成することで、

当該子会社等による情報開示をもって上場会社自身の開示（会社情報の公開に関する通知書等の提出

義務を含む。）に代えることができます（連名の資料を作成・公表することについては、あらかじめ上

場会社及び上場子会社等との間で了解を得るようにしてください。）。ただし、当該子会社等が、決算

短信等において業績予想の修正等の開示を行う場合には連名とすることができませんので、上場会社

は、当該決算短信等とは別に開示用資料をご作成ください。 
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④ 経常利益又は当期純利益の計算において、新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数

値と、公表がされた直近の予想値（当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値）の

符号が異なる場合（例えば、直近の予想値が赤字で、新たに算出した予想値が黒字の場合等）は、上

記計算結果がマイナス（０以下）となるため、適時開示の判断基準（０．７以下）に該当し、開示が

義務付けられることになりますので、留意してください。 

 

⑤ 子会社等の業績予想の修正により、上場会社の連結業績予想の修正を行う必要がある場合には、別

に「連結業績予想の修正」に係る開示を行ってください。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．当該子会社等の概要 

・ 名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金を記載する。 

ｂ．修正理由 

ｃ．公表がされた直近の予想値（＊） 

（＊）予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値。 

ｄ．新たに算出した予想値（＊） 

（＊）予想値と決算値の差異の開示においては、当事業年度の決算における数値とする。 

ｅ．ｃ．とｄ．の変動幅及び変動率 

ｆ．上場会社の業績予想の修正有無 

ｇ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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【利益が少額の場合の開示基準の特例について】 
 

東証では、適時開示に関して、投資判断に与える影響が軽微なものは開示義務の対象外とする軽微基準

を上場規程上に設けており、この軽微基準に該当する場合は開示義務の対象外としています。 

【上場規程第４０２条等】 
 

このうち、利益に関する基準については、利益に係る影響の見込額等が直前連結会計年度の連結経常利

益又は親会社株主に帰属する当期純利益の３０％に相当する額以上の場合は、開示することが必要とな

ります。 

ただし、直前連結会計年度の連結経常利益の額が直前連結会計年度の連結売上高の２％の額に満たない

場合又は直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の１％

の額に満たない場合は、利益が少額の場合の特例として、以下のとおり、基準額を計算のうえ、開示の

要否を判断してください。なお、利益に関する基準以外の開示基準に該当する場合には、開示が必要と

なります。 

※ 本特例は上場規程４０５条に基づく業績予想の修正等における重要基準には適用されません。 

 

通常の開示基準 

連結経常利益又は親会社株主に帰属する当期純利益に係る影響の見込み額が 

直前連結会計年度の利益の額の３０％の額以上 

 

利益が少額の場合の開示基準の特例 

直前連結会計年度の連結経常利益の額が直前連

結会計年度の連結売上高の２％の額に満たない

場合 

直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当

期純利益の額が直前連結会計年度の連結売上

高の１％の額に満たない場合 

「直近５年間の連結経常利益の額の平均 

（赤字の年度についてはゼロとして計算する。）」 

の３０％の額 

 

又は 

 

「直前連結会計年度の連結売上高の２％の額」 

の３０％の額 

 

のいずれか大きい額に相当する額以上 

「直近５年間の親会社株主に帰属する当期純利

益の額の平均 

（赤字の年度についてはゼロとして計算する。）」 

の３０％の額 

 

又は 

 

「直前連結会計年度の連結売上高の１％の額」

の３０％の額 

 

のいずれか大きい額に相当する額以上 

 

※ 連結財務諸表非作成会社については、「連結会計年度」を「事業年度」、「連結売上高」を「売上高」、

「連結経常利益」を「経常利益」、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「当期純利益」と読み替え

てください。 

※ ＩＦＲＳ任意適用会社については、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「親会社の所有者に帰

属する当期利益」と読み替えてください。また、「連結経常利益」に係る基準は適用しません。 

※ 直近５年間の利益の額の平均は、直近において適用している会計基準に基づく利益の額で、金商法

上の監査手続を経たものを用いて算出してください。上場後間もない場合や会計基準の変更等を行っ
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た場合は、当該利益の額が存在する連結会計年度の平均により算出してください。 

※ 上記に該当する場合であっても、投資者の投資判断上重要な会社情報であると考えられるときは、

開示が必要となります。 

 

 

（具体的な計算例） 

 

イ．通常の場合 

○○○○株式会社 

連 結 売 上 高 １，０００億円 

連 結 経 常 利 益 ５０億円 

親会社株主に帰属

する当期純利益 
３０億円 

 

開示基準 

（利益に係る影響の 

見込み額が 

利益の額の３０％） 

連 結 経 常 利 益 ５０億円×３０％＝ １５億円 

親会社株主に帰属

する当期純利益 
３０億円×３０％＝  ９億円 

 

ロ．利益の額が一定の水準未満の場合（利益の額が少額の場合の特例） 

□□□□株式会社 

連 結 売 上 高 １，０００億円  

連 結 経 常 利 益 ▲２０億円 （５年平均は４０億円） 

親会社株主に帰属

する当期純利益 
▲２５億円 

（５年平均は ６億円） 

 

開示基準の特例 

連 結 経 常 利 益 

・1,000億円×２％×３０％ ＝   ６億円  

・５年平均の３０％     ＝ １２億円  

（いずれか大きい額） 

親会社株主に帰属

する当期純利益 

・1,000億円×１％×３０％ ＝   ３億円  

・５年平均の３０％        ＝  1.8億円 

（いずれか大きい額） 
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１．総 説 
 

上場会社は、金融商品市場を構成する一員としての一層の自覚を持ち、会社情報の開示の一層の充実を

図ることにより透明性を確保することが求められることに加えて、投資者保護及び市場機能を適切に発

揮する観点から、企業行動に対して適切な対応をとることを求められており、上場規程において企業行

動規範が制定されています。 

企業行動規範は、上場会社として最低限守るべき事項を明示する「遵守すべき事項」と上場会社に対す

る要請事項を明示し努力すべき事項を明らかにする「望まれる事項」により構成されており、「遵守すべ

き事項」に違反した場合には、公表措置、上場契約違約金の徴求、改善報告書・改善状況報告書の徴求

又は特別注意銘柄への指定など所定の措置の対象となります。 

上場会社は、企業行動規範の目的である株主・投資者保護及び公正かつ健全な市場の実現という趣旨を

十分にご理解いただき、上場規程に基づく上場会社の義務として、十分な対応を講ずるようにしてくだ

さい。 
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〔企業行動規範の構成〕 

 

○遵守すべき事項 

・第三者割当に係る遵守事項 

・流通市場に混乱をもたらすおそれ又は株主の利益の侵害をもたらすおそれのある株式分割、株

式無償割当て、新株予約権無償割当て、株式併合又は単元株式数の変更の禁止 

・ＭＳＣＢ等の発行に係る遵守事項 

・書面による議決権行使等の義務 

・上場外国会社における議決権行使を容易にするための環境整備 

・独立役員の確保義務 

・コーポレートガバナンス・コードを実施するか、実施しない場合の理由の説明 

・取締役会、監査役会、監査等委員会又は指名委員会等、会計監査人の設置義務 

・社外取締役の確保義務 

・会計監査人の監査証明等を行う公認会計士等への選任義務 

・業務の適正を確保するために必要な体制整備 

・買収への対応方針の導入に係る遵守事項 

・ＭＢＯの開示に係る遵守事項 

・支配株主との重要な取引等に係る遵守事項 

・内部者取引の禁止 

・反社会的勢力の排除 

・流通市場の機能又は株主の権利の毀損行為の禁止 

 

○望まれる事項（努力すべき事項） 

・望ましい投資単位の水準への移行及び維持 

・コーポレートガバナンス・コードの尊重 

・取締役である独立役員の確保 

・独立役員が機能するための環境整備 

・独立役員等に関する情報の提供 

・女性役員の選任 

・議決権行使を容易にするための環境整備 

・無議決権株式の株主への書類交付 

・内部者取引等の未然防止に向けた体制整備 

・反社会的勢力排除に向けた体制整備等 

・会計基準等の変更等への的確な対応に向けた体制整備 

・決算内容に関する補足説明資料の公平な提供 

 

    

 

〔上場外国会社等の取扱い〕 

・ 上場外国会社に対する企業行動規範の適用にあたっては、当該上場外国会社の本国等における法制

度、実務慣行等を勘案するものとしています。 
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２．遵守すべき事項 
 

（１）第三者割当に係る遵守事項 

上場会社が第三者割当を行う場合で、①希薄化率が２５％以上となるとき又は②支配株主が異動する

ことになるときは、原則として、ａ．経営者から一定程度独立した者による当該割当の必要性及び相当

性に関する意見の入手、又は、ｂ．当該割当に係る株主総会の決議などの株主の意思確認の手続きを経

ることが義務付けられています。ただし、例えば、資金繰りが急速に悪化してａ．又はｂ．の手続きを

行うことが困難であるなど、緊急性が極めて高い場合は、例外的に当該手続きを不要とすることとして

います。 

【上場規程第４３２条、施行規則第４３５条の２第３項】 
 

詳細は、【第三者割当に係る上場制度の概要及び実務上の留意事項等】を参照してください。 

 

 

（２）流通市場に混乱をもたらすおそれ又は株主の利益の侵害をもたらすおそれのある株式分割、株式

無償割当て、新株予約権無償割当て、株式併合又は単元株式数の変更の禁止 

上場会社は、流通市場に混乱をもたらすおそれ又は株主の利益の侵害をもたらすおそれのある株式分

割、株式無償割当て、新株予約権無償割当て、株式併合又は単元株式数の変更を行うことが禁止されて

います。 

例えば、１株あたりの株価が１００円未満となることが見込まれる株式分割については、当該禁止規

定に反するおそれがあることから、当取引所からその理由等について慎重に確認します。 

【上場規程第４３３条】 

 

〔留意事項〕 

 

東証は、上場会社について、「株主の権利内容及びその行使が不当に制限されている」場合には、

その上場を廃止するものとしています。 

【上場規程第６０１条第１項第１５号】 

 

○ 株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式併合 

上場会社が、株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式併合その他同等の

効果をもたらす行為に係る決議又は決定（株主及び投資者の利益を侵害するおそれが大きいと

東証が認めるものに限る。）を行った場合は、株主の権利内容及びその行使が不当に制限されて

いるものとして、その上場を廃止することとしています。 

【施行規則第６０１条第１２項第７号】 

 

 

 

（３）ＭＳＣＢ等の発行に係る遵守事項 

上場会社は、ＭＳＣＢ等を発行する場合には、ＭＳＣＢ等の買受人による転換又は行使を制限するよ

う措置を講じることが義務付けられています。また、上場会社は、企業行動規範に基づき、流通市場の

機能又は株主の権利を毀損すると東証が認める行為を行うことが禁止されています。 

【上場規程第４３４条】 
 

詳細は、【ＭＳＣＢ等の発行に関する実務上の留意事項】を参照してください。 
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（４）書面による議決権行使等の義務 

上場内国会社は、株主総会を招集する場合には、会社法第２９８条第１項第３号に掲げる事項（※）

を定めることが義務付けられています。ただし、株主の全部に対して会社法の規定に基づき株主総会の

通知に際して委任状の用紙を交付することにより議決権の行使を第三者に代理させることを勧誘してい

る場合は、当該義務違反とはなりません。 

【上場規程第４３５条】 
 

（※）「株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨」 

 

 

（５）上場外国会社における議決権行使を容易にする環境整備 

上場外国会社（その発行する上場外国株券等が東証を主たる市場とする上場外国会社に限る。）は、

株主総会の招集をする場合には、日本語で記載された指図書（＊１）及び外国株券等実質株主が議決権

行使の指示を行うために十分な内容を記載した参考書類（＊２）を、原則として、当該株主総会の日の

２週間前までに、外国株券等実質株主に対して発送することが義務付けられています。なお、適用に当

たっては、当該上場外国会社の本国等における法制度、実務慣行等を勘案するものとしますので、取扱

いその他については東証まで相談してください。 
 

（＊１）外国株券等実質株主が議決権行使の指示を行うための書面をいう。 

（＊２）議決権行使の指示について参考となるべき事項を記載した書類をいう。 
 

【上場規程第４３６条】 

 

 

（６）独立役員の確保 

上場内国会社は、一般株主保護のため、独立役員（一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取

締役（会社法第２条第１５号に規定する社外取締役であって、会社法施行規則（平成１８年法務省令第

１２号）第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する者をいう。）又は社外監査役（会社法第２

条第１６号に規定する社外監査役であって、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に

該当する者をいう。）をいう。以下同じ。）を１名以上確保することが義務付けられています。 

【上場規程第４３６条の２】 

 

なお、上場内国会社は、独立役員に関して記載した東証所定の「独立役員届出書」を東証に提出する

ことが義務付けられています。 

また、「独立役員届出書」の内容に変更が生じる場合には、原則として、変更が生じる日の２週間前

までに変更内容を反映した「独立役員届出書」を東証に提出することが義務付けられています。 

【施行規則第４３６条の２】 

 

詳細は、【独立役員の確保に係る実務上の留意事項】を参照してください。 

 

 

（７）コーポレートガバナンス・コードを実施するか、実施しない場合の理由の説明 

上場内国会社は、「コーポレートガバナンス・コード」の各原則を実施するか、実施しない場合には

その理由をコーポレート・ガバナンスに関する報告書において説明すること（コンプライ・オア・エク

スプレイン）が義務付けられています。これは、コードの各原則を実施することを一律に義務付けるも

のではなく、コードの各原則の中に、自らの個別事情に照らして実施することが適切でないと考える原

則があれば、それを「実施しない理由」を十分に説明することにより、一部の原則を実施しないことが

想定されているものです。 

「実施するか、実施しない場合にはその理由を説明する」ことが必要となる各原則の範囲は、上場会

社の市場区分ごとに、以下のとおり定めています。 
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スタンダード市場及びプライム市場の上場内国会社： 基本原則・原則・補充原則 

グロース市場の上場内国会社：       基本原則 

【上場規程第４３６条の３】 

 

「コーポレートガバナンス・コード」の詳細については、【コーポレートガバナンス・コード】を参

照してください。コーポレート・ガバナンスに関する報告書の提出時期や記載方法については、「第５

編〔４〕コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を参照してください。 

 

 

（８）上場内国会社の機関 

上場内国会社は、以下に掲げる機関を置くことが義務付けられています（※）。 

 

（１）取締役会 

（２）監査役会、監査等委員会又は指名委員会等（会社法第２条第１２号に規定する指名委員会等を

いう。） 

（３）会計監査人 

【上場規程第４３７条】 

 

 

（９）社外取締役の確保 

上場内国会社は、社外取締役（会社法第２条第１５号に規定する社外取締役をいう。）を１名以上確

保することが義務付けられています。 

【上場規程第４３７条の２】 

 

これは、一般株主保護の観点から全ての上場内国会社に社外取締役の確保を求めるものであり、社外

取締役の選任状況については、コーポレート・ガバナンスに関する報告書における記載事項にもなりま

す。コーポレート・ガバナンスに関する報告書の詳細については、「第５編［４］コーポレート・ガバ

ナンスに関する報告書」を参照してください。 

 

 

（10）公認会計士等 

上場内国会社は、当該上場会社の会計監査人を、有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸

表等又は中間財務諸表等の監査証明等を行う公認会計士等として選任することが義務付けられていま

す。 

また、四半期決算短信に添付される四半期財務諸表等について公認会計士等による期中レビューを受

ける場合にも、当該上場会社の会計監査人を当該四半期財務諸表等の期中レビューを行う公認会計士等

として選任することが義務付けられています。 

【上場規程第４３８条】 

 

 

（11）業務の適正を確保するために必要な体制整備 

上場内国会社は、当該上場会社の取締役又は執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確

保するための体制その他上場内国会社の業務並びに当該上場内国会社及びその子会社から成る企業集団

の業務の適正を確保するために必要な体制の整備（会社法第３６２条第４項第６号、同法第３９９条の

１３第１項第１号ハ又は同法第４１６条第１項第１号ホに規定する体制の整備をいう。）を決定すると

ともに、当該体制を適切に構築し運用することが義務付けられています。 

例えば、取締役会において決定された方針どおりに組織体制の構築や社内規則の整備がなされていな



第３編第１章  企業行動規範の概要 

東京証券取引所 会社情報適時開示ガイドブック 2024 年 4 月 
copyright © 2024 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved. 426

い事実や、方針どおりに組織体制や社内規則が運用されていない事実など上場会社において会社法上の

内部統制システムの構築及び運用に不備のある事実が判明した場合であって、その程度が当取引所の市

場に対する株主及び投資者の信頼確保の見地から看過することができないと当取引所が認めるときは、

当取引所の上場会社に求められる内部統制システムが適切に構築及び運用されていなかったものとし

て、改善報告書などの上場規程に定める措置を講ずることとなります。 

東証が、平時や個別の不祥事の都度、上場会社の内部統制システムの構築・運用状況を調査・モニタ

リングすることは想定しておりません。また、例えば会社法上の内部統制システムの運用状況などにつ

いて、コーポレート・ガバナンス報告書などにおいて、上場会社による追加的な開示を求めるものでは

ありません。 

【上場規程第４３９条】 

 

 

（12）買収への対応方針の導入に係る遵守事項 

上場会社は、買収への対応方針を導入（買収への対応方針の具体的内容を決定することをいう。）する

場合は、以下に掲げる事項を遵守することが義務付けられています。 
 

（１）開示の十分性 

買収への対応方針に関して必要かつ十分な適時開示を行うこと。 
 

（２）透明性 

買収への対抗措置の発動（買収への対抗措置を実行することをいう。以下同じ。）及び廃止

（発動された買収への対抗措置を取り止めることをいう。）の条件が経営者の恣意的な判断に依

存するものでないこと。 
 

（３）流通市場への影響 

株式の価格形成を著しく不安定にする要因その他投資者に不測の損害を与える要因を含む買収

への対応方針でないこと。 
 

（４）株主の権利の尊重 

株主の権利内容及びその行使に配慮した内容の買収への対応方針であること。 
 

【上場規程第４４０条】 

 

詳細は、【買収への対応方針の導入等に係る上場制度の概要】を参照してください。 

 

 

（13）ＭＢＯ等の開示に係る遵守事項 

上場会社は、ＭＢＯ等（公開買付者が対象者の役員である公開買付け（公開買付者が対象者の役員の

依頼に基づき公開買付けを行う者であって対象者の役員と利益を共通にする者である公開買付けを含

む。）又は支配株主その他施行規則で定める者による公開買付け。）に関して意見表明等を行う場合は、

適時開示を必要かつ十分に行うことが義務付けられています。 

【上場規程第４４１条、第４４１条の２】 

〔ＭＢＯ等の開示に係る適時開示実務上の取扱い〕 

ＭＢＯ等に関して意見表明等を行う場合の実務上の取扱い等については、「第２編第１章 12．公

開買付けに関する意見表明等」を参照してください。 

 

 

（14）支配株主との重要な取引等に係る遵守事項 

支配株主を有する上場会社は、当該上場会社又はその子会社等の業務執行を決定する機関が、支配株

主その他施行規則で定める者が関連する重要な取引等を行うことについての決定をする場合には、当該
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決定が当該上場会社の少数株主にとって不利益なものでないことに関し、当該支配株主との間に利害関

係を有しない者による意見の入手を行うものとするほか、必要かつ十分な適時開示を行うことが義務付

けられます。 

【上場規程第４４１条の２、施行規則第４３６条の３】 

 

なお、「支配株主」とは、親会社又は上場会社の議決権の過半数を直接若しくは間接に保有する者と

して施行規則で定める者（上場会社の主要株主（親会社を除く。）のうち、自己の計算において所有して

いる上場会社の議決権と、当該主要株主の近親者並びに当該主要株主又は当該近親者が議決権の過半数

を自己の計算において所有している会社等（会社、指定法人、組合その他これらに準ずる企業体（外国

におけるこれらに相当するものを含む。）をいう。以下同じ。）及び当該会社等の子会社が所有している

上場会社の議決権の合計が過半数を占めている場合）をいいます。 

【上場規程第２条第４２号の２、施行規則第３条の２】 

 

詳細は、【支配株主との重要な取引等に係る企業行動規範に関する実務上の留意事項等】を参照して

ください。 

 

 

（15）内部者取引の禁止 

上場会社は、当該上場会社の役員、代理人、使用人その他の従業員に対し、当該上場会社の計算にお

ける内部者取引（＊）を行わせてはならないこととしています。 
 

（＊）金商法第１６６条及び第１６７条によって禁止される取引をいう。以下同じ。 
 

【上場規程第４４２条】 

なお、このほか、「望まれる事項」として「内部者取引等の未然防止に向けた体制整備」を定めてい

ます。「３．（８）内部者取引等の未然防止に向けた体制整備」も併せて参照してください。 

 

 

（16）反社会的勢力の排除 

上場会社は、上場会社が反社会的勢力の関与を受けているものとして、以下の関係を有することが禁

止されています。 
 

・ 次に掲げる者のいずれかが暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる者（以下この項目において

「暴力団等反社会的勢力」という。）である関係 

ａ．上場会社 

ｂ．上場会社の親会社等 

ｃ．上場会社の子会社 

ｄ．上場会社の役員（取締役、会計参与（会計参与が法人であるときはその職務を行うべき

社員を含む。）、監査役、執行役（理事及び監事その他これらに準ずるものを含む。）をい

う。） 
 

・ 上記のほか暴力団等反社会的勢力が上場会社の経営に関与している関係 
 

【上場規程第４４３条、施行規則第４３６条の４】 

 

なお、上場会社が反社会的勢力の関与を受けているものとして上記の禁止されている関係を有してい

る事実が判明した場合において、その実態が東証の市場に対する株主及び投資者の信頼を著しく毀損し

たと東証が認めるときには、その上場を廃止することとしています。 

【上場規程第６０１条第１項第１９号、施行規則第６０１条第１６項、同第４３６条の４】 

 

このほか、「望まれる事項」として「反社会的勢力排除に向けた体制整備等」を定めています。「３．
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（９）反社会的勢力排除に向けた体制整備等」も併せて参照してください。 

 

 

（17）流通市場の機能又は株主の権利の毀損行為の禁止 

上場会社は、企業行動規範上の「遵守すべき事項」に個々に掲げられた事項に加えて、流通市場の機

能又は株主の権利を毀損すると東証が認める行為を行うことが禁止されています。 

【上場規程第４４４条】 
 

これは、企業行動規範の「遵守すべき事項」に関するいわゆるバスケット条項として定められている

ものであり、「遵守すべき事項」として個別に掲げる事項に加え、企業行動規範の趣旨に照らしてそれ

に準じる行動についても禁止するものです。 
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３．望まれる事項 

 

（１）望ましい投資単位の水準への移行及び維持に係る努力等 

上場内国会社は、投資単位が５０万円未満となるよう、当該水準への移行及びその維持に努力するこ

ととされています。 

【上場規程第４４５条関係】 
 

東証は、安定的で活力ある株式市場の確立に向けて幅広い投資者層、とりわけ多様な投資判断を有す

る個人投資者層の参入が必要かつ不可欠であるとの観点から、株式投資単位の引下げに関する施策を推

進しています。投資単位の引下げは、個人投資者層の株式市場への参入を促し、ひいては我が国金融商

品市場の活性化・直接金融の拡大に向けた基盤づくりに繋がるものと考えられています。 

株式の投資単位とは、株式投資を行うために最低限必要な投資金額を表す言葉で、株価と売買単位

（一単元の株式の数）で決まります。投資単位引下げは、「株式の分割｣の方法により行われます。｢株

式の分割｣とは、従来の１株を２株や３株に分割する方法で、分割後の１株あたりの株価を引き下げる

ことにより、投資単位を引き下げる方法です。 

投資単位が高い水準にある上場会社においては、投資単位の引下げに向けて、「株式の分割」の実施

をご検討ください。 

 

〔投資単位の引下げに関する開示義務〕 

上場内国会社は、上場内国株券の最近の投資単位が５０万円以上である場合は、事業年度経過後３か

月以内に、５０万円未満の水準へ移行するための投資単位の引下げに関する考え方及び方針等を開示す

ることが義務付けられています。詳細は、「第２編第５章１．投資単位の引下げに関する開示」を参照

してください。 

【上場規程第４０９条、施行規則第４０９条】 
 

なお、当該開示を行う前に、上場会社が「株式の分割」を行うことを決定し、投資単位が５０万円未

満となることが見込まれる場合には、当該開示は不要となります。 

 

 

（２）コーポレートガバナンス・コードの尊重 

上場会社は、「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨・精神を尊重し、コーポレート・ガバナン

スの充実に取り組むよう努めることとされています。 

【上場規程第４４５条の３】 
 

「コーポレートガバナンス・コード」の詳細については、【コーポレートガバナンス・コード】を参

照してください。 

 

 

（３）取締役である独立役員の確保 

上場内国会社は、取締役である独立役員を少なくとも１名以上確保するよう努めることとされていま

す。 

【上場規程第４４５条の４】 

 

 

（４）独立役員が機能するための環境整備 

上場内国会社は、独立役員が期待される役割を果たすための環境を整備するよう努めることとされて

います。 

【上場規程第４４５条の５】 
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この規定により上場会社に具体的な行為を義務付けるものではありませんが、東証の「独立役員に期

待される役割」において例示されている「独立役員への適時適切な情報伝達体制の整備、社内部門との

連携、補助する人材の確保など」といった施策を、各上場会社の自主的な対応として実施していただく

ことが考えられます。なお、本規定の意図する所は、独立役員に対象を限定した特別なサポート体制を

整備することに限られるものではありません。例えば、独立役員を含む取締役会・監査役会全体に対す

るサポート体制の整備を通じて、規定の趣旨を実現するといった対応も考えられます。 

 

 

（５）独立役員等に関する情報の提供 

上場内国会社は、独立役員に関する情報及び社外役員の独立性に関する情報を、株主総会における議

決権行使に資する方法により株主に提供するよう努めることとされています。 

【上場規程第４４５条の６】 
 

この規定により上場会社に具体的な行為を義務付けるものではありませんが、例えば、以下のような

対応を実施していただくことが考えられます（以下はあくまでも一例であり、これらに限られるもので

はありません）。 
 

ａ 株主総会参考書類の役員選任議案の、個々の社外役員の「その者を社外取締役候補者とした理由」

又は「その者を社外監査役候補者とした理由」を記載する箇所に、以下のような事項を記載する。 

・当該社外役員を独立役員として指定する旨又は既に指定している旨 

・当該社外役員が属性情報の記載事項に該当している場合には、その旨及びその概要 
 

ｂ 事業報告の「会社役員に関する事項」の一覧表中や欄外の記載において、独立役員に指定され 

ている社外役員を明示する。 

 

 

（６）女性役員の選任 

プライム市場の上場内国会社における女性役員の選任について、以下の「プライム市場の上場内国会

社における女性役員比率に係る数値目標の設定等」のとおり定めています。 

 

プライム市場の上場内国会社における女性役員比率に係る数値目標の設定等 

１．２０２５年を目途に、女性役員を１名以上選任するよう努める。 

２．２０３０年までに、女性役員の比率を３０％以上とすることを目指す。 

３．当取引所は、上記の目標を達成するための行動計画の策定を推奨する。 

 

※上記の女性役員には、取締役、監査役、執行役に加えて、執行役員又はそれに準じる役職者を含む

ことができる。 

【上場規程第４４５条の７、上場規程別添２】 

 

 

（７）議決権行使を容易にするための環境整備 

上場内国会社は、株主総会における議決権行使を容易にするための環境整備として以下の事項を行う

よう努めることとされています。 

 

（１）定時株主総会を開催する他の上場会社が著しく多い日と同一の日を、定時株主総会の日と定

めないこと。 

（２）株主総会の招集の通知を会社法第２９９条第１項に規定する期日よりも早期に発送するこ

と。 

（３）次のａからｆまでに掲げる事項に係る情報を、株主総会の日の３週間前の日よりも前に電磁
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的方法により投資者が提供を受けることができる状態に置く又は有価証券報告書に記載し電子

開示手続により当該有価証券報告書を提出すること。 

ａ 会社法第２９８条第１項各号に掲げる事項 

ｂ 会社法第３０１条第１項に規定する株主総会参考書類又は施行令第３６条の２第１項に

規定する参考書類に記載すべき事項 

ｃ 会社法第３０５条第１項の規定による請求があった場合は、同項の議案の要領 

ｄ 定時株主総会の場合は、会社法第４３７条に規定する計算書類及び事業報告に記載さ

れ、又は記録された事項 

ｅ 定時株主総会の場合は、会社法第４４６条第６項に規定する連結計算書類に記載され、

又は記録された事項 

ｆ ａから前ｅまでに掲げる事項を修正した場合は、その旨及び修正前の事項 

（４）前号ａからｃまでに掲げる事項を要約したものの英訳を作成し、投資者が提供を受けること

ができる状態に置くこと。 

（５）電磁的方法により議決権の行使を行うことができる状態に置くこと。 

（６）その他株主総会における議決権行使を容易にするための環境整備に向けた事項 

 

【上場規程第４４６条、施行規則第４３７条】 
 

なお、東証では、株主の議決権行使環境の改善策の一環として、株式会社ＩＣＪが運営する「機関投

資家向け議決権電子行使プラットフォーム」への参加を紹介しています。上記プラットフォームへの上

場会社の積極的な参加は、株主総会という機会をとらえて国内・海外の投資家と発行会社とのコミュニ

ケーションを充実させ、投資家自らの権利を適確かつ迅速に行使できる環境を提供するものであり、そ

の上場会社に対する市場からのより大きな信頼の獲得につながるものと考えます。未参加の上場会社の

皆様においては、同プラットフォームへのご参加をご検討ください。 
 

 

（８）無議決権株式の株主への書類交付 

上場無議決権株式の発行者は、議決権付株式の株主に対して株主向け書類（議決権行使書面及び委任

状を除く。）を交付した場合、速やかにこれを当該上場無議決権株式の株主にも交付するよう努めるこ

ととされています。 

【上場規程第４４７条】 
 

 

（９）内部者取引等の未然防止に向けた体制整備 

上場会社は、その役員、代理人、使用人その他の従業者による内部者取引及び金商法第１６７条の２の

規定により禁止される行為の未然防止に向けて必要な体制の整備を行うよう努めることとされています。 

また、体制の整備の一環として、Ｊ－ＩＲＩＳＳ（日本証券業協会が運営する内部者登録・照合システ

ム）への情報の登録を行うよう努めることとされています。 

【上場規程第４４９条】 
 

体制の整備として、具体的には、社内規程を整備するとともに役職員への周知徹底を図ることや、役職

員向けの研修を定期的に実施することなどの対応が考えられますが、各社の実態・実情に即した実効性

のある未然防止体制を構築されることが望まれます（自主規制法人（売買審査部）におきまして、ご相

談を受け付けています。）。 

なお、このほか、「遵守すべき事項」として「内部者取引の禁止」を定めています。「２．（15）内部者

取引の禁止」も併せて参照してください。 

 

 

（１０）反社会的勢力排除に向けた体制整備等 

上場会社は、反社会的勢力による被害を防止するための社内体制の整備及び個々の企業行動に対する反
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社会的勢力の介入防止に努めることとされています。 

【上場規程第４５０条】 
 

このほか、「遵守すべき事項」として「反社会的勢力の排除」を定めています。「２．（16）反社会的勢

力の排除」も併せて参照してください。 

 

 

（11）会計基準等の変更等への的確な対応に向けた体制整備 

上場内国会社は、会計基準の内容又はその変更等についての意見発信及び普及・コミュニケーションを

行う組織・団体への加入、会計基準設定主体等の行う研修への参加その他会計基準等の内容を適切に把

握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制の整備を行うよう努めること

とされています。 

【上場規程第４５１条】 

 

 

（12）決算内容に関する補足説明資料の公平な提供 

上場会社は、上場規程第４０４条（決算短信等）の規定に基づき開示した決算の内容について補足説明

資料を作成し投資者へ提供する場合には、公平に行うよう努めることとされています。 

【上場規程第４５２条】 

 

 

 

４．企業行動規範に係る報告義務 
上場会社は、以下に掲げる場合に該当したときは、東証に報告することが義務付けられています。 

 

・ 上場内国会社が書面による議決権行使等、独立役員の確保、コーポレートガバナンス・コードを

実施するか、実施しない場合の理由の説明、上場内国会社の機関、社外取締役の確保、公認会計士

等、業務の適正を確保するために必要な体制整備に係る企業行動規範のいずれかに違反した場合 

・ 上場内国会社が会社法第３３１条（取締役の資格等）、第３３５条（監査役の資格等）、第３３７

条（会計監査人の資格等）又は第４００条の規定（委員の選定等）に違反した場合 

・ 上場外国会社が議決権行使を容易にする環境整備に係る企業行動規範に違反した場合 
 

【上場規程第５０８条第２項関係】 

 

 

５．企業行動規範違反への対応 
上場規程では、企業行動規範の「遵守すべき事項」の違反行為などに対して、違反行為の公表措置、

上場契約違約金の徴求、改善報告書・改善状況報告書の徴求、特別注意銘柄への指定など、その実効性

を確保するための措置を講ずることができることを定めています。 

【上場規程第５０３条～第５１０条】 
 

詳細は、「第２章 上場会社に対する自主規制の概要」を参照してください。 
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【第三者割当に係る上場制度の概要及び実務上の留意事項】 
 

１．概要及び実務上の留意事項 
東証では、内外の投資者が安心して投資できる環境の整備に向けて、既存株主の権利を著しく侵害し市

場の信頼性に重大な影響を及ぼす第三者割当を未然に防止するために３００％を超える希薄化を伴う第

三者割当などを上場廃止の審査の対象とするほか、希薄化率が２５％以上となるときや、支配株主が異

動することになるときは、経営者から一定程度独立した者による当該割当の必要性及び相当性に関する

意見の入手や、当該割当に係る株主総会の決議などの株主の意思確認などの手続きを求めることとする

企業行動規範を設けるなど、第三者割当について上場制度上の対応を講じています。 

 

〔用語の定義〕 

用 語 定 義 

第三者割当 
開示府令第１９条第２項第１号ヲに規定する第三者割当をいう。 

【上場規程第２条第６７号の２】 

募集株式等 

募集株式（会社法第１９９条第１項に規定する募集株式及び優先出資法に

規定する募集優先出資並びにこれらに相当する外国の法令の規定により割

り当てる株式をいう。）並びに会社法第２３８条第１項に規定する募集新

株予約権及びこれに相当する外国の法令の規定により割り当てる新株予約

権をいう。 

【上場規程第２条第８４号及び第８４号の２】 

※ 「希薄化率」の算出方法については、後述の〔希薄化率の算出方法〕を参照してください。 

 

（１）第三者割当に係る企業行動規範上の遵守事項 

 

上場会社が第三者割当を行う場合で、次の①又は②に該当するときは、ａ．又はｂ．の手続きのい

ずれかを行うことが義務付けられています。 

ただし、緊急性が極めて高い場合は、例外的にａ．又ｂ．の手続きは不要とします。 

 

【上場規程第４３２条】 

 

第三者割当に係る企業行動規範に違反した場合は、公表措置、上場契約違約金の徴求、改善報告書・

改善状況報告書の徴求、特別注意銘柄への指定など所定の措置を講ずることがありますので、十分に留

意してください。 

 

〔企業行動規範上の手続きが必要となる場合〕 

 

① 希薄化率が２５％以上となるとき 

② 支配株主が異動することになるとき 

 

※ ①②の判断においては、第三者割当によって生じる潜在株式に係る議決権数を考慮します。 

※ 希薄化率の算出方法については、後述の〔希薄化率の算出方法〕を参照してください。 

 

〔企業行動規範上の手続き〕 

 

ａ．経営者から一定程度独立した者による当該割当ての必要性及び相当性に関する意見の入手 

ｂ．当該割当てに係る株主総会の決議などによる株主の意思確認 
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※ 「経営者から一定程度独立した者」とは、第三者委員会、社外取締役、社外監査役などを想定し

ています。第三者委員会の構成については、例えば、現在の買収への対応方針導入会社の実務にお

いて見られる仕組みを参考にしていただくことを想定しています。 

※ 「当該割当の必要性及び相当性に関する意見」の内容については、資金調達を行う必要があるか、

他の手段との比較（例えば、新株予約権の第三者割当を行う場合で言えば、借入れ、社債発行、公

募増資、株式の第三者割当、新株予約権付社債の第三者割当などの他の資金調達方法との比較）で

今回採用するスキームを選択することが相当であるか、同社のおかれた状況に照らして各種の発行

条件の内容が相当であるかという点を中心に言及していただくことを想定しています。 

※ 「株主の意思確認」とは、正式な株主総会の決議のほか、いわゆる勧告的決議を行うことなどを

想定しています。 

※ 通常の場合、「ａ．経営者から一定程度独立した者による当該割当ての必要性及び相当性に関す

る意見の入手」については取締役会決議日までに、「ｂ．当該割当てに係る株主総会の決議などの

株主の意思確認」については払込期日までに実施することが求められます。 

※ 必要に応じて、手続きを行ったことを証明する書類の提出を求めることがあります。 

 

〔「緊急性が極めて高い場合」とは〕 

 

「緊急性が極めて高い場合」とは、資金繰りが急速に悪化していることなどにより上記の企業行

動規範上の手続きのいずれも行うことが困難であると東証が認めた場合をいいます。 

 

【施行規則第４３５条の２第３項】 

 

※ 「緊急性が極めて高い場合」とは、具体的には、資金繰りが急速に悪化して、上記の企業行動規

範上の手続きを行うことが時間的に困難である場合などを想定しています。ただし、求められる手

続きについて、「株主意思の確認」に限定しないなど柔軟に対応していますので、緊急性が極めて

高いものとして手続きが不要となるケースは、極めて限定的になると考えられます。 

 

〔希薄化率の算出方法〕 

 

算式 （Ａ÷Ｂ）×１００ （％） 

 

算式の符号 

Ａ 当該第三者割当により割り当てられる募集株式等に係る議決権の数（当該募集株式等の転換

又は行使により交付される株式に係る議決権の数を含む。） 

Ｂ 当該第三者割当に係る募集事項の決定前における発行済株式に係る議決権の総数 

 

【注】 ただし、当該第三者割当の払込金額の算定方法及び割当ての態様等を勘案して、東証がこ

の算式により算出した値によることが適当でないと認めたときの希薄化率については、東証がそ

の都度定めるところによります。 

 

【施行規則第４３５条の２第１項及び第２項】 

 

※ 希薄化率の算出において、Ａについては、新株予約権の潜在株式など（行使価額等が修正される

場合にあっては、その下限価額における潜在株式）は、当該第三者割当による発行株式とみなしま

す。 

※ 希薄化率の算出において、Ｂについては、発行済株式には、募集事項決定前に存在する潜在株式

は含めません。 
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※ 第三者割当を短期間（６か月を目安）に複数回実施する場合には、これらの第三者割当を一体と

みなして、上記の算出方法を適用するものとします（開示の軽微基準に該当する第三者割当も、原

則として含めます。）。 

 

 

（２）第三者割当に係る上場廃止基準 

① 希薄化率が３００％超の第三者割当 

 

上場会社が第三者割当を行う場合において、希薄化率が３００％を超えるときは、株主及び投資

者の利益を侵害するおそれが少ないと東証が認める場合を除き、その上場を廃止します。 

 

【上場規程第６０１条第１項第１５号、施行規則第６０１条第１２項第６号】 

 

※ 希薄化率の算出方法については、〔希薄化率の算出方法〕を参照してください。 

※ 「株主及び投資者の利益を侵害するおそれが少ないと東証が認める場合」としては、例えば、公

的資金の注入といったケースや、経営破綻のおそれがある状況下で、株主意思確認手続きを経たう

えで民間スポンサーによる救済的な対応として実施されるケース、段階的な株主意思確認手続きと

して、株主総会決議により定款変更を行い、発行可能株式総数を段階的に拡大していくようなケー

スについて、株主及び投資者の利益を毀損しないよう十分に配慮されたものであると認められる場

合を想定しておりますが、個別の事情に応じて総合的な判断をすることが必要となりますので、十

分な時間的余裕をもって必ず東証まで事前相談を行うようにしてください。 

 

② 支配株主の異動を伴う第三者割当 

 

第三者割当により支配株主が異動した場合において、３年以内に支配株主との取引に関する健全

性が著しく毀損されていると東証が認めるときは、その上場を廃止します。 

 

【上場規程第６０１条第１項第６号、施行規則第６０１条第６項】 

 

※ 「支配株主」とは、親会社のほか、議決権の過半数を直接又は間接に保有する者として、施行

規則第３条の２で定める者をいいます。 

※ 「第三者割当により支配株主が異動した場合」とは、当該割当により支配株主が異動した場合及

び当該割当により交付された募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込みがある場

合をいいます。 

※ 「３年以内」とは、上場会社が第三者割当により支配株主が異動した場合に該当した日が属する

事業年度の末日の翌日から起算して３年を経過する日までの期間をいいます。 

 

〔支配株主との取引状況等についての定期報告〕 

・ 第三者割当により支配株主が異動した場合に該当した上場会社は、定期的に「支配株主との取

引状況等に関する報告書」を提出する必要があります（原則として１年に１回）。詳細は、「第５

編 〔２〕内国株式関係の提出書類一覧」を参照してください。 

 

〔支配株主との取引状況等の照会に対する報告〕 

・ 第三者割当により支配株主が異動した場合に該当した上場会社は、支配株主との取引状況等に

関し東証が必要と認めて照会を行った場合には、直ちに照会事項について正確に報告することが

義務付けられています。 
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※ 東証では、「支配株主との取引に関する健全性が著しく毀損されていると東証が認めるとき」に

該当するかどうかの審査は、上記支配株主との取引についての定期報告及び支配株主との取引状況

等の照会に対する報告の内容に基づき、支配株主との間における取引行為の正当性や取引条件の合

理性などについて確認することにより行うこととしています。 

 

 

（３）第三者割当に係る適時開示 

上場会社が第三者割当を行う場合は、以下の事項についても適時開示を行うことが義務付けられてい

ます。 

 

ａ．割当てを受ける者の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

ｂ．払込金額の算定根拠及びその具体的な内容 

（東証が必要と認める場合は、払込金額が割当てを受ける者に特に有利でないことに係る適法性

に関する監査役、監査等委員会又は監査委員会の意見等を含む。）。 

ｃ．企業行動規範上の手続きを要する場合にはその内容（手続きを要しない場合にはその理由） 

ｄ．その他第三者割当について東証が投資判断上重要と認める事項 

 

【上場規程第４０２条本文、施行規則第４０２条の２】 

 

詳細は、「第２編第１章 １．発行する株式、処分する自己株式、発行する新株予約権、処分する自

己新株予約権を引き受ける者の募集又は株式、新株予約権の売出し」を参照してください。 

 

 

２．その他注意事項 

 

（１）事前相談の必要性 

事前相談は、開示予定の資料をあらかじめ提示したうえで行うこととしています。上場会社が第三者

割当の決定を行う場合には公表予定日の遅くとも１０日前までに、必ず東証の上場会社担当者まで開

示資料（案）をメールにてご送付ください。ただし、前例のないスキームを検討されている場合や遵

守事項などの関係で懸念事項がある場合などには、さらに十分な時間的余裕を持って事前相談を行うよ

うにしてください。 

 

 

（２）不適当合併等に係る上場廃止審査 

非上場会社を主たる割当先とする第三者割当等については、上場規程に基づく不適当合併等に係る上

場廃止審査の対象となる場合があります。詳細は、「第２章 上場会社に対する自主規制の概要 【不

適当合併に係る上場廃止審査の概要】」を参照してください。 

 

 

（３）東証への提出書類 

上場会社が第三者割当を行う場合は、割当を受ける者と反社会的勢力との関係がないことを示す確認

書、譲渡報告に関する確約書の写しなど所定の書類を東証に対して提出することが義務付けられていま

す。また、軽微基準に該当し、適時開示を行わない場合には、決議後直ちに取締役会決議通知書を東証

に対して提出することが義務付けられています。詳細は、「第５編 〔２〕内国株式関係の提出書類一

覧及び〔３〕適時開示に係る提出書類」を参照してください。 
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【ＭＳＣＢ等の発行に関する実務上の留意事項】 
昨今、ＭＳＣＢ等は、上場会社のエクイティ・ファイナンスの形態の一つとして、再建を目指す上場

会社や自己資本の円滑な拡充を目指す上場会社の資金調達において一定の役割を果たしているところで

すが、その一方で、調達資金により企業価値の向上が見込まれない、あるいは、企業価値の向上につい

て十分な説明が行われない上場会社において株式の希薄化や株価が下落することにより既存株主の利益

を損ねているのではないかとの指摘がなされており、また、ＭＳＣＢ等を買い受けた投資者による買受

け後の投資行動によっては、流通市場や既存株主に対して大きな影響を与えるおそれがあるとの指摘も

なされています。 

こうしたことを背景として、金融庁に設置された「証券会社の市場仲介機能等に関する懇談会」から

の要請を受けて日本証券業協会においても検討が行われ、証券会社がこれらのＭＳＣＢ等の引受け等を

行う際の留意事項や市場の公正性及び既存株主に配慮した商品設計等に関する取扱いが「第三者割当増

資等の取扱いに関する規則」（旧「会員におけるＭＳＣＢ等の取扱いに関する規則」）」として制定されて

おり、東証としても、上場会社代表者各位に対して、「ＭＳＣＢ等の発行及び開示並びに第三者割当増資

等の開示に関する要請」（２００７年６月２５日付東証上会第１号）を行うとともに、また、上場規程上

企業行動規範の「遵守すべき事項」として、上場会社に対して、ＭＳＣＢ等を発行する場合には、ＭＳ

ＣＢ等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じることを義務付けています。また、上場

会社は、企業行動規範に基づき、流通市場の機能又は株主の権利を毀損すると東証が認める行為を行う

ことが禁止されています。ＭＳＣＢ等を発行する場合には、流通市場の機能又は株主の権利を十分に尊

重するようにしてください。なお、ＭＳＣＢ等については、上場会社における転換社債型新株予約権付

社債券と関連したスワップ取引の存在に関する情報開示上の問題を踏まえ、ＭＳＣＢ等の定義に該当し

ない場合でも、一定の要件を満たしＭＳＣＢ等と同等な効果が生じる場合には、企業行動規範における

ＭＳＣＢの発行に関する遵守事項を適用することとし、不適切な資金調達スキームを幅広く排除するこ

ととしています。 

ＭＳＣＢ等については、上場会社自らが、発行条件及び利用方法次第では株式の希薄化などによって

既存株主に不利益をもたらし得る商品性を有するものであることを十分に理解し、発行を行う際には、

流通市場への影響及び株主の権利に十分に配慮することと、資金使途や発行条件等について適切な情報

開示を行うことの必要性が極めて高いものと考えられます。 

上場会社各社におかれては、日本証券業協会の会員証券会社が買い受ける場合であるか否かにかかわ

らず、ＭＳＣＢ等の発行を行うにあたっては、上場規程上の企業行動規範の遵守事項を遵守したうえで、

本留意事項を踏まえた適切な対応を講じるようにしてください。 
 

※ 「ＭＳＣＢ等」とは、ＣＢ等であって、ＣＢ等に付与又は表章される新株予約権又は取得請求権（以下「新株

予約権等」という。）の行使に際して払込みをなすべき１株あたりの額が、６か月間に１回を超える頻度で、当該

新株予約権等の行使により交付される上場株券等の価格を基準として修正が行われ得る旨の発行条件が付された

ものをいう。 

【上場規程第４１０条、施行規則第４１１条第２項】 
 

※ 「ＣＢ等」とは、上場会社が第三者割当により発行する、（１）新株予約権付社債券（同時に募集され、かつ、

同時に割り当てられた社債券（金商法第２条第１項第５号に掲げる有価証券又は同法第２条第１項第１７号に掲

げる有価証券で同項第５号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。）及び新株予約権証券であって、一体で

売買するものとして発行されたものを含む。）、（２）新株予約権証券、（３）取得請求権付株券（取得請求権の行

使により交付される対価が当該取得請求権付株券の発行者が発行する上場株券等であるものをいう。）をいいます。 

【上場規程第４１０条、施行規則第４１１条第１項】 

 

 

〔事前相談〕 

ＭＳＣＢ等の発行、開示等にあたっては、事前相談を行うことが必要です。決定・公表予定日の１０日

前までに、必ず東証の上場会社担当者まで開示資料（案）をメールにてご送付ください（スキームの概

要・特徴点、あるいは、発行条件の合理性に関する上場会社としての考え方などの補足資料がある場合

には、併せてご送付ください。）。 
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１．ＭＳＣＢ等の発行に係る遵守事項 
上場会社は、ＭＳＣＢ等を発行する場合には、以下に掲げるとおり、ＭＳＣＢ等の買受人による転換又

は行使を制限するよう措置を講じることが義務付けられています。 
 

※ 上場会社が発行する有価証券に係る金商法第２条第２０項に規定するデリバティブ取引その他の取引が上場

会社が発行するＣＢ等と密接不可分の関係であって、かつ、当該ＣＢ等及び当該デリバティブ取引その他の取

引が一体としてＭＳＣＢ等と同等の効果を有する場合には、当該ＣＢ等及び当該デリバティブ取引その他の取

引を一体としてＭＳＣＢ等とみなして規定が適用されます。 
 

 

上場会社がＭＳＣＢ等を発行する場合には、ＭＳＣＢ等の買取契約において、新株予約権等の転

換又は行使をしようとする日を含む暦月において行使数量（※）が当該ＭＳＣＢ等の発行の払込日

時点における上場株券等の数の１０％を超える場合には、以下に掲げる内容を定めることが義務付

けられています。 

（ａ）当該１０％を超える部分に係る新株予約権等の転換又は行使を行うことができない旨 

（ｂ）上場会社は、ＭＳＣＢ等を保有する者による制限超過行使を行わせないこと。 

（ｃ）買受人は、制限超過行使を行わないことに同意し、新株予約権等の転換又は行使に当たっ

ては、あらかじめ、上場会社に対し、当該新株予約権等の行使が制限超過行使に該当しない

かについて確認を行うこと。 

（ｄ）買受人は、当該ＭＳＣＢ等を転売する場合には、あらかじめ転売先となる者に対して、上

場会社との間で（ｂ）、（ｃ）の内容及び転売先となる者がさらに第三者に転売する場合にも

（ｂ）、（ｃ）の内容を約させること。 

（ｅ）上場会社は、転売先となる者との間で、（ｂ）、（ｃ）の内容及び転売先となる者がさらに第

三者に転売する場合にも（ｂ）、（ｃ）の内容を約すること。 

 

（※）行使数量は以下のとおり計算するものとします。 

・ 当該ＭＳＣＢ等を複数の者が保有している場合は、当該複数の者による新株予約権等

の行使数量を合算する。 

・ 当該ＭＳＣＢ等以外に当該上場会社が発行する別のＭＳＣＢ等があり、かつ、行使可

能期間が重複する別回号ＭＳＣＢ等がある場合は、当該ＭＳＣＢ等と当該別回号ＭＳＣ

Ｂ等の新株予約権等の行使数量を合算する。 

・ 上場株券等の数は、① 当該ＭＳＣＢ等の発行の払込日後において株式の分割、併合

又は無償割当てが行われた場合、上場株券等の数に公正かつ合理的な調整を行うものと

し、② 当該上場会社が当該ＭＳＣＢ等を発行する際に別回号ＭＳＣＢ等がある場合、

当該別回号ＭＳＣＢ等の発行の払込日時点における上場株券等の数とし、必要に応じて

①の調整を加えたものとします。 

 

※ 買取契約には、以下の期間又は場合には、制限超過行使を行うことができる旨を定めることが

できます。 

・ 対象株券等が上場廃止となる合併、株式交換及び株式移転等が行われることが公表され

た時から、当該行為がなされた時又は当該合併等がなされないことが公表された時までの

間 

・ 上場会社に対して公開買付けの公告がなされた時から、当該公開買付けが終了した時又

は中止されることが公表された時までの間 

・ 取引所金融商品市場において対象株券等が監理銘柄又は整理銘柄に指定された時から当

該指定が解除されるまでの間 

・ 新株予約権等の行使価額が発行決議日の取引所金融商品市場の売買立会における対象株

券等の終値以上の場合 

・ 新株予約権等の行使可能期間の最終２か月間（ＭＳＣＢ等の発行時の行使可能期間が２
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年以上の場合に限る。） 

 

※ 以下に掲げるすべての要件を満たす場合その他東証が適当と認める場合には、上記行使超過に

係る制限義務の適用対象外となります。 

（ａ）業務提携又は資本提携のためにＭＳＣＢ等を発行する場合。 

（ｂ）上場会社と買受人との間で対象株券等について取得後６か月以上の保有が約され、その

旨が公表される場合。 

（ｃ）買受人が、保有を約した期間中において当該対象株券等に係る株券等貸借取引を行わな

い場合。 

（ｄ）買受人が、当該買受け後から当該保有を約した期間が終了するまで当該対象株券等に係

る店頭デリバティブ取引を行わないこと。 

 

【上場規程第４３４条、施行規則第４３６条】 

 

 

２．発行にあたっての実務上の留意事項  
上場会社は、ＭＳＣＢ等の発行にあたっては、流通市場の機能又は株主の権利の毀損をすることがない

よう、十分に留意することが求められます。 

 

留意事項（１） 

 

上場会社は、ＭＳＣＢ等の発行を行う際には、調達資金の使途、新株予約権等（＊）の行使条件

の合理性、ＭＳＣＢ等の発行数量及び当該発行に伴う株式の希薄化の合理性等について十分に確

認・検討を行ったうえで、流通市場への影響及び株主の権利に十分に配慮すること。 
 

（＊）新株予約権又は取得請求権をいう。 

 

 

ａ．商品性等の十分な理解に基づく発行証券の選択等 

上場会社自らが、ＭＳＣＢ等の商品性及び発行に伴うメリット・デメリットを十分に理解し、自

己資本を拡充していくにあたっての方針との整合性、流通市場への影響及び株主の権利に与える影

響を十分に考慮したうえで、資金調達方法としてＭＳＣＢ等を選択することが求められます。 

 

ｂ．発行スキームに関する既存株主への影響等に配慮した十分な確認・検討 

上場会社は、ＭＳＣＢ等の発行を行う際には、上場会社自らが、以下の点について十分に確認・

検討を行うことが求められます。 

 

① 調達資金の使途 

ＭＳＣＢ等の発行により調達する資金が有効に活用され、結果として将来的な収益の向上、あ

るいは借入金の返済などを通じたバランスシートの改善に繋がることが見込まれ、既存株主に

対して合理的な説明が行えるものであること。 

 

② 新株予約権等の行使条件の合理性 

上場会社の財政状態及び経営成績、調達する資金の額及び使途、自社株価のボラティリティ等

を総合的に勘案し、上場会社がＭＳＣＢ等を利用して自己資本を拡充していくにあたっての方

針との間の整合性が取れるなど行使価額（修正条項を含む。）、行使期間その他の発行条件が合

理的なものであること。 
 

※ 行使価額の修正条項等の発行条件を決定するにあたり、日本証券業協会「第三者割当増資の取
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扱いに関する指針」（２０１０年４月１日制定）を参考に時価の９０％相当額を下回らないよう

に設定しさえすれば足りると考えていると見受けられる事例もありますが、本来、買受人が経済

的利益を享受できる可能性、発行体の信用リスク、社債の利率を含む発行条件、買受人が負う価

格下落リスク、株式の消化可能性その他の様々な観点から十分な検討を行い、総合的に判断する

ことが望まれます。なお、ＭＳＣＢ等の条件決定にあたって、修正後の行使価額が時価の９０％

相当額を下回る設定をするような場合には、株式の希薄化又は流通市場の機能を毀損への影響が

大きいものと一般的に考えられ、企業行動規範の「遵守すべき事項」に掲げる流通市場の機能又

は株主の権利の毀損行為の禁止規定に反するものとして公表措置の審査対象となるおそれがあり

ますので、十分に留意してください。 

 

③ ＭＳＣＢ等の発行数量及び当該発行に伴う株式の希薄化の規模の合理性等 

行使対象株式が、行使可能期間において急激な株価下落を引き起こさずに円滑に市場で売却で

きるだけの十分な流動性を有しているとともに、発行しようとするＭＳＣＢ等の数量及び行使

された場合に生じる株式の希薄化の規模が、調達する資金の使途、調達額をはじめ、発行会社

の時価総額等を総合的に勘案し、既存株主に対して合理的な説明が行えるものであること。 
 

※ 下方にのみ行使価額の修正が行われるＭＳＣＢ等又は行使価額の上方修正に過度な制限が付さ

れたＭＳＣＢ等については、一定の場合（業務提携又は資本提携のために発行する場合であって、

新株予約権等の行使により交付される株券について取得後６か月以上の保有が約され、その旨が

公表されるとき等）を除き、流通市場の機能影響又は株主の権利への影響が大きいものと一般的

に考えられ、企業行動規範の「遵守すべき事項」に掲げる流通市場の機能又は株主の権利の毀損

行為の禁止規定に反するおそれがあるものとして公表措置の審査対象となりますので、十分に留

意してください。 

※ ＭＳＣＢ等の新株予約権等の行使により交付され得る株式数の発行済株式数に占める割合が高

い場合は、株式の希薄化又は流通市場の機能への影響が大きいと一般的に考えられ、企業行動規

範の「遵守すべき事項」に掲げる流通市場の機能又は株主の権利の毀損行為の禁止規定に反する

ものとして公表措置の審査対象となります。この場合には、合理的な事業計画が策定され、中期

的に株主価値が向上すると見込まれるなど既存株主にとってのメリットについて説明が行えるも

のであるかについて十分に留意してください。 

 

④ その他、流通市場への影響及び株主の権利に関する重要な事項 

イ．財政状態及び経営成績の確認・検討 

ＭＳＣＢ等の発行会社において、仮に、ＭＳＣＢ等が株式への転換により自己資本化せず、

償還された場合であっても十分に元利金を支払うことができるだけの財政状態とキャッシュ・

フローの状況、あるいは元利金を支払うために必要なリファイナンスを実行できるだけの信用

力を有していること等について確認・検討を行うことが望まれます。 

 

ロ．株価等の動向の確認・検討 

ファイナンス直前の株価や売買高の推移に異常値が見られないものであること等について確

認・検討を行うことが望まれます。 

 

ハ．割当先等の確認・検討 

割当先について、発行の目的、資金調達方法としてＭＳＣＢ等による資金調達を選択した理

由、上場会社がＭＳＣＢ等を利用して自己資本を拡充していくにあたっての方針、割当先の保

有方針等を踏まえて、割当先として適当な者であること等について確認・検討を行うことが望

まれます。また、自社の役員、役員関係者及び大株主と割当先との間における自社株券の貸借

に関する契約・合意について把握するよう努めることが求められます。 
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留意事項（２） 

 

上場会社は、ＭＳＣＢ等の発行を行う際には、当該資金調達方法を選択した理由、調達する資金

の使途及び発行条件の合理性等について、わかりやすく具体的な説明を行うこと。 

 

 

上場会社は、ＭＳＣＢ等の発行を行う際、発行条件及び利用方法次第では、株式の希薄化などに

より既存株主に不利益をもたらし得る商品性を有するものであることから、ＭＳＣＢ等を利用する

ことによる企業価値の向上について十分な説明を行うことが重要と考えられます。そのため、募集

の目的、資金調達方法としてＭＳＣＢ等による資金調達を選択することとした理由、調達する資金

の額及び使途、最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況、発行条件の合理性並びに

割当先の選定理由等について、わかりやすく具体的な説明を行うことが求められます。 

特に、流通市場の機能影響又は株主の権利への影響が大きいものと一般的に考えられるスキーム

については、その影響に十分にご留意いただくことが必要ですが、仮に発行する場合においては、

株式の希薄化及び株価への影響の観点から既存株主にとってのメリットについて十分な説明を行う

ことが求められます。 

ＭＳＣＢ等を発行する場合の開示事項等の詳細は、「第２編第１章 １．発行する株式、処分す

る自己株式、発行する新株予約権、処分する自己新株予約権を引き受ける者の募集又は株式、新株

予約権の売出し」を参照してください。 

 

 

３．その他の留意事項 

○ ＭＳＣＢ等の転換又は行使の状況に関する開示について 

上場会社は、ＭＳＣＢ等を発行している場合には、毎月初に、前月におけるＭＳＣＢ等の転換又は

行使の状況を開示することが義務付けられています（以下「ＭＳＣＢ等の月間行使状況に関する開示」

という。）。 

また、「① 月初からのＭＳＣＢ等の転換累計若しくは行使累計が当該ＭＳＣＢ等の発行総額の１

０％以上となった場合」及び「② さらに同月中における開示後の転換累計若しくは行使累計が当該

ＭＳＣＢ等の発行総額の１０％以上となった場合」についても、当該転換又は行使の状況を直ちに開

示することが義務付けられています（以下この開示のことを「ＭＳＣＢ等の大量行使に関する開示」

という。）。 

詳細は、「第２編第５章 ３．ＭＳＣＢ等の転換又は行使の状況に関する開示」を参照してくださ

い。 

 

※ 当該開示義務の対象となるＭＳＣＢ等についても、上場会社が発行する有価証券に係る金商法第２

条第２０項に規定するデリバティブ取引その他の取引が上場会社が発行するＣＢ等と密接不可分の関

係であって、かつ、当該ＣＢ等及び当該デリバティブ取引その他の取引が一体としてＭＳＣＢ等と同

等の効果を有する場合には、当該ＣＢ等及び当該デリバティブ取引その他の取引を一体としてＭＳＣ

Ｂ等とみなして規定が適用されます。 
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【独立役員の確保に係る実務上の留意事項】 

 

Ⅰ．独立役員の確保に係る実務上の留意事項について 

１．制度の趣旨・独立役員とは 

上場会社は、一般株主保護のため、独立役員を１名以上確保しなければならない旨を、上場規程の企

業行動規範（第４章第４節）のうち実効性確保手段の対象となる「遵守すべき事項」として規定してい

ます。独立役員とは、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役をいいます。 

独立役員制度は、一般株主保護の観点から、経営陣から独立した役員を１名以上確保することを上場

会社に義務づけるものです。 

※ 上場規程の企業行動規範の「遵守すべき事項」では、上場会社は、社外取締役を１名以上確保し

なければならない旨を定めています（上場規程第４３７条の２）。また、コーポレートガバナン

ス・コード（原則４－８）では、独立社外取締役の選任について、プライム市場上場会社におい

ては少なくとも３分の１以上を、その他の市場区分の上場会社においては少なくとも２名以上を

選任すべきであるとしていますが、これは上場会社にそれらの割合・人数の独立社外取締役の選

任を義務づけるものではありません。「コンプライ・オア・エクスプレイン」の手法の下、「実施

しない理由」を説明することにより、当該原則を実施しないことも想定されています（プライム

市場上場会社においては３分の１以上、その他の市場区分の上場会社においては２名以上の独立

社外取締役の選任を行わない場合には、その理由の説明が求められることになります。）。 

※ 独立役員の法的な地位、責任範囲は会社法上の社外取締役、社外監査役と異なることはなく、そ

の権限と責任、選任方法、任期等は、会社法の範囲内で定められるものである点が変わるもので

はありません。 

 

 

２．独立役員の確保に係る企業行動規範 

 

上場会社は、一般株主保護のため、独立役員（一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締

役（会社法第２条第１５号に規定する社外取締役であって、会社法施行規則（平成１８年法務省令第

１２号）第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する者をいう。）又は社外監査役（会社法第

２条第１６号に規定する社外監査役であって、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役

員に該当する者をいう。）をいう。以下同じ。）を１名以上確保することが義務づけられています。 

 

【上場規程第４３６条の２】 

【上場規程第４４５条の４】 

 

上場会社は、独立役員に関して記載した東証所定の「独立役員届出書」を東証に提出することが義

務づけられています。 

また、「独立役員届出書」の内容に変更が生じる場合には、原則として、変更が生じる日の２週間

前までに変更内容を反映した「独立役員届出書」を東証に提出することが義務づけられています。 

 

【施行規則第４３６条の２】 

 

上場会社は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員を１名以上確保することが義務づけ

られています。加えて、上場会社は、取締役である独立役員を少なくとも１名以上確保するよう努めな

ければならないものとされています。 

 

上場会社は、取締役である独立役員を少なくとも１名以上確保するよう努めなければなりません。 
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また、独立役員の確保に係る企業行動規範の遵守状況を確認するため、東証への「独立役員届出書」

の提出を求めており、「独立役員届出書」は、公衆の縦覧に供することとしています。届出の詳細につ

いては、「Ⅱ．独立役員届出書の提出に係る留意事項について」を参照してください。 

なお、独立役員の確保の状況については、コーポレート・ガバナンス報告書における記載事項にもな

ります。詳細は「第５編〔４〕コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を参照してください。 

 

※ 要件に合致する社外役員が複数名存在する場合 

企業行動規範上の義務は、１名以上の独立役員の確保です。要件に合致する社外役員が複数名存

在する場合であっても、その全員を独立役員として届け出なければならないものではありません。 

なお、要件に合致する社外役員が複数名存在する場合に、その全員が独立役員として届け出られ

ていないときは、全ての社外役員について属性情報を独立役員届出書に記載する必要があります（詳

細は「５．社外役員に関する記載」を参照してください。）。 

※ 独立役員を指定する際の手続 

独立役員を指定する場合の決定方法は、取締役会決議に限らず、上場会社の任意で定めることが

できます。なお、独立役員の指定にあたっては、書面その他の方法により独立役員となることに関す

る本人の同意を得たうえで、「独立役員届出書」に記載された内容の確認等を行ってください。 

 

１名以上の独立役員の確保及びその適切な届出が行われない場合は、企業行動規範に違反したものと

して、公表措置、上場契約違約金の徴求、改善報告書・改善状況報告書の徴求、特別注意銘柄への指定

など所定の措置を講ずることがあります。実効性確保手段の適用の要否は、独立役員が不在となった事

情や、今後の方針等を総合的に勘案し、ケースバイケースの判断を行うことになります。例えば、独立

役員が急病等のやむを得ない事情により不在となった場合には、基本的には、一時的に独立役員が不在

となることをもって直ちに公表措置等を行うという判断とはならないと考えられます。 

 

 

３．独立性に関する判断について 

 

（１）概要 

「一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者」であるか否かは上場会社において実質的に判断する

必要がありますが、例えば、独立役員として届け出ようとする者が、経営陣から著しいコントロールを

受け得る者である場合や、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者である場合には、一般株

主との利益相反が生じるおそれがあり、独立役員の要件である「一般株主と利益相反の生じるおそれが

ない者」には該当しない可能性が高いと考えられます。 

 

※ 東証は、下記（２）のとおり、「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２において、

類型的に一般株主と利益相反の生じるおそれがある場合を規定しています（以下、同項各号に定

める事由を「独立性基準」といいます。）が、独立性基準に抵触しない場合であっても、上場会社

における実質的な判断の結果「一般株主と利益相反が生ずるおそれがない」とはいえない場合に

は、独立役員の要件を満たさない点に留意が必要です。 

 

（２）独立性基準について 

東証は、「上場管理等に関するガイドライン」において、東証が一般株主と利益相反の生じるおそれ

があると判断する場合の判断要素（独立性基準）を規定しており、独立性基準に抵触する場合には、独

立役員として届け出ることができません。 

既に独立役員に指定している者が事後的に独立性基準に抵触した場合には、直ちに独立役員届出書

（その者について独立役員の指定を解除したもの）を再提出してください。 
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※ 独立性基準の抵触の有無に係る判断は、上場会社単体で考えることで差し支えありません。ただ

し、独立性基準に抵触しない場合であっても、「一般株主と利益相反が生ずるおそれがない」とは

いえない場合は、独立役員の要件を満たさない点に留意が必要です。例えば、上場会社が持株会

社形態であるような場合において、社外取締役・社外監査役が重要な事業子会社の「主要な取引

先」の業務執行者であるような場合においては、その者を独立役員として届け出ようとする場合、

「独立性基準」に抵触しないことが想定されますが、その者が一般株主と利益相反の生じるおそ

れがない者に該当するのかは、別個の検討が必要と考えられます。 

※ コーポレートガバナンス・コードでは、「取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏ま

え、独立社外取締役となる者の独立性をその実質面において担保することに主眼を置いた独立性

判断基準を策定・開示すべきである」（原則４－９）としています。この原則を実施する上場会社

は、独立性基準を踏まえて、自社（グループ）の独立性判断基準を策定し、独立役員届出書や

コーポレート・ガバナンス報告書等において開示してください。 

 

独立性基準の詳細は、以下のとおりです（上場管理等に関するガイドラインⅢ５．（３）の２）。 

 

Ａ．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

Ｂ．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 

※ 「主要な取引先」に該当するか否かについては、会社法施行規則第２条第３項第１９号ロに掲げ

る「当該株式会社の主要な取引先である者（法人以外の団体を含む。）」に準じて上場会社が判断す

るものとします。 

「主要な取引先」とは、上場会社における事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と

同程度の影響を与え得る取引関係がある取引先をいい、具体的には、当該取引先との取引による売

上高等が上場会社の売上高等の相当部分を占めている相手や、当該上場会社の事業活動に欠くこと

のできないような商品・役務の提供を行っている相手、多額の借入れ等の取引の相手である金融機

関などが考えられます。 

したがって、取引金額が上場会社の売上高に占める割合や、借入金額が上場会社の総資産に占

める割合などの実態を踏まえて、「主要な取引先」に該当するか否かを上場会社が判断することに

なります。その際、上場会社は、各社個別の事情等を踏まえて策定した自社（グループ）の独立性

判断基準を独立役員届出書等において開示することが考えられます。 

※ 「上場会社を主要な取引先とする者」の判断にあたっては、独立役員として届出が行われる者の

兼務先（業務執行者としての兼務先）である企業に、直接照会を行う等の方法で、合理的な範囲で

確認していただくことを想定しています。「上場会社を主要な取引先とする者」の典型的な例とし

ては、上場会社との取引による売上高等が当該取引先の売上高等の相当部分を占めている、いわゆ

る下請企業などが考えられます。 

※ なお、役員選任議案に係る株主総会参考書類等の記載事項と取扱いの齟齬の無いように（例えば、

株主総会参考書類では「主要な取引先」として取り扱われているにもかかわらず、独立役員届出書

では「主要な取引先」とされていないということの無いように）、留意が必要です。 

※ 「業務執行者」とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執

行取締役のみならず使用人を含みます。監査役は含まれません。 

 「顧問」や「相談役」については、法令上の一般的な定義が存在しないため、その実態に照らし

て「業務執行取締役又は使用人」に該当するか否かを判断することが必要となります（これは、会

社法施行規則の解釈に係る問題であるため、法律専門家等にも確認することが適当です。）。なお、

その者の経歴如何によっては、属性情報の開示を要する「業務執行者であった者」には該当する可

能性があるので留意が必要です。 

 

Ｃ．上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又

は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する
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者をいう。） 

※ 「多額の金銭その他の財産」に該当するか否かについては、会社法施行規則第７４条第４項第７

号ニ又は同第７６条第４項第６号二の「多額の金銭その他の財産（これらの者の取締役、会計参与、

監査役、執行役その他これらに類する者としての報酬等を除く。）」に準じて上場会社が判断するも

のとします。 

※ 本項に該当し得る場合としては、顧問弁護士等が考えられますが、顧問弁護士であれば必ず「多

額の金銭その他の財産を得ている」者に該当するというわけではありません。 

※ 金商法に基づく会計監査による監査報酬が「多額の金銭その他の財産」にあたるかどうかの判断

にあたっては、日本公認会計士協会の定める「倫理規則」において、依頼人からの報酬への依存度

の高さにより監査人の独立性に関して阻害要因が生ずる可能性があるとされている（「倫理規則」

セクション４１０）ことを踏まえ、当該規則への該当状況等を参考にすることが考えられます。 

 

Ｄ．最近においてＡ、Ｂ又はＣに掲げる者に該当していた者 

※ 「最近においてＡ、Ｂ又はＣに掲げる者に該当していた」場合とは、実質的に現在、Ａ、Ｂ又は

Ｃに掲げる者と同視できるような場合をいい、例えば、当該独立役員を社外取締役又は社外監査役

として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において、Ａ、Ｂ又はＣに掲げる者に該当

していた場合等が含まれます。１年以上前にＡ、Ｂ又はＣに掲げる者に該当していた場合には、

「最近において…該当していた」に該当しないことが通常と考えられます。 

 

Ｅ．就任の前１０年以内のいずれかの時において次の（Ａ）から（Ｃ）までのいずれかに該当してい

た者 

（Ａ） 上場会社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役 

（Ｂ） 上場会社の親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。） 

（Ｃ） 上場会社の兄弟会社の業務執行者 

※ 「親会社」とは、財表規則第８条第３項に規定する親会社をいいます。 

※ 「兄弟会社」とは、上場会社と同一の親会社を有する他の会社をいいます。 

 

Ｆ．次の（Ａ）から（Ｈ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者 

（Ａ） Ａから前Ｅまでに掲げる者 

（Ｂ） 上場会社の会計参与（当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含

む。以下同じ。）（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。） 

（Ｃ） 上場会社の子会社の業務執行者 

（Ｄ） 上場会社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与（社外監査役を独立役員とし

て指定する場合に限る。） 

（Ｅ） 上場会社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役 

（Ｆ） 上場会社の親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。） 

（Ｇ） 上場会社の兄弟会社の業務執行者 

（Ｈ） 最近において前（Ｂ）～（Ｄ）又は上場会社の業務執行者(社外監査役を独立役員とし

て指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。) に該当していた者 

※ 「重要でない」に該当するか否かについては、会社法施行規則第７４条第４項第７号ホ等に準じ

て上場会社が判断するものとします。具体的に「重要」な者として想定されるのは、Ａ又はＢの業

務執行者については各会社・取引先の役員・部長クラスの者を、Ｃの所属する者については各監査

法人に所属する公認会計士、各法律事務所に所属する弁護士（いわゆるアソシエイトを含みます。）

を想定しています。 

※ 「近親者」とは、二親等内の親族をいいます。なお、離婚、離縁などによって親族関係が解消さ

れている場合は、ここにおける近親者としては取り扱いません。 
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４．属性情報の記載 

 

上場会社は、独立役員として指定する者が次のａからｌまでのいずれかに該当する場合は、該当状

況及びそれぞれの概要を記載してください。 

 

ａ． 過去に上場会社又はその子会社の業務執行者であった者 

ｂ． 過去に上場会社又はその子会社の業務執行者でない取締役であった者又は会計参与であった

者（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。） 

ｃ． 過去に上場会社の親会社の業務執行者であった者又は業務執行者でない取締役であった者 

ｄ． 過去に上場会社の親会社の監査役であった者（社外監査役を独立役員として指定する場合に

限る。） 

ｅ． 過去に上場会社の兄弟会社の業務執行者であった者 

ｆ． 過去に上場会社を主要な取引先とする者の業務執行者であった者 

ｇ． 過去に上場会社の主要な取引先の業務執行者であった者 

ｈ． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門

家又は法律専門家（法人、組合等の団体であるものに限る。）に過去に所属していた者 

ｉ． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者等（業務

執行者又は過去に業務執行者であった者をいう。）をいう。） 

ｊ． 上場会社の取引先又はその出身者（ｆ．ｇ．又はｈ．に該当する場合を除く。） 

ｋ． 社外役員の相互就任の関係にある先の出身者 

ｌ． 上場会社が寄付を行っている先又はその出身者 

 

※ ａからｉまでに掲げる者（重要でない者を除く。）については、その近親者も同様の取扱いと

しています。 

 

【施行規則第４１５条第１項第６号】 

 

これは、独立役員の属性情報として、事実関係の記載を求めるものです。「独立性基準」と異なり、

このａからｌに該当する社外役員であっても、それだけで直ちに独立性が否定されることにはなりませ

ん。 

なお、属性情報の記載は、独立役員届出書だけでなく、コーポレート・ガバナンス報告書においても

必要となります。詳細は、「第５編〔４〕コーポレート・ガバナンスに関する報告書」をご参照くださ

い。 

 

（１）属性情報のａ．からｉ．について 

① ａ．からｉ．の各項目への該当性の判断について 

・ 「親会社」「兄弟会社」「業務執行者」「主要な取引先」「上場会社を主要な取引先とする者」「多

額の金銭その他の財産」「重要でない」「近親者」などの解釈については、「３．（２）独立性基準に

ついて」を参照してください。 

・ 「過去」とは、過去１０年間に限定するものではありませんので、ご注意ください。 

・ 過去の該当状況については、独立役員届出書への記載を前提として行われた調査の結果、把握で

きるレベルでの記載とし、合理的に可能な範囲の確認を想定しています。 

 例えば、「過去の主要株主」や、「過去の主要な取引先」についての確認が必要になるわけではな

く、独立役員として指定する者が「現在の主要株主である会社に過去所属していた者」や、「現在

の主要な取引先である会社に過去勤務していた者」である場合に、その内容について開示していた

だくことを想定しています。 

・ ａ．及びｂ．については、過去１０年以内に上場会社又はその子会社の業務執行者であった者は、
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会社法上の社外取締役又は社外監査役としての社外性が認められないため、独立役員として指定で

きません。したがって、属性情報の記載が必要となるのは、過去１０年以前にそうした関係があっ

た場合を想定しています。 

 また、ｃ．からｅ．については、過去１０年以内に業務執行者であった者（及びその近親者）、

ｆ．からｈ．については、最近において業務執行者であった者（及びその近親者）は、独立性基準

（ａ．及びｂ．については社外性要件）に抵触するため、独立役員として指定できません。 

 

② ａからｉの個別の属性情報に関する記載上の注意点 

ａ． 過去に上場会社又はその子会社の業務執行者であった者 

ｂ． 過去に上場会社又はその子会社の業務執行者でない取締役であった者又は会計参与であっ

た者（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。） 

ｃ． 過去に上場会社の親会社の業務執行者であった者又は業務執行者でない取締役であった者 

ｄ． 過去に上場会社の親会社の監査役であった者（社外監査役を独立役員として指定する場合

に限る。） 

ｅ． 過去に上場会社の兄弟会社の業務執行者であった者 

〔概要として記載する内容について〕 

・ 過去に業務執行者であった関係を株主・投資者が適切に認識できる程度の記載を想定しています。

例えば、業務執行者であった時期、年数、当時の地位及び業務内容、並びに業務執行者を退任した

後も関係が継続している場合にはその概要（例えば、非業務執行の顧問として在籍していること）

等を記載することが考えられます。 

 

ｆ． 過去に上場会社を主要な取引先とする者の業務執行者であった者 

ｇ． 過去に上場会社の主要な取引先の業務執行者であった者 

ｈ． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専

門家又は法律専門家（法人、組合等の団体であるものに限る。）に過去に所属していた者 

〔概要として記載する内容について〕 

・ 過去に業務執行者であった関係（又は所属していた関係）を株主・投資者が適切に認識できる程

度の記載を想定しています。例えば、取引先の会社名（又は団体名）、取引関係（又は金銭等の受

領関係）の内容、規模、当該取引関係（又は金銭等の受領関係）が上場会社又は取引先（又は団体）

に与える影響の大きさについての評価に加え、取引先の業務執行者であった（又は団体に所属して

いた）時期、年数、当時の地位及び業務内容、並びに業務執行者を退任した後も関係が継続してい

る場合にはその概要（例えば、非業務執行の顧問として在籍していること）等を記載することが考

えられます。なお、当該者の独立性を適切に認識しうる記載であれば足り、具体的な金額の記載を

すること自体は必須ではありません。 

 

ｉ． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者等（業

務執行者又は過去に業務執行者であった者をいう。）をいう。） 

〔概要として記載する内容について〕 

・ 主要株主としての関係を株主・投資者が適切に認識できる程度の記載を想定しています。例えば、

当該主要株主の議決権保有比率、上場会社の経営に影響を与える事実関係（役員派遣等）の有無、

主要株主の業務執行者等である場合には、業務執行者としての関係の概要（主要株主における地位

や業務内容等）等を記載することが考えられます。 

 

 

（２）属性情報のｊ．からｌ．について 

① ｊ．からｌ．の各項目への該当性の判断について 

・ 「取引」、「相互就任」、「寄付」の関係の記載については、それが独立役員届出書の記載事項と
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なっていることを前提として行われた調査の結果、把握できるレベルでの記載を求めるものです。

記載にあたっては、合理的に可能な範囲での確認を行えば足りることとします。例えば、「出身者」

にあたるかどうかを判断するための確認の内容としては、通常は、有価証券報告書の｢役員の状況｣

の略歴に記載する程度の所属先を確認すればよいと考えられます。 

・ 「現在」における、上場会社と、独立役員本人及び独立役員の出身元の会社等との間の関係が記

載の対象となります。ここで「現在」とは、直近事業年度の開始日から当事業年度の独立役員届出

書を提出するまでの期間をいい、この期間における関係の有無の確認を行えば足りることとします。

ただし、これより前の期間についても含めて記載することを妨げるものではありません。 

・ 上場会社単体における関係が記載の対象であり、上場会社単体での関係の有無の確認を行えば足

りることとします。取引先、社外役員の相互就任の関係にある先、寄付を行っている先についても、

単体で判断することで足りることとします。ただし、連結ベースでの関係も含めて記載することを

妨げるものではありません。 

・ 「出身者」とは、現在を含む直近１０年間（当該社外役員候補者が、株主総会で社外役員に就任

されるときを起算点とします。）において業務執行者であった場合をいい、独立役員候補者が直近

１０年間において所属していた先について確認を行えば足りることとします。ただし、直近１０年

間よりも過去の職歴も含めて記載することを妨げるものではありません。 

 

②ｊ．からｌ．の属性情報の記載に共通する取扱い 

・ 属性情報の概要については、独立性に影響を与えるおそれがなく、概要を記載するまでもないと

上場会社が判断した場合には、概要の記載に代えて、概要を記載するまでもないと判断した理由を

記載することができます。 

※ 概要を記載するか、これに代えて理由の記載を行うかは上場会社の判断に委ねられています。

概要に代えて記載する理由としては、例えば、①取引の概要については、一般消費者としての

通常の取引であるといった理由、②相互就任の概要については合併等によって意図せず社外役

員が相互就任する形となっているといった理由、③寄付の概要については寄付金額が僅少であ

るといった理由が考えられます（これらに限定されるものではありません。）。これらの場合で

も、属性情報に係る関係が存在するということ自体は記載（チェック欄を使用）する必要があ

ります。 

 

・ 上場会社が、取引又は寄付について、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないもの

と判断する軽微基準（例えば、取引高が「●●万円未満」など）を定め、当該軽微基準の概要を記

載している場合には、軽微基準の範囲内である場合については、その存在自体の記載を省略するこ

とも考えられます。 

なお、このような「軽微基準」は、「独立性に与える影響が「ない」と判断されるかどうか」を

示す基準である必要があり、「独立性に与える影響が「少ない」かどうか」という程度問題ではな

いと考えられます。そのため、例えば、「取引」についても「主要な取引先」における該当性の判

断の水準とは異なる点にご留意ください。 
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③ ｊ．からｌ．の個別の属性情報に関する記載上の注意点 

 

ｊ． 上場会社の取引先又はその出身者（ｆ．ｇ．又はｈ．に該当する場合を除く。） 

※ ｆ．ｇ．又はｈ．に該当する取引先を除く、全ての取引先が記載の対象となります。 

※ 非常勤の顧問に対する報酬の支払いや、アドバイザリーボードの委員に対する謝礼の支払い、監

査法人に対する監査報酬の支払いなども「取引」に該当する点にご留意ください。 

 

〔概要として記載する内容について〕 

・ 取引先と上場会社の間に存在する全ての取引の内容について網羅的に記載することを要するもの

ではありません。 

・ 取引関係を株主・投資者が適切に認識できる程度の記載を想定しています。例えば、取引の種別

や金額、取引が行われた時期等を記載することが考えられます。なお、当該者の独立性を適切に認

識しうる記載であれば足り、具体的な金額の記載をすること自体は必須ではありません 

 

 

ｋ． 社外役員の相互就任の関係にある先の出身者 

※ 「社外役員の相互就任」とは、上場会社の出身者が、他の法人の社外役員である場合であって、

当該他の法人の出身者が、当該上場会社の社外役員である場合をいいます（下図参照）。 

 

（該当する例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔概要として記載する内容について〕 

・ 社外役員の相互就任の関係を株主・投資者が適切に認識できる程度の記載を想定しています。例

えば、相互就任の関係にある法人名のほか、相互就任の関係となるに至った経緯及び順序、相互就

任の関係にある法人との関係、それぞれの前任者も同一法人の出身者であればその旨等を記載する

ことが考えられます。 

  

社外役員： ○○氏
（Ａ社の元取締役）

当該他の会社（Ｂ社）の出身
者（△△氏）が、当該上場会
社（Ａ社）の社外役員である

上場会社

Ａ社 Ｂ社

上場会社（Ａ社）の出身者
（○○氏）が、他の会社（Ｂ
社）の社外役員である

社外役員： △△氏
（Ｂ社の元取締役）
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ｌ． 上場会社が寄付を行っている先又はその出身者 

※ 寄付金額の多寡にかかわらず、記載の対象となります。 

 

〔概要として記載する内容について〕 

・ 上場会社が行っている全ての寄付の内容について網羅的に記載することを要するものではありま

せん。 

・ 寄付金関係を株主・投資者が適切に認識できる程度の記載を想定しています。例えば、寄付の金

額や目的、寄付が行われた時期等を記載することが考えられます。なお、当該者の独立性を適切に

認識しうる記載であれば足り、具体的な金額の記載をすること自体は必須ではありません。 

 

 

 

 

 

 

（参考）独立性基準と属性情報の記載の全体イメージ 概念図（２０２０年２月改訂） 
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５．社外役員に関する記載 

 

上場会社は、独立役員に指定しない社外役員についても、独立役員と同様に、独立性基準への該当

状況や属性情報に関する記載を行うことが必要となります。 

 

 

独立役員に指定する社外役員だけでなく、独立役員に指定しない社外役員の情報も含めた、全ての社

外役員の情報の記載が必要です。全ての社外役員の氏名を明記したうえで、そのうち、独立役員に指定

する社外役員には、その旨の印を付してください。具体的には、独立性基準及び属性情報の該当の有無

のチェックと、該当状況についての説明が必要となります。 

独立役員届出書における具体的な記載方法については、「Ⅱ．独立役員届出書の提出に係る留意事項

について」を参照してください。 

 

 

 

自社の社外役員のうち、独立役員として指定しうる社外役員の全員を独立役員として指定している

旨を明記した場合には、独立役員に指定されていない社外役員についての独立性基準への該当状況及

び属性情報の記載を、省略することができます。 

 

独立役員届出書の様式においては、「独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している」と

いうチェックボックスを設けています。このチェックボックスをチェックした場合には、独立役員とし

て指定されていない社外役員については、上場会社が、独立役員の資格を充たす者ではないと判断した

ことが明らかになるため、当該社外役員について、「役員の属性」の項目について記載を行う必要はあ

りません。 

例えば、社外役員が５名選任されている上場会社において、そのうち３名が独立役員の資格を充たし

ており、残りの２名は独立役員の資格を充たしていないときに、同社が、独立役員として指定しうる３

名全員を独立役員として指定していて、かつ、そのことを独立役員届出書のチェックボックスにおいて

明示した場合には、それ以外の２名の社外役員については、独立性基準への該当状況や属性情報の記載

を行う必要はありません。 

 

 

６．独立役員届出書の更新 

独立役員届出書の更新を行う場合の取扱いは、以下のとおりです。 

 

〔株主総会前における提出〕 

○株主総会において独立役員・社外役員の構成が変わることが予定されている場合や、属性情報の記載内容

に変更がある場合（※１）には、その２週間前までに独立役員届出書を提出してください。実務上は、

電子提供措置をとる株主総会資料の電子ファイルをＴＤｎｅｔを通じて当取引所に提出する（施行規則

第４２０条第１項）際や、招集通知の株主への発送に先立ってＴＤｎｅｔを通じて当取引所に招集通知

の電子ファイルを提出する場合（コーポレートガバナンス・コード 補充原則１－２②参照）はその際に、

独立役員届出書も併せて提出することが考えられます。 

 

〔期中における提出〕 

○期中において、独立役員届出書の内容に変更がある場合（※２・※３）には、原則として変更が生ずる日

の２週間前までに独立役員届出書を提出してください。 

 

※１ 「再任」の場合でも、定時株主総会の前のタイミングにおいて、取引関係等の記載の更新の要否を確
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認し、記載内容に変更がある場合には、変更後の独立役員届出書を提出してください。 

 

※２ 期中において独立役員届出書の再提出が必要となるのは、以下の場合です（これらに該当しない場合

でも、上場会社が任意で記載内容の見直しを行うことは可能です。）。この場合には、以下に掲げる再

提出に係る者についてのみ記載内容の更新を行えばよく、それ以外の者に関しては、記載内容の更新

を行う必要はありません。 

・独立役員を新たに指定する場合 

・独立役員を指定解除する場合（社外役員の辞任による場合のみならず、社外役員としての地位に変動

はなく独立役員の指定のみを解除する場合も含みます。） 

 

 

※３ 以下の場合は、その時点において独立役員届出書の再提出は不要であり、その後の株主総会において

社外役員の選任議案（再任を含む。）が付議されることに伴い独立役員届出書を提出する際に、変更内

容を反映してください。 

・属性情報の有無について変更がある場合（例えば、当初提出した独立役員届出書においては、取引関

係はないとしていたが、期中において取引関係が生じた場合や、取引関係がある先の業務執行者に就

任した場合など。） 

・属性情報の概要について変更がある場合（例えば、当初提出した独立役員届出書において記載してい

た取引の金額等が、期中において変動した場合など。） 

・独立役員に指定していない社外役員が独立性基準に該当することとなった場合
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Ⅱ．独立役員届出書の提出に係る留意事項について 

１．独立役員届出書の様式及び記載上の注意事項 

独立役員届出書のフォーマットは、以下のとおりです。 
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各項目の記載上の注意は以下のとおりです。 

 

１．基本情報 

項 目 記載上の注意 

(1)会社名 ・会社名を記入してください。 

(2)コード ・４桁の会社コードを半角数字で記入してください。 

(3)提出日 ・独立役員届出書を提出する日付を半角数字で「yyyy/mm/dd」の方式で記

入してください。例えば、2015 年 5 月 20 日に提出を行う場合には、

「2015/5/20」と記入してください。 

(4)異動（予定）日 ・独立役員又は社外役員に異動が生じる日を「yyyy/mm/dd」の方式で記入

してください。例えば、2015年6月20日の株主総会において新たに選任

される社外役員を独立役員として指定する場合には、「2015/6/20」と記入

してください。 

(5)独立役員届出書の

提出理由 

・独立役員届出書を提出する理由を記載してください。 

・記載対象は、異動（予定）日の時点における最新の全社外役員であり、

(7)以降の項目においては、退任した社外役員の氏名等の記載は行いませ

ん。社外役員の退任を理由に独立役員届出書を提出する場合には、退任者

の氏名は本欄に記載してください。 

 

（例） 

・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 

・独立役員である○○○氏が、期中（●●年●月●日付）で社外取

締役（社外監査役）を退任したことにともない、新たに□□□氏

を独立役員として指定するため。 

・独立役員である△△氏が新たに独立性基準に抵触することとなっ

たため。 

 
 

(6)「独立役員の資格

を充たす者を全て独立

役員に指定している」

チェックボックス 

・独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している場合には、

チェックを付してください。チェックを付した場合には、独立役員に指定

していない社外役員について、(10)、(13)の記載は不要となります。 

・なお、「独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している」場合

においても、(7)氏名、(8)社外取締役／社外監査役の別及び(11)異動内容

（異動がある場合）については、全員分、記載が必要です。 

 

２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項 

項 目 記載上の注意 

(7)氏名 ・全社外役員の氏名を記入してください。 

・記載対象は、異動（予定）日の時点における最新の全社外役員です。異動

（予定）日において退任する予定の社外役員については、記載しないでく

ださい。 

・「３．独立役員の属性・選任理由の説明」欄においては、本欄に記載した

社外役員の氏名と同じ並び順で記載してください。 

・社外役員が５名以上いる場合には、必要に応じて Excel ファイル上で非表

示となっている行を表示することにより、全社外役員の氏名を記載してく

ださい。 

(8)社外取締役／社外 ・ドロップダウンリストから、「社外取締役」又は「社外監査役」のいずれ
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項 目 記載上の注意 

監査役（ドロップダウ

ンリスト） 

かを選択してください。 

(9)独立役員（ドロッ

プダウンリスト） 

・当該社外役員を独立役員として指定している場合には、ドロップダウンリ

ストから「○」を選択してください。 

・当該社外役員を独立役員として指定していない場合には、空欄としてくだ

さい。 

(10)役員の属性（ド

ロップダウンリスト） 

・当該社外役員が、フォーマット下部の「※２」のａ．～ｌ．に掲げる属性

に該当している場合には、本欄の該当する項目にチェックをしてくださ

い。なお、「※２」に記載している文言は、施行規則等に定める文言を簡

略化して記載しているものであることにご注意ください。 

・ａ．～ｌ．の解釈等については、「Ⅰ．３．（２）独立性基準について」及

び「Ⅰ．４．属性情報の記載」を参照してください。 

・選択項目については、上記各事由に、社外役員「本人」が「現在・最近」

において該当している場合は「○」、「過去」において該当している場合は

「△」をドロップダウンリストから選択してください。 

・社外役員の「近親者」が上記各事由（ｊ．～ｌ．を除く。）に「現在・最

近」において該当している場合は「●」、「過去」において該当している場

合は「▲」をドロップダウンリストから選択してください。 

・該当する項目が複数ある場合は、そのすべてを選択してください。 

・ここでいう「過去」において該当している場合とは、例えば、「現在の親

会社に過去勤務していたような場合」を指します。「過去の親会社に現在

勤務している場合」や「過去の親会社に過去勤務していた場合」はこれに

あたりません。 

・当該社外役員が、ａ．～ｌ．のいずれにも該当していない場合は、「該当

なし」の項目のドロップダウンリストから「○」を選択してください。 

・なお、「独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している」の

チェックをしている場合は、独立役員の資格を充たさない社外役員につい

ては本欄は記載不要です。 

・ｊ．及びｌ．に関して、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれが

ないものと判断する軽微基準を定めて（15）に記載している場合に、当

該軽微基準に該当するときは、当該項目に係るチェック欄へのチェックが

不要となります。  
(11)異動内容（ドロッ

プダウンリスト） 

・当該社外役員が、異動（予定）日における異動の対象である場合には、本

欄において該当項目を選択してください。 

・社外役員の任期中である場合や、再任の場合など、社外役員・独立役員の

地位に変動がない場合には、本欄は空欄としてください。 

・異動（予定）日において新たに社外役員に就任する場合には、当該者を独

立役員に指定するか否かにかかわらず、「新任」を選択してください。 

・既に社外役員となっている者を、追加的に独立役員に指定する場合には、

「指定」を選択してください。 

・既に独立役員として指定されている者について、社外役員は退任せず、独

立役員の指定のみを解除する場合には、「指定解除」を選択してくださ

い。 

・個別の社外役員についての記載内容について、記載内容の訂正や、チェッ

ク欄の更新等がある場合には、「訂正・変更」を選択してください。 

・記載対象は、異動（予定）日の時点における最新の全社外役員ですので、
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項 目 記載上の注意 

異動（予定）日において退任する社外役員についての記載は不要です。 

(12)本人の同意（ド

ロップダウンリスト） 

・独立役員として届け出られる社外役員が、上場規程及び施行規則に基づい

て独立役員として届け出られることに同意していること及び独立役員届出

書の内容について確認を行っていることを確認するために、ドロップダウ

ンリストから、「有」を選択してください。 

・独立役員に指定していない社外役員については、本欄の記載は不要です。 

・既に独立役員として指定されている者について、社外役員は退任せず、独

立役員の指定のみを解除する場合（「指定解除」の場合）も、本欄の記載

は不要です。 

 

３．独立役員の属性・選任理由の説明 

項 目 記載上の注意 

(13)該当状況について

の説明 

〔役員の属性の該当状況の説明〕 

・当該社外役員が「役員の属性」のａ．～ｌ．のいずれかに該当している場

合は、その概要を記載してください。記載内容については、「Ⅰ．４．属

性情報の記載」の説明等を参照してください。 

 

（例） 

・社外取締役の△△△△氏は、株式会社○○に□□□□年から□□

□□年まで総務部長として勤務していました。当社は株式会社○

○から当社製品の部品である△△△を継続的に購入しており、取

引額は年間□□□百万円（○○○○年○○月期実績）です。当該

取引額は、株式会社○○の年間売上高の△△％に相当し（○○○

○年○○月期実績）、当社が公表している独立性判断基準に照ら

して、株式会社○○は当社を主要な取引先とする者に該当しま

す。 

・社外取締役の□□□□氏は、当社製品の販売先である株式会社△

△△の出身です。株式会社△△△と当社との間には、年間○○○

百万円（○○○○年○○月期実績）の取引が存在しています。 

・社外監査役の○○○氏は、□□大学の経済学部教授ですが、当社

は、同大学工学部○○学科に、研究支援目的で○○○百万円（○

○○○年○○月期実績）の寄付を行っています。 

・「(7)氏名」欄に記載した社外役員の氏名と同じ順番で記載してください。 

・本項目は、独立役員のみならず、社外役員についても記載は必須です。た

だし、「独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している」の

チェックをしている場合は、独立役員の資格を充たさない社外役員につい

ては記載不要です。 

・ｊ．～ｌ．に関して、概要に代えて、概要を記載するまでもないと判断し

た理由を記載する場合にも、本欄を使用してください。 

(14)選任の理由 〔独立役員に指定する場合〕 

・当該社外役員を独立役員として指定する理由（独立役員として指定しよう

とする者について、上場会社として「一般株主との利益相反が生ずるおそ

れがない」と判断した根拠）を記載してください。コーポレート・ガバナ

ンス報告書において記載が求められる独立役員の選任の理由欄において記

載する内容と同様の内容とすることが考えられます。 

・「一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切有していない」こ
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とを事実に基づいて説明するなど、独立役員の指定理由の記載が必要で

す。 

 

〔独立役員に指定しない場合〕 

・独立役員に指定していない社外役員については、記載を必須とするもので

はありませんが、当該社外役員の選任理由としてコーポレート・ガバナン

ス報告書に記載する「選任の理由」と同様の内容を記載することが考えら

れます。また、当該社外役員に期待している効用が独立性に基づくもので

ない場合には、その効用を記載することも考えられます。 

 

 

４．補足説明 

項 目 記載上の注意 

(15)補足説明 ・コーポレートガバナンス・コードの原則４－９の開示を行うため、本欄を

利用することも考えられます。 

・本欄の記載にあたっては、独立性判断基準の内容を本欄に直接記載する方

法のほか、有価証券報告書、アニュアルレポート又は自社のウェブサイト

等の広く一般に公開される手段により該当する内容を開示している場合に

その内容を参照すべき旨と閲覧方法（ウェブサイトのＵＲＬなど）を本欄

に記載する方法としても差し支えありません。 

コード【原則４-９】 

取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外

取締役となる者の独立性をその実質面において担保することに主眼を

置いた独立性判断基準を策定・開示すべきである。また、取締役会

は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待でき

る人物を独立社外取締役の候補者として選定するよう努めるべきであ

る。 

 

・上場会社が取引や寄付について、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼす

おそれがないものと判断する軽微基準を定めた場合には、本欄において当

該基準を記載してください。 

・独立役員が確保されていない場合には、独立役員の確保に向けた今後の対

応方針を記載してください。 

・その他、独立役員届出書に記載した内容について補足すべき内容がある場

合には、本欄を使用してください。 

 

 

２．独立役員届出書の作成・提出及び公衆縦覧 

 

① 独立役員届出書のダウンロード 

独立役員届出書のフォーマットを、日本取引所グループウェブサイト（https://www.jpx.co.jp/rules-

participants/rules/doc/domestic-stock/index.html）に掲載しております。リンク先の「内国株式関係提出書類」

の「提出書類フォーマット集」－「その他の提出書類」から「（新様式）独立役員届出書」をダウンロードし

てください。 

 

② Ｅｘｃｅｌファイルへの入力 

ダウンロードした独立役員届出書のフォーマットを用い、「１．独立役員届出書の様式及び記載上の注意事
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項」を参考に、必要事項を記載してください。 

 

※１ フォーマット内の「２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項」及び「３．独立役員の属性・選

任理由の説明」において必要な行の数は、各上場会社の社外役員の人数によって異なります。各社の

必要に応じて、Ｅｘｃｅｌファイル上、非表示となっている行を表示させることなどによって調整し

てください。なお、調整の結果、１ページに収まらない場合は、２ページ以上とすることも可能です。 

※２ 独立役員届出書は、最終的にＰＤＦファイルとして提出することとなりますので、入力した文字が、

ＰＤＦファイル化した際にも表示されるように、Ｅｘｃｅｌファイルの「行の高さ」などを適宜、調

整してください。 

 

③ ＥｘｃｅｌファイルのＰＤＦファイルへの変換 

必要事項を記載した独立役員届出書のＥｘｃｅｌファイルを、お手持ちの変換ソフトでＰＤＦファイルに変

換してください。ＰＤＦファイルに変換する際に、独立役員届出書が複数のページにわたることとなっても差

し支えありません。各上場会社において、独立役員届出書の見易さやバランスを考慮して、適宜、調整してく

ださい。 

 

④ 独立役員届出書の提出 

独立役員届出書のＰＤＦファイルは、「ＴＤｎｅｔオンライン登録サイト」において「縦覧書類を作成・提

出する」から「独立役員届出書」を選択し、ＰＤＦファイルを登録してください。ご登録の際の表題、公開項

目、開示指定日時については、以下のとおりとしてください。 

 

【 表  題 】 独立役員届出書 

【公 開  項 目】 独立役員届出書 

【開示指定日時】 平日の 9 時～17 時 

 

※１ システム処理の関係上、夜間、休日に登録された書類は提出が完了せず、再提出が必要となることが

あります。このため、夜間・休日の登録はご遠慮ください。（定款や株主総会招集通知など、現在ＴＤ

ｎｅｔで提出いただいている他の書類とは異なりますので、ご留意ください）。 

※２ 書類を登録いただいた後、東証の担当者が内容の確認を行い、ご連絡させていただくことがあります。

そのため、実際の提出時刻が指定時刻より前後する場合がありますのでご了承ください。 

※３ ＴＤｎｅｔに登録された独立役員届出書は、東証の担当者の提出完了のための処理の後、指定された

時刻で上場会社ＤＢＳ等に公開されます。また、登録日の翌日の午前１時頃（株主総会招集通知と同

様です）に日本取引所グループウェブサイト上の「東証上場会社情報サービス」の「上場会社詳細」

において公開されます。 
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【コーポレートガバナンス・コード】 
 

第１章 株主の権利・平等性の確保 

 

 

【基本原則１】 

 

上場会社は、株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、株主がその権利を

適切に行使することができる環境の整備を行うべきである。 

また、上場会社は、株主の実質的な平等性を確保すべきである。 

少数株主や外国人株主については、株主の権利の実質的な確保、権利行使に係る環境や実質的な平

等性の確保に課題や懸念が生じやすい面があることから、十分に配慮を行うべきである。 

 

 

考え方 

 

上場会社には、株主を含む多様なステークホルダーが存在しており、こうしたステークホルダーと

の適切な協働を欠いては、その持続的な成長を実現することは困難である。その際、資本提供者は重

要な要であり、株主はコーポレートガバナンスの規律における主要な起点でもある。上場会社には、

株主が有する様々な権利が実質的に確保されるよう、その円滑な行使に配慮することにより、株主と

の適切な協働を確保し、持続的な成長に向けた取組みに邁進することが求められる。 

また、上場会社は、自らの株主を、その有する株式の内容及び数に応じて平等に取り扱う会社法上

の義務を負っているところ、この点を実質的にも確保していることについて広く株主から信認を得る

ことは、資本提供者からの支持の基盤を強化することにも資するものである。 
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【原則１－１．株主の権利の確保】 

上場会社は、株主総会における議決権をはじめとする株主の権利が実質的に確保されるよう、適

切な対応を行うべきである。 

補充原則 

１－１① 取締役会は、株主総会において可決には至ったものの相当数の反対票が投じられた会社提案

議案があったと認めるときは、反対の理由や反対票が多くなった原因の分析を行い、株主との

対話その他の対応の要否について検討を行うべきである。 

 

１－１② 上場会社は、総会決議事項の一部を取締役会に委任するよう株主総会に提案するに当たって

は、自らの取締役会においてコーポレートガバナンスに関する役割・責務を十分に果たし得る

ような体制が整っているか否かを考慮すべきである。他方で、上場会社において、そうした体

制がしっかりと整っていると判断する場合には、上記の提案を行うことが、経営判断の機動

性・専門性の確保の観点から望ましい場合があることを考慮に入れるべきである。 

 

１－１③ 上場会社は、株主の権利の重要性を踏まえ、その権利行使を事実上妨げることのないよう配

慮すべきである。とりわけ、少数株主にも認められている上場会社及びその役員に対する特別

な権利（違法行為の差止めや代表訴訟提起に係る権利等）については、その権利行使の確保に

課題や懸念が生じやすい面があることから、十分に配慮を行うべきである。 

 

【原則１－２．株主総会における権利行使】 

上場会社は、株主総会が株主との建設的な対話の場であることを認識し、株主の視点に立って、

株主総会における権利行使に係る適切な環境整備を行うべきである。 

補充原則 

１－２① 上場会社は、株主総会において株主が適切な判断を行うことに資すると考えられる情報につ

いては、必要に応じ適確に提供すべきである。 

 

１－２② 上場会社は、株主が総会議案の十分な検討期間を確保することができるよう、招集通知に記

載する情報の正確性を担保しつつその早期発送に努めるべきであり、また、招集通知に記載す

る情報は、株主総会の招集に係る取締役会決議から招集通知を発送するまでの間に、TDnet や

自社のウェブサイトにより電子的に公表すべきである。 

 

１－２③ 上場会社は、株主との建設的な対話の充実や、そのための正確な情報提供等の観点を考慮し、

株主総会開催日をはじめとする株主総会関連の日程の適切な設定を行うべきである。 

 

１－２④ 上場会社は、自社の株主における機関投資家や海外投資家の比率等も踏まえ、議決権の電子

行使を可能とするための環境作り（議決権電子行使プラットフォームの利用等）や招集通知の

英訳を進めるべきである。 

特に、プライム市場上場会社は、少なくとも機関投資家向けに議決権電子行使プラット

フォームを利用可能とすべきである。 

 

１－２⑤ 信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等が、株主総会において、信託銀行等に代

わって自ら議決権の行使等を行うことをあらかじめ希望する場合に対応するため、上場会社は、

信託銀行等と協議しつつ検討を行うべきである。 
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【原則１－３．資本政策の基本的な方針】 

上場会社は、資本政策の動向が株主の利益に重要な影響を与え得ることを踏まえ、資本政策の基

本的な方針について説明を行うべきである。 

 

【原則１－４．政策保有株式】 

上場会社が政策保有株式として上場株式を保有する場合には、政策保有株式の縮減に関する方

針・考え方など、政策保有に関する方針を開示すべきである。また、毎年、取締役会で、個別の政

策保有株式について、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか

等を具体的に精査し、保有の適否を検証するとともに、そうした検証の内容について開示すべきで

ある。 

上場会社は、政策保有株式に係る議決権の行使について、適切な対応を確保するための具体的な

基準を策定・開示し、その基準に沿った対応を行うべきである。 

補充原則 

１－４① 上場会社は、自社の株式を政策保有株式として保有している会社（政策保有株主）からその

株式の売却等の意向が示された場合には、取引の縮減を示唆することなどにより、売却等を妨

げるべきではない。 

 

１－４② 上場会社は、政策保有株主との間で、取引の経済合理性を十分に検証しないまま取引を継続

するなど、会社や株主共同の利益を害するような取引を行うべきではない。 

 

【原則１－５．いわゆる買収防衛策】 

買収防衛の効果をもたらすことを企図してとられる方策は、経営陣・取締役会の保身を目的とす

るものであってはならない。その導入・運用については、取締役会・監査役は、株主に対する受託

者責任を全うする観点から、その必要性･合理性をしっかりと検討し、適正な手続を確保するととも

に、株主に十分な説明を行うべきである。 

補充原則 

１－５① 上場会社は、自社の株式が公開買付けに付された場合には、取締役会としての考え方（対抗

提案があればその内容を含む）を明確に説明すべきであり、また、株主が公開買付けに応じて

株式を手放す権利を不当に妨げる措置を講じるべきではない。 

 

【原則１－６．株主の利益を害する可能性のある資本政策】 

支配権の変動や大規模な希釈化をもたらす資本政策（増資、ＭＢＯ等を含む）については、既存

株主を不当に害することのないよう、取締役会・監査役は、株主に対する受託者責任を全うする観

点から、その必要性･合理性をしっかりと検討し、適正な手続を確保するとともに、株主に十分な説

明を行うべきである。 

 

【原則１－７．関連当事者間の取引】 

上場会社がその役員や主要株主等との取引（関連当事者間の取引）を行う場合には、そうした取

引が会社や株主共同の利益を害することのないよう、また、そうした懸念を惹起することのないよ

う、取締役会は、あらかじめ、取引の重要性やその性質に応じた適切な手続を定めてその枠組みを

開示するとともに、その手続を踏まえた監視（取引の承認を含む）を行うべきである。 
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第２章 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 

 

 

【基本原則２】 

 

上場会社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出は、従業員、顧客、取引先、債権

者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーによるリソースの提供や貢献の結果であるこ

とを十分に認識し、これらのステークホルダーとの適切な協働に努めるべきである。 

取締役会・経営陣は、これらのステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する

企業文化・風土の醸成に向けてリーダーシップを発揮すべきである。 

 

 

考え方 

 

上場会社には、株主以外にも重要なステークホルダーが数多く存在する。これらのステークホル

ダーには、従業員をはじめとする社内の関係者や、顧客・取引先・債権者等の社外の関係者、更には、

地域社会のように会社の存続・活動の基盤をなす主体が含まれる。上場会社は、自らの持続的な成長

と中長期的な企業価値の創出を達成するためには、これらのステークホルダーとの適切な協働が不可

欠であることを十分に認識すべきである。また、「持続可能な開発目標」（ＳＤＧｓ）が国連サミット

で採択され、気候関連財務情報開示タスクフォース（ＴＣＦＤ）への賛同機関数が増加するなど、中

長期的な企業価値の向上に向け、サステナビリティ（ＥＳＧ要素を含む中長期的な持続可能性）が重

要な経営課題であるとの意識が高まっている。こうした中、我が国企業においては、サステナビリ

ティ課題への積極的・能動的な対応を一層進めていくことが重要である。 

上場会社が、こうした認識を踏まえて適切な対応を行うことは、社会・経済全体に利益を及ぼすと

ともに、その結果として、会社自身にも更に利益がもたらされる、という好循環の実現に資するもの

である。 
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【原則２－１．中長期的な企業価値向上の基礎となる経営理念の策定】 

上場会社は、自らが担う社会的な責任についての考え方を踏まえ、様々なステークホルダーへの

価値創造に配慮した経営を行いつつ中長期的な企業価値向上を図るべきであり、こうした活動の基

礎となる経営理念を策定すべきである。 

 

【原則２－２．会社の行動準則の策定・実践】 

上場会社は、ステークホルダーとの適切な協働やその利益の尊重、健全な事業活動倫理などにつ

いて、会社としての価値観を示しその構成員が従うべき行動準則を定め、実践すべきである。取締

役会は、行動準則の策定・改訂の責務を担い、これが国内外の事業活動の第一線にまで広く浸透

し、遵守されるようにすべきである。 

補充原則 

２－２① 取締役会は、行動準則が広く実践されているか否かについて、適宜または定期的にレビュー

を行うべきである。その際には、実質的に行動準則の趣旨・精神を尊重する企業文化・風土が

存在するか否かに重点を置くべきであり、形式的な遵守確認に終始すべきではない。 

 

【原則２－３．社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題】 

上場会社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題について、適切な対応

を行うべきである。 

補充原則 

２－３① 取締役会は、気候変動などの地球環境問題への配慮、人権の尊重、従業員の健康・労働環境

への配慮や公正・適切な処遇、取引先との公正・適正な取引、自然災害等への危機管理など、

サステナビリティを巡る課題への対応は、リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要

な経営課題であると認識し、中長期的な企業価値の向上の観点から、これらの課題に積極的・

能動的に取り組むよう検討を深めるべきである。 

 

【原則２－４．女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】 

上場会社は、社内に異なる経験・技能・属性を反映した多様な視点や価値観が存在することは、

会社の持続的な成長を確保する上での強みとなり得る、との認識に立ち、社内における女性の活躍

促進を含む多様性の確保を推進すべきである。 

補充原則 

２－４① 上場会社は、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等、中核人材の登用等における多

様性の確保についての考え方と自主的かつ測定可能な目標を示すとともに、その状況を開示す

べきである。 

また、中長期的な企業価値の向上に向けた人材戦略の重要性に鑑み、多様性の確保に向けた

人材育成方針と社内環境整備方針をその実施状況と併せて開示すべきである。 
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【原則２－５．内部通報】 

上場会社は、その従業員等が、不利益を被る危険を懸念することなく、違法または不適切な行

為・情報開示に関する情報や真摯な疑念を伝えることができるよう、また、伝えられた情報や疑念

が客観的に検証され適切に活用されるよう、内部通報に係る適切な体制整備を行うべきである。取

締役会は、こうした体制整備を実現する責務を負うとともに、その運用状況を監督すべきである。 

補充原則 

２－５① 上場会社は、内部通報に係る体制整備の一環として、経営陣から独立した窓口の設置（例え

ば、社外取締役と監査役による合議体を窓口とする等）を行うべきであり、また、情報提供者

の秘匿と不利益取扱の禁止に関する規律を整備すべきである。 

 

【原則２－６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】 

上場会社は、企業年金の積立金の運用が、従業員の安定的な資産形成に加えて自らの財政状態にも影

響を与えることを踏まえ、企業年金が運用（運用機関に対するモニタリングなどのスチュワードシッ

プ活動を含む）の専門性を高めてアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、運用に

当たる適切な資質を持った人材の計画的な登用・配置などの人事面や運営面における取組みを行うと

ともに、そうした取組みの内容を開示すべきである。その際、上場会社は、企業年金の受益者と会社

との間に生じ得る利益相反が適切に管理されるようにすべきである。 
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第３章 適切な情報開示と透明性の確保 

 

 

【基本原則３】 

 

上場会社は、会社の財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、リスクやガバナ

ンスに係る情報等の非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく

開示以外の情報提供にも主体的に取り組むべきである。 

その際、取締役会は、開示・提供される情報が株主との間で建設的な対話を行う上での基盤とな

ることも踏まえ、そうした情報（とりわけ非財務情報）が、正確で利用者にとって分かりやすく、

情報として有用性の高いものとなるようにすべきである。 

 

 

考え方 

 

上場会社には、様々な情報を開示することが求められている。これらの情報が法令に基づき適時適

切に開示されることは、投資家保護や資本市場の信頼性確保の観点から不可欠の要請であり、取締役

会・監査役・監査役会・外部会計監査人は、この点に関し財務情報に係る内部統制体制の適切な整備

をはじめとする重要な責務を負っている。 

また、上場会社は、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組むべきである。 

更に、我が国の上場会社による情報開示は、計表等については、様式・作成要領などが詳細に定め

られており比較可能性に優れている一方で、会社の財政状態、経営戦略、リスク、ガバナンスや社

会・環境問題に関する事項（いわゆるＥＳＧ要素）などについて説明等を行ういわゆる非財務情報を

巡っては、ひな型的な記述や具体性を欠く記述となっており付加価値に乏しい場合が少なくない、と

の指摘もある。取締役会は、こうした情報を含め、開示・提供される情報が可能な限り利用者にとっ

て有益な記載となるよう積極的に関与を行う必要がある。 

法令に基づく開示であれそれ以外の場合であれ、適切な情報の開示・提供は、上場会社の外側にい

て情報の非対称性の下におかれている株主等のステークホルダーと認識を共有し、その理解を得るた

めの有力な手段となり得るものであり、「『責任ある機関投資家』の諸原則《日本版スチュワードシッ

プ・コード》」を踏まえた建設的な対話にも資するものである。 
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【原則３－１．情報開示の充実】 

上場会社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思決定の透明性・公正性を確

保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点から、（本コードの各原則において開示

を求めている事項のほか、）以下の事項について開示し、主体的な情報発信を行うべきである。  

 

（ⅰ）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画 

 

（ⅱ）本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

と基本方針 

 

（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 

 

（ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手

続 

 

（ⅴ）取締役会が上記（ⅳ）を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う

際の、個々の選解任・指名についての説明 

補充原則 

３－１① 上記の情報の開示（法令に基づく開示を含む）に当たって、取締役会は、ひな型的な記述や

具体性を欠く記述を避け、利用者にとって付加価値の高い記載となるようにすべきである。 

 

３－１② 上場会社は、自社の株主における海外投資家等の比率も踏まえ、合理的な範囲において、英

語での情報の開示・提供を進めるべきである。 

特に、プライム市場上場会社は、開示書類のうち必要とされる情報について、英語での開

示・提供を行うべきである。 

 

３－１③ 上場会社は、経営戦略の開示に当たって、自社のサステナビリティについての取組みを適切

に開示すべきである。また、人的資本や知的財産への投資等についても、自社の経営戦略・経

営課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に情報を開示・提供すべきである。 

特に、プライム市場上場会社は、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収

益等に与える影響について、必要なデータの収集と分析を行い、国際的に確立された開示の枠

組みであるＴＣＦＤまたはそれと同等の枠組みに基づく開示の質と量の充実を進めるべきであ

る。 

 

【原則３－２．外部会計監査人】 

外部会計監査人及び上場会社は、外部会計監査人が株主・投資家に対して責務を負っていること

を認識し、適正な監査の確保に向けて適切な対応を行うべきである。 

補充原則 

３－２① 監査役会は、少なくとも下記の対応を行うべきである。 

（ⅰ） 外部会計監査人候補を適切に選定し外部会計監査人を適切に評価するための基準の

策定 

（ⅱ） 外部会計監査人に求められる独立性と専門性を有しているか否かについての確認 
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３－２② 取締役会及び監査役会は、少なくとも下記の対応を行うべきである。 

（ⅰ） 高品質な監査を可能とする十分な監査時間の確保 

（ⅱ） 外部会計監査人からＣＥＯ・ＣＦＯ等の経営陣幹部へのアクセス（面談等）の確保 

（ⅲ） 外部会計監査人と監査役（監査役会への出席を含む）、内部監査部門や社外取締役と

の十分な連携の確保 

（ⅳ） 外部会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指摘した

場合の会社側の対応体制の確立 
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第４章 取締役会等の責務 

 

 

【基本原則４】 

 

上場会社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的成長と中長

期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図るべく、 

(1) 企業戦略等の大きな方向性を示すこと 

(2) 経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うこと 

(3) 独立した客観的な立場から、経営陣（執行役及びいわゆる執行役員を含む）・取締役に対する

実効性の高い監督を行うこと 

をはじめとする役割・責務を適切に果たすべきである。 

こうした役割・責務は、監査役会設置会社（その役割・責務の一部は監査役及び監査役会が担う

こととなる）、指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社など、いずれの機関設計を採用する場

合にも、等しく適切に果たされるべきである。 

 

 

考え方 

 

上場会社は、通常、会社法が規定する機関設計のうち主要な３種類（監査役会設置会社、指名委員

会等設置会社、監査等委員会設置会社）のいずれかを選択することとされている。前者（監査役会設

置会社）は、取締役会と監査役・監査役会に統治機能を担わせる我が国独自の制度である。その制度

では、監査役は、取締役・経営陣等の職務執行の監査を行うこととされており、法律に基づく調査権

限が付与されている。また、独立性と高度な情報収集能力の双方を確保すべく、監査役（株主総会で

選任）の半数以上は社外監査役とし、かつ常勤の監査役を置くこととされている。後者の２つは、取

締役会に委員会を設置して一定の役割を担わせることにより監督機能の強化を目指すものであるとい

う点において、諸外国にも類例が見られる制度である。上記の３種類の機関設計のいずれを採用する

場合でも、重要なことは、創意工夫を施すことによりそれぞれの機関の機能を実質的かつ十分に発揮

させることである。 

また、本コードを策定する大きな目的の一つは、上場会社による透明・公正かつ迅速・果断な意思

決定を促すことにあるが、上場会社の意思決定のうちには、外部環境の変化その他の事情により、結

果として会社に損害を生じさせることとなるものが無いとは言い切れない。その場合、経営陣・取締

役が損害賠償責任を負うか否かの判断に際しては、一般的に、その意思決定の時点における意思決定

過程の合理性が重要な考慮要素の一つとなるものと考えられるが、本コードには、ここでいう意思決

定過程の合理性を担保することに寄与すると考えられる内容が含まれており、本コードは、上場会社

の透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を促す効果を持つこととなるものと期待している。 

そして、支配株主は、会社及び株主共同の利益を尊重し、少数株主を不公正に取り扱ってはならな

いのであって、支配株主を有する上場会社には、少数株主の利益を保護するためのガバナンス体制の

整備が求められる。 
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【原則４－１．取締役会の役割・責務(1)】 

 取締役会は、会社の目指すところ（経営理念等）を確立し、戦略的な方向付けを行うことを主要

な役割・責務の一つと捉え、具体的な経営戦略や経営計画等について建設的な議論を行うべきであ

り、重要な業務執行の決定を行う場合には、上記の戦略的な方向付けを踏まえるべきである。 

補充原則 

４－１① 取締役会は、取締役会自身として何を判断・決定し、何を経営陣に委ねるのかに関連して、

経営陣に対する委任の範囲を明確に定め、その概要を開示すべきである。 

 

４－１② 取締役会・経営陣幹部は、中期経営計画も株主に対するコミットメントの一つであるとの認

識に立ち、その実現に向けて最善の努力を行うべきである。仮に、中期経営計画が目標未達に

終わった場合には、その原因や自社が行った対応の内容を十分に分析し、株主に説明を行うと

ともに、その分析を次期以降の計画に反映させるべきである。 

 

４－１③ 取締役会は、会社の目指すところ（経営理念等）や具体的な経営戦略を踏まえ、最高経営責

任者（ＣＥＯ）等の後継者計画（プランニング）の策定・運用に主体的に関与するとともに、

後継者候補の育成が十分な時間と資源をかけて計画的に行われていくよう、適切に監督を行う

べきである。 

 

【原則４－２．取締役会の役割・責務(2)】 

 取締役会は、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うことを主要な役割・

責務の一つと捉え、経営陣からの健全な企業家精神に基づく提案を歓迎しつつ、説明責任の確保に

向けて、そうした提案について独立した客観的な立場において多角的かつ十分な検討を行うととも

に、承認した提案が実行される際には、経営陣幹部の迅速・果断な意思決定を支援すべきである。 

 また、経営陣の報酬については、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業

家精神の発揮に資するようなインセンティブ付けを行うべきである。 

補充原則 

４－２① 取締役会は、経営陣の報酬が持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよ

う、客観性・透明性ある手続に従い、報酬制度を設計し、具体的な報酬額を決定すべきである。

その際、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合を適切に設

定すべきである。 

４－２② 取締役会は、中長期的な企業価値の向上の観点から、自社のサステナビリティを巡る取組み

について基本的な方針を策定すべきである。 

また、人的資本・知的財産への投資等の重要性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の配

分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、実効的

に監督を行うべきである。 

 

【原則４－３．取締役会の役割・責務(3)】 

 取締役会は、独立した客観的な立場から、経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うこと

を主要な役割・責務の一つと捉え、適切に会社の業績等の評価を行い、その評価を経営陣幹部の人

事に適切に反映すべきである。 

また、取締役会は、適時かつ正確な情報開示が行われるよう監督を行うとともに、内部統制やリ

スク管理体制を適切に整備すべきである。 

更に、取締役会は、経営陣・支配株主等の関連当事者と会社との間に生じ得る利益相反を適切に

管理すべきである。 
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補充原則 

４－３① 取締役会は、経営陣幹部の選任や解任について、会社の業績等の評価を踏まえ、公正かつ透

明性の高い手続に従い、適切に実行すべきである。 

 

４－３② 取締役会は、ＣＥＯの選解任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏ま

え、客観性・適時性・透明性ある手続に従い、十分な時間と資源をかけて、資質を備えたＣＥ

Ｏを選任すべきである。 

 

４－３③ 取締役会は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、ＣＥＯがその機能を十分発揮していない

と認められる場合に、ＣＥＯを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続を確立すべき

である。 

 

４－３④ 内部統制や先を見越した全社的リスク管理体制の整備は、適切なコンプライアンスの確保と

リスクテイクの裏付けとなり得るものであり、取締役会はグループ全体を含めたこれらの体制

を適切に構築し、内部監査部門を活用しつつ、その運用状況を監督すべきである。 

 

【原則４－４．監査役及び監査役会の役割・責務】 

 監査役及び監査役会は、取締役の職務の執行の監査、監査役・外部会計監査人の選解任や監査報

酬に係る権限の行使などの役割・責務を果たすに当たって、株主に対する受託者責任を踏まえ、独

立した客観的な立場において適切な判断を行うべきである。 

また、監査役及び監査役会に期待される重要な役割・責務には、業務監査・会計監査をはじめと

するいわば「守りの機能」があるが、こうした機能を含め、その役割・責務を十分に果たすために

は、自らの守備範囲を過度に狭く捉えることは適切でなく、能動的・積極的に権限を行使し、取締

役会においてあるいは経営陣に対して適切に意見を述べるべきである。 

補充原則 

４－４① 監査役会は、会社法により、その半数以上を社外監査役とすること及び常勤の監査役を置く

ことの双方が求められていることを踏まえ、その役割・責務を十分に果たすとの観点から、前

者に由来する強固な独立性と、後者が保有する高度な情報収集力とを有機的に組み合わせて実

効性を高めるべきである。また、監査役または監査役会は、社外取締役が、その独立性に影響

を受けることなく情報収集力の強化を図ることができるよう、社外取締役との連携を確保すべ

きである。 

 

【原則４－５．取締役・監査役等の受託者責任】 

上場会社の取締役・監査役及び経営陣は、それぞれの株主に対する受託者責任を認識し、ステー

クホルダーとの適切な協働を確保しつつ、会社や株主共同の利益のために行動すべきである。 

 

【原則４－６．経営の監督と執行】 

上場会社は、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保すべく、業務の執行に

は携わらない、業務の執行と一定の距離を置く取締役の活用について検討すべきである。 
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【原則４－７．独立社外取締役の役割・責務】 

 上場会社は、独立社外取締役には、特に以下の役割・責務を果たすことが期待されることに留意

しつつ、その有効な活用を図るべきである。 

 （ⅰ）経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し中長期

的な企業価値の向上を図る、との観点からの助言を行うこと 

 （ⅱ）経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと 

 （ⅲ）会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反を監督すること 

 （ⅳ）経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見

を取締役会に適切に反映させること 

 

【原則４－８．独立社外取締役の有効な活用】 

独立社外取締役は会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように役割・責務

を果たすべきであり、プライム市場上場会社はそのような資質を十分に備えた独立社外取締役を少

なくとも３分の１（その他の市場の上場会社においては２名）以上選任すべきである。 

また、上記にかかわらず、業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に

勘案して、過半数の独立社外取締役を選任することが必要と考えるプライム市場上場会社（その他

の市場の上場会社においては少なくとも３分の１以上の独立社外取締役を選任することが必要と考

える上場会社）は、十分な人数の独立社外取締役を選任すべきである。 

補充原則 

４－８① 独立社外取締役は、取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、例えば、独立

社外者のみを構成員とする会合を定期的に開催するなど、独立した客観的な立場に基づく情報

交換・認識共有を図るべきである。 

 

４－８② 独立社外取締役は、例えば、互選により「筆頭独立社外取締役」を決定することなどにより、

経営陣との連絡・調整や監査役または監査役会との連携に係る体制整備を図るべきである。 

 

４－８③ 支配株主を有する上場会社は、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取

締役を少なくとも３分の１以上（プライム市場上場会社においては過半数）選任するか、また

は支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行う、独立

社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会を設置すべきである。 

 

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】 

取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役となる者の独立性を

その実質面において担保することに主眼を置いた独立性判断基準を策定・開示すべきである。また

、取締役会は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外

取締役の候補者として選定するよう努めるべきである。 

 

【原則４－10．任意の仕組みの活用】 

上場会社は、会社法が定める会社の機関設計のうち会社の特性に応じて最も適切な形態を採用す

るに当たり、必要に応じて任意の仕組みを活用することにより、統治機能の更なる充実を図るべき

である。 

補充原則 

４－10① 上場会社が監査役会設置会社または監査等委員会設置会社であって、独立社外取締役が取締

役会の過半数に達していない場合には、経営陣幹部・取締役の指名（後継者計画を含む）・報酬

などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に独立
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社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会を設置することにより、指

名や報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たり、ジェンダー等の多様性やスキルの観点

を含め、これらの委員会の適切な関与・助言を得るべきである。 

特に、プライム市場上場会社は、各委員会の構成員の過半数を独立社外取締役とすることを

基本とし、その委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等を開示すべきである。 

 

【原則４－11．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】 

取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良

く備え、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成され

るべきである。また、監査役には、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を

有する者が選任されるべきであり、特に、財務・会計に関する十分な知見を有している者が１名以

上選任されるべきである。 

取締役会は、取締役会全体としての実効性に関する分析・評価を行うことなどにより、その機能

の向上を図るべきである。 

補充原則 

４－11① 取締役会は、経営戦略に照らして自らが備えるべきスキル等を特定した上で、取締役会の全

体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方を定め、各取締役の

知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスをはじめ、経営環境や事業特

性等に応じた適切な形で取締役の有するスキル等の組み合わせを取締役の選任に関する方針・

手続と併せて開示すべきである。その際、独立社外取締役には、他社での経営経験を有する者

を含めるべきである。 

 

４－11② 社外取締役・社外監査役をはじめ、取締役・監査役は、その役割・責務を適切に果たすため

に必要となる時間・労力を取締役・監査役の業務に振り向けるべきである。こうした観点から、

例えば、取締役・監査役が他の上場会社の役員を兼任する場合には、その数は合理的な範囲に

とどめるべきであり、上場会社は、その兼任状況を毎年開示すべきである。  

 

４－11③ 取締役会は、毎年、各取締役の自己評価なども参考にしつつ、取締役会全体の実効性につい

て分析・評価を行い、その結果の概要を開示すべきである。 

 

【原則４－12．取締役会における審議の活性化】 

取締役会は、社外取締役による問題提起を含め自由闊達で建設的な議論・意見交換を尊ぶ気風の

醸成に努めるべきである。 

補充原則 

４－12① 取締役会は、会議運営に関する下記の取扱いを確保しつつ、その審議の活性化を図るべきで

ある。 

（ⅰ） 取締役会の資料が、会日に十分に先立って配布されるようにすること 

（ⅱ） 取締役会の資料以外にも、必要に応じ、会社から取締役に対して十分な情報が（適切な

場合には、要点を把握しやすいように整理・分析された形で）提供されるようにすること 

（ⅲ） 年間の取締役会開催スケジュールや予想される審議事項について決定しておくこと 

（ⅳ） 審議項目数や開催頻度を適切に設定すること 

（ⅴ） 審議時間を十分に確保すること 
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【原則４－13．情報入手と支援体制】 

取締役・監査役は、その役割・責務を実効的に果たすために、能動的に情報を入手すべきであ

り、必要に応じ、会社に対して追加の情報提供を求めるべきである。 

また、上場会社は、人員面を含む取締役・監査役の支援体制を整えるべきである。 

取締役会・監査役会は、各取締役・監査役が求める情報の円滑な提供が確保されているかどうか

を確認すべきである。 

補充原則 

４－13① 社外取締役を含む取締役は、透明・公正かつ迅速・果断な会社の意思決定に資するとの観点

から、必要と考える場合には、会社に対して追加の情報提供を求めるべきである。また、社外

監査役を含む監査役は、法令に基づく調査権限を行使することを含め、適切に情報入手を行う

べきである。 

 

４－13② 取締役・監査役は、必要と考える場合には、会社の費用において外部の専門家の助言を得る

ことも考慮すべきである。 

 

４－13③ 上場会社は、取締役会及び監査役会の機能発揮に向け、内部監査部門がこれらに対しても適

切に直接報告を行う仕組みを構築すること等により、内部監査部門と取締役・監査役との連携

を確保すべきである。また、上場会社は、例えば、社外取締役・社外監査役の指示を受けて会

社の情報を適確に提供できるよう社内との連絡・調整にあたる者の選任など、社外取締役や社

外監査役に必要な情報を適確に提供するための工夫を行うべきである。 

 

【原則４－14．取締役・監査役のトレーニング】 

新任者をはじめとする取締役・監査役は、上場会社の重要な統治機関の一翼を担う者として期待

される役割・責務を適切に果たすため、その役割・責務に係る理解を深めるとともに、必要な知識

の習得や適切な更新等の研鑽に努めるべきである。このため、上場会社は、個々の取締役・監査役

に適合したトレーニングの機会の提供・斡旋やその費用の支援を行うべきであり、取締役会は、こ

うした対応が適切にとられているか否かを確認すべきである。 

補充原則 

４－14① 社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役は、就任の際には、会社の事業・財務・組織

等に関する必要な知識を取得し、取締役・監査役に求められる役割と責務（法的責任を含む）

を十分に理解する機会を得るべきであり、就任後においても、必要に応じ、これらを継続的に

更新する機会を得るべきである。 

 

４－14② 上場会社は、取締役・監査役に対するトレーニングの方針について開示を行うべきである。 
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第５章 株主との対話 

 

 

【基本原則５】 

 

上場会社は、その持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主総会の場以外に

おいても、株主との間で建設的な対話を行うべきである。 

経営陣幹部・取締役（社外取締役を含む）は、こうした対話を通じて株主の声に耳を傾け、その

関心・懸念に正当な関心を払うとともに、自らの経営方針を株主に分かりやすい形で明確に説明し

その理解を得る努力を行い、株主を含むステークホルダーの立場に関するバランスのとれた理解

と、そうした理解を踏まえた適切な対応に努めるべきである。 

 

 

考え方 

 

「『責任ある機関投資家』の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》」の策定を受け、機関投

資家には、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づく建設的な「目的を持った対話」（エ

ンゲージメント）を行うことが求められている。 

上場会社にとっても、株主と平素から対話を行い、具体的な経営戦略や経営計画などに対する理解

を得るとともに懸念があれば適切に対応を講じることは、経営の正統性の基盤を強化し、持続的な成

長に向けた取組みに邁進する上で極めて有益である。また、一般に、上場会社の経営陣・取締役は、

従業員・取引先・金融機関とは日常的に接触し、その意見に触れる機会には恵まれているが、これら

はいずれも賃金債権、貸付債権等の債権者であり、株主と接する機会は限られている。経営陣幹部・

取締役が、株主との対話を通じてその声に耳を傾けることは、資本提供者の目線からの経営分析や意

見を吸収し、持続的な成長に向けた健全な企業家精神を喚起する機会を得る、ということも意味する。 
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【原則５－１．株主との建設的な対話に関する方針】 

上場会社は、株主からの対話（面談）の申込みに対しては、会社の持続的な成長と中長期的な企

業価値の向上に資するよう、合理的な範囲で前向きに対応すべきである。取締役会は、株主との建

設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針を検討・承認し、開示すべきである。 

補充原則 

５－１① 株主との実際の対話（面談）の対応者については、株主の希望と面談の主な関心事項も踏ま

えた上で、合理的な範囲で、経営陣幹部、社外取締役を含む取締役または監査役が面談に臨む

ことを基本とすべきである。 

 

５－１② 株主との建設的な対話を促進するための方針には、少なくとも以下の点を記載すべきである。 

（ⅰ） 株主との対話全般について、下記（ⅱ）～（ⅴ）に記載する事項を含めその統括を行

い、建設的な対話が実現するように目配りを行う経営陣または取締役の指定 

（ⅱ） 対話を補助する社内のＩＲ担当、経営企画、総務、財務、経理、法務部門等の有機的

な連携のための方策 

（ⅲ） 個別面談以外の対話の手段（例えば、投資家説明会やＩＲ活動）の充実に関する取組

み 

（ⅳ） 対話において把握された株主の意見・懸念の経営陣幹部や取締役会に対する適切かつ

効果的なフィードバックのための方策 

（ⅴ） 対話に際してのインサイダー情報の管理に関する方策 

 

５－１③ 上場会社は、必要に応じ、自らの株主構造の把握に努めるべきであり、株主も、こうした把

握作業にできる限り協力することが望ましい。 

 

【原則５－２．経営戦略や経営計画の策定・公表】 

経営戦略や経営計画の策定・公表に当たっては、自社の資本コストを的確に把握した上で、収益

計画や資本政策の基本的な方針を示すとともに、収益力・資本効率等に関する目標を提示し、その

実現のために、事業ポートフォリオの見直しや、設備投資・研究開発投資・人的資本への投資等を

含む経営資源の配分等に関し具体的に何を実行するのかについて、株主に分かりやすい言葉・論理

で明確に説明を行うべきである。 

補充原則 

５－２① 上場会社は、経営戦略等の策定・公表に当たっては、取締役会において決定された事業ポー

トフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直しの状況について分かりやすく

示すべきである。 
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【買収への対応方針の導入等に係る上場制度の概要】 
 

１．基本的な考え方 
買収への対応方針の導入等については、当然のことながら、適法性やいわゆる企業価値基準（企業価値

を向上させる買収を排除せず、企業価値を毀損する買収は忌避できるような買収への対応方針のあり方）

に照らした妥当性等を十分に検討のうえ行われるものと思われますが、これらに加え、上場会社は、買

収への対応方針の導入時点の株主のみでなく、潜在的投資者を含む幅広い投資者層の投資対象であり、

投資者保護の観点から買収への対応方針に関して十分な配慮が求められます。東証では、こうした観点

から、国際的な動向を踏まえつつ、買収への対応方針の導入等に係る上場制度を整備しています。 

 

〔用語の定義〕 

用 語 定 義 

買 収 
・ 主に、買収者が上場会社の株式を取得することでその経営支配権を得

る行為 

買収への対応方針 

・ 上場会社が資金調達などの事業目的を主要な目的とせずに差別的な行

使条件・取得条項付きの新株予約権の無償割当等を行うことにより当

該上場会社に対する買収に対抗する旨を定めた対応の方針 

買収への対抗措置 ・ 買収への対応方針で定めた新株予約権の無償割当て等の具体的な行為 

導 入 ・ 買収への対応方針の具体的内容を決定すること 

発 動 ・ 買収への対抗措置を実行すること 

（買収への対応方針又

は買収への対抗措置

の）廃止 

・ 買収への対応方針を撤回すること又は発動された買収への対抗措置を

取り止めること 

平時 
・ 特定の者による買収の計画、提案又は開始について対象会社が認識し

ていない段階 

有事 
・ 特定の者による買収の計画、提案又は開始について対象会社が認識し

て 以降の段階 

ライツプラン 
・ 買収者以外の株主であることを行使又は割当の条件とする新株予約権

を株主割当等の形で発行する買収への対抗措置 

※ （買収への対応方針又は買収への対抗措置の）廃止、ライツプランを除き、経済産業省による

「企業買収における行動指針」と同じ定義です。 

※ 「買収への対応方針」は、平時導入・有事導入の買収への対応方針の双方を含みます。 

※ 上場制度上の「買収への対応方針」の定義には、事前警告型の買収への対応方針が含まれます。

また、定款の定めについてもその内容によっては買収への対応方針に該当する場合があります。 

 

 

２．概要 
 

（１）適時開示 

上場会社の業務執行を決定する機関が新株又は新株予約権の発行（自己株式又は自己新株予約権を引

き受ける者の募集を含む。）を行うことについての決定をした場合には、上場規程に基づき、その内容

を開示することが義務付けられていますが、買収への対応方針の導入又は買収への対抗措置の発動に伴

う発行に関しては、適時開示上の軽微基準が設けられていません。 

事前警告型の買収への対応方針や条件決議型の買収への対応方針の導入など、導入時点では新株又は

新株予約権の発行を伴わない買収への対応方針の導入についても、当該情報が投資者の投資判断に重大
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な影響を与えないと判断される場合を除き、開示が必要となります。また、（平時導入の買収への対応

方針に関して）具体的に買収者が出現した場合、買収への対応方針に基づき、買収への対抗措置を発動

した場合、又は買収への対応方針や買収への対抗措置を廃止した場合にも、「開示事項の経過」として

開示してください。また、買収への対応方針の内容の変更を行った場合も、「開示事項の変更」として

開示してください。 

 
 

※ 買収への対応方針の導入の開示にあたっては、当該買収への対応方針の内容を投資者が適切に理

解・判断できるよう記載してください。また、開示上の注意事項に掲げた開示すべき内容に限らず、

当該買収への対応方針の内容を投資者が適切に理解・判断するために重要な内容も記載してください。

なお、最初の開示時点において決定できない内容がある場合には、決定次第「開示事項の経過」とし

て追加の開示を行ってください。 

 

 

（２）遵守事項 

上場会社は、買収への対応方針を導入（買収への対応方針の具体的内容を決定することをいう。）す

る場合は、以下の４つの事項を遵守することが義務付けられています。 

【上場規程第４４０条】 

 

① 開示の十分性 

 

買収への対応方針に関して必要かつ十分な適時開示を行うこと 

 

： 買収への対応方針の適時開示にあたっては、株主による買収への対応方針に対する賛否の判断及

び投資者による投資判断のための十分な基礎となる情報を提供することが必要となります（開示上

の注意事項に関しては、「３．（２）」をご覧ください）。 

 

② 透明性 

 

買収への対抗措置の発動及び廃止の条件が経営者の恣意的な判断に依存するものでないこと 

 

： 買収への対抗措置の発動及び廃止の条件が、経営者の判断に依存するものである場合には、その

判断過程が不透明であることなどにより、経営者によって発動・廃止等が恣意的に決定されるおそ

れがあります。これは、企業価値基準の観点から不適当であるのみならず、投資者に対して十分な

投資判断材料が与えられないこととなり、投資者は会社の動向に関して不透明な状態での売買を強

いられる結果となります。そのため、買収への対抗措置の発動及び廃止の条件は、経営者の恣意的

な判断に依存するものでないことが求められます。 

 

③ 流通市場への影響 

 

株式の価格形成を著しく不安定にする要因その他投資者に不測の損害を与える要因を含む買収へ

の対応方針でないこと 

 

： 買収への対応方針の内容そのものに、株価形成を著しく不安定にする、投資者の保有している株

式の価値を低下させるなどの要素がないことが求められます。 

 

④ 株主の権利の尊重 
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株主の権利内容及びその行使に配慮した内容の買収への対応方針であること 

 

： 買収への対応方針には様々な形態が考えられますが、そのなかには、買収者を含む株主の議決権

の構造を変更する方法や、議決権以外の財産権の毀損を伴う方法もあります。そのため、買収への

対応方針の導入にあたっては、株主の権利内容及びその行使に配慮することが必要となります。 

 

（３）遵守事項に反する旨の公表 

東証では、買収への対応方針の導入に係る遵守事項の実効性を確保するため、上場会社及び新規上場

申請者に対して以下のような対応を講ずることとしています。 

 

① 遵守事項に反する旨の公表 

東証は、上場会社が遵守事項を尊重していないと認める場合には、その旨を公表することができま

す。東証は、この認定については、買収への対応方針の内容及びその開示状況を総合的に勘案して行

います。 

【上場規程第５０８条第１項第２号】 
 

 

② 新規上場審査 

新規上場申請者が買収への対応方針を導入している場合には、上場規程第４４０条各号に掲げる事

項を遵守していることを上場審査における適格性の要件とします。 

【上場審査等に関するガイドライン Ⅱ ６．（１）ｂ等】 

 

 

（４）株主の権利の不当な制限に係る上場廃止等 

東証では、買収への対応方針の導入に係る遵守事項の実効性を確保するため、上場会社及び新規上場

申請者に対して以下のような対応を講ずることとしています。 

 

① 上場廃止 

東証は、上場会社について、「株主の権利内容及びその行使が不当に制限されているとして施行規

則に定める」場合には、その上場を廃止するものとしています。 

【上場規程第６０１条第１項第１５号】 
 

※ 当該上場廃止基準の対象となる行為は、遵守事項に反する旨の公表措置とは異なり、買収への対応

方針の導入に限られるものではありません。 

 
 

「株主の権利内容及びその行使が不当に制限されているとして施行規則に定める」場合とは、上場

会社が次に掲げる行為を行っていると東証が認めた場合その他株主の権利内容及びその行使が不当に

制限されていると東証が認めた場合をいいます。 

【施行規則第６０１条第１２項】 

 

随伴性のないライツプランの導入 

 

ライツプランのうち、行使価額が株式の時価より著しく低い新株予約権を導入時点の株主等に

対し割り当てておくものの導入（実質的に買収への対抗措置の発動の時点の株主に割り当てるた

めに、買収への対応方針の導入時点において暫定的に特定の者に割り当てておく場合を除く。） 

 

： このような随伴性のないライツプランが実際に発動されると、新株予約権の割当日より後に株
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式を取得した株主については、買収者であるか否かにかかわらず、保有している株式の希薄化に

よる著しい損失を被ることになります。また、実際に発動されないまでも、発動が懸念される状

況が生じた際には、株式の価格形成が極めて不安定となることが想定されます。そのため、この

ような随伴性のないライツプランの導入は、株価形成を著しく不安定にするおそれがあるととも

に、株主の財産権を不当に毀損するものとして、上場廃止の対象となります。 

 

他方、いわゆる信託型ライツプランでは、新株予約権が当初信託銀行に対して発行され、買収

者が出現し、所定の発動事由が充足された後にはじめて、信託銀行から発動の際の株主に対して

交付される仕組みであり、その結果、新株予約権の発行後に株主となった者も含め、発動の際の

株主は等しく新株予約権の交付を受けられます。このような実質的に随伴性が確保されたライツ

プランの導入は、事前警告型や条件決議型など導入時点で新株予約権の発行を伴わない買収への

対応方針と随伴性の点で差異がないので、「随伴性のないライツプランの導入」による上場廃止の

対象とはなりません。 

 

デッドハンド型のライツプランの導入 

 

株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合においても、なお廃止又は不発動とするこ

とができないライツプランの導入 

 

： いわゆるデッドハンド型のライツプランについては、企業価値防衛指針において、企業価値を

向上する買収提案さえも実現しない、企業価値基準に反する買収への対応方針であるとされてい

ます。東証の上場制度上も、このような買収への対応方針を導入している会社の株式は、事実上

経営者を交代させるという株主の権利の行使が不当に制限された状態にあるものとして、上場廃

止の対象となります。 

 

拒否権付種類株式の発行 

 

拒否権付種類株式のうち、取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種類株主総会

の決議を要する旨の定めがなされたものの発行に係る決議又は決定（会社の事業目的、拒否権付

種類株式の発行目的、権利内容及び割当対象者の属性その他の条件に照らして、株主及び投資者

の利益を侵害するおそれが少ないと東証が認める場合を除く。） 
 

※ 持株会社である上場会社の主要な事業を行っている子会社が拒否権付種類株式（会社法第１０８条第

１項第８号）又は取締役選任権付種類株式（会社法第１０８条第１項第９号）を当該上場会社以外の者

を割当先として発行する場合において、当該種類株式の発行が当該上場会社に対する買収の実現を困難

にする方策であると東証が認めるときは、当該上場会社が重要な事項について種類株主総会の決議を要

する旨の定めがなされた拒否権付種類株式を発行するものとして取り扱う。 

 

： 取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種類株主総会の決議を要する旨の定めが

なされた拒否権付種類株式の発行は、取締役の選解任などの株主にとって重要な権利を不当に制

限するものなので、当該発行に係る決議又は決定は、上場廃止の対象となります。 

ただし、「会社の事業目的、拒否権付種類株式の発行目的、割当対象者の属性及び権利内容その

他の条件に照らして、株主及び投資者の利益を侵害するおそれが少ないと東証が認める場合」に

は、例外的にその発行が許容されます。この要件に該当する可能性がある場合としては、民営化

企業が、その企業行動が国の政策目的に著しく矛盾することがないよう、国を割当先として拒否

権付種類株式を発行する場合が考えられますが、具体的には事前相談において、個別の事案ごと

に判断することとします。 

また、持株会社である上場会社については、その子会社が拒否権付種類株式又は取締役選任権

付種類株式を上場会社以外の者に対して発行する場合も、上場廃止基準の対象となる可能性があ
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るため、このような子会社による株式の発行を検討する際、必ず東証まで事前相談を行うように

してください。また、実際にこのような株式を子会社が発行する場合には、直ちに東証に通知し

なければならないこととしています。 

【施行規則第４１８条第２０号】 

※ 既上場会社が新たに拒否権付種類株式を発行する場合については、既存の一般株主の利益が侵害

されるおそれが大きいため、上場廃止に係る規定の例外の適用は慎重に行います。 

 

議決権制限株式への変更 

 

株主総会において議決権を行使できる事項のうち取締役の過半数の選解任その他の重要な事項

について制限のある種類の株式への変更に係る決議又は決定（株主及び投資者の利益を侵害する

おそれが少ないと東証が認める場合を除く。） 

 

： 上場株券をいわゆる議決権制限株式に変更する場合であって、制限する議決権の内容が取締役

の過半数の選解任その他の重要な事項である場合には、当該事項に係る株主の議決権を不当に制

限しているといえるため、株主及び投資者の利益を侵害するおそれが少ないと東証が認める場合

を除いて、上場廃止の対象となります。 

 

上場株券等より議決権の多い株式の発行 

 

上場株券等より議決権の多い株式の発行に係る決議又は決定（株主及び投資者の利益を侵害す

るおそれが大きいと東証が認めるものに限る。） 

 

： 上場株券より議決権の多い株式（取締役の選解任その他の重要な事項について株主総会におい

て一個の議決権を行使することができる数の株式に係る剰余金の配当請求権その他の経済的利益

を受ける権利の価額等が上場株券より低い株式をいいます。）で株主及び投資者の利益を侵害する

おそれが大きいと東証が認めるものの発行は、上場廃止の対象となります。 

 

議決権の比率が３００％を超える第三者割当 

 

議決権の比率が３００％を超える第三者割当に係る決議又は決定（株主及び投資者の利益を侵

害するおそれが少ないと東証が認める場合を除く。） 

 

： 第三者割当を行う場合において、希薄化率が３００％を超えるときは、株主及び投資者の利益

を侵害するおそれが少ないと東証が認める場合を除き、上場廃止の対象となります。 

    ※ なお、議決権の比率の計算方法等については、施行規則第４３５条の２に規定されています。詳

細は、【第三者割当に係る上場制度の概要及び実務上の留意事項】をご参照ください。 

 

議決権を失う株主が生じることとなる株式併合 

 

株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式併合その他同等の効果をもたらす

行為に係る決議又は決定（株主及び投資者の利益を侵害するおそれが大きいと東証が認めるもの

に限る。） 

 

： 株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式併合その他同等の効果をもたらす

行為を行う場合であって、株主及び投資者の利益を侵害するおそれが大きいと東証が認めるもの

は、上場廃止の対象となります。 
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② 新規上場審査 

「株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていないこと」を上場審査における適格性の要件

とします。 

【上場審査等に関するガイドライン Ⅱ ６．（１）ａ等】 

 
 

上場会社の組織再編に係る新設会社等の簡易な上場審査においては、上場時において、上場銘柄が

上場規程第６０１条第１項第１５号に規定する「株主の権利内容及びその行使が不当に制限されてい

ると東証が認めた場合並びに同項第１９号及び第２０号」に該当しないこととなる見込みがあること

を要することとしています。 

【上場規程第２０９条第２号等】 

 

 

３．注意事項 

 

（１）事前相談の必要性 

東証は、上場会社が導入する買収への対応方針に関して、遵守事項に反すると認める旨の公表措置を

講ずることや当該上場会社の株券の上場を廃止する場合があります。こうした措置を講ずるか否かの判

断にあたっては、個別の事案ごとの内容及び開示の状況を総合的に勘案することとしています。これは、

買収への対応方針に関しては今後の実務の一層の進展が予想され、個別の事案ごとの内容や開示の状況

に応じた柔軟な対応を行うことが必要となると考えられるためです。 

このような柔軟な対応を円滑に実施できるよう、買収への対応方針を導入することの決定・開示に先

立って、十分な時間的余裕を持って必ず東証まで事前相談を行うようにしてください。上場会社が事前

相談を怠った結果、東証において十分な検討期間が確保できない場合には、買収への対応方針の導入を

延期するようお願いする場合もあります。なお、こうした事前相談は、買収への対応方針を新たに導入

する場合だけではなく、既に導入した買収への対応方針の内容を変更する場合についても同様に行うよ

うにしてください。 

事前相談は、開示予定の資料をあらかじめ提示したうえで行うこととしています。上場会社が買収へ

の対応方針の導入の決定・開示を行う場合には、公表予定日の３週間前までに（いわゆる有事導入に

おいて、時間的余裕がない場合も、準備が整い次第速やかに）、必ず東証の上場会社担当者まで開示資

料（案）をメールにてご送付ください。ただし、前例のないスキームを検討されている場合や遵守事

項などの関係で懸念事項がある場合などには、さらに十分な時間的余裕を持って事前相談を行うように

してください。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

買収への対応方針の導入・買収への対抗措置の発動に伴う株式又は新株予約権を引き受ける者の募集

を行うことについての決定をした場合は、通常の開示事項に加え、買収への対応方針導入の目的や、買

収への対抗措置の発動を決定するに至った経緯及び理由などを記載することが必要となります。本項目

の詳細は、「第２編第１章１．特例② 買収への対応方針の導入・買収への対抗措置発動に伴う株式又

は新株予約権を引き受ける者の募集の場合」をご参照ください。 

 

 

（３）買収への対応方針に関するその他の注意事項 

事前相談においては、遵守事項を踏まえ、買収への対応方針の類型ごとに以下の事項について判断に

時間を要すると考えています。ただし、株主総会決議を経て導入する場合など、買収への対応方針の適

正さを高める特段の事情がある場合には、それを考慮します。 
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① ライツプラン 
 

○ 株主の総体的意思 

買収への対抗措置の廃止又は不発動の判断にあたって株主の意思（個々の株主の意思ではなく、

株主総会決議によって示されるような総体的な株主意思）が反映される仕組みになっていることは、

買収への対応方針の適切な運用の観点から非常に重要です。 

そこで、事前相談にあたっては、ライツプランがデッドハンド型に該当しないかどうかに加え、

取締役の選解任に関する株主総会の決議要件や取締役の任期などの確認を通じて、１回の株主総会

で取締役の過半数を支配することが困難となっていないか、開示資料等により確認します。 

 

○ 発動等の判断の枠組み 

発動等の判断については、経営者の恣意的な判断に依存する不透明なものでないことが求められ

ます。ライツプランの発動及び廃止又は不発動の実質的な判断主体（独立委員会等の勧告に基づい

て取締役会が決定する場合における当該独立委員会等を含みます。）の判断の公正性・中立性は、

投資者にとって非常に重要な情報です。 

そこで、当該判断主体について、経営者からの独立性、専門性（企業価値に関する知識の不足を

補うための専門家の関与や独立調査権限等を含みます。）、会社に対する責任（たとえば委員会にお

ける取締役・監査役と社外有識者との構成割合など）といった事項が、開示資料に十分に記載され

ているかについて確認します。また、判断主体の公正性・中立性が上記の手続によって十分に確認

できない場合には、客観的な発動及び廃止又は不発動の条件や判断基準が開示資料に記載されてい

るかについて、確認します。 

 

○ 流通市場に与える影響 

買収への対応方針は、株式の価格形成を著しく不安定にする等、投資者に不測の損害を与える要

因を含まないことが求められます。 

ライツプランの発動の決定がなされ、株式の割当を受けるべき株主が確定した後においてもなお

発動が中止される可能性がある場合には、割当対象株主が確定した後の株式の価格形成が不安定に

なるおそれがありますが、買収者との対等な交渉を実現するというライツプランの目的に照らすと、

発動の決定後に買収が中止された場合や買付条件の引上げにより両社が合意に至った場合に発動を

中止できることには、企業価値・株主利益向上の観点から意義があるので、このような可能性があ

る場合にはその旨の開示が十分になされていることを、事前相談によって確認します。また、株価

形成を不安定にするその他の要因がスキームに内在しないかどうかについても確認します。 

 

② 事前警告（大量買付ルールの設定） 

いわゆる事前警告型の買収への対応方針では、買収者が遵守すべきルール（買収者に関する情報の

提供やその手続等を定めたルール）を上場会社が独自に定め、将来の買収者に対してその遵守を求め

る場合があります。このような買収への対応方針の開示にあたっては、当該ルールの合理性について

の株主・投資者の判断に資するため、当該ルールの内容がわかりやすく開示されることが求められま

す。 

具体的なルールの内容は、ルールの運用主体、提出情報の内容や提出等の手続、買収者が大量買付

ルールを守った場合・守らなかった場合それぞれの会社の対応などであり、これらのルールの内容が

開示資料にわかりやすく記載されているかについて確認するとともに、ルールの合理性（株主・投資

者に対する情報提供の観点からみて過剰な情報を求めていないか、検討期間が過度に長期となるおそ

れはないか、ルール違反に対する対抗措置が過剰ではないか等）に関する説明が十分になされている

かについて、確認します。 

なお、大量買付ルールの事前警告を設定した買収への対応方針であっても、対抗措置としてライツ

プランに相当する措置（すなわち買収者以外の株主であることを行使又は割当の条件とする新株予約
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権の株主割当等）を将来行う可能性があるものについては、その態様に応じて、その旨と前記①に準

拠した事項を開示することが必要となります。 

 

③ 種類株式等の発行 

種類株式又は新株予約権の発行により上場株式の株主の議決権が制限される可能性や財産権が毀損

される可能性がある場合については、株主の権利の尊重が図られているかを判断する必要から、所要

の審査のために十分な時間的余裕を持って東証まで事前相談を行うようにしてください。 

 

 

（４）株主の権利の不当な制限に関する注意事項 

買収への対応方針の導入に限らず、上場会社が企業行動を行うにあたっては、株主の権利内容又はそ

の行使の不当な制限とならないよう配慮することが求められます。 

 

○ 継続保有を行使条件とする新株予約権の無償割当て 

株式の継続保有を行使条件とする大規模な新株予約権の株主への無償割当てについては、新株予約

権無償割当てを受けた株主の株式売却行為を事実上困難にし、株式の価格形成が極めて不安定となる

ことが想定されることなどから、株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると判断される

可能性が高いと考えられます。 
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【支配株主との重要な取引等に係る企業行動規範に関する実務上の留意事項等】 
 

〇  支配株主との重要な取引等に係る遵守事項 
（１）制度の概要 

支配株主を有する上場会社は、当該上場会社又はその子会社等の業務執行を決定する機関が、支配株

主その他施行規則で定める者が関連する重要な取引等を行うことについての決定をする場合には、当該

決定が当該上場会社の少数株主にとって不利益なものでないことに関し、当該支配株主との間に利害関

係を有しない者による意見の入手を行うものとするほか、必要かつ十分な適時開示を行うことが義務付

けられます。 

【上場規程第４４１条の２、施行規則第４３６条の３】 

 

※ 「支配株主」とは、親会社又は上場会社の議決権の過半数を直接若しくは間接に保有する者とし

て施行規則で定める者（上場会社の主要株主（親会社を除く。）のうち、自己の計算において所有

している上場会社の議決権と、当該主要株主の近親者並びに当該主要株主又は当該近親者が議決権

の過半数を自己の計算において所有している会社等（会社、指定法人、組合その他これらに準ずる

企業体（外国におけるこれらに相当するものを含む。）をいう。以下同じ。）及び当該会社等の子会

社が所有している上場会社の議決権の合計が過半数を占めている場合）をいいます。 

【上場規程第２条第４２号の２、施行規則第３条の２】 

 

※ 「少数株主」とは、支配株主その他施行規則で定める者（後述）以外の株主をいいます。 

※ 上場会社が、本規定に違反した場合には、公表措置、上場契約違約金の徴求、改善報告書・改善

状況報告書の徴求又は特別注意銘柄への指定など所定の措置を講ずることがありますのでご留意く

ださい。 

 

 

（２）実務上の留意事項等 

① 企業行動規範に定める手続きの実施が必要となる場合 

 

以下のａ．及びｂ．の両方の条件を満たす場合に、企業行動規範に定める手続きを実施することが

必要となります。 

ａ．上場会社又はその子会社等が重要な取引等を行うことについての決定をする場合 

ｂ．前ａ．の取引に支配株主その他施行規則で定める者が関連する場合 

 

 

【重要な取引等】 

※ 「重要な取引等」とは、下表に掲げる上場会社又はその子会社等の決定事実のうち、上場会社

が適時開示を行う必要があるものをいいます（各決定事実に係る会社情報の適時開示の要否の判

断基準（軽微基準）については、上場会社ナビより「適時開示項目に関連する条文一覧」を参照し

てください。）。 

 

上場会社の決定事実 上場会社の子会社等の決定事実 

 

・ 第三者割当による募集株式等の割当て 

・ 上場会社又はその子会社等の役員又は従業員

に対する株式又は新株予約権の割当てその他

の株式報酬又はストック・オプションと認められ

る募集株式等の割当て 

 

・ 株式交換  

・ 株式移転  

・ 株式交付 

・ 合併  

・ 会社分割  
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・ 自己株式の取得  

・ 株式交換  

・ 株式移転  

・ 株式交付 

・ 合併  

・ 会社分割  

・ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け  

・ 新製品又は新技術の企業化  

・ 業務上の提携又は業務上の提携の解消  

・ 子会社等の異動を伴う株式又は持分の譲渡又

は取得その他の子会社等の異動を伴う事項  

・ 固定資産の譲渡又は取得  

・ リースによる固定資産の賃貸借  

・ 新たな事業の開始  

・ 公開買付け又は自己株式の公開買付け  

・ 公開買付け等に関する意見表明等  

・ 全部取得条項付種類株式の全部の取得 

・ 株式等売渡請求に係る承認等 

・ その他上場会社の運営、業務、若しくは財産又

は当該上場株券等に関する重要な事項 

（例：上場廃止が見込まれる株式併合等） 

 

・ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け  

・ 新製品又は新技術の企業化  

・ 業務上の提携又は業務上の提携の解消  

・ 孫会社の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は

取得その他の孫会社の異動を伴う事項  

・ 固定資産の譲渡又は取得  

・ リースによる固定資産の賃貸借  

・ 新たな事業の開始  

・ 公開買付け又は自己株式の公開買付け 

・ その他上場会社の子会社等の運営、業務又は

財産に関する重要な事項 

 

 

※ 上場会社又はその子会社等と支配株主その他施行規則で定める者との間で行われている反復・継

続的な営業取引については、通常、企業行動規範に定める手続きの実施対象には含まれません。 
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【支配株主その他施行規則で定める者】 

※ 「支配株主その他施行規則で定める者」とは、次の（ａ）～（ｅ）のいずれかに該当する者をい

います。 

（ａ）支配株主 

（ｂ）上場会社と同一の親会社をもつ会社等（当該上場会社及びその子会社を除く。） 

（ｃ）上場会社の親会社の役員及びその近親者 

（ｄ）上場会社の支配株主（当該上場会社の親会社を除く。）の近親者 

（ｅ）上場会社の支配株主（当該上場会社の親会社を除く。）及び前号に掲げる者が議決権の過半数

を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社（当該上場会社及びその

子会社を除く。） 

支配株主その他施行規則で定める者の範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連する場合】 

※ 支配株主その他施行規則で定める者が「関連する場合」とは、原則として、支配株主その他施行

規則で定める者が、上場会社又はその子会社等との間の取引等の当事者となる場合とします。 

※ 「自己株式の取得」又は「自己株式の公開買付け」については、支配株主その他施行規則で定め

る者からの取得を前提としている場合が該当します。 

※ 上場会社又はその子会社等が行う「公開買付け」については、上場会社若しくはその子会社が支

配株主その他施行規則で定める者に対して行う公開買付けや、上場会社若しくはその子会社が支配

株主その他施行規則で定める者からの取得を前提として第三者株式に対して行う公開買付けが該当

します。 

※ 「公開買付け等に関する意見表明等」については、支配株主その他施行規則で定める者が上場会

社株式に対して行う公開買付け等に対する意見表明等や、第三者が支配株主その他施行規則で定め

る者からの取得を前提として上場会社株式に対して行う公開買付け等に対する意見表明等が該当し

ます。 

※ 「新製品又は新技術の企業化」又は「新たな事業の開始」については、例えば、新製品等の主た

る取引先として支配株主その他施行規則で定める者を見込んでいる場合が該当します。 

※ 「上場会社又はその子会社等の役員又は従業員に対する株式又は新株予約権の割当てその他の株

式報酬又はストック・オプションと認められる募集株式等の割当て」については、上場会社の親会

社役員及びその近親者並びに上場会社の支配株主（親会社を除く。）及びその近親者が、上場会社

支配株主 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*実質的に議決権の過半数を所有している場合

に限る 

上場会社 

子会社 

親会社 

主要株主* 近親者 

会社等 

子会社 

子会社 

子会社 

役員 近親者 

(a) 

(a) 

(b) 

(b) 

(c) (c) 

(d) 

(e) 

 

(e) 
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の役職員に就任している場合に、これらの者に対して株式又は新株予約権を割り当てる場合を含み

ます。 

※ ファンドが、支配株主その他施行規則で定める者に該当しない場合でも、支配株主その他施行規

則で定める者が、ファンドに出資している場合やファンドの業務執行等を行っている場合には、そ

の関与の実態に照らして「関連する場合」と判断することがありますので留意してください。 

 

 

② 企業行動規範に定める手続きの内容 

 

ａ．支配株主との間に利害関係を有しない者による、上場会社又はその子会社等による決定が少数

株主にとって不利益なものでないことに関する意見の入手 

ｂ．必要かつ十分な適時開示 

 

 

【支配株主との間に利害関係を有しない者】 

※ 「支配株主との間に利害関係を有しない者」には、例えば、買収への対応方針導入会社の実務に

おいて実施されている特別委員会に相当するような第三者委員会や、支配株主と利害関係のない社

外取締役又は社外監査役などが含まれます。 

 

【少数株主にとって不利益でないことに関する意見の入手】 

○ 意見の内容及び入手方法等に関する取扱い 

※ 「当該決定が少数株主にとって不利益なものでないことに関する意見」の内容については、例え

ば、取引等の目的、交渉過程の手続き（合併比率等に係る算定機関選定の経緯、決定プロセスにお

ける社外取締役又は社外監査役の関与など）、対価の公正性、上場会社の企業価値向上などの観点

から総合的に検討を行ったうえで、当該決定が少数株主にとって不利益なものでないことについて

言及したものが考えられます。 

※ 合併、会社分割、株式交換及び株式移転等の組織再編行為に際して、支配株主と利害関係のない

算定機関から対価の公正性等に関する評価（いわゆる「フェアネス・オピニオン」）を取得してい

る場合（当該評価において、少数株主にとって不利益でないことに関して言及されている場合に限

ります。）は、「意見の入手」を行ったものとして取り扱います。ただし、合併比率算定書等の取得

のみでは、「意見の入手」とは認められませんのでご留意ください。 

※ 複数の行為を伴う取引等（例えば、支配株主による公開買付けの実施後に、上場会社が全部取

得条項付種類株式の取得等による少数株主のスクイーズアウトを行うことを予定している場合など）

については、一連の行為を一体のものとみなして「意見の入手」を行うことで足りるものとします。

ただし、一連の行為とみなすことが適当でない場合にあっては、個々の行為に係る具体的な内容等

を決定する際に、個別に「意見の入手」を行うことが求められます。 

※ 支配株主との重要な取引等が上場会社の子会社等の決定に係るものである場合の取扱いは以下の

とおりとします。 

・ 上場会社の子会社等がその意思決定に際して支配株主との利害関係を有しない者から意見の

入手を行っている場合（当該意見が上場会社の少数株主にとって不利益でないことに係る内容

を含むものである場合に限ります。）は、上場会社が企業行動規範に基づく手続きを実施した

ものとして取り扱います（上場会社自身による別途の意見の入手は不要です。）。 

・ 子会社等が入手した意見をもって企業行動規範に基づく手続きを実施したものとする場合に

は、その旨及び当該子会社等が入手した意見の概要について、適時開示資料に適切に記載して

ください。 
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○ 意見の入手の時期 

※ 通常、重要な取引等を決定する日までに「意見の入手」を行うことが求められます。ただし、

決定の際に当該重要な取引等に係る条件の全部又は一部が決まっていないため、適切な意見の形成

が困難と認められる事情がある場合については、後日の条件決定の際に「意見の入手」を行うこと

ができます（この場合、当初の適時開示において、意見の入手が未了である旨及び今後の見通しに

ついて言及いただくことが必要となります。）。 

 

○ 第三者割当に係る遵守事項との関係 

※ 上場会社の議決権の希薄化率が２５％以上となる第三者割当を行う場合に、上場規程第４３２条

第１号に基づいて入手する意見において、当該第三者割当が少数株主にとって不利益なものでない

ことに関して言及されているときは、本企業行動規範に基づく「意見の入手」を行ったものとして

取り扱います。 

※ 上場会社の議決権の希薄化率が２５％未満の第三者割当を行う場合であっても、当該第三者割当

に係る募集株式等の割当てを受ける者が、支配株主その他施行規則で定める者である場合には、本

企業行動規範に基づく「意見の入手」が必要となります（当該第三者割当について適時開示を要す

る場合（当該第三者割当に係る払込金額の総額（新株予約権の割当てを行う場合には、当該新株予

約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額の総額）が１億円以上

である場合）に限ります。）。 

 

○ 適時開示に関する取扱い 

※ 入手した意見の概要については、支配株主との間の重要な取引等に関する適時開示資料に記載す

る形で開示することが必要となります（意見書を入手した場合に、意見書そのものの開示を求める

ものではありません。）。 

※ 個々の開示すべき事実の実務上の取扱い等は、「第２編 会社情報の適時開示実務上の取扱い」

を参照してください。 

 

○ コーポレート・ガバナンスに関する報告書への記載 

※ 支配株主を有する上場会社は、支配株主との間の重要な取引等が、少数株主にとって不利益なも

のでないことに関する意見の入手方法等に関する基本的な考え方について、コーポレート・ガバナ

ンスに関する報告書の記載項目である「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方

策に関する指針」に適切に反映していただくことが望まれます。 

【施行規則第２１１条第４項第１号等】 

 

○ その他 

※ 東証又は自主規制法人は、必要に応じて、上場会社が支配株主との重要な取引等に関する適時開

示を行った際などに、企業行動規範に基づく手続きの履行状況を証明する書類の提出等を求めるこ

とがあります。 
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１．総 説 
   金融商品取引所における自主規制業務は、会社の上場に際し財務や経営の健全性等を審査する「上場審

査」、上場廃止基準への該当性の審査等を行う「上場管理」、当取引所市場における売買の執行及び決済

の担い手である取引参加者の健全性・信頼性を確保するための「考査」及び相場操縦や内部者取引等の

不公正取引を監視する「売買審査」から構成されています。 

日本取引所グループでは、その傘下に、金融商品取引所の市場運営会社である東証及び株式会社大阪取

引所と、自主規制業務を行う自主規制法人を設ける組織体制をとっています。これは、金融商品取引所

の自主規制業務を両取引所から独立した自主規制法人が遂行することで、自主規制機能の独立性を強化

すると共に、持株会社を活用することで市場運営会社と自主規制法人の適切な連携による自主規制機能

の実効性確保を図ることを目的としています。 

市場運営会社である東証は、自主規制法人に委託した業務を除く取引所金融商品市場の開設に係る業務

全般を行っており、その上場部においては、上場制度、開示制度の企画立案に加え、上場会社との窓口

として各種の相談対応・助言、変更上場等の上場有価証券に関する諸手続などを行っています。 

一方で、上場管理に関わる自主規制業務については、東証から自主規制法人が受託し上場管理部が実施

します。 

具体的には、 

① 上場規程第２編第４章第２節の規定に基づく会社情報の開示に係る審査 

② 上場規程第２編第４章第４節の規定に基づく企業行動規範の遵守に係る審査 

③ 上場規程第２編第５章の規定に基づく、上場契約違約金の徴求、公表措置、改善報告書・改善状

況報告書の徴求、特別注意銘柄への指定などの実効性の確保に関わる審査 

④ 上場規程第２編第６章の規定に基づく、不適当な合併等、虚偽記載又は不適正意見等、上場契約

違反、株主の権利の不当な制限、公益又は投資者保護などの基準による上場廃止審査 

等が挙げられます。 

東証上場部は、自主規制法人上場管理部が行うこれらの審査等の結果に基づき、上場廃止や上場会社に

対する処分その他の措置等を行うこととなります。 

このほか、東証では、東証市場における有価証券の売買等の公正の確保を図るための調査を自主規制法

人に委託しており、それに基づき、自主規制法人売買審査部において、内部者取引をはじめとする法令

諸規則に違反する取引行為に係る売買審査を行っています。 

 

〔日本取引所自主規制法人 法人概要〕 

 

名 称 ： 日本取引所自主規制法人 

（英文名 ： Japan Exchange Regulation ） 
 

住 所 ： 〒１０３－８２２９ 東京都中央区日本橋兜町２－１ 

電 話 ： ０３―３６６６―０４３１（代表） 
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２．会社情報の開示に係る審査の概要 
上場規程第２編第４章第２節の規定に基づく会社情報の開示に係る審査は、上場会社における会社情報

の開示の適正性を確保することを目的とし、その適正性を確保するために必要かつ適当と認めるときに

行うこととしており、重要な会社情報の開示について次の（１）から（５）までに掲げる観点から行う

こととしています。 
 

（１）開示の時期が適切か否か。 

（２）開示された情報の内容が虚偽でないかどうか。 

（３）開示された情報に投資判断上重要と認められる情報が欠けていないかどうか。 

（４）開示された情報が投資判断上誤解を生じせしめるものでないかどうか。 

（５）その他開示の適正性に欠けていないかどうか。 
 

【上場管理等に関するガイドラインⅡ ２．】 

なお、上場会社に対し、東証が必要と認めて上場会社に照会を行った場合には、直ちに照会事項につい

て正確に報告することが義務付けられており、さらに、東証が報告のため必要と認める場合には、会社

情報に関して必要な調査及び調査結果の東証への報告を行うことが義務付けられています（＊）。また、

東証から自主規制業務の委託を受けた自主規制法人も同様に照会を行うこととなります。上場会社は東

証から求められた場合と同様に、自主規制法人からの照会についても直ちに照会事項について正確に報

告することが義務付けられています。 
 

（＊）「東証が報告のため必要と認める場合」とは、会社情報に関する照会に対する東証への報告にあたって、

会計不正等の疑義が生じた場合において調査を実施していない場合や、調査を実施しているものの、調査の

範囲や体制が不十分な場合等を想定しています。また、「必要な調査」については個社の状況によって異な

るものの、一般的には「上場会社における不祥事対応のプリンシプル」や日本弁護士連合会「企業等不祥事

における第三者委員会ガイドライン」を参考とすることを想定しています。 
 

【上場規程第４１５条第１項及び第２項、第３条第２項】 

 

 

３．実効性の確保に関する処分又は措置の概要 
上場規程では、その実効性を確保するため、上場規程の違反行為などに対して、特別注意銘柄への指定

や、改善報告書・改善状況報告書の提出、公表措置や上場契約違約金の徴求などの措置を講ずることが

できることを定めています。 

 

〔実効性を確保するための措置〕 

○ペナルティー的措置 

・公表措置 

・上場契約違約金 

○改善措置 

・改善報告書・改善状況報告書 

・特別注意銘柄への指定 

 

（１）特別注意銘柄制度 

① 特別注意銘柄への指定 

東証は、以下に掲げる場合であって、かつ、当該上場会社の内部管理体制等について改善の必要性が

高いと認めるときは、当該上場会社が発行者である上場株券等を特別注意銘柄に指定することができる

ものとしています。 
 

・ 上場会社が以下に掲げる上場廃止基準の各号に該当するおそれがあると東証が認めた後、当該

各号に該当しないと東証が認めた場合 

上場規程第６０１条第１項第６号 支配株主との取引の健全性の毀損 

上場規程第６０１条第１項第１０号 上場契約違反等 
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上場規程第６０１条第１項第１９号 反社会的勢力の関与 

上場規程第６０１条第１項第２０号 公益又は投資者保護 
 

・ 上場会社が以下に掲げる事項に該当する場合 

      ＜虚偽記載＞ 

上場会社が有価証券報告書等に虚偽記載（有価証券上場規程第２条第３０号）を行った場合 

 

 

      ＜不適正意見等＞ 

上場会社の財務諸表等に添付される監査報告書、中間財務諸表等に添付される中間監査報告

書若しくは期中レビュー報告書又は四半期財務諸表等に添付される期中レビュー報告書におい

て、公認会計士等によって、監査報告書については「不適正意見」又は「意見の表明をしない」

旨が、中間監査報告書については「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」又は

「意見の表明をしない」旨が、期中レビュー報告書については「否定的結論」又は「結論の表

明をしない」旨が記載された場合。 

※ ただし、「意見の表明をしない」旨又は「結論の表明をしない」旨が記載された場合で

あって、当該記載が天変地変等、上場会社の責めに帰すべからざる事由によるものである

ときを除く。 

     ・ 上場会社が適時開示に係る規定に違反したと東証が認めた場合 

     ・ 上場会社が企業行動規範の「遵守すべき事項」に係る規定に違反したと東証が認めた場合 

・ 上場会社が適時開示・企業行動規範に係る改善報告書を提出した場合において、改善措置の実

施状況及び運用状況に改善が認められないと東証が認めた場合 

【上場規程第５０３条第１項】 

 

特別注意銘柄の指定は、以下の事項その他の事情を総合的に勘案して行うこととしています。 
 

○ 上場廃止基準に該当するおそれがあると認めた後、当該基準に該当しないと認めた場合 

・ 上場廃止基準に該当するおそれがあると認めた事象の内容、経緯、原因及びその情状 

     ○ 虚偽記載又は不適正意見等に該当する場合 

        ・ 有価証券報告書等における虚偽記載又は不適正意見等に係る期間、金額、態様及び株価

への影響 

        ・ 有価証券報告書等における虚偽記載又は不適正意見等の原因となった行為、会社関係者

の関与状況及び内部管理体制等の整備・運用の状況 

     ○ 適時開示に係る規定に違反したと東証が認めた場合 

        ・ 適時開示等された情報についての投資判断情報としての重要性 

        ・ 適時開示に係る規定に違反した経緯、原因及びその情状 

        ・ 過去における適時開示に係る規定の遵守状況等 

     ○ 上場会社が企業行動規範の「遵守すべき事項」に係る規定に違反したと東証が認めた場合 

        ・ 企業行動規範の「遵守すべき事項」に係る規定に違反した経緯、原因及びその情状 

        ・ 過去における企業行動規範の「遵守すべき事項」に係る規定の遵守状況等  

○ 改善報告書を提出した場合 

・ 改善報告書の提出を求めた事象の内容、経緯、原因及びその情状 

・ 改善報告書に記載された改善措置の実施状況及び運用状況 
 

【上場管理等に関するガイドラインⅢ １．】 
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② 特別注意銘柄への指定後の流れ 

【指定後の流れ（イメージ）】 

 

 

〇 内部管理体制等の改善 

特別注意銘柄へ指定された上場株券等の発行者である上場会社は、原則として、当該指定から１年経

過後の審査までに内部管理体制等を適切に整備・運用することが求められます。 

ただし、指定から１年経過後の審査において、内部管理体制等が適切に整備されていると認められる

ものの、適切に運用されていると認められない場合（適切に運用される見込みがある場合に限ります。）

には、特別注意銘柄の指定を継続し、当該指定の継続を決定した日の属する事業年度（当該指定の継続

を決定した日から当該事業年度の末日までの期間が３か月に満たない場合は当該事業年度の翌事業年度）

の末日以降の審査までに、内部管理体制等の運用状況の改善を求めることとしています。 

 

（審査の流れ） 

特別注意銘柄へ指定されている上場株券等の発行者である上場会社は、当該指定から１年経過後速や

かに、内部管理体制の状況等について記載した「内部管理体制確認書」を提出することが義務付けられ

ます。 

東証は、上場会社より提出された内部管理体制確認書の内容等に基づき審査を行い、以下のとおり取

り扱います。 

・内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認める場合：指定解除 

※ただし、後述の経過観察の対象となる銘柄については、指定継続 

・内部管理体制等が適切に整備されていると認めるものの、適切に運用されていると認められない場

合（適切に運用される見込みがある場合に限る）：指定継続 

・内部管理体制等が適切に整備されていると認められない場合又は適切に運用される見込みがなく

なったと認める場合：上場廃止 

 

※「内部管理体制確認書」は、施行規則第２０４条第１項第４号に規定する「新規上場申請のための有

価証券報告書（Ⅱの部）」に準じて作成することが義務付けられています。ただし、継続企業の前提

に疑義があることを事由として監査報告書に「意見の表明をしない」旨が記載された場合など、「新

規上場申請のための有価証券報告書（Ⅱの部）」に準じた書面の提出が不要と認められる場合は、当

取引所がその都度定める書面を提出することで足りるものとします。なお、上場会社が内部管理体制

確認書の提出を速やかに行わない場合（後述の２回目以降の審査においては期限内に提出を行わない

場合）や、提出された内部管理体制確認書の内容が明らかに不十分であると東証が認める場合などは、

内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認められないものとして取り扱います。 

 

※特別注意銘柄に指定された上場株券等の発行者である上場会社に対し、東証が必要と認めて内部管理

体制等に関し照会を行った場合には、直ちに照会事項について正確に報告することが義務付けられて

います。また、東証から自主規制業務の委託を受けた自主規制法人も同様に照会を行うこととなりま

す。上場会社は東証から求められた場合と同様に、自主規制法人からの照会についても直ちにその照
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会事項について正確に報告することが義務付けられています。なお、これらの照会に対する報告内容

についても、内部管理体制等の審査において考慮されます。 
 

【上場規程第５０３条第２項から第４項まで、第１１項、第６０１条第１項第９号、第３条第２項】 

 

上記の「内部管理体制等が適切に整備されていると認められるものの、適切に運用されていると認め

られない場合（適切に運用される見込みがなくなったと認める場合を除く）」に該当し、特別注意銘柄

の指定が継続された場合、上場会社は、当該指定の継続を決定した日の属する事業年度（当該指定の継

続を決定した日から当該事業年度の末日までの期間が３か月に満たない場合は当該事業年度の翌事業年

度）の末日から起算して３か月以内に、内部管理体制確認書を再提出することが義務付けられます。 

 

東証は、上場会社より再提出された内部管理体制確認書の内容等に基づき審査を行い、以下のとおり

取り扱います。 

・内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認める場合：指定解除 

（ただし、後述の経過観察の対象となる銘柄については、指定継続） 

・内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認められない場合：上場廃止 

 

また、上記の審査のタイミングに関わらず、特別注意銘柄への指定後において、上場会社の内部管理

体制等が適切に整備される又は適切に運用される見込みがなくなったと認める場合にも、上場が廃止さ

れることとなります。 

【上場規程第５０３条第５項から第７項まで、第６０１条第１項第９号】 

 

○ 改善後の経過観察 

特別注意銘柄へ指定された上場会社の内部管理体制等が、適切に整備され、運用されていると認める

ものの、以下の「対象銘柄」に該当している場合には、内部管理体制等が適切に維持・運用されなくな

るリスクが高いと考えられることから、最長で３事業年度の間、特別注意銘柄の指定を継続し、内部管

理体制等の状況を継続的に審査します。 

当該期間を通じて、内部管理体制等が適切に整備され、運用されていることを確認のうえで、その指

定の解除を行います。 

 

   （対象銘柄） 

・事業の継続性・収益性が確保されていない場合 

－ 直前の財務諸表、中間財務諸表又は四半期財務諸表に継続企業の前提に関する事項が注記されて

いる場合 

－ 各市場区分の利益又は純資産の額に関する新規上場基準を充足していない場合 

  ＜プライム市場の上場会社＞ 

 最近２年間における利益の額の総額が２５億円以上 

 直前の事業年度、中間会計期間又は四半期会計期間（第２四半期会計期間を除く。）の

末日における純資産の額が５０億円以上 

  ＜スタンダード市場の上場会社＞ 

 最近１年間における利益の額が１億円以上 

・上場維持基準に適合していない場合であって、改善期間内にあるとき 

※ 純資産の額に関する上場維持基準に関しては、改善期間入りの恐れがある場合（直前の四半期会

計期間（直前の四半期会計期間が第２四半期会計期間の場合には、直前の中間会計期間）の末日

における純資産の額が正でない場合）を含む 
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   （審査の流れ） 

内部管理体制等が適切に整備され、適切に運用されていると認めるものの、上記の「対象銘柄」に該

当し、特別注意銘柄の指定が継続された上場会社は、指定継続後に迎える各事業年度（当該指定の継続

を決定した日から当該事業年度の末日までの期間が３か月に満たない場合は当該事業年度の翌事業年度）

の末日から起算して３か月以内に、内部管理体制確認書を再提出することが義務付けられます。 

 

東証は、上場会社より再提出された内部管理体制確認書の内容等に基づき審査を行い、以下のとおり

取り扱うものとします。 

 

（第一回目・第二回目） 

・内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認める場合 

－ 上記の「対象銘柄」に該当しないこととなったとき：指定解除 

－ 引き続き、上記の「対象銘柄」に該当しているとき：指定継続 

・内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認められない場合：上場廃止 

 

（第三回目） 

・内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認める場合：指定解除 

・内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認められない場合：上場廃止 

 

また、上記の審査のタイミングに関わらず、経過観察の対象として特別注意銘柄の指定が継続された

後、上場会社の内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認められない状態となった場合に

も、上場が廃止されることとなります。 

 

【上場規程第５０３条第８項から第１０項まで、第６０１条第１項第９号】 

 

特別注意銘柄の指定の解除等に関する認定は、各市場区分への新規上場時における「企業のコーポ

レート・ガバナンス及び内部管理体制等の有効性」、「企業経営の健全性」、「企業内容の開示の適正性」

（グロース市場においては、「企業内容、リスク情報等の開示の適正性」）の審査の観点に準ずる事項

（特別注意銘柄の指定後における上場規則の遵守状況及び遵守を確保するための体制の整備及び運用の

状況を含みます。）その他の事情を総合的に勘案して行うこととしています。 

 

各市場区分への新規上場時における審査の観点の詳細については、日本取引所グループウェブサイト

の「新規上場ガイドブック」をご参照ください。 

 

〇新規上場ガイドブック（プライム市場） 

ＵＲＬ https://www.jpx.co.jp/equities/listing-on-tse/new/guide-new/index.html 

〇新規上場ガイドブック（スタンダード市場） 

ＵＲＬ https://www.jpx.co.jp/equities/listing-on-tse/new/guide-new/01.html  

〇新規上場ガイドブック（グロース市場） 

ＵＲＬ https://www.jpx.co.jp/equities/listing-on-tse/new/guide-new/02.html  
 

【上場管理等に関するガイドラインⅢ ２．】 

【上場審査等に関するガイドラインⅡ ３.、Ⅱ ４.、Ⅱ ５.、Ⅲ ３.、Ⅲ ４.、Ⅲ 

５.、Ⅳ ２.、Ⅳ ３.、Ⅳ ４.】 
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○ 内部管理体制の整備・運用状況等の開示 

特別注意銘柄へ指定された上場株券等の発行者である上場会社は、当該指定から１年経過後速やかに、

内部管理体制の整備及び運用の状況等について開示することが義務付けられています。 

また、特別注意銘柄の指定が継続された場合は、当該指定の継続を決定した日の属する事業年度の末

日から起算して３か月以内（当取引所が当該指定の継続を決定した日から当該事業年度の末日までの期

間が３か月に満たない場合は、当該事業年度の末日及び翌事業年度の末日から起算して３か月以内）に、

内部管理体制の整備及び運用の状況等を再び開示する必要があります。 

なお、上記の経過観察の対象となり、特別注意銘柄の指定が継続された場合は、内部管理体制等の改

善の実効性を確保する観点から、事業の継続性や収益性等の改善に向けた取組やその進捗についてもあ

わせて開示するものとします。 

 

【上場規程第４０８条の３】 
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（２）改善報告書制度及び改善状況報告書制度 

① 改善報告書の提出及び公衆縦覧 

【改善報告書・特別注意銘柄の適用関係（イメージ）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 適時開示・企業行動規範に係る改善報告書 

東証は、以下に掲げる場合において、改善の必要性が高いと認められるときには、上場会社に対し

て、その経緯及び改善措置を記載した報告書（改善報告書）の提出を求めることとしており、その場

合、上場会社は、速やかに改善報告書の提出を行うことが義務付けられています。 
 

・ 上場会社が適時開示に係る規定に違反したと東証が認める場合 

・ 上場会社が企業行動規範の「遵守すべき事項」に係る規定に違反したと東証が認める場合 
 

また、東証は、提出された改善報告書の内容が明らかに不十分であると認める場合には、当該上場

会社に対してその変更を要請し、当該改善報告書の再提出を求めることとしており、その場合にも、

上場会社は、速やかに改善報告書の提出を行うことが義務付けられています。 
 

なお、東証は、提出された改善報告書を公衆の縦覧に供するほか、日本取引所グループウェブサイ

トなどを通じて広く提供することとしています。 

【上場規程第５０４条】 

 

改善報告書の徴求の要否の判断は、以下の事項その他の事情を総合的に勘案して行うこととしてい

ます。 

 

○ 適時開示に係る規定違反の場合 

・ 適時開示等された情報についての投資判断情報としての重要性  

・ 適時開示等が適正に行われなかった経緯、原因及びその情状 

・ 過去における適時開示に係る規定の遵守状況等 

【上場管理等に関するガイドラインⅢ ３．（１）】 

 

○ 企業行動規範の「遵守すべき事項」に係る規定違反の場合 

・ 企業行動規範の「遵守すべき事項」に係る規定に違反した経緯、原因及びその情状 

・ 過去における、企業行動規範の「遵守すべき事項」に係る規定の遵守状況等 
 

【上場管理等に関するガイドラインⅢ ３．（２）】 

 

例えば、以下のいずれかに該当する場合には、改善報告書徴求の判断要素として勘案し、原則とし

て改善報告書を徴求することとなります。 
 

・ 過去２年間に、上場会社が適時開示に係る規定に違反した場合又は企業行動規範の「遵守すべ

き事項」に係る規定に違反した場合において、改善報告書を徴求するに至らないが、改善を促す

改
善
報
告
書
の
提
出 

改善が 

認められない 

場合 

改善が 

認められる 

場合 

特別注意銘柄の適用

対象 

追加の改善措置なし 

※ 改善報告書制度は、特別注意銘柄に至らない段階の措置 
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必要があると認められ、その経緯及び改善策を記載した書面（以下「経緯書」という。）を提出

した上場会社が、同程度以上の規則違反を犯した場合 

・ 過去５年間に、改善報告書を提出した上場会社が、再度の同様な規則違反を犯した場合 
 

 

また、経緯書を徴求したにもかかわらず、同書面が速やかに提出されない場合（２週間程度）又は

経緯書の記載内容が明らかに不十分な場合には、その他の事情として改善報告書徴求の判断要素とし

て勘案し、原則として改善報告書を徴求することとなります。 

 

なお、改善報告書の提出が求められた場合において、以下のいずれかに該当する場合は、上場契約

について重大な違反を行ったものとして、上場が廃止されることとなります。 
 

・ 東証が、改善報告書の提出等に関する通知を行い、当該書面の提出期限を設定したにもかかわ

らず、当該期限までに上場会社が改善報告書の提出の求めに応じない場合 

・ 上場会社に対して改善報告書の提出を求めたにもかかわらず、会社情報の開示の状況等が改善

される見込みがないと東証が認めた場合 
 

【上場規程第６０１条第１項第１０号、施行規則第６０１条第８項第１号、第２号】 

 

③ 適時開示・企業行動規範に係る改善状況報告書 

上場会社が、改善報告書を提出した場合は、当該改善報告書の提出から６か月経過後速やかに、改

善措置の実施状況及び運用状況を記載した改善状況報告書を東証に提出することが義務付けられてい

ます。 

この場合、東証は、提出された改善状況報告書の内容が明らかに不十分であると認める場合には、

当該上場会社に対してその変更を要請し、当該改善状況報告書の再提出を求めることとしており、そ

の場合にも、上場会社は、速やかに改善状況報告書の提出を行うことが義務付けられています。 

また、提出された改善状況報告書は公衆の縦覧に供するほか、日本取引所グループウェブサイトな

どを通じて広く提供することとしています。 
 

改善状況報告書の提出にあたっては、改善措置の実施状況及び運用状況の確認のため、必要な資料

の徴求や閲覧、照会、面談などを実施し、当該改善状況報告書の記載内容が明らかに不十分であると

東証が認める場合等には、改善報告書の提出を求めることとしています。 
 

また、上記の提出に加えて、改善報告書の提出から５年が経過するまでの間に東証が必要と認める

場合は、必要の都度、改善措置の実施状況及び運用状況に関して改善状況報告書を提出することが義

務付けられています。 
 

 

 

なお、改善報告書を提出した上場会社に対し、東証が必要と認めて改善措置の実施状況及び運用状

況の照会を行った場合は、直ちに照会事項について正確に報告することが義務付けられています。ま

た、東証から自主規制業務の委託を受けた自主規制法人も同様に照会を行うことがあります。上場会

社は東証から求められた場合と同様に、自主規制法人からの照会についても直ちにその照会事項につ

いて正確に報告することが義務付けられています。 
 

【上場規程第５０５条、第３条第２項】 

 

④ 特別注意銘柄の指定解除後における改善状況報告書 

上場会社が特別注意銘柄の指定を解除されてから５年が経過するまでの間に、東証が必要と認める

場合は、必要の都度、内部管理体制の整備及び運用の状況等を記載した改善状況報告書を提出するこ

とが義務付けられています。 

 また、特別注意銘柄の指定が解除された上場会社に対し、東証又は東証から自主規制業務の委託を

受けた自主規制法人が必要と認めて内部管理体制の整備及び運用の状況等の照会を行った場合は、直
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ちに照会事項について正確に報告することが義務付けられています。 

【上場規程第５０５条の２、第３条第２項】 

 

⑤ 書類の提出等に係る改善報告書 

東証は、上場会社が上場規程に基づく書類の提出等を適正に行わなかった場合において、改善の必

要性が高いと認めるときは、上場会社に対して、改善報告書の提出を求めることができることとして

おり、その場合、上場会社は、速やかに改善報告書の提出を行うことが義務付けられています。 

また、東証は、提出された改善報告書の内容が明らかに不十分であると認める場合には、当該上場

会社に対してその変更を要請し、当該改善報告書の再提出を求めることとしており、その場合にも、

上場会社は、速やかに改善報告書の提出を行うことが義務付けられています。 

【上場規程第５０６条】 

 

⑥ 第三者割当等に関する確約に係る改善報告書 

東証は、上場会社が、上場規程第４２２条の規定に基づく第三者割当等により割り当てられた募集

株式の譲渡の報告等に係る確約に関し、募集株式の譲渡の報告及びその確約等を適正に行わなかった

場合には、上場会社に対して、改善報告書の提出を求めることができることとしています。 

また、提出された改善報告書は、東証が必要かつ適当であると認めるときは公衆の縦覧に供するこ

ととしています。 

【上場規程第５０７条】 

 

（３）公表措置 

東証は、以下に掲げる場合であって、必要と認めるときは、その違反行為について公表措置を講ずる

ことができることとしています。 
 

・ 上場会社が適時開示に係る規定に違反したと東証が認める場合 

・ 上場会社が企業行動規範の「遵守すべき事項」に係る規定に違反したと東証が認める場合 

・ 上場会社が会社法第３３１条、第３３５条、第３３７条又は第４００条の規定に違反した場合 
 

【上場規程第５０８条】 

 

公表措置の要否の判断は、次に掲げる事項その他の事情を総合的に勘案して行うこととしています。 
 

○ 適時開示に係る規定違反の場合 

・ 適時開示等された情報についての投資判断情報としての重要性 

・ 上場会社が規程第４章第２節の規定に違反した経緯、原因及びその情状 

・ 当該違反に対して東証が行う処分その他の措置の実施状況 
 

【上場管理等に関するガイドラインⅢ ４．】 

 

○ 企業行動規範の「遵守すべき事項」に係る規定違反の場合 

 ＜第三者割当に係る遵守事項＞ 

・ 上場規程第４３２条各号に規定する手続の実施状況及び当該手続の内容 

 ＜株式分割等＞ 

・ 株式分割等の比率、株式分割等実施後の投資単位その他の株式分割等の態様等 

 ＜ＭＳＣＢ等の発行に係る遵守事項＞ 

・ ＭＳＣＢ等の行使条件、発行数量及び当該発行に伴う株式の希薄化の規模、月間の行

使数量に関し講じられる措置の内容 

       ＜独立役員の確保に係る遵守事項＞ 

・ 施行規則第４３６条の２の規定に基づき上場内国株券の発行者が独立役員として届け

出る者に係る状況 
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 ＜業務の適正を確保するために必要な体制整備＞ 

・ 会社の業務並びに当該会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保する

ために必要な体制の整備状況及び運用状況並びに金融商品市場に対する投資者の信

頼の毀損の状況 

 ＜買収への対応方針の導入に係る遵守事項＞ 

・ 買収への対応方針の内容、その開示状況 

 ＜ＭＢＯの開示に係る遵守事項＞ 

・ 上場規程第４４１条に規定する公開買付けに関して行う意見の公表又は株主に対する

表示についての開示における公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するため

の措置の開示状況 

 ＜内部者取引の禁止＞ 

・ 上場規程第４４２条の規定の違反の内容、当該違反が行われた経緯、原因及びその情

状並びに内部者取引の未然防止に向けて必要な情報管理体制の整備状況 

 ＜反社会的勢力の排除＞ 

・ 上場規程第４４３条の規定の違反の内容、当該違反が行われた経緯、原因及びその情

状並びに反社会的勢力による関与を防止するための社内体制の整備状況 

 ＜流通市場の機能又は株主の権利の毀損行為の禁止＞ 

・ 流通市場の機能又は株主の権利の毀損の状況 

 

【上場管理等に関するガイドラインⅢ ５．】 

 

（４）上場契約違約金 

東証は、上場廃止には至らない程度の上場諸規則違反に対する上場契約違約金制度を設けています。

上場契約違約金は、上場諸規則の実効性を高めることを目的とし、市場に対する株主・投資者の信頼

が毀損したと認める違反行為を適用対象としています。 

上場諸規則の実効性を高めることは、株主・投資者のみならず、市場の質、レピュテーションの維

持に寄与する観点から、上場会社にとっても必要なものであると考えられます。上場会社におかれま

しては、本制度の趣旨を十分にご理解いただき、上場諸規則を遵守していただくようお願いします。 

 

○ 上場契約違約金制度の概要 

東証は、上場会社が、以下に掲げる場合において、東証市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損

したと東証が認めるときに、上場会社に対して、上場契約違約金の支払いを求めることができること

としており、支払いを求めた場合は、その旨を公表することとしています。 
 

・ 上場会社が適時開示に係る規定に違反したと東証が認める場合 

・ 上場会社が企業行動規範の「遵守すべき事項」に係る規定に違反したと東証が認める場合 

・ その他上場会社が上場規程その他の規則に違反したと東証が認める場合 
 

【上場規程第５０９条】 
 

上場契約違約金の徴求の要否の判断は、公表措置の要否の判断において勘案するものと同一の事項

その他の事情を総合的に勘案して行うこととしています。違反行為に対して公表措置を適用するか上

場契約違約金を徴求するかについては、東証市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したかどうか

で判断することになります。 
 

【上場管理等に関するガイドラインⅢ ４．】 
 

この制度は、上場諸規則の実効性を高めることが目的であるため、軽微な違反行為についてまで適

用対象とすることを念頭においているものではなく、改善報告書の徴求に至らない適時開示義務違反、

単なる書類提出の失念などに対して適用することは想定していません。 
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上場契約違約金の適用対象となり得る違反行為としては、例えば、特別注意銘柄に指定されている

上場会社において再度不適切な会計処理が判明するなどして過去に訂正した過年度の決算短信の再度

の訂正を行うに至った場合や、希薄化率が２５％以上となる又は支配株主の異動を伴う第三者割当を

行う際に必要な手続き（上場規程第４３２条）を行わない場合などがあります。これらは、適時開示

義務や企業行動規範に違反するものであり、ある上場会社によってかかる行為が行われると、東証市

場及び上場会社一般の信頼を毀損することが考えられることから、上場契約違約金の適用対象となり

得るものと考えられます。 

その他適用対象となると考えられる違反行為については、今後の具体的な適用事例を踏まえ、適宜、

予見可能性を高めるための説明の充実を図ることとしています。 

 

上場契約違約金の金額は以下の表により上場株券等の銘柄ごとに算出される金額となります。 

 

 

※ 上場時価総額は以下のとおり計算する。なお、株式分割、株式無償割当て又は株式併合がある

場合の調整は、当取引所が定めるところによる。 

・ 内国株券 

有価証券上場規程その他の規則の違反に関する事項について上場会社が規程第２編第４章

第２節の規定に基づく会社情報の開示を最初に行った日（その開示の状況を踏まえ当取引所

が適当でないと認める場合には、それに準ずる日として当取引所がその都度定める日）の前

日（休業日を除外する。）における最終価格（当該前日の売買立会において売買が成立

していない場合には、売買の成立した直近の日の売買立会における最終価格）と当

該日の属する月の前月の末日の上場内国株券の数を用いて計算します。 

・ 外国株券等  

有価証券上場規程その他の規則の違反に関する事項について上場会社が規程第２編第４章

第２節の規定に基づく会社情報の開示を最初に行った日（その開示の状況を踏まえ当取引所

が適当でないと認める場合には、それに準ずる日として当取引所がその都度定める日）の前

日（休業日を除外する。）の売買立会における最終価格（当該前日の売買立会において

売買が成立していない場合には、当該前日における基準値段）と当該日の属する月

の前月の末日の上場外国株券等の数を用いて計算します。 

 

市場区分等 
 
 
 
 
 
 
 
上場時価総額 

内国株券及び当取引所を主たる市場とする外国株券等 当取引所以外を主
たる市場とする外
国株券等 

スタンダード市場 プライム市場 グロース市場 

５０億円以下 
 

１，４４０万円 １，９２０万円 ９６０万円 ２４０万円 

５０億円を超え 
２５０億円以下 

２，８８０万円 ３，３６０万円 ２，４００万円 ４８０万円 

２５０億円を超え 
５００億円以下 

４，３２０万円 ４，８００万円 ３，８４０万円 ９６０万円 

５００億円を超え 
２，５００億円以下 

５，７６０万円 ６，２４０万円 ５，２８０万円 １，２００万円 

２，５００億円を超え 
５，０００億円以下 

７，２００万円 ７，６８０万円 ６，７２０万円 １，４４０万円 

５，０００億円を超える
もの 

８，６４０万円 ９，１２０万円 ８，１６０万円 １，６８０万円 
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上場契約違約金の支払いを求められた上場会社は支払いを求められた日が属する月の翌月末日まで

に所定の手続きに従って当該金額を支払わなければなりません。また、支払期日までに支払わない場

合には、遅延損害金請求の対象となります。 

 

４．プリンシプル・ベースのアプローチ 
資本市場を取り巻く環境が日々変化する中、取引所が的確な対応を行っていくためには、必要に応じて

ルールの見直しを行っていくことが重要ではありますが、いかにルールを見直しても、対応し難い事案

が現れます。 

自主規制法人は、このような事案に柔軟に対処するために、ルール・ベースのアプローチに加えて、プ

リンシプル・ベースのアプローチを組み合わせることが有効であると考え、「エクイティ・ファイナンス

のプリンシプル」「上場会社における不祥事対応のプリンシプル」「上場会社における不祥事予防のプリ

ンシプル」を策定しています。 

ここで言うプリンシプル・ベースのアプローチとは、上場会社や市場関係者が、尊重すべき原理・原則

（プリンシプル）を確認し、共有することで、各々がその持ち場に即した規範意識を働かせ、自主的に

行動していくことにより、資本市場全体の質的向上の実現を目指すことです。 

各プリンシプルの内容については、日本取引所グループウェブサイトを参照してください。 

 

 

○エクイティ・ファイナンスのプリンシプル 

ＵＲＬ https://www.jpx.co.jp/regulation/listing/equity-finance/index.html 

 

○上場会社における不祥事対応のプリンシプル 

ＵＲＬ https://www.jpx.co.jp/regulation/listing/principle/index.html 

 

○上場会社における不祥事予防のプリンシプル 

ＵＲＬ https://www.jpx.co.jp/regulation/listing/preventive-principles/index.html 

 

     

 

５．公認会計士等に事情説明を求める場合の協力義務 
東証では、実効性確保措置（例えば特別注意銘柄への指定）に係る審査又は上場廃止に係る該当性（例

えば虚偽記載等）の判断において必要と認めた場合には、財務諸表等若しくは中間財務諸表等の監査証

明等又は四半期財務諸表等の期中レビューを行う公認会計士等（当該公認会計士等であった者を含む。）

に対して、事情説明等を求める場合があります。このような場合においては、当該上場会社は公認会計

士等が東証に対し事情説明がしやすいよう協力することが義務付けられています。 

【上場規程第５１１条第１項、第６０４条第１項】 
 

また、東証から自主規制業務の委託を受けた自主規制法人も同様に事情説明等を求めることがあります。

上場会社は東証から求められた場合と同様に、自主規制法人の事情説明等の求めに協力することが義務

付けられています。 

【上場規程第３条第２項】 
 

なお、上記事情説明等を公認会計士等に求める場合には、当該上場会社は、当該公認会計士等が事情説

明等に応じることについて同意する旨を記載した書面を速やかに東証に提出することが義務付けられて

います。 

【上場規程第５１１条第２項、第６０４条第２項】 
 

※ 上場会社が上記同意書の提出を拒んだり、遅延させた場合には上場規程第６０１条第１項第１０号（上

場契約違反等）に該当するおそれがありますのでご注意ください。 
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６．有価証券の売買等の審査 
東証では、上場に関わる自主規制業務のほかにも、その開設する金融商品市場における有価証券の売買

等の公正の確保を図るための調査に係る自主規制業務を自主規制法人に委託しており、それに基づき、

自主規制法人（売買審査部）では、内部者取引をはじめとする法令諸規則に違反する取引行為に係る売

買審査を行っています。 

 

（１）会社情報の公表に至る経緯に関する報告義務 

自主規制法人（売買審査部）では、東証から委託を受けた自主規制業務として、有価証券の売買等の

公正の確保を図るための調査のため必要があると認める場合には、上場会社に対し、会社情報の発生か

ら公表に至る経緯等について照会を行います。 

【自主規制法人業務規程第１６条第２項】 
 

上場会社は、自主規制業務を受託する自主規制法人が、有価証券の売買等の公正の確保を図るための

調査のため必要があると認めて、会社情報の発生から公表に至る経緯等について照会を行った場合を含

め、上場株券等の売買管理上必要と認めて照会を行った場合については、照会事項について正確に報告

することが義務付けられています。 

【上場規程第４１５条第５項第１号、第３条第２項】 

 

    また、上場会社は、有価証券の売買等の公正の確保を図るため、他の取引所からの情報提供の要請を 

   受けて当取引所が会社情報の発生から公表に至る経緯等について照会を行った場合は、直ちに照会事項 

   について当取引所に報告することが義務付けられています。 

                                【上場規程第４１５条第５項第２号】 

 

（２）上場会社に対する注意喚起 

自主規制法人（売買審査部）は、有価証券の売買等の審査の結果、上場会社の行為が法令に違反する

行為若しくは法令に違反する行為に該当するおそれのある行為であると認めたときや、会社情報に係る

不公正取引の防止のための社内体制（＊）が十分でないと認めた場合において必要があると認めたとき

は、当該上場会社に通告し、注意喚起等を行います。 
 

（＊）上場規程第４４９条に定める「役員、代理人、使用人その他の従業者による内部者取引等の未然防止に向

けて必要な体制」を含みます。 
 

【自主規制法人業務規程第１８条第１項】 
 

また、この注意喚起を行った場合において必要があると認めたときは、上場会社に対し、改善措置等

について文書による報告を求めることとしています。 

【自主規制法人業務規程第１８条第２項】 
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【不適当合併等に係る上場廃止審査の概要】 

（不適当合併等（上場会社が実質的存続性を喪失する合併等）に係る上場廃止審査） 

 

次に掲げる行為（以下、本項目において「吸収合併等」という。）は、不適当合併等（上場会社が実質的 

存続性を喪失する吸収合併等）に係る上場廃止審査の対象となりますので、十分に留意してください。 

 

 

イ．非上場会社の吸収合併 

ロ．非上場会社を完全子会社とする株式交換 

ハ．非上場会社を子会社とする株式交付 

ニ．会社分割による非上場会社からの事業の承継 

ホ．非上場会社からの事業の譲受け 

ヘ．会社分割による他の者への事業の承継 

ト．他の者への事業の譲渡 

チ．非上場会社との業務上の提携 

リ．第三者割当による株式の割当て 

ヌ．その他上記と同等の効果をもたらすと認められる行為 

                            【施行規則第６０１条第５項第１

号】 

 

     

１．概 要  
東証の上場規程では、いわゆる裏口上場の防止を目的として、上場会社が非上場会社と吸収合併等を

行った結果、上場会社が実質的な存続会社でないと認められ、かつ、一定期間内に新規上場審査の基準

に準じた基準に適合しない場合には上場廃止となることが定められています。 

【上場規程第６０１条第１項第５号】 
 

（注）「実質的な存続会社」の判断は、当事会社の経営成績及び財政状態、役員構成及び経営管理組織

（事業所の所在地を含む。）、株主構成、商号又は名称、その他当該行為により上場会社に大きな影

響を及ぼすと認められる事項を総合的に勘案して行うもので、概して規模の大小等これらの優位性

の比較を行うものです。したがいまして、当事会社の事業内容や事業の継続性に関して何らかの判

断をするものではありません。 
 

そこで、上場会社が吸収合併等を行う場合には、不適当合併等（上場会社が実質的存続性を喪失する吸

収合併等）に係る上場廃止審査を行うこととなります。 
 

具体的には、まず、上場会社が吸収合併等を行う場合（原則として、適時開示が必要なものを行う場合

をいう。）には（通常は吸収合併等についての決定の前の時点で）、当該行為を踏まえた上場会社の実質

的存続性の審査（確認）を行います。そして、実質的存続性審査の結果、上場会社が実質的な存続会社

でないと東証が認めた場合には、吸収合併等を行った日以後最初に終了する事業年度の末日から３年を

経過する日（当該３年を経過する日が当該上場会社の事業年度の末日に当たらない場合は、当該３年を

経過する日の直前に終了する事業年度の末日）までの期間に、新規上場審査の基準に準じた基準に適合

しないときは、上場廃止となります。 

 

（注１）実質的存続性審査に係る軽微基準について 

東証では、実質的存続性審査において、裏口上場防止の観点から一般に問題があるとは考えに

くい態様を「軽微基準」として明示し（「（参考）実質的存続性審査に係る軽微基準の概要」参

照。）、吸収合併等が軽微基準に該当する場合は実質的存続性があるものとして取り扱い、該当

しない場合には、さらに詳細な審査を行うこととしています。これにより、実質的存続性審査



第３編第２章  上場会社に対する自主規制の概要 

【不適当合併等に係る上場廃止審査の概要】 

東京証券取引所 会社情報適時開示ガイドブック 2024 年 4 月 
copyright © 2024 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved. 506

を簡便にするとともに、上場会社において、明らかに実質的存続性審査において問題とならな

い行為であるかどうかを事前にわかるようにしています。 

（注２）猶予期間について 

吸収合併等を行った日から、当該日以後最初に終了する事業年度の末日から３年を経過する日

（当該３年を経過する日が当該上場会社の事業年度の末日に当たらない場合は、当該３年を経

過する日の直前に終了する事業年度の末日）までの間は、「猶予期間」としています（この間は、

監理銘柄指定は行いません。）。また、猶予期間の最終日までに、新規上場審査の基準に準じた

基準に適合しているかどうかが確認できていない場合は、その翌日から監理銘柄（確認中）に

指定することとなります。 

 

※ 詳細については、後述の「審査の流れ」を参照してください。 

※ 会社が上場規程第２０８条第１号（合併による解散の場合の取扱い）、第３号（株式交換、株式移

転等による完全子会社化等の場合の取扱い）又は第５号（会社分割による他の者への上場契約の承継

の場合の取扱い）の適用を受けて上場する場合（新設合併、株式移転又は新設分割をする場合におけ

る当事者がすべて上場会社である場合を除く。）についても、概ね同様の扱いとなりますので、留意

してください。 

なお、三角組織再編に伴い、上場規程第２０８条の規定の適用を受けて上場する場合で、実質的存

続性がないと見込まれる場合には、同条に係る新規上場申請の際に、猶予期間における企業の継続性

及び収益性に関する見込み並びに当該期間内に新規上場審査の基準に準じた基準に適合するよう努め

る旨について記載した書面の提出が必要となります（当該新規上場申請者が、新規上場審査の基準に

準じた基準に適合する見込みがある場合を除く。）ので、留意してください。 

 

※ 上場会社が他の市場区分に上場している上場会社と吸収合併等を行った場合についても、概ね同様

の扱いとなりますので、留意してください。この場合、「非上場会社」とあるのは「他の市場区分に

上場している上場会社」と読み替えます。 

 

２．審査の流れ 
 

（１）吸収合併等の決定・適時開示の２週間前まで 

上場会社が吸収合併等を行う場合（原則として、適時開示が必要なものを行う場合をいう。）は、実

質的存続性審査の対象となります。この場合には、上場会社における円滑な吸収合併等の実行及び投資

者への適切な情報提供の観点からは吸収合併等の決定・適時開示までに実質的存続性審査の結論が出て

いることが望まれるものと考えられますので、吸収合併等の決定・適時開示を行う２週間前までに、東

証の上場会社担当者まで開示資料（案）をメールにてご送付ください。 
 

※ 上記は案件等の内容が特別の考慮を要するものではないことなどを前提としており、実質的存続性

審査が２週間以内に終了することを保証するものではありませんので、あらかじめ留意してください。 

※ 早期に事前相談を行う場合で、開示資料（案）の用意がない場合は、当該吸収合併等の内容を記載

した書面をご送付ください。なお、この場合も、遅くとも、吸収合併等の決定・適時開示を行う２週

間前までには、開示資料（案）をメールにてご送付ください。 

※ 案件の内容に応じて、審査に必要な資料の提出や報告・説明等を求めることがあります。 

 

 

（２）吸収合併等を適時開示した時点 

実質的存続性審査が終了し、上場会社が実質的な存続会社でないと認められると判断した場合は、吸

収合併等を適時開示した時点で、「吸収合併等の実行時点から「新規上場審査に準じた審査を受けるた

めの猶予期間」に入る可能性がある」旨を、日本取引所グループウェブサイトに掲載するなど、投資者

への周知を図ることとしています。 
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※ 吸収合併等の適時開示を行った時点で実質的存続性審査が終了していない場合においては、適時開

示の後、実質的存続性審査が終了した時点で、上場会社が実質的な存続会社でないと認められると判

断した場合に同様に周知を図ることとなります。 

（３）吸収合併等の実行時点 

吸収合併等の実行時点で「新規上場審査に準じた審査を受けるための猶予期間」に入ったこと及び猶

予期間を東証のウェブサイトに掲載するなど、投資者への周知を図ることとしています。 
 

※ 吸収合併等の実行時点とは、合併の場合は合併期日、事業譲渡や業務提携については譲渡日や業務

提携日を指します。 

※ 猶予期間内において新たにＭ＆Ａの実行等をしても、原則として猶予期間の変更はありません。 

 

 

（４）猶予期間終了時点 

新規上場審査基準に準じた基準に適合しているかどうかの審査は、上場会社からの申請に基づき実施

することになります。 

猶予期間の最終日（吸収合併等を行った日以後最初に終了する事業年度の末日から３年を経過する日

（当該３年を経過する日が当該上場会社の事業年度の末日に当たらない場合は、当該３年を経過する日

の直前に終了する事業年度の末日））までに、新規上場審査基準に準じた基準に適合しているかどうか

が確認できていない場合は、その翌日から監理銘柄（確認中）に指定することとなります。 
 

※ 新規上場審査基準に準じた基準に適合しているかどうかの審査は、猶予期間が終了した後、最初の

有価証券報告書の提出日から起算して８日目（休業日を除く。）の日までに、当該上場会社が申請する

ことにより受けることができます（当該審査には、審査料が必要となります。）。 

新規上場審査と同様に、新規上場審査基準に準じた基準に適合しているかどうかの審査の標準審査期

間は、プライム市場又はスタンダード市場について３か月、グロース市場について２か月です。申請後、

標準審査期間内に審査が終了しなかった場合には、当該申請日から起算して１年以内に限り、当該申請

は有効とされ、審査が継続されます。ただし、猶予期間の最終日までに、新規上場審査基準に準じた基

準に適合しているかどうかが確認できておらず、監理銘柄（確認中）に指定された場合には、当該申請

に係る審査については標準審査期間が満了した時点で終了となることがあります。 

なお、一度申請を行い、当該申請においては新規上場審査基準に準じた基準に適合していないとの審

査結果となった場合であっても、期限内であれば、改めて申請を行うことができます（再申請にあたっ

ては、前回の審査で問題となった事項が改善されているかどうかを十分にご確認ください。）。 

※ 猶予期間内に当該審査の結果、新規上場審査基準に準じた基準に適合していると判断された場合は、

その時点で猶予期間を解除する旨を東証のウェブサイトに掲載するなど、投資者への周知を図ること

としています。 

※ 上場会社が市場区分の変更を希望する場合には、新規上場審査基準に準じた基準に適合しているか

どうかの審査の申請にあわせて、市場区分の変更申請を行うことも可能です。この場合において、新

規上場審査基準に準じた基準に適合しているかどうかの審査は、上場会社が現に属する市場区分では

なく、市場区分の変更申請において変更先としている市場区分の新規上場審査基準に準じた基準に基

づき、受けることができます。なお、上場会社がこれらの審査の申請を行い、基準に適合していると

判断された場合には、東証は原則として市場区分変更日に猶予期間を解除するものとし、その旨を市

場区分変更承認日に予め公表します。 

 

 

（５）猶予期間終了後、有価証券報告書提出日から起算して８日経過時点 

猶予期間が終了した後、最初の有価証券報告書の提出日から起算して８日目（休業日を除外する。）

の日までに、新規上場審査基準に準じた基準に適合しているかどうかの審査に係る申請を上場会社が行
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わない場合は、上場廃止となる銘柄として整理銘柄に指定することとなります。 

なお、この時点において新規上場審査基準に準じた基準に適合しているかどうかの審査の継続中であ

る場合は監理銘柄（確認中）の指定を継続し、引き続き審査を行うこととなります。 

 



第３編第２章  上場会社に対する自主規制の概要 

【不適当合併等に係る上場廃止審査の概要】 

東京証券取引所 会社情報適時開示ガイドブック 2024 年 4 月 
copyright © 2024 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved. 509

（参考）実質的存続性審査に係る軽微基準の概要 

以下の軽微基準に該当する場合には、実質的存続性があるものとして取り扱うこととしています。 

 

行為の内容 軽微基準 備  考 

１．非上場会社の吸収合併、非

上場会社を完全子会社とする

株式交換又は非上場会社を子

会社とする株式交付 

 

● 同等の効果をもたらすと

認められる行為を含む。（※

１） 

次のいずれかに該当すること。 

 

（１）当該非上場会社が連結子会社であること。 

ただし、当該連結子会社が、行為決定日（※

２）以前３年間（※３）において、非上場会社

（連結子会社（※４）を除く。）と上記イ～リの行

為若しくは非上場会社（連結子会社（※４）を除

く。）との共同による株式移転その他これらと同等

の効果をもたらすと認められる行為（※５）を

行っていないこと又は行うことについて当該連結

子会社の業務執行を決定する機関が決定していな

いことを要する。 

 

（２）当該非上場会社の直前連結会計年度（末日）に

おける連結総資産額、連結売上高、連結経常利益

金額（※６）（※７）が、それぞれ当該上場会社の

直前連結会計年度（末日）における連結総資産

額、連結売上高、連結経常利益金額（※６）（※

７）未満であること（※８）。 

ただし、当該上場会社が、行為決定日（※２）

以前３年間（※３）に当該非上場会社（その関係

会社を含む。）との間でイ～リの行為若しくは当該

非上場会社との共同による株式移転その他これら

と同等の効果をもたらすと認められる行為（※

５）を行っていないこと又は行うことについてそ

の業務執行を決定する機関が決定していないこと

を要する。 

 

 

 

 

 

※１：非上場会社の子会社化

は、１と「同等の効果をも

たらす行為」とする。 

※２：当該行為を行うことに

ついて当該上場会社の業務

執行を決定する機関が決定

した日をいう。 

※３：当該決定と同時の場合

を含む。 

※４：当該３年間における上

記イ～リの行為などの行為

時点で当該上場会社の連結

子会社であったものをい

う。 

※５：原則として、適時開示

が必要な行為をいう。 

※６：連結財務諸表提出会社

でない場合にあっては、

「直前連結会計年度（末

日）における連結総資産

額、連結売上高、連結経常

利益金額」とあるのは「事

業年度（末日）における個

別財務諸表における総資産

額、売上高、経常利益金

額」とする。 

※７：ＩＦＲＳ任意適用会社

である場合にあっては、

「連結経常利益金額」とあ

るのは「親会社の所有者に

帰属する当期利益金額」と

する。 

※８：連結会計年度（事業年

度）の期間が１年未満の場

合は、１年間に換算した数

値により比較する。 

２．会社分割による非上場会社

からの事業の承継又は非上場

会社からの事業の譲受け 

 

● 同等の効果をもたらすと

認められる行為を含む。（※

９） 

次のいずれかに該当すること。 

 

（１）当該非上場会社が連結子会社であること。 

ただし、当該連結子会社が、行為決定日（※

２）以前３年間（※３）において、非上場会社

（連結子会社（※４）を除く。）と上記イ～リの行

為若しくは非上場会社（連結子会社（※４）を除

く。）との共同による株式移転その他これらと同等

の効果をもたらすと認められる行為（※５）を

行っていないこと又は行うことについて当該連結

子会社の業務執行を決定する機関が決定していな

 

 

 

 

※９：非上場会社からの事業

上の固定資産の譲受けは、

２と「同等の効果をもたら

す行為」とする。 
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行為の内容 軽微基準 備  考 

いことを要する。 

（２）事業の承継・譲受けの対象となった資産の額、

当該対象となった部門等における売上高に相当す

ると認められる額、当該対象となった部門等にお

ける経常利益金額に相当すると認められる額が、

それぞれ当該上場会社の直前連結会計年度（末

日）における連結総資産額、連結売上高、連結経

常利益金額（※６）未満であること（※７）。 

ただし、当該上場会社が、行為決定日（※２）

以前３年間（※３）に当該非上場会社（その関係

会社を含む。）との間でイ～リの行為若しくは当該

非上場会社との共同による株式移転その他これら

と同等の効果をもたらすと認められる行為（※

５）を行っていないこと又は行うことについてそ

の業務執行を決定する機関が決定していないこと

を要する。 

 

３．会社分割による他の者への

事業の承継（５．に掲げる場

合を除く。）、他の者への事業

の譲渡、非上場会社との業務

上の提携、第三者割当による

株式の割当て 

 

● 同等の効果をもたらすと

認められる行為を含む。（※

10） 

次のいずれかに該当すること。 

 

（１）当該行為の当事者が連結子会社であること。 

ただし、当該連結子会社が、行為決定日（※

２）以前３年間（※３）において、非上場会社

（連結子会社（※４）を除く。）と上記イ～リの行

為若しくは非上場会社（連結子会社（※４）を除

く。）との共同による株式移転その他これらと同等

の効果をもたらすと認められる行為（※５）を

行っていないこと又は行うことについて当該連結

子会社の業務執行を決定する機関が決定していな

いことを要する。 

 

（２）当該上場会社が、行為決定日（※２）以前３年

間（※３）に当該行為の当事者（その関係会社を

含む。）との間でイ～リの行為若しくは当該当事者

との共同による株式移転その他これらと同等の効

果をもたらすと認められる行為（※５）を行って

いないこと又は行うことについてその業務執行を

決定する機関が決定していないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※10：他の者への事業上の固

定資産の譲渡、事業の休

止、事業の廃止は、３と

「同等の効果をもたらす行

為」とする。 

４．上場規程第２０８条第１号

（合併による解散の場合の取

扱い）又は第３号（株式交

換、株式移転等による完全子

会社化等の場合の取扱い）の

適用を受けて上場する場合

（新設合併又は株式移転をす

る場合における当事者がすべ

て上場会社である場合を除

く。） 

 

● 同等の効果をもたらすと

認められる行為を含む。 

 

１．と同様。  

５．上場規程第２０８条第５号

（会社分割による他の者への

上場契約の承継の場合の取扱

次のいずれかに該当すること。 

 

（１）当該非上場会社が連結子会社であること。 
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行為の内容 軽微基準 備  考 

い）の適用を受けて上場する

場合（吸収分割に限る。） 

 

● 同等の効果をもたらすと

認められる行為を含む。 

ただし、当該連結子会社が、行為決定日（※

２）以前３年間（※３）において、非上場会社

（連結子会社（※４）を除く。）と上記イ～リの

行為若しくは非上場会社（連結子会社（※４）を

除く。）との共同による株式移転その他これらと

同等の効果をもたらすと認められる行為（※５）

を行っていないこと又は行うことについて当該連

結子会社の業務執行を決定する機関が決定してい

ないことを要する。 

 

（２）当該非上場会社の直前連結会計年度（末日）に

おける連結総資産額、連結売上高、連結経常利益

金額（※６）が、それぞれ当該上場会社からの事

業の承継の対象となった資産の額、当該対象と

なった部門等における売上高に相当すると認めら

れる額、当該対象となった部門等における経常利

益金額に相当すると認められる額未満であること

（※７）。（吸収分割の場合に限る。） 

ただし、当該上場会社が、行為決定日（※２）

以前３年間（※３）に当該非上場会社（その関係

会社を含む。）との間でイ～リの行為若しくは当該

非上場会社との共同による株式移転その他これら

と同等の効果をもたらすと認められる行為（※

５）を行っていないこと又は行うことについてそ

の業務執行を決定する機関が決定していないこと

を要する。 

 

● 過去に実施した吸収合併等（１～５の行為）に係る実質的存続性審査の結果、上記イ～リ以外で特に継続して経過

をみる必要があると東証が認めた行為（例えば、商号の変更、連結子会社の異動、連結子会社への非上場会社からの

事業の譲受け等）は、イ～リの行為と「同等の効果をもたらすと認められる行為」とする。 
 

※ 上記軽微基準は、適時開示上の軽微基準とは異なるものですので注意してください。適時開示の要否については、

別途、適時開示に関する説明箇所を参照してください。 

 

 

 

（参考）実質的存続性審査に係る詳細審査の概要 

上記の実質的存続性審査に係る軽微基準に該当しない場合には、さらに詳細な審査を行うこととなりま

すが、当該審査においては、上場会社（（３）及び（４）を除き、その企業グループを含む。）に関する

次に掲げる事項を総合的に勘案して、上場会社の実質的存続性の有無を確認することとしています。 
 

（１）経営成績及び財政状態 

（２）役員構成及び経営管理組織（事業所の所在地を含む。） 

（３）株主構成 

（４）商号又は名称 

（５）その他当該行為により上場会社に大きな影響を及ぼすと認められる事項 
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上場優先出資証券の発行者は、原則として他の上場会社と同様に適時開示を行うことが義務付けられて

います。この場合、本ガイドブックに記載している語句等について、「上場会社」とあるのは「優先出資

証券発行者」と、「取締役会」とあるのは「協同組織金融機関理事会」と、「代表取締役」とあるのは

「協同組織金融機関を代表すべき役員」と、また「株式」とあるのは「優先出資」と読み替えるなど上

場規程に基づく所要の読替えを行ってください。 

また、上場優先出資証券の発行者は、他の上場会社と同様の適時開示を行うことに加えて、「普通出資

の総口数の増加を伴う事項」について適時開示を行うことが義務付けられています。 
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○ 普通出資の総口数の増加を伴う事項 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場優先出資証券の発行者の業務執行を決定する機関が、「普通出資の総口数の増加を伴う事項」を

行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４０２条第１号ａｉ】 
 

※ 内部者取引規制上の重要事実とは範囲が異なる場合があります。 

 

〔開示に関する注意事項〕 

〇 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項（太字）を掲記し、開示・記載上の注意（細字）を参照のうえ、投資

者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資

者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．増資に関する主な内容 

・ 増加する普通出資口数、発行価額、発行価額の総額、募集方法等を記載する。 

ｂ．増資を行う理由 

ｃ．優先出資者の持分の希薄化に対する考え方 

ｄ．希薄化防止策との関係 

ｅ．今後の見通し 

・ 今後の方針等がある場合は、その内容を記載する。 

ｆ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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上場外国会社の適時開示等に 

関する実務上の取扱い 
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〔１〕適時開示実務上の取扱い 
上場外国会社（東証に上場している外国株券等（外国株券又は外国株預託証券等をいう。以下同じ。）

の発行者をいう。以下同じ。）は、上場内国会社と同様に、上場規程第４０２条から第４０５条までに

定める事実について開示することが義務付けられています。加えて、上場規程第４０７条に基づき、会

社制度に関する本国の法令等の変更など上場外国会社のみに開示が義務付けられている開示項目もあり

ます。 
 

ただし、上場外国会社にあってはその本国における開示制度等も様々であることから、統一的な取扱

いをすることが必ずしも適当ではないと考えられる場合もあります。また、最近においては、外国株券

の東証への単独上場や外国株預託証券の上場等、上場形態が多様化しています。上場規程では、上場外

国会社に対する東証の規則の適用にあたっては、上場外国会社の本国等における法制度、実務慣行等を

勘案するものとしています。 

【上場規程第７条】 

 

○ 上場会社の決定事実            【上場規程第４０２条第１号】 

○ 上場会社の発生事実            【上場規程第４０２条第２号】 

○ 上場会社の決算情報            【上場規程第４０４条】 

○ 上場会社の業績予想、配当予想の修正等   【上場規程第４０５条】 

○ 子会社等の情報              【上場規程第４０３条】 

○ 上場外国会社のみ開示が義務付けられる情報 【上場規程第４０７条】 

・ 株主（上場外国株預託証券等の所有者を含む。）又は会社の業績に重大な影響を与える会社制度に関す

る本国の法令等の変更 

・ 外国において発生した上場外国株券等又は上場外国株券に係る権利を表示する外国株預託証券等の流

通に重大な影響を与える事実 

・ 上記のほか、上場外国株預託証券等に係る預託契約等の変更又は終了その他の上場外国株預託証券等

に関する権利等に重大な影響を与える事項を決定した場合又は当該権利等に重大な影響を与える事実 

※ 法定開示において英文開示を行っている上場外国会社は、これらの規定の適用にあたっては、「有価

証券届出書」を「外国会社届出書」、「有価証券報告書」を「外国会社報告書」、「半期報告書」を「外国

会社半期報告書」、「内部統制報告書」を「外国会社内部統制報告書」、「臨時報告書」を「外国会社臨時

報告書」と読み替えてください。 

※ 上場外国会社が、有価証券報告書・半期報告書の提出期限延長申請に係る承認に関し、開示府令第１

５条の２の２第５項又は開示府令第１８条の２第５項の規定に基づいて当該承認に係る申請の理由につ

いて消滅又は変更がなかった旨の書面を関東財務局長に提出した場合には、「有価証券報告書・半期報

告書の提出期限延長に関する承認申請書の提出」の適時開示項目の「開示事項の経過」として、その旨

の開示を行うようにしてください（有価証券報告書等の提出期限延長申請等については、「第２編第１

章 33．有価証券報告書・半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書の提出」、「第２編第２章 23．

有価証券報告書・半期報告書の提出期限延長申請に係る承認等」の項目を参照してください。）。 

※ 東証を主たる市場とする上場外国会社は、「第２編第３章 決算短信等」の記載内容に沿って決算情

報等の開示を行うようにしてください。なお、決算短信（添付資料）に記載を要請している事項のうち

「会計基準の選択に関する基本的な考え方」については記載する必要はありません。 
 

〔子会社等・孫会社の定義について〕 
 

○ 「子会社等」とは、金商法第１６６条第５項に規定する「子会社」をいい、上場外国会社（東

証が必要と認める者に限る。）にあっては、その子会社、関連会社その他の東証が必要と認める者

をいいます。 

○ 「孫会社」とは、金商法施行令第２９条第２号に規定する孫会社をいい、上場外国会社（東証

が必要と認める者に限る。）にあっては、その子会社等の子会社等をいいます。 
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〔資本下位会社等に相当する会社に係る情報の適時開示〕 
 

・ 東証が必要と認める場合には、資本下位会社等に係る情報についても、東証が定める決定事実

及び発生事実等について開示を行うようにしてください。 

・ 資本下位会社等とは、人的関係会社及び資本的関係会社のうち、上場外国会社が実質的に支配

又は保有している会社に相当する会社を指します。 

・ また、例えば中国企業においては、いわゆる規制業種において、資本下位会社等に相当する会

社が多数存在し、上場外国会社、子会社及び資本下位会社等との間において、その多くの場合が

複雑な契約関係になっているといわれています。このような場合、契約内容の変更如何によって

は、上場外国会社に多大な影響を及ぼすことが考えられることから、当該変更についても開示を

行うようにしてください。 
 

 

 

１．会社制度に関する本国の法令等の変更 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場外国会社は、株主（上場外国株預託証券等の所有者を含む｡）又は会社に重大な影響を与える本

国の法令等の変更があった場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４０７条第１項第１号】 
 

 

（注）株主（上場外国株預託証券等の所有者を含む｡）又は会社の業績に重大な影響を与える会社制度に関

する本国の法令等の変更に該当する場合としては、例えば、株式の譲渡制限や企業の国有化等の事実

の発生などが考えられます。 

 

〔開示に関する注意事項〕 

〇 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項を掲記し、投資者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載して

ください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事

項も記載してください。 

 

ａ．本国の法令等の変更の内容 

ｂ．本国の法令等の変更が株主又は会社の業績に及ぼす影響 

ｃ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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２．外国において発生した上場外国株券等又は外国株預託証券等の流通に重大な影響を与

える事実 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場外国会社は、外国において上場外国株券等又は上場外国株券に係る権利を表示する外国株預託証

券等の流通に重大な影響を与える事実が発生した場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けら

れています。 

【上場規程第４０７条第１項第２号】 
 

 

（注）外国において発生した上場外国株券等又は上場外国株券に係る権利を表示する外国株預託証券等の流

通に重大な影響を与える事実に該当する場合としては、例えば、非上場会社による自社の株券等に対

する公開買付け、東証以外の取引所における上場廃止の原因となる事実の発生などが考えられます。 

 

〔開示に関する注意事項〕 

〇 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項を掲記し、投資者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載して

ください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事

項も記載してください。 

 

ａ．当該事実の内容 

ｂ．当該事実が上場外国株券等又は外国株預託証券等の流通に与える影響 

ｃ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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３．上場外国株預託証券等に関する権利等に重大な影響を与える決定事実又は発生事実 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場外国株預託証券等の発行者が、「上場外国株預託証券等に係る預託契約の変更又は終了その他の

上場外国株預託証券等に関する権利等に重大な影響を与える事項を決定した場合」又は「当該権利等に

重大な影響を与える事実が発生した場合」は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４０７条第２項】 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

〇 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項を掲記し、投資者が会社情報を適切に理解・判断できるよう記載して

ください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事

項も記載してください。 

 

ａ．当該事項又は事実の内容 

ｂ．当該事項又は事実が上場預託証券等に関する権利等に与える影響 

ｃ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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〔２〕株式事務等の取扱い 
 

１．上場外国会社における本邦内代理人・情報取扱責任者の選任 
 

〔本邦内における会社の代理人の選任〕 

上場外国会社は、本邦内に住所又は居所を有する者であって、東証との関係において一切の行為につ

き当該上場外国会社を代理又は代表する権限を有する者を本邦内代理人として選定することが義務付け

られています。 

本邦内代理人は、原則として当該上場外国会社の役職員から選定することが義務付けられていますが、

役職員からの選定が困難な場合には、東証の承認する者を選定することができます。 

【上場規程第４２６条】 

 

〔東証を主たる市場とする上場外国会社等〕 

東証を主たる市場とする上場外国会社は、株主の多くが日本国内に分布すると考えられることから、

円滑な連絡・照会等のため、原則として、日本国内において、取締役・執行役又はこれに準ずる役職の

方から「情報取扱責任者」を選任し、東証に届け出ることが義務付けられています。 

「情報取扱責任者」は、東証との連絡窓口となるほか、重要な会社情報の社内管理や適時開示を担当

していただくことになります。 

なお、情報取扱責任者は、東証との間で円滑な連絡体制が確保できる場合には、上場外国会社の本国

等に居住することも可能です。詳細については、事前に東証に相談してください。 

【上場規程第４１７条】 

 

 

２．名義書換取扱所等の設置 
上場転換社債型新株予約権付社債券を発行する上場外国会社は、上場転換社債型新株予約権付社債券に

係る新株予約権の行使事務取扱所又は取次所を東京都中央区、千代田区、港区又は東証の定める場所の

いずれかに設置することが義務付けられています。 

【上場規程第４２３条】 

 

３．適切な株式事務及び配当金支払事務の確保 
上場外国会社は、以下に掲げる外国株券等実質株主に対する株式事務及び配当金の支払事務が適切に行

われることを確保することが義務付けられています。 
 

（１）日本語により、剰余金の配当、新株予約権の付与その他株主の権利又は利益に関する上場外国会

社（上場外国株預託証券等の発行者である場合には、上場外国株預託証券等に係る預託機関等を含

む。）による措置に係る通知を行うこと。 
 

※ 通知は、東証の承認を得て、本邦内における公告（上場内国株券の発行者が行う公告に準じ

て行うものとする。）、株式事務取扱機関等に備え置く方法その他東証が定める方法により行う

ことができるものとしています。 
 

（２）日本語により、年次報告書、半期報告書、四半期報告書等の事業報告書（半期報告書は四半期報

告書をもって代えることができる。）の通知を行うこと。 
 

※ 当該報告書は、東証が定めるところにより、要約して作成することや、他のもので代替する

ことができるものとしています。 
 

なお、上場外国会社が株主に対して当該通知を行わない場合は、これらの通知を行う必要はありませ

ん。 
 

【上場規程第４２５条】 
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４．権利確定のための期間又は期日の届出及び公告 
上場外国会社は、議決権を行使する者、配当若しくは株式の割当てを受ける者その他株主として権利を

行使すべき者を確定するために、一定の期間又は期日を定める場合（上場外国株預託証券等の発行者で

ある場合には、上場外国株預託証券等に係る預託機関等が当該外国株預託証券等に関して権利を行使す

べき者を確定するために一定の期間又は期日を定める場合）には、当該期間又は期日をその２週間前

（当該上場外国会社の本国等において要する届出及び公告の期限が当該期間又は期日の前２週間に満た

ない場合は、当該期限前）に東証に届け出ることとし、かつ、日本国内において日本語により公告する

ことが義務付けられています。ただし、以下の場合は、日本国内における日本語による公告を省略する

ことができます。 
 

（１）株主総会における議決権を行使する者を確定するために一定の期間又は期日を定める場合の当該

期間又は期日の公告。ただし、議決権を行使するために必要な書類が当該総会開催日前に実質株主

に交付される場合に限ります。 

（２）配当を受ける者を確定するための一定の期間又は期日があらかじめ定められている場合の当該期

間又は期日の公告 

（３）本邦内において行使することが不可能又は著しく困難な権利のうち、特にその経済的価値が低い

と東証が認めたものを行使する者を確定するために一定の期間又は期日を定める場合の当該期間又

は期日の公告 

（４）公告すべき内容に相当する内容について東証が定める方法により開示した場合の当該内容の公告 
 

※ 当該届出内容は、Ｔａｒｇｅｔ等に掲載されます。 

（ＵＲＬ https://portal.arrowfront.jp/target/x/tselcs/webportal/top.html） 

※ 一定の期間又は期日は、記名式の株券を発行している上場外国会社の場合には、株主名簿の閉鎖期間又

は基準日、無記名式の株券を発行している上場外国会社の場合には、株券供託期間、配当金支払日等を

いいます。 

ただし、上場外国株預託証券等の発行者である場合には、上場外国株預託証券等に関しこれらに準ずる

期間又は期日をいいます。 

※ 公告は、上場内国会社が行う公告に準じて行うこととしてください。 
 

【上場規程第４３０条】 

 

 

５．上場外国株預託証券等に係る預託機関等に関する決定の届出 
上場外国株預託証券等の発行者は、上場外国株預託証券等に係る預託機関等が、当該上場外国株預託証

券等に表示される権利に係る外国株券につき配当又は新株予約権その他の権利が付与された場合におい

て、当該外国株預託証券等に関する当該権利等の処理について決定を行ったときには、直ちに東証に届

け出ることが義務付けられています。 

【上場規程第４３１条】 
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〔日本取引所グループウェブサイト上での開示による公告の省略〕 

 

・ 上場外国会社の日本国内における公告は、日本取引所グループウェブサイトの所定サイトで公

告すべき内容を開示すれば、当該公告を省略できます。 

（所定サイトのＵＲＬ：https://www.jpx.co.jp/equities/products/foreign/notice/） 

 

・ 日本取引所グループウェブサイトにおいて公告すべき内容を開示するための具体的な手順は、

以下のとおりです 

（以下の説明では、所定サイトにおける開示日は、便宜的にＴ日としています。） 

 

○ 株主総会における議決権を行使する者を確定する場合の公告 
 

□Ｔ日の１週間前まで 

： ＴＤｎｅｔにおいて、「定時株主総会開催日等について○月○日（Ｔ日）に日本

取引所グループウェブサイトの所定サイトで開示する旨」を開示。 
 

□Ｔ日 

： 日本取引所グループウェブサイトの所定サイトにおいて、「定時株主総会開催日

等」（株主総会開催日、基準日等及びその時点で議案が既に定まっていれば、議案

の内容）について記載するようにしてください（当該開示時点で議案が定まって

いない場合は、後日、追加開示をしてください。）。また、ＴＤｎｅｔにおいても

同様の開示を行ってください。 

 

※ 上場外国会社は、株主総会招集通知書及びその添付書類等を発送する場合（株式事務取扱機関

等に据え置く場合を含む）には、その発送日までに電磁的方法により東証に提出するとともに、

当該書類を東証が公衆の縦覧に供することに同意するものとします。 

※ 配当若しくは株式の割当てを受ける者その他株主として権利を行使すべき者を確定するための

基準日等は、上場外国会社から提出される通知書を基に、取引参加者等に対して事務連絡を行っ

ていますが、投資情報拡充の観点から、日本取引所グループウェブサイトの所定サイトにおいて

も当該連絡の内容を掲載します。 
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〔３〕企業行動規範の取扱い 
上場外国会社については、企業行動規範の遵守すべき事項のうち、上場規程第４３２条（第三者割当に

係る遵守事項）、第４３３条（流通市場に混乱をもたらすおそれのある株式分割等の禁止）、第４３４条

（ＭＳＣＢ等の発行に係る遵守事項）、第４３６条（上場外国会社における議決権行使を容易にする環境

整備。その発行する上場外国株券等が東証を主たる市場とする上場外国会社に限る。）、第４４０条（買

収への対応方針の導入に係る遵守事項）、第４４１条（ＭＢＯの開示に係る遵守事項）、第４４１条の２

（支配株主との重要な取引等に係る遵守事項）、第４４２条（内部者取引の禁止）、第４４３条（反社会

的勢力の排除）、第４４４条（流通市場の機能又は株主の権利の毀損行為の禁止）の各条が適用されます。

また、望まれる事項のうち、第４４５条の３（コーポレートガバナンス・コードの尊重）、第４４９条

（内部者取引等の未然防止に向けた体制整備）、第４５０条（反社会的勢力排除に向けた体制整備）、第

４５２条（決算内容に関する補足説明資料の公平な提供）の各条が適用されます。なお、適用にあたっ

ては、当該上場外国会社の本国等における法制度、実務慣行等を勘案するものとしていますので、取扱

いその他について東証まで相談してください。 

「上場外国会社における議決権行使を容易にする環境整備」以外の規範の詳細については、「第３編第

１章 企業行動規範の概要」を参照してください。 

 

 

１．上場外国会社における議決権行使を容易にする環境整備 
東証上場外国会社（東証を主たる市場とする上場外国会社に限る。）は、株主総会の招集をする場合に

は、日本語で記載された指図書（＊１）及び外国株券等実質株主が議決権行使の指示を行うために十分

な内容を記載した参考書類（＊２）を、原則として、当該株主総会の日の２週間前までに、外国株券等

実質株主に対して発送することが義務付けられています。 

なお、適用にあたっては、当該上場外国会社の本国等における法制度、実務慣行等を勘案するものとし

ますので、取扱いその他については東証まで相談してください。 
 

（＊１）外国株券等実質株主が議決権行使の指示を行うための書面をいう。 

（＊２）議決権行使の指示について参考となるべき事項を記載した書類をいう。 
 

【上場規程第４３６条】 

 

 

２．企業行動規範への対応及び報告義務 
東証は、企業行動規範の遵守すべき事項の規定に違反したと認める場合は、上場外国会社に対し違反行

為の公表措置、上場違約金の徴求、改善報告書・改善状況報告書の徴求、特別注意銘柄への指定など、

その実行性を確保するための措置を講ずることができることを定めています。 

 
 

なお、上場外国会社は、以下の場合には、東証に報告することが義務付けられています。 

 

・ 上場外国会社（東証を主たる市場とする上場外国会社に限る。）が議決権行使を容易にする環境

整備に係る企業行動規範に違反した場合 
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〔４〕提出書類の取扱い 
 

１．コーポレート・ガバナンスに関する報告書 
東証を主たる市場とする上場外国会社は、上場内国会社と同様、コーポレート・ガバナンスに関する考

え方等を記載したコーポレート・ガバナンスに関する報告書を提出するとともに、内容に変更が生じた

場合には、遅滞なく変更内容について記載した書面を提出することが義務付けられています。 

なお、提出を受けたコーポレート・ガバナンスに関する報告書は、日本取引所グループウェブサイトに

掲載されます。 

 

〔記載内容の概要〕 

（１）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の上場会社に

関する基本情報（支配株主を有する場合は、当該支配株主との取引等を行う際における少数株主の

保護の方策に関する指針を含む。） 

（２）経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の

状況及び当該体制を選択している理由 

（３）株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

（４）内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況（反社会的勢力排除に向けた体制整

備に関する内容を含む。） 

（５）その他取引所が必要と認める事項 

【上場規程第４１９条、施行規則第４１５条】 

 

※ 記載に際しては、本国の法制度等を勘案することとします。 

 

 

２．外国会社届出書等の提出に関する通知書 
上場外国会社は、外国会社届出書等（金融商品取引業等に関する内閣府令（平成１９年内閣府令第５２

号）第１１７条第１項第２５号に規定する外国会社届出書等をいう。）を初めて内閣総理大臣等に提出す

ることを決定した場合には、その旨及び当該外国会社届出書等の提出時期を記載した書面を、決定後速

やかに当取引所に提出することが義務付けられています。 

なお、外国会社届出書等を提出している旨の情報は、日本取引所グループウェブサイトに掲載されます。 

（https://www.jpx.co.jp/equities/products/foreign/en-disclosure/） 

【施行規則第４２４条】 

 

※ 既に外国会社届出書等を提出している上場外国会社が、外国会社届出書等を提出しないことを決定し

た場合には、その旨及び有価証券届出書等（日本語による法定開示書類）の提出時期を当取引所まで

ご連絡くださいますようお願いいたします。 
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○ 上場無議決権株式、上場議決権付株式又は上場優先株等に係る株式の内容その他のス

キームの変更 
 

（１）上場規程に基づく開示義務 

上場無議決権株式、上場議決権付株式（複数の種類の議決権付株式を発行している会社が発行するも

のに限る。）又は上場優先株等（子会社連動配当株を除く。）の発行者の業務執行を決定する機関が、

「上場無議決権株式、上場議決権付株式又は上場優先株等に係る株式の内容その他のスキームの変更」

を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 

【上場規程第４０２条第１号ａｏ】 
 

 

〔開示に関する注意事項〕 

〇 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「第１編第２章 適時開示に関する実務要領」も確認し

てください。 

 

〔その他の注意事項〕 

〇 上記スキームの変更により、当該スキームが株主の権利を尊重するものといえなくなった場合には、

「株主の権利の不当な制限」に該当するものとして、上場廃止となる可能性があります（上場規程第

６０１条第１項第１５号、施行規則第６０１条第１２項）。 

 

 

（２）開示事項及び開示・記載上の注意 

開示資料には、所定の開示事項を掲記し、開示・記載上の注意を参照のうえ、投資者が会社情報を適

切に理解・判断できるよう記載してください。また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適

切に理解・判断するために必要な事項も記載してください。 

 

ａ．スキーム変更の目的 

ｂ．スキーム変更の内容 

ｃ．スキーム変更の日程 

ｄ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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〔１〕提出書類の概要

１．上場会社が東証に提出する書類 

（１）金商法に基づき提出する書類 

金商法により上場会社に作成及び内閣総理大臣への提出が義務付けられている法定開示書類の中に

は、その写しを東証へ提出することが法律上義務付けられている書類がありますが、ＥＤＩＮＥＴを

通じて提出している場合には、書面の写しを提出する必要はありません。ただし、システムトラブル

等の事由により、ＥＤＩＮＥＴを通じた提出が行えず、書面により提出する場合には、東証にも当該

書類を提出してください。 

なお、次の書類についてはＥＤＩＮＥＴを通じて提出している場合においても、上場規程に基づき 

その写しを東証へ提出することが義務付けられています。 

・有価証券通知書

・発行登録通知書

※目論見書を同時に作成する場合は、目論見書は書面により提出してください。

（２）上場規程に基づき提出する書類 

上場会社は、上場規程で定めるところにより、東証に対して書類の提出等を行うことが義務付けら

れています。また、上場会社は、東証が正当な理由に基づき請求する書類を遅滞なく提出することが

義務付けられており、当該書類のうち東証が必要と認める書類については公衆の縦覧に供されること

となります。 

【上場規程第４２１条等】 

具体的な提出書類については、後掲「〔２〕内国株式関係の提出書類一覧」を参照してください。 

なお、上場会社が、上場規程に基づく書類の提出等を適正に行わなかった場合において、改善の必

要性が高いと認めるときは、上場会社に対して書類の提出等に係る改善報告書の提出を求めることが

ありますので、十分に留意してください。 

【上場規程第５０６条及び第５０７条】 
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２．書類の提出時期 

東証に提出する書類には、上場会社の決算期に応じて毎年定期的に提出する書類と、上場会社のコーポ

レートアクションに応じて提出が必要となる書類があります。 

決算期に応じて毎年定期的に提出する書類の提出時期については、下表を参照してください。 

また、コーポレートアクションに応じて提出が必要な書類の提出時期については、後掲「〔２〕．内国株式

関係の提出書類一覧」の「提出時期」を参照してください。 

（参考：３月期決算の会社の開示・提出書類等に係る年間スケジュール例） 

月 日 開示・提出書類 開示・提出方法等 

４月 下旬 定時株主総会アンケート（※

２） 

アンケート画面の専用ＵＲＬ（４月上旬頃、通知

にてＵＲＬを提供） 

５月 原則、期末後４５日以内

（※３） 

決算短信 ＴＤｎｅｔ（適時開示資料を作成・提出する） 

期末後２か月以内 株券等の分布状況表（※４） Ｔａｒｇｅｔ（書類を提出する→定期提出書類） 

電磁的な方法による提供日

まで 

株主総会資料 ＴＤｎｅｔ（縦覧書類を作成・提出する） 

発送日まで 株主総会招集通知 ＴＤｎｅｔ（縦覧書類を作成・提出する） 

変更が生じる日の２週間前

まで 

独立役員届出書 ＴＤｎｅｔ（縦覧書類を作成・提出する） 

６月 ２５日まで 決算発表予定日通知 Ｔａｒｇｅｔ（書類を提出する→定期提出書類） 

総会後遅滞なく コーポレート・ガバナンス報

告書

ＴＤｎｅｔ（縦覧書類を作成・提出する） 

期末後３か月以内 支配株主等に関する事項など

（※５）

ＴＤｎｅｔ（適時開示資料を作成・提出する） 

７月 - - - 

８月 １５日頃 東証から年間上場料等の請求

書を送付（支払期日９月末） 

Ｔａｒｇｅｔ（東証からの連絡に掲載。請求書は

ＰＤＦ形式。） 

原則、期末後４５日以内

（※３） 

第１四半期決算短信 ＴＤｎｅｔ（適時開示資料を作成・提出する） 

９月 ２５日まで 決算発表予定日通知 Ｔａｒｇｅｔ（書類を提出する→定期提出書類） 

10月 - - - 

11月 原則、期末後４５日以内

（※３） 

第２四半期（中間期）決算短

信 

ＴＤｎｅｔ（適時開示資料を作成・提出する） 

12月 ２５日まで 決算発表予定日通知 Ｔａｒｇｅｔ（書類を提出する→定期提出書類） 

１月 - - - 

２月 １５日頃 東証から年間上場料等の請求

書を送付（支払期日３月末） 

Ｔａｒｇｅｔ（東証からの連絡に掲載。請求書は

ＰＤＦ形式。） 

原則、期末後４５日以内

（※３） 

第３四半期決算短信 ＴＤｎｅｔ（適時開示資料を作成・提出する） 

３月 ２５日まで 決算発表予定日通知 Ｔａｒｇｅｔ（書類を提出する→定期提出書類） 

※１ このほか、潜在株式がある場合（権利行使期間中の新株予約権等がある場合又は転換可能期間中の優先株等があ

る場合）には、毎月「上場株式数報告」の提出が必要です。 

提出が必要な会社には、毎月最終営業日の夕刻にＴａｒｇｅｔのトップ画面の「未提出書類」に「上場株式数報

告」を提供します。提出時期は提供された後から７日まで（１月と５月は１０日頃まで）です。 

※２ 定時株主総会アンケートについては、３月期決算会社のみが対象となります。

※３ 期末後４５日目が休日にあたる場合は、その翌営業日までをいいます。

※４ 有価証券報告書に記載される大株主の状況に係る基準日が事業年度末日と異なる場合は、分布状況の判明後遅滞

なく提出してください。 

※５ 開示が必要な会社のみ。詳細は「第２編第５章 その他の情報」を参照してください。
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３．書類の提出方法 

東証への書類の提出方法には、提出する書類に応じて、①Ｔａｒｇｅｔにより提出するもの、②ＴＤｎｅ

ｔにより提出するもの、③郵送等により書面を提出するものがあります。 

それぞれの具体的な操作方法等は以下のとおりです。書類ごとの提出方法については、後掲「〔２〕内国株

式関係の提出書類一覧」の「提出方法」を参照してください。 

提出方法 具体的な操作方法・留意事項等 

① Ｔａｒｇｅｔによる提出

Ｔａｒｇｅｔ 

（直接入力） 

Ｔａｒｇｅｔ「書類を提出する」画面から直接入力して提出いただきます。 

・「Ｔａｒｇｅｔ」のメニュー「書類を提出する」画面の提出したい書類名の提出ボタン

を押下し、入力画面に必要事項を入力のうえ、提出してください。 

Ｔａｒｇｅｔ 

（直接入力） 

※東証提供後

適時開示情報等をもとに東証から提供する入力フォームの画面に直接入力して提出いた

だきます。 

・「Ｔａｒｇｅｔ」トップ画面の「未提出書類」から該当書類のタイトルを押下し、入力

画面に必要事項を入力のうえ、提出してください。 

※ 当該書類については、提出が必要な都度、東証で適時開示情報等を確認のうえで

ご提供しますので、平時は表示されません。

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

Ｔａｒｇｅｔ又は日本取引所グループウェブサイトからフォーマットをダウンロードし

て必要事項を入力し、ＰＤＦ化して提出いただきます。ただし、一部の書類にはフォー

マットがありませんので、その場合は、お手持ちの書類をＰＤＦ化して提出いただきま

す。 

・以下の掲載場所からフォーマットをダウンロードし、必要事項を入力してください。

その後、入力したファイルをＰＤＦ化したうえで、提出ボタンを押下し、ＰＤＦファ

イルをアップロードし、提出してください。フォーマットがない書類については、「Ｔ

ａｒｇｅｔ」のメニュー「書類を提出する」画面の提出ボタンを押下し、お手持ちの

書類のＰＤＦファイルを提出してください。

・フォーマットがＥｘｃｅｌの場合は、ＰＤＦ化せず、必要事項を入力したＥｘｃｅｌ

ファイルを提出してください。

・社印、代表者印及び代表者の原本証明は不要です。

[フォーマット掲載場所]

・「Ｔａｒｇｅｔ」のメニュー「書類を提出する」

※ 提出したい書類名のフォーマットボタンを押下してください。

・日本取引所グループウェブサイト ＵＲＬ：

https://www.jpx.co.jp/rules-participants/rules/doc/domestic-stock/index.html 

（規則・取引参加者 ― 制度・規則 ― 提出書類等 ― 内国株式関係提出書類） 

② ＴＤｎｅｔによる提出

ＴＤｎｅｔ 

（縦覧書類の登録） 

ＴＤｎｅｔにより、コーポレート・ガバナンス報告書、定款などの公衆縦覧書類を登録

して提出いただきます。 

・「ＴＤｎｅｔオンライン登録サイト」のメニュー「縦覧書類を作成・提出する」画面の

提出したい資料名等の提出ボタンを押下し、表題や開示指定日時、担当者情報、公開

項目などの必要事項を入力又は選択のうえ、対象書類をアップロードし、提出してく

ださい。 

※ ご提出にあたっては、後掲＜ＴＤｎｅｔ（縦覧書類の登録）での提出に係る留意

事項＞を参照してください。

・社印、代表者印及び代表者の原本証明は不要です。

③ 郵送等による提出

書面 

郵送等により、目論見書などの書類を提出いただきます。 

・東証上場部宛に郵送等により提出してください。

〒１０３－８２２０ 東京都中央区日本橋兜町２番１号 東京証券取引所 上場部宛
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＜ＴＤｎｅｔ（縦覧書類の登録）での提出に係る留意事項＞ 

［各縦覧書類に共通する留意事項］ 

・ＴＤｎｅｔにご登録いただくと、当日からＴＤｎｅｔＤＢＳ等を通じて報道機関等に掲載されるほか、

翌日から日本取引所グループウェブサイト上の「東証上場会社情報サービス」の「上場会社詳細」に

おいて公衆縦覧されます。

・システム処理の関係上、夜間・休日に登録された書類は提出が完了せず、再提出が必要となることが

あります。このため、夜間・休日の登録はご遠慮ください。

（開示指定日時を指定しない「コーポレート・ガバナンス報告書」「定款」及び「株主総会招集通知」

は、これには該当しません。）

・書類を登録いただいた後、独立役員届出書、法定事前・事後開示書類の写し、譲渡報告に関する確約

書の写し、株式の譲渡に関する報告書等については、東証の上場会社担当者が提出完了のための処理

を行います。その際、原則として連絡等は行いませんが、形式的な不備や内容について確認すべき事

項等が認められる場合には電話連絡をいたします。なお、登録処理の状況はＴＤｎｅｔオンライン登

録サイトのホーム画面上、提出済開示情報一覧の「状態」欄でご確認いただけます（東証側での処理

が完了しますと、ステータスが「開示待」となります。）。

・開示指定日時を指定する書類については、当日の９時～１７時の時間帯でご指定ください。１７時ま

での指定が難しい場合には、東証の上場会社担当者にご相談ください。また、翌日以降の時刻を指定

して登録することはできませんのでご留意ください。

［縦覧書類ごとの表題、公開項目、開示指定日時等の入力方法］ 

①コーポレート・ガバナンス報告書 

表題 入力不要（自動で付与されます） 

公開項目 入力不要（自動で付与されます） 

開示指定日時 入力不要（提出後３０分で自動的に縦覧に供されます。） 

※日本取引所グループウェブサイト上の掲載は翌日以降

最終更新日 コーポレート・ガバナンス報告書の最終更新日を入力 

※コーポレート・ガバナンス報告書の記載要領等については、「第５編 東証への提出書類 〔４〕コーポレー

ト・ガバナンスに関する報告書」を参照してください。

②独立役員届出書 

表題 「独立役員届出書」と入力 

公開項目 「独立役員届出書」を選択 

開示指定日時 提出日（平日）の９時～１７時 

※日本取引所グループウェブサイト上の掲載は翌日

※独立役員届出書の記載上の留意事項等については、「第３編第 1 章 企業行動規範の概要 【独立役員の確保に

係る実務上の留意事項】」を参照してください。

③定款 

表題 入力不要（自動で付与） 

公開項目 入力不要（自動で付与） 

開示指定日時 入力不要（提出後３０分で自動的に縦覧。） 

※日本取引所グループウェブサイト上の掲載は翌日

最終更新日 定款の効力発生日を入力 

④株主総会招集通知／株主総会資料 

表題 株主総会招集通知（アクセス通知）に加え、株主総会資料の提出も必要です。ただ

し、株主総会資料について、株主総会招集通知の記載事項も全て網羅する形で一体的

な資料を作成した場合は、当該株主総会資料のみの提出で足ります。 
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この場合は、株主総会資料及び株主総会招集通知の記載事項が網羅されていることが

分かる表題を入力 

（例）「20XX年定時株主総会招集通知及び株主総会資料」 

（英語の書類の場合は）「Notice of 20XX Annual General Meeting and Meeting 

Materials」 

※株主総会招集通知と株主総会資料について記載事項の異なる別個の資料として作成

した場合は、それぞれ個別に提出が必要となります。

この場合は、それぞれの表題を入力

（例）株主総会招集通知については、「20XX年定時株主総会招集通知」

（英語の書類の場合は）「Notice of 20XX Annual General Meeting」 

株主総会資料については、「20XX年定時株主総会資料」 

（英語の書類の場合は）「20XX Annual General Meeting Materials」 

公開項目 入力不要（自動で付与） 

総会種別 総会種別を選択 

総会基準日 株主総会の基準日を入力 

電子提供措置開始

日／招集通知発送

日 

株主総会招集通知については株主宛の発送日、株主総会資料については電磁的な方法

による提供日を入力 

取引所における縦

覧開始日 

取引所における縦覧開始日を入力 

※提出日の翌日以降、株主総会招集通知については発送日までの日付（提出日と発送

日が同日の場合、発送日の翌日の日付）、株主総会資料については電磁的な方法による

提供日までの日付（提出日と提供日が同日の場合、提供日の翌日の日付）を入力

※取引所における縦覧開始日に報道機関等に配信及び日本取引所グループウェブサイ

トへ掲載

総会開催日 株主総会の開催日を入力 

⑤法定事前開示書類の写し、法定事後開示書類の写し 

表題 「法定事前開示書類（“組織再編行為等”※）（“組織再編等の相手方会社名”）」又は 

「法定事後開示書類（“組織再編行為等”※）（“組織再編等の相手方会社名”）」と入力 

（※）株式併合、株式交換、株式移転、株式交付、合併、会社分割、全部取得条項付

種類株式の全部の取得、特別支配株主による株式等売渡請求に係る承認のいず

れかを記入してください。 

公開項目 「会社法上の事前開示書類」又は「会社法上の事後開示書類」を選択 

開示指定日時 提出日（平日）の９時～１７時 

※日本取引所グループウェブサイト上の掲載は翌日

留意事項 提出日にＴＤｎｅｔＤＢＳに掲載されるため、本店備置の始期を勘案の上登録をお願

いします。また、適時開示より前に公衆縦覧されることがないよう、登録に際しては

ご留意ください。 

⑥譲渡報告に関する確約書の写し、株式の譲渡に関する報告書 

表題 （第三者割当増資の場合） 

・譲渡報告に関する確約書の写し

「第三者割当に係る株式譲渡報告確約書（新株式）」と入力

・株式の譲渡に関する報告書

「第三者割当に係る株式譲渡報告書（新株式）」と入力

（第三者割当による自己株式の処分の場合） 

・譲渡報告に関する確約書の写し

「第三者割当に係る株式譲渡報告確約書（自己株式）」と入力

・株式の譲渡に関する報告書

「第三者割当に係る株式譲渡報告書（自己株式）」と入力

（第三者割当による種類株式等の発行の場合） 

・譲渡報告に関する確約書の写し

「第三者割当に係る株式譲渡報告確約書（種類株式）」と入力
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・株式の譲渡に関する報告書

「第三者割当に係る株式譲渡報告書（種類株式）」と入力

公開項目 「募集株式の第三者割当てに係る確約書・譲渡通知書等」を選択 

開示指定日時 提出日（平日）の９時～１７時 

※日本取引所グループウェブサイト上の掲載は翌日

留意事項 公衆縦覧されますので、割当先又は譲渡先が個人である「譲渡報告に関する確約書の

写し」及び「株式の譲渡に関する報告書」を登録する場合、住所は市区町村までとし

てください。 
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〔２〕内国株式関係の提出書類一覧 

以下に掲げる表は、上場規程に基づき上場会社が東証に提出すべき書類を一覧でまとめたものです。 

〔凡例〕 

規……上場規程 

施……施行規則 

令……金商法施行令 

※１ 監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社である上場会社は、提出書類一覧の「決議後直ちに」又は「決議

後速やかに」との表現を、それぞれ「決定後直ちに」、「決定後速やかに」と読み替えてください。 

※２ 「開示資料で代用可」とは、上場規程に基づきＴＤｎｅｔにより開示した資料において東証が定める所定の内容が

記載されている場合には、当該開示資料の開示により当該書類の提出に代えることが認められることをいいます。 

１．株主総会関係 

（１）定時株主総会 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

株主総会招集通知及び株主総会資料 発送日（招集通

知）又は電磁的

な方法による提

供日（株主総会

資料）までに 

施４２０条① ＴＤｎｅｔ（縦

覧書類の登録） 

※１ 提出後、上場会社が指定した日に公衆の縦覧に供されます。公衆縦覧されるウェブサイト（東証上場会社情報サー

ビス）を株主総会資料の電子提供措置において利用する場合、その留意点を上場会社ナビに掲載しておりますの

で、参照してください。 

※２ 電磁的な方法による提供開始後に、株主総会資料を修正し、修正した旨及び修正前の事項を記載した資料について

電子提供措置をとる場合、当該資料についても東証への提出が必要です。 

※３ 定款変更に係る決議を行う場合は「１０．定款変更関係」の項目を参照してください。

※４ 定款上に定時株主総会に係る基準日の定めが無い場合又は定款上の定めとは異なる日を定時株主総会に係る基準日

として設定した場合は、「４．（１）定時株主総会の議決権」の項目を参照してください。 

（２）臨時株主総会 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

① 臨時株主総会に係る基準日等に関する通知書

※ Ｔａｒｇｅｔでは、会社情報等（臨時株主総会）。

決議後直ちに 施４１８条(６) Ｔａｒｇｅｔ 

（直接入力） 

② 株主総会招集通知及び株主総会資料 発送日（招集通

知）又は電磁的

な方法による提

供日（株主総会

資料）までに 

施４２０条① ＴＤｎｅｔ（縦

覧書類の登録） 

※１ ②については、提出後、上場会社が指定した日に公衆の縦覧に供されます。公衆縦覧されるウェブサイト（東証上

場会社情報サービス）を株主総会資料の電子提供措置において利用する場合、その留意点を上場会社ナビに掲載し

ておりますので、参照してください。 

※２ ②については、電磁的な方法による提供開始後に、株主総会資料を修正し、修正した旨及び修正前の事項を記載し

た資料について電子提供措置をとる場合、当該資料についても東証への提出が必要です。 

※３ 定款変更に係る決議を行う場合は「１０．定款変更関係」の項目を参照してください。
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２．定期的に提出する書類 

（１）株券等の分布状況表 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

株券等の分布状況表 

※ Ｔａｒｇｅｔでは、定期提出書類（株券等の分布状況表（様

式１））。

事業年度経過後

２か月以内で判

明後遅滞なく 

施４２３条① Ｔａｒｇｅｔ 

（直接入力） 

※ 有価証券報告書に記載される大株主の状況に係る基準日（以下「株主等基準日」という。）が事業年度の末日と異なる

場合は、株主等基準日経過後２か月以内で判明後遅滞なく、株主等基準日時点の分布状況について提出ください。

（２）決算発表予定日の通知 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

決算発表予定日通知 

※ Ｔａｒｇｅｔでは、定期提出書類（決算発表予定日入力（本

決算、第１～第３、その他））。

※参照 規４２１条② Ｔａｒｇｅｔ 

（直接入力） 

※ 本決算日、第１・２・３四半期末日の属する月の２５日まで。

（３）上場株式数報告書 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

上場株式数報告書（月間報告） 翌月初 

（７日まで） 

施４２１条①

(１) 

Ｔａｒｇｅｔ 

（直接入力） 

※東証提供後

※ 行使請求期間中の新株予約権、転換社債型新株予約権付社債又は優先株等がある場合に提出してください。ただし、

新株予約権の行使に際し、全て自己株式により充当する場合（新株予約権の権利行使に関する通知」の「権利行使に

伴う新株式発行の有無」において「無」を選択し報告された場合）には提出不要となります。

３．新株式発行等関係 

（１）「３．の（２）～（１２）」において発行登録を行う場合 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

① 発行登録目論見書（発行登録仮目論見書及び訂正事項分を含

む。） １部

※ ＥＤＩＮＥＴでこれに相当するものを提出した場合は不

要。

作成後直ちに 施４１７条(２) 

等 

書面 

② 発行登録追補目論見書 １部

※ ＥＤＩＮＥＴでこれに相当するものを提出した場合は不

要。

作成後直ちに 〃 書面 

③ 発行登録通知書の写し（変更通知書の写しを含む。）

※ 発行登録書の提出を要しない場合のみ。

内閣総理大臣等

に提出後直ちに 

〃 Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

④ 発行登録取下届出書の写し 〃 〃 開示資料で 

代用可 

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

⑤ 需要状況の調査開始通知書

※ 発行登録後、新株式の発行等に係る開示に先立って需要

状況の調査を開始する場合のみ。

決定後直ちに 〃 Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

※１ 「３．（８）預託証券の募集又は売出し」において発行登録を行う場合は、上記①～⑤に係る根拠条文を施４１８条

(７)と読み替え、「３．（１０）新株予約権の無償割当て」において発行登録を行う場合は、それぞれ、上記①・②

に係る根拠条文を規４２１条②と、③～⑤に係る根拠条文を施４１７条(３)の２と読み替えます。 

※２ 「３．（１０）新株予約権の無償割当て」において発行登録を行う場合は、上記⑤に係る提出書類を「需要状況又は

権利行使の見込みの調査開始通知書」と読み替えます。 
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（２）公募増資 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

① 取締役会決議通知書

※ 軽微基準に該当し、開示を行わない場合のみ。

決議後直ちに 施４１７条(１) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

② 目論見書（届出仮目論見書及び訂正事項分を含む。） １部

※ ＥＤＩＮＥＴで有価証券届出書を提出した場合は不要。

作成後直ちに 〃 書面 

③ 安定操作取引関係者リストの写し

※ 安定操作取引を行うことになる場合のみ。

安定操作取引可

能期間の初日の

前日まで（令第

２２条第２項か

ら第４項） 

〃 Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

④ 安定操作取引委託者通知書

※ 令第２０条第３項第５号に該当する者を定める場合の

み。

〃 施４１８条(８) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

⑤ 元引受契約を締結する金融商品取引業者通知書

※ 有価証券届出書が提出されている場合は不要。

〃 施４１８条(９) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

⑥ 発行価格通知書

算式表示方式による場合は、これに代えて次のａ．及びｂ．

の通知書

ａ．算式表示による発行価格通知書 

ｂ．発行価格の確定値通知書 

※ 軽微基準に該当し、開示を行わない場合のみ。

決定後直ちに 

〃 

確定後直ちに 

〃 

〃 

〃 

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

⑦ 発行新株式数確定日に関する通知書

※ 価格決定時に発行新株式数が未確定の場合のみ。

決定後直ちに 規４２１条② Ｔａｒｇｅｔ 

（直接入力） 

※東証提供後

⑧ 有価証券通知書の写し（変更通知書の写しを含む。）

※ 有価証券届出書の提出を要しない場合のみ。

内閣総理大臣等

に提出後 

遅滞なく 

施４１７条(１) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

※ 同時に第三者割当増資の決議を実施した場合には、第三者割当増資に係る書類の提出が必要となります。

（３）株主割当増資 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

① 目論見書（届出仮目論見書及び訂正事項分を含む。） １部

※ ＥＤＩＮＥＴで有価証券届出書を提出した場合は不要。

作成後直ちに 規４２１条② 書面 

② 安定操作取引関係者リストの写し

※ 安定操作取引を行うことになる場合のみ。

安定操作取引可

能期間の初日の

前日まで（令第

２２条第２項か

ら第４項） 

〃 Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

③ 安定操作取引委託者通知書

※ 令第２０条第３項第５号に該当する者を定める場合の

み。

〃 施４１８条(８) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

④ 元引受契約を締結する金融商品取引業者通知書

※ 有価証券届出書が提出されている場合は不要。

〃 施４１８条(９) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

⑤ 有価証券上場申請書

※ 発行日決済取引を行う場合のみ。

権利落日の 

３週間前まで 

規３０１条① Ｔａｒｇｅｔ 

（直接入力） 

※東証提供後

⑥ 発行新株式数確定通知書 確定後直ちに 規４２１条② Ｔａｒｇｅｔ 

（直接入力） 

※東証提供後

⑦ 有価証券通知書の写し（変更通知書の写しを含む。）

※ 有価証券届出書の提出を要しない場合のみ。

内閣総理大臣等

に提出後 

遅滞なく 

施４１７条(１) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 
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（４）第三者割当増資（普通株式の発行）（株式報酬としての株式の発行に係る募集の場合を除く。） 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

① 取締役会決議通知書

※ 軽微基準に該当し、開示を行わない場合のみ。

決議後直ちに 施４１７条(１) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

② 目論見書（届出仮目論見書及び訂正事項分を含む。） １部

※ ＥＤＩＮＥＴで有価証券届出書を提出した場合は不要。

作成後直ちに 〃 書面 

③ 発行新株式数確定日に関する通知書

※ オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者

割当を行う場合のみ。

確定後直ちに 規４２１条② Ｔａｒｇｅｔ 

（直接入力） 

※東証提供後

④ 有価証券通知書の写し（変更通知書の写しを含む。）

※ 有価証券届出書の提出を要しない場合のみ。

内閣総理大臣等

に提出後 

遅滞なく 

施４１７条(１) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

⑤ 安定操作取引関係者リストの写し

※ 割当先が５０名以上の場合であって、安定操作取引を行

うことになるときのみ。

※ その他必要な場合は、「安定操作取引委託者通知書」及び

「元引受契約を締結する金融商品取引業者通知書」を提

出する。

安定操作取引可

能期間の初日の

前日まで（令第

２２条第２項か

ら第４項） 

〃 Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

⑥ 譲渡報告に関する確約書の写し 株式の割当後 

直ちに 

施４２９条② ＴＤｎｅｔ（縦

覧書類の登録） 

⑦ 株式の譲渡に関する報告書 第三者からの 

報告後直ちに 

施４３０条 ＴＤｎｅｔ（縦

覧書類の登録） 

⑧ 割当先が反社会的勢力と関係がないことを示す確認書 作成後直ちに 

（決議日の前営

業日まで） 

施４１７条(１) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

⑨ 支配株主との取引状況等に関する報告書

※ 第三者割当に該当し、かつ、当該第三者割当によって支

配株主異動が生ずる場合のみ。

事業年度の末日

から１年を経過

するごと（３年

以内に限る） 

規６０１条① 

(６) 

施６０１条⑥

(３) 

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

（５）株式の売出し 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

① 取締役会決議通知書

※ 軽微基準に該当し、開示を行わない場合のみ。

決議後直ちに 施４１７条(１) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

② 目論見書（届出仮目論見書及び訂正事項分を含む。） １部

※ ＥＤＩＮＥＴで有価証券届出書を提出した場合は不要。

作成後直ちに 〃 書面 

③ 安定操作取引関係者リストの写し

※ 安定操作取引を行うことになる場合のみ。

安定操作取引可

能期間の初日の

前日まで（令第

２２条第２項か

ら第４項） 

〃 Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

④ 安定操作取引委託者通知書

※ 令第２０条第３項第５号に該当する者を定める場合の

み。

〃 施４１８条(８) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

⑤ 元引受契約を締結する金融商品取引業者通知書

※ 有価証券届出書が提出されている場合は不要。

〃 施４１８条(９) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

⑥ 売出価格通知書

算式表示方式による場合は、これに代えて次のａ．及びｂ．

の通知書

ａ．算式表示による売出価格通知書 

ｂ．売出価格の確定値通知書 

※ 軽微基準に該当し、開示を行わない場合のみ。

決定後直ちに 

〃 

確定後直ちに 

〃 

〃 

〃 

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

⑦ 有価証券通知書の写し（変更通知書の写しを含む。） 内閣総理大臣等

に提出後 

遅滞なく 

施４１７条(１) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 
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※ 開示を行わない売出し（金商法第２条第４項第１号に掲げる場合に該当するものに限る。）について、当該売出しが

取締役会等の業務執行を決定する機関による決定を伴わない場合には、当該売出しの内容（価格、株数及び受渡期日

等）を記載した書類の提出が必要となります。

（６）自己株式処分に係る募集（株式報酬としての自己株式処分に係る募集の場合を除く。） 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

① 取締役会決議通知書

※ 軽微基準に該当し、開示を行わない場合のみ。

決議後直ちに 施４１７条(１) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

② 目論見書（届出仮目論見書及び訂正事項分を含む。） １部

※ ＥＤＩＮＥＴで有価証券届出書を提出した場合は不要。

作成後直ちに 〃 書面 

③ 有価証券通知書の写し（変更通知書の写しを含む。）

※ 有価証券届出書の提出を要しない場合のみ。

内閣総理大臣等

に提出後 

遅滞なく 

〃 Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

④ 処分株式数確定通知

※ 失権等により処分株式数が変更になった場合のみ。

確定後直ちに 規４２１条② 開示資料で 

代用可 

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

⑤ 譲渡報告に関する確約書の写し

※ 第三者割当の場合のみ。

株式の割当後 

直ちに 

施４２９条② ＴＤｎｅｔ（縦

覧書類の登録） 

⑥ 株式の譲渡に関する報告書

※ 第三者割当の場合のみ。

第三者からの 

報告後直ちに 

施４３０条 ＴＤｎｅｔ（縦

覧書類の登録） 

⑦ 割当先が反社会的勢力と関係がないことを示す確認書

※ 第三者割当の場合のみ。

作成後直ちに 

（決議日の前営

業日まで） 

施４１７条(１) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

⑧ 支配株主との取引状況等に関する報告書

※ 第三者割当に該当し、かつ、当該第三者割当によって支

配株主異動が生ずる場合のみ。

事業年度の末日

から１年を経過

するごと（３年

以内に限る） 

規６０１条① 

(６) 

施６０１条⑥

(３) 

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

（７）株式報酬としての株式の発行に係る募集（自己株式処分に係る募集を含む。） 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

① 取締役会決議通知書

※ 軽微基準に該当し、開示を行わない場合のみ。

決議後直ちに 施４１７条(１) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

② 目論見書（届出仮目論見書及び訂正事項分を含む。） １部

※ ＥＤＩＮＥＴで有価証券届出書を提出した場合は不要。

作成後直ちに 〃 書面 

③ 有価証券通知書の写し（変更通知書の写しを含む。）

※ 有価証券届出書又は臨時報告書の提出を要しない場合の

み。

内閣総理大臣等

に提出後 

遅滞なく 

〃 Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

④ 処分株式数確定通知

※ 自己株式の処分の場合であって、失権等により処分株式

数が変更になった場合のみ。

確定後直ちに 規４２１条② 開示資料で 

代用可 

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

⑤ 支配株主との取引状況等に関する報告書

※ 第三者割当に該当し、かつ、当該第三者割当によって支

配株主異動が生ずる場合のみ。

事業年度の末日

から１年を経過

するごと（３年

以内に限る） 

規６０１条① 

(６) 

施６０１条⑥

(３) 

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

※１ 株式報酬としての株式の発行に係る募集又は自己株式処分に係る募集を行う場合としては、以下の場合が想定され

ます。 

・ 上場会社又は関係会社の役員、会計参与又は使用人（以下「役員等」という。）に対して役務提供の対価として

付与された金銭債権の払込みを受けることにより、株式を発行する場合又は自己株式の処分を行う場合（当該

役員等が退任又は退職している場合を含む。）

・ 上場会社が、役員等に役務提供の対価として又は従業員持株会に対して株式を交付することを目的として役員

等を受益者とした信託を設定し、当該信託の受託者に対して株式を発行する場合又は自己株式の処分を行う場

合
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※２ ①については、専用の様式「株主報酬としての株式の発行・自己株式の処分に関する通知書」を用い、必要事項を

記載してください。 

（８） 預託証券の募集又は売出し

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

① 取締役会決議通知書 決議後直ちに 施４１８条(７) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

② 安定操作取引関係者リストの写し

※ 安定操作取引を行うことになる場合のみ。

安定操作取引可

能期間の初日の

前日まで（令第

２２条第２項か

ら第４項） 

〃 Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

③ 安定操作取引委託者通知書

※ 令第２０条第３項第５号に該当する者を定める場合の

み。

〃 施４１８条(８) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

④ 元引受契約を締結する金融商品取引業者通知書

※ 有価証券届出書が提出されている場合は不要。

〃 施４１８条(９) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

⑤ 発行価格（売出価格）通知書 決定後直ちに 〃 開示資料で 

代用可 

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

⑥ 目論見書（届出仮目論見書及び訂正事項分を含む。） １部

※ ＥＤＩＮＥＴで有価証券届出書を提出した場合は不要。

作成後直ちに 施４１８条(７) 書面 

⑦ 有価証券上場申請書

※ 新株式の発行がある場合のみ。

払込期日の 

３週間前まで 

（決議後） 

規３０１条② Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

（９） 新株予約権の発行（ストック・オプションとしての発行を含む。）

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

① 取締役会決議通知書

※ 軽微基準に該当し、開示を行わない場合のみ。

決議後直ちに 施４１７条(１) Ｔａｒｇｅｔ 

（Ｅｘｃｅｌ 

提出） 

② 有価証券通知書の写し（変更通知書の写しを含む。）及びその

添付書類

※ 有価証券届出書又は臨時報告書の提出を要しない場合の

み。

内閣総理大臣等

に提出後 

遅滞なく 

〃 Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

③ 目論見書（届出仮目論見書及び訂正事項分を含む。） １部

※ ＥＤＩＮＥＴで有価証券届出書を提出した場合は不要。

作成後直ちに 〃 書面 

④ 安定操作取引関係者リストの写し

※ 安定操作取引を行うことになる場合のみ。

安定操作取引可

能期間の初日の

前日まで（令第

２２条第２項か

ら第４項） 

〃 Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

⑤ 安定操作取引委託者通知書

※ 令第２０条第３項第５号に該当する者を定める場合の

み。

〃 施４１８条(８) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

⑥ 元引受契約を締結する金融商品取引業者通知書

※ 有価証券届出書が提出されている場合は不要。

〃 施４１８条(９) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

⑦ 発行価格通知書

算式表示方式による場合は、これに代えて次のａ．及びｂ．

の通知書

ａ．算式表示による発行価格通知書 

ｂ．発行価格の確定値通知書 

※ 軽微基準に該当し、開示を行わない場合のみ。

決定後直ちに 

〃 

確定後直ちに 

〃 

〃 

〃 

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 
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提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

⑧ 新株予約権の権利行使に関する通知

※ 当該予約権の権利行使に際し、全て自己株式を充当する

場合のみ。

権利行使期間の

初日の属する月

の２０日まで 

規３０１条② 

規４２１条② 

Ｔａｒｇｅｔ 

（直接入力） 

※東証提供後

⑨ 新株予約権の内容その他条件の変更内容説明の通知書

※ 発行後に権利行使価額等の変更を行った場合のみ。

確定後直ちに 施４１８条 

(１０) 

開示資料で 

代用可 

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

⑩ 新株予約権の消滅に関する報告書

※ 行使請求期間開始前に新株予約権が消滅した場合のみ。

判明後 

速やかに 

規４２１条② 開示資料で 

代用可 

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

⑪ 割当先が反社会的勢力と関係がないことを示す確認書

※ 第三者割当の場合のみ。

作成後直ちに 

（決議日の前営

業日まで） 

施４１７条(１) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

⑫ 支配株主との取引状況等に関する報告書

※ 第三者割当に該当し、かつ、当該第三者割当によって支

配株主異動が生ずる場合のみ。

事業年度の末日

から１年を経過

するごと（３年

以内に限る） 

規６０１条① 

(６) 

施６０１条⑥

(３) 

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

（１０）新株予約権の無償割当て 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

① 目論見書（届出仮目論見書及び訂正事項分を含む。） １部

※ ＥＤＩＮＥＴで有価証券届出書を提出する場合又は法令

に基づいて目論見書の作成を要しない場合は不要。

作成後直ちに 規４２１条② 書面 

② 有価証券通知書の写し（変更通知書を含む。）

※ 有価証券届出書の提出を要しない場合のみ。

内閣総理大臣等

に提出後 

遅滞なく 

施４１７条(３) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

③ 有価証券上場申請書（新株予約権証券）

※ 新株予約権証券の上場を申請する場合のみ。

上場申請日 規３０１条① Ｔａｒｇｅｔ 

（直接入力） 

※東証提供後

④ 確約書

※ 新株予約権証券の上場を申請する場合のみ。

〃 規３０４条② Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

⑤ 増資の合理性に係る審査結果を記載した書面

※ 新株予約権証券の上場を申請する場合であって、増資の

合理性に係る評価手続きとして取引参加者による増資の

合理性に係る審査を実施したときのみ。

〃 施３０６条②

(１) 

〃 

⑥ 株主の意思確認の結果について記載した書面

※ 新株予約権証券の上場を申請する場合であって、増資の

合理性に係る評価手続きとして株主総会決議などによる

株主の意思確認を実施したときのみ。

意思確認手続き

終了後直ちに 

施３０６条②

(２) 

〃 

⑦ 新株予約権発行数確定通知書 確定後直ちに 規３０１条① 

規４２１条② 

〃 

⑧ 新株予約権の権利行使に関する通知

※ 当該予約権の権利行使に際し全て自己株式を充当する場

合のみ。

権利行使期間の

初日の属する月

の２０日まで 

規３０１条② Ｔａｒｇｅｔ 

（直接入力） 

※東証提供後

⑨ 新株予約権の行使報告

※ 上場している新株予約権証券の数が１,０００単位未満と

なった場合及び１単位未満となった場合のみ。

確認後直ちに 施４２１条①

(２) 

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

⑩ 新株予約権の内容その他条件の変更内容説明の通知書

※ 発行後に権利行使価額等の変更を行った場合のみ。

確定後直ちに 施４１８条 

(１０) 

〃 

⑪ 上場廃止同意書

※ 新株予約権証券が上場している場合のみ。

上場廃止の 

３週間前まで 

規４２１条② Ｔａｒｇｅｔ 

（直接入力） 

※東証提供後

※ 新株予約権証券の上場を希望される場合は、事前に東証上場部に相談してください。
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（１１）転換社債型新株予約権付社債の発行 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

① 取締役会決議通知書

※ 軽微基準に該当し、開示を行わない場合のみ。

決議後直ちに 施４１７条(１) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

② 目論見書（届出仮目論見書及び訂正事項分を含む。） １部

※ ＥＤＩＮＥＴで有価証券届出書を提出した場合は不要。

作成後直ちに 〃 書面 

③ 発行価格通知書（新株予約権の条件等に関する通知書）

算式表示方式による場合は、これに代えて次のａ．及びｂ．

の通知書

ａ．算式表示方式による発行価格通知書（算式表示方式に

よる新株予約権の条件等に関する通知書） 

ｂ．発行価格の確定値通知書（新株予約権の条件等の確定

に関する通知書） 

決定後直ちに 

〃 

確定後直ちに 

施４１８条(９) 

〃 

〃 

開示資料で 

代用可 

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

〃 

〃 

④ 安定操作取引関係者リストの写し

※ 安定操作取引を行うことになる場合のみ。

安定操作取引可

能期間の初日の

前日まで（令第

２２条第２項か

ら第４項） 

施４１７条(１) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

⑤ 安定操作取引委託者通知書

※ 令第２０条第３項第５号に該当する者を定める場合の

み。

〃 施４１８条(８) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

⑥ 元引受契約を締結する金融商品取引業者通知書

※ 有価証券届出書が提出されている場合は不要。

〃 施４１８条(９) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

⑦ 割当先が反社会的勢力と関係がないことを示す確認書

※ 第三者割当の場合のみ。

作成後直ちに 

（決議日の前営

業日まで） 

施４１７条(１) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

⑧ 支配株主との取引状況等に関する報告書

※ 第三者割当に該当し、かつ、当該第三者割当によって支

配株主異動が生ずる場合のみ。

事業年度の末日

から１年を経過

するごと（３年

以内に限る） 

規６０１条① 

(６) 

施６０１条⑥

(３) 

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

※ 転換社債型新株予約権付社債の上場を希望される場合は、事前に東証上場部に相談してください。

（１２）種類株式等の発行 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

① 取締役会決議通知書

※ 軽微基準に該当し、開示を行わない場合のみ。

決議後直ちに 施４１７条(１) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

② 目論見書（届出仮目論見書及び訂正事項分を含む。） １部

※ ＥＤＩＮＥＴで有価証券届出書を提出した場合は不要。

作成後直ちに 〃 書面 

③ 安定操作取引関係者リストの写し

※ 安定操作取引を行うことになる場合のみ。

安定操作取引可

能期間の初日の

前日まで（令第

２２条第２項か

ら第４項） 

〃 Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

④ 安定操作取引委託者通知書

※ 令第２０条第３項第５号に該当する者を定める場合の

み。

〃 施４１８条(８) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

⑤ 元引受契約を締結する金融商品取引業者通知書

※ 有価証券届出書が提出されている場合は不要。

〃 施４１８条(９) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

⑥ 優先株等発行価格通知書 決定後直ちに 〃 開示資料で 

代用可 

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 
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提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

⑦ 転換の条件に関する通知書 決定後直ちに 〃 開示資料で 

代用可 

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

⑧ 譲渡報告に関する確約書の写し

※ 第三者に割り当てる場合で、発行後２年以内に普通株へ

の転換請求期間が開始する場合のみ。

株式の割当後 

直ちに 

施４２９条② ＴＤｎｅｔ（縦

覧書類の登録） 

⑨ 株式の譲渡に関する報告書

※ 第三者に割り当てる場合で、発行後２年以内に普通株へ

の転換請求期間が開始する場合のみ。

第三者からの 

報告後直ちに 

施４３０条 ＴＤｎｅｔ（縦

覧書類の登録） 

⑩ 割当先が反社会的勢力と関係がないことを示す確認書

※ 第三者割当の場合のみ。

作成後直ちに 

（決議日の前営

業日まで） 

施４１７条(１) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

⑪ 支配株主との取引状況等に関する報告書

※ 第三者割当に該当し、かつ、当該第三者割当によって支

配株主異動が生ずる場合のみ。

事業年度の末日

から１年を経過

するごと（３年

以内に限る） 

規６０１条① 

(６) 

施６０１条⑥

(３) 

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

※１ ⑧及び⑨については、上場株券等への転換が行われる株式を発行する場合のみ提出が必要となります。

※２ 種類株式等の上場を希望される場合は、事前に東証上場部に相談してください。

（１３）株式無償割当て 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

発行新株式数確定通知書 

※ 決議時に増加する株式数が確定していない場合のみ。

確定後直ちに 規４２１条② Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

（１４）株式分割 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

増加新株式数確定通知書 

※ 決議時に増加する株式数が確定していない場合のみ。

確定後直ちに 規４２１条② Ｔａｒｇｅｔ 

（直接入力） 

※東証提供後

（１５）株式併合 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

① 端数処理により株主に交付することが見込まれる金銭の額に

関する見解を記載した書面（当事会社以外の算定機関作成の

もの）

※ 上場廃止となる見込みがある場合のみ。

※ 株式併合が公開買付け後のいわゆる二段階買収の二段目

の手続きとして行われる場合で、端数処理により株主に

交付することが見込まれる金銭の額が公開買付け価格と

同一の価格であり、株式併合を行うことを決定する際に

改めて算定書を取得しないときを除く。

決議後 

速やかに 

規４２１条② Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

② 会社法第１８２条の２第１項に規定する書面（法定事前開示

書類）の写し

適時開示後、 

本店に備え置く 

日までに 

施４１７条(４) ＴＤｎｅｔ（縦

覧書類の登録） 

③ 減少株式数確定通知書

※ 決議時に減少する株式数が確定していない場合のみ。

確定後直ちに 規４２１条② Ｔａｒｇｅｔ 

（直接入力） 

※東証提供後

④ 会社法第１８２条の６第１項に規定する書面（法定事後開示

書類）の写し

効力発生日後 

速やかに 

施４１７条(４) ＴＤｎｅｔ（縦

覧書類の登録） 

※１ 株主総会関係書類については、「１．株主総会関係」の項目を参照してください。

※２ ②及び④については、会社法上、書類を備え置く必要がない場合は提出不要となります。
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（１６）株式交換 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

① 株式交換契約書（覚書等を含む。）の写し 契約等締結後 

直ちに 

施４１７条(６) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

② 株式交換比率に関する見解を記載した書面（当事会社以外の

算定機関作成のもの） 

※ 非上場会社を完全子会社とする株式交換を行う場合で

あって上場会社が会社法第７９６条第２項の規定の適用

（簡易組織再編）を受けるときを除く。 

作成後直ちに 〃 Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

③ 会社法第７８２条第１項又は第７９４条第１項に規定する書

面（法定事前開示書類）の写し 

適時開示後、 

本店に備え置く 

日までに 

〃 ＴＤｎｅｔ（縦

覧書類の登録） 

④ 発行（交付）株式数確定通知書 確定後直ちに 規４２１条② Ｔａｒｇｅｔ 

（直接入力） 

※東証提供後 

⑤ 会社法第８０１条第３項第３号に規定する書面（法定事後開

示書類）の写し 

交換効力発生日

後速やかに 

施４１７条(６) ＴＤｎｅｔ（縦

覧書類の登録） 

⑥ 有価証券上場廃止同意書 

※ 上場会社が、他の会社の完全子会社となる場合のみ。 

確定後 

遅滞なく 

規４２１条② Ｔａｒｇｅｔ 

（直接入力） 

※東証提供後 

※１ 株主総会関係書類については、「１．株主総会関係」の項目を参照してください。 

※２ 非上場の完全親会社の株券等についてテクニカル上場規定に係る新規上場申請が行われるときは、新規上場申請に

係る提出書類に関しては、日本取引所グループウェブサイトの「テクニカル上場の手引き」

（https://www.jpx.co.jp/regulation/public/）を参照してください。 

 

（１７）株式移転 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

① 契約書（覚書等を含む（当事会社間で株式移転に係る合意書

面を交わす場合のみ）。）の写し又は計画書の写し 

契約等締結後 

直ちに 

規４２１条② Ｔａｒｇｅｔ

（ＰＤＦ提出） 

② 株式移転比率に関する見解を記載した書面（当事会社以外の

算定機関作成のもの） 

※ 他の会社と共同して株式移転を行う場合のみ。 

作成後直ちに 

 

施４１７条(７) 

 

Ｔａｒｇｅｔ

（ＰＤＦ提出） 

③ 会社法第８０３条第１項に規定する書面（法定事前開示書

類）の写し 

適時開示後、 

本店に備え置く 

日までに 

〃 

 

ＴＤｎｅｔ（縦

覧書類の登録） 

④ 有価証券上場廃止同意書 確定後 

遅滞なく 

規４２１条② Ｔａｒｇｅｔ 

（直接入力） 

※東証提供後 

※１ 株主総会関係書類については、「１．株主総会関係」の項目を参照してください。 

※２ 非上場の完全親会社の株券等についてテクニカル上場規定に係る新規上場申請が行われるときは、新規上場申請に

係る提出書類に関しては、日本取引所グループウェブサイトの「テクニカル上場の手引き」

（https://www.jpx.co.jp/regulation/public/）を参照してください。 

 

（１８）株式交付 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

① 株式交付比率に関する見解を記載した書面（当事会社以外の

算定機関作成のもの） 

※ 非上場会社を子会社とする株式交付を行う場合であって

上場会社が会社法第８１６条の４第１項の規定の適用

（簡易組織再編）を受けるときを除く。 

作成後直ちに 施４１７条(７)

の２ 

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

② 会社法第８１６条の２第１項に規定する書面（法定事前開示

書類）の写し 

適時開示後、 

本店に備え置く 

日までに 

〃 ＴＤｎｅｔ（縦

覧書類の登録） 

③ 発行（交付）株式数確定通知書 確定後直ちに 規４２１条② Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 
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提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

④ 会社法第８１６条の１０第２項に規定する書面（法定事後開

示書類）の写し 

交付効力発生日

後速やかに 

施４１７条(７)

の２ 

ＴＤｎｅｔ（縦

覧書類の登録） 

※ 株主総会関係書類については、「１．株主総会関係」の項目を参照してください。 

 

（１９）合併 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

① 合併契約書（覚書等を含む。）の写し 契約等締結後 

直ちに 

施４１７条(８) 

 

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

② 合併比率に関する見解を記載した書面（当事会社以外の算定

機関作成のもの） 

※ 上場会社が非上場会社を吸収合併する場合であって上場

会社が会社法第７９６条第２項の規定の適用を受ける場

合(簡易組織再編)又は完全子会社と合併する場合を除

く。 

作成後直ちに 

 

〃 

 

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

③ 会社法第７８２条第１項、第７９４条第１項又は第８０３条

第１項に規定する書面（法定事前開示書類）の写し 

適時開示後、 

本店に備え置く 

日までに 

〃 

 

ＴＤｎｅｔ（縦

覧書類の登録） 

④ 発行（交付）株式数確定通知書 確定後直ちに 

 

規４２１条② 

 

Ｔａｒｇｅｔ 

（直接入力） 

※東証提供後 

⑤ 会社法第８０１条第３項第１号に規定する書面（法定事後開

示書類）の写し 

合併効力発生日

後速やかに 

施４１７条(８) 

 

ＴＤｎｅｔ（縦

覧書類の登録） 

⑥ 有価証券上場廃止同意書 

※ 上場会社が被合併会社となる場合のみ。 

確定後 

遅滞なく 

規４２１条② 

 

Ｔａｒｇｅｔ 

（直接入力） 

※東証提供後 

※１ 株主総会関係書類については、「１．株主総会関係」の項目を参照してください。 

※２ 吸収合併存続会社となる非上場会社の株券等又は新設合併設立会社の株券等についてテクニカル上場規定に係る新

規上場申請が行われるときは、新規上場申請に係る提出書類に関しては、日本取引所グループウェブサイトの「テ

クニカル上場の手引き」（https://www.jpx.co.jp/regulation/public/）を参照してください。 

 

（２０）会社分割 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

① 分割契約書（覚書等を含む。）の写し 

※ 吸収分割の場合のみ。 

契約等締結後 

直ちに 

施４１７条(９) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

② 株式割当比率に関する見解を記載した書面（当事会社以外の

算定機関作成のもの） 

※ 以下に掲げる場合 

ａ．他の上場会社と吸収分割を行う場合 

ｂ．他の上場会社と共同して新設分割を行う場合 

ｃ．非上場会社と吸収分割を行う場合（注） 

ｄ．非上場会社と共同して新設分割を行う場合（注） 

（注）上場会社が会社法第７８４条第２項、第７９６条

第２項又は第８０５条の規定の適用を受ける場合

(簡易組織再編等)又は完全子会社と会社分割を行

う場合を除く。 

作成後直ちに 

 

〃 

 

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

③ 会社法第７８２条第１項、第７９４条第１項又は第８０３条

第１項に規定する書面（法定事前開示書類）の写し 

適時開示後、 

本店に備え置く 

日までに 

〃 

 

ＴＤｎｅｔ（縦

覧書類の登録） 

④ 発行（交付）株式数確定通知書 確定後直ちに 

 

規４２１条② 

 

Ｔａｒｇｅｔ 

（直接入力） 

※東証提供後 

⑤ 会社法第７９１条第２項、第８０１条第３項第２号又は第８

１１条第２項に規定する書面（法定事後開示書類）の写し 

分割効力発生日

後速やかに 

施４１７条(９) 

 

ＴＤｎｅｔ（縦

覧書類の登録） 

※１ 株主総会関係書類については、「１．株主総会関係」の項目を参照してください。 
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※２ 新設分割設立会社等の株券等についてテクニカル上場規定に係る新規上場申請が行われるときは、新規上場申請に

係る提出書類に関しては、日本取引所グループウェブサイトの「テクニカル上場の手引き」

（https://www.jpx.co.jp/regulation/public/）を参照してください。 

 

 

４．権利の割当て 

（１）定時株主総会の議決権 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

定款に定めのない定時株主総会に係る基準日等に関する通知書 決議後直ちに 施４１８条(６) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

※ 定時株主総会関係書類については、「１．（１）定時株主総会」の項目を参照してください。 

 

（２）剰余金の配当 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

① 剰余金の配当基準日等に関する取締役会決議通知書 

※ Ｔａｒｇｅｔでは、会社情報等（剰余金の配当基準日

等）。 

※ 定款に明示した基準日とは別に、取締役会により配当基

準日を設定した場合のみ（会社法第４５４条第５項又は

第４５９条による）。 

決議後直ちに 施４１８条(６) Ｔａｒｇｅｔ 

（直接入力） 

② 臨時計算書類並びに会計監査報告及び監査報告 

※ 剰余金の配当にあたって、臨時計算書類を作成した場合

のみ。 

作成後直ちに 施４１７条(５) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

 

（３）その他の権利の割当て 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

① 基準日に関する取締役会決議通知書 決議後直ちに 施４１８条(６) Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

② 割当確定日及び内容説明の通知書 確定後直ちに 施４１８条

(２),(３) 

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

※ 株主総会関係書類については、「１．株主総会関係」の項目を参照してください。 

 

（４）基準日設定の中止 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

取締役会決議通知書 決議後直ちに 施４１８条 

(１３) 

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

 

 

５．公開買付け 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

① 買付け等の価格に関する見解を記載した書面（当事会社以外

の算定機関作成のもの） 

※ 東証に上場している株券等に対する公開買付けのうち、

以下に掲げる場合 

ａ．上場廃止となる見込みがある公開買付け 

ｂ．上場子会社に対する公開買付けを行う場合 

※ 買付け等の価格には、金商法施行令第８条第２項に規定

する買付けの価格に準ずるものを含む。 

決議後 

速やかに 

施４１７条 

(１０) 

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

② 発行（交付）株式数確定通知書 

※ 公開買付けの対価として新株式を交付する場合で、決議

時に交付する株式数が確定していない場合のみ。 

確定後直ちに 規４２１条② Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 
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６．公開買付け等に関する意見表明等 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

買付け等の価格に関する見解を記載した書面（当事会社以外の算

定機関作成のもの） 

※ 以下に掲げる場合 

① 上場廃止となる見込みがある公開買付けの場合 

② ＭＢＯの場合（公開買付者が当該上場会社の役員、当該

上場会社の役員の依頼に基づき公開買付けを行う者で

あって当該上場会社の役員と利益を共通にする者の場

合）若しくは公開買付者が当該上場会社の支配株主であ

る場合 

※ 買付け等の価格には、金商法施行令第８条第２項に規定する

買付けの価格に準ずるものを含む。 

決議後 

速やかに 

施４１７条 

(１１) 

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

 

 

７．全部取得条項付種類株式の全部の取得 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

① 全部取得の対価に関する見解を記載した書面（当事会社以外

の算定機関作成のもの） 

※ 上場廃止となる見込みがある場合のみ。 

※ 全部取得が公開買付け後のいわゆる二段階買収の二段目

の手続きとして行われる場合で、全部取得の対価が公開

買付け価格と同一の価格であり、全部取得条項付種類株

式の全部の取得を行うことを決定する際に改めて算定書

を取得しないときを除く。 

決議後 

速やかに 

施４１７条 

(１６) 

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

② 会社法第１７１条の２第１項に規定する書面（法定事前開示

書類）の写し 

※ 上場廃止となる見込みがある場合のみ。 

適時開示後、 

本店に備え置く 

日までに 

〃 

 

ＴＤｎｅｔ（縦

覧書類の登録） 

③ 有価証券上場廃止同意書 

※ 上場廃止となる場合のみ。 

確定後 

遅滞なく 

規４２１条② 

 

Ｔａｒｇｅｔ 

（直接入力） 

※東証提供後 

※ 株主総会関係書類については、「１．株主総会関係」の項目を参照してください。 

 

 

８．特別支配株主による株式等売渡請求に係る承認又は不承認 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

① 売渡対価に関する見解を記載した書面（当事会社以外の算定

機関作成のもの） 

※ 株式等売渡請求に係る承認の場合のみ。 

※ 株式等売渡請求が公開買付け後のいわゆる二段階買収の

二段目の手続きとして行われる場合で、売渡対価が公開

買付け価格と同一の価格であり、株式等売渡請求に係る

承認を行うことを決定する際に改めて算定書を取得しな

いときを除く。 

決議後 

速やかに 

施４１７条 

(１７) 

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

② 会社法第１７９条の５第１項に規定する書面（法定事前開示

書類）の写し 

適時開示後、 

本店に備え置く 

日までに 

〃 

 

ＴＤｎｅｔ（縦

覧書類の登録） 

③ 有価証券上場廃止同意書 確定後 

遅滞なく 

規４２１条② Ｔａｒｇｅｔ 

（直接入力） 

※東証提供後 
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９．有価証券報告書・半期報告書の提出期限延長申請に係る承認 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

提出期限延長に係る承認通知書の写し 受領後 

遅滞なく 

施４１９条(４)  Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

 

 

１０．定款変更関係 

（１）事業年度の末日（決算期）の変更 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

① 取締役会決議通知書 

※ Ｔａｒｇｅｔでは、会社情報等（定款変更（事業年度の 

末日の変更（決算期変更））。 

決議後直ちに 施４１８条 

(２１) 

開示資料で 

代用可 

Ｔａｒｇｅｔ 

（直接入力） 

② 変更後の定款（電磁的記録による提出） 

※ 定款変更が行われる場合のみ。 

変更後 

遅滞なく 

施４１７条 

(１４) 

ＴＤｎｅｔ（縦

覧書類の登録） 

※ 株主総会関係書類については、「１．株主総会関係」の項目を参照してください。 

 

（２）定款に定時株主総会に係る基準日を定める場合又は定款に定める定時株主総会に係る基準日を変更す

る場合 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

① 定款上の定時株主総会に係る基準日の変更に関する通知書 決議後直ちに 施４１７条 

(１４) 

開示資料で 

代用可 

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

② 変更後の定款（電磁的記録による提出） 

※ 定款変更が行われる場合のみ。 

変更後 

遅滞なく 

〃 ＴＤｎｅｔ（縦

覧書類の登録） 

※ 株主総会関係書類については、「１．株主総会関係」の項目を参照してください。 

 

（３）定款に配当基準日を定める場合又は定款に定める配当基準日を変更する場合 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

① 取締役会決議通知書 

※ Ｔａｒｇｅｔでは、会社情報等（定款変更(定款に記載さ

れた 配当基準日の変更）)。 

決議後直ちに 施４１７条 

(１４) 

開示資料で 

代用可 

Ｔａｒｇｅｔ 

（直接入力） 

② 変更後の定款（電磁的記録による提出） 

※ 定款変更が行われる場合のみ。 

変更後 

遅滞なく 

〃 ＴＤｎｅｔ（縦

覧書類の登録） 

※ 株主総会関係書類については、「１．株主総会関係」の項目を参照してください。 

 

（４）単元株式数の変更又は単元株式数の定めの廃止若しくは新設 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

① 取締役会決議通知書 

※ Ｔａｒｇｅｔでは、株式関係（単元株式数変更決議通

知）。 

決議後直ちに 施４１８条 

(２２) 

開示資料で 

代用可 

Ｔａｒｇｅｔ 

（直接入力） 

 

② 変更後の定款（電磁的記録による提出）  

 

変更後 

遅滞なく 

施４１７条 

(１４) 

ＴＤｎｅｔ（縦

覧書類の登録） 

③ 変更後の株式取扱規則 

※ 株式取扱規則の変更が行われる場合のみ。 

〃 施４１８条 

(１６) 

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

※ 株主総会関係書類については、「１．株主総会関係」の項目を参照してください。 
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（５）商号変更 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

① 取締役会決議通知書 

※ Ｔａｒｇｅｔでは、株式関係（商号変更通知）。 

決議後直ちに 施４１８条 

(２２) 

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

② 変更後の定款（電磁的記録による提出） 変更後 

遅滞なく 

施４１７条 

(１４) 

ＴＤｎｅｔ（縦

覧書類の登録） 

③ 変更後の株式取扱規則 

※ 株式取扱規則の変更が行われる場合のみ。 

〃 施４１８条 

(１６) 

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

※１ 株主総会関係書類については、「１．株主総会関係」の項目を参照してください。 

※２ 転換社債型新株予約権付社債又は優先株等が上場している場合は、当該銘柄の銘柄名変更に係る変更上場申請の提

出が必要となります。 

※３ 英文商号のみを変更する場合で、適時開示を行わない場合は、変更決定後直ちに、日本取引所グループウェブサイ

トより「英文商号変更通知」のフォーマットをダウンロードし、 Ｔａｒｇｅｔから提出してください。（ＰＤＦ提

出）。 

 

（６）本店所在地の変更 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

① 本店所在地の変更通知書 

※ Ｔａｒｇｅｔでは、会社情報等（会社基本情報（本社・

本店の移転））。 

決議後直ちに 施４１８条 

(１９) 

 

Ｔａｒｇｅｔ 

（直接入力） 

② 変更後の定款（電磁的記録による提出） 

※ 定款変更が行われる場合のみ。 

変更後 

遅滞なく 

施４１７条 

（１４） 

ＴＤｎｅｔ（縦

覧書類の登録） 

※１ 株主総会関係書類については、「１．株主総会関係」の項目を参照してください。 

※２ 本店所在地の変更に伴い、東証に届け出ている情報取扱責任者の勤務先住所や株式事務担当課の所在地が変更とな

る場合には、「１３．（２）情報取扱責任者の変更」及び「１３．（３）株式事務担当課の変更及び当該所在地の変

更」に基づき、別途書類の提出が必要になりますのでご留意ください。 

 

（７）その他の変更 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

変更後の定款（電磁的記録による提出） 変更後 

遅滞なく 

施４１７条 

(１４) 

ＴＤｎｅｔ（縦

覧書類の登録） 

※ 株主総会関係書類については、「１．株主総会関係」の項目を参照してください。 

 

 

１１．自己株式関係 

（１）自己株式の取得 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

変更後の定款（電磁的記録による提出） 

※ 取締役会決議により自己株式を取得することができる旨を定

款に定めた場合のみ。 

変更後 

遅滞なく 

 

施４１７条 

(１４) 

 

ＴＤｎｅｔ（縦

覧書類の登録） 

 

※ 株主総会決議による自己株式の取得の場合は、「１．株主総会関係」の項目を参照してください。 

 

（２）自己株式の消却 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

① 取締役会決議通知書 

※ 開示を行わない場合のみ。 

決議後直ちに 施４１８条 

(５) 

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

② 減少株式数確定通知書 

※ 決議時に減少する株式数が確定していない場合のみ。 

確定後直ちに 〃 Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

※ 株主総会関係書類については、「１．株主総会関係」の項目を参照してください。 

 

（３）自己株式処分に係る募集 

自己株式処分に係る募集については、「３．（６）自己株式処分に係る募集（株式報酬としての自己株

式処分に係る募集の場合を除く。）」の項目を参照してください。 
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１２．株式事務関係 

（１）株式事務代行機関の設置又は変更（株主名簿管理人の事務取扱場所、都内連絡所、電話番号等の変更

が行われた場合も含む。） 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

① 株主名簿管理人変更通知書 

※ Ｔａｒｇｅｔでは、会社情報等（会社基本情報（株主名

簿管理人変更））。 

決議後直ちに 

 

施４１８条 

(１７) 

 

Ｔａｒｇｅｔ 

（直接入力） 

② 変更後の株式取扱規則 

※ 株式取扱規則の変更が行われる場合のみ。 

変更後 

遅滞なく 

施４１８条 

(１６) 

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

※ 株主総会関係書類については、「１．株主総会関係」の項目を参照してください。 

 

（２）株式取扱規則の制定又は変更 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

制定又は変更後の株式取扱規則 変更後 

遅滞なく 

施４１８条 

(１６) 

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

 

 

１３．代表者等の変更 

（１）代表者（東証に対する代表者である代表取締役等）の変更 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

代表者変更通知書 

※ Ｔａｒｇｅｔでは、会社情報等（会社基本情報（代表者変

更））。 

変更事由 

発生後直ちに 

規４２１条② 

 

Ｔａｒｇｅｔ 

（直接入力） 

 

（２）情報取扱責任者の変更 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

情報取扱責任者変更通知書 

※ Ｔａｒｇｅｔでは、会社情報等（会社基本情報（情報取扱責

任者変更））。 

変更前 

なるべく早く 

規４１７条 

 

Ｔａｒｇｅｔ 

（直接入力） 

※ 届出内容には勤務先住所を含むため、本店所在地の変更に伴いご提出が必要となる場合がありますのでご留意くださ

い。 

 

（３）株式事務担当課の変更及び当該所在地の変更 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

株式事務担当課変更通知書 

※ Ｔａｒｇｅｔでは、会社情報等（会社基本情報（株式事務担

当課変更））。 

変更前 

なるべく早く 

規４２１条② Ｔａｒｇｅｔ 

（直接入力） 

※ 届出内容には株式事務担当者所在地を含むため、本店所在地の変更に伴いご提出が必要となる場合がありますのでご

留意ください。 

 

 

１４．コーポレート・ガバナンスに関する報告書の内容変更 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

コーポレート・ガバナンスに関する報告書 変更後遅滞 

なく（※） 

規４１９条 ＴＤｎｅｔ（縦

覧書類の登録） 

※ 変更内容が、上場規程第４１９条第２項に規定する「施行規則で定める事項」（資本構成及び企業属性に関する事項、

「コーポレートガバナンス・コード」に関する事項及び投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして東証が認

める事項）に関するものである場合は、変更が生じた後最初に到来する定時株主総会の日以後遅滞なく提出していた

だくことでも差し支えありません。 
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１５．独立役員届出書の内容変更 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

独立役員届出書 変更が生じる日

の２週間前まで 

施４３６条の２ ＴＤｎｅｔ（縦

覧書類の登録） 

※ 既に届出済みの独立役員が社外取締役又は社外監査役として再任する場合で、独立役員届出書の記載内容に変更がな

い場合は、提出不要です。 

 

 

１６．企業行動規範関係 

（１）書面による議決権行使等の定めに係る報告 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

書面による議決権行使等の定めに係る報告 ※に該当した 

場合直ちに 

規５０８条② Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

※ 会社法第２９８条第１項第３号に掲げる事項を定めていない又は定めないこととした場合 

 

（２）上場会社の機関に係る報告 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

上場会社の機関に係る報告 ※に該当した 

場合直ちに 

規５０８条② Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

※ ａ．取締役会、ｂ．監査役会、監査等委員会又は指名委員会等（会社法第２条第１２号に規定する指名委員会等をい

う。）、ｃ．会計監査人を置いていない又は置かないこととした場合 

 

（３）社外取締役の確保に係る報告 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

社外取締役の確保に係る報告 ※に該当した 

場合直ちに 

規５０８条② Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

※ 社外取締役（会社法第２条第１５号に規定する社外取締役をいう。）を確保していない場合又は確保しないこととした

場合 

 

（４）公認会計士等に係る報告 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

公認会計士等に係る報告 ※に該当した 

場合直ちに 

規５０８条② Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

※ 会社法上の会計監査人を、有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明等

を行う公認会計士等として選任していない場合又は選任しないこととした場合 

 

（５）業務の適正を確保するために必要な体制整備に係る報告 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

業務の適正を確保するために必要な体制整備に係る報告 ※に該当した 

場合直ちに 

規５０８条② Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

※ 上場会社の取締役、執行役又は理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他上場内

国会社の業務並びに当該上場内国会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制の

整備（会社法第３６２条第４項第６号、第３９９条の１３第１項第１号ハ若しくは第４１６条第１項第１号ホに規定

する体制の整備又はこれらに相当する体制の整備をいう。）を決定していない場合又は決定しないこととした場合 

 

（６）取締役・監査役・会計監査人・監査委員等の資格等に係る報告 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

取締役・監査役・会計監査人・監査委員等の資格等に係る報告 ※に該当した 

場合直ちに 

規５０８条② Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

※ 上場会社の取締役・監査役・会計監査人・監査委員等が会社法第３３１条、第３３５条、第３３７条又は第４００条

に基づく資格等を満たさない場合又は満たさなくなった場合 
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１７．その他上場有価証券に関する権利等に係る重要な事項 

提出書類 提出時期 根拠条文 提出方法 

取締役会決議通知書 決議後直ちに 施４１８条 

(２２) 

Ｔａｒｇｅｔ 

（ＰＤＦ提出） 

 

以 上 
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〔３〕適時開示に係る提出書類 

１．第三者割当により割り当てられた募集株式の譲渡の報告等 
上場会社が、第三者割当による募集株式の割当てを行う場合には、上場規程の定めに基づき、募集株式

の割当てを受けた者との間で、書面により以下の事項について確約すること及び当該事項の確約を証す

る書面（「第三者割当により割り当てられた株式の譲渡報告に係る確約書」）を提出することが義務付け

られています。 

・ 割当てを受けた者は、割当てを受けた日から起算して２年間において、割当てを受けた株式（以

下この条において「割当株式」という。）の譲渡を行った場合には、直ちに上場会社に書面により

その内容を報告すること。 

・ 上場会社は、割当てを受けた者が前号に掲げる期間において割当株式の譲渡を行った場合には、

直ちにその内容を東証に報告すること。 

・ 割当てを受けた者は、この項に規定する確約のための書面に記載する本項各号に掲げる内容及び

割当株式の譲渡を行った場合にはその内容が、公衆の縦覧に供されることに同意すること。 

・ その他東証が必要と認める事項

【上場規程第４２２条、施行規則第４２８条、同第４２９条】 

また、上場会社は、割当てを受けた者が上記確約に定める期間において募集株式の譲渡を行った場合に

は、「第三者割当により割り当てられた株式の譲渡に関する報告書」を提出することが義務付けられてい

ます。 

【施行規則第４３０条】 

「第三者割当により割り当てられた株式の譲渡報告に係る確約書」（写し）は、募集株式の割当て後直

ちに、「第三者割当により割り当てられた株式の譲渡に関する報告書」は、割当てを受けた者からの報告

後直ちに東証に提出するようにしてください。 

参考様式は、日本取引所グループウェブサイト又は上場会社ナビ内「適時開示に係る提出書類」より

ダウンロードできます。 

ＵＲＬ https://www.jpx.co.jp/rules-participants/rules/doc/domestic-stock/index.html 

（：規則・取引参加者－制度・規則－提出書類等－内国株式関係提出書類） 

２．第三者割当の割当先が反社会的勢力と関係がないことを示す確認書
上場会社が第三者割当を行う場合は、開示の有無にかかわらず、「割当を受ける者と反社会的勢力との

関係がないことを示す確認書」を作成後直ちに提出することが義務付けられています。 

なお、割当先のすべてが東証の上場会社、取引参加者又はその他東証が認める者である場合は、確認書

の提出は不要となります。ここでいう東証が認める者とは、国、地方公共団体又はこれに準ずる者並び

に株式報酬としての株式の発行に係る募集又は自己株式募集を行う場合の割当ての対象者を想定してい

ます。 

【上場規程第４２１条第１項、施行規則第４１７条第１号ｅ関係】 

また、本確認書の提出にあたっては、割当先の属性を示す書面を添付して提出してください。 

本確認書は、第三者割当の発行決議日の前営業日までに東証に提出するようにしてください。やむを得

ない理由により発行決議日までに提出することが困難である場合は、東証までご相談ください。 
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〔参考〕反社会的勢力の排除について 

上場会社は、上場会社が反社会的勢力の関与を受けているものとして、以下の関係を有すること

が禁止されています。 

・ 次に掲げる者のいずれかが暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる者（以下この項において

「暴力団等反社会的勢力」という。）である関係

ａ．上場会社 

ｂ．上場会社の親会社等 

ｃ．上場会社の子会社 

ｄ．上場会社の役員（取締役、会計参与（会計参与が法人であるときはその職務を行う

べき社員を含む。）、監査役、執行役（理事及び監事その他これらに準ずるものを含

む。）をいう。） 

・ 上記のほか暴力団等反社会的勢力が上場会社の経営に関与している関係

【上場規程第４４３条、施行規則第４３６条の４】 

上場会社が、上記の関係を有している事実が判明した場合において、その実態が東証の市場に対

する株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと東証が認めるときには、その上場を廃止することと

しています。 

【上場規程第６０１条第１項第１９号、施行規則第６０１条第１６項関係】 

参考様式は、日本取引所グループウェブサイト又は上場会社ナビ内「適時開示に係る提出書類」より

ダウンロードできます。 

ＵＲＬ https://www.jpx.co.jp/rules-participants/rules/doc/domestic-stock/index.html 

（：規則・取引参加者－制度・規則－提出書類等－内国株式関係提出書類） 
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３．増資の合理性に係る評価手続きに関する書面
上場会社がノンコミットメント型ライツ・オファリングに係る新株予約権証券を上場しようとする場合

には、上場会社が増資の合理性に係る評価手続きとして実施した手続きに応じて、「増資の合理性に係る

審査結果を記載した書面」又は「株主の意思確認の結果について記載した書面」のいずれかを提出する

ことが義務付けられています。 

【上場規程第３０４条第１項第２号、施行規則第３０６条第２項】 

「増資の合理性に係る審査結果を記載した書面」については上場申請日までに、「株主の意思確認の結

果について記載した書面」については意思確認手続き終了後直ちに東証に提出するようにしてください。 

参考様式は、日本取引所グループウェブサイト又は上場会社ナビ内「適時開示に係る提出書類」より

ダウンロードできます。 

ＵＲＬ https://www.jpx.co.jp/rules-participants/rules/doc/domestic-stock/index.html 

（：規則・取引参加者－制度・規則－提出書類等－内国株式関係提出書類） 

４．支配株主との取引状況等に関する報告
東証では、第三者割当により支配株主が異動した場合において、その後３年以内に支配株主との取引に

関する健全性が著しく毀損され、株主及び投資者の利益を侵害するおそれが大きいと認められるときは、

その上場を廃止することとしており、この支配株主との取引に関する健全性が著しく毀損されていると

認めるときに該当するかどうかの審査を「支配株主との取引状況等に関する報告」の内容に基づき行う

こととしています。 

上場規程第６０１条第１項第６号に定める第三者割当により支配株主が異動した場合に該当した上場

会社は、原則として、該当した日が属する事業年度の末日を経過した後及び当該末日の翌日から起算し

て１年を経過するごとに（３年以内に限る。）、各事業年度における支配株主（当該割当により交付され

た募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込みがある場合における募集株式等の割当て

を受けた者及び当該募集株式等の譲渡が行われた場合における当該募集株式等の譲渡を行った者を含む。

以下本項目この項において同じ。）との取引状況等について記載した「支配株主との取引状況等に関する

報告書」を速やかに提出することが義務付けられています。当該書面については、該当した日が属する

事業年度の末日及び事業年度末日から１年を経過するごとに、各々の事業年度末日から３か月以内に東

証に提出してください。 

【上場規程第６０１条第１項第６号、施行規則第６０１条第６項第３号】 

また、第三者割当により支配株主が異動した場合に該当した上場会社は、支配株主との取引状況等に関

し東証が必要と認めて照会を行った場合には、直ちに照会事項について正確に報告することが義務付け

られます。 

【上場規程第６０１条第１項第６号、施行規則第６０１条第６項第４号】 

なお、募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込みがある場合において、報告対象期間

に当該募集株式等を保有する者の異動があった場合には、その内容を記載した「支配株主との取引状況

等に関する報告書【別添】」を提出してください。 
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＜定期報告のイメージ図＞ 

参考様式は、日本取引所グループウェブサイト又は上場会社ナビ内「適時開示に係る提出書類」より

ダウンロードできます。 

ＵＲＬ https://www.jpx.co.jp/rules-participants/rules/doc/domestic-stock/index.html 

（：規則・取引参加者－制度・規則－提出書類等－内国株式関係提出書類） 

５．会社情報の公開に関する通知書
やむを得ない事情によりＴＤｎｅｔオンライン登録システムによらず、東証の窓口又はファクシミリ

により開示資料の提出を行う場合には、東証まで連絡してください。また、「会社情報の公開に関する

通知書」を作成して、開示資料に添付して提出してください。 

※ ＴＤｎｅｔオンライン登録の場合は不要です。

この様式は日本取引所グループウェブサイト又は上場会社ナビ内「適時開示に係る提出書類」よりダ

ウンロードできます。 

ＵＲＬ https://www.jpx.co.jp/rules-participants/rules/doc/domestic-stock/index.html 

（：規則・取引参加者－制度・規則－提出書類等－内国株式関係提出書類） 

６．情報取扱責任者変更通知書
上場会社は、取締役・執行役又はこれに準ずる役職の方から「情報取扱責任者」を選任し、東証に届

け出ることが義務付けられています。 

【上場規程第４１７条】 

情報取扱責任者は、東証との連絡窓口となるほか、重要な会社情報の社内管理や開示を担当していた

だくことになります。 

情報取扱責任者の変更の届出は、Ｔａｒｇｅｔを利用してください。 

ＵＲＬ  https://portal.arrowfront.jp/target/x/tselcs/webportal/top.html 

（「書類を提出する」→「会社基本情報（情報取扱責任者変更）」） 
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７．会社情報の公表に至る経緯に関する報告書
東証では、その開設する金融商品市場における有価証券の売買等の公正の確保を図るための調査に係

る自主規制業務を自主規制法人に委託しており、それに基づき、自主規制法人（売買審査部）では、イ

ンサイダー取引をはじめとする法令諸規則に違反する取引行為に係る売買審査を行っています。 

自主規制法人（売買審査部）では、東証から委託を受けた自主規制業務として、有価証券の売買等の

公正の確保を図るための調査のため必要があると認める場合には、上場会社に対し、会社情報の発生か

ら公表に至る経緯等について照会を行います。 

【自主規制法人業務規程第１６条第２項】 

上場会社は、自主規制業務を受託する自主規制法人が、有価証券の売買等の公正の確保を図るための

調査のため必要があると認めて、会社情報の発生から公表に至る経緯等について照会を行った場合を含

め、上場株券等の売買管理上必要と認めて照会を行った場合については、照会事項について正確に報告

することが義務付けられています。 

【上場規程第４１５条第５項、第３条第２項】 

この照会を受けた場合には、「会社情報の公表に至る経緯に関する報告書」を作成して、自主規制法

人（売買審査部）に提出してください。 

※ 照会の際に「会社情報の公表に至る経緯に関する報告書」フォーマットを送付いたします。
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〔４〕コーポレート・ガバナンスに関する報告書

上場会社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方などを記載したコーポレート・ガバナ

ンス報告書を提出するとともに、内容に変更が生じた場合（※）、遅滞なく変更内容について記載した書

面を提出することが義務付けられています。 

【上場規程第４１９条、施行規則第４１５条】 

これは、「適切なディスクロージャーに企業経営者が責任を持って取り組む意識の保持」及び「企業経

営者の独走をけん制するための独立性のある社外の人材の適切な活用」をコーポレート・ガバナンスの

充実という分野における当面の目標とし、その実現を図るため、各社のコーポレート・ガバナンスの取

組み状況を投資者によりわかりやすい形で提供する観点から導入しているものです。 

上場会社から提出されたコーポレート・ガバナンス報告書は、公衆の縦覧に供されるとともに、日本取

引所グループウェブサイト（東証上場会社情報サービス）などを通じて広く提供されています。 

※ 変更内容が、上場規程第４１９条第２項に規定する「施行規則で定める事項」（資本構成及び企業

属性に関する事項、「コーポレートガバナンス・コード」に関する事項及び投資者の投資判断に及ぼ

す影響が軽微なものとして東証が認める事項）に関するものである場合は、変更が生じた後最初に到

来する定時株主総会の日以後遅滞なく提出していただくことでも差し支えありません。 

〔報告書作成から提出までの事務フロー〕 

報告書の作成及び提出にあたっては、ＴＤｎｅｔオンライン登録サイトのＸＢＲＬ入力画面を利用して

ください。 

ＴＤｎｅｔオンライン登録サイト 

ＵＲＬ https://online.td5.arrowfront.jp/onre/ 
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コーポレート・ガバナンスに関する報告書 記載要領 

 
○ 表題等 

記載事項 記載上の注意 

□ 最終更新日 ・ 当取引所へ報告書を提出する日（ＴＤｎｅｔにおいて登録する日）を記載してくだ

さい。 

・ 当該報告書の内容が変更されたことに伴い、当該報告書を更新・再提出する場合

は、あわせて最終更新日を修正してください。 

・ 新規上場申請者は、上場承認日を記載してください。上場承認日以後、更新・再提

出する場合は、当該日を記載してください。 

□ 問合せ先 ・ 担当部署及び担当部署の電話番号（代表可）を記載してください。 

□ ＵＲＬ ・ 上場会社のウェブサイト（投資判断情報を提供しているものに限ります。）のＵＲ

Ｌを記載してください。 

（※）以下の表において各記載事項に付された項目番号は、報告書作成入力フォームの項目番号に対応しています。 

 

Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

記載事項 記載上の注意 

■１．基本的な考え方 ・ コーポレート・ガバナンスについての会社の取組みに関する基本的な方針（方針の

背景事情等を含みます。）、上場会社にとってのコーポレート・ガバナンスの目的など

について具体的かつ平易に記載してください。 

・ 上場会社にとっての株主その他のステークホルダー（株主、従業員や消費者など、

企業を取り巻くあらゆる利害関係者をいいます。）の位置付け、経営監視機能に対す

る考え方、企業グループ全体における考え方などを記載することが考えられます。 

・ コーポレートガバナンス・コード（以下、「コード」といいます。）の原則３-１（ⅱ）

の開示を行うため、本欄を利用することも考えられます。 

コード【原則３-１】 

上場会社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思決定の透明

性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点か

ら、（本コードの各原則において開示を求めている事項のほか、）以下の事項につ

いて開示し、主体的な情報発信を行うべきである。 

 

（ⅱ）本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する

基本的な考え方と基本方針 

・ 当該内容に変更があればその都度更新してください。 

（１）コードの各原則を実施し

ない理由 
・ コードの各原則のうち、実施しないものがある場合には、当該原則を実施しない理

由を記載してください。 

 

【実施しない理由の説明が必要となる各原則の範囲】 

・プライム市場の上場会社：「基本原則」・「原則」・「補充原則」 

 

・スタンダード市場の上場会社：「基本原則」・「原則」・「補充原則」 

※「原則」・「補充原則」のうち、プライム市場向けの内容については、対象外

です。 

 

・グロース市場の上場会社：「基本原則」 

 

・ 実施しない理由の説明は、コードの各原則のうち、実施しない原則を、項番等によ

り具体的に特定したうえで、どの原則に関する説明であるかを明示して記載してく

ださい。 

 

（記載例） 

【補充原則１－２④ 議決権の電子行使のための環境整備】 

 ・・・・・・原則を実施しない理由を記載・・・・・・ 
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記載事項 記載上の注意 

【補充原則３－１② 海外投資家等の比率等を踏まえた英語での情報の開示・提供の推

進】 

 ・・・・・・原則を実施しない理由を記載・・・・・・ 

【補充原則４－１０① 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の

適切な関与・助言】 

 ・・・・・・原則を実施しない理由を記載・・・・・・ 

【原則４－１１ 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】 

 ・・・・・・原則を実施しない理由を記載・・・・・・ 

 

 

・ 他の開示書類等において、コードの各原則を実施しない理由を記載している場合で

あっても、実施しない理由を必ず本欄に記載してください。 

・ 実施しない理由の説明が必要となる各原則について、全てを実施している場合に

は、本欄を非表示とするのではなく、全てを実施している旨を必ず記載してくださ

い。この場合において、グロース市場の上場会社で「基本原則」の全てを実施してい

る場合には、その旨を必ず記載してください。 

・ 「コードの各原則を実施しない」とは、将来の実施を決定している場合であっても、

報告書の提出日時点で実施していないと判断するものも含まれます。実施しない理由

の記載にあたっては、投資家との建設的な対話を充実させていく観点から、以下のポ

イントを踏まえることが考えられます。 

・ 各原則について実施していない内容を明確に示す 

※ 特に、一つの原則の中に実施している内容と実施していない内容がある場合

は、それらを明確に示すことが考えられます。 

・ 実施していない内容について、報告書の提出日時点において実施しない理由（実

施しないことが自社にとって適切である理由）を説明する 

※ 自社の個別事情（会社の業種、規模、事業特性、機関設計、会社を取り巻く環

境等）を踏まえた説明をすることが考えられます。また、コードの趣旨を実現す

るために代替手段を採用している場合には、その取組内容及び当該取組みが自

社にとって適切であると考える理由について記載することが考えられます。 

・ 今後コードを実施していく方針であるものの報告書の提出時点では実施してい

ない場合、実施に向けた具体的な検討状況を説明する 

※ 検討体制、検討手法、考慮要素、検討の進捗状況、及び実施までの具体的なス

ケジュールについて記載することが考えられます。また、実施までに経過的な取

組みを行っている場合には、その内容について記載することが考えられます。 

・ グロース市場の上場会社が、「基本原則」以外の各原則について実施しない理由を

任意に記載することも可能です。 

・ 記載内容に変更が生じた場合は、変更が生じた後最初に到来する定時株主総会の日

以後に一括して更新することが可能です。 

（２）コードの各原則に基づく

開示 

 

・ プライム市場又はスタンダード市場の上場会社は、特定の事項を開示すべきとする

原則に基づき開示を行う場合には、その内容を本欄に記載してください。 

【特定の事項を開示すべきとする原則（別添１参照）】 

原則１－４、原則１－７、補充原則２－４①、原則２－６、原則３－１、補充

原則３－１③、補充原則４－１①、原則４－９、補充原則４－１０①、補充原

則４－１１①、補充原則４－１１②、補充原則４－１１③、補充原則４－１４

②、原則５－１ 

※ 補充原則４－１０①後段及び補充原則３ー１③後段は、プライム市場向けの内

容です。 

 

・ コードの各原則に基づき開示を行う場合は、開示を行う原則を、項番等により具体

的に特定したうえで、どの原則に基づく開示であるかを明示して記載してください。 

（記載例） 

【原則１－４ 政策保有株式】 

（１）政策保有に関する方針 

 ・・・・・・・・開示項目の内容を記載・・・・・・・・ 

（２）政策保有株式にかかる検証の内容 
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記載事項 記載上の注意 

 ・・・・・・・・開示項目の内容を記載・・・・・・・・ 

（３）政策保有株式にかかる議決権行使基準  

 ・・・・・・・・開示項目の内容を記載・・・・・・・・ 

 

【補充原則２－４① 中核人材の登用等における多様性の確保】 

＜多様性の確保についての考え方＞ 

（１）女性の管理職への登用 

 ・・・・・・・・開示項目の内容を記載・・・・・・・・ 

（２）外国人の管理職への登用 

 ・・・・・・・・開示項目の内容を記載・・・・・・・・ 

（３）中途採用者の管理職への登用 

 ・・・・・・・・開示項目の内容を記載・・・・・・・・ 

（４）その他の事項（多様性の確保についての総論的な考え方を含む） 

 ・・・・・・・・開示項目の内容を記載・・・・・・・・ 

＜多様性の確保の自主的かつ測定可能な目標＞ 

（１）女性の管理職への登用 

 ・・・・・・・・開示項目の内容を記載・・・・・・・・ 

（２）外国人の管理職への登用 

 ・・・・・・・・開示項目の内容を記載・・・・・・・・ 

（３）中途採用者の管理職への登用 

 ・・・・・・・・開示項目の内容を記載・・・・・・・・ 

（４）その他の事項 

 ・・・・・・・・開示項目の内容を記載・・・・・・・・ 

＜多様性の確保の状況＞ 

（１）女性の管理職への登用 

 ・・・・・・・・開示項目の内容を記載・・・・・・・・ 

（２）外国人の管理職への登用 

 ・・・・・・・・開示項目の内容を記載・・・・・・・・ 

（３）中途採用者の管理職への登用 

 ・・・・・・・・開示項目の内容を記載・・・・・・・・ 

（４）その他の事項 

 ・・・・・・・・開示項目の内容を記載・・・・・・・・ 

＜多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針、その状況＞ 

 ・・・・・・・・開示項目の内容を記載・・・・・・・・ 

 

【原則２－６ 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】 

 ・・・・・・・・開示項目の内容を記載・・・・・・・・ 

 

【補充原則３－１③ サステナビリティについての取組み等】 

＜サステナビリティについての取組み＞ 

・・・・・・・・・開示項目の内容を記載・・・・・・・・ 

＜人的資本、知的財産への投資等＞ 

 ・・・・・・・・開示項目の内容を記載・・・・・・・・ 

 

※補充原則２－４①の開示にあたって、「女性」「外国人」「中途採用者」の管理職

への登用の３項目のうち、「自主的かつ測定可能な目標」を示さないこととする

項目がある場合には、その旨及びその理由を「中核人材の登用等における多様

性の確保についての考え方」において記載してください。 

※補充原則３－１③前段の「自社のサステナビリティについての取組み」の開

示（他の開示場所を参照すべきとし、その閲覧方法を本欄に記載する方法で

記載する場合も含みます。）にあたって、開示において参照した枠組み等があ

るときは、その名称について記載することが望まれます。また、補充原則３

－１③後段の実施状況については、ＴＣＦＤ提言の項目ごとの開示の有無
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や、シナリオ分析を行っている場合にはその旨を記載することが考えられま

す。 

 

 

・ 本欄の記載にあたっては、開示すべきとされる事項の内容を本欄に直接記載する方

法のほか、有価証券報告書、アニュアルレポート又は自社のウェブサイト等の広く一

般に公開される手段により該当する内容を開示している場合にその内容を参照すべ

き旨と閲覧方法（ウェブサイトのＵＲＬなど）を本欄に記載する方法としても差し支

えありません。 

・ 報告書の他の欄に記載を行うことも可能です。その場合には、当該記載欄を参照す

べき旨を記載してください。例えば、補充原則３－１③の開示を行うため、「Ⅲ 株

主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 ■３．ステークホルダーの立場の

尊重に係る取組み状況」の欄を利用したり、補充原則４－１０①の開示（プライム市

場向けの内容）を行うため、「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理

組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 ■１．機関構成・組織運営等に

係る事項 （２）取締役関係 ⑥指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会

の有無」欄を利用するなどが考えられます。 

・ 特定の事項を開示すべきとする原則以外の各原則の実施状況を記載する場合にも、

本欄を利用することが可能です。例えば、説明を行うべきとする原則の実施状況につ

いて記載する場合や、投資家との建設的な対話を充実させていく観点から、各原則を

実施する場合の自らの具体的な取組みについて記載する場合等が考えられます。 

※ 「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」/「株主との

対話の推進と開示について」（２０２３年３月３１日公表）に基づく内容について、

経営戦略や経営計画、決算説明資料、アニュアルレポート、自社のウェブサイト

等で開示を行っている場合には、本欄に開示を行っている旨とその閲覧方法（ウ

ェブサイトのＵＲＬなど）を記載してください。また、本欄に直接内容を記載す

ることでも差し支えありません。 

なお、「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に関する開

示を行っている上場会社の一覧表を公表することに伴い、当該内容に関する

開示を行っている場合には「【資本コストや株価を意識した経営の実現に向け

た対応】」、当該内容に関して「検討中」という開示を行う場合には「【資本コ

ストや株価を意識した経営の実現に向けた対応（検討中）】」と記載してくだ

さい。また、当該内容に関する開示について、英文開示を行っている場合、

上記に続けて、「【英文開示有り】」と記載してください。 

「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に関する記載例 

 

（当該内容に関する開示を行っており、英文開示も行っている場合） 

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】【英文開示有り】 

・・・・・・・・開示を行っている旨、閲覧方法等を記載・・・・・・・・ 

 

（当該内容に関する開示を行っているものの、英文開示は行っていない場合） 

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】 

・・・・・・・・開示を行っている旨、閲覧方法等を記載・・・・・・・・ 

 

（当該内容に関して「検討中」という開示を行う場合で、英文開示も行っている場合） 

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応（検討中）】【英文開示有り】 

・・・・・・・・具体的な検討状況、開示見込み時期等を記載・・・・・・・・ 

 

（当該内容に関して「検討中」という開示を行う場合で、英文開示は行っていない場合） 

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応（検討中）】 

・・・・・・・・具体的な検討状況、開示見込み時期等を記載・・・・・・・・ 
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「株主との対話の推進と開示」の記載例 

 

【株主との対話の実施状況等】 

・・・・・・・・開示を行っている旨、閲覧方法等を記載・・・・・・・・ 

 

 

・ グロース市場の上場会社は本欄を非表示としてください。なお、特定の事項を開示

すべきとする原則に基づき任意に開示を行う場合には、本欄を利用してください。 

・ 記載内容に変更が生じた場合は、変更が生じた後最初に到来する定時株主総会の日

以後に一括して更新することが可能です。 

■２．資本構成 ・ 記載内容に変更が生じた場合は、変更が生じた後最初に到来する定時株主総会の日

以後に一括して更新することが可能です。 

・ 有価証券報告書に記載される「大株主の状況」に係る基準日以外に基準日を設定し

たことに伴い記載内容に変更が生じた場合の当該内容の更新は任意です。（変更が生

じた後最初に到来する定時株主総会の日以後に一括して更新することが可能です。） 

・ 新規上場申請者は、「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」における最

近の状況について記載してください。 

・ 注記がある場合は、「（５）補足説明」の欄に記載してください。 

（１）外国人株式所有比率 ・ 発行済株式数のうち、外国の法令に基づいて設立された法人等及び外国国籍を有す

る個人が保有する株式数の割合をいいます（有価証券報告書における定義に準ずる

ものとします。）。 

・ 有価証券報告書様式（開示府令第３号様式等）における「株式等の状況」における

「所有者別状況」を参考に記載してください。 

（２）大株主の状況 ・ 有価証券報告書様式（開示府令第３号様式等）における「株式等の状況」における

「大株主の状況」に準じて記載してください。上場会社の株式について大量保有報告

書が提出されている場合で、直近の株主名簿の記載内容と相違がある場合には、本項

目では株主名簿に基づいて記載を行った上で、大量保有報告書が提出されている旨

を「（５）補足説明」欄に記載してください。 

・ 所有株式数は上場株式数をベースに記載してください。 

・ 所有株式数の多い順に１０名程度について記載してください。 

・ 数字は半角で入力してください。 

・ 新規上場申請者は、開示府令第２号の４様式に準じて作成した「新規上場申請のた

めの有価証券報告書（Ⅰの部）」における「株主の状況」から新株予約権等を除いて

記載してください。 

（３）支配株主（親会社を除く）

の有無 

 

・ 支配株主のうち、親会社に該当しない者（以下、「支配株主（親会社を除く）」とい

います。）を有する場合に、その名称をすべて記載してください。 

※ 親会社については「（４）親会社の有無」の欄にその名称を記載し、本欄には記載

しないでください。 

※ 本欄に「その他関係会社」について記載しないように注意してください。 

 

【支配株主の定義について】 

次の①②のいずれかに該当する者が支配株主にあたります（上場規程第２条第４２

号の２、同施行規則第３条の２）。 

① 親会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（以下、「財表規則」

といいます。）第８条第３項に規定する親会社をいいます。以下同じ。） 

② 主要株主（金商法第１６３条第１項に規定する主要株主をいいます。以下同じ。）

で、当該主要株主が自己の計算において所有している議決権と、次の③④に掲げる

者が所有している議決権とを合わせて、上場会社の議決権の過半数を占めている

者（①を除きます。） 

・③ 当該主要株主の近親者（二親等内の親族をいいます。以下同じ。） 

・④ 当該主要株主及び③が、議決権の過半数を自己の計算において所有してい

る会社等（会社、指定法人、組合その他これらに準ずる企業体（外国における

これらに相当するものを含みます。）をいいます。以下同じ。）及び当該会社等

の子会社 

※ 支配株主の有無の判断時点は、原則として、直近の状況に基づくものとします（直
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近の株主名簿が直前事業年度末時点のものであれば、その時点で構いません。）。 
 

※ 支配株主の有無については、以下の図を参考に判断してください。 
 

親会社を有するか （ＹＥＳ）→ 支配株主あり 

⇒「（４）親会社の有無」 

に記載してください*。 ↓（ＮＯ） 

親会社以外に主要株主がいるか （ＮＯ） → 支配株主なし 

↓（ＹＥＳ）  

当該主要株主が自己の計算で保有

する議決権が過半数であるか 

（ＹＥＳ）→  

↓（ＮＯ）  

当該主要株主が自己の計算におい

て所有している議決権と、次の（1）

（2）に掲げる者が所有している議

決権とを合わせて、上場会社の議決

権の過半数を占めているか 

（1）当該主要株主の二親等内の

親族 

（2）当該主要株主及び（1）が議

決権の過半数を自己の計算に

おいて所有している会社等及

び当該会社等の子会社 

（ＮＯ） → 支配株主なし 

↓（ＹＥＳ） 
 

支配株主（親会社を除く）あり  

 

* 親会社に支配株主が存在していて、当該支配株主が自社の主要株主である場合には、

「支配株主（親会社を除く）の有無」の欄も「あり」となりますのでご注意ください。 

（４）親会社の有無 

 

・ 親会社を有している場合に、その親会社（複数ある場合には、上場会社に与える影

響が最も大きいと認められる会社（影響が同等である場合は、いずれか１社））の名

称を記載してください。 

・ 「親会社」には、財表規則第８条第１７項第４号に規定する「その他の関係会社」

は含まれませんのでご注意ください。 

・ 親会社を有している場合は、「４．支配株主との取引等を行う際における少数株主

の保護の方策に関する指針」欄及び「５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な

影響を与えうる特別な事情」欄において所要の記載が必要となりますのでご留意く

ださい。 

（５）補足説明 ・ ２．資本構成について補足説明をする場合は、記載してください。 

 

■３．企業属性 ・ 直前事業年度末日現在の状況を基準とします。なお、売上高の記載については以下

の「直前事業年度における（連結）売上高」欄を参照してください。 

・ 記載内容に変更が生じた場合は、変更が生じた後最初に到来する定時株主総会の日

以後に一括して更新することが可能です。 

・ 新規上場申請者は、「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」における最

近の状況について記載してください。 

（１）上場取引所及び市場区分 ・ 上場取引所の市場区分は、東京が「プライム・スタンダード・グロース」、名古屋

が「プレミア・メイン・ネクスト」、福岡が「既存市場・Ｑ－Ｂｏａｒｄ」、札幌が「既

存市場・アンビシャス」となっています。 

（２）決算期 ・ １～１２月より選択してください。 

（３）業種 ・ 証券コード協議会の決定による中分類の業種区分（３３種）より選択してくださ

い。 

支配株主（親会社を 

除く）あり 
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（４）直前事業年度末における

（連結）従業員数 

 

・ 連結財務諸表を作成する会社については連結ベースで記載してください。 

・ 有価証券報告書様式（開示府令第３号様式等）における「従業員の状況」を参考に

記載してください。 

（５）直前事業年度における（連

結）売上高 

 

・ 直前事業年度における年間売上高を基準とします。 

・ 連結財務諸表を作成する会社については連結ベースで記載してください。 

・ 経営指標として売上高を用いていない会社については、売上高に準じた項目（業種

によって、例えば銀行業であれば経常収益、証券業であれば営業収益、保険業であれ

ば正味保険料など）で代替してください。 

（６）直前事業年度末における

連結子会社数 

・ 連結財務諸表を作成する会社については連結ベースで記載してください。連結子会

社が存しない場合は、「１０社未満」を選択してください。 

■４．支配株主との取引等を行う

際における少数株主の保護の

方策に関する指針 

 

・ 支配株主を有する会社は、以下に掲げる者と取引等を行う場合における、少数株主

保護の方策に関する指針を具体的に記載してください。 

① 親会社 

② 支配株主（親会社を除く） 

③ ②の近親者 

④ ②及び③が、議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及

び当該会社等の子会社 

・ 当該指針の内容に変更があればその都度更新してください。 

※ 少数株主保護の方策に関する指針については、支配株主がその影響力を利用して、

支配株主又は上記③④を利する取引を行うことにより、会社ひいては少数株主を害

することを防止することを目的とした、社内体制構築の方針、社内意思決定手続や外

部機関の利用、契約の締結（例えば、取引条件は独立当事者間取引と同様にすること

などを約するもの）等について具体的に記載してください。コードの補充原則４－８

③に基づき、支配株主からの独立性を有する独立社外取締役を３分の１以上（プライ

ム市場上場会社においては過半数）選任している場合は、その旨を記載することが望

まれます。また、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会を

設置する場合（特別委員会を非常設としている場合も含みます。）は、以下の事項を

記載することが望まれます。 

 常設又は非常設の別 

 委員会構成の親会社からの独立性に関する考え方、委員の構成 

 審議項目や権限・役割（ただし、審議項目については、経営上の支障が生じ

得るような個々の具体的な審議内容の開示までを期待するものでありませ

ん。そのような場合、一定程度抽象化した内容で記載することも考えられ

ます。） 

※ 指針において対象とする支配株主との取引等の水準については、基本的には支配

株主との取引等の全てを念頭に置くことが望まれますが、各社の規模や体制によっ

てはその影響度合いが異なることも想定されますので、少数株主に一定程度影響を

及ぼしうる規模の支配株主との取引等に限定する趣旨から、各社にとって適切と判

断する具体的な取引の水準を指針に反映することも考えられます。この場合には、当

該水準を適切と判断した理由も併せて記載してください。 

※ なお、記載された指針に定める方策の履行状況については、支配株主等に関する

事項の開示(上場規程第４１１条、同施行規則第４１２条)の一部として、事業年度

経過後３か月以内に開示することが求められますので注意してください。当該方策

として特別委員会を設置することとしている場合は、当該方策の履行状況として、

特別委員会の活動状況（開催頻度、審議項目、個々の委員の出席状況等）を開示す

ることが望まれます。 

■５．その他コーポレート・ガバナ

ンスに重要な影響を与えうる

特別な事情 

・ 上場子会社（財表規則第８条第３項に規定する子会社のうち国内の金融商品取引所

に上場している会社をいいます。）を有する場合、又は親会社（非上場会社を含みま

す。）を有する場合は、少数株主保護及びグループ経営等に関する所要の事項につい

て記載が必要となります。 

・ 上場関連会社（財表規則第８条第５項に規定する関連会社のうち国内の金融商品取

引所に上場している会社をいいます。）を有する場合、又はその他の関係会社（財表

規則第８条第８項に規定するその他の関係会社をいいます。）（非上場会社を含みま

す。）を有する場合は、少数株主保護及びグループ経営に関する所要の事項について

記載することが望まれます。 
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記載事項 記載上の注意 

・ これらの記載にあたっては、別添３【少数株主保護及びグループ経営に関する情報

開示】を参照してください。 

 

・ その他、各社の個別事情に照らして、コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与

えると考えられる事実等があれば記載してください。 

・ 当該内容に変更があればその都度更新してください。 

 

Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

記載事項 記載上の注意 

 ・ 数字（人数に関する項目）は半角で入力してください。 

・ 当該内容について変更があればその都度更新してください。 

■１．機関構成・組織運営等に係る

事項 

 

（１）組織形態 ・ 現在の組織形態について、「監査役設置会社」用、「監査等委員会設置会社」用及び

「指名委員会等設置会社」用の３種類の様式があり、例えば、「監査役設置会社」用

様式では既に「監査役設置会社」が選択済みとなっています。 

（２）取締役関係  

① 定款上の取締役の員数 

 

・ 定款上の取締役の員数（上限）を記載してください。定款上、下限のみを定めてい

る場合など、上限の定めがない場合には、「員数の上限を定めていない」のチェック

ボックスを選択してください。 

② 定款上の取締役の任期 

 

・ 定款上の取締役の任期を記載してください。 

・ 監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員でない取締役の任期を記載してくだ

さい。 

③ 取締役会の議長 ・ 社長には最高経営責任者（ＣＥＯ）を含めるものとします。 

・ 代表取締役とは、会社法第３６３条第１項第１号に規定する代表取締役をいいま

す。以下同じ。 

・ 社外取締役とは、会社法第２条第１５号に規定する社外取締役をいいます。以下同

じ。 

④ 取締役の人数 ・ 報告書の最終更新日現在の取締役を対象とします。取締役候補者は含めませんので

注意してください。 

※社外取締役を選任している監査

役設置会社、監査等委員会設置

会社又は指名委員会等設置会社

の場合 

・ 以下、「⑤社外取締役の選任状況」は、社外取締役を選任している監査役設置会社、

監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社に限定した項目です（指名委員会

等設置会社の場合は、「⑤社外取締役に関する事項」という標題となっています）。 

⑤ 社外取締役の選任状況  

イ．社外取締役の人数 ・ 報告書の最終更新日現在の社外取締役を対象とします。社外取締役候補者は含めま

せんので注意してください。 

・ 「ハ．会社との関係(1)」に入力された社外取締役の人数が自動的に計算され、本

欄に表示されます。なお、社外取締役が選任されていない場合は、その旨及び社外取

締役の確保に向けた今後の予定を、「３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選

択している理由」欄に記載してください。 

ロ．社外取締役のうち

独立役員に指定さ

れている人数 

 

・ 社外取締役のうち、報告書の最終更新日現在において独立役員（上場規程第４３６

条の２に規定する独立役員をいいます。以下同じ。）に指定されている人数を記載す

る項目です。 

・ 「ニ．会社との関係(2)」に入力された社外取締役のうち、独立役員として指定さ

れている場合のチェックボックスにチェックが付されている人数が自動的に計算さ

れ、本欄に表示されます。なお、独立役員が存在しない場合は、その旨及び独立役員

の確保に向けた今後の予定を、「（４）独立役員関係」の「その他独立役員に関する事

項」欄に記載してください。 

ハ．会社との関係(1)  

□ 属性選択項目 ・ 属性は、「他の会社の出身者・弁護士・公認会計士・税理士・学者・その他」より

選択してください。 

・ 「他の会社の出身者」とは、現在及び過去に他の会社に一度でも勤務経験がある場

合をいいます。例えば、３０年前に１年程度の勤務経験がある場合でも、「出身者」

に該当します。 
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記載事項 記載上の注意 

・ 「学者」とは大学又は大学院の教授、准教授その他これらに準ずる者をいいます。 

・ 複数の属性に該当する場合は、現時点における主たる属性を選択してください。 

□ 会社との関係

についての選択

項目 

・ 各項目について、現在（若しくは最近）又は過去における該当状況を選択してくだ

さい。 

【会社との関係】 

a 上場会社又はその子会社の業務執行者 

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者 

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専

門家、法律専門家 

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者） 

h 上場会社の取引先（d、e及びfのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人の

み） 

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） 

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） 

k その他 

 

・ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当

している場合は「△」を選択してください。 

・ 近親者が各項目（ｈ．～ｊ．を除く。）に「現在・最近」において該当している場

合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を選択してください。 

・ ここでいう「過去」において該当している場合とは、例えば、「現在の親会社に過

去勤務していたような場合」を指します。「過去の親会社に現在勤務している場合」

や「過去の親会社に過去勤務していた場合」はこれにあたりません。 

・ 「親会社」「兄弟会社」「業務執行者」「主要な取引先」「上場会社を主要な取引先と

する者」「多額の金銭のその他の財産」「近親者」などの解釈及び各項目に該当するか

否かの判断については、独立役員届出書におけるものと同様です。 

・ ａ．からｊ．以外の内容で会社との間に何らかの特筆すべき関係がある場合には、

ｋ．を選択してください（その場合にはニ．会社との関係（2）において当該関係に

ついての補足説明を記載することが求められます。）。 

・ 独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定している旨を「（４）独立

役員関係 その他独立役員に関する事項」において明記している場合は、独立役員の

資格を充たさない社外役員については各項目の該当状況の選択は不要です。 

・ 期中に選択内容に変更が生じた場合は、変更が生じた後最初に到来する定時株主総

会の日以後に一括して更新することが可能です。 

ニ．会社との関係(2)  

□ 所属委員会（指

名委員会等設置

会社の場合のみ） 

・ 当該社外取締役が、指名委員会、報酬委員会又は監査委員会の委員である場合には

チェックボックスをチェックしてください。 

□ 独立役員 

 

・ 当該社外取締役が、独立役員として指定されている場合には、チェックボックスを

チェックしてください。 

□ 適合項目に関

する補足説明 

＜適合項目に関する補足説明＞ 

・ 会社との関係に関する適合項目の概要を記載してください。 

・ 概要の記載にあたっては、「第３編第１章【独立役員の確保に係る実務上の留意事

項】Ⅰ.４.属性情報の記載」を参照してください。 

・ 独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定している旨を「（４）独立

役員関係 その他独立役員に関する事項」において明記している場合は、独立役員の

資格を充たさない社外役員についての記載は不要です。 

・ 期中に記載内容に変更が生じた場合は、変更が生じた後最初に到来する定時株主総

会の日以後に一括して更新することが可能です。 

□ 選任の理由 

 

＜当該社外取締役を選任している理由＞ 

・ 会社との関係などに照らして、なぜ当該社外取締役を現在選任しているのか、その

選任理由を記載してください。 
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記載事項 記載上の注意 

（例） ・ 当該社外取締役の専門性と上場会社の業務との関連性から選任理由を記

載することが考えられます。 

・ 経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく公正に会社が社会にお

いて果たす役割を認識し、経営者の職務遂行が妥当なものであるかどうか

を監督するなどの観点から、経営の客観性や中立性の重視が選任理由につ

ながることも想定されますので、そうした点について具体的に記載するこ

とが考えられます。 

・ 当該社外取締役選任時の選任議案に付した選任理由で代替することで

も構いません。 

・ 当該社外取締役の独立性に関する上場会社の考え方について記載してください。ま

た、当該社外取締役の上場会社における役割や機能について記載することも考えら

れます。 

・ 当該社外取締役に期待している効用が独立性に基づくものでない場合には、あわせ

てその効用を記載することも考えられます。 

＜独立役員に指定した理由＞ 

・ 当該社外取締役が、独立役員である場合は、当該社外取締役を独立役員として指定

した理由について記載してください。 

・ 独立役員の指定理由として、独立役員の指定に至るまでの経緯や、指名委員会等の

指定プロセスを経ているかなど、その過程についても併せて記載することが考えら

れます。 

・ 「独立役員に指定した理由」は、「当該社外取締役を選任している理由」とまとめ

て記載することが可能です。 

※監査役設置会社及び監査等委員

会設置会社の場合 

・ 以下、「⑥指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無」は、監査役

設置会社及び監査等委員会設置会社に限定した項目です。監査等委員会設置会社に

あっては、「（４）任意の委員会」に対応する項目です。（「（３）監査等委員会」の記

載上の注意については、後述する「※監査等委員会設置会社の場合」をご参照くださ

い。） 

⑥ 指名委員会又は報酬

委員会に相当する任意

の委員会の有無 

・ 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無を選択してください。 

イ．任意の委員会の設置

状況、委員構成、委員

長（議長）の属性 

 

・ 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会を設置している場合に、委員会

の名称、委員の人数を記載してください。委員長（議長）については、「社内取締役・

社外取締役・社外有識者・その他・なし」から選択してください。 

・ 「社内取締役」とは、社外取締役以外の取締役をいいます。 

・ 常勤委員とは、他に常勤の仕事がなく、会社の営業時間中原則として当該会社の任

意の委員会の職務に専念する者をいいます。 

・ １つの任意の委員会を設置し、当該委員会が指名委員会と報酬委員会の双方の機能

を担っている場合には、それぞれの欄に同一の内容を記載してください。 

ロ．補足説明 ・ 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会についての補足説明を記載し

てください。例えば、最高経営責任者（ＣＥＯ）の選解任や経営陣の報酬制度の設計

や報酬額の決定に当たって、任意の委員会を利用している場合などには、その旨や手

続の概要を記載することが考えられます。 

・ 委員構成において、「その他」に該当する委員がいる場合は、具体的な属性を記載

してください。 

・ 委員の選定方法、各委員会の委員の氏名、選定理由及び役割、委員会の権限及び役

割、委員会構成の独立性に関する考え方、活動状況（開催頻度、主な検討事項、個々

の委員の出席状況等）、事務局等の設置状況やその規模などについて記載することが

望まれます。なお、コードの補充原則４－１０①の開示（プライム市場向けの内容）

を行うため、本欄を利用することが考えられます。 

 

コード【補充原則４－１０①】 

特に、プライム市場上場会社は、各委員会の構成員の過半数を独立社外取締役と

することを基本とし、その委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等を

開示すべきである。 

・ １つの任意の委員会を設置し、当該委員会が指名委員会と報酬委員会の双方の機能
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記載事項 記載上の注意 

を担っている場合には、その旨を記載してください。 

※監査役設置会社の場合 ・ 以下、「（３）監査役関係」は、監査役設置会社に限定した項目です。 

（３） 監査役関係  

① 監査役会の設置の有無 ・ 監査役会の運営状況を確認する項目です。設置の有無を選択してください。 

② 定款上の監査役の員数 

 

・ 定款上の監査役の員数（上限）を記載してください。定款上、下限のみを定めてい

る場合など、上限の定めがない場合には、「員数の上限を定めていない」のチェック

ボックスを選択してください。 

③ 監査役の人数 ・ 監査役については、報告書の最終更新日現在の監査役を対象とします。監査役候補

者は含めませんので注意してください。 

④ 監査役、会計監査人、

内部監査部門の連携状況 

 

・ 監査役と会計監査人、（設置している場合は）内部監査部門の連携状況について記

載してください。 

・ 「内部監査部門」とは、一般に、他の管理部門や業務部門から独立した立場で、組

織の内部管理態勢の適正性を総合的、客観的に評価するとともに、抽出された課題等

に対し改善に向けた提言やフォローアップを実施する部門をいいます。 

・ 監査役と会計監査人との間、又は監査役と内部監査部門との間で会合を開催してい

る場合は、その会合頻度及び内容（監査体制、監査計画、監査実施状況など）につい

て記載することが考えられます。 

・ 会計監査人の情報（会社法施行規則第１２６条参照）について補足説明することも

考えられます。 

⑤ 社外監査役の選任状況 ・ 「⑤社外監査役の選任状況」については、「■１．（２）⑤社外取締役の選任状況」

の記載要領を準用します。記載にあたっては、当該欄の記載要領を参照してくださ

い。この場合、「社外取締役」を「社外監査役」と読み替えてください。 

・ 会社との関係についての選択項目は、以下【会社との関係】の各項目について、現

在（若しくは最近）又は過去における該当状況を選択してください。 

・ 社外監査役とは、会社法第２条第１６号に規定する社外監査役をいいます。以下同

じ。 

【会社との関係】 

a 上場会社又はその子会社の業務執行者 

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 

d 上場会社の親会社の監査役 

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者 

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専

門家、法律専門家 

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者） 

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人の

み） 

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） 

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） 

m その他 
 

イ．社外監査役の人数 

ロ．社外監査役のうち

独立役員に指定さ

れている人数 

ハ．会社との関係(1) 

ニ．会社との関係(2) 

※監査等委員会設置会社の場合 ・以下、「（３）監査等委員会」は、監査等委員会設置会社に限定した項目です。 

（３）監査等委員会  

① 委員構成及び議長の属

性 

・ 監査等委員会の委員の人数を記載してください。委員長（議長）については、「社

内取締役・社外取締役・なし」から選択してください。 

・ 「社内取締役」とは、社外取締役以外の取締役をいいます。 

・ 常勤委員とは、他に常勤の仕事がなく、会社の営業時間中原則として当該会社の各

種委員会の職務に専念する者をいいます。 

② 監査等委員会の職務

を補助すべき取締役及

び使用人の有無 

【監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を設置している場合】 

□ 当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項 

・ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の概要について記載

してください。例えば、監査等委員会専属か否か、他部署に属する者に兼

務の形で監査等委員会の職務の補助をさせているか否かなどについて記載

することが考えられます。 
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・ 当該取締役及び使用人の異動について、監査等委員会の同意が必要かど

うか、当該取締役及び使用人による監査等委員会の職務の補助に関して業

務執行取締役の指揮命令権が及ぶのかどうかなどについて記載することが

考えられます。 

【監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を設置していない場合】 

□ 現在の体制を採用している理由 

・ 当該体制を採用している理由について記載してください。 

③ 監査等委員会、会計監

査人、内部監査部門の連

携状況 

 

・ 監査等委員会と会計監査人、（設置している場合は）内部監査部門の連携状況につ

いて記載してください。 

・ 「内部監査部門」とは、一般に、他の管理部門や業務部門から独立した立場で、組

織の内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価するとともに、抽出された課題等

に対し改善に向けた提言やフォローアップを実施する部門をいいます。 

・ 監査等委員会と会計監査人との間、又は監査等委員会と内部監査部門との間で会合

を開催している場合は、その会合頻度及び内容（監査体制、監査計画、監査実施状況

など）について記載することが考えられます。 

・ 会計監査人の情報（会社法施行規則第１２６条参照）について補足説明することも

考えられます。 

※指名委員会等設置会社の場合 ・ 以下、「（３）各種委員会」から「（５）監査体制」までは、指名委員会等設置会社

に限定した項目です。 

（３）各種委員会 ・ 各種委員会の委員の人数を記載してください。委員長（議長）については、「社内

取締役・社外取締役・なし」から選択してください。 

・ 「社内取締役」とは、社外取締役以外の取締役をいいます。 

・ 常勤委員とは、他に常勤の仕事がなく、会社の営業時間中原則として当該会社の各

種委員会の職務に専念する者をいいます。 

（４）執行役関係  

① 執行役の人数 ・ 全執行役の人数を記載してください。当該執行役については、報告書の最終更新日

現在の執行役を対象とします。執行役候補者は含めませんので注意してください。 

② 兼任状況 ・ 各執行役につき、代表権の有無を選択してください。 

・ 各執行役につき、取締役、使用人との兼任の有無を選択してください。 

・ 取締役と執行役を兼任している場合は、指名委員会・報酬委員会への所属の有無を

選択してください。 

（５）監査体制  

① 監査委員会の職務を補

助すべき取締役及び使用

人の有無 

【監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を設置している場合】 

□ 当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項 

・ 監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の概要について記載し

てください。例えば、監査委員会専属か否か、他部署に属する者に兼務の

形で監査委員会の職務の補助をさせているか否かなどについて記載するこ

とが考えられます。 

・ 当該取締役及び使用人の異動について、監査委員会の同意が必要かどう

か、当該取締役及び使用人による監査委員会の職務の補助に関して執行役

の指揮命令権が及ぶのかどうかなどについて記載することが考えられま

す。 

 

【監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を設置していない場合】 

□ 現在の体制を採用している理由 

・ 当該体制を採用している理由について記載してください。 

② 監査委員会、会計監査

人、内部監査部門の連携

状況 

 

・ 監査委員会と会計監査人、（設置している場合は）内部監査部門の連携状況につい

て記載してください。 

・ 「内部監査部門」とは、一般に、他の管理部門や業務部門から独立した立場で、組

織の内部管理態勢の適正性を総合的、客観的に評価するとともに、抽出された課題等

に対し改善に向けた提言やフォローアップを実施する部門をいいます。 

・ 監査委員会と会計監査人との間、又は監査委員会と内部監査部門との間で会合を開

催している場合は、その会合頻度及び内容（監査体制、監査計画、監査実施状況など）

について記載することが考えられます。 

・ 会計監査人の情報（会社法施行規則第１２６条参照）について補足説明することも
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考えられます。 

※共通項目 ・ 以下、（４）から（８）までの項目は、監査等委員会設置会社にあっては、（５）か

ら（９）まで、指名委員会等設置会社にあっては、（６）から（１０）までに対応す

る項目です。 

（４）独立役員関係  

□ 独立役員の人数 

 

・ 独立役員の人数を記載する項目です。 

・ 「（２）取締役関係 ⑤社外取締役の選任状況 ロ．社外取締役のうち独立役員に指

定されている人数」と「（３）監査役関係 ⑤社外監査役の選任状況 ロ．社外監査役

のうち独立役員に指定されている人数」の合計人数が自動的に計算され、本欄に表示

されます。 

□ その他独立役員に関す

る事項 

 

・ 独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定している場合には、その旨

を本欄において明記してください。 

・ コードの原則４-９の開示を行うため、本欄を利用することも考えられます。 

コード【原則４-９】 

取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役とな

る者の独立性をその実質面において担保することに主眼を置いた独立性判断基準

を策定・開示すべきである。また、取締役会は、取締役会における率直・活発で

建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定す

るよう努めるべきである。 

 

・ 取引や寄付について、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないものと

判断する軽微基準を定めて、会社との関係に関する記載を省略する場合には、本欄に

おいて当該基準を記載してください。他の記載欄（「■２．業務執行、監査・監督、

指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）」

等）において、同様の軽微基準を開示している場合には、その記載を参照することで

も足ります。 

・ 独立役員が確保されていない場合には、その旨及び独立役員の確保に向けた今後の

対応方針を記載してください。 

※ 独立役員が確保されていない場合は、上場規程第４３６条の２の違反となり、上

場規程第５０８条に規定する公表措置等の実効性確保手段の適用対象となります

ので、ご留意ください。 

・ その他、独立役員に関して補足すべき内容がある場合には、本欄に記載してくださ

い。 

（５）インセンティブ関係  

① 取締役へのインセンテ

ィブ付与に関する施策の

実施状況 

・ ストック・オプションについては、費用計上しないものも含めるものとします。 

・ 業績連動報酬制度を導入している場合において、業績連動報酬と業績連動報酬以外

の報酬等の支給割合の決定に関する方針を定めているときは、当該方針の内容を、補

足説明欄に記載することが望まれます。また、当該業績連動報酬に係る指標、当該指

標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法などについて、補足説明欄

に記載することが望まれます。 

・ ストック・オプション制度を採用しているときは、補足説明欄において、その総額

や個人別支給水準に関する考え方などについて記載することが望まれます。 

・ その他のインセンティブに関する施策等を実施している場合は、「その他」を選択

し、補足説明欄において当該内容について記載してください。 

・ 取締役へのインセンティブ付与に関する施策を実施していない場合は、その理由を

補足説明欄に記載してください。 

② ストック・オプション

の付与対象者について 

・ ストック・オプション制度採用会社のみ回答してください。 

・ 「社内取締役」とは、社外取締役以外の取締役をいいます。 

・ 付与対象者を当該対象者としている理由を補足説明欄に記載してください。 

・ ストック・オプションについて、個々の付与者ごとに、付与内容及び行使状況につ

いて補足説明欄に記載することが考えられます。 

（６）取締役報酬関係 ・ 指名委員会等設置会社にあっては、「取締役・執行役報酬関係」となります。 

① （個別の取締役報酬の）

開示状況 

 

・ 選択項目から、個別の報酬の開示を行っている範囲を選択し、補足説明欄において

その旨を記載してください。 

・ 事業報告で報酬額を開示している場合に、その開示対象について記載することが考
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えられます。例えば、上場会社のウェブサイトに掲載するなどして公衆縦覧に供して

いる場合は、その旨を記載することなどが考えられます。 

・ 具体的な報酬額を開示している場合に、その概要について具体的に記載してくださ

い。例えば、報酬額に顧問料、コンサルティング料など他の名目で支払った金額が含

まれるか否かを明示することが考えられます。有価証券報告書等で開示している場

合は、その開示方法に準じて記載してください。 

・ 新規上場申請者が、「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」において報

酬額を開示している場合は、有価証券報告書に開示している場合に含めるものとし

ます。 

・ 指名委員会等設置会社にあっては、「②（個別の執行役報酬の）開示状況」につい

ても、同様に記載してください。 

② 報酬の額又はその算定

方針の決定方針の有無 

 

・ 指名委員会等設置会社にあっては、「③報酬の額又はその算定方針の決定方針の有

無」となります。 

・ 報酬の額又はその算定方針の決定方針を有している場合は、「あり」を選択した上

で、その内容を記載してください。 

・ コードの原則３-１（ⅲ）の開示を行うため、本欄を利用することも考えられます。 

コード【原則３-１】 

上場会社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思決定の透明

性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点か

ら、（本コードの各原則において開示を求めている事項のほか、）以下の事項につ

いて開示し、主体的な情報発信を行うべきである。 

 

（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 
 

（７）社外取締役（社外監査役）

のサポート体制 

・ 社外取締役又は社外監査役を補佐する担当セクションや担当者がいる場合はその

旨（専従スタッフである場合はその旨）及び担当内容を記載してください。 

・ 社外取締役や社外監査役に対する情報伝達体制の概要について記載してください。 

（例）社外取締役や社外監査役が情報収集に費やす時間、業務の対価としての報酬水

準についての方針や考え方、担当セクション等から社外取締役や社外監査役への

情報伝達の仕組み及び頻度等、取締役会の開催に際して行う社外取締役や社外監

査役への事前説明の概要（資料の事前配布及び事前説明の有無）などが考えられま

す。 

（８）代表取締役社長等を退任

した者の状況 

・ 代表取締役社長等を退任した者の会社との関係について説明する場合は、作成画面

において「記載する」を選択し、その内容を記載してください。 

（例）代表取締役社長等であった者が、取締役など会社法上の役員の地位を退いた

後、引き続き、相談役や顧問など何らかの役職に就任している、又は何らか会社と

関係する地位にある場合には、それぞれの者ごとに氏名や役職・地位、業務内容、

勤務形態・条件（常勤・非常勤、報酬有無等）及び代表取締役社長等の退任日、相

談役・顧問等としての任期を記載するとともに、その合計人数を記載することが考

えられます。また、「その他の事項」の欄には、 

・ 相談役・顧問などの存廃に係る状況（「すでに廃止済み」、「制度はあるが現在

は対象者がいない」など） 

・ 相談役・顧問等に関する社内規程の制定改廃や任命に際しての、取締役会や

指名・報酬委員会の関与の有無 

・ 相談役・顧問等の報酬総額 

などについて記載することが考えられます。 

※ 元代表取締役社長等には、元代表取締役社長の他、元最高経営責任者（ＣＥＯ）や

元代表執行役社長を含みます。 

※ 業務内容については、社内で経営に関わっている場合には、その内容についても記

載することが考えられます。また、社内における業務内容を記載する他、社外の活動

（公職等）に会社を代表して参加している場合には、その内容も記載することが考え

られます。具体的な業務内容や会社を代表しての活動が無く、単に役職名の肩書きの

使用を許諾しているのみの者については、氏名、役職・地位、社長等退任日、任期の

欄のみ記載した上で、「業務内容」や「勤務形態・条件」の欄に、業務内容や勤務実

態が無い旨の説明を記載することが考えられます。 

※ 報酬については、給与、顧問料など費目の名称を問いません。 
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記載事項 記載上の注意 

※ 任期については、任期の定めが無い場合には、その旨、記載することが考えられま

す。 
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記載事項 記載上の注意 

■２．業務執行、監査・監督、指名、

報酬決定等の機能に係る事項

（現状のコーポレート・ガバ

ナンス体制の概要） 

 

 

・ 「現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要」及び「現状のコーポレート・ガバ

ナンス体制を選択している理由」の記載にあたっては、金融審議会金融分科会「我が

国金融・資本市場の国際化に関するスタディグループ報告」（平成２１年６月１７日

公表）において、コーポレート・ガバナンスのモデルとして提示された以下の３つの

類型を参考にしてください。これらの類型は、多くの上場会社にとって、株主・投資

者等からの信認を確保していく上でふさわしいと考えられるものとして例示されて

いるものですが、コーポレート・ガバナンスのあるべき姿は、個々の企業の成り立ち

や規模、業務の内容等により多様であり、一律に論じることには困難な面があること

を前提として、各社のガバナンス機構に関する現状の体制の内容とその体制を選択

する理由について十分な開示を行うことが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 業務執行、監査・監督の方法など、取締役会をはじめとするガバナンス機構に関す

る現状の体制について、その概要や、業務執行、監督機能等の充実に向けた追加的な

施策の内容等を具体的に記載してください。 

・ 取締役会の活動状況（開催頻度、主な検討事項、個々の役員の出席状況等）につい

て記載することが望まれます。 

・ 指名委員会等設置会社の場合、指名委員会及び報酬委員会の活動状況（開催頻度、

主な検討事項、個々の委員の出席状況等）について記載することが望まれます（監査

役設置会社及び監査等委員会設置会社の場合における、指名委員会又は報酬委員会

に相当する任意の委員会の活動状況については、■１．（２）取締役関係の⑥の欄に

記載してください。）。 

・ 業務執行、監督機能等の充実に向けたプロセスを導入している場合に、その具体的

施策等について記載してください。 

（例） ・ 取締役会や監査役会など（指名委員会等設置会社の場合は、法定の各種

委員会、執行役会を含みます。）の法定の組織のほか、経営諮問委員会、

アドバイザリーボードなどの名称により設置された各種の諮問委員会

や、経営会議、執行役員会、常務会等について、それぞれの概要（業務執

③社外取締役の選任と監査役会等との連携 

 

 

 

 

業務執行役員 

監査役会 

取締役会 

社外監査役 

１名～複数の   

社外取締役 

連携 

内部監査・内部統制 

担当取締役 

①指名委員会等設置会社化 
指名委員会 

報酬委員会 

監査委員会 

取締役会 

社外取締役 

業務執行役員 

②社外取締役を中心とした取締役会 

 

業務執行役員 
監査役会 

取締役会 

1/3～1/2 以上の 

社外取締役 

社外監査役 
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記載事項 記載上の注意 

行や監督のプロセスにおける役割、構成メンバー、男女別の構成、メン

バーの国際性、職歴、年齢など）や活動状況等を記載することが考えら

れます。 

・ その他各種委員会を設置している場合は、構成委員の概要（常勤委員、

社内取締役、社外取締役、社外有識者の人数）、選定方法、 選定理由及

び役割、委員長（議長）の属性（社内取締役、社外取締役、社外有識者

の別）、委員会の活動状況、事務局等の設置状況やその規模などについて

記載することが考えられます（指名委員会又は報酬委員会に相当する任

意の委員会については、■１．（２）取締役関係の⑥の欄に記載してくだ

さい。）。 

・取締役・監査役候補者の指名や経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに

当たっての方針や手続について記載することが考えられます。 

・ コードの原則３-１（ⅲ）及び（ⅳ）の開示を行うため、本欄を利用す

ることも考えられます。 

コード【原則３-１】 

上場会社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思

決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを

実現するとの観点から、（本コードの各原則において開示を求めてい

る事項のほか、）以下の事項について開示し、主体的な情報発信を行

うべきである。 

（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての

方針と手続 

（ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を

行うに当たっての方針と手続 

 

・ 監査役監査及び内部監査の状況としては、監査方針、監査の組織・人員

及び手続等を記載することが考えられます。 

・会計監査の状況としては、監査法人の名称･継続監査期間・業務を執行し

た公認会計士の氏名・監査業務に係る補助者構成等を記載することが考

えられます。 

・ 監査役の機能強化に関する取組状況について具体的に記載してください。 

（例） ・ 監査役監査を支える人材・体制の確保状況、独立性の高い社外監査役の

選任状況、各監査役における適切な経験・能力及び財務・会計・法務に関

する知識の有無、並びに財務・会計に関する十分な知見を有する監査役

の選任状況等の内容について、それぞれ記載することが考えられます。

（これらの内容について■１．（３）監査役関係の③～⑤の欄で記載して

いる場合は、それらの記載で代替することが可能です。） 

・ 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が、会社との間で責任限定契約（会社法

第４２７条第1項に規定する契約）を締結している場合は、当該内容について記載し

てください。 

■３．現状のコーポレート・ガバナ

ンス体制を選択している理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 取締役会をはじめとするガバナンス機構の構成に関して現状の体制を採用してい

る理由について具体的に記載してください。その際には、上記の３つのモデルを参考

にしてください。 

（例） ・ 取締役会の機能強化の観点から、指名委員会等設置会社制度を採用し

ていなくとも、内外の投資者等にとって分かりやすいコーポレート・ガ

バナンスの枠組みを採用している場合や、平時における経営者の説明責

任の確保、有事における経営者の暴走等の防止、安全弁といった機能を

担う仕組みを採用している場合には、そうした機能の側面から記載する

ことが考えられます。 

・ 監査役の機能を有効に活用しながら、経営に対する監督機能の強化を図る仕組みを

採用している場合には、そうした機能の側面から記載することが考えられます。 

【監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社の場合】 

・ 監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社の形態を採用している理由を記

載してください。 

・ 意思決定の迅速化、経営の透明化、海外投資家の支持率の向上等について、監査役
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記載事項 記載上の注意 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置会社形態の時と比較評価することなどが考えられます。 

・ 上記の機能等をより強化するために、現在導入を検討している施策等があれば、そ

の概要を記載することが考えられます。 

・ 上場会社における社外取締役の役割や機能について記載してください。 

 

【監査役設置会社の場合】 

・ 上場会社の現状に照らして、当該体制を採用している理由を記載してください。 

・ 上場会社における社外取締役の役割や機能について記載してください。社外取締役

が確保されていない場合には、その旨及び社外取締役の確保に向けた今後の対応方

針を記載してください。 

 

 

Ⅲ 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

記載事項 記載上の注意 

 ・ 当該内容に変更があればその都度更新してください。 

■１．株主総会の活性化及び議決

権行使の円滑化に向けての取

組み状況 

 

・ 該当項目にチェックし、該当項目について補足して説明する場合は、補足説明欄に

記載してください。 

・ ａ．における「早期発送」とは、直近の定時株主総会についての招集通知を法定期

日よりも３営業日以上前に発送した場合をいいます。ただし、これは補充原則１-２

②における「早期発送」の定義を示すものではありません。 

・ ｂ．における「集中日」とは、当該会社の直近の定時株主総会の日を基準として、

その日と同一の日において定時株主総会を開催した他の上場会社が著しく多い場合

の当該日（主に、年間を通しての第一集中日を想定しています。）をいいます。 

・ ｃ．については、電子投票制度を採用して議決権を行使することができる環境にあ

る場合をいいます。この場合、補足説明欄において、その概要を記載することが望ま

れます。 

・ 機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム（例えば、㈱ＩＣＪ（インベスタ

ー・コミュニケーション・ジャパンの意）が運営するもの）を利用している場合には、

ｄ．にチェックをしてください。 

・ 定時株主総会の招集通知等（要約も可）の英訳版を作成している場合には、ｅ．に

チェックをしてください。この場合、補足説明欄において、公表のタイミング（例え

ば、和文の招集通知等と同時に掲載）や公表方法（例えば、上場会社のウェブサイト

に掲載）を記載することなどが考えられます。 

・ その他、上場会社ウェブサイトへの招集通知・株主総会参考資料の早期掲載やバー

チャル方式による株主総会開催など株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に関

する施策を実施している場合には、「ｆ．その他」を選択し、補足説明欄においてそ

の概要を記載することが考えられます。 

・ 新規上場申請者が、今後実施を予定している項目がある場合は、「ｆ.その他」を選

択し、補足説明欄においてその旨を明記するとともにその内容を記載してください。 

・ 補足説明欄において、実際の定時株主総会の招集通知の発送時期及び定時株主総会

の開催日などを具体的に記載することが望まれます。株主総会に対する会社として

の姿勢・方針等についても併せて記載することも考えられます。 

■２．ＩＲに関する活動状況 

 

・ 該当項目にチェックするとともに、代表者自身による説明の有無を選択してくださ

い。該当項目について補足して説明する場合は、補足説明欄に記載してください。 

・ 「代表者自身による説明の有無」の「代表者」とは、会長、社長（ＣＥＯ、ＣＯＯ

等の社を代表する立場にある者を含みます。）その他の代表取締役（代表執行役）を

指すものとします。 

・ ディスクロージャーポリシーを作成し、公表している場合には、ａ．にチェックを

してください。 

・ ｂ．～ｄ．における「定期的説明会の開催」とは、例えば、半期に１回、四半期に

１回など、年間を通じて一定の頻度（年１回以上を目安とします。）で説明会を開催

している場合をいうものとします。この場合における補足説明では、ＩＲ活動の実施

時期（実施年月日）、実施内容（説明者や説明内容の概略など）、参加者の属性及びそ

の数（上場銘柄の投資に関する説明会を開催した場合に限ります。）などを記載する
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記載事項 記載上の注意 

ことが望まれます。 

・ ｅ．における「ＩＲ資料」とは、当該会社が作成する書類又は電磁的ファイルであ

って、投資者等（投資者、証券アナリスト、取引先又は株主）による適切な当該会社

の現状の理解、評価に資するために作成されたものをいいます。この場合における補

足説明では、ＩＲに関するＵＲＬ、ウェブサイトにおいて掲載している投資者向け情

報（決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書又は半期報告書、会社

説明会資料、コーポレート・ガバナンスの状況、株主総会の招集通知）の種類等につ

いて記載することが望まれます。 

・ ｆ．における補足説明においては、ＩＲ担当部署名、ＩＲ担当役員（当該上場会社

のＩＲ活動に関し責任を負う者をいいます。）及びＩＲ事務連絡責任者（当該上場会

社のＩＲ活動に係る当取引所との連絡担当者をいいます。）等を記載することが望ま

れます。 

■３．ステークホルダーの立場の

尊重に係る取組み状況 

・ 該当項目にチェックし、該当項目についての補足の説明は、補足説明欄に記載して

ください。 

・ ステークホルダーとは、株主、従業員、消費者など、企業を取り巻くあらゆる利害

関係者のことをいいます。 

・ ｂ．における補足説明においては、具体的な実施内容について（企業による報告書

（環境報告書、ＣＳＲ報告書、サステナビリティ報告書など名称は様々）の作成、公

開など）記載することが望まれます。コードの補充原則３－１③の開示を行うため、

本欄を利用することも考えられます。 

コード【補充原則３-１③】 

上場会社は、経営戦略の開示にあたって、サステナビリティについての取組みを

適切に開示すべきである。また、人的資本や知的財産などへの投資についても、

自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に情報を

提供すべきである。 

※ サステナビリティの要素を含む報告書については、ＴＤｎｅｔへの登録を通じて、

日本取引所グループ・ウェブサイトの「東証上場会社情報サービス」において掲載を

行うことが可能ですので、ご活用ください。 

・ ｄ．「その他」における補足説明については、役員や管理職への女性・外国人・中

途採用者の登用等に関する現状や登用促進に向けた取組みを記載することが考えら

れます。コードの補充原則２－４①の開示を行うため、本欄を利用することが考えら

れます。 

 

 

コード【補充原則２-４①】 

上場会社は、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等、中核人材の登用等

における多様性の確保についての考え方と自主的かつ測定可能な目標を示すとと

もに、その状況を公表すべきである。 

また、企業価値向上に向けた人事戦略の重要性に鑑み、多様性の確保に向けた人

材育成方針と社内環境整備方針をその実施状況とあわせて公表すべきである。 
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Ⅳ 内部統制システム等に関する事項 

記載事項 記載上の注意 

■１．内部統制システムに関する

基本的な考え方及びその整備

状況 

・ 基本的な考え方及びその整備状況についてまとめて記載することが可能です。 

・ 当該内容に変更があればその都度更新してください。 

□ 内部統制システムについて

の基本的な考え方 

・ 経営者の経営戦略や事業目的等を組織としてどのように機能させ達成していくか

について､職務の執行が法令及び定款に適合することをはじめ、業務の適正を確保す

る観点から上場会社の考え方（基本方針）を記載してください。 

□ 内部統制システムの整備状

況 

・ 経営者が内部統制に関する体制や環境をどのように構築しているか、その状況につ

いて記載することが考えられます。 

・ 構築したシステムが設計したとおり運用され、成果を上げているかを検証できる仕

組みとなっているかについての説明に加え、経営面への貢献等について記載するこ

とが考えられます。 

・ コンプライアンス体制の整備状況として、取締役又は使用人の職務の執行が法令及

び定款に適合することを確保するための体制を構築している場合には当該内容（社

内におけるコンプライアンス規範や倫理規範の策定・公開、内部通報制度の構築の有

無、内部通報制度と適時開示体制との関連性など）について記載することが望まれま

す。 

・ リスク管理体制の整備状況として、損失の危険の管理に関する規程、全社的リスク

管理に関する規程その他の体制を構築している場合には当該内容（様々なリスクの

発生に対する未然防止手続、発生した際の対処方法等を定めた社内規程の整備や、リ

スクアペタイトに関する方針の策定等があればその概要など）について記載するこ

とが望まれます。 

・ 情報管理体制として、取締役又は使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に

関する体制を整備している場合には当該内容（各種情報の記録の方法や保存年数等）

について記載することが望まれます。 

・ 会計監査人の内部統制に関する事項について記載することが考えられます。 

・ グループ会社を有している場合には、当該会社並びにその親会社及び子会社から成

る企業集団における業務の適正を確保するための体制の整備状況について記載する

ことが考えられます。 

■２．反社会的勢力排除に向けた

基本的な考え方及びその整備

状況 

 

・ 基本的な考え方及びその整備状況についてまとめて記載することが可能です。 

・ 当該内容に変更があればその都度更新してください。 

・ 基本的な考え方及びその整備状況をコーポレート・ガバナンス報告書に記載するた

めに、取締役会決議をすることは必須ではなく、現在の考え方や整備されている状況

を記載することで差し支えありません。ただし、政府指針（平成１９年６月１９日付

「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」犯罪対策閣僚会

議幹事会申合せ）においては、「反社会的勢力による被害の防止は、業務の適正を確

保するために必要な法令等遵守・リスク管理事項として、内部統制システムに明確に

位置付けることが必要である。」と記載されているため、会社法上の内部統制システ

ムに位置付けて取締役会決議を行うかどうかは、それを考慮した上で判断を行って

ください。 

□ 反社会的勢力排除に向けた

基本的な考え方 

・ 反社会的勢力による経営活動への関与の防止や当該勢力による被害を防止するた

めの上場会社の基本的な考え方（基本方針）を記載してください。 

□ 反社会的勢力排除に向けた

整備状況 

・ 反社会的勢力による経営活動への関与の防止や当該勢力による被害を防止する観

点から、組織全体で対応することを目的とした倫理規定、行動規範、社内規則等の整

備状況及び社内体制の整備状況について記載してください。 

・ 社内体制の整備状況については、例えば、以下に掲げる反社会的勢力による不当要

求に備えた平素からの対応状況について記載することが考えられます。 

（１）対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況 

（２）外部の専門機関との連携状況 

（３）反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況 

（４）対応マニュアルの整備状況 

（５）研修活動の実施状況 

・ 平成１９年６月公表の犯罪対策閣僚会議「企業が反社会的勢力による被害を防止す

るための指針」を参考に記載することが考えられます。 
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Ⅴ その他 

記載事項 記載上の注意 

 ・ 当該内容に変更があればその都度更新してください。 

■１．買収への対応方針（買収防衛

策）の導入の有無 

 

・ 報告書の最終更新日現在における買収への対応方針の導入の有無を選択してくだ

さい。 

・ 買収への対応方針を導入している会社については、導入の目的及びスキームの概要

を簡潔に記載してください。この場合の「買収への対応方針」とは、上場会社が資金

調達などの事業目的を主要な目的とせずに差別的な行使条件・取得条項付きの新株

予約権の無償割当等を行うことにより当該上場会社に対する買収（主に、買収者が上

場会社の株式を取得することでその経営支配権を得る行為をいう。以下同じ。）に対

抗する旨を定めた対応の方針をいいます。ここで「導入」とは、買収への対応方針の

具体的内容を決定することをいいます。 

・ 当該対応方針の合理性に対する経営陣の評価や意見などを記載することも考えら

れます。 

・ 上場会社ウェブサイトで買収への対応方針の概要を開示している場合は、そのＵＲ

Ｌを掲載することが考えられます。 

・ 会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会社法

施行規則第１１８条第３号参照）を決定している場合にはその内容を記載してくだ

さい。 

・ 新規上場申請者が、買収への対応方針の導入を予定している場合は、その内容を記

載してください。 

■２．その他コーポレート・ガバナ

ンス体制等に関する事項 

・ コーポレート・ガバナンスの充実に向けての今後の検討課題、検討中の施策、今後

の目標等について記載することが考えられます。 

□ 模式図（参考資料）の添付

について 

・ 内部統制システムの概要を含むコーポレート・ガバナンス体制についての模式図

を、別途、参考資料として作成してください。 

・ 株主総会、取締役会及び監査役（会）の相互の関係及び固有の経営会議、アドバイ

ザリーボード、独立した諮問委員会（独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指

名委員会・報酬委員会などを含みます。）などの設置状況に加えて、内部統制システ

ム、会計監査人や内部監査部門との連携状況などについて簡潔に図示してください。 

□ 適時開示体制の概要 

 

・ 適時開示体制の概要（模式図）は、後掲の【適時開示体制の概要及び適時開示体制

の整備のポイント】を参照して作成してください。 

・ 適時開示体制の概要について、テキストによる説明を行う場合には、本欄を使用し

てください。模式図を作成した場合には、内部統制システムを含むコーポレート・ガ

バナンス体制についての模式図の後に、添付してください。 
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○別添 １ 

【コードにおいて特定の事項を開示すべきとする原則】 

原則 内容 

原則１－４ 

上場会社が政策保有株式として上場株式を保有する場合には、政策保有株式の縮減に関する方針・考え方

など、政策保有に関する方針を開示すべきである。また、毎年、取締役会で、個別の政策保有株式について、

保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適

否を検証するとともに、そうした検証の内容について開示すべきである。 

上場会社は、政策保有株式に係る議決権の行使について、適切な対応を確保するための具体的な基準を策

定・開示し、その基準に沿った対応を行うべきである。 

原則１－７ 

上場会社がその役員や主要株主等との取引（関連当事者間の取引）を行う場合には、そうした取引が会社

や株主共同の利益を害することのないよう、また、そうした懸念を惹起することのないよう、取締役会は、

あらかじめ、取引の重要性やその性質に応じた適切な手続を定めてその枠組みを開示するとともに、その手

続を踏まえた監視（取引の承認を含む）を行うべきである。 

補充原則 

２－４① 

上場会社は、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等、中核人材の登用等における多様性の確保に

ついての考え方と自主的かつ測定可能な目標を示すとともに、その状況を開示すべきである。 

また、中長期的な企業価値の向上に向けた人材戦略の重要性に鑑み、多様性の確保に向けた人材育成方針

と社内環境整備方針をその実施状況と併せて開示すべきである。 

原則２－６ 

上場会社は、企業年金の積立金の運用が、従業員の安定的な資産形成に加えて自らの財政状態にも影響

を与えることを踏まえ、企業年金が運用（運用機関に対するモニタリングなどのスチュワードシップ活動

を含む）の専門性を高めてアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、運用に当たる適切

な資質を持った人材の計画的な登用・配置などの人事面や運営面における取組みを行うとともに、そうし

た取組みの内容を開示すべきである。その際、上場会社は、企業年金の受益者と会社との間に生じ得る利

益相反が適切に管理されるようにすべきである。 

原則３－１ 

上場会社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、

実効的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点から、（本コードの各原則において開示を求めてい

る事項のほか、）以下の事項について開示し、主体的な情報発信を行うべきである。 

（ⅰ）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画 

（ⅱ）本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本

方針 

（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 

（ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 

（ⅴ）取締役会が上記（ⅳ）を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々

の選解任・指名についての説明 

補充原則 

３－１③ 

上場会社は、経営戦略の開示に当たって、自社のサステナビリティについての取組みを適切に開示すべ

きである。また、人的資本や知的財産への投資等についても、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意

識しつつ分かりやすく具体的に情報を開示・提供すべきである。 

特に、プライム市場上場会社は、気候変動に係るリスク及び機会が自社の事業活動や収益等に与える影

響について、必要なデータの収集と分析を行い、国際的に確立された開示の枠組みであるＴＣＦＤまたは

それと同等の枠組みに基づく開示の質と量の充実を進めるべきである。 

補充原則 

４－１① 

取締役会は、取締役会自身として何を判断・決定し、何を経営陣に委ねるのかに関連して、経営陣に対す

る委任の範囲を明確に定め、その概要を開示すべきである。 

原則４－９ 

取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役となる者の独立性をその実質

面において担保することに主眼を置いた独立性判断基準を策定・開示すべきである。また、取締役会は、取

締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選

定するよう努めるべきである。 

補充原則 

４－10① 

上場会社が監査役会設置会社または監査等委員会設置会社であって、独立社外取締役が取締役会の過半

数に達していない場合には、経営陣幹部・取締役の指名（後継者計画を含む）・報酬などに係る取締役会の

機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする独

立した指名委員会・報酬委員会を設置することにより、指名や報酬などの特に重要な事項に関する検討に当

たり、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め、これらの委員会の適切な関与・助言を得るべきである。 

特に、プライム市場上場会社は、各委員会の構成員の過半数を独立社外取締役とすることを基本とし、そ

の委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等を開示すべきである。 

補充原則 

４－11① 

取締役会は、経営戦略に照らして自らが備えるべきスキル等を特定した上で、取締役会の全体としての知

識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方を定め、各取締役の知識・経験・能力等を一覧

化したいわゆるスキル・マトリックスをはじめ、経営環境や事業特性等に応じた適切な形で取締役の有する
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原則 内容 

スキル等の組み合わせを取締役の選任に関する方針・手続と併せて開示すべきである。その際、独立社外取

締役には、他社での経営経験を有する者を含めるべきである。 

補充原則 

４－11② 

社外取締役・社外監査役をはじめ、取締役・監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる

時間・労力を取締役・監査役の業務に振り向けるべきである。こうした観点から、例えば、取締役・監査役

が他の上場会社の役員を兼任する場合には、その数は合理的な範囲にとどめるべきであり、上場会社は、そ

の兼任状況を毎年開示すべきである。 

補充原則 

４－11③ 

取締役会は、毎年、各取締役の自己評価なども参考にしつつ、取締役会全体の実効性について分析・評価

を行い、その結果の概要を開示すべきである。 

補充原則 

４－14② 

上場会社は、取締役・監査役に対するトレーニングの方針について開示を行うべきである。 

原則５－１ 

上場会社は、株主からの対話（面談）の申込みに対しては、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の

向上に資するよう、合理的な範囲で前向きに対応すべきである。取締役会は、株主との建設的な対話を促進

するための体制整備・取組みに関する方針を検討・承認し、開示すべきである。 
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○別添 ２ 

【プライム市場向けのコードの各原則】 

原則 内容 

補充原則 

１－２④ 

上場会社は、自社の株主における機関投資家や海外投資家の比率等も踏まえ、議決権の電子行使を可能と

するための環境作り（議決権電子行使プラットフォームの利用等）や招集通知の英訳を進めるべきである。 

特に、プライム市場上場会社は、少なくとも機関投資家向けに議決権電子行使プラットフォームを利用可

能とすべきである。 

補充原則 

３－１② 

上場会社は、自社の株主における海外投資家等の比率も踏まえ、合理的な範囲において、英語での情報の

開示・提供を進めるべきである。 

特に、プライム市場上場会社は、開示書類のうち必要とされる情報について、英語での開示・提供を行う

べきである。 

補充原則 

３－１③ 

上場会社は、経営戦略の開示に当たって、自社のサステナビリティについての取組みを適切に開示すべ

きである。また、人的資本や知的財産への投資等についても、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意

識しつつ分かりやすく具体的に情報を開示・提供すべきである。 

特に、プライム市場上場会社は、気候変動に係るリスク及び機会が自社の事業活動や収益等に与える影響

について、必要なデータの収集と分析を行い、国際的に確立された開示の枠組みであるＴＣＦＤまたはそれ

と同等の枠組みに基づく開示の質と量の充実を進めるべきである。 

原則４－８ 

独立社外取締役は会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように役割・責務を果た

すべきであり、プライム市場上場会社はそのような資質を十分に備えた独立社外取締役を少なくとも３分

の１（その他の市場の上場会社においては２名）以上選任すべきである。 

また、業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、少なくとも過半数

の独立社外取締役を選任することが必要と考えるプライム市場上場会社（その他の市場の上場会社におい

ては少なくとも３分の１以上の独立社外取締役を選任することが必要と考える上場会社）は、十分な人数の

独立社外取締役を選任すべきである。 

補充原則 

４－８③ 

支配株主を有する上場会社は、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役を少な

くとも３分の１以上（プライム市場上場会社においては過半数）選任するか、または支配株主と少数株主と

の利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行う、独立社外取締役を含む独立性を有する者で

構成された特別委員会を設置すべきである。 

補充原則 

４－10① 

上場会社が監査役会設置会社または監査等委員会設置会社であって、独立社外取締役が取締役会の過半

数に達していない場合には、経営陣幹部・取締役の指名（後継者計画を含む）・報酬などに係る取締役会の

機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする独

立した指名委員会・報酬委員会を設置することにより、指名や報酬などの特に重要な事項に関する検討に当

たり、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め、これらの委員会の適切な関与・助言を得るべきである。 

特に、プライム市場上場会社は、各委員会の構成員の過半数を独立社外取締役とすることを基本とし、そ

の委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等を開示すべきである。 
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○別添 ３ 

【少数株主保護及びグループ経営に関する情報開示】 

 

 上場会社が上場子会社を有する場合、又は上場会社が親会社（非上場会社を含みます。）を有する場合

は、コーポレート・ガバナンス報告書において、少数株主保護及びグループ経営に関する事項について

開示を行うことが求められます。 

 上場会社が上場関連会社を有する場合、又は上場会社がその他の関係会社（非上場会社を含みます。）

を有する場合は、コーポレート・ガバナンス報告書において、少数株主保護及びグループ経営に関する

事項について開示を行うことが望まれます。 

 本資料は、少数株主保護及びグループ経営に関する情報開示の内容をまとめたものです。 

 本資料において記載上のポイントとして示されている事項（記載することが考えられるとされている

事項）については、必ずしも全ての事項について網羅的な記載が求められるわけではなく、また、各開

示項目における開示内容が記載上のポイントとして示されている事項に限られるわけでもありませ

ん。開示が求められる又は開示が望まれる各開示項目について、記載上のポイントを踏まえ、自社の状

況に応じて、株主・投資者の投資判断上重要と考えられる内容について開示いただくことが重要とな

ります。 

 

〔用語の定義〕 

用語 定義 

上場子会社 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（以下、「財表規則」とい

います。）第８条第３項に規定する子会社のうち国内の金融商品取引所に上場

している会社 

親会社 財表規則第８条第３項に規定する親会社 

上場関連会社 財表規則第８条第５項に規定する関連会社のうち国内の金融商品取引所に上

場している会社 

その他の関係会社 財表規則第８条第８項に規定するその他の関係会社 

 

 

１．上場子会社を有する上場会社における情報開示 

 

○ 概要 

上場会社が上場子会社を有する場合、上場子会社には少数株主（一般株主）が存在することによるグルー

プ経営上の影響（少数株主への配慮が必要となることによるグループ経営上の制約や、上場子会社の経済的

利益の外部流出など）が生じていると考えらます。したがって、そのような状況においてどのようにグルー

プの全体最適を図っているのかという観点から、上場子会社に関するグループ経営の状況が当該上場会社へ

の投資判断上重要な情報となると考えられます。 

 

これを踏まえ、上場子会社を有する場合においては、以下の項目について記載してください。 

・グループ経営に関する考え方及び方針 

・当該考え方及び方針を踏まえた上場子会社を有する意義 

・上場子会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策 

あわせて、以下の項目について記載することが望まれます。 

・上場子会社との間で、グループ経営に関する考え方及び方針として記載されるべき内容に関連した契

約（その他の名称で行われる合意を含みます。）を締結している場合は、その内容 

 

なお、後記２．のとおり、上場子会社においても、親会社におけるグループ経営に関する考え方及び方針
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や、グループ経営に関する考え方及び方針として記載されるべき内容に関連した契約について開示すること

が望まれます。上場子会社がその少数株主に対して充実した情報開示を行うことを可能にするため、上場子

会社を有する場合は、当該上場子会社の情報開示に十分に協力することが期待されます。 

 

○ 記載内容 

※ 上場子会社を複数有する場合、上場子会社を有する意義や上場子会社のガバナンス体制の実効性確保に

関する方策については、上場子会社ごとに記載してください。ただし、上場子会社の中に資本上の階層

構造がある場合（上場子会社の資本下位にいわゆる上場孫会社を有する場合など）は、資本直下の上場

子会社について記載した上で、さらに資本下位の上場子会社（いわゆる上場孫会社など）については、

資本直下の上場子会社など他の上場子会社のコーポレート・ガバナンス報告書を参照すべき旨を記載す

ることで代えることでも差し支えありません。 

※ 記載内容に該当する内容を有価証券報告書、アニュアルレポート又は自社のウェブサイト等の広く一般

に公開される手段により開示している場合は、その内容を参照すべき旨と閲覧方法（ウェブサイトのＵ

ＲＬなど）を本欄に記載する方法とすることでも差し支えありません。 

※ 記載上のポイントとして示された各事項については、経営上の支障が生じる場合や市場へ悪影響を与え

る懸念がある場合、未確定である場合など、開示が困難である場合にまで開示を期待するものではあり

ません（以下の「記載上のポイント」欄の中でも、開示が困難である場合の例を記載しています。）。そ

のような場合であっても、一定程度抽象化するなどして、可能な範囲で開示することが考えられます。 

 

開示項目 記載上のポイント 

■ グループ経営に関する考え方

及び方針を踏まえた上場子会

社を有する意義 

 グループとしての企業価値の最大化の観点を踏まえて、グループ経営に関する考

え方・方針を記載した上で、それと関連付けた形で、現時点における上場子会社を

有する意義を記載してください。 

◇ グループ経営に関する考え

方及び方針 

 グループ経営において上場子会社をどのように保有・管理しているのかに関する

考え方・方針等を記載してください。 

 事業ポートフォリオ戦略に関する基本的な考え方・方針を記載することが考えら

れます。特に、以下の事項について記載することが考えられます。 

 上場子会社の保有についての考え方・方針（例えば、保有割合の維持・増加・

減少の方針、買収・提携時に上場維持に関する合意がある場合はその内容な

ど） 

 上場子会社と他のグループ会社保有形態との使い分け（例えば、完全子会社、

それ以外の子会社、関連会社という保有比率の使い分けや上場・非上場の使

い分けなど）についての考え方・方針 

 グループ内における事業機会・事業分野の調整・配分についての考え方・方

針（例えば、上場子会社を対象にした事業機会・事業分野の調整・配分の有無

やその方針・プロセスなど） 

 事業ポートフォリオの検討・見直しについての考え方・方針（例えば、検討・

見直しのプロセス、検討・見直しの際の観点、検討・見直しの実施頻度など）

や実際の実施状況 

※ 上場子会社の保有についての考え方・方針等について、経営上の支障が生じ

る場合や市場へ悪影響を与える懸念がある場合、未確定である場合にまで開

示を期待するものではありません。そのような場合、上場子会社の保有につ

いての考え方・方針自体ではなく、事業ポートフォリオの検討・見直しの考

え方・方針や実際の実施状況を記載することが考えられます。 

 グループ管理体制における上場子会社の取扱いに関する基本的な考え方・方針を

記載することが考えられます。特に、以下の事項について記載することが考えられ

ます。 

 上場子会社とのグループ経営方針・経営戦略の共有の有無や内容 

 上場子会社における意思決定プロセスへの関与の有無や内容（例えば、承諾・

協議事項の有無や項目など） 

 資金管理体制における上場子会社の取扱い（例えば、上場子会社を対象にキ

ャッシュ・マネジメント・システムを活用している場合は、その意義など） 

※ グループ管理体制について、経営上の支障が生じる場合まで開示を期待する
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開示項目 記載上のポイント 

ものではありません。そのような場合、一定程度抽象化した内容や定性的な

内容で記載することも考えられます。 

◇ 当該考え方及び方針を踏ま

えた上場子会社を有する意

義 

 上記のグループ経営に関する考え方及び方針を踏まえた上場子会社を有する意義

として、グループとしての企業価値の最大化の観点を踏まえて、子会社として保有

することの合理性とその子会社を上場しておくことの合理性の双方について記載

してください。 

※ 上場子会社の状態が生じた時点ではなく、現時点における合理性について記

載してください。 

 子会社を上場しておくことの合理性については、以下のような観点から記載する

ことが考えられます。 

 上場子会社として保有するに至った経緯（例えば、グループ会社の新規上場

又は上場会社の買収・提携によることやその際の目的など） 

 上場子会社であることのメリットやデメリット（例えば、少数株主への配慮

が必要になることに伴う制約や上場子会社の経済的利益の外部流出など）に

ついての考え方 

 完全子会社等の他のグループ会社保有形態と比べての合理性 

■ 上場子会社のガバナンス体制

の実効性確保に関する方策 

 上場子会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策について記載してくださ

い。 

 上場子会社におけるガバナンス体制の構築及び運用に対する親会社としての関与

の方針について記載することが考えられます。特に、以下の事項について記載する

ことが考えられます。 

 上場子会社の役員の選解任に関する議決権行使の考え方・方針（例えば、議

案を個別に検討する際の考慮要素など） 

 上場子会社における役員の指名プロセスへの関与についての考え方・方針（例

えば、協議・推薦・派遣による親会社としての意向の反映の有無やその方法

など） 

※ 役員のうち独立役員の選解任について特に配慮している場合は、その内容を

明確化して記載することが考えられます。 

※ 上場子会社に（法定又は任意の）指名委員会が設置されている場合は、指名

委員会の判断と自社の議決権行使との関係について記載することが考えられ

ます。 

 少数株主保護の観点から必要な上場子会社における独立性確保のための方策等を

記載することが考えられます。 

※ 独立性確保の内容としては、自社と上場子会社の少数株主の間で利益相反が

生じない状況を確保することを想定しており、上場子会社が自社からの一切

の関与・影響を受けない状況を確保することまでを必ずしも想定しているも

のではありません。 

■ グループ経営に関する考え方

及び方針として記載されるべ

き内容に関連した契約 

 該当するものとして、例えば、グループ経営（運営、管理）に関する契約（協定・

合意書）等の名称で締結している契約や、資本業務提携時や公開買付時に締結され

た契約（協定・合意書）などが考えられます。 

※ 契約以外の名称で行われる合意を含みます。 

 

 

２．親会社を有する上場会社における情報開示 

 

○ 概要 

上場会社が親会社（非上場会社を含みます。）を有する場合、親会社との取引や親会社による事業機会・事

業分野の調整・配分等の場面における当該上場会社及び少数株主と親会社の間の利益相反リスクが存在する

と考えられます。したがって、どのようにこのような利益相反リスクに対処しているかという観点から、利

益相反リスクの状況やそれに対する上場会社の対応内容が当該上場会社への投資判断上重要な情報となる

と考えられます。 

 

これを踏まえ、親会社を有する場合においては、以下の項目について記載してください。 
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・少数株主保護の観点から必要な親会社からの独立性確保に関する考え方・施策等 

あわせて、以下の項目についても記載することが望まれます。 

・親会社におけるグループ経営に関する考え方及び方針 

・当該考え方及び方針として記載されるべき内容に関連した契約（その他の名称で行われる合意を含み

ます。）を締結している場合は、その内容 

 

○ 記載内容 

※ 親会社を複数有する場合（親会社がさらに親会社を有する場合など）は、親会社におけるグループ経営

に関する考え方及び方針については、資本直上の親会社又は資本最上位の親会社など、自社に与える影

響が最も大きいと認められる会社（影響が同等である場合は、それらの会社）について記載することが

考えられます。 

※ 記載内容に該当する内容を、有価証券報告書、アニュアルレポート又は自社のウェブサイト等の広く一

般に公開される手段により開示している場合は、その内容を参照すべき旨と閲覧方法（ウェブサイトの

ＵＲＬなど）を本欄に記載する方法としても差し支えありません。 

※ 記載上のポイントとして示された各事項については、経営上の支障が生じる場合や市場へ悪影響を与え

る懸念がある場合、未確定である場合など、開示が困難である場合にまで開示を期待するものではあり

ません（以下の「記載上のポイント」欄の中でも、開示が困難である場合の例を記載しています。）。そ

のような場合であっても、一定程度抽象化するなどして、可能な範囲で開示することが考えられます。 

 

開示項目 記載上のポイント 

■ 親会社におけるグループ経営

に関する考え方及び方針 

 親会社におけるグループ経営に関する考え方及び方針のうち、自社への重要な影

響がある事項を記載することが望まれます。 

 特に、以下の事項について記載することが考えられます。 

 親会社の事業ポートフォリオ戦略における自社の位置付け 

 親会社のグループ内における事業領域の棲み分けについて、現在の状況や今

後の見通し 

 親会社との間で資金管理を行っている場合（親会社のキャッシュ・マネジメ

ント・システムへの参加など）は、その意義 

※ 親会社がグループ経営を行っていない場合（例えば、非上場の資産管理会社である

場合など）については、代わりにその状況を記載することが考えられます。 

■ 少数株主保護の観点から必要

な親会社からの独立性確保に

関する考え方・施策等 

 少数株主保護の観点から必要な親会社からの独立性確保に関する考え方・施策等

を記載してください。 

※ 独立性確保の内容としては、自社の少数株主と親会社の間で利益相反が生じ

ない状況を確保することを想定しており、自社が親会社からの一切の関与・

影響を受けない状況を確保することまでを必ずしも想定しているものではあ

りません。 

 意思決定プロセスへの親会社の関与の有無や内容（承諾・協議事項の有無や項目な

ど）を記載することが考えられます。 

※ 親会社の関与の内容について、経営上の支障が生じる場合にまで開示を期待

するものではありません。そのような場合、一定程度抽象化した内容や定性

的な内容で記載することも考えられます。 

 親会社からの独立性確保のために特別委員会を設置する場合（特別委員会を非常

設としている場合も含みます。）は、以下の事項を記載することが考えられます。 

 常設又は非常設の別 

 委員会構成の親会社からの独立性に関する考え方、委員の構成 

 審議項目や権限・役割 

 実際の活動状況（例えば、開催頻度、審議項目、個々の委員の出席状況など） 

※ 特別委員会を非常設とする場合は、事前に定める設置時の委員構成や審議項

目（設置要件）等について記載することが考えられます。 

※ 審議項目については、経営上の支障が生じ得るような個々の具体的な審議内

容の開示までを期待するものでありません。そのような場合、一定程度抽象

化した内容で記載することも考えられます。 

 独立役員の親会社からの独立性確保という観点から任意の指名委員会を活用して
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開示項目 記載上のポイント 

いる場合は、その活用方法や役割について記載することが考えられます。 

※ 任意の指名委員会について記載する報告書の他の欄において親会社からの独

立性確保の観点にも言及している場合は、その記載を参照することでも差し

支えありません。 

 独立役員の選解任における親会社の議決権行使の考え方・方針（自社が法定又は任

意の指名委員会を設置している場合、指名委員会の役割を踏まえての議決権行使

の考え方・方針を含む）を自社において把握している場合（親会社が開示している

場合や親会社との間で確認している場合など）は、それを記載することが考えられ

ます。 

■ 親会社のグループ経営に関す

る考え方及び方針に関連した

契約 

 該当するものとして、例えば、グループ経営（運営、管理）に関する契約（協定・

合意書）等の名称で締結している契約や、資本業務提携時や公開買付時に締結され

た契約（協定・合意書）などが考えられます。 

※ 契約以外の名称で行われる合意を含みます。 

 

 

３．上場関連会社を有する上場会社における情報開示 

 

○ 概要 

上場会社が上場関連会社を有する場合、自社と上場関連会社との関係や自社から見た上場関連会社の位置

付け、上場関連会社に対する自社の影響力やそれに伴う自社と上場関連会社の少数株主の間の利益相反のリ

スクの程度は様々であり、上場関連会社との関係において自社がどのような状況にあるのかは、当該上場会

社への投資判断上重要な情報となり得ると考えられます。 

 

これを踏まえ、上場関連会社を有する場合においては、自社と上場関連会社との関係や自社から見た上場

関連会社の位置付け、上場関連会社に対する自社の影響力の程度等に応じて、以下の項目について記載する

ことが望まれます。 

・グループ経営に関する考え方及び方針 

・当該考え方及び方針を踏まえた上場関連会社を有する意義 

・上場関連会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策 

上記の項目の全部又は一部に相当する状況が存在していない（記載すべき事項がない）場合も考えられます

が、そのような場合においては、上記の項目に相当する状況が存在していないということ自体（そのような

自社の状況自体）を説明することが望まれます。 

また、これらに加え、以下の項目について開示することが望まれます。 

・上場関連会社との間で、グループ経営に関する考え方及び方針として記載されるべき内容に関連した

契約（その他の名称で行われる合意を含みます。）を締結している場合は、その内容 

 

なお、後記４．のとおり、上場関連会社においても、その他の関係会社におけるグループ経営に関する考

え方及び方針や、グループ経営に関する考え方及び方針として記載されるべき内容に関連した契約について

開示することが望まれます。上場関連会社がその少数株主に対して充実した情報開示を行うことを可能にす

るため、上場関連会社を有する場合は、当該上場関連会社の情報開示に十分に協力することが期待されます。 

 

○ 記載内容 

※ 各開示項目について、自社の状況（自社と上場関連会社との関係や自社から見た上場関連会社の位置付

け、上場関連会社に対する自社の影響力やそれに伴う自社と上場関連会社の少数株主の間の利益相反の

リスクの程度など）に照らして、投資判断上の重要性に応じて記載することが望まれます。例えば、投

資判断上の重要性の程度によっては、簡潔な内容で記載することも考えられます。 

※ 上場関連会社を複数有する場合は、投資判断上の重要性に応じて、上場関連会社ごとに個別に記載する

ことや、複数の上場関連会社についてまとめて記載することが考えられます。 
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※ 自社と他の会社との間で上場関連会社の経営方針等を共有している場合（例えば、他の会社との間で提

携契約や出資契約を締結している場合など）で、議決権保有比率の合計が過半数を超えているときは、

各開示項目について投資判断上の重要性が高い状況であると考えられます。 

※ 記載内容に該当する内容を、有価証券報告書、アニュアルレポート又は自社のウェブサイト等の広く一

般に公開される手段により開示している場合は、その内容を参照すべき旨と閲覧方法（ウェブサイトの

ＵＲＬなど）を本欄に記載する方法としても差し支えありません。 

※ 記載上のポイントとして示された各事項については、経営上の支障が生じる場合や市場へ悪影響を与え

る懸念がある場合、未確定である場合など、開示が困難である場合にまで開示を期待するものではあり

ません（以下の「記載上のポイント」欄の中でも、開示が困難である場合の例を記載しています。）。そ

のような場合であっても、一定程度抽象化するなどして、可能な範囲で開示することが考えられます。 

 

開示項目 記載上のポイント 

■ グループ経営に関する考え方

及び方針を踏まえた上場関連

会社を有する意義 

 自社及び上場関連会社に関する状況に応じて、以下のいずれかの開示を行うこと

が望まれます。 

① グループとしての企業価値の最大化の観点を踏まえて、グループ経営に関す

る考え方・方針を記載した上で、それと関連付けた形で、現時点における上

場関連会社を有する意義を記載することが望まれます。 

 例えば、上場関連会社をグループ経営の対象としている場合には、この

ような記載を行うことが考えられます。 

② グループ経営に関する考え方及び方針やそれを踏まえた上場関連会社を有す

る意義に相当する事項が存在していない（記載すべき事項がない）場合は、

これに代えて、自社と当該上場関連会社との関係について説明することが望

まれます。 

 例えば、上場関連会社が自社のグループ経営の対象に含まれていない場

合には、このような記載を行うことが考えられます。 

 ◇ グループ経営に関する考え

方及び方針【①の場合】 

 

 グループ経営において上場関連会社をどのように保有・管理しているのかに関す

る考え方・方針等を記載することが望まれます。 

 事業ポートフォリオ戦略に関する基本的な考え方・方針を記載することが考えら

れます。特に、以下の事項について記載することが考えられます。 

 上場関連会社の保有についての考え方・方針（例えば、保有割合の維持・増

加・減少の方針、株式取得・提携時に上場維持に関する合意がある場合はそ

の内容など） 

 上場関連会社と他のグループ会社保有形態との使い分け（例えば、完全子会

社、それ以外の子会社、関連会社という保有比率の使い分けや上場・非上場

の使い分けなど）についての考え方・方針 

 グループ内における事業機会・事業分野の調整・配分についての考え方・方

針（例えば、上場関連会社を対象にした事業機会・事業分野の調整・配分の有

無やその方針・プロセスなど） 

 事業ポートフォリオの検討・見直しについての考え方・方針（例えば、検討・

見直しのプロセス、検討・見直しの際の観点、検討・見直しの実施頻度など）

や実際の実施状況 

※ 上場関連会社の保有についての考え方・方針等について、経営上の支障が生

じる場合や市場へ悪影響を与える懸念がある場合、未確定である場合にまで

開示を期待するものではありません。そのような場合、上場関連会社の保有

についての考え方・方針自体ではなく、事業ポートフォリオの検討・見直し

の考え方・方針や実際の実施状況を記載することが考えられます。 

 グループ管理体制における上場関連会社の取扱いに関する基本的な考え方・方針

を記載することが考えられます。特に、以下の事項について記載することが考えら

れます。 

 上場関連会社とのグループ経営方針・経営戦略の共有の有無や内容 

 上場関連会社における意思決定プロセスへの関与の有無や内容（例えば、承

諾・協議事項の有無や項目など） 

 資金管理体制における上場関連会社の取扱い（例えば、上場関連会社を対象

にキャッシュ・マネジメント・システムを活用している場合は、その意義な
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開示項目 記載上のポイント 

ど） 

※ グループ管理体制について、経営上の支障が生じる場合まで開示を期待する

ものではありません。そのような場合、一定程度抽象化した内容や定性的な

内容で記載することも考えられます。 

 ◇ 当該考え方及び方針を踏ま

えた上場関連会社を有する

意義【①の場合】 

 

 上記のグループ経営に関する考え方及び方針を踏まえた上場関連会社を有する意

義として、グループとしての企業価値の最大化の観点を踏まえて、上場関連会社と

して保有することの合理性について記載することが望まれます。 

※ 上場関連会社の状態が生じた時点ではなく、現時点における合理性について

記載してください。 

 上場関連会社として保有することの合理性については、以下のような観点から記

載することが考えられます。 

 上場関連会社として保有するに至った経緯（例えば、グループ会社の新規上

場又は上場会社の株式取得・提携によることやその際の目的など） 

 上場関連会社であることのメリットやデメリットについての考え方 

 完全子会社等の他のグループ会社保有形態と比べての合理性 

 ◇ 自社と上場関連会社との関

係【②の場合】 

 

 グループ経営に関する考え方及び方針やそれを踏まえた上場関連会社を有する意

義に代えて、自社と当該上場関連会社との関係について説明することが望まれま

す。 

 その際には、特に、以下の事項について説明することが考えられます。 

 グループ管理体制がないこと（例えば、経営方針・経営戦略の共有がないこ

とや事業ポートフォリオ内の一事業としての位置付けがないことなど） 

 資本関係の目的（例えば、純投資目的や事業上の具体的な目的など） 

■ 上場関連会社のガバナンス体

制の実効性確保に関する方策 

 自社及び上場関連会社に関する状況に応じて、以下のいずれかの開示を行うこと

が望まれます。 

① 上場関連会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策等について記載す

ることが望まれます。 

 例えば、少数株主保護の観点から独立性確保のための特段の対応を講じ

ている場合には、このような記載を行うことが考えられます。 

② 上場関連会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策に相当する事項が

存在していない（記載すべき事項がない）場合には、これに代えて、自社と

上場関連会社の少数株主の間の利益相反リスクへの懸念が小さいことについ

て、自社と上場関連会社との関係や上場関連会社に対する自社の影響力の程

度に基づいて説明することが望まれます。 

 自社が上場関連会社に対して強い影響力を行使する状況にはなく、少数

株主保護の観点から独立性確保のための特段の対応を講じていない（不

要と考えている）場合には、このような記載を行うことが考えられます。 

 ◇ 上場関連会社のガバナンス

体制の実効性確保に関する

方策【①の場合】 

 上場関連会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策について記載すること

が望まれます。 

 上場関連会社におけるガバナンス体制の構築及び運用に対するグループ経営上の

関与の方針について記載することが考えられます。特に、以下の事項について記載

することが考えられます。 

 上場関連会社の役員の選解任に関する議決権行使の考え方・方針（例えば、

議案を個別に検討する際の考慮要素など） 

 上場関連会社における役員の指名プロセスへの関与についての考え方・方針

（例えば、協議・推薦・派遣による自社の意向の反映の有無やその方法など） 

※ 役員のうち独立役員の選解任について特に配慮している場合は、その内容を

明確化して記載することが考えられます。 

※ 上場関連会社に（法定又は任意の）指名委員会が設置されている場合は、指

名委員会の判断と自社の議決権行使との関係について記載することが考えら

れます。 

 少数株主保護の観点から必要な上場関連会社における独立性確保のための方策等

を記載することが考えられます。 

※ 独立性確保の内容としては、自社と上場関連会社の少数株主の間で利益相反

が生じない状況を確保することを想定しており、上場関連会社が自社からの

一切の関与・影響を受けない状況を確保することまでを必ずしも想定してい
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開示項目 記載上のポイント 

るものではありません。 

 ◇ 自社と上場関連会社の少数

株主の間の利益相反リスク

への懸念が小さいこと 

【②の場合】 

 上場関連会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策に代えて、自社と上場

関連会社の少数株主の間の利益相反リスクへの懸念が小さいこと（したがって、少

数株主保護の観点から必要な上場関連会社における独立性確保のための特段の対

応は不要としていること）について、自社と上場関連会社との関係や上場関連会社

に対する自社の影響力の程度に基づいて説明することが望まれます。 

 その際には、以下のような観点から説明することが考えられます。 

 議決権保有を通じた影響力の程度（例えば、上場関連会社における近時の株

主総会での議決権行使率と自社の議決権保有比率を照らし合わせて見た場合

の実質的な影響力の程度など） 

 上場関連会社における意思決定プロセスへの関与の有無や内容（例えば、承

諾・協議事項の有無や項目など） 

 人的関係（例えば、役員派遣など）や取引関係の有無や内容 

 上記に関連した契約の有無や内容 

■ グループ経営に関する考え方

及び方針として記載されるべ

き内容に関連した契約 

 該当するものとして、例えば、グループ経営（運営、管理）に関する契約（協定・

合意書）等の名称で締結している契約や、資本業務提携時や公開買付時に締結され

た契約（協定・合意書）などが考えられます。 

※ 契約以外の名称で行われる合意を含みます。 

 

 

４．その他の関係会社を有する上場会社における情報開示 

 

○ 概要 

上場会社がその他の関係会社又はその他の関係会社の親会社（以下「その他の関係会社等」といいます。）

（非上場であるその他の関係会社又はその他の関係会社の親会社を含みます。）を有する場合、自社とその他

の関係会社等との関係、自社に対するその他の関係会社等の影響力やそれに伴う自社の少数株主とその他の

関係会社等の間の利益相反のリスクの程度は様々であり、その他の関係会社等との関係において自社がどの

ような状況にあるのかは、当該上場会社への投資判断上重要な情報となり得ると考えられます。 

 

これを踏まえ、その他の関係会社等を有する場合においては、自社とその他の関係会社等との関係や自社

に対するその他の関係会社等の影響力の程度等に応じて、以下の項目について記載することが望まれます。 

・その他の関係会社等におけるグループ経営に関する考え方及び方針 

・少数株主保護の観点から必要なその他の関係会社等からの独立性確保に関する考え方・施策等 

上記の項目の全部又は一部に相当する状況が存在していない（記載すべき事項がない）場合も考えられます

が、そのような場合においては、上記の項目に相当する状況が存在していないということ自体（そのような

自社の状況自体）を説明することが望まれます。 

また、これらに加え、以下の項目について記載することが望まれます。 

・上場関連会社との間で、グループ経営に関する考え方及び方針として記載されるべき内容に関連した

契約（その他の名称で行われる合意を含みます。）を締結している場合は、その内容 

 

○ 記載内容 

※ 各開示項目について、自社の状況（自社とその他の関係会社等との関係、自社に対するその他の関係会

社等の影響力やそれに伴う自社の少数株主とその他の関係会社等の間の利益相反のリスクの程度など）

に照らして、投資判断上の重要性に応じて記載することが望まれます。例えば、投資判断上の重要性の

程度によっては、簡潔な内容で記載することも考えられます。 

※ その他の関係会社等が複数ある場合は、それらのうち、最も議決権保有割合の大きいその他の関係会社

又は資本最上位の会社（その他の関係会社の親会社）など、自社に与える影響が最も大きいと認められ

る会社（影響が同等である場合は、それらの会社）について記載することが考えられます。 

※ 複数のその他の関係会社が自社の経営方針等を共有している場合（例えば、その他の関係会社の間で提
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携契約や出資契約を締結している場合など）で、それらの会社の議決権保有比率の合計が過半数を超え

ているときは、各開示項目について投資判断上の重要性が高い状況であると考えられます。 

※ その他の関係会社等に関する事項について、当該その他の関係会社等のコーポレート・ガバナンス報告

書に記載されている場合には、その内容を参照することでも差し支えありません。 

※ 記載内容に該当する内容を、有価証券報告書、アニュアルレポート又は自社のウェブサイト等の広く一

般に公開される手段により開示している場合は、その内容を参照すべき旨と閲覧方法（ウェブサイトの

ＵＲＬなど）を本欄に記載する方法としても差し支えありません。 

※ 記載上のポイントとして示された各事項については、経営上の支障が生じる場合や市場へ悪影響を与え

る懸念がある場合、未確定である場合など、開示が困難である場合にまで開示を期待するものではあり

ません（以下の「記載上のポイント」欄の中でも、開示が困難である場合の例を記載しています。）。そ

のような場合であっても、一定程度抽象化するなどして、可能な範囲で開示することが考えられます。 

 

開示項目 記載上のポイント 

■ その他の関係会社等における

グループ経営に関する考え方

及び方針 

 自社及びその他の関係会社等（その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社）

に関する状況に応じて、以下のいずれかの開示を行うことが望まれます。 

① その他の関係会社等におけるグループ経営に関する考え方及び方針を記載す

ることが望まれます。 

 例えば、自社がその他の関係会社等のグループ経営の対象に含まれてい

る場合には、このような記載を行うことが考えられます。 

② その他の関係会社等におけるグループ経営に関する考え方及び方針に相当す

る事項が存在していない（記載すべき事項がない）場合は、これに代えて、自

社と当該その他の関係会社等との関係について説明することが望まれます。 

 例えば、自社がその他の関係会社等のグループ経営の対象に含まれてい

ない場合には、このような記載を行うことが考えられます。 

 ◇ その他の関係会社等におけ

るグループ経営に関する考

え方及び方針【①の場合】 

 

 その他の関係会社等におけるグループ経営に関する考え方及び方針のうち、自社

への重要な影響がある事項を記載することが望まれます。 

 特に、以下の事項について記載することが考えられます。 

 その他の関係会社等の事業ポートフォリオ戦略における自社の位置付け 

 その他の関係会社等のグループ内における事業領域の棲み分けについて、現

在の状況や今後の見通し 

 その他の関係会社等との間で資金管理を行っている場合（その他の関係会社

等のキャッシュ・マネジメント・システムへの参加など）は、その意義 

 ◇ 自社とその他の関係会社等

との関係【②の場合】 

 

 その他の関係会社等におけるグループ経営に関する考え方及び方針に代えて、自

社と当該その他の関係会社等との関係について説明することが望まれます。 

 その際には、特に、以下の事項について説明することが考えられます。 

 グループ管理体制がないこと（例えば、経営方針・経営戦略の共有がないこ

とや事業ポートフォリオ内の一事業としての位置付けがないことなど） 

 その他の関係会社等の属性（例えば、非上場の資産管理会社であることなど） 

 資本関係の目的（例えば、純投資目的や事業上の具体的な目的など） 

■ 少数株主保護の観点から必要

なその他の関係会社等からの

独立性確保に関する考え方・施

策等 

 自社及びその他の関係会社等に関する状況に応じて、以下のいずれかの開示を行

うことが望まれます。 

① 少数株主保護の観点から必要なその他の関係会社等からの独立性確保に関す

る考え方・施策等について記載することが望まれます。 

 例えば、自社に対するその他の関係会社等の影響力が強く、少数株主保

護の観点から独立性確保のために特段の対応を講じている場合には、こ

のような記載を行うことが考えられます。 

② 少数株主保護の観点から必要なその他の関係会社等からの独立性確保に関す

る考え方・施策等に相当する事項が存在していない（記載すべき事項がない）

場合は、自社の少数株主とその他の関係会社等の間の利益相反リスクへの懸

念が小さいことについて、自社とその他の関係会社等の関係や自社に対する

その他の関係会社等の対する影響力の程度に基づいて説明することが望まれ

ます。 

 例えば、自社に対するその他の関係会社等の影響力は強くはなく、少数

株主保護の観点から独立性確保のために特段の対応は講じていない場
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開示項目 記載上のポイント 

合には、このような記載を行うことが考えられます。 

 ◇ 少数株主保護の観点から必

要なその他の関係会社等か

らの独立性確保に関する考

え方・施策等【①の場合】 

 少数株主保護の観点から必要なその他の関係会社等からの独立性確保に関する考

え方・施策等を記載することが望まれます。 

※ 独立性確保の内容としては、自社の少数株主会社とその他の関係会社等の間

で利益相反が生じない状況を確保することを想定しており、自社がその他の

関係会社等からの一切の関与・影響を受けない状況を確保することまでを必

ずしも想定しているものではありません。 

 意思決定プロセスへのその他の関係会社等の関与の有無や内容（承諾・協議事項の

有無や項目など）を記載することが考えられます。 

※ その他の関係会社等の関与の内容について、経営上の支障が生じる場合にま

で開示を期待するものではありません。そのような場合、一定程度抽象化し

た内容や定性的な内容で記載することも考えられます。 

 その他の関係会社等からの独立性確保のために特別委員会を設置する場合（特別

委員会を非常設としている場合も含みます。）は、以下の事項を記載することが考

えられます。 

 常設又は非常設の別 

 委員会構成のその他の関係会社等からの独立性に関する考え方、委員の構成 

 審議項目や権限・役割 

 実際の活動状況（例えば、開催頻度、審議項目、個々の委員の出席状況など） 

※ 特別委員会を非常設とする場合は、事前に定める設置時の委員構成や審議項

目（設置要件）等について記載することが考えられます。 

※ 審議項目については、経営上の支障が生じ得るような個々の具体的な審議内

容の開示までを期待するものでありません。そのような場合、一定程度抽象

化した内容で記載することも考えられます。 

 独立役員のその他の関係会社等からの独立性確保という観点から任意の指名委員

会を活用している場合は、その活用方法や役割について記載することが考えられ

ます。 

※ 任意の指名委員会について記載する報告書の他の欄においてその他の関係会

社等からの独立性確保の観点にも言及している場合は、その記載を参照する

ことでも差し支えありません。 

 独立役員の選解任におけるその他の関係会社等の議決権行使の考え方・方針（自社

が法定又は任意の指名委員会を設置している場合、指名委員会の役割を踏まえて

の議決権行使の考え方・方針を含む）を自社において把握している場合（その他の

関係会社等が開示している場合やその他の関係会社等との間で確認している場合

など）は、それを記載することが考えられます。 

 ◇ 自社の少数株主とその他の

関係会社等の間の利益相反

リスクへの懸念が小さいこ

と【②の場合】 

 少数株主保護の観点から必要なその他の関係会社等からの独立性確保に関する考

え方・施策等に代えて、自社の少数株主とその他の関係会社等の間の利益相反リス

クへの懸念が小さいこと（したがって、少数株主保護の観点から必要なその他の関

係会社等からの独立性確保のための特段の対応は不要としていること）について、

自社とその他の関係会社等との関係や自社に対するその他の関係会社等の影響力

の程度に基づいて説明することが望まれます。 

 その際には、以下のような観点から説明することが考えられます。 

 議決権保有を通じた影響力の程度（例えば、自社における近時の株主総会で

の議決権行使率とその他の関係会社等の議決権保有比率を照らし合わせて見

た場合の実質的な影響力の程度など） 

 自社の意思決定プロセスへのその他の関係会社等の関与の有無や内容（例え

ば、承諾・協議事項の有無や項目など） 

 人的関係（例えば、役員派遣など）や取引関係の有無や内容 

 上記に関連した契約の有無や内容 

■ その他の関係会社等のグルー

プ経営に関する考え方及び方

針に関連した契約 

 該当するものとして、例えば、グループ経営（運営、管理）に関する契約（協定・

合意書）等の名称で締結している契約や、資本業務提携時や公開買付時に締結され

た契約（協定・合意書）などが考えられます。 

※ 契約以外の名称で行われる合意を含みます。 
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○別添 ４ 

【適時開示体制の概要及び適時開示体制の整備のポイント】 

 

１．適時開示体制の概要 

「適時開示に係る社内体制」（以下「適時開示体制」という。）は、単なる開示手続の業務プロセスや会

社情報の社内での流れとしてではなく、重要な会社情報の適時適切な開示を可能とするための社内体制と

位置付けられます。 

上場会社においては、金融商品市場において自社の有価証券を上場している以上、適時適切な開示は重

要な責務であり、これを全うするための体制の整備・運用を図っていくことが強く求められます。また、

適時開示業務の適切な執行によって金融商品市場の信頼を得ることは、中長期的な企業価値の維持・向上

につながるものであり、経営の観点からも適切な開示は有用と認識されるものと考えます。 

適時開示体制は、上場会社各社が、おのおのの実情を踏まえて、適切な体制を構築していくものです。

このため、各社がどのような方針・意図を持って社内体制を整備・運用しているかにより、適時開示体制

は自ずと異なってくるものと考えます。どのような適時開示体制を整備するかは各社の判断によることに

なりますが、その体制は適時開示について求められる一定の水準を確保しているものであることが必要で

す。 

 

 

２．適時開示体制の整備のポイント 

適時開示体制について求められる一定の水準を確保するためには、まず、適時開示業務を執行する体制

を適切に整備することが必要です。具体的には、常に開示の迅速性を十分に意識して手続を整備すること

が必要です。それに加えて、開示対象となる情報（以下「開示対象情報」という。）を適切に識別して網羅

的に収集し、上場規程その他の関連諸法令・諸規則を遵守しつつ、正確、明瞭かつ投資判断資料として十

分な情報が記載された開示資料の作成を行い、会社として公式な承認・決定等を実施したうえで、適切な

時期に、投資者の公平性等に留意しつつ公表できるよう、手続を整備する必要があります。 

また、上記の要点を達成するための手続を行うことが十分に可能な組織を構築することが必要です。さ

らに、こうした手続・組織を整備するだけでなく、それらが有効に運用されていることをモニタリングに

よって確保することも非常に重要です。 

加えて、適時開示の重要性に鑑みれば、適時開示業務を執行する体制は、経営者の適切な関与のもとで、

以上の点を満たせるよう整備されることが肝要です。そして、この体制が適切に機能を発揮するためには、

組織や手続を整備するだけでなく、経営者自身が適時開示の重要性を認識し、明確な姿勢・方針を示すと

ともに、こうした姿勢・方針を社内に周知・啓蒙し、適切な運用を図っていくことが重要です。 

また、適時開示の観点における自社の特性や開示に関するリスクを認識・分析し、それを踏まえて適時

開示業務を執行する体制を整備するとともに、これらを絶えず意識しつつ、適時開示業務を運用していく

ことが、いかなる場合においても適時適切な開示を行うために必要と考えられます。 

こうした点を踏まえると、図表１－１のとおり、適時開示体制の整備のポイントは、「適時開示業務を執

行する体制の整備にあたり検討すべき事項」と「適時開示業務を執行する体制」の２つに大別して整理さ

れます。 
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図表１－１ 適時開示体制の整備のポイント 

区 分 
適時開示における 

ポイント 
内 容 

１ 適時開示業

務を執行する

体制の整備に

あたり検討す

べき事項 

１．経営者の姿勢・方

針の周知・啓蒙等 

イ．経営者の姿勢・方針の明示 

ロ．経営者の姿勢・方針の周知・啓蒙 

ハ．経営者による姿勢・方針の実践  

ニ．適時開示体制との関連を考慮したコーポレート・ガバナンス 

２．適時開示に関する

自社の特性・リスク

の認識・分析 

イ．適時開示に関する自社の特性の認識・分析 

ロ．適時開示に関するリスク及びその原因となる事項の認識・分析 

２ 適時開示業

務を執行する

体制 

１．開示担当組織の整

備 

イ．開示担当部署の整備 

ロ．全社的な対応体制 

ハ．開示に関する教育 

ニ．体制の整備の範囲 

２．適時開示手続の整

備 

イ．開示手続と開示プロセス 

ロ．開示対象情報の種類 

ハ．整備した手続の社内への周知徹底 

ニ．適時開示手続の要点 

※ 図表１－２を参照 

ホ．適時開示手続と密接に関連する他の社内手続との関連性 

３．適時開示体制を対

象としたモニタリ

ングの整備 

イ．内部監査部門等によるモニタリング 

ロ．監査役（監査等委員会又は監査委員会）によるモニタリング 

 

図表１－２ 適時開示手続の要点一覧 

プロセス 要 点 内 容 

① 情報収集プロセス 

ａ 迅速性 適時開示すべき情報を迅速に収集する。 

ｂ 網羅性 適時開示すべき情報を網羅的に収集する。 

ｃ 適時性 
適時開示すべき情報を適時に開示できるよう開示業

務を管理する。 

②分析・判断プロセス 

ｄ 適法性 
関連法令、上場規程等を遵守して適時開示業務を実施

する。 

ｅ 正確性 適時開示すべき情報の正確性を確保する。 

ｆ 公式性 

情報の正確性や適法性に加えて、開示資料の内容の十

分性、明瞭性等を確認したうえで、会社としての公式

な承認・決定等を行う。 

③ 公表プロセス 

ｇ 公平性 開示資料の公表にあたり、公平性に配慮する。 

ｈ 積極性 開示資料の公表にあたり、積極的に対応する。 
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３．適時開示体制の概要（模式図）の記載上の留意点と適時開示体制の整備のポイント 

適時開示体制の概要（模式図）の記載に際しては、適時開示体制の整備のポイントに留意して、メリハ

リをつけ、重要な点は明確に記載することが、投資者等に自社の適時開示体制を簡潔にわかりやすく説明

するうえで有用と考えます。必ずしも、整備のポイントのすべてについて詳細な記載が必要というわけで

はありません。 

そもそも適時開示体制は、各社が自社の置かれた開示に関する特性やリスク等の認識・分析に基づき、

明確な姿勢・方針のもとで構築していくべきものであり、この結果として構築された体制は各社各様の体

制になり得ます。このため、投資者に自社の適時適切な開示のための社内体制のポイントを示して説明す

る観点から、自社がどのような事項を考慮し、またどのような姿勢・方針を持って自社の体制を整備して

いるかが最も重要です。そして、自社において重要と考えるポイントについて明瞭かつ要点を踏まえて記

載するよう留意することが適当と考えます。なお、その際に、関連性の深い複数のポイントについては、

各ポイントを別々に記載するのではなく、組み合わせて記載することも一考です。 

ただし、利用者が各社の体制を理解しやすいよう、具体的に開示担当組織や開示手続の概要についてわ

かりやすく記載することが必要です。 

具体的な記載方法については、各ポイントの記載上の留意点を参考にしてください。各社が適時開示に

関する自社の特性やリスクを踏まえて自らの適時開示体制を改めて点検あるいは見直したうえで、整備の

ポイントと自社の社内体制との関連づけを意識しつつ記載することが重要です。 

 

 

（１）適時開示業務を執行する体制の整備にあたり検討すべき事項 

① 経営者の姿勢・方針の周知・啓蒙等 

上場会社の経営者の開示に対する姿勢・方針等は、投資者が各社の適時開示体制を理解するうえで

重要な事項になります。経営者の開示に対する姿勢・方針を明確に記載するとともに、社内への周知・

啓発の状況についても簡潔に記載することが望まれます。また、適時開示体制に占める経営者の役割

の重要性に鑑みれば、適時開示体制の整備や実際の運用において経営者が果たしている役割を記載す

ることも重要です。 

さらに、コーポレート・ガバナンス体制を記載する場合には、適時開示体制との関連を中心に簡潔

に記載することが望ましいと考えられます。 

検討項目 整備のポイント 

イ．経営者の姿勢・方針の明示 ・ 上場会社各社が適時開示を適切に実施していくにあたり、最も重要なのは、経営者

自身の開示に対する姿勢であることに疑いはないと思われます。また、どのように体

制を整備しようとも経営者自身の不適切な行動に伴い、適時開示体制の有効性が損

なわれることは近年のいくつかの不適切な事例をみても明らかです。 

・ したがって、経営者自身が適時開示の重要性を十分に認識したうえで、経営者自ら

の開示に対する姿勢・方針を明確に示すことが重要です。 

ロ．経営者の姿勢・方針の周知・啓

蒙 

・ 経営者自らの開示に対する姿勢・方針を会社の姿勢・方針として社内に周知徹底さ

せていくことが適時開示体制を有効に機能させるうえで重要です。どのように体制

を整備しても経営者以外の役職員にこれが周知徹底されない限り、実際の運用との

乖離が大きくなり、適時開示体制の有効性が損なわれる可能性が大きくなります。し

たがって、経営者自身の開示に対する姿勢・方針を社内教育や日常の活動を通じて役

職員に周知・啓発し、適時開示を重視する会社風土を構築していくことが重要です。 

ハ．経営者による姿勢・方針の実践 ・ 経営者の姿勢・方針を打ち出すだけではなく、経営者自らが姿勢・方針を実践する

ことも重要です。 

・ 適時開示体制に占める経営者の役割の重要性に鑑みれば、適時開示体制は、経営者

の適切な関与のもとで整備されることが肝要です。そして実際の運用においても、経

営者自身が適時開示体制の中で一定の役割を果たすことが望まれます。 

例えば、以下の方策が考えられます。 

① 経営者が、自らの姿勢・方針に基づき適時開示体制を整備するとともに、実

際の運用においては重要事項については報告を受ける等の関与を行う。 

② 経営者自らが直接開示業務に携わる。 

ニ．適時開示体制との関連を考慮 ・ 会社全体に係るコーポレート・ガバナンスは、会社経営の根幹に関わる事項であ
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検討項目 整備のポイント 

したコーポレート・ガバナンス り、コーポレート・ガバナンスが有効に機能していることが会社の様々な活動の前提

となるものとして、非常に重要です。適時開示体制においても、コーポレート・ガバ

ナンスが十分に機能していることが、有効な適時開示体制の整備の前提となるもの

と考えられます。 

・ なお、上場会社における適時開示の重要性に鑑みれば、コーポレート・ガバナンス

体制が、上記の経営者の開示に対する姿勢・方針と整合的で、適時開示体制との関連

（ガバナンス体制が、適時開示体制が有効に整備されることにつながるよう設計さ

れているかどうか）を考慮したものであることが望ましいと考えられます。 

 

③  適時開示に関する自社の特性・リスクの認識・分析 

上記で取り上げた適時開示に関わる特性はいずれも、各社が適時開示に関わる業務執行体制を整備

する前提として考慮すべきものであるため、適時開示業務を執行する体制との関連を含めて、簡潔に

記載することが望ましいと考えられます。 

また、適時開示に関するリスクの認識・分析の状況についても、特筆すべきリスクの原因となる事

項がある場合、あるいは、リスクに明確に対応する観点から具体的な体制を構築している場合には、

その概要も記載することが望まれます。その際、リスクと特性は密接に関係する場合も多いことから、

これらの関連性を含めて記載することも考えられます。 

検討項目 整備のポイント 

イ．適時開示に関する自社の特性

の認識・分析 

・ 適時開示体制の整備にあたっては、適時開示の観点からみた自社の特性を十分に認

識・分析することが必要になります。なぜなら、適時開示体制の有効性は、会社の規

模や拠点の地理的な分散状況、業態等に大きな影響を受けるからです。 

・ 上場会社が適時開示業務を執行する体制を整備するにあたっては、適時開示の観点

からみた自社の特性に応じた適切な体制の整備を図るとともに、そうして整備され

た体制の中で、適時開示の観点からみた自社の特性を絶えず意識しつつ、実際の運用

が行われることが適切であると考えます。 

 

【適時開示に関わる特性の一例】 

・ 会社規模 

・ 拠点の地理的分散状況 

・ 事業の多角化の状況 

・ 事業の種類 

ロ．適時開示に関するリスク及び

その原因となる事項の認識・分

析 

・ 適時開示に関するリスク及びその原因となる事項の認識・分析を継続的に行うこと

も重要です。不適正な開示を行ったことにより、大きな損害を会社に発生させた事例

が多数発生しており、また直接大きな影響がなくとも不適正な開示を繰り返し行う

ことで、当該会社のディスクロージャーに対する信頼性や社会的な評価が下がると

いった事態も考えられます。 

・ 適時開示に関するリスクそのものである不適正開示とそれによる影響については、

影響の程度は別として、すべての上場会社に共通のものと捉えることができると考

えられます。一方、その発生原因となる事項は、前述した開示に関する特性など各社

の状況により、様々に異なります。 

・ したがって、不適正開示とそれによる影響、そして、その原因となる事項を十分に

把握するとともに、継続的に分析することによって、適時開示に関するリスクを意識

しつつ適時開示体制の整備を行う必要があると考えます。 
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（２）適時開示業務を執行する体制 

適時開示業務を適時適切に執行する体制は、経営者が自社の様々な状況を踏まえて、さらに業務の実

効性と効率性をも勘案して整備・運用していくものと考えられます。また、各社が様々な異なる環境に

さらされていることを考慮すれば、その体制は各社によって異なるのが通常と思われます。しかしなが

ら、上場会社である以上、一定水準の適時開示業務を執行する体制を整備する必要があります。 

適時適切に開示業務を執行する体制を整備するにあたり「開示を担当する組織」と「開示手続」の整

備という視点から体制整備のポイントを示します。ここで、開示を担当する組織は「自社で定めた開示

手続を執行することが十分に可能な組織」である必要があり、開示手続についても「開示にあたり達成

すべき一定の要点を達成することが十分に可能な手続」であることに留意すべきです。これらは密接不

可分に結びついており、必ずしも明確に切り離すことができるわけではありませんが、説明をわかりや

すくするために、このように区分しています。本書ではこの両面から体制整備のためのポイントを示し

ます。 

加えて、整備した適時開示業務を執行する体制の運用の実効性を確保するためには、適時開示体制を

対象としたモニタリング制度の整備・運用も重要です。 

 

① 開示担当組織の整備 

開示担当部署の位置付け・役割あるいはその他の機関や部署の適時開示体制における役割と開示担

当部署との関係が明確にわかるよう記載することが望ましいと考えられます。また、上場会社が適時

開示業務にどの程度の経営資源を投入し、どのような体制で臨んでいるかを明らかにすることは、投

資者がその会社の適時開示情報の信頼性を判断するうえで重要な事項と考えられます。 

なお、適時開示に係る組織と手続は密接に関連することから、この記載にあたり、適時開示手続と

一体で説明することも考えられます。この場合には、組織と手続のそれぞれの概要が明確にわかるよ

うに記載することが望ましいと考えられます。 

本項目の記載内容としては、以下の事項が考えられます。 

・ 開示を担当する組織の概要（組織名・人員数等） 

・ 開示責任者（役職、役割等） 

・ 開示に関する社内教育の状況 

・ グループ会社における状況 

・ 開示に関する規程の整備状況 

検討項目 整備のポイント 

イ．開示担当部署の整備 ・ 適時開示業務を執行する体制を整備するにあたっては、まず、開示業務を直接担当

する部署及び人員を決定するとともに、責任者を定めることが通常と思われます。 

・ どのような組織や人員数で対応するかについては、適時開示に関する自社の特性や

リスク、業務の効率性や業務に係るコストなどを勘案して経営者が整備するものと

考えられます。しかし上場会社である以上、適時適切な開示は重要な責務であり、こ

れを軽視することは認められません。開示担当部署の整備にあたっても適時適切な

開示を十分に行えると考えられる水準を満たすように整備を行っていくことが求め

られます。 

（注）なお、上場会社においては、適時開示に関する東証からの照会に対する報

告、その他の会社情報の開示に係る東証との連絡を掌る者として情報取扱責

任者の届出を義務付けています。情報取扱責任者については、その役割の重要

性等に鑑みて、各社の適時開示体制の中で適切に位置づけられることも重要

です。 

ロ．全社的な対応体制 ・ 適時開示に関して、全社的な対応体制を整備することも重要です。開示対象となる

情報は社内外の各所で発生することから、開示対象情報の網羅的な収集のためには、

適時開示業務を直接執行する開示担当部署(又は開示担当者)だけでなく、社内（グル

ープ会社を含みます。）の広範囲にわたって開示業務への協力体制を構築していくこ

とが必要です。具体的には開示対象情報の収集担当者を社内各部署に設置すること

などが考えられます。 

・ また、何らかの形で開示担当部署以外の部署（又は人員）を開示業務に関与させる

ことは、開示業務にあたっての多面的かつ総合的な判断を可能とするとともに、全社



第５編  東証への提出書類 

〔４〕コーポレート・ガバナンスに関する報告書 

 

 
東京証券取引所 会社情報適時開示ガイドブック 2024 年 4 月 
copyright © 2024 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved. 607

検討項目 整備のポイント 

的に開示に対する意識を高めることにつながり、適時開示体制の有効性を高めるこ

とになると思われます。具体的な施策としては、開示担当部署以外の複数部門の責任

者等による協議体制を整備することや、開示業務に関与することを目的として、開示

委員会などの任意の委員会を設置することなどが考えられます。この場合には、どの

ようなメンバー構成とするか、またどのような役割とするかも重要な事項となりま

す。 

ハ．開示に関する教育 ・ 開示担当部署を定めるだけでなく、開示担当部署の担当者を含めた開示業務に関係

する役職員の開示に関する知識・能力を充実・維持するため、開示に関する教育を行

うことも重要です。どのように人員・組織を整備したとしても、適時開示制度に関す

る理解が浅ければ、開示業務の運用における有効性の確保は困難だからです。 

ニ．体制の整備の範囲 ・ 適時開示の対象となる子会社、親会社等に関する情報についても、上記のポイント

を勘案して収集・把握できる体制を整備することが求められます。そのため、子会社、

親会社等における体制整備と、上場会社と子会社・親会社等との連絡体制の整備が必

要となります。 

 

② 適時開示手続の整備 

開示手続は、開示担当組織と並んで適時開示業務を執行する体制の中核をなすものであり、開示手

続の概要がよくわかるように、プロセス別、情報種類別あるいは図表を利用するなどして、また、開

示手続上の要点と関連づけて説明することが望ましいと考えられます。 

なお、開示担当組織と開示手続は密接に関連することから、この記載にあたり、一体で説明するこ

とも考えられます。ただ、その場合には、組織と手続のそれぞれの概要が明確にわかるように記載す

ることが望ましいと考えられます。 

検討項目 整備のポイント 

イ．開示手続と開示プロセス ・ 開示業務の執行においては、開示の迅速性を十分に意識しつつ、開示対象情報を適

切に識別して網羅的に収集し、上場規程その他の関連諸法令・諸規則を遵守しつつ正

確、明瞭かつ投資判断資料として十分な情報が記載された開示資料の作成を行い、社

内で適切なチェックや承認を確認したうえで会社としての公式な承認・決定等を行

い、適切な時期に、投資者間の公平性等に留意しつつ公表することが求められます。 

・ 上場会社各社が具体的にどのような手続を採用するかは、各社の状況によって異な

るものと思われます。したがって、特定の手続が強制されるものではありませんが、

上場会社である以上、適時適切な開示を十分に行える水準を確保できるよう、開示手

続を整備する必要があると考えます。 

・ ここでは、開示手続について、必要な水準を確保するための要点を取り上げて、説

明しています。なお、以下では、各社の記載を踏まえ、開示手続を業務の流れに沿っ

て、① 情報収集プロセス、② 分析・判断プロセス、③ 公表プロセス  に区分して

説明します。情報収集プロセスは会社内で生成若しくは発生する開示対象情報を収

集する過程です。分析・判断プロセスは情報収集プロセスで収集した情報について正

確性等を確認したうえで開示資料を作成して公式な承認・決定等を実施する過程で

す。そして公表プロセスは、開示資料をＴＤｎｅｔ等で公表する過程です。  

ロ．開示対象情報の種類 ・ 上場規程上の開示対象情報を大別すると  ① 決定事実、② 発生事実、③ 決算情

報  等に区分されます。開示手続は、これらの情報の種類によっても異なることが

想定されますので、手続の整備にあたっては、これらのすべての情報を対象として体

制を整備する必要があります。 

ハ．整備した手続の社内への周知

徹底 

・ 整備した手続を社内へ周知徹底させるためには、明文化、マニュアル化、書面の配

布なども有効です。また、開示担当部署や責任者等に関する定めと合わせて社内規程

として整備することも考えられます。 

ニ．適時開示手続の要点 ・ ここでは、適時開示を行う際に各プロセスにおいて達成すべき要点を取り上げてい

ます（要点の一覧は図表１－２参照）。どのような手続を選択する場合にも、これら

の要点を効果的に達成できるよう、整備すべきです。なお、実際の手続の整備にあた

っては、各プロセスにまたがり複数の要点を達成するように整備することも、効率性

の観点から検討することが勧められます。 

 ① 情報収集プロセスにおける要点 

ａ．適時開示すべき情報を迅速に収集する（迅速性）。 
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検討項目 整備のポイント 

ｂ．適時開示すべき情報を網羅的に収集する（網羅性）。 

ｃ．適時開示すべき情報を適時に開示できるように開示業務を管理する（適時性）。 

 

【要点の内容】 

適時適切な情報開示にあたり、情報収集プロセスにおいては、社内各部署におい

て、生成若しくは発生する情報を迅速かつ網羅的に収集して、開示担当部署に伝達さ

れるように手続を整備する必要があります。また、緊急時の情報伝達経路や社内の正

規のルート以外の情報伝達経路（内部通報制度等）を確保することも適当と考えられ

ます。 

 ② 分析・判断プロセスにおける要点 

ｄ．関連法令、上場規程等を遵守して適時開示業務を実施する（適法性）。 

ｅ．適時開示を行う情報の正確性を確保する（正確性）。 

ｆ．情報の正確性や適法性に加えて、開示資料の内容の十分性、明瞭性等を確認した

うえで、会社としての公式な承認・決定等を行う（公式性）。 

 

【要点の内容】 

分析・判断プロセスにおいては、情報収集プロセスにて収集した開示すべき情報の

適法性、正確性を確保するとともに、開示資料を作成して、その内容が十分かつ明瞭

であることなどを確認し、会社としての公式な承認・決定等を実施することが求めら

れます。また、この業務においては適時開示を適切なタイミングで実施すること、開

示資料の作成やその他の手続の実施に際して上場規程その他の関連諸法令を遵守す

ることに常に留意する必要があります。 

 ③ 公表プロセスにおける要点 

公表プロセスにおいては、以下の点が重要です。 

・ 即時かつ同時に開示資料を投資者等に伝達する。 

・ 公表した開示資料が原本であることを確保する（実際に会社が提出したもの

であり、改ざん等がされないようにする）。 

 

※ 適時開示にはＴＤｎｅｔシステムを利用することとされておりますが、同シス

テムは上記の要点を満たすよう設計されています。 

このほか、投資者の有用性を考慮すれば、これらに加えて以下の２点を考慮すべ

きです。 

 

ｇ．開示資料の公表にあたり、公平性に配慮する（公平性）。 

ｈ．開示資料の公表にあたり、積極的に対応する（積極性）。 

  

【要点の内容】 

上記で挙げた要点は、開示資料の公表にあたり一部の投資者だけが有利とならな

いように配慮すること、また公表の際に投資者等にとって有用な情報を提供できる

よう、明瞭かつ十分な情報の公表を行うこと、また開示後の照会等にも積極的に応じ

ること、投資者にとって有用である情報であれば上場規程で求められていなくても、

積極的に公表を行うことなどを指しています。 

ホ．適時開示手続と密接に関連す

る他の社内手続との関連性 

・ ＩＲ、インサイダー取引規制を遵守するための社内手続など、開示手続と非常に密

接した社内手続があります。これらの手続は、それぞれの目的に照らして非常に重要

な手続であり、また業務の効率性などを考慮して共通の部署で業務を実施する場合

が実務上多いと思われます。一方で開示手続との目的の違いに留意し、それらをはっ

きりと認識したうえで、それぞれの目的をすべて一定の水準で達成できるように体

制を整備・運用していく必要があります。 
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（３）適時開示体制を対象としたモニタリングの整備 

適時開示体制を対象としたモニタリングの重要性に鑑みると、モニタリング制度の整備状況について

以下の点を記載することが望ましいと考えられます。 

・ モニタリングを実施している組織の概要 

・ 実施内容（実施の頻度、範囲等） 

検討項目 整備のポイント 

・ 整備した適時開示体制の運用の実効性を確保するためには、開示担当組織や開示手続が適切に機能しているかを確認す

るためのモニタリングが本来不可欠です。モニタリングとしては、以下の方法が考えられます。 

イ．内部監査部門によるモニタリ

ング 

・ 内部監査部門によるモニタリングは、監査対象から独立した立場で適時開示体制が

有効に整備・運用されているかどうか、また業務が適法に実施されているかどうか等

について監査を行うとともに、欠陥が発見された際には改善提案等を実施すること

が期待されます。 

ロ．監査役（監査等委員会又は監査

委員会）によるモニタリング 

・ 監査役（監査等委員会又は監査委員会）によるモニタリングは、監査対象からだけ

でなく、経営者を含む業務執行機関から独立した立場でモニタリングを実施するこ

とが特に重要です。また、適時開示体制を対象としたモニタリングだけでなく、監査

役（監査等委員会又は監査委員会）に、日常的に開示情報が伝達されるようになって

いることも、経営者の業務執行の監査の観点からは重要と考えられます。 

 

 

 

以 上 
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